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第１節 計画の策定方針 

１ 計画の目的 

本計画は災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき、松戸市防災会議

（以下「防災会議」という。）が定める計画であって、本市の地域並びに住民の生命、身体及び財

産を災害から保護するため、本市の地域に係る災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧等に関

し、市及び関係機関が処理すべき事務又は業務を定め、防災活動の総合的かつ効果的な実施を図

ることを目的とする。 

本計画は、本市の地域に係る災害対策に関する基本的かつ総合的な計画であることから、国の

防災基本計画、県の地域防災計画、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等の

防災業務計画等との連携・整合を図るものである。 

 

２ 震災対策の基本方針 

本市の防災環境に的確に対応し、市民生活の安全を守り、乳幼児、傷病者、障害者、高齢者、

外国人等の要配慮者の視点に立った対策を講じ、男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の確

立を図り、本市のもつ諸機能を確保していくため、自助、共助及び公助の基本理念に則り、市民、

事業所及び行政が連携するとともに、地震災害の各段階に応じた予防対策、応急対策及び復旧対

策の充実に努める。 

(1) 災害予防対策 

ア 住民への震災知識の普及に努めるなど自助の強化に務めるとともに、自主防災組織の結成

促進及び育成強化並びに防災訓練の充実など共助の強化に努める。 

イ 災害に強いまちづくりを進めるため、地盤災害の防止対策や建築物対策などの都市防災対

策を進める。 

ウ 防災施設を確保するとともに、各種資器材の完備と消防施設の保全を進める。  

エ 情報連絡手段となる防災行政無線等の保全を進める。 

オ 震災対策に役立つ各種調査、検討を進める。 

(2) 災害応急対策 

ア 災害時の迅速な対応がとれるよう、市、防災関係機関との連携により応急体制を整える。 

イ 地震情報や被害情報などの災害情報の収集伝達体制を整える。 

ウ 被災者の安全な避難誘導に努めるほか、水や食料等の供給、医療や救助などの救援救護活

動の充実を図る。 

エ 消防、水防、警備、交通規制など応急活動の充実を図る。 

オ 必要に応じ、自衛隊や周辺自治体の応援を得て迅速な応急対策を実施する。 

カ 水道、電気、ガス、電話等の生活関連施設等の迅速な応急復旧を図る。 

キ 応急教育の確保と災害廃棄物の迅速な処理及び応急仮設住宅建設の体制整備を図る。 

(3) 災害復旧対策 

ア 被災者や被災事業者への援護措置の充実を進め、民生安定を図る。 

イ 生活関連施設等の迅速な本格復旧を図る。 
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３ 計画の修正 

市及び関係機関は、本計画を現状に即したものにするため常に検討を加え、修正する必要があ

ると認める場合は、防災会議で審議の上修正する。 
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第２節 市及び防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 
市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重

要な施設の管理者、住民、事業所等は、概ね次の事務又は業務を処理するものとする。 

 

１ 松戸市 

ア 市防災会議及び市災害対策本部に関すること 

イ 防災に関する施設及び組織の整備並びに自主防災組織の充実及び訓練に関すること 

ウ 災害時における被害の調査報告、情報の収集及び広報に関すること 

エ 災害の防除と拡大防止に関すること 

オ 救助、防疫等及び保健衛生に関すること 

カ 災害応急対策用資材及び災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること 

キ 被災産業に対する融資等の対策に関すること 

ク 被災市営施設の応急対策に関すること 

ケ 災害時における文教対策に関すること 

コ 災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

サ 災害時における交通、輸送の確保に関すること 

シ 被災施設の復旧に関すること 

ス 管内の関係団体が実施する災害応急対策の調整に関すること 

セ 被災者の生活再建支援に関すること 

 

２ 千葉県 

ア 千葉県防災会議及び県災害対策本部に関すること 

イ 防災に関する施設及び組織の整備並びに訓練に関すること 

ウ 災害時における災害に関する被害の調査報告、情報の収集及び広報に関すること 

エ 災害の防除と拡大の防止に関すること 

オ 災害時における防疫その他保健衛生に関すること 

カ 災害応急対策用資材及び災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること 

キ 被災産業に対する融資等の対策に関すること 

ク 被災県営施設の応急対策に関すること 

ケ 災害時における文教対策に関すること 

コ 災害時における社会秩序の維持に関すること 

サ 災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

シ 災害時における交通、輸送の確保に関すること 

ス 被災施設の復旧に関すること 

セ 市が処理する事務及び事業の指導、指示及びあっせん等に関すること 

ソ 災害対策に関する自衛隊への派遣要請、国への応援要請及び隣接都県市間の相互応援協力に

関すること 

タ 災害救助法に基づく被災者の救助、保護に関すること 

チ 被災者の生活再建支援に関すること 

ツ 市が実施する災害応急対策の補助及び市町村間の総合調整に関すること 
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３ 指定地方行政機関 

(1) 関東管区警察局 

ア 管区内各県警察の災害警備活動の指導及び調整に関すること 

イ 管区内各県警察の相互援助の調整に関すること 

ウ 他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携に関すること 

エ 警察通信の確保及び警察通信統制に関すること 

オ 津波、噴火警報等の伝達に関すること 

 

(2) 関東財務局（千葉財務事務所） 

ア 立会関係 

主務省が行う災害復旧事業費の査定の立会に関すること 

イ 融資関係 

(ｱ) 災害つなぎ資金の貸付(短期)に関すること 

(ｲ) 災害復旧事業費の融資(長期)に関すること 

ウ 国有財産関係 

(ｱ) 地方公共団体が防災上必要な通信施設等の応急措置の用に供する場合における普通財産

の無償貸付に関すること 

(ｲ) 地方公共団体が災害による著しい被害を受けた小・中学校等の施設の用に供する場合に

おける普通財産の無償貸付に関すること 

(ｳ) 地方公共団体が水防、消防その他の防災に関する施設の用に供する場合における普通財

産の減額譲渡又は貸付に関すること 

(ｴ) 災害の防除又は復旧を行おうとする事業者に対する普通財産の売払又は貸付に関するこ

と 

(ｵ) 県が急傾斜地崩壊防止施設の用に供する場合における普通財産の無償貸付又は譲与に関

すること 

(ｶ) 県又は市町村が防災のための集団移転促進事業の用に供する場合における普通財産の譲

与等に関すること 

エ 民間金融機関等に対する指示、要請関係 

(ｱ) 災害関係の融資に関すること 

(ｲ) 預貯金の払い戻し及び中途解約に関すること 

(ｳ) 手形交換、休日営業等に関すること 

(ｴ) 保険金の支払及び保険料の払込猶予に関すること 

(ｵ) 営業停止等における対応に関すること 

 

(3) 関東信越厚生局 

ア 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること 

イ 関係職員の派遣に関すること 

ウ 関係機関との連絡調整に関すること 

 

(4) 関東農政局 

ア 農業関係、卸売市場及び食品産業事業者等の被害状況の把握に関すること 
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イ 応急用食料・物資の支援に関すること 

ウ 食品の需給・価格動向の調査に関すること 

エ 飲食料品、油脂、農畜産物等の安定供給対策に関すること 

オ 飼料、種子等の安定供給対策に関すること 

カ 病害虫防除及び家畜衛生対策に関すること 

キ 営農技術指導及び家畜の移動に関すること 

ク 被害農業者及び消費者の相談窓口に関すること 

ケ 農地・農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関すること 

コ 被害農業者に対する金融対策に関すること 

 

(5) 関東森林管理局（千葉森林管理事務所） 

ア 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成に関すること 

イ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

 

(6) 関東経済産業局 

ア 生活必需品、復旧資材など防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること 

イ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 

ウ 被災中小企業の振興に関すること 

 

(7) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保安の確保に関すること 

イ 鉱山に関する災害の防止及び災害時の応急対策に関すること 

 

(8) 関東運輸局（千葉運輸支局） 

ア 災害時における自動車輸送業者に対する運送の協力要請に関すること 

イ 災害時における被害者、災害必要物資等の輸送調整に関すること 

ウ 災害による不通区間における迂回輸送等の指導に関すること 

 

(9) 関東地方整備局（千葉国道事務所、首都国道事務所、江戸川河川事務所） 

ア 災害予防 

(ｱ) 防災上必要な教育及び訓練等に関すること 

(ｲ) 通信施設等の整備に関すること 

(ｳ) 公共施設等の整備に関すること 

(ｴ) 災害危険区域等の関係機関への通知に関すること 

(ｵ) 官庁施設の災害予防措置に関すること 

(ｶ) 大規模地震対策の港湾施設整備による緊急輸送体系の確立に関すること 

(ｷ) 豪雪害の予防に関すること 

イ 災害応急対策 

(ｱ) 災害に関する情報の収集、災害対策の助言・協力及び予警報の伝達等に関すること 

(ｲ) 水防活動、避難誘導活動等への支援に関すること 

(ｳ) 建設機械の現況及び技術者の現況の把握に関すること 

(ｴ) 災害時における復旧資材の確保に関すること 
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(ｵ) 災害発生が予測されるとき又は災害時における応急工事等に関すること 

(ｶ) 災害時のための応急復旧資器材の備蓄に関すること 

(ｷ) 災害時相互協力に関する申合せに基づく適切な緊急対応の実施に関すること 

ウ 災害復旧 

災害発生後、できる限り速やかに現況調査を実施し、被災施設の重要度、被災状況を勘案の

上、二次災害の防止に努めるとともに、迅速かつ適切な復旧を図るものとする。 

 

(10) 成田空港事務所 

ア 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するための必要な措置に関すること 

イ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

ウ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 

 

(11) 東京管区気象台（銚子地方気象台） 

ア 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層による地震動に限る）、水象の予報・警報等の

発表、伝達及び解説に関すること 

ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

 

(12) 関東総合通信局 

ア 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関すること 

イ  災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸し出しに関すること 

ウ  非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変更及

び無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に

関すること 

エ  電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に関すること 

 

(13) 千葉労働局 

ア 工場、事業所における労働災害の防止に関すること 

イ 労働力の確保及び被災者の生活確保に関すること 

 

(14) 関東地方環境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供に関すること 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集に関すること 

ウ 放射性物質による汚染状況の情報収集及び提供並びに汚染等の除去への支援に関すること 

エ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護活動の状況等に関する情報収集、提供等に関

すること 

 

(15) 北関東防衛局 

ア 災害時における所管財産の使用に関する連絡調整に関すること 

イ 災害時における自衛隊及び在日米軍との連絡調整に関すること 
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(16) 関東地方測量部 

ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること 

イ 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること 

ウ 地殻変動の監視に関すること 

 

４ 自衛隊 

(1) 災害派遣の準備 

ア 防災関係資料の基礎調査に関すること 

イ 自衛隊災害派遣計画の作成に関すること 

ウ 防災資材の整備及び点検に関すること 

エ 松戸市地域防災計画及び自衛隊災害派遣計画に合致した各種防災訓練の実施に関すること 

(2) 災害派遣の実施 

ア 人命又は財産の保護のため緊急に行う必要のある即時応急救援活動、民生支援及び復旧支援

に関すること 

イ 災害派遣時の救援活動のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関すること 

 

５ 指定公共機関 

(1) 東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ（株） 

ア 電気通信施設の整備に関すること 

イ 災害時における通信サービスの提供に関すること 

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

(2) 日本赤十字社（千葉県支部） 

ア 医療救護に関すること 

イ こころのケアに関すること 

ウ 救援物資の備蓄及び配分に関すること 

エ 血液製剤の供給に関すること 

オ 義援金の受付及び配分に関すること 

カ その他応急対応に必要な業務に関すること 

 

(3) 日本放送協会（千葉放送局） 

ア 住民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

イ 住民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

ウ 社会事業団体等による義援金品の募集及び分配に関すること 

エ 被災者の受信対策に関すること 

 

(4) 東日本旅客鉄道株式会社 

ア 鉄道施設の保全に関すること 

イ 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 
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ウ 帰宅困難者対策に関すること 

 

(5) 日本貨物鉄道株式会社 

 ア 災害時における鉄道車両等による救助物資輸送の協力に関すること 

 

(6) 独立行政法人水資源機構 

ア 水資源開発施設（導水路含む）の新築（水資源機構移行時に着手済みの事業者に限る。）又

は改築及び維持管理に関すること 

イ 水資源開発施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

(7) 日本通運株式会社（千葉支店） 

ア 災害時における貨物自動車（トラック）による救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

 

(8) 東京電力パワーグリッド株式会社（千葉支店） 

ア 災害時における電力供給に関すること 

イ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること 

 

(9) ＫＤＤＩ株式会社 

ア 電気通信施設の整備に関すること 

イ 災害時等における通信サービスの提供に関すること 

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

(10) 日本郵便株式会社(松戸支店・松戸北支店・松戸南支店) 

ア 災害時における郵便事業運営の確保 

イ 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

(ｱ) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること 

(ｲ) 被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること 

(ｳ) 被災地あて救助用郵便物の料金免除に関すること 

(ｴ) 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分に関すること 

(ｵ) 被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除に関すること 

ウ 災害時における郵便局窓口業務の維持に関すること 

 

(11) ソフトバンク株式会社 

ア 電気通信施設の整備に関すること 

イ 災害時等における通信サービスの提供に関すること 

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

(12) 福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社 

ア 災害時における物資の輸送に関すること 
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６ 指定地方公共機関 

(1) 京葉瓦斯株式会社、一般社団法人千葉県エルピーガス協会（松戸支部） 

ア ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること 

 

(2) 東武鉄道株式会社、京成電鉄株式会社、新京成電鉄株式会社、流鉄株式会社、北総鉄道株式会社 

ア 鉄道施設等の保全に関すること 

イ 災害時における救援物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

ウ 帰宅困難者対策に関すること 

 

(3) 公益社団法人千葉県医師会 

ア 医療及び助産活動に関すること 

イ 医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

 

(4) 一般社団法人千葉県歯科医師会 

ア 歯科医療活動に関すること 

イ 歯科医師会と医療機関及び歯科関係団体との連絡調整に関すること 

 

(5) 一般社団法人千葉県薬剤師会 

ア 調剤業務及び医薬品の管理に関すること 

イ 医薬品等の需給状況の把握及び情報の提供に関すること 

ウ 地区薬剤師会との連絡調整に関すること 

 

(6) 公益社団法人千葉県看護協会 

ア 医療救護活動に関すること 

イ 看護協会と医療機関等会員施設との連絡調整に関すること 

 

(7) 千葉テレビ放送株式会社、株式会社ニッポン放送、株式会社ベイエフエム 

ア 住民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

イ 住民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

ウ 社会事業団体等による義援金品の募集及び配分に関すること 

 

(8) 一般社団法人千葉県トラック協会（松戸支部）、一般社団法人千葉県バス協会 

ア 災害時における貨物自動車（トラック）及び旅客自動車（バス）による救助物資及び避難者

の輸送の協力に関すること 

 

７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

(1) 一般社団法人松戸市医師会 

ア 医療及び助産活動に関すること 

イ 医師会と医療機関との連絡調整に関すること 
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(2) 公益社団法人松戸歯科医師会 

ア 歯科医療活動に関すること 

イ 歯科医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

 

(3) 一般社団法人松戸市薬剤師会 

ア 調剤業務及び医薬品の管理に関すること 

イ 医薬品等の需給状況の把握及び情報の提供に関すること 

ウ 地区薬剤師会との連絡調整に関すること 

 

(4) 公益社団法人千葉県接骨師会（松戸支部） 

ア 医療活動に関すること 

イ 接骨師会と医療機関との連絡調整に関すること 

 

(5) 社会福祉法人松戸市社会福祉協議会 

ア 市、県が行う災害応急活動及び復旧活動への協力に関すること 

イ 災害ボランティアに関すること 

 

(6) 公益財団法人松戸市国際交流協会 

ア 外国人の救助・救援の協力に関すること 

 

(7) 松戸市土地開発公社、財団法人松戸市都市整備公社、公益社団法人松戸市シルバー人材センタ

ー、公益財団法人松戸市文化振興財団、公益財団法人松戸みどりと花の基金 

ア 市が行う災害応急活動及び復旧活動への協力に関すること 

 

(8) とうかつ中央農業協同組合 

ア 市、県が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関すること 

イ 農作物の災害応急対策の指導 

ウ 被害農家に対する融資等のあっせんに関すること 

エ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること 

カ 農産物の需給調整に関すること 

 

(9) 松戸市漁業協同組合 

ア 市、県が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関すること 

イ 漁船、共同施設の応急対策及びその他復旧対策の確立に関すること 

ウ 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること 

 

(10) 松戸商工会議所 

ア 市が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力に関すること 

イ 救助用物資、復旧用資材の確保についての協力、あっせんに関すること 

ウ 融資希望者のとりまとめ、あっせん等の協力に関すること 

エ 災害時における物価安定への協力に関すること 
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(11) 公益社団法人千葉県獣医師会 

ア 災害時における獣医療に関すること 

 

(12) 独立行政法人都市再生機構（千葉地域支社） 

ア 事業区域内の所管施設の保全並びに災害復旧に関すること 

 

(13) 一般社団法人千葉県建築士会（松戸支部）、公益社団法人千葉県建築士事務所協会（松戸支部） 

ア 被災建築物の応急危険度判定に関すること 

イ 建築物等の所有者等からの相談に関すること 

 

(14) 金融機関 

ア 被災事業者等に対する資金の融資に関すること 

 

(15) 病院等医療施設 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

イ 災害時における収容者の保護及び誘導に関すること 

ウ 災害時における病人等の収容及び保護に関すること 

エ 災害時における負傷者の医療及び助産救助に関すること 

 

(16) 社会福祉施設の管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

イ 災害時における入所者の保護及び誘導に関すること 

 

(17) 学校等の管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

イ 災害時における児童・生徒等の保護及び誘導 

ウ 災害時における応急教育計画の確立及び実施 

エ 被災施設の災害復旧 

 

(18) 大規模集客施設※の管理者 

ア 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること  

イ 災害時における施設利用者（帰宅困難者）の保護、避難誘導に関すること 

※大規模集客施設：床面積１万㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等。 

 

(19) 危険物取扱施設等の管理者 

ア 安全管理に関すること 

イ 防護施設の整備に関すること 

ウ 災害時における防災活動に関すること 

 

(20) 指定管理者※ 

ア 避難訓練の実施に関すること 

イ 災害時における利用者の保護に関すること 



第１章 総則   第２節 市及び防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

震-12 

※指定管理者制度：住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設につ

いて、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくこ

とで、施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた制度。 

 

８ 住民及び事業所等 

(1) 住民 

ア 市・千葉県等から防災に関する情報を積極的に収集し、自らの生命・身体・財産を自ら守る

ための防災対策を自発的かつ積極的に行うとともに、食料、飲料水その他の生活必需物資の備

蓄等災害の備えや災害発生時のとるべき行動等について知識の習得に努めること 

イ 自らの生命・身体・財産の被害を最小限に食い止めるため、住宅の耐震診断・改修等の震災

予防対策を行う。また、食料、飲料水等の備蓄、非常持出品の準備、家具・大型家電の転倒防

止、ガス機器等の適切な取扱い等の出火防止対策を行い、各家庭での身近な震災発生時の備え

を講じること 

ウ 市及び県等が実施する防災対策に協力するとともに、消防団、水防団、自主防災組織等及び

ボランティアが実施する自発的な防災活動に積極的に参加し、災害の未然防止、被害の拡大防

止及び災害の復旧に寄与すること 

エ  市が避難勧告や避難指示等を発令した場合は、速やかにこれに応じて対応すること 

オ  円滑な避難所運営ができるよう、避難所生活及び運営における相互協力に努めること 

カ 隣近所、地域と協力し合って行動できるように、地域コミュニティの形成に努めること 

キ 過去の災害から得られた教訓の伝承や、災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧等

に寄与すること 

 

(2) 自主防災組織 

ア  地域住民の生命及び身体を守るための防災対策を主体的かつ積極的に行うよう、防災意識の

周知・啓発、地域防災力の向上を図る活動に努めるとともに、県及び市が行う防災対策に協力

するよう努めること 

イ 防災組織の編成及び任務分担の確認把握に関すること 

ウ 情報の収集伝達に関すること 

エ 避難誘導、救出救護の協力に関すること 

オ 被災者に対する炊出し、救援物資の配布等の協力に関すること 

カ 被害状況調査等の災害対策の協力に関すること 

キ 自主防災組織（町会・自治会等・連合町会）間の連携強化に関すること 

ク  過去の災害から得られた教訓の伝承に関すること 

 

(3) 事業者 

ア 事業所における防災対策の充実と従業員の安全の確保等の防災対策を自発的かつ積極的に

行うよう努めるとともに、地域の防災活動に積極的に参加し、自主防災組織等との連携を図る

など、地域における防災力の向上に寄与すること 

イ 地域において消防団、水防団、自主防災組織等及びボランティアが行う防災活動に積

極的に参加するとともに、県及び市が実施する防災対策に協力すること 

ウ 集客施設を保有する事業所は、施設利用者等の生命及び身体を守るための防災対策を自発的
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かつ積極的に行うよう努めること 

エ 災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努めるとともに、防災

訓練の実施、復旧計画の策定、サプライチェーンの確保等の事業継続マネジメント（ＢＣＭ）

の取組を通じて、防災活動の推進に努めること 

 

(4) ボランティア団体 

ア 普段から構成員間の連携を密にして活動体制の整備を図るとともに、災害時には行政機関と

協力して迅速な救援救護活動の実施に寄与すること 

イ  災害ボランティアセンター等の運営及びボランティアの活動支援に積極的に協力すること 
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第３節 地域の概要 

１ 社会環境 

(1) 位置 

松戸市は、千葉県北西部に位置し、北側は柏市と流山市に、南側は市川市に、東側は鎌ケ谷市

に、西側は江戸川を隔てて東京都葛飾区並びに埼玉県三郷市に面している。面積は 61.38㎢であ

る。 

東京都心部から概ね 20km圏に位置し、電車で約 30分の距離にあることから、首都圏の住宅都

市として発展している。 

(2) 人口 

令和 2年 9月末現在、市内の総人口は 498,781人、総世帯数は 242,771世帯で、一世帯あたり

人口は 2.06人、人口密度は 8,126人／㎢である。また、65歳以上の高齢者の割合はおよそ 25.

7％で、全国平均とほぼ同水準である。 

平成 27年国勢調査によると、就業者数は約 22万人で、そのうち第三次産業が最も多く、全体

の８割程度の約 18万人を占める。 

(3) 交通 

都心と常磐・東北方面を結ぶＪＲ常磐線と国道６号が、市域を並走して縦断する。 

道路は、国道６号のほか、国道 298号が市域西端を通過、国道 464号が市の南部を東西に横断

するほか、主要地方道が８路線分布する。 

鉄道は、ＪＲ常磐線のほか、私鉄あわせて６路線、23 駅が市内にあり、１日平均乗車人員は

約 40万人である。 

 

２ 自然環境 

(1) 地形 

東部は下総台地の一部に属する台地（下総台地）で、台地には、樹枝状に深く入りこんだ谷（谷

地田）がある。また、江戸川からＪＲ常磐線の間は低地で、台地との高低差は 25ｍ程度である。 

台地は、成田層の砂とその上にのる凝灰質粘土層と関東ローム層からなっている。 

谷地田は、大別すると国分川と坂川水系に分かれる。流域の起伏量は 30ｍ程度で、上流部に

は盛土や埋土をして宅地化されたところ（埋谷地）が多い。また、地盤は表土の下に腐植土・シ

ルト層が分布しており、軟弱地盤である。軟弱な地層の厚さは谷地田のへりや谷の上流部で薄く

なり、谷地田の中央部や谷が台地から出るあたりで最も厚くなる。 

低地は標高２ｍ～３ｍで、海岸平野と江戸川の氾らん平野である。常磐線沿いにある微高地は、

縄文、海進の時の海岸線沿いに形成されたものである。 

(2) 地盤 

松戸市地域は、台地地盤と低地地盤に大別され、台地地盤が全体の約半分を占める。 

台地地盤は、地域的な違いは少ないが、台地の縁辺部などではところどころ切土や埋土によっ

て異種の地盤が形成されている。 

低地地盤は、沖積層の埋没地形の形成と、それを埋積した堆積物によって変化に富んでいる。こ

れは、２万年前の海面低下によって埋没谷が形成され、その後の海面上昇によって谷が埋められ、

ところによって波食台が形成されたことによる。 
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(3) 気候 

松戸市の気候は、概ね温暖である。平成 22年～令和元年の年平均気温は 15.8℃～17.0℃、年

間降水量は 1,144.0mm～1,564.5mm、平均風速は 3.3ｍ～3.7ｍである。 
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第４節 災害の想定 
令和元年度に実施した松戸市防災アセスメント調査による、地震被害想定の結果は次のとおりで

ある。 

 

１ 地震動・液状化の想定 

(1) 想定地震 

松戸市に大きな影響を及ぼすことが予想されるケースを想定した。 

タイプ 地殻内で発生する浅い地震 

想定地震 地殻内のごく浅い地震 松戸市直下約５km・気象庁マグニチュード 7.1 

（モーメントマグニチュード 6.8）を想定 

想定断層 

  
地震の 

発生確率 

松戸市を含む南関東の直下で発生する確率は今後 30年以内に 70％。 

 

松戸市役所 



第１章 総則   第４節 災害の想定 

震-17 

(2) 地震動 

市の南西部で震度６強、断層から距離がある市の北東部で震度６弱が予測された。また、北部

の小金地区では谷底平野で震度６強が予測される。 

 

 

想定地震による震度分布 
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(3) 液状化 

江戸川沿いの低地（後背湿地・デルタ、砂州・砂丘）と谷底平野で液状化の可能性が非常に

大きいと予測された。また、江戸川沿いの低地のうち自然堤防は、液状化の可能性が大きいと

予測される。 

 

 

想定地震による液状化予測 
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２ 被害の概要 

想定地震による建物被害、火災、人的被害、ライフライン被害等の予測結果は次のとおりであ

る。約 4,800人が死傷し、２万人以上が避難すると予想される。 

項 目 
地殻内のごく浅い地震 

冬 18 時、風速 8m/s 

建物被害 全 壊 揺れ＋液状化 3,991 棟 

急傾斜地崩壊 106棟 

総計※１ 4,097 棟 

半 壊 揺れ＋液状化 14,808 棟 

急傾斜地崩壊 246棟 

総計※１ 15,054 棟 

火  災 炎上出火件数 48.7件 

焼失棟数※２ 2,545 棟 

人的被害 死 者 建物被害 156人 

火  災 168人 

急傾斜地崩壊 6 人 

ブロック塀等・自動販売機等の転倒、屋外落下物 8 人 

総計（※１） 338人 

負傷者 

 

建物被害 
3,998 人 

（487人） 

火  災 
167人 

（47人） 

急傾斜地崩壊 
7 人 

（4人） 

ブロック塀等・自動販売機等の転倒、屋外落下物 
266人 

（104人） 

総計※１ 
4,439 人 

（642人） 

ライフラ

イン被害 

電力施設 停電率（1日後） 47％  

都市ガス 供給停止率 100％ 

復旧日数 30日 

ＬＰガス 転倒率 最大 30％ 

上水道 断水率（1日後） 44％ 

供給率（１週間後） 75％ 

下水道 支障人口 17,279 人 

避 難 者 １日後 避難者数 23,310 人 

避難所避難者数 13,986 人 

帰宅困難者・滞留者 市内常住者 54,286 人 

市内に滞留する市外常住者 19,154 人 

総計※１ 73,440 人 

震災廃棄物 1,438 千ﾄﾝ 

※１ 内訳の合計と合わないことがある。（重複排除、四捨五入による） 
※２ 全壊した建物を含む。 

うち 

重傷者 
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３ 津波の想定 

千葉県では、具体的な地震を想定しないものの、津波避難に活用するために「東京湾口で高さ 

10m」を想定した津波の浸水予測を行っている。 

この津波が発生した場合、気象庁は東京湾内湾に対して津波警報（予想される津波の高さが高い

ところで１ｍを超え、３ｍ以下）を発表すると想定される。また、江戸川を遡上した津波は上葛飾

橋付近まで達し、江戸川左岸の高水敷が浸水すると予測される。 
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第５節 減災目標 

１ 減災目標 

千葉県では、想定地震による死者数や経済被害を概ね半減させることを目標とした地震防災戦略

を策定し、計画的に防災対策を推進している。 

本市においても県に準じて「想定地震による死者数を半減させる」ことを目標とし、各種防災施

策を推進する。 

 

２ 減災施策 

前項の減災目標を達成するため、国土強靭化地域計画をはじめとする防災・減災関連の各種計画

を推進するほか、各種災害対策マニュアルの実効性を確保する。 

(1) 予防対策による減災 

ア 住宅等の耐震化の促進 

松戸市耐震改修促進計画を推進し、住宅等の耐震化率を向上させることで、地震による住宅

被害、これに伴う人的被害及び経済被害を低減する。 

イ 自助力の向上 

家具の転倒防止対策、住宅用火災警報器の設置、その他防災知識の普及を市民に啓発し、自

助の防災力を向上させることで、地震による家具の転倒、火災等による人的被害や経済被害を

低減する。 

ウ 自主防災力の向上 

自主防災組織の結成、訓練を促進し、自助、共助による初期消火・救出等の自主防災力を向

上させることで、地震による火災や人的被害を低減する。 

(2) 応急対策による減災 

ア 受援体制の構築 

松戸市災害時受援計画の実効性を確保し、災害時には応援協力団体の円滑な受援によって被

災者の救助、救援を速やかに実施することで、災害関連死等の人的被害を低減する。 

イ 被災者支援体制の構築 

松戸市避難所開設・運営マニュアル、福祉避難所開設・運営マニュアル、災害時物資供給マ

ニュアルの実効性を確保し、災害時には被災者の生活支援を十分かつ速やかに実施することで、

災害関連死等の人的被害を低減する。 

(3) 復旧・復興対策による減災 

ア 生活再建支援体制の構築 

松戸市災害時受援計画、震災廃棄物処理計画等の実行性を確保し、災害時には応援協力団体

の円滑な受援によって罹災証明の発行、各種支援金の支給、被災家屋等のがれき処理を速やか

に実施することで、経済被害を低減する。 

イ 早期復旧体制の構築 

松戸市災害時受援計画、震災廃棄物処理計画等の実行性を確保し、災害時には応援協力団体

の円滑な受援によって公共インフラのがれき処理や復旧を速やかに実施することで、経済被害

を低減する。 
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第１節 市・住民・事業所の防災活動推進計画 
【計画の指針】 

災害対策を円滑に実施するため、事前に具体的な方法や手順を明確にした対策マニュアル、必

要な設備や資器材等を準備する。 

自主防災訓練の企画・運営支援や、住民等が訓練に参加しやすい環境整備を促進する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 防災組織の整備 各部、防災関係機関 

2 自主防災組織の結成促進

及び育成・強化 
本部事務局、消防局、消防団 

3 事業所防災体制の強化 本部事務局、消防局、消防団 

4 防災訓練の充実 本部事務局、消防局、消防団 

5 防災広報の充実 本部事務局、総合政策部、消防局、消防団 

 

１ 防災組織の整備 

(1) 災害対策本部及び事務局の機能強化 

災害発生初動期において、迅速かつ円滑に対応するため、災害対策本部及び本部事務局を強化

する。 

(2) 市各部 

地震発生時の応急対策活動が迅速かつ的確に行えるように、担当部において対策の方針、目標、

手順等について、関係する庁内各部、関係機関等と協議、調整を行い、対策マニュアルの作成・

修正を行う。また、毎年の人事異動の際には、各担当課における指揮責任者及び役割分担を検討

し、周知を図る。 

(3) 市職員 

地震発生時に本計画に基づき職員は速やかに所定の活動が実施できるように、日常より災害時

の参集場所や対策マニュアルに記載された自らの役割を確認する。 

また、新任者研修、防災主任研修、職員研修を通じて、防災知識の普及を図る。特に、発災時

にプロアクティブの原則（「疑わしいときは行動せよ」、「最悪事態を想定して行動せよ」、「空振

りは許されるが見逃しは許されない」）に則って迅速に災害対応ができるよう、職員向けの訓練

や研修を行うとともに、日ごろから、国、県、防災関係機関の研修を活用し、危機管理に係る知

識、危機管理意識の醸成に取り組む。 

(4) 市施設 

市が所管する各施設においては、施設管理者が職員の非常参集、利用者等の避難体制を確立す

るなど事前準備を行うとともに、行動計画を作成する。 

また、小・中学校等については、学校の立地条件を考慮したうえで災害時の学校安全計画を樹

立するとともに、指導の方法などにつき明確に計画を立てておく。 

ア 計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図ること。 

イ 施設利用者等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者等の連絡方法を検討す

る。 
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ウ 警察署、消防機関及び保護者等への連絡網を確立する。 

エ 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させておく。 

(5) 避難所運営態勢  

市は、避難所の開設・運営の支援に当たる避難所直行職員を指定する。 

避難所直行職員は、避難所の開設・運営の支援を円滑に行うため、「避難所開設運営マニュア

ル」等を活用し、日頃からその手順や流れなどの習熟に努める。また、日頃から学校職員、自主

防災組織、町会・自治会等、連合町会、開設・運営に関わる関係者と事前に協議し、各主体の役

割などについて確認する。 

(6) 防災会議医療部会 

平成 26年度に設置した「医療部会」において、災害時超急性期及び応急医療について検討し、

より実効性のある体制を整備する。 

(7) 災害対応マニュアル及び業務継続態勢  

災害発生時、全庁的に対応できる体制を推進するため、松戸市災害対応マニュアルの逐次見直

しを実施する。マニュアルにおいて重要業務継続のための対策について検討し、市役所業務の継

続計画作成に資する。 

(8) 関係機関 

市は、防災関係機関との緊密な連携のもとに、災害対策を的確かつ効果的に実施できるよう体

制の整備に努める。 

(9) 人材の育成  

各種防災体制の整備を図るとともに、それらを効果的に運用していくため、研修及び訓練を充

実し、大規模災害に対応できる幅広い知識や視野をもった職員の育成強化に努める。 

 

２ 自主防災組織の結成促進及び育成・強化 

(1) 自主防災組織の結成促進及び育成・強化 

ア 自主防災組織の結成促進 

災害発生時には、防災機関のみで対処することは困難であるため、自主的な防災活動として

住民自ら初期消火、救出・救護、避難誘導等を行うことが必要であり、組織の 100％結成を促

進する。 

イ 自主防災組織の育成 

十分な活動ができるよう防災知識の普及、自主防災組織の訓練への指導・助言を行うととも

に、日頃から地域活動に大きな役割を果たしている女性の経験・能力を活用するなど、防災行

動力の向上を図る。 

また、自主防災組織のリーダーを対象とした研修会等への参加を促し、対応力の向上を図る。 

特に、地域防災の指導的な役割を担い、災害発生時には、消火活動、被災者の救出・救護そ

の他災害救助活動を迅速かつ効果的に実践できるよう、自主防災組織の構成員から地域防災リ

ーダーを委嘱し、計画的に研修会を実施し育成する。 

【資料編 松戸市地域防災リーダー設置要綱】 

ウ 活動支援 

松戸市自主防災組織補助金交付要綱に基づき、自主防災組織に対して防災資器材の購入を助

成し、活動を支援する。 

       【資料編 松戸市自主防災組織補助金交付要綱】 
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〈自主防災組織の活動項目〉 

平常時 

① 防災に関する知識の普及及び出火防止の徹底 

② 初期消火、避難、救出救護等各種訓練の実施 

③ 消火用資器材、応急手当用医薬品、救助用資器材、防災資器材等の完

備及び保守管理 

④ 地域を知るため、地域内の避難場所・避難路、地域の危険箇所などの

把握及び防災マップの作成 

⑤ 避難所自主運営マニュアルの作成 

発災時 

① 出火防止及び初期消火の実施 

② 地域内の被害状況等の情報収集、地域住民に対する避難勧告等の伝達、

防災関係機関への連絡及び要請 

③ 救出救護の実施及び協力 

④ 集団避難の実施 

⑤ 炊き出しや救助物資の配布に対する協力 

⑥ 避難所の自主運営 

(2) 避難行動要支援者の支援体制の充実 

災害時において、高齢者、障害者等の地域の避難行動要支援者に対する情報の伝達や避難支援

が円滑に行われるよう「避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針」（内閣府、平成 25 年

8 月）及び「松戸市避難行動要支援者避難支援基本方針」（平成 27 年 3 月改訂）に基づき、自

主防災組織等住民の連携による支援体制の充実を図る。 

(3) 地区防災計画の普及 

地域の防災力の向上を図るため、町会・自治会、自主防災組織等を対象に、地区内の居住者及

び事業者等が共同して行う防災活動、訓練、備蓄等の計画（以下「地区防災計画」という。）の

作成を促進し、各地区の共助による計画的な防災活動の推進を図る。 

このため、「地区防災計画ガイドライン」（内閣府 平成 26年 3月）や地区防災計画の事例等を

活用し、自治会や自主防災組織等に計画の作成方法、手順、提案の手続き等を普及、啓発する。 

 

３ 事業所防災体制の強化 

(1) 防火管理体制の強化 

学校、大規模店舗・大規模集合住宅等多数の人が出入りまたは居住する施設について、管理権

原者は消防法第８条の規定により防火管理者を選任し、消防計画の作成、各種訓練の実施、消防

用設備等の点検及び整備等を行うことになっており、消防局は出火の防止、初期消火体制の強化

等を指導する。 

また、高層建築物、雑居ビル、地下街等で管理権原の分かれているものについて、その管理権

原者は、統括防火管理者を協議して選任し、当該建築物全体の消防計画の作成、各種訓練の実施、

廊下、階段等避難上必要な施設の管理を行うよう指導する。 

なお、百貨店・ホテル・オフィスビル等多数の人が利用する大規模・高層等の建築物等につい

ては、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成、自衛消防組織の設置及び防災管理点

検報告の実施が義務付けられており、事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保

するよう指導する。 
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また、管理権原の分かれているものについて、その管理権原者は、統括防災管理者を協

議して選任し、防災に係る当該建築物全体の消防計画を作成、避難訓練の実施を行うよう

指導する。 

(2) 危険物施設及び高圧ガス施設等の防災組織 

危険物施設等は、災害が発生した場合、周囲に及ぼす影響が大きいことから、事業所の自主防

災体制の強化及び相互間の応援体制を確立する。 

なお、高圧ガスには爆発性、毒性等の性質があり、地震によって高圧ガス施設等に被害が生じ

た場合には防災機関のみでは十分な対応が図られないことが考えられる。 

このため、消防局は危険物施設等の管理者に対し自主防災体制の確立を図るよう指導する。 

また、高圧ガス関係業界が地域的な防災組織を設立し、相互に効果的な応援活動を行うことが

できる体制の確立を図る必要があることから、県は高圧ガス関係保安団体に対し防災活動に関す

る技術の向上や防災訓練の実施等に関し指導・助言を与え、その育成強化を図る。 

(3) 事業継続計画の作成 

各事業所は、災害時にも事業が継続でき、かつ、重要業務の操業レベルを早急に災害前に近づ

けられるよう、事前の備えを行う事業継続計画（ＢＣＰ）を作成するように努める。 

 

４ 防災訓練の充実 

地震発生時における防災活動を円滑に実施するため、防災関係機関及び住民との協力体制を確立

し、防災に関する適切な知識、技能の習得を図る必要がある。そこで、様々な状況を想定した各種

防災訓練を実施する。 

(1) 総合防災訓練 

防災関係機関、県等と連携して、住民、事業所等も参加する実践的な総合防災訓練を実施す

る。実施の時期については、毎年 11 月の第２週の土曜日を基準とした適切な時期に実施し、定

着化を図る。 

〈総合防災訓練の訓練項目例〉 

① 南海トラフ地震関連情報、地震情報その他防災上必要な情報の収集及び伝達 

② 危険箇所の巡視、避難勧告・指示、避難誘導 

③ 消火、救助、傷病者の応急手当及び搬送 

④ 食料、飲料水、救護所、その他の救援活動 

⑤ 交通対策、道路障害物除去、緊急輸送道路の確保 

⑥ 避難者の受け入れ、避難所運営 

⑦ 応急復旧 

⑧ 災害支援  等 

(2) 個別訓練 

地域防災計画、対策マニュアル等に基づいて、それぞれの部署で目的を定めて個別に訓練を行

うものとする。 

ア 市職員訓練 

市職員は、災害対策本部の設置、職員の配備・動員及びその他の災害応急活動訓練（資器材

等の操作の習熟等）を実施する。 
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イ 消防訓練 

消防機関は、警防本部の設置、職団員の参集・配備及び知識・技術の習熟などの訓練を実

施する。 

ウ 個別活動訓練 

学校、幼稚園、保育所で行う児童・生徒・園児の避難訓練や各施設での消火訓練等、また市

及び防災関係機関等との間で行う通信訓練などを実施する。 

〈個別訓練の項目例〉 

① 避難訓練                    ② 避難所開設運営訓練      

③ 避難所運営シミュレーション（ＨＵＧ） ④ 図上訓練（ＤＩＧ） 

⑤ 参集訓練     ⑥ 通信訓練    ⑦ 救助訓練 等 

(3) 自主防災組織等の防災訓練 

ア 育成指導 

地域の実情に応じた、自主的な防災訓練等を定期的に実施するよう指導し、住民自ら情報の

収集・伝達、出火防止、初期消火、避難・誘導・救護、避難所の開設運営等が適切に行えるよ

う、住民一人ひとりの防災行動力の向上を図る。 

イ 訓練災害補償等 

自主防災組織等が実施する訓練に参加した者が、当該訓練に参加したことにより災害を受け

た場合、松戸市市民活動総合補償制度により補償等を行う。 

ウ 訓練用資器材の整備 

自主防災組織等の訓練用資器材の整備充実に努める。 

(4) 防災教育の普及推進  

パートナー講座や地域で実施する避難所開設運営訓練等を活用し、地域住民へ正しい防災知識

を普及するとともに、市職員（避難所直行職員）及び消防団等を地区で行う防災活動や訓練等に

積極的に参加を求め、地域住民を含めた市全体の防災意識及び地域の防災力の向上に努める。  

学校等の教育機関においては、災害発生時には児童生徒が自らの判断のもとに適切な対応や避

難が実施できる力を養うため、家庭や地域、行政等と連携し、防災に関する教育の充実を図る。 

 

５ 防災広報の充実 

災害による被害を最小限にとどめるためには、住民一人ひとりが災害についての正しい知識を持

ち、的確な行動がとれるようにすることが必要である。 

このため、市及び関係機関は、防災知識の普及と啓発に努める。特に、高齢者、障害者、外国人

等の要配慮者への広報に配慮し、わかりやすい広報資料の作成に努める。 

〈広報手段と内容〉 

媒体 対象 内容 

広報まつど 

講演会 

ビデオ・ＤＶＤ 

学級活動 

パンフレット 

地域住民 

町会・自治会 

自主防災組織 

児童・生徒 

市職員 

・地域防災計画の概要 

・各防災機関の震災対策 

・地震に関する一般知識 

・出火の防止及び初期消火の心得 

・屋内外、高層ビル等における地震発生時の心得 
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リーフレット 

ハザードマップ 

テレビ 

ラジオ 

インターネット 

ＳＮＳ（ツイッター、

フェイスブック等） 

松戸市ホームページ 

防災行政無線 

広報車 

町会・自治会掲示板、

回覧板  等 

学生 

事業所 

ボランティア 

・ハザードマップ（ゆれやすさ、液状化危険度） 

・避難路、避難場所、避難所 

・避難方法、避難時の心得 

・食料、救急用品等非常持出品の準備 

・学校施設等の防災対策 

・建物の耐震対策、家具の固定 

・災害危険箇所 

・自主防災活動の実施 

・防災訓練の実施 

・発災した災害の情報及び市の対応 

・応急救護の心得 

・要配慮者について 

・避難所の開設運営 
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第２節 地盤災害予防計画 
【計画の指針】 

本市地域には急傾斜地崩壊危険箇所があり、そのうち急傾斜地崩壊危険区域に指定された箇所

は保全措置等がなされている。しかし、ハード対策としての砂防事業には費用と時間を要するた

め、警戒避難体制の整備等のソフト対策を充実させ、効果的な土砂災害対策を推進していく必要

がある。 

また、大地震が発生した場合、江戸川沿いの低地や谷底平野では液状化が発生する可能性が非

常に高い。このため、調査結果の周知等により、耐震化とあわせて液状化対策を促進することが

重要である。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 土砂災害の防止 本部事務局、街づくり部、建設部、県東葛飾土木事務所 

2 液状化対策 本部事務局、街づくり部、建設部 

3 地盤沈下防止 本部事務局 

 

１ 土砂災害の防止 

(1) 土砂災害の防止 

ア 土砂災害危険箇所の調査把握 

県に協力して土砂災害危険箇所及び土砂災害の危険性がある箇所の災害を未然に防止し、

その被害の軽減を図るため、土砂災害危険箇所の調査把握に努める。 

【資料編 急傾斜地崩壊危険箇所一覧】 

イ 土砂災害警戒区域の指定等 

知事は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成 12

年法律第 57 号）に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に被害が及ぶおそれのある範

囲を「土砂災害警戒区域」に、さらに建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危

害が生ずるおそれがあると認められる範囲を「土砂災害特別警戒区域」に指定する。 

市は指定された区域における警戒避難体制を整備するほか、区域にかかる要配慮者利用施

設で利用者の円滑な避難を要する施設の管理者等に対して避難確保計画の作成・提出、避難

訓練の実施を推進する。。また、「土砂災害特別警戒区域」における建築物の構造、開発規制

もしくは移転等の対策を進める。 

ウ 土砂災害危険箇所の公表 

土砂災害の危険がある箇所を、ハザードマップの作成・公表、広報紙への掲載、説明会の

開催、現場への標識・標柱の設置等により、地域住民等に周知徹底する。 

(2) 急傾斜地崩壊対策 

ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（以下｢急傾斜地法｣という。）」(昭和

44年法律第 57号）第３条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域の指定に適合する地域につ

いては、県が市の意見を聞き、地域住民の協力を得ながら順次「急傾斜地崩壊危険区域」と

して指定手続を行う。 
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なお、急傾斜地崩壊危険区域は、建築基準法第 39 条による災害危険区域にも指定される

（千葉県建築基準法施行条例第３条２）。 

【資料編 急傾斜地崩壊危険区域一覧】 

〈急傾斜地崩壊危険区域指定基準〉 

次の各号に該当するがけについて、知事が必要と認めるもの。 

① 急傾斜地の勾配が 30゜以上のがけ 

② 急傾斜地の高さが５ｍ以上のがけ 

③ 急傾斜地の崩壊により、危害が生ずるおそれのある人家が５戸以上あるもの、

又は５戸未満であっても、官公署・学校・病院・旅館等に危害を生ずるおそれの

あるもの。 

イ 行為の制限等 

県は、市の協力とともに急傾斜地における災害を防止するため、急傾斜地法に基づき崩壊

を助長するような行為の制限、防災措置の勧告及び改善措置の命令等を行う。 

また、急傾斜地崩壊危険区域は、建築基準法による災害危険区域にも指定されるため、区

域内の建築制限を徹底し、市は、必要に応じて「がけ地近接等危険住宅移転事業制度」等に

より移転を促進する。 

ウ 防止工事の実施 

県は、急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の土地所有者、管理者及び被

害を受けるおそれのある者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当と認められ、かつ、

急傾斜地法に基づく工事採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が

得られるものから順次、法面防護工、排水工等の防止工事を実施する。 

(3) 宅地造成地災害の防止 

地震時に滑動崩落のおそれのある大規模盛土造成宅地の位置、規模等を特定し、マップ等に

よる公表を行うことで住民の宅地被害に対する関心を高め、事前対策を促すほか、その結果を

踏まえた宅地の耐震化目標の設定、宅地造成等規制法第 20 条による県知事の造成宅地防災区

域の指定等を総合的に推進する。 

【資料編 宅地造成工事規制区域図】 

 

２ 液状化対策 

市内の低地は、液状化の危険性が高く、地盤の不同沈下、陥没による建物の転倒、傾斜、沈下の

おそれがあるため、建築物、地下埋設物、土木構造物等について必要な防止対策を行う。 

特に、建築物の基礎、杭等については、建築基準法等に定められた構造基準への適合を図るとと

もに、液状化危険度の高い地域の建築物について、建築確認申請時等に対策工法を指導するものと

する。 

また、パンフレットの配布等により建築物の所有者、設計者に対し、液状化対策に関する普及・

啓発に努める。 

 

３ 地盤沈下防止 

河川沿いの低地の地盤沈下を防止するため、県と連携して、沈下の原因である地下水汲み上げに

対する規制について「千葉県環境保全条例」（平成７年千葉県条例第３号）に基づき適切な指導を

行う。 
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第３節 都市防災計画 
【計画の指針】 

地震の被害想定では、市内の約 4,000 棟の建物が全壊し、約 49 件の炎上出火が発生するおそ

れがある。 

地震による死者の多くは、建物の倒壊や家財の転倒等の犠牲となっており、建物の耐震化は最

重要課題である。また市内には、火災の危険性が高い木造家屋の密度が高い市街地が複数存在す

るほか、消防活動困難区域も存在するため、延焼火災を軽減し、安全に避難できる市街地整備や

消防体制も重要である。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 出火防止 消防局、消防団 

2 初期消火 消防局、消防団 

3 延焼の拡大防止 消防局、消防団 

4 建築物の不燃化 街づくり部 

5 防災空間の整備・拡大 街づくり部、建設部 

6 市街地の整備 街づくり部 

7 建築物等の耐震化 街づくり部、建設部、水道部、県東葛飾土木事務所、県企業局、

東京電力パワーグリッド(株)、京葉瓦斯(株)、東日本電信電話

(株)、東日本旅客鉄道(株)、新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、流

鉄(株)、北総鉄道(株)、京成電鉄(株) 

 

１ 出火防止 

(1) 建築物等の出火防止 

ア 一般家庭に対する指導 

地震に関する一般知識の広報活動の実施等により、防災性にすぐれた住環境づくり、出火

防止と初期消火の重要性についての指導を推進する。 

特に、町会・自治会、自主防災組織等各種団体を通じて一般家庭に対し、火気使用の適正

化及び消火器具等の普及と取扱い方について指導を行い、「身の安全を確保した後、火の始

末、火が出たら消火」等の地震火災の心得の普及及び徹底を図る。 

イ 防火対象物の防火管理体制の確立 

防火管理者設置義務対象の防火対象物には、必ず防火管理者の設置を期すとともに、小規

模防火対象物についても、地震に対する事前対策と発災時の応急対策が効果的に行えるよう

指導を強化し、職場における防火管理体制の確立を図る。 

特に、ホテル及び高層建築物等火災時の危険性の高い建築物に対しては、指導の強化を図

る。 

また、複数の用途が混在し管理権原が分かれている雑居ビル等の防災体制については、統

括防火管理者を選任するように指導するとともに、災害時には統括防火管理者が中心となっ

た建築物全体の防災体制がとれるように指導する。 

ウ 防災管理者制度の普及 

消防法第 36条の防災管理者制度に伴う防災管理者の育成・指導に努める。 



第２章 災害予防計画   第３節 都市防災計画 

震-34 

防災管理者が作成する消防計画には、地震被害を軽減させる予防対策、特殊な災害時の関

係機関への通報および避難誘導に関する規定等を設けるよう指導する。また、多数の者が出

入りする大規模な防火対象物には自衛消防組織を設置させ、火災等による被害軽減のため、

具体的な編成や運用体制などについて消防計画に定め、災害時に迅速かつ的確に組織的活動

が行えるよう指導する。 

さらに、消防計画及び統括防災管理者の指示に基づき、防火対象物の関係者が行う消火、

通報及び避難の訓練について、内容を把握し、実態に即した訓練が行われるよう指導する。 

エ 予防立入検査の強化指導 

消防法第４条及び第４条の２の規定による立入検査を強化し、消防対象物の用途に応じた

計画的な立入検査等を実施し、消防対象物の状況を把握するとともに、火災発生危険の排除

に努める。 

オ 消防同意制度の活用 

建築物の新築、改築等の許可、認可、確認の同意時、防火の観点からその安全性を確保す

るため、消防法第７条に規定する消防同意制度の効果的な運用を図る。 

カ 火災警報器等の設置 

消防法第９条の２による住宅用火災警報器等の設置義務化に基づき、すべての住宅(寝室、

台所、階段等)に住宅用火災警報器又は住宅用自動火災報知設備を設置するように指導する。 

(2) 危険物製造所等の保安監督の指導 

危険物施設等の所有者、管理者は、危険物等による災害発生時の自衛消防体制と活動要領を

制定する。 

消防法の規制を受ける危険物製造所等の所有者、管理者に対し、自衛消防体制の確立や危険

物保安監督者の配置及び危険物取扱従事者等に対する教育を計画的に実施するように指導す

る。 

また、消防法第 16条の５の規定に基づく立入検査を実施し、必要な助言、指導を実施する。 

松戸市火災予防条例の規定に基づく少量危険物・指定可燃物の貯蔵及び取扱の技術上の基準

等についても同様に助言、指導を行う。 

(3) 化学薬品等の出火防止 

化学薬品を取り扱う学校、病院、薬局、研究所等の立入検査を定期的に実施し、保管の適正

化の指導を行う。 

(4) 火災予防についての啓発 

春季及び秋季火災予防運動期間を始めとし、年間を通じて火災予防思想の普及啓発活動を実

施する。 

 

２ 初期消火 

家庭及び職場での初期消火の徹底を図るため、家庭や職場に対して消火器具の設置を奨励する。 

また、地域住民に対して初期消火に関する知識、技術の普及を図るとともに自主防災組織の育成

を指導する。 
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３ 延焼の拡大防止 

(1) 消防力の増強 

ア 消防資器材等の整備 

消防車両、装備、資器材は、耐用年数に応じて更新するとともに、点検を行い維持管理を行

う。 

また、市街地の拡大や人口の増加に対して、「消防力の整備指針」にあわせて整備を図る。 

イ 消防職員の確保 

「消防力の整備指針」にあわせて職員の確保に努める。 

(2) 消防水利の整備 

地震時には、水道施設の破損により消火栓が使用できないことがあるため、耐震性を有する

防火水槽の整備を進めるとともに自然水利の活用が可能なように整備を行う。 

(3) 救助・救急体制の整備 

消防職員の専門知識・救助技術の向上、救急救命士等の資格取得など隊員の教育訓練を実施

するとともに、救助・救急用資器材の整備に努める。 

また、ちば救急医療ネットやメディカルコントロール体制等を基に、医療機関との協力体制

を確立する。 

住民に対しては、普通救命講習等を実施し、災害事故における被害の軽減に努める。 

(4) 消防団の強化 

消防団の強化・活性化を図るため、消防団員の確保、資器材等の装備の整備拡充を図るとと

もに、消防センターの施設管理を行い、地域の防災機能の充実・強化を図る。 

また、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律を踏まえ、次の取組を検討す

る。 

ア 事業者の消防団活動に対する理解の促進 

(ｱ) 消防団協力事業所等に対する入札における優遇制度の導入 

イ 消防団への加入の促進 

(ｱ) 幅広い住民に向けた広報啓発活動 

(ｲ) 市職員等の加入促進 

(ｳ) 在勤者・通学者の入団の検討 

(ｴ) 大学等に対する働きかけ（学生消防(分)団の設置等） 

(ｵ) 企業等に対する働きかけ 

(ｶ) 女性の加入促進 

ウ 処遇の改善 

エ 装備の改善 

 

４ 建築物の不燃化 

火災の延焼拡大を未然に防ぐため、地域の災害危険性に即し、都市計画法、建築基準法等法令に

基づき、建築物の不燃化を図る。 



第２章 災害予防計画   第３節 都市防災計画 

震-36 

(1) 防火地域・準防火地域の指定 

建築物が密集し多くの被害を生じるおそれのある地区においては、必要に応じ県と協議の上、

防火地域及び準防火地域の指定を拡大し、耐火建築物又は準耐火建築物の建築を促進する。 

(2) 屋根不燃化区域の指定 

本市域は全域、建築基準法第 22条による屋根不燃化区域に指定されている。同法に基づき、

木造建築物の屋根及び外壁の延焼防止措置を指導する。 

(3) 不燃化促進 

大規模な地震等に伴い発生する火災から住民の生命・財産を守るため、避難地・避難路・延

焼遮断帯の周辺等の一定範囲の建築物の不燃化を促進する。 

 

５ 防災空間の整備・拡大 

(1) 緑地の保全 

緑地は、火災の延焼防止や火災の輻射熱から遮断する機能を有している。そのため、緑地や

生産緑地・農地を保全し生活環境を整備するとともに、火災の防止をあわせもつようにする。 

このため、市内の樹林地は基本的に全て保全対象とし、樹林地の重要性に応じて、松戸市緑

の条例に基づく「保全樹林地区」・「特別保全樹林地区」・「保護樹木」の指定や、都市緑地法に

基づく「市民緑地」、「特別緑地保全地区」の指定をするなど、段階的に保全に取り組む。 

また、江戸川沿いの斜面林については、引き続き「特別緑地保全地区」の指定を進め、保全

を図る。 

(2) 都市公園の整備 

都市公園は、災害時における延焼防止、避難場所や救援活動の拠点として重要な役割を持っ

ていることから、公園が不足する地域において、計画的な公園整備を行い防災機能の充実に努

める。 

(3) 幹線道路の整備 

道路は、災害時の緊急輸送のみならず火災の延焼防止機能を有している。そのため、幹線道

路となる広幅員の道路については、都市の構造、交通機能を防災上の観点からも検討し、必要

性と効果の高い路線から整備を進めるものとする。 

 

６ 市街地の整備 

道路の幅員が狭あいで老朽化した木造住宅の密度が高い地区は、建物倒壊や出火・延焼などの危

険性が高いため、防災機能の確保と合理的な土地利用が図られた街区を形成するため、土地区画整

理事業等の面的整備を推進し、防災上安全な市街地の形成を図る。 

(1) 密集市街地等の整備 

西馬橋地区、栄町や西馬橋の一部、坂川東側を中心とする木造住宅の密度が高い市街地、

その他基盤未整備地区については、土地区画整理事業、地区計画、住環境整備事業、松

戸市狭あい道路後退用地等整備要綱などを活用し、狭あい道路や行き止まり道路の解消を

図りながら、公園・オープンスペースの創出などの不燃化を進める。 

(2) 宅地開発の規制 

将来の都市における合理的な土地利用計画を担保するため、小規模な開発行為の許可等に際

しては、松戸市における宅地開発事業等に関する条例に基づき無秩序な市街化を防止し、生活
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環境の整備を図る。 

 

７ 建築物等の耐震化 

(1) 既存建築物の耐震性向上に向けた耐震診断・改修の促進 

建築物にかかわる防災対策は、建築物の所有者や管理者が自己の責任において自らの建築物

の安全性を確保することが原則であることから、所有者等には、既存建築物の耐震性能の確

保・向上のための耐震改修等を積極的に努めるよう、必要に応じて指導・助言を行っていく必

要がある。 

そこで、国の耐震改修に関する補助制度や耐震改修促進税制の活用を図り、耐震改修技術の

普及・建築技術者の養成、耐震相談窓口の拡充・建物所有者への周知・啓発、耐震改修等促進

のための施策を推進する。 

また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年法律第 123号）に基づいて策定し

た松戸市耐震改修促進計画（令和 3年 3月改定）を推進し、緊急性の高い施設の所有者等に対

して、耐震改修等の実施に向けた指導・助言・指示に努めるとともに、それらの建築物に関し

ては、情報の共有化を図るためのデータ・ベース化について検討する。 

さらに、同法に基づき、耐震診断が義務付けられた大規模な建築物等の所有者等に対し、そ

の実施と報告を期限内に行うよう指導する。 

(2) 安全対策の啓発 

民間の建築関係団体との連携を図り、建築物の所有者や管理者向けの耐震相談窓口の開設、

耐震相談会・講習会の開催、パンフレットの配布等により、地震に関する安全対策の啓発・普

及に努める。 

(3) 公共建築物の対策 

ア 公共建築物の耐震化の推進 

イ コンピュータシステムのバックアップ体制の確保 

ウ 収容避難場所などに自家発電設備の推進 

エ 家具や棚等の転倒防止策の推進 

(4) 公共建築物の設備の耐震化 

市有建築物は、松戸市市有建築物耐震対策要綱に基づいて、耐震改修を進める。また、改修

状況の公表等により、耐震化の実行を推進する。 

その他、公共建築物におけるコンピューターシステムやデータのバックアップ、自家発電機

等の設備の設置、棚等の転倒防止等の安全対策を行う。 

(5) ブロック塀等の改修促進 

通学路等を中心にブロック塀の実態把握を実施し、危険な塀等については、所有者に対し、

改善を図るよう指導する。 

(6) 落下物対策 

「千葉県落下物防止指導指針」（千葉県、平成２年 11 月）を準用して、窓ガラス等の落下

による歩行者等の被害を防止するため、所有者等の専門知識の普及や啓発に努める。 

商業地域など人通りが多い道路や避難路に面する地上３階以上の既存建築物を対象に、実態

を把握し、危険性があるものには所有者等に改善措置を指導するとともに、外部の置物等の落

下防止も指導する。 

(7) 家具・大型家電の転倒防止 
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県及び市は、ホームページ、広報紙及び各種イベントにおいて、家具・大型家電の転

倒防止対策の重要性の啓発に努める。 

(8) ライフライン施設の耐震化 

各ライフライン事業者は、事業計画等に基づき施設の耐震性及び代替性の確保等の対策を推

進する。 

ア 水道施設 

水道施設の耐震化を図り、また、被災者に対する応急給水を可能とするため、応急給水施

設及び応急給水資器材の整備を図る。 

イ 下水道施設 

処理場、ポンプ場及び管路施設についての耐震化等の整備を進める。 

ウ 電力施設 

地震時における電力供給確保の観点から、電力施設の耐震性の確保及び代替電力の確保に、

電力事業者とその他ライフライン事業者が協力して、これらの推進に努める。 

エ ガス施設 

ガス製造設備、ガス導管、ガスホルダーなどのガス施設の耐震化を進めるとともに、緊急

遮断装置の設置などにより二次災害の発生の防止に努める。 

オ 通信施設 

震災時の迅速かつ的確な情報の収集・伝達と混乱の発生を防止するうえで、通信機能の果

たす役割は非常に大きい。通信施設の耐震化を図るとともに、施設が被災した場合において

も、応急の通信が確保できるよう二次的な通信施設の整備を図る。 

(9) 道路及び交通施設の耐震化 

ア 道路 

防災上重要な路線を重点的に、のり面の安全対策、新設及び拡幅整備を推進するほか、必

要な補修を計画的に実施する。 

イ 橋梁 

橋梁の耐震化を図るとともに、市街地や主要路線上の老朽橋及び耐荷力の不足している橋

梁についても、架替・補修等の整備促進を図る。 

ウ 鉄道施設 

鉄道施設については、各鉄道事業者が指針等に基づいて耐震対策に努める。 
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第４節 防災体制の整備計画 
【計画の指針】 

被害想定では、約５割が断水し、避難所収容者数は 1.4万人に上るおそれがある。 

ライフラインの被害や流通機構の障害等により、飲料水、食料、生活必需品の供給が制限され

た場合、救援物資の供給が本格化するまでの間は、地域内でしのぐ必要がある。このため、災害

初期に必要な食料等を、行政と住民等が分担して備蓄する必要がある。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 防災施設等の整備 本部事務局 

2 食料・飲料水等の備蓄 市民部、経済振興部 

3 応急医療体制の整備 健康福祉部、病院事業、(一社)松戸市医師会、(公社)松戸歯

科医師会、(一社)松戸市薬剤師会、千葉県接骨師会、消防局 

4 緊急輸送体制の整備 本部事務局、財務部、街づくり部、建設部 

5 住宅対策体制の整備 街づくり部 

6 ボランティア活動環境の整備 健康福祉部、(社)松戸市社会福祉協議会 

7 業務継続・女性視点の防災体制

の充実 

本部事務局、総務部 

 

１ 防災施設等の整備 

(1) 市庁舎の整備 

災害発生時、確実に災害対策業務を実施するため、災害対策本部を設置する市庁舎の防災機

能の充実、災害対策本部の施設、設備等の機能強化を図るとともに、市庁舎が被災等により災

害対策本部としての機能を果たせなくなった場合を想定した代替施設を検討する。  

更に、住民基本台帳、固定資産税台帳、その他個人情報等の電子データ類の保護に努め、災

害発生時においてもデータを喪失しないよう、データのバックアップ体制を強化する。 

(2) 防災倉庫等の整備 

ア 防災倉庫の整備  

避難所となる全市立小・中学校への分散備蓄倉庫の整備を推進する（一部余裕教室活

用）。鍵の保管について、災害発生時に各主体の判断で使用できるよう、危機管理課での管

理に加え、自主防災組織の代表者、連合町会長、各小・中・高等学校長等、避難所運営組織

が設立されたところへ倉庫の鍵を配布し、それぞれ管理できるように努める。  

イ 事業所及び自主防災組織・町会・自治会等の団体の保有する防災倉庫は、団体・地域の実

情に応じて整備を進め、災害に備える。 

ウ 防災資機材等の整備 

防災倉庫に必要な資機材等の充実を図り、点検整備及び操作訓練等を実施する。 

(3) 応急給水設備の整備 

飲料水は、市の防災用井戸、井戸付き又は飲料水兼用の耐震性貯水槽、民間事業所等の井戸

の災害協定及び避難所となる小中学校の受水槽に緊急遮断弁を設置して確保する。 

【資料編 備蓄倉庫・備蓄品一覧】 

【資料編 防災用井戸・耐震性貯水槽一覧】 
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２ 食料・飲料水等の備蓄 

(1) 食料・飲料水等の備蓄 

災害により住家を失った住民に対し、飲料水、食料、生活必需品等を供給するため、県の備

蓄供給体制と連携しながら供給支援できるように、次の方針に基づき体制の整備を図る。 

ア 住民の備蓄 

住民は、災害発生後、最低３日間、できるだけ１週間以上は自力でしのげるだけの飲料水、

食料、生活必需品等の備蓄に努める。 

〈備蓄品の例〉 

飲料水、非常食、非常用トイレ、給水容器、貴重品、懐中電灯、携帯ラジオ、救急薬品、

衣類、タオル、紙おむつ、生理用品、歯ブラシ、洗口液（液体ハミガキ）、その他各自

が必要なもの 

イ 事業所の備蓄 

従業員等の水・食料・仮設トイレ等を３日分以上備蓄し、自立できる体制整備を図る。 

ウ 集客施設等 

宿泊者、入院者、入所者、来客者等の多数が集まる施設は、可能な限り自らの責任におい

て滞在者の救援救護活動を行うよう努める。 

エ 市の備蓄 

備蓄の対象人口を 14,000人（想定地震の発生１日後の収容避難者数、冬季 18時の地震発

生のケース）を基準とし、３日分の食料の７割（88,200 食）・生活必需品を流通備蓄を含

めて確保する。 

(2) 食料、物資等の確保体制の整備 

ア 備蓄情報の共有 

千葉県防災情報システムの中の「物資管理サブシステム」により、備蓄情報の共有化を図

り、千葉県の備蓄等の活用を図る。 

イ 供給体制の整備 

国や千葉県等からの食料、物資等の支援に対し、支援物資の集配拠点の確保を進めるとと

もに、輸送や供給等における対応や役割分担を明確化し、受援体制の整備に努める。 

また、被災者に迅速に食料、物資等を供給するため、集配拠点での仕分けや物資の配送等

に関して、関係事業者との連携も含め、供給体制の整備を図る。 

ウ 備蓄物資の選定 

高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者等の要配慮者や女性の避難生活に配慮した物資

の備蓄・確保を推進する。 

エ 民間業者等との協定締結 

市が保有する備蓄品に加え、民間流通事業者等との物資調達に関する協定により、食料・

生活必需品等の物資を確保する。 

救援物資の受け入れ・管理及び物資集配拠点の運用において、民間物流業者（物流専門家）

の参画を図る。 
【資料編 災害協定一覧】 
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３ 応急医療体制の整備 

(1) 防災会議医療部会 

ア 災害時に、被災地に来援した救護チームが活動できる拠点の整備、市の救護活動の

調整役としての災害医療コーディネーターの配置及びマニュアルの作成等について検

討し、より実効性のある応急医療体制の整備を推進する。 

イ 医師会、医療機関と協力し、超急性期を重視した松戸市災害時医療救護マニュアル

を整備する。 

・医療機関等との協力体制の確立、トリアージを実施する病院等 

・医療救護班の編成、派遣 

・医療救護所の開設運営 

(2) 後方医療体制の整備 

災害時における拠点となる医療機関を指定するとともに、救急車及びヘリコプター等を利

用した搬送体制について関係機関と協議して確保する。 

(3) 医薬品等の確保体制の整備 

災害時における円滑な医薬品等の確保のため、松戸保健所（以下「松戸保健所」という。）、

薬剤師会や医薬品関連業者との協力体制を確立する。また、災害時に緊急的に必要となる医

薬品・医療用資器材を学校救護所に備蓄するほか、各支所に流動備蓄※する。 

※流動備蓄：医薬品等を１年間、各支所に備蓄し、次の年に同じ品目・数量を市立総合医療セン

ターと交換して備蓄するもの。交換した医薬品等は、市立総合医療センターで使用

する。 

(4) 非常電源の整備促進 

大規模停電時における医療機能の確保、入院患者の人命確保のため、市内の医療機関の非

常用電源の整備、強化を促進する。 

 

４ 緊急輸送体制の整備 

(1) 災害時重要路線の選定 

県の指定する緊急輸送道路を補完し、避難場所、医療機関、主要公共施設を結ぶ道路を選

定し、その整備推進を図る。 

(2) 交通の確保体制の整備 

緊急輸送道路等における障害物の除去等応急復旧に必要な人材や資器材を確保するために、

建設事業者等と協定を締結するなど協力体制を整備する。 

(3) 輸送手段の確保 

ア 陸上輸送 

災害時の緊急輸送が円滑に行えるよう運送事業者等との協定を締結する。また、市有車

両の配備計画を事前に作成するとともに、緊急通行車両の事前届け出手続きを行う。 

イ 航空輸送 

災害時にヘリコプターの離着陸が可能な施設を把握する。 

特に、使用の際に混乱が予想される避難所の臨時離発着場については、避難住民の安全

性等を考慮し避難場所と臨時離発着場の区別等所要の措置を講じる。 
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  ウ 水上輸送 

災害時に水上輸送が有効な場合は、自衛隊及び船舶保有者による水上輸送を実施す

る。水上輸送の窓口となる松戸緊急船着場及び防災船着場の整備を進める。 

 

５ 住宅対策体制の整備 

(1) 応急仮設住宅の建設候補地の選定 

公共用地を優先して確保し、ライフライン、交通等の利便性を考慮して選定する。不足が

生じた場合には、民有地を借用する。 

(2) 被災建築物の応急危険度判定体制の整備 

県及び建築関係団体等と協力して、応急危険度判定体制の整備及び普及に努め、県が主催

する講習会及び応急危険度判定士の認定登録に協力するなど、支援体制の整備を図る。 

 

６ ボランティア活動環境の整備 

(1) 受け入れ体制の整備 

災害時のボランティアの受け入れや活動の調整及び運営が円滑に行われるよう(社)松戸市

社会福祉協議会等の関係団体と協議して必要な環境整備を行う。 

(2) ボランティア組織への要請 

迅速なボランティアの受け入れ、活動の調整が機能するよう事前に市内ボランティア組織

などへ協力を要請する。 

(3) ボランティア意識の啓発 

毎年１月 17日の「防災とボランティアの日」及び１月 15日から 21日までの「防災とボラ

ンティア週間」を中心に実施する講演会やシンポジウムなどの諸行事を通じ、ボランティア

意識の啓発を図る。 

また、毎年９月１日の「防災の日」及び８月 30日から９月５日までの「防災週間」を中心

に実施する防災訓練等に住民とボランティア団体等の参加を求めることにより、ボランティ

ア活動に対する啓発と連携を強化する。 

(4) ボランティアコーディネーターの養成 

県、日本赤十字社千葉県支部等が開催する研修会や講習会への参加を促し、ボランティア

リーダーやコーディネーターの養成を進める。 

 

７ 業務継続・女性視点の防災体制の充実 

(1) 業務継続体制の確保 

災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、下記の重要事項を

明確にした業務継続計画を策定し、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確

に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る。 

① 首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

② 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

③ 電気・水・食料等の確保 
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④ 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

⑤ 重要な行政データのバックアップ 

⑥ 非常時優先業務の整理 

また、実効性のある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等を踏ま

えつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた

経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂など

を行う。 

(2) 女性視点の防災体制の充実 

災害対策において女性のニーズに適切に対応できるよう次の取組を推進し、防災計画等の検

討段階における女性の参画、女性のニーズに対応できる体制や環境を充実させる。 

① 防災関連の調査において、女性視点の調査項目、問題分析、課題検討を実施 

② 災害対策に関する検討会議、委員会等に女性委員、女性部会を確保 

③ 防災訓練や防災講習において、女性視点の災害対応に必要な知識、ノウハウ、スキル

を習得、普及する機会を確保 

④ 自主防災組織、避難所運営委員会等に女性役員や女性部会を確保 

⑤ 避難所等に男女別の更衣室・トイレ、授乳室等を確保  

⑥ 避難所等に女性用下着、生理用品などの衛生用品、妊産婦マットなどを備蓄 

⑦ 災害時は避難所等に女性相談窓口、女性職員を配備 

また、女性防災リーダーや女性防災の担い手を育成するため、男女共同参画課、松戸市男女

共同参画推進団体等と連携し、女性視点の防災に関する知識の普及、啓発、ネットワークづく

りを推進する。 
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第５節 避難体制整備計画 
【計画の指針】 

被害想定では、約 49件の炎上出火が予想されるほか、同地震による収容避難者数は最大で 1.4

万人と予測される。 

延焼火災から住民等が安全に避難できるように避難場所を確保するとともに、家屋やライフラ

インの被害により居住困難となった住民等に避難所を確保する必要がある。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 避難場所等の指定・整備 本部事務局、健康福祉部、福祉長寿部、子ども部、市民部、生

涯学習部、学校教育部 

2 避難路の整備 建設部 

3 避難体制の周知 本部事務局、広報部 

 

１ 避難場所等の指定・整備 

(1) 避難場所等の指定 

災害から住民の身の安全を確保するための避難場所及び収容を必要とする避難者のための避

難所を指定する。 

市指定の避難場所等は、次の３種類とする。指定に当たっては施設管理者の同意を得るととも

に、県への通知及び公示並びに市民への周知を図る。 

なお、災害の想定等により、市外への避難が必要となる地区については、近隣市町村の協力を

得る。 

ア 避難場所 

災害の危険が切迫した緊急時において、安全が確保される場所である。災害対策基本法の指

定緊急避難場所の基準に適合する施設で、地震や火災については公園や公共空地等を、洪水や

土砂災害については学校、市民センター等を指定する。 

イ 避難所 

住家の全半壊、焼失、浸水により住居を失った者又は居住が困難な被災者のうち、避難を必

要とする者を一時収容し、保護するための屋内施設である。災害対策基本法の指定避難所の基

準に適合する施設で、学校、市民センター等を指定する。 

ウ 福祉避難所 

避難所生活が長期化し、避難所での生活が困難になった高齢者、障害者等の要配慮者（第７

節１(1)ア 参照）に対応するため、特別な配慮がなされた避難所である。地域福祉避難所とし

て老人福祉センター等を、二次福祉避難所として協定等を締結した団体を、確保し指定する 

【資料編 避難場所一覧】 

(2) 避難施設の整備 

避難所に指定した建物については、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」

（内閣府、平成 25年 8月）等を踏まえ、次のような整備を推進する。 

ア 避難所に指定した建物については、耐震性（天井等の非構造部材を含む。）、耐火性を確

保するとともに、対象地域の被災住民を収容できる規模に配慮し、必要に応じ避難生活の環境
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を良好に保つための設備の整備に努める。 

イ 救護所、通信機器等施設・設備の整備を図る。また、必要に応じ、冷暖房施設、換気や照

明など避難生活の環境を良好に保つための設備（必要な電源や燃料を含む。）、要配慮

者用の福祉避難室の確保に努める。 

ウ 備蓄倉庫の整備を図るとともに、食料（アレルギー対応食品等を含む。）、飲料水、非常

用電源、常備薬、炊き出し用具、毛布、仮設トイレ等の物資等の備蓄を進める。また、灯油、

エルピーガスなどの非常用燃料の確保等に努める。 

エ 被災者のプライバシー及び安全の確保（間仕切り、照明等）、男女のニーズの違いへの配慮、

ペット対策等について対応するための設備の整備に努める。 

オ 一般の避難所では生活することが困難な要配慮者のため、特別の配慮がなされた福祉

避難所の指定に努め、福祉避難所には、簡易ベッド、簡易トイレ等の整備及び避難時の介助

員の配置等について検討する。 

カ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所

運営に関する役割分担等を定めるよう努める。。 

(3) 避難所運営方針 

ア 各避難所は、市、施設管理者、自主防災組織やボランティア組織が協力して避難所の効果的

な運営を行うため、県の「災害時における避難所運営の手引き」、松戸市の「避難所開設･運

営マニュアル(令和 2年 7月)」等を参考とし避難所開設運営計画を作成する。 

イ 福祉避難所の運営支援のため、関係部課から職員を選定し、支援班等を設置する。また、福

祉避難所を設置する施設との連絡手段や各主体の役割分担について事前協議を行い、連携体制

の強化を図る。 

 

２ 避難路の整備 

住民が避難場所へ安全に移動できるように、避難場所周辺の道路の安全性の点検及び安全対策の

促進を図る。 

 

３ 避難体制の周知 

(1) 広報活動 

松戸市防災マップ、広報まつど、ケーブルテレビ等、各種の広報手段を活用し、住民、学校、

事業所等に対し避難場所、帰宅困難者向け一時滞在施設及び避難時の留意事項（指定緊急避難

場所と指定避難所の役割が違うこと、できるだけ飲料水・食料を持参することなど）等につ

いて周知する。 

(2) 避難行動・避難の必要性の周知 

避難者抑制のため、自宅が無事な市民は避難所への避難を控え、自宅で避難生活を送ることを

原則とする。このため、日頃から備蓄物資の確保や家具の固定等、必要な備えをしておくよう啓

発に努める。  

(3) 避難所の開設・運営についての周知 

災害発生時に、地域が主体となり自主的に避難所の開設・運営ができるよう、自主防災組織、

町会・自治会、連合町会、学校等の関係者へ周知する。 

(4) 避難所・避難場所標識の設置 
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指定避難所・指定避難場所を明示し、避難誘導を円滑に行うため、案内標識、誘導標識を設置

する。標識は日本産業規格（JIS）に基づく災害種別一般図記号を使用し、どの災害の種別に対

応した避難場所であるかを明示する。 
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第６節 通信施設整備計画 
【計画の指針】 

大規模な災害時には、確かな情報がリアルタイムに収集できないことや、行政から住民等に伝

えたいことが十分に伝わらない問題がある。 

このため、多様な手段をもって信頼性のある情報を収集・伝達する体制を整備・強化するとと

もに、情報をわかりやすく提供するしくみを充実させる必要がある。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害通信網の整備 本部事務局、消防局 

2 非常通信体制の強化 本部事務局、消防局、防災関係機関 

3多様な情報ツールの活用 本部事務局、市民部、防災関係機関 

 

１ 災害通信網の整備 

災害に対処するために、情報収集、広報活動が迅速かつ的確に行われるよう、市防災行政無線を

中心に、県及び指定地方行政機関等の出先機関、管内の公共的団体等との間に通信連絡系統を整備

し、災害時の通信を確保する。 

(1) 災害時優先電話の整備 

災害時に一般電話が輻輳（ふくそう）により通話不能であっても、優先的に通話が確保される

東日本電信電話株式会社から市役所、消防署、病院に設置されている「災害時優先電話」を災害

発生時に有効活用できるよう、設置箇所を普段から認識しておくとともに、必要に応じて増設す

る。 

(2) 防災行政無線等通信機器の整備・維持管理 

防災行政無線固定系（同報系）については、平成 26 年度までにデジタル化を含めた再整備を

行った。防災行政無線移動系については、平成 23 年６月より、ＭＣＡデジタル無線を導入し、

整備を行っている。消防救急無線のデジタル化も終了している。 

こうした既存の通信機器及び機材は、常に活用できるよう定期的に点検整備を行う。 

また、定期的な通信訓練及び研修を実施することにより、防災関係機関との協力体制作りと無

線局の適正な運用を図るものとする。 

(3) 通信機器の維持管理・耐震化 

既設の通信機器及び機材が常に活用できるように、定期的に点検整備を行い、耐用年数を考慮

して機器の更新に努める。 

また、定期的な通信訓練、研修を実施することにより、防災関係機関との協力体制づくりと無

線局の適正な運用を図るものとする。 

(4) 非常用電源確保 

災害時の停電に備え、通信機器が使用できるよう、発電機を整備し電源の確保を図る。 

 

２ 非常通信体制の強化 

市、県及び防災関係機関は、災害時等に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が使用



第２章 災害予防計画   第６節 通信施設整備計画 

震-48 

できないとき、又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第 52 条の規定に基づく非常

通信の活用を図るものとし、関東地方非常通信協議会の活動等を通じて、非常通信体制の整備充実

に努める。 

また、緊急を要する通信を確保し、又は優先通信の途絶に対処するため、非常（緊急）通話もし

くは非常（緊急）電報及び非常通信を活用するよう東日本電信電話(株)及び各施設管理者の協力を

確保しておく。 

※災害時優先電話： 

災害時における迅速な通信連絡を確保するため、県及び市町村等は、あらかじめ東日本

電信電話（株）千葉支店に対し、電話番号を指定し届出て、災害時優先電話としての承認

を受けておくものとする。 

 

３ 多様な情報ツールの活用 

(1) インターネットの活用 

松戸市安全安心メール配信サービスへの登録を推進し、緊急災害情報を住民等がリアルタイ

ムに共有できる体制を確保する。 

(2) アマチュア無線局の活用 

災害時のアマチュア無線局の活用について連携に努める。 

(3) その他通信手段の充実 

その他、ケーブルテレビ、地上デジタル放送、ＦＭ等多様な通信メディアの活用について検

討し、災害時における多様な通信連絡網の整備充実に努める。 
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第７節 要配慮者対策 
【計画の指針】 

高齢者、障害者等は、自力で避難できないことや、避難所では精神的・体力的負担から健康を

害しやすい等、深刻な問題がある。 

今後、高齢者のみの世帯は増加すると予想され、自主防災組織や福祉関係者が連携して、高齢

者・障害者等の避難支援体制を整備していくことが重要である。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1避難行動要支援者に対する対応 健康福祉部、福祉長寿部、子ども部、(社)松戸市社会

福祉協議会 

2 福祉施設における防災対策 健康福祉部、福祉長寿部、子ども部 

3 乳幼児や妊産婦に対する対策 健康福祉部、子ども部 

4 外国人に対する対策 経済振興部 

5 地域の実情に合わせた配慮 健康福祉部、福祉長寿部、(社)松戸市社会福祉協議会、

子ども部 

 

１ 避難行動要支援者に対する対応 

(1) 要配慮者・避難行動要支援者の定義   

ア 要配慮者の定義 

高齢者・障害者・乳幼児・その他特に配慮を要するものを「要配慮者」と定義する。 

イ 避難行動要支援者の定義 

災害対策基本法では、「要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ

る場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

に特に支援を要する者」を「避難行動要支援者」と定義している。 

本市では、以下に掲げる者のうち、在宅でかつ、避難する時に家族等の支援が困難で、何

らかの助けを必要とする者を「避難行動要支援者」と定義する。 

① 介護保険における要介護３・４・５認定者 

② 障害者（身体障害１，２級及び知的障害（療育手帳Ａ等）、精神保健福祉手帳１級） 

③ 65歳以上の一人暮らし高齢者（一人で避難所まで歩いて行けない高齢者、避難所まで

歩いて行くことに不安がある高齢者） 

④ その他災害時の避難支援が必要と認められる者 

 (2) 避難行動要支援者名簿の作成 

ア 避難行動要支援者の把握 

市は、次に掲げる通常業務等を通じて避難行動要支援者情報の把握に努める。 

① 要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握 

② 障害者の情報に関しては、各種障害者手帳台帳等における情報、障害程度区分情報等

により把握 

③ 一人暮らしの高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては,住民基本台帳担当部局と連
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携し住民基本台帳を活用する等により把握 

④ 民生委員・児童委員、福祉団体、町会・自治会などからの情報収集により把握 

なお、在宅の状態にない、病院や社会福祉施設等に入院・入所している避難行動要支

援者に関しても可能な限り把握する。 

イ 避難行動要支援者名簿の作成 

  把握した避難行動要支援者の情報をもとに、避難行動要支援者名簿（以下、要支援者名簿

という）を作成する。要支援者名簿には、次の事項を記載し、記録する。 

  なお、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名

簿情報の適切な管理に努める。 

① 氏名        ②住所         ③性別      ④生年月日 

⑤電話番号その他連絡先 ⑥避難行動要支援者区分 ⑦その他市長が必要と認める事項 

ウ 要支援者名簿の更新 

① 関係部課で把握している、要介護認定情報、各種障害手帳台帳等における情報、障害程

度区分情報、住民基本台帳情報等は、定期的に要支援者名簿に反映・更新できるよう努め

る。 

② 民生委員・児童委員、福祉団体、町会・自治会などから、登録が必要と思われる方の情

報を受けた場合、登録の申請書等を郵送し、登録の意思確認を行い、要支援者名簿の情報

を更新するよう努める。 

③ 新たに要支援者名簿に掲載されたものに対しては、要支援者名簿情報の提供に対する同

意の確認を行うよう努める。また、死亡や転居等により削除が必要なことがわかった場合、

速やかに要支援者名簿より削除する。 

(3) 避難支援等関係者への事前の要支援者名簿情報の提供 

ア 避難支援等関係者の定義 

市は、避難支援等を実施する、町会･自治会、自主防災組織、民生委員･児童委員、福祉関

係者、その他避難支援等の実施に携わる関係者を「避難支援等関係者」と定義する。 

イ 避難支援等関係者への要支援者名簿情報の提供 

① いざという時の、円滑かつ迅速な避難支援等の実施に役立てるため、市は、平常時より

避難支援等関係者に、要支援者名簿情報を、あらかじめ必要な限度で提供するものとする。 

② 提供する要支援者名簿情報は、要支援者名簿に掲載された当該避難行動要支援者から、

避難支援等関係者への情報提供に同意を得たものに限るものとする。 

③ 要支援者名簿情報の提供に当たっては、当該避難行動要支援者を担当する地域や関係者

など必要最低限に限るものとし、無用な情報流出を防ぐよう努めるものとする。 

④ 要支援者名簿情報の提供を受けた場合、災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人

に守秘義務が課せられるため、要支援者名簿情報等で知りえた個人情報を正当な理由がな

く漏らしてはならない。そのため、そのことを十分認識し、可能な場所で要支援者名簿情

報の保管を行う、必要以上に要支援者名簿情報の複製を行わない等、適切に管理する。ま

た、団体が要支援者名簿情報の提供を受けた場合、その団体内部で取り扱うことができる

者を限定する。 

⑤市は、要支援者名簿に係る避難行動要支援者及び第三者の権利や利益を保護するために、

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(4) 避難行動要支援者への支援体制の整備 
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「避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針（内閣府、平成 25年 8月）」、「災害時

要援護者 避難支援の手引き（千葉県、平成 21年 10月）」及び「松戸市避難行動要支援者避

難支援基本方針（平成 27年 3月）」に基づき、避難行動要支援者に対する避難支援プランを

作成し、自主防災組織、消防団、民生委員・児童委員等、地域社会全体で避難行動要支援者を

支援する体制づくりを行う。 

なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れる等、支援体制の中に女性を位置づ

けるものとする。 

(5) 防災設備等の整備 

一人暮らしや、寝たきり高齢者・障害者等の安全を確保するための緊急通報システム及び聴

覚障害者等への災害情報の伝達を確実に行うための文字放送受信装置、電光掲示板等の普及に

努めるとともに、消防局と連携し、在宅者の安全性を高めるため、自動消火装置及び火災報知

器等の設置の推進に努める。 

(6) 避難施設等の整備 

避難行動要支援者に特別な配慮をするための福祉避難所の整備に努め、「避難所における良

好な生活環境の確保に向けた取組指針（内閣府、平成 25 年８月）」、「福祉避難所の確保・

運営ガイドライン（内閣府、平成 25年 4月）」、「災害時における避難所運営の手引き」（千

葉県、平成 29年 7月）及び「松戸市避難行動要支援者避難支援基本方針」（平成 27年 3月）

に基づき、避難行動要支援者が避難生活を送るために必要となる資器材等の避難施設等への配

備、避難場所への手話通訳及び介護ボランティア等の派遣ができるよう(社)松戸市社会福祉協

議会等との連携など、要配慮者に十分配慮した運営に努める。 

(7) 防災知識の普及、防災訓練の実施 

避難行動要支援者及びその家族に対し、パンフレット、ちらし等を配布する等、広報の充実

を図るとともに、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、災害に対する基礎知識等の理

解を高めるよう努める。 

(8) 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）等の情報伝達 

市は、避難行動要支援者の状態に応じた情報の発令や伝達の配慮、多様な情報伝達手段を確

保する等、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難に資するよう努める。 

(9) 避難計画の作成 

避難行動要支援者の避難誘導について、避難順位、避難後の対応、被災した避難行動要支

援者等の生活の確保を考慮した避難計画を作成する。 

なお、避難誘導の留意事項は次のとおりである。 

ア 避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所を避

け、安全な経路を選定すること。 

イ 危険な場所には、表示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置すること。 

ウ 状況により、避難行動要支援者を適当な場所に集合させ、車両又は舟艇等による輸送を行

うこと。この場合、輸送途中の安全を期すること。 

エ 避難誘導は、収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば町会・自治会等の単位で行

うこと。また、移動もしくは歩行困難な者を優先して行うものとする 

オ 避難行動要支援者については、その状態に応じた適当な避難誘導を行うとともに、職員及

び自主防災組織の隊員等による避難確認を行うこと。 
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２ 福祉施設における防災対策 

福祉施設に通所あるいは入所する者（以下、「入所者等」という。）の安全を確保するとともに、

その他福祉施設に対しても、以下の対策を講じるよう周知する。 

(1) 施設の安全対策 

施設管理者は、施設の耐震化等、災害に対する安全性の向上に努める。 

また、電気、水道等の供給停止に備えて、入所者等が最低限度の生活維持に必要な飲料水、

食料、医薬品類等の備蓄を行うとともに、施設機能の応急復旧等に必要な非常用の発電機等の

防災設備の整備に努める。 

(2) 組織体制の整備 

施設管理者は、消防署の指導などを受け、防火管理者等を中心として防災組織を整え、職員

の任務分担、動員網、緊急連絡体制等を明確にしておく。 

また、日頃から市と連携し、他の福祉施設との相互協力や近隣住民及び自主防災組織等との

つながりを深め、入所者等の実態等に応じた支援・協力が得られるよう体制づくりを行う。 

(3) 施設の防災計画の作成 

施設管理者は、災害時における業務の内容と従事職員の役割分担を整備し、施設の保全対策

や入所者等の避難対策等を明確にした施設の防災計画を作成するものとする。 

(4) 防災学習・防災訓練の充実 

施設管理者は、職員や入所者等に対し、地震に関する知識や災害時にとるべき行動について、

理解や関心を高めるための実践的な学習と防災訓練を定期的に行う。 

(5) 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施 

水防法、土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律の改正によ

り、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域にかかる要配慮者利用施設には避難確保計画の作成

及び避難訓練が義務化されたことを踏まえ、施設管理者は市に対して避難確保計画を提

出するとともに、避難訓練の実施状況を適宜報告する。 

【資料編 浸水想定区域等にかかる要配慮者利用施設一覧】 

 

３ 乳幼児や妊産婦に対する対策 

平常時でも脆弱性の高い乳幼児や妊産婦を要配慮者と位置づけ、避難所マニュアル等での配慮の

明確化、備蓄物品の充実、乳幼児や妊産婦を含めた防災訓練・防災教育の実施などを行う。 

また、関係するボランティア団体との連携などを行う。 

 

４ 外国人に対する対策 

言語、生活習慣、防災意識が異なり、日本語の理解が十分でない外国人を要配慮者と位置づけ、

多言語による広報の充実、避難場所等の標識の多言語化、外国人を含めた防災訓練・防災教育を実

施する。 

また、通訳派遣等に関するボランティア団体との連携などを行う。 
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５ 地域の実情に合わせた配慮  

共働きの両親を持つ子どもやその他家庭の事情により、日頃から地域での見守りや支援が必要と

なる世帯は、災害発生時にも配慮が必要となる可能性があることから、平常時から学校や地域と連

携して、見守りや支援、こころのケアなどができる体制の構築に努める。  

その他、支援や配慮が必要となる方が居住している地域では、自主防災組織や町会・自治会等の

支援可能な関係者により、地域の実情に合った支援体制の構築を検討する。 
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第８節 帰宅困難者等対策 
【計画の指針】 

関係機関と連携した協議会を逐次立ち上げ、帰宅困難者の安全を確保、一時滞在施設の開設･

運営及び帰宅困難者等対策に関する基本的指針等、帰宅困難者への支援体制を強化する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 一斉帰宅の抑制 本部事務局、広報部 

2 帰宅困難者の安全確保 本部事務局、市民部、経済振興部、街づくり部 

 

１ 一斉帰宅の抑制  

(1) 基本原則の周知・徹底  

「むやみに移動を開始しない」という基本原則を、平常時から市民や市内の事業者等に対し

て広報・周知に努める。鉄道事業者や駅周辺事業者等の関係機関に対し、各機関の従業員や職

員等への基本原則の周知と、利用客等へのルールの普及・啓発を促進する。 

(2) 安否確認方法の事前周知 

災害発生時の安否確認手段として、災害用伝言ダイヤル 171や災害用伝言板、ツイッター・

Facebook などの SNS 等のサービスの活用について、広報紙やホームページなどを通じて、市

民及び市内の事業者等に対し、広報・周知する。 

 

２ 帰宅困難者の安全確保  

(1) 一時滞在施設の確保 

帰宅困難者を一時的に受け入れ、可能な範囲での物資提供等の帰宅困難者支援を行うための

一時滞在施設を、関係機関との協定締結を含め、さらなる確保に努める。 

また、一時滞在施設における帰宅困難者用の飲料水、食料、物資の整備を進める。 

さらに、帰宅困難者を一時滞在施設等へ速やかに誘導できる体制を整えるとともに、一時滞

在施設の開設・運営についての体制も整備する。 

(2) 支援体制の整備  

「帰宅困難者等対策に関する基本的な指針」を交通事業者や企業・学校、警察、消防機関等

と連携して作成を進める。 

また、帰宅困難者支援についての訓練を定期的に実施するとともに、各機関の積極的な参加

を促進し、帰宅困難者への支援体制の強化を図る。 

(3) 帰宅困難者向け備蓄等の整備促進  

遠方から通勤・通学している従業員や学生等がいる事業所、大学、高等学校等については、

それらの者が帰宅困難者になる可能性があることから、帰宅困難になった場合、基本原則や必

要な備蓄等の整備について、普及・啓発する。 

(4) 関係機関と連携した取組み  

市では、千葉県が示した「駅周辺帰宅困難者等対策協議会設置のためのガイドライン」に基

づき、松戸駅、新松戸・幸谷駅に駅を中心とした鉄道事業者及び駅周辺事業者、学校、警察、
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消防機関等により構成する「駅周辺帰宅困難者等対策協議会」を設立し、帰宅困難者対策の強

化を図っている。 

その他の駅周辺においても関係機関の認識の共有を図り、市全体での帰宅困難者対策の強化

に努める。 
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第９節 調査研究計画 
【計画の指針】 

大規模な災害が発生するたびに、新たな問題が表面化し、災害の教訓は尽きることがない。ま

た、防災に関する調査、研究は日々追求され、防災技術も年々進歩している。 

災害の教訓や防災技術の動向を常に把握して、本市地域の減災や防災力の向上に役立つものを

絶えず取り入れていくことが重要である。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

調査研究計画 本部事務局 

 

（1）防災計画にかかわる情報交換 

国、都道府県、区市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関における防

災計画にかかわる情報について、情報を相互に交換する。 

（2）防災に関する文献・資料の収集・整理 

市内の地震時のデータや過去の災害記録等を整理し、市民に公表する。 

また、防災に関する学術刊行物、学会等の刊行物、一般刊行物などについて、今後も継続し

て随時収集・整理に努める。 

（3）専門的調査・研究の実施 

本市の社会状況の変化、国の防災方針や地震予測に関する研究の進展に応じて、専門的調

査・研究を実施するよう努める。 
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第１節 災害応急活動体制 
【計画の指針】 

大きな地震が発生した場合は、職員自身の被災、道路やライフラインの途絶等により、災害対

策組織の確立や指示の伝達等が遅れるおそれがある。 

職員は、勤務時間外にも速やかに参集して、災害対策活動に着手するとともに、本部長等が不

在の場合には、代理者が早急に職務を代行し、市や防災機関が有する災害対策能力を最大限発揮

する必要がある。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 市職員の配備 各部・各班 

2 市本部の設置 各部・各班 

3 災害対応拠点設置予定場所 各部・各班 

 

１ 市職員の配備 

(1) 配備基準 

市内で地震を観測した場合、震度等の状況に応じて、市職員は次の配備体制をとる。 

〈市職員の配備基準〉 

配備体制 配備基準 

情報体制等

強化 

①市域で震度４が観測されたとき【自動配備】 

②その他、市長が必要と認めたとき 

警戒 

本部 

警戒 

配備 

①市域で震度５弱が観測されたとき【自動配備】 

②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたと 

③その他、市長が必要と認めたとき 

災害

対策

本部 

第１ 

配備 

①市域で震度５強が観測されたとき【自動配備】 

②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき 

③その他、市長が必要と認めたとき 

・大規模な停電、断水などが発生し、回復までに長期間を要すると見込まれる

とき 

第２ 

配備 

①市域で震度６弱が観測されたとき【自動配備】 

②その他、市長が必要と認めたとき 

第３ 

配備 

①市域で震度６強以上が観測されたとき【自動配備】 

②その他、市長が必要と認めたとき 

(2) 職員の動員 

地震発生時は、震度による自動配備とし、市職員はテレビ、ラジオ等で震度情報を把握して

自主的に配備する。震度情報を把握できない場合は、体感や周囲の状況等から震度を推定し、

その震度に相当する配備体制を自主的にとる。 

市が配備体制を通知する場合は、次のように行う。 

ア 勤務時間内の伝達 
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庁内放送、口頭、電話、Ｅメール等で通知する。 

イ 勤務時間外の伝達 

電話、Ｅメール等で通知する。また、連絡体制は、次の「配備体制別の動員数」に基づい

てあらかじめ作成しておく「災害配備連絡票」による。 

【資料編 防災に関する事務取扱要綱】 

〈職員の配備別動員数〉 

  本部組織名 情報体制等 

強化 
警戒本部 

災害対策本部 

部 班 第１ 第２ 第３ 

災害対策本部事務局 １／２ 全員 全員 全員 全員 

総 務 部 
調整班 ※ 

12人 
１／２ 全員 全員 

情報・運用支援班 ※ １／２ 全員 全員 

広 報 部 
事務局 ※ ３人 １／３ ２／３ 全員 

構成員 ※ ７人 １／３ ２／３ 全員 

財 務 部 

事務局 ※ ※ １／３ ２／３ 全員 

財務班 ※ ５人 １／３ ２／３ 全員 

調査班 ※ ※ １／３ ２／３ 全員 

市 民 部 構成課 ※ 20人 １／３ ２／３ 全員 

経済振興部 構成課 ※ ６人 １／３ ２／３ 全員 

環 境 部 構成課 ※ ※ １／３ ２／３ 全員 

福 祉 １ 部 構成課 ※ 10人 １／３ ２／３ 全員 

福 祉 ２ 部 構成課 ※ ※ １／３ ２／３ 全員 

保健医療部 構成課 ※ ※ １／３ ２／３ 全員 

街づくり部 構成課 ※ 40人 １／２ ２／３ 全員 

建 設 部 構成課 ※ 40人 １／２ ２／３ 全員 

教 育 １ 部 構成課 ※ 15人 １／３ ２／３ 全員 

教 育 ２ 部 構成課 ※ ※ １／３ ２／３ 全員 

水 道 部 構成課 ※ ６人 １／２ ２／３ 全員 

病 院 部 

事務局 

※ ※ 別途計画 
病院１班 

病院２班 

 

消 防 局 構成課 別途計画 全員 

（注１）「※」は、連絡のとれる体制又は各部等の計画によるものとする。 

（注２）表中の人数は目安であり、状況によって増減する。 



第３章 災害応急対策計画   第１節 災害応急活動体制 

 

震-61 

〈本部員の配備〉 

配備体制 

本部員 

警戒本部 

（警戒） 

災害対策本部 

（第１・第２・第３） 

本部長（市長） － ○ 

副本部長（副市長） － ○ 

本
部
付 

教育長 － ○ 

代表監査委員 － ○ 

水道事業管理者 － ○ 

病院事業管理者 － ○ 

市議会事務局長 ○ ○ 

各
部
長
・
局
長 

総務部長 ○（本部長） ○ 

総合政策部長 ○（副本部長） ○ 

財務部長 ○ ○ 

市民部長 ○ ○ 

経済振興部長 ○ ○ 

環境部長 ○ ○ 

健康福祉部長 ○ ○ 

福祉長寿部長 ○ ○ 

子ども部長 ○ ○ 

街づくり部長 ○ ○ 

建設部長 ○ ○ 

消防局長 ○ ○ 

病院事業管理局長 ○ ○ 

生涯学習部長 ○ ○ 

学校教育部長 ○ ○ 

(3) 動員の区分 

ア 所属動員 

通常の勤務場所に参集する。 

イ 指定動員 

事前に次の指名を受けた職員は、あらかじめ指定された場所に参集する。 

(ｱ) 災害対策本部事務局勤務者は、市庁舎別館１階災害対策室及び危機管理課に参集 

(ｲ) 「避難所直行職員」は、担当する避難所に参集 

(ｳ) 「本部会議構成員」は、本部会議実施時、市庁舎別館１階災害対策室又は地下研修室に

参集 

(ｴ) 「保健師・看護師（職制・所属等による参集除外者を除く。）」は中央保健福祉センター

に参集 

(ｵ) その他臨時に指名された職員は、あらかじめ指定された勤務場所と異なる場所に参集 

(4) 参集時の留意事項 

 ア 参集方法 

(ｱ) 災害の状況により勤務場所への登庁が不可能な場合は、最寄りの支所に参集し、その旨

を本部に連絡する。この場合、参集手段が確保されるまでは、各施設の責任者の指示に基

づいて災害対策に従事する。 
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(ｲ) 病気その他やむを得ない状態によりいずれの施設にも参集が不可能な場合は、なんらか

の手段を持ってその旨を所属長へ連絡する。   

(ｳ) 緊急に参集する際は、作業服又は作業に適する服装を着用し、特に指示があった場合を

除き、身分証明書、食料、飲料水、ラジオ、懐中電灯等をできる限り持参する。 

(ｴ) 参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後直ち

に所属長に報告する。 

イ 参集報告 

各部は、職員の参集状況を記録し、所定の様式で情報・運用支援班長（総務課長）に報

告する。 

情報・運用支援班長は、全体の状況をとりまとめ、総務部長を通じて、本部長（市長）

に報告する。報告の時期については、本部長が特に指示した場合を除き、災害発生当日は

１時間ごととする。 

【資料編 参集途上の被害状況報告】 

【資料編 職員動員報告書】 

(5) 職員の服務 

すべての職員は、次の事項を遵守する。 

ア 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 

イ 勤務場所を離れる場合には、所属長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 

ウ 不急の行事、会議、出張等を中止する。 

エ 正規の勤務時間が終了しても所属長の指示があるまで退庁せず待機する。 

オ 災害現場に出動する場合は、市の腕章及び名札を着用する。 

カ 自らの言動によって住民に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を払う。 

【資料編 本部標識等】 

(6) 職員の配置 

各部長・班長は、災害対策の業務分掌に基づき、職員の参集状況に応じて、次の点に留意し

て部・班組織の編成及び職員の配置を行う。 

ア 所属先以外の施設に参集した職員の活動 

イ 職員の交替時期・方法 

ウ 高次の配備態勢に移行できる体制の準備 

なお、部長・班長が不在の場合は、参集職員の中で上位の者が代行し、部長・班長が参集し

たときに直ちにそれまでにとった措置を報告して職務を引き継ぐ。 

各部長は、災害の状況により配備態勢以上の職員が必要と認める場合は、総務部長を通じて

他の部の職員の派遣協力を求める。総務部長は、各部からの職員の派遣協力要請に対し、職員

の参集状況を勘案し、各部長と協議の上、職員の派遣協力体制を調整する。 

 

２ 市本部等の設置 

(1) 情報体制等強化 

ア 設置基準 

(ｱ) 市域で震度４が観測されたとき【自動配備】 

(ｲ) その他、市長が必要と認めたとき 

イ 設置場所 
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市庁舎別館危機管理課内 

ウ 業務の運営 

総務部長の指揮の下、危機管理課長は情報体制等強化の体制をとり、情報収集等を実施す

る。 

エ 解散基準 

総務部長の指示による。 

(2) 警戒本部 

ア 設置基準 

(ｱ) 市域で震度５弱が観測されたとき【自動設置】 

(ｲ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき 

(ｳ) その他、市長が必要と認めたとき 

イ 設置場所 

 市庁舎別館危機管理課内及び災害対策室 

ウ 業務の運営 

(ｱ) 初動対応  

警戒配備基準に基づき、総務部長を中心として、迅速に必要に応じた配備体制をとり、

災害対策室に各対策ブースを設置して、地震情報の収集・伝達、被害状況の把握・報告、

庁内関係部署及び関係機関への連絡を行う。 

(ｲ) 各対策業務 

  警戒本部の組織及び運営は、災害対策本部に準ずるものとする。 

各対策業務は、災害対応マニュアルを基準とする。 

エ 報告 

危機管理課長は、被害状況をとりまとめ、速やかに総務部長を経由して市長に報告する。 

千葉県、自衛隊、警察署、その他防災関係機関等に対し、必要に応じて電話等の可能な

手段により連絡する。 

オ 解散基準 

(ｱ) 災害対策本部を設置したとき 

(ｲ) 災害の危険性が解消し又は災害応急対策が概ね完了したと市長（本部長）が認めたと

き 

(3) 災害対策本部 

ア 災害対策本部の設置 

市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第 23 条

第１項及び松戸市災害対策本部条例に基づき、災害対策本部を設置する。 

災害対策本部を設置した場合は、災害の規模に応じた相当の被害を予測し、市民の生命や

身体及び財産を災害から守るため、市の組織及び機能の全てを挙げて災害対策に当たるとと

もに、全ての部局の職員が必要な対策に当たる。 

イ 設置基準及び時間 

(ｱ) 市域で震度５強以上が観測されたとき【自動設置】 

(ｲ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき 

(ｳ) その他、市長が必要と認めたとき 

設置にあっては、発災から概ね１時間以内に完了させる。 
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ウ 設置場所 

(ｱ) 災害対策本部は、市庁舎別館１Ｆ災害対策室に設置する。ただし、損壊等の理由により

設置予定の建物へ本部設置が困難な場合は、本部長の判断で、次の順位により本部設置場

所を変更する。 

(ｲ) 災害対策本部の代替施設 

第１順位 消防局   第２順位 議会棟  第３順位 中央保健福祉センター 

状況により、本部長が決定する。 

(ｳ) 災害対策本部設置の報告等 

本部を設置した場合、直ちに千葉県、自衛隊、警察署、その他防災関係機関等に報告す

る。 

報告先 報告手段 

市各部局 庁内放送、防災行政無線、掲示板 

千葉県、隣接市 千葉県防災情報システム、県防災行政無線、ＴＥＬ、ＦＡＸ 

防災関係機関、

報道機関 
電話、ＦＡＸ、ＭＣＡ無線 

一般市民 
防災行政無線、松戸市ホームページ、ツイッター、広報車、 

安全安心メール 

エ 組織及び事務分掌 

(ｱ) 災害対策本部の組織及び運営は、松戸市災害対策本部条例の定めるところによる。運営

の詳細は、「災害対応マニュアル」による。 

(ｲ) 本部の構成 

本部に本部長、副本部長、総務部長、本部付、各部長・局長を置く。 

(ｳ) 本部会議 

災害対策の基本方針や重要事項の決定、総合調整等が必要な場合、本部長は本部会議

を招集する。本部会議の構成員は、本部長、副本部長、総務部長、本部付及び本部長が

指名する者とする。 

構成員に事故ある場合等は、次席責任者が代理として出席する。 

なお、消防局にあっては、災害状況により局長の指名する者が出席する。 

〈本部会議の構成〉 

議 員 本部長、副本部長、本部付、部長・局長 

事務局 総務部長、危機管理課長、災害対策室勤務職員等 

(ｴ) 本部事務局 

防災関係機関との連絡及び調整を行うため、本部事務局を置く。 

本部事務局長は総務部長とし、本部事務局員は、危機管理課を中心とした各対策ブー

スの運営、連絡・調整等を実施する災害対策室勤務の職員によって構成する。本部事務

局は、各部との連絡･調整のため、各部の連絡調整職員を参集できる。 

オ 本部長（市長）との連絡、視察者等の対応 

(ｱ) 本部長との連絡要領は、災害対応マニュアルに基づき実施する。 

(ｲ) 本部長が行う被災地への視察や、国等からの視察者への対応には、本部事務局と調整

を図りながら総合政策部が実施する。 
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カ 本部長（市長）の代理 

本部長が、被災等の理由により本部長としての職務を執れない場合は、市長の職務を代

理する職員の順位に関する規則の規定に基づき、次の順に本部長代理を充て、災害対策に

当たる。 

本部長以外の本部会議構成員についても、状況に応じて代理を充て、対策に当たる。 

〈災害対策本部長（市長）の代理者順位〉 

第１順位 副市長   第２順位 総務部長   第３順位 総合政策部長 

キ 個別の災害対策  

個別の災害対策は、実施主体の各部が基本的な単位となるため、各部長を中心として各部

に属する各課の調整を図り災害対策に当たる。ただし、各部内での調整が困難な場合は、災

害対策本部において調整を図る。また、個別の対策を担当する各部は、被災者の生活が安定

するまでの間、担当を変更することなく継続して災害対策業務に当たる。  

ク 関係機関からの派遣要員の受入れ 

災害対策本部内及び市庁舎別館１Ｆに、外部の関係機関から派遣される要員を受け入れる

ためのスペース（関係機関調整所）を確保して情報を共有し、連携して災害対策に当たる。 

ケ 災害対応職員への支援 

災害対策本部事務局を始めとする各部の災害対応職員の水や食料等の活動必需品は、情

報・運用支援班が必要に応じて確保する。なお、災害当初は、各自が保有する飲料水等を活

用するものとする。 

コ 解散基準 

災害の危険性が解消し又は災害応急対策が概ね完了したと市長が認めたときとする。事後

処理を要する業務がある場合は、関係部局長への引継ぎを行う。 

(4) 本部の標識・服装 

災害対策本部を設置した場合、情報･運用支援班長は、設置施設の正面玄関等に本部標識板

を掲げる。 

各職員は、所定のヘルメットを着用する。 

【資料編 本部標識等】 

(5) 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害現場近くで総合的な応急対策を指揮する必要がある場合、現地災害対策本部

を設置し、副本部長もしくは本部員の中から現地災害対策本部の本部長と本部員を指名する。 

現地本部長は、緊急を要する場合、市長に代わって次の行為をすることができる。この場合

において、現地本部長は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ア 避難準備・高齢者等避難開始の発表 

イ 避難勧告・指示の発令（災害対策基本法第 60条、市長の権限） 

ウ 避難指示（水防法第 29条、水防管理者の権限） 

エ 警戒区域の設定（災害対策基本法第 63条、市長の権限） 

オ 通行規制（道路法第 46条、道路管理者の権限） 

カ 関係機関等への応援要請（本部と連絡ができない場合） 

(6) 国・県の現地対策本部との連携 

国の非常（緊急）災害現地対策本部が設置された場合は、連携を図り、総合的な災害応急対

策を効果的に実施する。 
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〈災害対策本部の組織体系〉 

 《本部会議》 
本 部 長 市長 副  本 部  長 副市長 

本 部 付 教育長、代表監査委員、水道事業管理者、病院事業管理者、市議会事務局長 

部 長 各部長・各局長 
 
対策本部事務局 総務部長、危機管理課長、危機管理課職員及び災害対策室勤務職員、本部長が

指名する者 

 
調 整 班 

 

行政経営課、 

情報・運用

支 援 班 

 

総務課・人事課・情報政策課・男女共同参画課・選挙管理委員
会事務局・監査委員事務局 
 

財 務 班 会計課・財政課・契約課・技術管理課・財産活用課 

調 査 班 税制課・市民税課・固定資産税課・収納課・債権管理課 

文化観光国際課・消費生活課・農政課・公営競技事務所・農業
委員会事務局 

国民健康保険課・国民年金課・介護保険課・生活支援一課・生
活支援二課・障害福祉課・健康福祉会館 

地域医療課・地域福祉課・健康推進課 

環境保全課・廃棄物対策課・環境業務課・東部クリーンセンター・日

暮クリーンセンター・和名ケ谷クリーンセンター 

子育て支援課・子どもわかもの課・幼児教育課・保育課・子ど
も家庭相談課 

市民安全課・市民課・常盤平支所・小金支所・小金原支所・六
実支所・馬橋支所・新松戸支所・矢切支所・東部支所 

街づくり課・交通政策課・みどりと花の課・公園緑地課・住宅
政策課･建築指導課・建築審査課・建築保全課・新拠点整備課 

道路建設課・道路維持課・河川清流課・下水道経営課・下水道
整備課・下水道維持課 

指導課・保健体育課・教育研究所・市立高等学校・小学校・中
学校 

教育財務課・教育施設課・社会教育課・生涯学習推進課・スポ
ーツ課・博物館・戸定歴史館・図書館・市民会館 

水）工務課 

病院１班 松戸市立総合医療センター 

病院２班 東松戸病院 

消防総務課・予防課・警防課・救急課・方面本部・各消防署 

総 務 部 
行政経営課 

財  務  部 
財政課 

市 民 部 
市民自治課 

 

福 祉 １ 部 
高齢者支援課 

街 づ く り 部 
都市計画課 

教 育 １ 部 
教育企画課 

水 道 部 
総務課 

病 院 部 
経営企画課 

消 防 局 
消防企画課 

 

経 済 振 興 部 
商工振興課 

 
環 境 部 
環境政策課 

 

福 祉 ２ 部 
子ども政策課 

保 健 医 療 部 
健康福祉政策課 

建 設 部 
建設総務課 

教 育 ２ 部 
学務課 

広 報 部 
政策推進課 

議）庶務課・議事調査課・すぐやる課・公共施設再編課・秘書
課・広報広聴課・地域共生課・東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 
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〈部・班の構成と所掌業務〉 

部 名 
部 長 
事務局 
他構成課 

班 名 
班 長 
他構成課 

所 掌 業 務 

対策本部事務局 

総務部長 

危機管理課長 

危機管理課等 

○災害対策（警戒）本部の設置・運営に関すること 

○県等への応援要請、連絡調整に関すること 

○避難勧告等の発令に関すること 

○防災無線等の通信統制に関すること 

○災害対策の総合調整に関すること 

○災害救助法関係事務の総括に関すること 

総務部 

総務部長 

行政経営課 

調整班 

行政経営課長 

○庁内各部事務局(統括課)との調整に関すること 

○本部指令の伝達に関すること 

情報・運用支援班 

総務課長 

 

人事課・情報政策課 

・男女共同参画課・

選挙管理委員会事局 

・監査委員事務局 

○情報収集・処理・伝達に関すること 

○住民からの通報等の受信に関すること 

○災害状況の記録に関すること 

○職員の安否確認、登庁状況及び服務に関すること 

○職員等の給食に関すること 

○他自治体等の応援職員の受入れの統括・調整に関すること 

○災害復興計画の策定に関すること(当初の取りまとめ) 

広報部 

総合政策部長 

政策推進課 

 

庶務課・議事調査課 

・公共施設再編課・

すぐやる課・秘書課 

・広報広聴課・地域

共生課・東京ｵﾘﾝﾋﾟｯ

ｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 

 ○報道機関との連絡調整に関すること 

○広報に関すること 

○市議会との連絡調整に関すること 

○本部長の秘書に関すること 

○災害視察等の対応に関すること 

○災害復興計画の策定に関すること 

○災害相談窓口（市役所本庁舎）の設置･運営に関すること 

財務部 

財務部長 

財政課 

財務班 

会計管理者 

 

会計課・財政課・契

約課・技術管理課 

財産活用課 

○災害対策関係予算その他財務に関すること 

○災害見舞金、被災者生活再建支援金の事務の補助に関する

こと 

○車両と燃料の確保・管理に関すること 

○緊急通行車両の届出に関すること 

○市有施設の利用調整（仮設用地、仮置場等）に関すること 

調査班 

税制課長 

 

税制課・市民税課・

固定資産税課・収納

課・債権管理課 

○住民の避難誘導に関すること 

○被害状況調査に関すること 

○被害家屋認定調査及び罹災証明に関すること 

市民部 

市民部長 

市民自治課 

 

市民安全課・市民

課・常盤平支所・小

金支所・小金原支

所・六実支所・馬橋

支所・新松戸支所・

矢切支所・東部支所 

 ○避難所運営・管理の総括に関すること 

○地区(本庁管轄 4・支所管轄 11)毎の避難所総括に関するこ

と 

○各地域の災害情報に関すること 

○避難所（市民センター、女性センター、勤労会館）の開設・

運営支援に関すること 

○住民の安否情報に関すること 

○外国人の安否確認、避難支援に関すること 

○防犯に関すること 

○災害相談窓口の設置・運営に関すること 
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部 名 
部 長 
事務局 
他構成課 

班 名 
班 長 
他構成課 

所 掌 業 務 

経済振興部 

経済振興部長 

商工振興課 

 

文化観光国際課・消

費生活課・農政課・

公営競技事務所・農

業委員会事務局 

 ○大規模小売店舗等との連絡調整、帰宅困難者・滞留者への

情報提供に関すること 

○食料・生活必需品等の調達、避難所等への供給に関すること 

○救援物資集配拠点(全般)の設置･管理に関すること 

○救援物資の仕分け、避難所等への供給に関すること 

○農業用水路のはん濫等の警戒、二次災害防止に関すること 

○農林水産関連の被害調査、応急対策に関すること 

○商工業の被害調査、応急対策に関すること 

○農林水産関連の復旧対策に関すること 

○商工業者の復旧支援に関すること 

環境部 

環境部長 

環境政策課 

 

環境保全課・廃棄物

対策課・環境業務

課・東部クリーンセ

ンター・日暮クリー

ンセンター・和名ケ

谷クリーンセンター 

 ○し尿（簡易トイレによる収集・処理を含む）・災害廃棄物

の収集・処理に関すること 

○し尿処理施設・ごみ処理施設の被害調査、応急・復旧対策

に関すること 

○トイレ対策の総括（仮設トイレの配置計画含む）に関する

こと 

○避難所（各クリーンセンター）の開設・運営支援に関する

こと 

○防疫（消毒、駆除）に関すること 

○動物対策に関すること 

保健医療部 

健康福祉部長 

健康福祉政策課 

 

地域医療課・地域福

祉課・健康推進課 

 ○市救護本部の設置・運営に関すること 

○救護所に関すること 

○防疫（保健衛生）の総括に関すること 

○遺体の処理・埋火葬の総括に関すること 

○災害ボランティアセンターの設置協力、連絡調整に関する

こと 

○赤十字義援金の受付・保管・配分に関すること 

○災害弔慰金の支給等に関する事務の立ち上げに関すること 

○災害見舞金、被災者生活再建支援金に関する事務の立ち上

げに関すること 

福祉１部 

福祉長寿部長 

高齢者支援課 

 

国民健康保険課・国民

年金課・介護保険課・

生活支援一課・生活支

援二課・障害福祉課・

健康福祉会館 

 ○地域福祉避難所（老人福祉センター等）の開設・運営に関

すること 

○二次福祉避難所（協定を締結している県立特別支援学校や

特別養護老人ホーム）の設置・運営に関すること 
○高齢者等要配慮者の支援に関すること 
○障害者等要配慮者の支援に関すること 
○災害弔慰金の支給等の事務の補助に関すること 

福祉２部 

子ども部長 

子ども政策課 

 

子育て支援課・子ども

わかもの課・幼児教育

課・保育課・子ども家

庭相談課 

 ○避難所（市民センター、体育施設を除く）の運営支援に関

すること 

○応急保育に関すること 

○防疫（保健衛生）の補助に関すること 
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部 名 
部 長 
事務局 
他構成課 

班 名 
班 長 
他構成課 

所 掌 業 務 

街づくり部 

街づくり部長 

都市計画課 

 

都市計画課・街づく

り課・交通政策課・

みどりと花の課・公

園緑地課・住宅政策

課･建築指導課・建築

審査課・建築保全課 

・新拠点整備課 

 ○交通機関（鉄道・バス）との連絡調整、帰宅困難者・滞留

者への情報提供に関すること 

○臨時へリポートの設置・管理に関すること 
○被害家屋認定調査（二次調査）の協力に関すること 
○市有建築物、公園の点検、被害調査、応急・復旧対策に関

すること 
○土砂災害の警戒に関すること 
○建築物及び宅地の応急危険度判定に関すること 
○被災家屋の修理・障害物除去等に関すること 
○仮設住宅等の確保・管理に関すること 
○復興都市計画に関すること 

建設部 

建設部長 

建設総務課 

 

建設総務課・道路建設

課・道路維持課・河川

清流課・下水道経営

課・下水道整備課・下

水道維持課 

 ○道路・河川・下水道の点検、被害調査、応急・復旧対策に

関すること 

○緊急輸送道路の確保に関すること 

○土砂災害の警戒、応急・復旧対策に関すること 

○マンホールトイレの点検・管理に関すること 

○水防活動、救出活動の協力に関すること 

教育１部 

生涯学習部長 

教育企画課 

 

教育企画課・教育財

務課・教育施設課・

社会教育課・生涯学

習推進課・スポーツ

課・博物館・戸定歴

史館・図書館・市民

会館 

 ○避難所（体育施設）の開設・運営支援に関すること 

○物資集配拠点(松戸運動公園)の設置・管理に関すること 

○救援物資の仕分け、避難所等への供給に関すること 

○学校施設、社会教育施設の被害調査、応急・復旧対策に関

すること 

○文化財等の被害調査、応急対策に関すること 

教育２部 

学校教育部長 

学務課 

 

学務課・指導課・保

健体育課・教育研究

所・市立高等学校・

小学校・中学校 

 ○避難所（市民センター、体育施設を除く）の開設・運営支

援に関すること 

○応急教育に関すること 

○被災児童・生徒の調査、学用品の調達に関すること 

水道部 

水道事業管理者 

水）総務課 

 

工務課 

 ○応急給水に関すること 

○水道施設の被害調査、応急・復旧対策に関すること 

○県企業局との連絡調整に関すること 
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部 名 
部 長 
事務局 
他構成課 

班 名 
班 長 
他構成課 

所 掌 業 務 

病院部 

病院事業管理局長 

経営企画課 

病院１班 

市立総合医療センタ

ー病院長 

 

総合医療センター 

○重傷者の応急処置、助産に関すること 

○負傷者の診療等に関すること 

病院２班 

東松戸病院長 

 

東松戸病院 

○負傷者の診療等に関すること 

  

消防局 

消防局長 

消防企画課 

 

消防総務課・予防

課・警防課・救急課・

方面本部・消防署 

 ○水防活動に関すること 

○消防・救急・救助に関すること 

○消防団の動員・活動調整に関すること 

○危険物対策に関すること 

○火災調査に関すること 

○広報に関すること 

事務局共通 

 

○部内の情報収集と集約に関すること 

○部内への指令等の伝達に関すること 

○本部への報告に関すること 

各部共通 ○所掌業務に必要な情報の収集・整理、業務記録簿（災害救

助法業務の台帳作成含む）の作成に関すること 

○所掌業務に必要な資器材の調達に関すること 

○所掌業務に関係する機関・団体との連絡調整及び応援に関

すること 

○所掌業務に関係する専門ボランティアとの調整に関するこ

と 

○管理施設の保全、利用者の安全確保に関すること 

○管理施設の被害調査、応急・復旧対策に関すること 

○管理施設に災害対策拠点（避難所、救護所、物資集配拠点、

臨時ヘリポート等）が設置される場合の設置・運営の協力

に関すること 

○避難が長期化した場合の、避難所の運営支援の協力に関す

ること 

（注１）消防局は、大規模災害時の指揮命令系統に準拠した体制とする。 

（注２）避難所の「開設」、「運営」、「運営支援」の違いについて 

・「開設」とは、施設の解錠、避難者の受け入れ等の初期対応をいう。 

・「運営」とは、各避難者の状況把握、物資の配布等をいう。 

・「運営支援」とは、避難所施設、物資の受払い、情報等の管理、自主運営（第６節の「４避

難所の開設と運営」参照）の支援等をいう。 
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３ 災害対応拠点設置予定場所 

 種 類 施設名 

本 

部 

災害対策本部 
①市役所別館１階災害対策室 ②消防局 ③議会棟 
④中央保健福祉センター 

情報集約拠点 各支所 
プレスセンター 市役所新館記者室又は市役所別館行政資料センター 

避 

難 

避難場所 市指定 96か所※ 

避難所 
市指定 106か所※ 
【資料編 避難場所一覧】 

福祉避難所 
健康福祉会館（ふれあい 22） 老人福祉センター６か所 
市民センターの一部（協定施設） 

帰宅困難者向け一時
滞在施設 

松戸市民会館 松戸市民劇場 東葛飾合同庁舎 県立西部図書館 
流通経済大学（協定施設） 

活
動
部
隊 

消防・警察・自衛隊
集結地 

21世紀の森と広場 松戸運動公園 松戸競輪場 江戸川河川敷 
21世紀の森と広場西駐車場 千駄堀多目的スポーツ広場 

相互応援市町村 松戸競輪場 

臨時ヘリポート 
離着陸可能なグランド等※ 
【資料編 ヘリコプター離発着可能地点の位置基準】 

医
療 

市救護本部 中央保健福祉センター 

病院前救護所 
市指定 10病院※ 
【資料編 病院前救護所予定施設一覧】 

学校救護所 
市指定 17学校※  
【資料編 学校救護所予定施設一覧】 

生
活
・
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

食料・物資集配拠点 松戸運動公園 南部市場 21世紀の森と広場 

給水拠点 
浄水場 給水場 配水場 防災用井戸 耐震性飲料水兼用貯水槽 
耐震性井戸付貯水槽※ 
【資料編 防災用井戸・耐震性貯水槽一覧】 

下水道災害対策班 下水道維持課内（本庁被災時、金ヶ作終末処理場内） 
災害ボランティアセ
ンター 

総合福祉会館 

ペットの収容所 避難所周辺敷地内 
仮設住宅設置場所 市保有地、小中学校グランド 
がれき等の仮置き場 公園やスポーツ施設等の公有地等 

窓 

口 

災害相談窓口 
（３日以内に設置） 

市役所別館地下 

災害相談センター 
（10日以降設置） 

広報広聴課内 

調
査
・
証
明 

応急危険度判定実施
本部 

街づくり部建築指導課内 

被災宅地危険度判定
実施本部 

街づくり部住宅政策課内 

罹災調査本部 財務部税制課内 
罹災証明書発行場所 財務部税制課内 

遺
体 

遺体安置所 北山会館（市斎場） 

火葬場 北山会館（市斎場） 

※具体的な設置場所については「資料編」を参照 

【資料編 松戸市災害対策本部条例】 

【資料編 松戸市災害対策本部規程】 

【資料編 本部標識等】 
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第２節 災害救助法の適用 
【計画の指針】 

一定規模以上の災害は、被災者の救助・救援費用について一定基準の財政負担を国が担保す

る。このため、基準以上の被害に上ると予想されるときは、正確な被害数量を把握するまでもな

く、速やかに災害救助法の適用を知事に求め、法に基づく救助に着手する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害救助法の適用手続き 情報･運用支援班 

2 災害救助法による事務 各部・各班 

 

１ 災害救助法の適用手続き 

(1) 実施責任者 

災害救助法が適用された場合は知事が救助を行い、市長はこれを補助する。 

(2) 適用手続き 

市域の災害が、災害救助法の適用基準のいずれかに該当する又は該当する見込みがある場合、

市長（本部長）は直ちにその旨を知事に報告する。 

災害救助法施行細則（昭和23年千葉県規則第19号）第５条の規定により、災害の事態が急迫し

て知事の行う救助の実施を待つことができないときは、市長（本部長）が災害救助法の規定によ

る救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告する。 

(3) 適用基準 

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条第１項の１～４号の規定による。松戸市に

おける具体的適用基準は、次のとおりである。  

人口30万人以上の区分に該当する本市は、市域の被害状況が次のいずれかに該当する場合に、

知事によって災害救助法が適用される。 

ア 家屋の全壊、全焼、流失等によって住家を滅失した世帯（以下、「滅失世帯」という。）の数

が、150世帯以上に達した場合に適用される。 

イ 県内の滅失世帯の数が 2,500世帯以上に達する場合であって、市の滅失世帯の数が 75世帯

以上に達する場合に適用される。 

ウ 県内の被害世帯の数が 12,000 世帯以上に達する場合、又は当該災害が隔絶した地域に発生

したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする、内閣府令で定める特別の事

情がある場合で、市の滅失世帯数が多数である場合に適用される。 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令

で定める基準に該当するときに適用される。 

(4) 滅失世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。そ

こまで至らない半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定に基づき、みなし換算

を行う。 

ア 全壊（全焼・流失）住家１世帯は、滅失世帯数１ 

イ 半壊（半焼）住家１世帯は、滅失世帯数１／２ 
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ウ 床上浸水や土砂の堆積で一時的に居住できない住家１世帯は、滅失世帯数１／３ 

 

２ 災害救助法による事務 

(1) 業務の分担 

市長が災害救助法の適用業務を実施する場合は、災害対策本部の業務分掌に基づいて、業務を

分担する。 

各業務の担当は、災害救助法の業務実施基準や整備すべき帳簿等に留意して業務を実施する。 

また、市社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを開設した場合は、市の委託事業として

行うものとし、関係帳簿の作成を依頼する。 

災害救助法の適用、市長による実施が不明な場合も、災害救助法による業務実施基準や整備す

べき帳簿等に留意する。 

〈災害救助法の救助項目と市長委任事項〉 

災害救助法適用業務の種類 担当 
市長 

 委任※ 実施期間 

避難所の供与 市民部 ○ ７日以内 

応急仮設住宅の供与 街づくり部 △ 20日以内に着工 

炊き出しその他による食品の給与 経済振興部 ○ ７日以内 

飲料水の供給 水道部 ○ ７日以内 

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 経済振興部 ○ 10日以内 

医療 保健医療部 ○ 14日以内 

助産 保健医療部 ○ 分娩の日から７日以内 

被災者の救出 消防局 ○ ３日以内 

被災住宅の応急修理 街づくり部 ○ １ヶ月以内 

学用品の給与 教育２部 ○ 
教科書等１ヶ月以内  

文房具等 15日以内 

埋葬 保健医療部 ○ 10日以内 

死体の捜索（行方不明者の捜索） 福祉１部 ○ 10日以内 

死体の処理（遺体の処理） 保健医療部  10日以内 

住居障害物の除去 街づくり部 ○ 10日以内 

※ 迅速な救助を行う必要がある際に県知事が市長に委任を行う事項で、〇は全ての事務、△は一部

の事務を委任することを示す。 

【資料編 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償一覧表】 

〈輸送及び賃金職員等の雇上の対象経費と担当〉 

被災者の避難に係る支援 市民部 

医療及び助産 保健医療部 

被災者の救出 消防局 

飲料水の供給 水道部 

死体の捜索 福祉１部 

死体の処理 保健医療部 

救済用物資の整理配分 経済振興部、教育１部 
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〈救助事務の対象経費と担当〉 

時間外勤務手当 総務部 

賃金職員等雇用費用 総務部 

旅費 各部 

需用費（消耗品、燃料、食糧、印刷製本、光熱水、修繕） 各部 

使用料及び賃借料 各部 

通信運搬費 各部 

委託費 各部、市社会福祉協議会※ 

※災害ボランティアセンターを開設した場合などに限る。 

(2) 災害救助法の業務実施基準 

災害救助法による救助業務の程度、方法並びに実施弁償の一般基準は、県災害救助法施行細則

によるが、災害の種類、態様によって一般基準では救助の万全を期することが困難な場合、特別

基準の適用を知事に要請する。この要請を受けて、知事は内閣総理大臣と協議し、その同意を得

た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

この場合、期間延長については一般基準の期間内に要請する。 
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第３節 情報の収集・伝達 

【計画の指針】 

災害の拡大防止、人命救助等を効果的に行うには、市内各地の被害の有無についての情報を素

早く収集して、集まった情報をもとに災害の全体象や今後の状況を予測して、先手を打つ必要が

ある。また、判断基準となる情報を覚知したときは、関係者や住民に速やかに情報を伝達し、災

害対策を促進する必要がある。 

このため、利用可能なあらゆる手段をもって、早く確実に、信頼性のある災害情報を収集・伝

達・共有する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 通信の確保 各部・各班、防災関係機関 

2 情報収集 各部・各班、防災関係機関 

3 被害調査 各部・各班、防災関係機関 

4 情報のとりまとめ、報告 各部・各班、防災関係機関 

5 広報 各部・各班、防災関係機関 

6 報道機関への対応 広報部 

7 住民相談 市民部、各部・各班 
 

１ 通信の確保 

(1) 連絡体制 

各部・各班及び防災関係機関は、通信機器ごとに専従者を配置し、通信記録をとる。なお、緊急

の場合を除き、連絡はＦＡＸ、Ｅメールにより行う。 

【資料編 受信用紙、発信用紙】 

 

【松戸市役所】 

国（消防庁ほか） 

県支部総務班 
(東葛飾地域振興事務所) 県支部各班 

県部門担当部 

松戸市本部事務局 各ブース 

 

消防局 

各支所 消防署 各出先機関 

避難所 

情報・運用支援班 

 

指 定 地 方 行 政 機 関 
指 定 公 共 機 関 
指 定 地 方 公 共 機 関 

千葉県防災情報システムの報告ルート 

公共的団体、 

防災上重要な
施設の管理者 

＜連絡系統図＞ 

県本部事務局 

消防団 

住民、事業所、自主防災組織等 
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(2) 通信機能の確保 

市及び防災関係機関は、所管の通信、同報設備の機能を維持し、関係者間の通信及び住民等への

同報手段を確保する。 

〈市内の主な通信手段〉 

 主な手段 主な通信拠点 

通信系 

普通電話・ＦＡＸ 本庁舎、防災関係機関、住民 

災害時優先電話 本庁舎、防災関係機関、国等 

県防災行政無線 本庁舎、県内主要防災関係機関、国等 

ＭＣＡ無線機 本庁舎、市内主要防災関係機関、現場等 

消防通信 本庁舎、消防局、消防署、警察署、電力･ガス会社 

放送系 
防災行政無線(同報系) 本庁舎→（市内各所、市出先機関） 

広報車の巡回 （本庁舎、消防局、消防署、消防団、警察署等）→市内各所 

その他 ツイッター、安全安心メール、ケーブルテレビ 

 （注）「→」単方向 

(3) 代替通信手段の確保 

市及び防災関係機関は、所管する通信・放送設備の被災、機能低下等により、災害対策に著

しい支障が生じる場合は、次の代替手段を確保する。 

ア 非常通信の利用等 

(ｱ) 関東地方非常通信協議会の加入機関は、無線通信の相互利用に協力する。 

(ｲ) 市内のアマチュア無線愛好家等に通信協力を要請する。 

(ｳ) 業務用無線事業者に通信の協力を要請する。 

イ 放送局への要請 

災害に関する通知、要請、伝達又は警告等で、他に手段がなく緊急を要する場合は、放送機

関に放送の要請を行う（災害対策基本法第57条）。 

なお、知事、市長が行う避難の勧告、指示等で緊急やむを得ない特別の事情がある場合は、

日本放送協会千葉放送局に緊急警報放送を行うよう求める。 

 

２ 情報収集 

(1) 地震情報の収集 

情報･運用支援班は、電話及び県防災情報システム等を通じて、気象庁及び銚子地方気象台

が発表する地震情報を速やかに収集する。 

通信回線の障害・不通時は、地震に関する情報をテレビ・ラジオから入手する。 
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〈地震情報の種類〉 

種 類 内      容 

緊急地震速報 

地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して

震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて

各地での主要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる

情報。 

震度速報 
地震発生から約１分半後、震度３以上の全国 187 に区分した地域名と地

震の発生時刻を発表。松戸市は、「千葉県北西部」である。 

震源・震度に

関する情報 

地震の発生場所やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地域名と市

町村名を発表。震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していな

い地点がある場合は、その市町村名を発表。 

津波予報の発表状況や津波の心配がない場合の解説もこの中で発表する。 

各地の震度に

関する情報 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられるが、震度が入手できない観測点を発表する。 

その他の情報 地震が多発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報等を発表。 

(2) 被害情報の収集 

地震発生直後から、各部・各班及び各防災関係機関は、所管する施設や地域に関して、被害

の有無・規模及び対策実施上必要な事項を情報収集し、情報・運用支援班に報告する。 

また、緊急の対策を要する情報（死者・重傷者の発生、河川の決壊の前兆等）は直ちに、そ

の他の情報は随時、情報・運用支援班に報告する。 

【資料編 被害等の記録・処理票】 

〈地震直後に把握すべき主な事項〉 

① 火災（出火地点、延焼方向・範囲） 

② 建物の被害（倒壊、全壊等の発生箇所） 

③ 人的被害（死者、重症者、行方不明者、生き埋め者等の発生地区） 

④ 避難状況、孤立地区の発生状況 

⑤ 土砂災害（斜面の異常、がけ崩れ等の発生箇所） 

⑥ 河川災害（堤防、護岸等の損壊箇所） 

⑦ 道路の被害・機能障害（橋梁・トンネル・盛土等の被害、倒壊・落下物・がけ崩れ

等による道路閉塞、渋滞等の発生箇所） 

⑧ ライフラインの被害・機能障害（ガス漏れ、水道管の破裂箇所等） 

⑨ 公共交通機関の運行状況、帰宅困難者・滞留者の発生状況 

⑩ 重要施設（庁舎、支所、消防局、消防署、消防団、学校、病院、公園等）、危険物施設

等の被害 

⑪ その他重大な被害 
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〈地震直後の情報収集方法〉 

収集方法 備  考 

公共施設及び周辺の状況の目視  

住民等からの通報の受付  

職員が参集途上で見聞した情報 カメラ付携帯電話等で映像等も収集 

関係機関との情報交換 警察、ライフライン関係機関等 

協定団体等への情報収集の要請 

災害協定に基づく民間ヘリコプター（※）、タク

シー会社、バス会社への要請。アマチュア無線愛

好家への協力要請等 

※ヘリコプターの出動を要請し、市内の被災状況を防災行政用無線により報告させる。 

 
【資料編 災害協定一覧】 

【資料編 防災関係機関等連絡先一覧】 

(3) 現地確認 

震度５弱以上の地震が発生した場合等は、各部・各班及び各防災関係機関は、担当地域や所

管施設等の状況を点検・巡視する。 

点検・巡視結果に異常があるときは、速やかに情報･運用支援班に報告する。なお、重要情

報（死者・重傷者の発生、河川の決壊等の前兆、避難勧告・指示、警戒区域の設定、交通規制

等）は、カメラ付携帯電話等を活用して映像等での報告に努める。 

調査班は、未確認の重要情報がある場合は、職員を派遣し、速やかに状況を確認する。 

(4) 異常現象発見の際の手続き（災害対策基本法第 54条） 

ア 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、直ちにその旨を市長又は警察官に

通報する。 

イ 通報を受けた警察官は、その旨を速やかに市長に通報する。 

ウ 上記ア及びイにより通報を受けた市長は、直ちに下記の機関に通報する。 

(ｱ) 銚子地方気象台 

(ｲ) その災害に関係のある近隣市町村 

(ｳ) 最寄りの県出先機関（地域振興事務所、土木事務所）及び警察署 

(5) 重要施設の非常電源の情報共有 

大規模停電の発生時は、電源車等の配備調整を円滑に行えるよう、県があらかじめ作成した

重要施設の非常電源整備状況リスト※に基づき、各施設の非常電源の稼働状況、電源車等の配

備状況等を把握し、国、県、電気事業者等と共有する。 

※病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関の

重要施設についての非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を整理

したリスト 

 

消防局 

朝日航洋株式会社 

電話 

江戸川河川敷 

上葛飾橋南側 
ヘリコプター派遣 

西口消防署 
防災行政無線（移動系） 

搭乗職員派遣 防災行政無線（移動系） 

〈初動時民間ヘリコプター活動フロー〉 

情報・運用支援班
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(6) 留意事項 

ア 情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集・連携に係る組織、設備、要領等の整備を

図っておくものとする。特に発災初期の情報は、住民や住民組織を通じて直ちに通報されるよ

う体制を整えておく。 

イ 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の調査に専門的な知識

や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施する。 

ウ 罹災世帯・罹災人員等の把握に当たっては、現地調査のほか住民基本台帳等を照合し、正確

を期する。 

 

３ 被害調査 

各部・各班及び防災関係機関は、災害の危険が解消した段階で、住家・人的被害及び所管施設

等の被害調査を行う。 

【資料編 被害認定基準】 

〈調査項目と担当〉 

調査項目 市の担当 関係機関 

人
的
被
害 

死者、負傷者、行方不明者の状

況 

福祉１部、保健医療部、

消防局 

消防団 

警察署 

陸上自衛隊 

医師会等 

住
家
被
害 

全壊・半壊・一部損壊の状況 調査班  

全焼・半焼の状況 消防局  

応急危険度判定 街づくり部 千葉県建築士会 

千葉県建築士事務所協会 

非
住
家
被
害 

公共建物 

（官公署庁舎、公民館等） 

街づくり部、各部・各班

（平常時の施設管理者） 

各官公署 

その他 

（倉庫、土蔵、車庫等） 

関係各部・各班（平常時

の施設管理者） 

 

そ

の

他

の

被

害 

農林水産業の被害状況 経済振興部 県農業事務所、坂川土地改良

区、とうかつ中央農業協同組

合、松戸市漁業協同組合等 

商工業の被害状況 経済振興部 松戸商工会議所 

文教施設・文化財の被害状況 教育１部  

医療機関の被害状況 保健医療部 医師会等 

道路、橋梁の被害状況 建設部 東葛飾土木事務所、千葉国道

事務所、首都国道事務所 

河川、水路等の被害状況 建設部 東葛飾土木事務所 

江戸川河川事務所 

上水道施設の被害状況 水道部 県市川水道事務所松戸支所 

下水道施設の被害状況 建設部 県江戸川下水道事務所 

県手賀沼下水道事務所 

ごみ処理施設等の被害状況 環境部  

し尿処理施設の被害状況 環境部  
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土砂災害の被害状況 建設部、街づくり部、消

防局 

消防団 

 

電気、ガス、電話、鉄道等の被

害状況 

情報・運用支援班 東京電力パワーグリッド

(株)、京葉瓦斯(株)、東日本

電信電話(株)、東日本旅客鉄

道(株)、新京成電鉄(株)、東

武鉄道(株)、流鉄(株)、北総

鉄道(株)、京成電鉄(株) 

各調査項目の被害認定基準は、「千葉県危機管理情報共有要綱」によるものとし、調査にあた

っては、次の点に留意する。 

ア 各部・各班及び関係機関が連携して、調査漏れ及び重複のないよう留意し、相違ある被害状

況については、報告前に調整するものとする。 

イ 情報の記録には地図を活用し、状況の分析等に努める。 

ウ 被害状況の写真は、被害状況確認の資料として、また、記録保存上きわめて重要であるので、

調査担当者は、適宜被害箇所を選定し、施設被害の程度が明瞭に判るよう撮影に努める。この

場合、撮影年月日、箇所名、被害名を記録しておくものとする。 

また、場合により、航空写真の撮影を検討する。 

エ 情報収集で得た航空写真、地図情報等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把

握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

【資料編 千葉県危機管理情報共有要綱（被害認定基準）】 

 

４ 情報のとりまとめ、報告 

(1) 情報のとりまとめ 

各部・各班及び各防災関係機関は、所管する次の情報をとりまとめ、情報・運用支援班及び

必要に応じて県の主管部にそれぞれ伝達する。 

【資料編 各部・各班の報告等一覧】 

種類 主な情報項目 

被害 

情報 

① 参集途上等に収集した被害状況 

② 所管施設等の被害状況 

・来所者、入所者、職員等の安否 

・施設、設備、資器材の被害、機能障害及び災害対策上の使用の可否 

③ 災害対策に従事中の事故等 

④ その他、各部が担当する調査項目の被害状況 

措置 

情報 

① 被害に対する応急対策の状況 

② 活動体制（参集者、勤務状況） 

③ 協力団体・事業所等の対応能力及び応援要請 

要請 

情報 

① 建物、斜面等の危険度判定 

② 職員、ボランティアの派遣 

③ 応急対策用施設、設備、用地、資器材、車両等の確保、調達 

④ 広報 

(2) 市本部への報告 
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各部・各班、防災関係機関から情報･運用支援班への被害状況等の第一報は災害発生から１

時間以内に行い、その後も当日は１時間ごとに定時報告する。２日目以後は、毎日定時（９時

及び15時現在で把握することを原則）に報告する。 

ただし、緊急情報、市本部への要請事項等については、その緊急度に応じて適宜報告する。 

緊急の場合を除いて、文書（ＦＡＸ又はＥメール等）で伝達し、可能な限り図や画像の情報

（地図、絵、写真等）を添付する。 

(3) 県への報告 

市域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、「千葉県危機管理情報共有要綱」

に基づき、速やかに被害情報を収集し、県防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は県防災行政

無線により県本部事務局（防災危機管理監）に報告する。 

なお、県に報告できない場合は、消防庁に報告し、事後速やかに県に報告する。「震度５強」

以上を記録した地震にあっては「火災・災害等即報要領（令和元年6月6日改正）」により被害

の有無を問わず、第一報等について県と併せて消防庁に報告する。 

また、同時多発の火災等により消防機関へ通報が殺到したときは、その通報件数を消防庁及

び県に報告する。 

その他道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることから、 

道路のほか、通信サービス、電気、ガス、上下水道等のライフラインの途絶状況を把握すると

ともに、その復旧状況と併せて県に連絡する。また、当該地域における備蓄の状況、医療的援

助が必要な者など要配慮者の有無の把握に努める。 

【資料編 千葉県危機管理情報共有要綱（抜粋）】 

〈県への報告責任者等〉 

総括責任者 

【市  長】 
被害情報等の報告を総括する。 

取扱責任者 

【危機管理課長】 
各部門の被害情報等の報告事務を取り扱う。 

報告事項 

① 災害の原因 

② 災害が発生した日時 

③ 災害が発生した場所又は地域 

④ 被害の状況 

（被害の程度等は資料編「被害認定基準」に基づき判定する。） 

⑤ 災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

・災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況 

・主な応急措置の実施状況 

・その他必要事項 

⑥ 災害による住民等の避難の状況 

⑦ 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

⑧ その他必要事項 
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〈国及び県への連絡方法〉 

 総務省消防庁 県 

勤
務
時
間
内 

【消防庁応急対策室】 

① 県防災行政無線 

電話 048-500-90-49013（衛星系） 

120-90-49013（地上系） 

FAX 048-500-90-49033（衛星系） 

120-90-49033（地上系） 

② 一般加入電話 

電話 03-5253-7527 

FAX 03-5253-7537  

【県危機管理課】 

① 県防災行政無線 

電話 500-7320（地上系）  

012-500-7320（衛星系） 

FAX  500-7298（地上系）  

012-500-7298（衛星系） 

② 一般加入電話 

電話 043-223-2175 

FAX 043-222-1127 

勤
務
時
間
外 

【消防庁宿直室】 

① 県防災行政無線 

電話 048-500-90-49102（衛星系） 

120-90-49012（地上系） 

FAX 048-500-90-49036（衛星系） 

120-90-49036（地上系） 

② 一般加入電話 

電話 03-5253-7777 

FAX 03-5253-7553 

【県防災行政無線統制室】 

① 県防災行政無線 

電話 500-7225（地上系） 

012-500-7225（衛星系） 

FAX 500-7110（地上系） 

012-500-7110（衛星系） 

② 一般加入電話 

電話 043-223-2178 

FAX 043-222-5219 

(4) 被災者台帳の作成・活用 

被害が甚大な場合等で市長（本部長）が必要と認める場合、災害対策基本法による被災者

台帳を作成し、被災者に関する次の情報を管理する。 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④（住民基本台帳に記載の）住所又は居所 

⑤ 住家の被害その他市長が定める種類の被害状況 

⑥ 援護の実施の状況（支援金等の支給、租税・公共料金の減免等） 

⑦ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

⑧ 世帯の構成 

⑨ 罹災証明書の交付状況  

⑩ 台帳情報の提供先（市以外の者への台帳情報の提供に被災者本人が同意した場合） 

⑪ 台帳情報を提供した旨及び日時（台帳情報を提供した場合） 

⑫ その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 

ア 被災者台帳の作成 

関係各班は連携して被災者への各種援護措置を実施し、被災者ごとの被害状況や援護の

実施状況等の情報（次表参照）を被災者台帳に整理し、被災状況に応じて被災者が受けら

れる援護措置に漏れなどがないか確認する。 

なお、災害救助法による救助が行われたときは、災害救助法第 30条の規定により、必要
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に応じて県に対して被災者に関する情報提供を要請する。 

〈被災者台帳の作成に利用する主な情報〉 

基本情報 

① 住民基本台帳 

② 避難行動要支援者全体名簿 

③ 罹災台帳（被災家屋認定調査結果） 

付加情報 

① 罹災証明書発行記録 

② 被災者生活再建支援金、義援金等の支給記録 

③ 各種税金・公共料金等の減免申請記録 

④ 応急仮設住宅への入居、被災住宅の応急修理等の申請記録 

イ 被災者台帳の利用、提供 

調査班は、被災者への罹災証明書交付の際、被害に応じて受けられる各種援護措置（支

援金等の支給、税金・公共料金の減免等）の申請にあたり、被災者台帳の掲載情報を市が

利用することで各種援護措置の効率化（支援金の支給申請における罹災証明書添付の省略

等）などが図られることを説明する。 

また、市以外の各種援護措置の実施機関（電力会社、ガス会社、ＮＨＫ等）へ被災者台

帳掲載情報を提供することについて本人が同意する場合、調査班はその申し出を受付ける。 

市以外の各種援護措置の実施機関から被災者台帳情報の提供について申請があった場合、

当該機関へ本人同意の範囲内で台帳情報を提供する。 

 

５ 広報 

(1) 基本方針 

地震発生後２時間以内に、市民に対して災害の発生状況や市の体制、被害状況、市民自ら

がとるべき行動を広報する。なお、本部長（市長）自らが発信することも検討する。 

市民への情報伝達は、発信可能なあらゆる媒体を活用するとともに、支所、避難所等に情

報を掲示する。 

ア 地震発生後５日以内に災害広報紙を発行し配布する。 

イ 報道機関への情報提供として、記者会見を定時に開催し情報を発信する。 

(2) 情報収集 

市及び防災関係機関は、避難、二次災害の防止、生活支援、救援の募集等に必要な情報を、

次の点に留意して収集する。 

ア 確かな機関から情報を入手し、広報時にはその機関名を示す。 

イ 撮影した写真を収集するとともに、必要に応じて職員を現地に派遣して災害現場写真を撮

影する。  

(3) 広報内容 

住民のニーズに応じた情報を、広報の時期、対象者、緊急度、内容等に応じて、的確な広報

媒体、表現方法で提供する。 

なお、広報車や同報系防災行政無線等で放送する場合は、次の点に留意する。 

ア 事態の経過を把握し、地理的にイメージしやすい表現とする。 

イ 分かり易い言葉を使う（住民に浸透していない専門用語を使わない）。 
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ウ 避難勧告等の緊急情報は、結論や要点を簡潔にして、はっきりした、緊迫感のある言葉で、

繰り返し伝える。 

〈主な広報媒体〉 

種別 媒 体 所管する機関 

同報系 

同報系防災行政無線 

安全安心メール・エリアメール 
情報･運用支援班 

広報車による巡回放送 広報部、消防局、警察署 

ラジオ、テレビ放送 放送事業者へ要請 

更新系 
ホームページ等への掲示 広報部 

ツイッター・フェイスブックへの掲示 広報部 

紙面系 

広報紙、チラシの発行 広報部 

公共（施設等）の掲示板 各部・各班、防災関係機関 

新聞記事 報道機関 

〈主な広報事項〉 

時期 広報事項 媒体 

 

初動期 

○ 用語の解説、情報の取得先、住民等のとるべき措置 

○ 地震情報（震度・震源、余震の可能性等）※ 

○ 避難情報（避難所開設状況、勧告・指示の対象とその理由等） 

○ 被災状況（火災、土砂災害、道路・河川の損壊等） 

○ 災害対策の状況（本部の設置、対策の現況と予定等） 

○ 道路・交通状況（渋滞、通行規制等） 

○ 公共交通機関の運行状況  

○ ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの

案内、二次災害防止措置等） 

○ 応急危険度判定の状況（判定ステッカーの意味、実施予定等） 

同報系 

更新系 

 

応急期 

○ 公共交通機関の運行状況 

○ ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの

案内、復旧状況・見込み等） 

○ 医療機関の状況 

○ 感染症対策活動の実施状況  

○ 食料、生活必需品の供給予定 

○ 災害相談窓口の設置状況  

○ その他住民や事業所のとるべき措置 

同報系 

更新系 

紙面系 

※ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）による緊急地震速報、震度速報等は自動送信する。 

(4) 市の広報 

ア 広報部は、各部・各班と連携して、市本部が発信する広報内容を統括する。また、同報

系防災行政無線による放送文、ホームページや広報紙の内容について、各部・各班、防災

関係機関に資料提供を依頼する。 

(ｱ) 同報系防災行政無線の緊急放送 

市役所に設置の地震計が一定の数値を超えた場合は、直後に同報系防災行政無線により、
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①パニック防止の呼びかけ、②出火防止の呼びかけ、③被害軽減のための情報について自

動放送がなされる。不測の事態により、自動放送がなされない場合は、手動放送（勤務時

間外は消防局が遠隔制御）にて行う。 

【資料編 同報系防災行政無線の自動放送文】 

イ 避難者等への情報提供 

(ｱ) ホームページの開設 

災害専用のホームページを開設し、被災者向けの情報のほか、市外からの応援者向けの

情報をリアルタイムに発信する。 

(ｲ) 広報紙等の発行 

被災者向けの生活情報等を網羅した広報紙「広報まつど災害生活情報」や、臨時のチラ

シを作成し、調査班や町会・自治会等と協力して各世帯に配布する。 

(ｳ) 避難所等における広報 

広報部は支所と連携し、避難所に設置する掲示板への情報の掲示や、自主防災組織を通

じた災害広報紙の配布などを行う。 

また、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者、日本語の理解が十分でない外国人等

の要配慮者に配慮し、地域支援組織（自主防災組織、町会・自治会等）及びボランティア

等の協力による口頭伝達や、災害対策本部との連携による防災行政無線放送など、多様な

手段を活用して広報する。 

 

６ 報道機関への対応 

(1) 記者発表 

広報部は、本部に近接する場所にプレスセンターを設置し、定時発表型の記者発表を行う。ま

た、必要に応じて臨時の記者発表を行う。 

記者発表を通じて、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対して、情報及び必要な資料を提

供して住民への広報や物資等の支援を要請する。 

広報部長は、発表情報を一元管理し、提供資料については総務部長と事前協議する。 

(2) 災害対策本部や避難者への配慮 

災害対策本部内への立入、取材は原則禁止する措置をとる。 

また、避難者への取材は、プライバシー等の配慮をするように要請する。 

 

７ 住民相談 

(1) 総合相談 

広報部は、各部・各班と連携して、次に掲げる項目についての災害相談センターを市役所に

設置し、各部・各班の職員を配置するほか、語学ボランティア等の協力を要請する。 

  (2) 各支所対応 

市民部は、各支所において災害相談及び被災者の問い合わせ等に対応する。 
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〈災害相談センターの相談項目例〉 

① 罹災証明発行           ② 税の減免等 

③ 遺体の埋火葬           ④ 医療・福祉 

⑤ 生活再建支援金・義援金等の支給  ⑥ 商・工・農林業への支援 

⑦ 住宅支援             ⑧ ライフライン復旧 

⑨ 廃棄物、防疫           ⑩ 教育 

(3) 安否情報の照会対応 

被災者の安否情報について家族及び親族等から照会があった場合は、災害対策基本法に基づ

き、被災者関係者の利益侵害（暴力、ストーカー行為、児童虐待、債権の取り立て、営業行為

による被害等）のないように配慮して適切に回答する。 

なお、消防庁の安否情報システムを活用し、安否情報の登録、市民からの照会への対応を円

滑に行う。 

ア 安否情報の収集、管理 

市は、市が管理する被災者の安否に関する情報（避難所収容者名簿、医療救護診療記録、

避難行動要支援者全体名簿による安否確認結果、行方不明者名簿等）を必要な限度で内部利

用し、また、必要に応じて警察署等に被災者の安否に関する情報提供を求め、被災者ごとの

安否情報を整理する。 

イ 安否照会の受付 

市は、災害相談センター等の窓口で安否照会を受け付け、照会者に対して運転免許証、健

康保険の被保険証、在留カード、住民基本台帳カードなどの本人確認書類等の提示を求めて

本人確認を行う。 

〈安否照会者の確認事項〉 

① 照会者の氏名、住所 

② 照会に係る被災者の氏名、住所、生年月日及び性別  

③ 照会をする理由 

ウ 安否情報の回答 

市は、災害対策基本法に基づき、照会者の区分に応じて、次の安否情報を提供する。 

〈照会者の区分と提供可能情報〉 

照会者の区分 提供する情報 

被災者の同居の親族 
被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先その他

安否の確認に必要と認められる情報 

被災者の親族（上記を除く） 

又は職場の関係者 
被災者の負傷又は疾病の状況  

被災者の知人等 市が保有している安否情報の有無 

上記のすべて 照会に際しその提供について被災者が同意した安否情報 
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第４節 救助・救急・消火活動・水防活動 
【計画の指針】 

想定地震が発生した場合、建物の倒壊や火災等が同時多発し（想定全壊家屋数約 4,000棟、想

定炎上出火数が約 49件）、関係機関が有する消防、救助・救急能力をはるかに超える事態となる

可能性がある。また、建物の倒壊等により救助・救急を要する事態が同時多発的に発生した場合、

挫滅症候群※を回避するためには、発症防止のため１～２時間以内に救出すること、また、発症

した救出者は 72時間以内に人工透析等の救命措置をとる必要がある。 

このため、市及び関係機関は、延焼火災の防御等、地域全体の被害を最小化するための対策を

優先して行う。また、住民等は、地域の自主防災力を発揮して消火・救出活動を行い、地区の被

害の最小化に努める。 

※挫滅症候群（クラッシュ症候群）：家屋倒壊などで下敷きになると、手足等の圧迫とショックで無尿（乏尿）となり、

腎尿細管障害を起こす症候群。死に至ることがあるため、速やかな救出と適切な救急活動が重要となる。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 救助活動 消防局、消防団、警察署 

2 救急活動 消防局、消防団、保健医療部 

3 消火活動 消防局、消防団 

4 水防活動 消防局、消防団 

5惨事ストレス対策 消防局、保健医療部 

 

１ 救助活動 

消防局の活動は、「松戸市消防局災害活動要綱等」に基づき、消防活動を最優先としながら、併

せて、救助救急活動に万全を期する。 

(1) 行方不明者情報の収集 

消防局及び消防団は、地震により要救助者、行方不明者が発生した場合、住民、自主防災組

織等から要救助者等の氏名、性別、年齢、被災場所、身体的特徴、衣服等の情報を把握する。 

(2) 救助活動要領 

消防局及び消防団は、互いに連携し、救助資器材等を準備し行方不明者情報をもとに救出活

動を行う。災害の状況等により消防局及び消防団だけでは救助活動が困難な場合は、警察署、

隣接消防機関等の応援を要請する。 

自衛隊の応援が必要な場合、市長（本部長）は、知事に自衛隊の派遣要請を依頼する。また、

車両、特殊機械が必要な場合は、県の協力又は建設事業者等に出動を要請する。 

〈救助・救急活動の原則〉 

① 延焼火災が多発し、多数の救助・救急事象が発生している場合は、火災現場付近を

優先する。 

② 延焼火災は少ないが、多数の救助・救急事象がある場合は、多数の人命を救護すること

を優先する。 

③ 同時に小規模な救助・救急事案が併発している場合は、トリアージの結果救命効率の高

い事象を優先する。 

④ 傷病者に対する救急処置は、救命の処置を必要とする事象を優先する。 
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(3) 住民、自主防災組織、事業所等の活動 

住民、自主防災組織及び事業所等は、二次災害の発生に十分注意しながら連携して、地域及

び事業所内の被害状況を調査し、行方不明者の確認を行う。また、崩壊土砂や建物等の下敷き

となっている者がいるときは、可能な限り協力して救助を行う。 

資器材は、自主防災組織が所有するもの等を有効利用するほか、松戸市危険物安全協会、千

葉県石油商業協同組合松戸支部に加盟するガソリンスタンド及び千葉県自動車整備振興会松

戸支部に加盟する自動車整備工場の「震災時住民協力事業所」の救助用具を活用する。 

(4) 警察の活動 

ア 倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、大型商業施設等多人数の集合する場所等を重点に救

出・救護活動を行う。 

イ 救出した負傷者は、応急手当てを施したのち、医療救護班等に引き継ぐか、車両等を使用

して速やかに医療機関に収容する。 

 

２ 救急活動 

三師会等が設置する「市救護本部」と連携して、効果的な救急活動を行う。 

(1) 救急搬送 

トリアージの結果、最優先と判断された者を優先とし、松戸市救急隊が市内の「災害医療協

力病院」又は「災害拠点病院」に搬送する。市外の後方医療機関（県災害拠点病院等）への搬

送は、応援の救急隊を充てることとし、「引継ぎ拠点（経由地）」を状況に応じて設定して、引

き継ぎを行う。なお、道路の被害等で救急車等による搬送ができない場合は、県を通じて自衛

隊等へヘリコプター等の出動を要請する。 

トリアージの結果、軽症とされた者あるいは救急車等に引き継ぐことができない場合は、住

民、自主防災組織、事業所の協力により搬送する。 

(2) 傷病者多数発生時の活動 

災害の状況等を判断し、安全かつ活動容易な場所に現場救護所を設置して、市救護本部に医

療救護班の派遣を要請する。 

救護能力が不足する場合は、自主防災組織等に、病院前救護所、学校救護所、医療機関への

輸送協力を求めるなど、関係機関と連携して効果的な活動を行う。 

 

３ 消火活動 

(1) 活動方針 

震災時には、住民の生命、身体の安全確保を基本とし、出火防止と地震により発生した火災

の早期鎮圧、人命の救出、救助及び避難路の安全確保を原則とし、「松戸市消防局災害活動要

綱等」に基づいて活動するものとする。 

〈消火活動の原則〉 

① 風向き、市街地の建物分布等を考慮し、最も効果的に消防力を投入する。 

② 延焼火災の少ない地区は、集中的に消火活動を実施し、安全地区として確保する。 

③ 延焼火災が発生している地区は、直ちに住民の避難を開始し、必要に応じて避難路の確

保等を最優先で行う。また、安全な方向への避難誘導を呼びかける。 
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④ 危険物の漏えい等のおそれがある地区は、立入り禁止措置をとり、安全な避難誘導に努める。 

⑤ 病院、避難所等、幹線道路、防災拠点となる施設等の火災防御を優先して行う。 

⑥ 住民等が実施する初期消火活動との連携、指導に努める。 

⑦ 同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ延焼拡大危険要素が高い地域を

優先に消防活動を行うものとする。 

⑧ 同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して消火活動を行う

ものとする。 

⑨ 大量危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地に面

する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先とし、それらを鎮圧した後に部隊を集

中して活動に当たるものとする。 

(2) 活動体制の確立 

消防局、消防団は、市本部が設置されると同時に、次の本部体制をしく。 

〈大地震発生時の消防機関の体制〉 

 本部名 設置場所 本部長 

消
防
局 

警防本部 消防局 消防局長（消防局の指揮統括等） 

警防方面本部 方面本部 方面本部長（方面内の指揮統括等） 

署隊本部 各署 各署長（管内の指揮統括等） 

消
防
団 

団本部 消防局 消防団長（消防団の指揮統括等） 

団方面本部 各署 方面隊長（方面内の消防団の指揮統括等） 

消防局は、あらかじめ定める災害配備連絡表に基づいて、職員、団員を動員する。また、職

員は速やかに参集する。 

消防局 各消防署 各消防団

消防団本部
 

〈連絡系統〉 

(3) 消防団の活動 

消防団は、発災直後においては地域で活動し、その後は消防センターを拠点に活動するもの

とする。 

ア 住民への出火防止の広報、住民との協力による初期消火 

地震の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、居住地付近の住民に対し出火

防止を広報するとともに、出火した場合は、住民と協力して初期消火を図るものとする。 

イ 消防局と連携した消火活動 

消防局が出動不能もしくは困難な地域における消火活動、又は主要避難路確保のための消

火活動については、単独又は消防局と協力して行うものとする。 

ウ 要救助者の救助救出、応急措置、救護所への搬送 

要救助者の救助救出、負傷者に対する応急措置及び安全な場所への搬送を行うものとする。 
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エ 避難勧告・指示の伝達と避難誘導 

避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡を

とりながら住民を安全に避難させるものとする。 

また、土砂災害警戒情報が発表令された場合、土砂災害警戒区域にかかる要配慮者利用施

設（社会福祉施設等）へその旨を伝達する。 

(4) 消防広域応援要請 

ア  消防広域応援要請  

消防局長は、一定規模の災害が発生した場合、「千葉県消防広域応援基本計画」（千葉県 平

成８年５月）により広域応援統括消防機関（千葉市消防局）を通じて県内消防機関に応援を

要請する。 

また、要請した消防力では対応できない場合は、知事を通じて消防庁長官へ緊急消防援助

隊の出動を要請する。 

イ  消防用水不足時の応援要請  

断水等により消防用水が不足した場合には、災害時における消防用水供給支援に関する協

定に基づき、千葉北部生コンクリート協同組合に応援の要請をする。 

(5) 住民・自主防災組織の活動 

住民及び自主防災組織は、火災が発生した場合に初期消火活動を行い、消防機関が到着した

場合にはその指示に従う。 

(6) 事業所の活動 

事業所は、火災が発生した場合、初期消火活動や延焼防止措置等を行う。また、火災の拡大、

爆発等が発生するおそれのあるときは、次の措置をとる。 

〈事業所の消火活動等〉 

① 警察、消防署等最寄りの防災機関への通報 

② 自衛消防隊等による初期消火､延焼防止活動 

③ 必要に応じて従業員、顧客等の避難 

④ 周辺地域の住民等に対する必要な情報の伝達 

⑤ 立入り禁止措置等の実施 

なお、それぞれの施設の応急対策は次のとおりとする。 

ア 高圧ガス等の保管施設の応急措置 

県及び消防局は、必要に応じて保安措置等についての指導を行うとともに、関係機関との

情報連絡を行う。 

イ 石油類等危険物保管施設の応急措置 

消防局は、危険物施設等の所有者・管理者に対して、次に掲げる措置を当該施設の実態に

応じて講じるよう指導する。 

(ｱ) 危険物の流出並びに爆発等のおそれのある作業及び移送を停止するとともに、施設の応

急点検と出火等の防止措置 

(ｲ) 混触発火等による火災の防止措置、初期消火活動、タンク破壊等による流出及び異常反

応、浸水等による広域拡散の防止措置 

(ｳ) 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置並びに防

災機関との連携活動 

ウ 危険物等輸送車両の応急対策 
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(ｱ) 事故通報等に基づきその状況を把握の上、交通規制等について関係機関と密接な情報連

絡を行う。 

(ｲ) 必要に応じ、地域住民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。 

(ｳ) 危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用期限の緊急措置命

令を発する。 

４ 水防活動 

洪水のおそれがある場合は、松戸市水防計画に準じて水防活動を行うが、地震時には河川施設の

被害状況に応じて、施設等の監視、操作及び洪水防御活動を行う。 

 

５ 惨事ストレス対策 

救助活動等を実施する各機関は，職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 
また、消防機関は、必要に応じて、緊急時メンタルサポートチーム派遣要綱等に基づき、消防庁

等に緊急時メンタルサポートチームの精神科医等の専門家の派遣を要請する。 
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第５節 災害警備・防犯対策 
【計画の指針】 

大規模災害時には、不在家屋や店舗等を狙った窃盗事件、災害後の混乱に乗じた悪徳商法や放

火等が発生することがあるため、警備・防犯体制を強化する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害警備 警察署 

2 防犯対策 市民部、警察署 

 

１ 災害警備 

(1) 基本方針 

警察は、地震や津波に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、他の防

災関係機関との連携のもと、人命の保護を第一に、被災者の救出・救護、避難誘導、交通の規

制、各種犯罪の予防及び取締り、その他社会秩序の維持に当たる。 

(2) 警備体制 

警察本部及び警察署は、地震や津波に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、

その規模に応じ指揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

ア 連絡室 

震度４以上の地震が発生した場合、津波注意報が発表された場合等 

イ 対策室 

地震に伴う被害程度が小規模の場合、津波警報が発表された場合等 

ウ 災害警備本部 

大規模地震が発生した場合、津波警報が発表された場合等 

(3) 警備活動 

警察署は、災害が発生した場合、次の活動を実施する。 

ア 要員の招集及び参集 

イ 地震、津波その他災害情報の収集及び伝達 

ウ 装備資器材の運用 

エ 通信の確保 

オ 救出及び救護 

カ 避難誘導及び避難地区の警戒 

キ 警戒区域の設定及び被害の拡大防止措置 

ク 災害の拡大防止と二次災害の防止 

ケ 報道発表 

コ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

サ 死傷者の身元確認、遺体の収容 

シ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

ス 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 

セ 協定に基づく関係機関への協力要請 
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ソ その他必要な応急措置 

 

２ 防犯対策 

警察署は、被災地における犯罪の防止を図るため、地域の巡回パトロールを行う。 

また、市民部は、避難所における窃盗等の犯罪を防止するため、避難所運営委員会（※第７節

の「４ 避難所の開設と運営」参照）等と協力して、避難者への注意喚起、不審者の通報等対策

を実施する。 
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第６節 交通・輸送対策 
【計画の指針】 

大規模災害時には、道路の損壊、交通管制施設の機能停止等が多発し、運転車両の被災、緊急

車両の通行障害等が発生する。 

このため、各道路管理者、警察が連携して道路の状況を把握、共有するとともに、通行規制や

応急復旧を円滑に行う。また、ヘリコプター等、可能な輸送手段を最大限活用するため、陸路・

空路のネットワークが有機的に結合するように輸送環境を確立する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 緊急輸送道路・災害時重要

路線の確保 

建設部、警察署、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都国

道事務所 

2 緊急通行車両等の確認 財務班 

3 運転者のとるべき措置 建設部、警察署、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都国

道事務所 

4 緊急輸送 財務班、街づくり部 

 

１ 緊急輸送道路・災害時重要路線の確保 

【資料編 緊急輸送道路・災害時重要路線図】 

(1) 道路情報の収集 

建設部は、警察署及び各道路管理者と連絡をとり、道路の被災状況、交通の状況等の情報を

収集する。また、地震発生から24時間以内に災害時重要路線を調査し、最低限の道路機能の確

保に努める。 

〈災害時重要路線〉 

① 国道６号 

② 県道市川松戸線、県道松戸野田線 

③ 県道松戸・鎌ヶ谷線 

④ 市道岩瀬～串崎新田区間 

⑤ 国道 464号 

⑥ 県道松戸原木線、市道 

⑦ 市道古ヶ崎～横須賀区間 

⑧ 県道千葉鎌ヶ谷松戸線、市道 

⑨ 県道市川柏線、市道 

⑩ 市道北松戸～八柱区間 

(2) 道路の啓開、応急復旧 

建設部は、管理道路上の倒壊障害物の除去や、放置車両の移動等を、災害協定団体等の協力

を得て実施する。また、警察署、他の道路管理者と相互に協力する。 

また、警察署及び各道路管理者は、道路施設、交通管理施設の応急復旧を行う。 

ア 被害状況・緊急性・復旧の難易度等を考慮し、緊急輸送道路・災害時重要路線を優先して

応急復旧を行うとともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋梁・トンネル等の

復旧に時間を要する箇所を含む道路は、迂回路の確保に努める。 

イ 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

ウ 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、市、放送事業者、報

道機関等を通じて広報する。 
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【資料編 災害協定一覧】 

(3) 車両の移動等 

各道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生し、緊急通行車両の通行を確保するため

緊急を要するとき、又は県公安委員会から要請を受けたときは、災害対策基本法第76条の６の

規定に基づき、区間を指定して運転者等に対し車両の移動等を命令する。また、運転者がいな

い場合等は、自ら車両の移動等を行う。 

(4) 交通規制 

建設部は、他の道路管理者、警察署と協力して、災害により危険な箇所又は緊急輸送等のた

め必要な路線について、通行禁止又は制限等の措置をとる。また、交通規制や道路が被災した

場合は、必要に応じて迂回路を設定する。 

警察署は、交通規制を行う箇所に検問所を設置し、規制及び警戒にあたる。 

〈交通規制等の実施者及び状況・内容〉 

実施機関 規制を行う状況・内容 根拠法令 

公 安 委 員 会 ○災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に

おいて、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるよう

にするため緊急の必要があると認めるときは、緊急通

行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限すること

ができる。 

災害対策基本法 

第 76条 

 

○道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を

図る必要があると認めるとき、交通整理、歩行者又は

車両等の通行の禁止その他道路における交通の規制を

することができる。 

道路交通法 

第４条 

警 察 署 長 ○道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を

図る必要があると認めるとき、歩行者又は車両等の通

行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短い

ものをすることができる。 

道路交通法 

第５条 

警 察 官 ○通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行

車両の通行の妨害となることにより、災害応急対策の

実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるとき

は、当該車両その他の物件の移動、その他必要な措置

を命ずることができる。また、措置をとることを命ぜ

られたものが当該措置をとらないとき又は命令の相手

方が現場にいないときは、自らその措置をとり、やむ

を得ない限度において当該車両その他の物件を破損す

ることができる。 

災害対策基本法 

第 76 条の３第１

項 

 

災害対策基本法 

第 76 条の３第２

項 

○道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路におい

て交通の危険が生じるおそれがある場合において、当

該道路における危険を防止するため緊急の必要がある

と認めるときは、必要な限度において、一時、歩行者

又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができ

る。 

道路交通法 

第６条第４項 
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災害派遣を命

じられた部隊

等の自衛官、

消防吏員 

○警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等に

おいて、災害対策基本法第 76条の３第１項、第２項に

定められた職務を行うことができる。 

災害対策基本法 

第 76条の３ 

第３項、第４項 

道 路 管 理 者 ○道路の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であ

ると認められる場合、道路の構造を保全し、又は交通

の危険を防止するため、区間を定めて道路の通行を禁

止し、又は制限することができる。 

道路法第 46条 

 

２ 緊急通行車両等の確認 

(1) 申請手続き 

知事又は公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づく通行の禁止又は制限を行った場合、

緊急輸送のための車両の使用者の申出により、災害対策基本法施行令第33条の規定により緊急

通行車両の確認（証明書及び標章の交付）を行う。 

財務班は、災害対策に使用する車両について、「緊急通行車両等確認申請書」を知事又は公

安委員会に提出する。知事又は公安委員会は、緊急通行車両であることを確認したときは、標

章及び確認証明書を交付する。 

交付された標章は、当該車両の助手席側の内側ウインドウガラス上部の前面から見やすい箇

所に貼付し、証明書は、当該車両に備えつける。 

(2) 緊急通行車両等の事前届出について 

ア 公安委員会では、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の

執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が保有する車両等で、災害対策基本法第50

条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用するものについて、緊急通行車両に

該当するかどうかの審査を行う。 

イ 公安委員会は、前記アにより緊急通行車両に該当すると認められるものについては、届出

済証を交付する。 

ウ 届出済証の交付を受けた車両については、県警察本部、警察署又は交通検問所に当該届出

済証を提出して、緊急通行車両の確認を受けることができる。この場合において確認審査を

省略して標章及び確認証明書を交付する。 

(3) 規制除外車両の確認等 

緊急通行車両以外の社会生活の維持に不可欠な車両又は公益上通行させることがやむを得

ないと認められる車両を、交通規制の対象から除外する車両（以下「規制除外車両」という。）

とし、公安委員会の意思決定に基づき通行禁止の対象から除外する。 

ア 規制除外車両の確認は、前記(1)を準用する。 

イ 緊急通行車両とならない次の車両は、規制除外車両の事前届出制度の対象とする。事前届

出・確認は、前記(2)を準用する。 

① 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

② 医薬品・医療機器・医療機関等が使用する車両 

③ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

④ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 
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３ 運転者のとるべき措置 

震災発生時における運転者のとるべき措置については、次の事項の周知を図る。 

(1) 走行中の車両の運転者は、次の行動をとること。 

ア 直ちに、車両を道路の左側に停止させること。 

イ 停止後は、ラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し行動すること。 

ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動する。やむを得ず道路上に

置いて避難するときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど通行の障害とな

らない方法により駐車し、エンジンを切り、エンジンキーを付けたままとし、窓を閉め、ド

アはロックしないこと。 

(2) 避難のために車両を使用しないこと。 

(3) 通行禁止区域等においては、次の措置をとること。 

ア 車両を道路外の場所に置くこと。 

イ 道路外に置く場所のない車両は、通行禁止区域等の外に移動すること。 

ウ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急

通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 

 

４ 緊急輸送 

(1) 車両、燃料の確保、管理 

財務班は各部・各班からの配車要請に基づいて配車を行う。公用車では不足する場合又は公

用車では輸送できない場合は、指定（地方）公共機関である運送事業者や協定団体等からトラ

ック、バス等を調達する。 

また、パトカー、消防車、救急車、自衛隊車両その他の緊急通行車両については、中核ＳＳ

（自家発電設備を備え、災害対応能力を強化した石油製品の供給拠点となる中核給油所）での

優先給油が可能である旨を関係者に周知する。 

その他燃料は、県石油商業組合松戸支部加盟の松戸市内の燃料販売業者から調達する。 

〈車両の調達と運用方法〉 

調達先、車種等 １次運用 ２次運用 

市 

無線車 避難誘導、道路緊急調査 各対策部の応急活動内容を考慮  

その他  

指定公共機関（日通）  救助物資の搬送 

協
定
団
体 

タクシー 学校救護所（傷病者の搬送）  

一般乗合バス 学校救護所（傷病者の集団搬送） 被災者の集団搬送 

トラック  水・食料・生活必需品の搬送 

軽トラック  医療資材集配拠点(医薬品の搬送） 

救援物資集配拠点(容器入り飲料

水･食料・救援物資の搬送） 

バイク 情報収集等  

その他民間車両  人員輸送 

 【資料編 災害協定一覧】 
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(2) 鉄道による輸送 

自動車による輸送が不可能な場合又は広域輸送が必要な場合は、東日本旅客鉄道(株)等に、

鉄道輸送を要請する。 

(3) ヘリコプターによる輸送 

陸上交通の途絶の場合や特に緊急を要する輸送の場合等は、協定団体に直接、又は県を通じ

て自衛隊等のヘリコプターによる輸送を要請する。 

その場合、街づくり部は自衛隊等と連携して、臨時ヘリポートを開設、管理する。 

〈臨時ヘリポート予定施設〉 

① 21世紀の森と広場 

② 金ヶ作公園 

③ 六実中央公園 

④ 市立松戸高校 

⑤ 東部スポーツパーク 

⑥ 県立矢切特別支援学校 

⑦ 県西部防災センター 

⑧ 松戸運動公園 

⑨ 江戸川河川敷（上葛飾橋南側） 

⑩ 江戸川河川敷（古ケ崎野球場） 

⑪ 県立松戸馬橋高校 

⑫ 県立小金高校 

 【資料編 へリコプター離発着可能地点の位置基準】 

(4) 水上輸送 

水上輸送を必要とする場合は緊急船着場（小山）を活用するとともに、自衛隊及び船舶保有

者に対して船舶輸送を要請する。
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第７節 避難対策 
【計画の指針】 

○ 避難者の避難誘導及び支援は、自主防災組織、町会・自治会等・連合町会、事業所等の地域

において行うことを原則とする。市は、延焼火災、危険物の漏出等の危険がある場合、避難勧

告・指示等を発令し安全な場所に誘導する。 

○ 避難所では、避難所直行職員、学校職員、施設職員、自主防災組織等が連携して、開設、受

入れ等の初動活動を行う。 

○ 避難所の運営は、避難者及び自主防災組織等の地域住民による自治を原則とし、円滑に運営

できるよう避難所直行職員及び学校職員、施設職員等が支援に当たる。 

○ 避難生活では、専用スペース、介護支援、福祉避難室の設置等、高齢者、障害者、乳幼児、

妊産婦、病弱者等の要配慮者の負担を軽減するため、必要な配慮を行う。 

○ 避難所の運営にあたっては女性の意見をとり入れるため、避難所直行職員に女性職員を含め

て対策を実施する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 避難の勧告・指示等 本部事務局、情報・運用支援班、消防局、消防団、警察署 

2 自主避難 住民 

3 避難誘導 調査班、福祉１・２部、消防団 

4 避難所の開設と運営 市民部、環境部、福祉２部、教育１・２部 

5 避難所等の閉鎖 市民部 

6 在宅避難者の支援 総務部、経済振興部、保健医療部 

7 広域一時滞在 本部事務局 

8 感染症対策 本部事務局、保健医療部、松戸保健所 

 

１ 避難の勧告・指示等 

(1) 避難の勧告・指示等の発令 

市長（本部長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域の

居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退きを勧告し、緊急を要すると認めると

きは避難のための立ち退きを指示する。また、避難の勧告・指示に先立ち、住民の避難準備と

避難行動要支援者等の避難開始を促すため「避難準備・高齢者等避難開始」を伝達する。 

なお、「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がそ

の勧告を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。「指示」は、

被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせるもの

である。 

〈避難の種類及び発令基準〉 

種 類 内  容 基  準 

避難準備 

・高齢者等

避難開始 

○避難の勧告・指示が発令され

たときに、いつでも避難でき

るような体制をとること 

① 状況により市長（本部長）が必要と認めると

き 
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種 類 内  容 基  準 

○住民に対して避難準備を呼

び掛けるとともに、高齢者や

障害者等の要配慮者に対し

て、早めの段階で避難行動の

開始を求めるもの 

避難勧告 ○危険区域の住民が避難する

こと 

○災害によって被害が予想さ

れる地域の住民に対して、避

難を勧めるもの 

①地震火災の拡大により、住民に生命の危険が及

ぶと認められるとき 

②がけ崩れ等の地変が発生し、又は発生するおそ

れがあり、付近の住民に生命の危険が認められ

るとき 

③ガス等の危険物質が流出拡散し、又はそのおそ

れがあり、住民に生命の危険が認められるとき 

④大規模な地震により建物が大きな被害を受け、

居住を継続することが危険なとき 

⑤その他災害の状況により、市長（本部長）が必

要と認めるとき 

避難指示 

（緊急） 

○住民に対し、避難勧告よりも

強く避難を求めるもので、危

険の切迫性があり緊急的に

避難すること 

（考慮事項） 

避難勧告及び指示は、避難のための立退きを行うことによりかえって住民の生命又は身体に

危険が及ぶおそれがあると認めるときは、本部長（市長）は、必要と認める地域の居住者等

に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置を指示する

ことができる（災害対策基本法第 60条）。 

〈避難の勧告・指示の発令権者及び要件〉 

実 施 者 種 類 要      件 根拠法令 

市 長 災害全般 

(勧告･指示) 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、人命又は身体を災害から保護し、そ

の他災害の拡大を防止するため、特に必要があ

ると認めるとき及び急を要すると認めるとき 

災害対策基本法  

第 60条 

知 事 災害全般 

(勧告･指示) 

市町村が事務の全部又は大部分を行うことがで

きなくなったとき 

警 察 官 災害全般 

(指示) 

市長が避難のための立ち退きを指示することが

できないと認めるとき、又は市長から要求があ

ったとき 

災害対策基本法  

第 61条 

自 衛 官 災害全般 

(指示) 

災害派遣を命じられた自衛官は、災害の状況に

より特に急を要する場合で、警察官がその現場

にいないとき 

自衛隊法  

第 94条 

知事、その

命を受けた

職 員 

地すべり 

(指示) 

地すべりにより著しい危険が切迫していると認

められるとき 

地すべり等防止

法  

第 25条 

知事、その

命を受けた

職 員 又 は 

水防管理者 

洪水 

(指示) 

洪水、高潮により著しい危険が切迫していると

認められるとき 

水防法 

第 29条 
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(2) 警戒区域の設定 

市長（本部長）は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、あるいは生命又

は身体に対する危険を防止するため必要があると認める場合は、警戒区域を設定し、当該区域

への立ち入りの制限、禁止、退去を命ずる。 

〈警戒区域の設定権者及び要件・内容〉 

設定権者 種 類 要      件 根拠法令 

市  長 災害全般 災害が発生し、又は災害が発生しようとしてい

る場合において、人の生命又は身体に対する危

険を防止するため特に必要があると認めるとき 

災害対策基本法 

第 63条 

知  事 同  上 上記の場合において、市が全部又は大部分の事

務を行うことができなくなったとき 

災害対策基本法 

第 73条 

警 察 官 同  上 上記の場合において、市長もしくはその委任を

受けた市の職員が現場にいないとき、又はこれ

らの者から要求があったとき 

災害対策基本法 

第 63条 

自 衛 官 同  上 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長

その他職権を行うことができる者がその場にい

ない場合に限り行う。 

災害対策基本法 

第 63条 

消防吏員又

は消防団員 

消防長又は 

消 防 署 長 

火 災 等 火災の発生現場や危険物の漏洩等の事故が発生

し、当該事故により火災が発生するおそれが著

しく高く、人の生命又は財産に著しい被害が生

じるおそれがあるとき 

消防法 

第 28条 

第 23条の２ 

警 察 官 

(警察署長) 

同  上 上記の場合で、消防吏員又は消防団員が火災現場に

いないとき、又はこれらの者から要求があったとき 

消防機関に

属 す る 者 

洪  水 水防上緊急の必要がある場所において 水防法 

第 21条 

警 察 官 同  上 上記の場合で、消防機関に属する者がいないとき 

(3) 住民への伝達 

避難勧告又は指示等を発令又は解除した場合、直ちに次の方法により伝達広報を行い、住民

への周知徹底を図る。 

伝達方法 伝達内容 

① 同報系防災行政無線 

② 広報車 

③ ケーブルテレビ放送機関への放送

依頼 

④ 戸別訪問 

⑤ 安全安心メール 

⑥ 市ホームページ、エリアメール、

ツィッター等、その他の多様な情報

ツール 

① 避難対象地域（町名、施設名等） 

② 避難の理由（避難要因となった危険要素の所

在地、避難に要する時間等） 

③ 避難先（場所・施設名等） 

④ 避難経路（安全な方向及び避難場所の名称） 

⑤ その他（避難行動時の最小携行品、高齢者、

障がい者、乳幼児、妊産婦、病弱者等の要配慮

者の優先避難・介助の呼びかけ等） 
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(4) 県に対する報告 

避難の準備情報及び勧告、指示を発令又は解除した時は、その旨を「千葉県危機管理情報共

有要綱」に基づき、県災害対策本部事務局及び県東葛飾地域振興事務所に報告する。 

【資料編 千葉県危機管理情報共有要綱（抜粋）】 

(5) 関係機関への通報 

市長（本部長）が避難の勧告又は指示を行った時、又は警察官等から勧告又は指示を行った

旨の通報を受けた時は、関係機関に通報する。 

 

２ 自主避難 

住民は、災害の状況により自らの生命、身体等に危険が及ぶと判断した場合は、地域の自主防災

組織、住民組織を中心とした自主避難を行うことを基本とする。 

 

３ 避難誘導 

(1) 住民の避難誘導 

延焼火災の発生や危険物の漏えい等により、安全な場所への避難誘導が必要な場合、調査班、

消防団は、最も安全と思われる避難方向を自主防災組織等に伝達し、協力して避難誘導を行う。 

(2) 避難行動要支援者の避難誘導 

避難行動要支援者の避難誘導は、自主防災組織等が支援して行うことを原則とする。ただし、

自力による避難が困難な場合、福祉１・２部は、消防団、福祉関係者等の様々な機関等の協力

を得て避難支援を行う。 

(3) 施設利用者等の避難誘導 

庁舎、学校、幼稚園、保育所、社会教育施設、大規模集客施設等における児童・生徒・園児・

利用者等の避難誘導は、施設の管理者が行う。 

 

４ 避難所の開設と運営 

(1) 避難所の開設 

原則として本部長が指定避難所の開設の要否を判断する。ただし、本部長が判断できない場

合で、住民の安全確保のため、緊急を要する場合は、施設管理者等が開設することができる。 

勤務時間内に災害が発生した場合は、施設の管理者、勤務職員等が施設の安全性を確認した

上で、避難所を開設する。 

勤務時間外は、各施設の管理者あるいはあらかじめ指名した「避難所直行職員」が開設する。 

震度５強以上の場合は、あらかじめ定められた避難所に避難所直行職員（市職員）２名が自

動参集し、地域住民、施設管理者、学校職員、施設職員と連携して避難所を開設する。 

避難所の開設に当たっては、避難所として施設が被災している可能性があるため、施設管理

者、学校職員、施設職員及び避難所直行職員は、まず施設の安全点検を実施し、施設の安全が

確認された上で、避難所の開設及び避難者の受入れを行う。 

建物の倒壊や、敷地の崩壊等の危険性がある場合は、市本部に被害状況を報告する。 

また、避難所開設に関する情報は、防災行政無線、広報車、市ホームページ、安全安心メー

ル、エリアメール等の多様な情報ツールを活用し、住民等に対し迅速かつ確実に伝達する。 
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【資料編 避難所開設･運営マニュアル】 

(2) 避難所の運営 

ア 避難所運営委員会 

避難所運営委員会を町会・自治会、施設管理者、学校職員、施設職員、避難所直行職員

及び避難者等をもって速やかに立ち上げる。 

避難所運営委員会を運営するため、避難所運営委員長、副委員長及び総務班・施設管理

班・食料物資班等、各役割の班長を選出する。 

イ 避難所の運営項目 

(ｱ) 運営方針、生活ルールの設定 

(ｲ) 救援食料、物資の管理・配分、炊出し協力 

(ｳ) 避難者の転出入確認、名簿作成 

(ｴ) 情報管理、広報 

(ｵ) ゴミ・施設・トイレ等、環境の整備・管理 

(ｶ) 秩序の維持、警備 

(ｷ) 入浴・散髪 

(ｸ) 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者、日本語の理解が十分でない外国人等の要配

慮者への配慮 

(ｹ) 傷病者の搬送 

(ｺ) 医療・健康相談スペースの確保 

(ｻ) ボランティアとの調整、スタッフ会議の開催 

(ｼ) 各種記録の作成 

(3) 支所の役割 

ア 支所は、支所管轄地域内の避難所との通信連絡を確保し、災害対策本部（情報・運用支援

班又は避難所ブース）へ、収集した支所管轄地域内の情報を報告するとともに、避難所への

物資の補給等の支援を要請する。 

イ 本庁第１管轄及び本庁第２管轄地域の避難所は市民部へ報告する。 

市民部は、災害対策本部（情報・運用支援班）へ、収集した管轄地域内の情報を報告する

とともに、避難所への物資の補給等の支援を要請する。 

ウ 支所は逐次人員を強化し、災害対策本部の避難所ブースと連携して避難所の開設運営を支

援する。 

(4) 初期対応協力事項 

ア 避難所直行職員、地域住民、施設管理者等は、連携・協力して次の初期対応協力事項を実

施し、速やかに避難所を開設する。 

イ 初期対応協力事項 

(ｱ) 施設･設備の安全点検 

(ｲ) 支所、災害対策本部への情報伝達と情報収集 

(ｳ) 開放スペースの指示 

(ｴ) 避難者名簿の作成 

(ｵ) 避難者の体育館への誘導、住民スペースの割り当て 

(ｶ) 避難所運営委員会の立ち上げ及び行動 

(ｷ) 必要により、ホイップアンテナを利用したＭＣＡ無線機の移動 
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(5) 避難所担当職員 

災害対策本部の避難所ブースは、初期の避難所運営体制及び市職員の対応等の状況を考慮し、

避難所直行職員を避難所担当職員に逐次交代させる。 

避難所担当職員は、市民部、環境部、福祉２部、教育１・２部又は市の全職員をもってあて

る。 

(6) 避難者の把握 

避難所担当職員は、住民等を収容した際は、はじめに避難者カードを配り、各世帯単位で記

入するよう指導する。集まった避難者カードを基にして、避難者収容名簿を作成し、支所等、

市民部を通じて市本部に報告する。 

また、避難所開設期間を通じて、事務室を窓口にして避難者の入退所を管理する。 

【資料編 避難者カード】 

(7) 健康・衛生対策等 

市民部は、避難所生活の長期化等により生じる問題に対して、各部・各班と協力して対策を

講じる。 

ア 要配慮者の支援 

高齢者、障害者、妊産婦、外国人、傷病者、乳幼児等の状況とニーズを把握し、コミュニ

ケーション手段、居住環境、健康維持、食事等に配慮した支援に努める。 

その他、「第 18節 要配慮者への対応」による。 

イ し尿対策 

環境部と連携して、断水時にはトイレの使用を禁止し、仮設トイレの設置、管理を行う。そ

の他、第９節の「３ し尿の処理」による。 

ウ 医療、保健衛生対策 

保健医療部と連携して、傷病をかかえた避難者等の治療を行うため巡回医療を行う。また、

避難所での感染症や食中毒の発生を防止するため、施設内のゾーニング、予防接種、健康診

断、衛生指導、相談対応等を行う。 

その他、第９節の「２ 保健活動」第８節の「３ 被災者の健康管理」及びによる。 

エ ペット同伴者対策 

ペット同伴の避難者には、ゲージ等を持参するよう求め、避難所敷地内に飼育スペースを

指定する。動物が苦手な避難者に配慮して、避難所屋内へのペットの持ち込みは禁止し、問

題が生じた場合は環境部を通じて、関係機関にペット対策を要請する。ただし、介助犬は介

助者と同居できる専用スペースを確保し、周囲の避難者に理解と協力を呼びかける。 

その他、第９節の「７ 動物対策」による。 

オ 生活環境対策 

女性や子育て家庭、障害者のニーズ等に配慮しつつ、生活環境の維持、向上を図るための

設備確保、ルールづくり等を行う。 

(ｱ) 季節対策（冷暖房等） 

(ｲ) 女性や障害者への配慮、プライバシー保護（更衣室・授乳室等の確保、間仕切り等） 

(ｳ) トイレ、洗濯、入浴対策（設備確保、利用ルール設定等） 

(ｴ) 子どものための娯楽用品の確保 

(ｵ) 防犯用品の確保及び防犯対策 

(ｶ) 食物アレルギー対策（原材料表示や献立表の掲示等） 
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カ ボランティアの要請 

避難者のボランティアへのニーズをとりまとめ、ボランティアセンターに提出する。 

(8) 避難状況の報告及び記録 

避難所を開設したときは、知事にその旨を報告する。また、各避難所では、避難者名簿等の

記録をとり、要配慮者数、体調不良者数、ライフライン等の状況、避難者数の概況等について

支所(本庁第１管轄及び本庁第２管轄地域は市民部を通じ災害対策本部避難所ブース)へ報告

する。 

市民部は、災害対策本部内避難所ブースと連携し、避難者の氏名や家族構成などの情報を逐

次、コンピュータ等を活用して把握に努めるとともに、広報や問合せに適切に対応する。 

 

５ 避難所等の閉鎖 

閉鎖に当たっては、あらかじめ避難者に対し、閉鎖を予告し、地域的に統廃合し、順次閉鎖をす

るものとする。 

学校施設については、授業再開に必要となる教室等から閉鎖する。 

 

６ 在宅避難者の支援 

市は、市の避難所以外の自宅等での生活を余儀なくされた在宅避難者に対しても避難所滞在者に

準ずる支援に努める。 

(1) 市民部及び情報・運用支援班は、町会・自治会及び自主防災組織等に、在宅避難者や自主的

な避難所の所在確認、在宅避難者等への情報提供、ニーズの把握等を依頼する。 

(2) 経済振興部及び保健医療部は、避難所等を各地区の在宅避難者への支援拠点とし、食料及び

生活必需品の配布、保健師等による巡回健康相談等の実施に努める。 

 

７ 広域一時滞在 

市長（本部長）は、災害により被災者の居住場所を市内に確保できない場合に、災害対策基本法

による他市町村への広域一時滞在を実施する。 

(1) 広域一時滞在の要請 

県内の他市町村の受入が可能と予想される場合は、本市の具体的な被災状況、受入れを要す

る被災者数等を示して当該市町村と協議する。 

また、県内の被災状況等から県外への広域一時滞在が必要な場合は、県に対して他の都道府

県と受入れ協議を行うよう要請する。 

(2) 広域一時滞在の受入 

他市町村又は県から本市への広域一時滞在の受入を要請された場合は、本市も被災している

場合等の理由がある場合を除いてこれを受諾する。 

また、公営賃貸住宅や民間賃貸住宅等を活用して一時滞在用施設を提供し、各部局が連携し

て広域避難者の受け入れに努める。 
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８ 感染症対策 

市は、新型コロナウイルス等の感染症に対する国の指針等を踏まえ、避難者の感染防止対策を実

施する。 

(1) 避難行動の普及 

本部事務局は、平時から感染を防止するための適切な避難行動を市民等に周知しておく。 

(ｱ) ハザードマップによる避難の要否の確認 

(ｲ) 避難時の持出品（マスク、体温計等感染対策用品）の準備 

(ｳ) 避難所以外の避難先（親戚・知人宅、ホテル等）の確保 

(2) 指定感染症や麻しん等、松戸保健所が所在を把握している者の避難 

保健医療部は指定感染症、麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症等、松戸保健所が所在を

把握している自宅療養者とその濃厚接触者について松戸保健所から情報を得て、自宅避難が困

難な場合は避難先を案内する。 

避難先は避難所内に隔離スペースを設ける、又は災対本部が確保した感染者専用の避難所を

案内する。 

(3) ホテル・旅館等の活用 

本部事務局は、指定避難所の過密を防止するため、市内の宿泊施設や研修施設と避難所の協

定を推進する。なお、感染者または濃厚接触者の受け入れの可否についても検討する。 

また、保健医療部はこれらの施設への優先避難者（高齢者、基礎疾患を有する方等）を検討

する。 

(4) 避難所の感染防止 

ア 備蓄、訓練 

本部事務局は、平時から避難所での感染防止に必要な装備や備品を備蓄しておくとともに、

運営職員等が適切な対応を習熟する訓練を実施しておく。 

イ 滞在スペースのゾーニング等 

避難所直行職員は、避難所運営委員会に対して一般の避難者、高齢者や基礎疾患のある方、

妊婦、発熱・咳等の症状がある方、インフルエンザ等の感染症に罹患中の方、その家族等濃

厚接触者等を適切にゾーニングし、動線の分離を図るように指導する。 

洗面所、トイレなど居室以外の場所についても使用場所を固定する等、できる限り生活場

所を分離する。 

ウ 健康管理 

避難所直行職員は、避難所運営委員会に対して受付の際や滞在期間中に、運営職員や避難

者の検温、健康状態の調査を行うように指導する。また、避難者が発症した場合は保健所に

報告し、病院等への移送を要請する。 

また、避難者に何かしらの感染症状が疑われた場合は別室に移す。なお、指定感染症等で

特に隔離が必要な感染症が疑われた場合は直ちに救護本部へ連絡し、指示を仰ぐ。 

エ 衛生確保 

避難所直行職員は、避難所運営委員会に対して避難所内の十分な換気、滞在スペース等の

清掃、消毒を行うほか、食料提供など避難者の各種支援に当たっては衛生管理を考慮した方

法で実施するように指導する。 

また、避難者には、手洗い、咳エチケット、その他の衛生管理を考慮した生活ルールを周

知、徹底する。 
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オ 避難所アセスメントの実施 

感染症の拡大防止のために、発熱、咳、下痢、嘔吐などの症状の発生数を把握する。急激

に有症状者が増加した場合は感染拡大の可能性が高いため、直ちに救護本部へ報告する。 

救護本部では松戸保健所、医師会等と連携し現状を確認するとともに、感染症患者（疑い

者を含む）の隔離や治療などの対策を実施する。 

カ 車中泊等の対策 

浸水等の危険がないグラウンドや駐車場での車中泊による避難は可とし、避難所に滞在す

る避難者と同様の感染防止対策を講じるとともに、エコノミークラス症候群等を防止するた

めの保健指導を行う。 

※上記において避難所直行職員は、逐次避難所担当職員と交代するが、その際、避難所担当職

員は避難所直行職員が行っていた業務を引き続き行うものとする。 
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第８節 応急医療 
【計画の指針】 

○ 災害発生時には市救護本部及び学校救護所を速やかに設置し、千葉県及び関係機関等と連携

して救護活動を行う。 

○ あらかじめ定めている災害医療コーディネーターが、市救護本部長の指揮の下、市内におけ

る救護活動を調整する。 

○ 詳細な活動は、市が策定した「災害時医療救護活動マニュアル」に基づき対応する。 

○ 災害発生後、ただちに情報収集に努め、市内の災害医療協力病院の被災状況、避難所等にお

ける傷病者の人数を確認する。 

○ 重症者等は市内の災害医療協力病院で対応を行い、対応できない場合は、災害拠点病院等に

搬送する。 

○ 軽症者の応急手当、病院前救護所、学校救護所、病院への搬送は、自主防災組織等が中心と

なって行い、救急車・ヘリコプターは重症者の搬送に活用する。軽症者の手当について、地域

において開業している診療所等との連携を図る。 

○ 避難生活が長期にわたる場合は、避難所内で健康相談を実施し、二次的疾患の予防対策を行

う。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 医療救護体制 保健医療部、松戸保健所 

2 医療救護活動 保健医療部、病院１・２班、消防局、(一社)松戸市医師会、(公社)松

戸歯科医師会、(一社)松戸市薬剤師会 

3 被災者の健康管理 保健医療部、病院１・２班、松戸保健所、(一社)松戸市医師会、(公社)

松戸歯科医師会、(一社)松戸市薬剤師会 

 

１ 医療救護体制 

災害発生時には、中央保健福祉センターに松戸市救護本部を設置し、市が策定した「災害時医療

救護活動マニュアル」に基づき県災害医療本部や松戸保健所等と連携して救護活動を行う。 

市内における救護活動は、市救護本部長の指揮の下、あらかじめ定める地域災害医療コーディネ

ーターが調整する。 

市救護本部では、被災地域内における医療機関や学校救護所等の状況や医療ニーズ等の情報を収

集・把握するとともに、市からの要請等に基づき、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ※１・ＪＭＡＴ※

２）及び医療救護班の派遣要請・配置調整、関係機関への支援要請等を行う。 

後方医療を必要とする重傷者等は、災害医療協力病院又は災害拠点病院等に受け入れを要請す

る。また、市内の医療機関の受け入れが困難な場合は、市本部から県に災害拠点病院、県外の医療

機関への受け入れを要請する。 

松戸保健所（保健所）は、連絡調整のため職員を派遣し、学校救護所や避難所等における対応を

支援する。 

※１ ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team）とは、厚生労働省医政局が設立した発災から

48 時間以内の「超急性期医療」を担う専門訓練を受けた医療チームで、災害医療への対応や、

被災地医療の機能回復、フロアマネジメントなどを支援する。（主に災害拠点病院、日本赤十字
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病院に従事する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務を中心とした隊員で構成する。） 

※２ ＪＭＡＴ（Japan Medical Association Team）とは、日本医師会が設立した災害時の「急性期・

亜急性期」の医療活動を目的とした医療チームで、災害の状況により日本医師会が都道府県医師

会を通じて医療関係者を派遣する。 

 

２ 医療救護活動 

(1) 市救護本部の設置 

災害発生時における医療救護活動の全体的な調整や関係機関との連携を図るため、中央保健

福祉センターに医療救護活動を専門的に統括する市救護本部を設置する。  

市救護本部には、健康福祉部長を本部長として、松戸市医師会、松戸歯科医師会、松戸市薬

剤師会、看護協会松戸支部及び健康福祉部の各責任者及び災害医療コーディネーターを設置し、

連携して活動を実施する。  

市救護本部は、震度５強以上の場合又は市救護本部長（健康福祉部長）が必要と判断したと

きに設置できる。 

〈市救護本部の構成等〉 

設置場所 中央保健福祉センター 

本部長 健康福祉部長 

本部員 
松戸市医師会長、松戸歯科医師会長、松戸市薬剤師会長、災害医療コーディ
ネーター 

総合調整部 健康福祉政策課長、医師会（連絡調整担当）、災害時保健活動責任者（市保
健師）、保健医療部員 

医療救護情報部 地域医療課長、保健医療部員 

診療部 (一社)松戸市医師会、(公社)松戸歯科医師会、市立総合医療センター医師、
(公社)看護協会等 

薬剤部 (一社)松戸市薬剤師会 

保健衛生部 健康推進課長、保健医療部員（医療専門職含む） 

〈市救護本部の各部の所掌業務〉 

部 名 業 務 

総合調整部 ・本部長の補佐、資料作成等庶務全般 
・県医療対策本部、市の各対策本部、松戸保健所等との連携 
・医師会長、災害医療コーディネーター等と連携した医療・保健活動に関す

る企画立案、総合調整 
・従事職員の調整（食事、宿泊等の調整含む） 
・外部からの応援人員（医療職団体等）の受援および業務コントロール 

医療救護情報部 

・中央保健福祉センターの開錠 
・医療機関の被害状況、稼動状況等の収集 
・ＥＭＩＳの代行入力 
・病院前救護所、学校救護所の設営、連絡 
・流通備蓄医療資器材の運用 
・本部内必要物品、備品の調達 

診療部 
・医療従事者の確保 
・医療救護班の編成、派遣 

薬剤部 ・医薬品等の調達 

保健衛生部 ・診療部と連携して医療救護班員としての活動 
・避難所のアセスメントおよび保健衛生対策支援 
・巡回健康相談、巡回保健指導（避難所、在宅） 
・福祉 1部、福祉 2部と連携した要配慮者支援 
・感染症対策、衛生対策、健康管理全般 
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(2) 災害医療コーディネーター 

市内全般の救護活動の調整は、災害医療コーディネーター及び医師会長を中心に実施する。 

なお、災害医療コーディネーターは超急性期（72時間以内）の応急医療活動の調整を担当す

る者と応急医療を要しない被災者や在宅医療の医療活動を担当する者を予め指定する。 
(3) 医療救護班の編成  

市救護本部は、学校救護所を配置する場合、松戸市医師会、松戸歯科医師会及び松戸市薬剤

師会から、各学校救護所へ医師、歯科医師、薬剤師、看護師等を派遣し、市職員等と医療救護

班を編成して医療救護活動を実施する。 

必要に応じて、市救護本部を通じ、県災害医療本部及び松戸保健所等に医薬品の供給や応援

を要請する。 

(4) 医療情報の収集 

救護本部は松戸市医師会及び千葉県等の連携のもと、防災行政無線や電話、ＩＰ電話、ＦＡ

Ｘ、ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）等により、医療施設の被害状況や診療機能の

確保状況などの医療に関する情報を収集し、関係機関等との情報共有を図る。 

必要に応じて、ＥＭＩＳの代行入力を行う。 

(5) 病院前救護所の設置と運営 

災害医療拠点病院及び災害医療協力病院の 10 病院は、各病院の災害マニュアル等に基づき

病院前救護所を設置する。松戸市医師会、松戸市歯科医師会、松戸市薬剤師会の各会員（学校

救護所参集指定医師等、自院にて診療継続をする医師等を除く）は病院前救護所へ参集し、ト

リアージ活動、情報共有・伝達等を行う。 

病院前救護所は、病院スタッフ、参集した各会員、ＤＭＡＴ、保健医療部職員により運営す

る。 

(6) 学校救護所の設置と運営 

市救護本部の指示に基づき市内 17 の小・中学校に設置する。ただし、既に傷病者がいる場

合等は本部の指示を待たずに参集と同時に設置する。 

予め指定された松戸市医師会、松戸市歯科医師会、松戸市薬剤師会の各会員および保健医療

部職員が参集し、保健室等にある流通備蓄医療資器材等を用い、トリアージ、軽症者の治療、

重症者等の医療機関への搬送を行う。 

医療救護班長に指定されている医師を中心に参集したスタッフで運営するが、不足する場合

は避難者の中から医療関係者等を募って、体制を強化する。 

〈救護所での活動〉 

病院前救護所 学校救護所 

①トリアージ 

②軽症者の治療 

③中等症、重症者に対する院内受け入れ又

は搬送までの応急処置 

④市救護本部、関係機関との連絡・調整 

①トリアージ 

②軽症者の治療 

③中等症・重症者に対する応急処置 

④受け入れ医療機関への搬送 

⑤ボランティアの要請・調整 

⑥避難者等に対する健康相談 

(7) 傷病者の搬送 

中等症・重症者の病院前救護所までの搬送は救急車等による搬送が望ましいが、困難な状況

においては、自主防災組織、町会・自治会及び事業所(自衛消防組織)などへ協力を呼びかけ、

連携して対応する。 
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災害拠点病院又は県外の医療機関までの搬送は、救急車又はヘリコプターにより行う。 

学校救護所から病院前救護所への搬送は、救急車、公用車、応援車両等を原則とするが、多

数の負傷者の搬送等は災害応援協定によるタクシー、バスによる搬送を、財務班を通じて要請

する。 

【資料編 災害協定一覧】 

(8) 透析患者等への対応 

人工透析等の応急措置が必要な患者は、市内の対応可能な医療機関で対応する。対応が困難

な場合、県を通じて受け入れ医療機関を確保し、車両、ヘリコプター等で搬送する。 

(9) 助産 

通常の分娩については、被災していない市町村の医療機関で受診するよう指導する。胎児及

び妊婦に生命の危険がある場合は、医療機関の対応状況を確認し、困難な場合は、県を通じて

受け入れ医療機関を確保し、救急車又はヘリコプター等で搬送する。 

(10) 医療救護班等の受入れ  

市救護本部は、県から派遣された医療救護班や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ・ＪＭＡＴ）

を速やかに受入れ、傷病者や被災状況、医薬品・医療資機材、各救護所や市救護班の活動状況

に関する情報を共有し、有効な医療救護活動を実施するため、派遣された医療救護班等と調整

を図る。 

(11) 医療用資機材・医薬品等の確保 

救護のための医療器具及び医薬品は、初動対応時には学校救護所での備蓄品を活用すること

とするが、状況に応じて松戸市薬剤師会、各医療機関等に協力を要請する。また、不足する場

合は、松戸保健所及び県災害医療本部に対し医薬品等の供給を要請し、松戸保健所に備蓄して

いる医薬品のほか、千葉県と千葉県医薬品卸協同組合が締結した協定に基づき、速やかに医薬

品の供給を受ける。  

輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、千葉県を通じて赤十字血液センター等に供給を

依頼する。 

 

３ 被災者の健康管理 

(1) 避難所の巡回医療 

保健医療部は松戸市医師会、松戸歯科医師会、松戸市薬剤師会、松戸健康福祉センター等と

の連携のもと、医療救護班を編成して、避難所で巡回医療を行う。 

(2) 避難所の巡回健康相談・保健指導 

保健医療部は被災者の健康状態等の把握、エコノミー症候群の予防、療養相談、精神保健相

談（こころのケア）、栄養相談等のため、三師会と連携して保健師等による避難所の巡回健康

相談を行う。 

また、巡回時に避難所を健康の視点からアセスメントし、必要に応じて感染対策の強化等環

境対策の見直しや巡回医療につなげる。 

(3) 在宅避難者の健康相談・保健指導 

保健医療部は在宅避難者の健康状態の確認および健康相談を行う。在宅避難者の中には要配

慮者もいるため、松戸健康福祉センター、福祉 1部、福祉 2部等と連携を図って実施する。 

(4) 医療職の受援と差配 

保健医療部は災害派遣医療地チーム（ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ）以外の医療職団体（看護協会、
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理学療法士会等）についても受援を行い、巡回医療や巡回相談を調整する。 

(5) 医療情報の提供 

治療可能な医療機関や薬局の情報、市が実施する予防接種や健康診断の再開情報、感染症の

流行状況等について災害広報紙や電子媒体等を用いて住民に提供する。 
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第９節 防疫・清掃・障害物の除去 
【計画の指針】 

災害時には、ライフライン等の機能低下により衛生状態が悪化するほか、避難所となる施設も

公衆衛生上良好な環境とはいえず、感染症や食中毒、その他健康障害が発生するおそれがある。こ

のため、防疫や衛生監視、健康診断等の活動を早期に実施することが重要である。 

また、想定地震が発生した場合、被災家屋の解体・撤去により、市の廃棄物処理能力をはるか

に超える大量のがれき（約 144万トン）が発生する可能性がある。また、ライフラインの停止に

より、下水道処理区域においてもし尿の収集・処理が必要となる可能性がある。このため、災害

廃棄物等の収集、処理体制を早期に確保するとともに、ごみの分別ルールや、仮置場の確保、管

理体制を徹底する必要がある。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 防疫活動 保健医療部、環境部、松戸保健所、(一社)松戸市医師会 

2 保健活動 保健医療部、松戸保健所、(一社)松戸市医師会 

3 し尿の処理 環境部 

4 ごみの処理 環境部 

5 障害物の除去 街づくり部、建設部、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都国

道事務所、江戸川河川事務所 

6 がれき等の処理 環境部、街づくり部 

7 動物対策 環境部、松戸保健所、県動物愛護センター、県獣医師会 

 

１ 防疫活動 

(1) 防疫実施体制 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成 10年法律第 114号）

に基づき、県と協力して防疫活動を行う。 

(2) 防疫活動 

ア 検病調査及び健康診断 

松戸保健所は、（一社）松戸市医師会等の協力を得て避難所等において検病調査及び健康

診断を実施する。保健医療部は、松戸保健所に協力する。 

イ 感染症患者への措置 

感染症の発生動向に通常とは異なる動向が認められる場合は、松戸保健所の行う必要な措

置について協力する。 

〈感染症患者等への措置〉 

① 発生状況、動向及び原因の調査    ② 健康診断    ③ 就業制限 

④ 感染症指定医療機関への入院勧告   ⑤ 消毒等 

ウ 広報活動 

保健医療部は、防疫に関する予防教育及び広報活動の強化に努める。 

エ 消毒の実施 

環境部は、災害により感染症が発生し、又は発生のおそれのある地区に消毒を行う。 

また、自主防災組織等を通じて薬品を配布する。 
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防疫用資器材・薬剤は、市が備蓄するものを使用するが、不足する場合は、松戸保健所、

松戸市薬業協同組合、協定団体から調達する。 

オ 避難所の防疫措置 

環境部は状況に応じて消毒薬剤及び殺虫剤の散布等を行う。 

保健医療部は施設内全体の感染対策の状況確認や、手洗い、咳エチケットの励行などにつ

いて助言・指導する。 

カ 報告 

保健医療部は、感染症の発生状況や防疫活動の状況等を随時松戸保健所に報告する。 

 

２ 保健活動 

(1) 巡回医療 

保健医療部は、(一社)松戸市医師会、(公社)松戸歯科医師会、(一社)松戸市薬剤師会、松戸

保健所等との連携のもと医療救護班を編成して巡回医療を行う。感染症発生等、避難所環境が

懸念される避難所等を優先して巡回する。 

(2) 巡回健康相談・保健指導 

保健医療部は避難所および在宅避難者の健康状態等の把握、エコノミー症候群の予防、療

養相談、精神保健相談、栄養相談等のため、三師会と連携して保健師等による巡回健康相談

を行う。避難所を健康の視点からアセスメントし、必要に応じて巡回医療につなげる。 

(3)予防接種、健康診断の再開 

保健医療部は感染対策、健康管理の点から、医師会等に相談の上、定期予防接種や健康診

断などを早期に再開する。 

また、インフルエンザ等の感染拡大が懸念される場合は松戸保健所と連携し、臨時予防接

種等の措置を検討する。 

(4) 入浴情報の提供 

保健医療部は、入浴施設に関する情報を提供する。 

なお、民間の入浴施設だけではなく、自衛隊が設置する仮設入浴施設についても市本部から

情報を得て、併せて市民へ情報提供する。 

(5) 食中毒等の予防 

保健医療部は、避難所生活等における食中毒予防について指導を行う。食中毒の可能性を察

知した場合は松戸保健所へ報告し、対応について協力する。 

 

３ し尿の処理 

下水道の被災地区（断水の場合含む）では、原則として水洗トイレの使用を禁止し、し尿の排出

量に応じたし尿処理対策を講じる。 

(1) 避難者対策 

地震発生当初、避難所のトイレが使用できない場合は、市の備蓄トイレやマンホールトイレ

（一部の避難所に設置）を使用する。不足する場合は、環境部に仮設トイレの設置を要請する。 

環境部は、応援自治体やレンタル業者等に、避難所等への仮設トイレの設置を要請する。 

(2) 在宅者対策 

自宅に残留する住民は、簡易トイレ等により自宅で処理するため、環境部は、必要に応じて

業者等から簡易トイレを確保し、住民へ配布する。 
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(3) 収集処理体制の確立 

環境部は、し尿処理施設の被害状況、避難所等の仮設トイレの配置状況、収集・搬入道路の

状況等を検討し、許可業者及び松戸環境整備事業協同組合に必要な収集車両及び収集作業員の

確保について協力を要請する。体制の保が困難な場合は、県を通じて（一社）千葉県環境保全

センターにし尿収集の応援を要請する。 

収集したし尿は、し尿処理施設にて処分するが、市で対応できない場合は、｢災害時におけ

る廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定｣に基づき他市町村に応援を要請する。 

 

４ ごみの処理 

(1) クリーンセンターにおける措置 

環境部は、ライフラインの途絶、燃料の供給停止によりクリーンセンターの稼働が停止した

場合、関係市町村と連携し一時保管場所を確保するなどの措置をとるとともに、早期稼働に努

める。 

(2) 処理体制の確立 

環境部は、清掃施設の被害状況、避難場所の状況、道路の状況等をふまえて、ごみ処理実施

体制や方法を決定する。 

ごみの収集等は、委託業者が実施するが、対応できない場合は、他市町村及び関係団体に応

援を要請する。 

(3) その他 

ア 排出ルール等 

必要に応じて、被災地区に仮集積所を開設し、町会・自治会に分別や排出ルールの徹底、

衛生管理等の協力を求める。また、災害ボランティアセンター等を通じて、災害ごみの排出

に協力する災害ボランティアにも周知する。 

イ 仮置場の確保 

ごみが大量の場合は、処理前に一時保管等を行える広さ、搬入・搬出の利便性、汚水対策

等に優れた仮置場を確保する。 

 

５ 障害物の除去 

(1) 道路・河川障害物の除去 

各道路管理者は、道路管理者間、警察と連携して、管理区域内の道路について路上障害物の

状況を把握する。自動車、遺体等の特殊なものを除き、緊急輸送道路・災害時重要路線を優先

して、障害物を除去する。 

各河川管理者は、河川における流下障害物の状況を把握する。二次災害の危険性がある場合

は、障害物の除去や排水等を行う。 

建設部は、災害協定団体等の協力を得て実施するほか、状況に応じて消防団の協力を得るも

のとする。また、街路樹の除去については、街づくり部と協力して実施する。 

【資料編 緊急輸送道路・災害時重要路線図】 

【資料編 災害協定一覧】 

(2) 住居障害物の除去 

街づくり部は、住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木などで日常生活に欠くことのできな

い場所に運び込まれた障害物に限り、応急的に障害物を除去する。市で処理不可能な場合は、
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近隣市町村、県、国、その他関係機関の応援を得て実施する。 

災害救助法による住宅関係の障害物除去の対象者は、次のとおりである。 

〈障害物除去の対象者〉 

① 当面の日常生活が営み得ない状態にある者 

② 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者 

③ 自らの資力をもってしては障害物の除去ができない者 

除去作業は、災害協定団体等に要請する。なお、他の所有者の敷地内で作業を行う必要があ

るときは、可能な限り所有者の同意を得る。 

(3) 災害廃棄物、堆積土砂等の一体除去 

災害等廃棄物処理事業（環境省）、堆積土砂排除事業（国土交通省）を適用し、家屋内のが

れき・流木・災害ごみが混在した土砂の除去、宅地内からの流木混じり土砂・ガレキ混じり土

砂の除去、周辺街路等の流木混じり土砂等の除去を一体的に行う場合、街づくり部、建設部、

環境部が連携して被災者の申請窓口を一本化するなど総合的な処理を推進する。 

 

６ がれき等の処理 

(1) 処理量の予測・対象等 

大量のごみ、除去障害物、がれき等が発生した場合、環境部は「松戸市震災廃棄物処理計画」

に基づいてその発生量を推計し、処理体制を確保する。 

なお、市のみで処理体制を確保できない場合には、「地震等大規模災害時における災害廃棄

物の処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する

協定」に基づき、民間事業者の協力を要請する。 

また、被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度が「全壊」又は「解体」に該当

する世帯に対しては、民間事業者の紹介等を行う。ただし、災害等廃棄物処理事業が適用され

る場合は解体住家の運搬及び処分を市が実施し、さらに、大規模な災害等により被災住家の解

体について国の事業が適用される場合は、住家の解体においても市が実施する。 

(2) 仮置場の確保 

がれきの選別や一時保管等を長期間行える広さ、搬入・搬出の利便性、汚水対策等に優れた

仮置場（候補：公園やスポーツ施設等の公有地等）を確保する。 

(3) 処理体制 

ア 推計したがれき量から、必要な運搬・処理体制を検討し、分別、再利用・再資源化に留意

し、適切な方法で処理する体制、資器材を確保する。 

イ アスベスト等の有害物については、汚染物質の発生を防ぎ、適正に処理する。 

ウ 処理が長期に渡る場合は、進行管理計画を策定し、計画的に処理を行う。 

エ 環境大臣が廃棄物処理特例地域に指定した場合、本部長（市長）は災害廃棄物処理の代行

を国に要請することができる。 

 

７ 動物対策 

(1) 死亡獣畜の処理 

環境部は、家畜の死亡が確認された場合は、松戸保健所の指導により、死亡した家畜等を処

理する。 
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(2) 放浪動物への対応 

環境部は、飼い主の被災により遺棄又は逃げ出したペット等が発生した場合は、松戸保健所、

県動物愛護センターと協力して保護する。危険動物が逃亡した場合は、人的危害を防止するた

め、飼養者、警察等と連携し必要な措置を講ずる。 

(3) ペットへの対応 

避難時のペットの保護及び飼養は、原則として動物の管理者が行う。 

ペットと避難所へ同行避難する場合、飼い主はペットの飼育に責任を持ち各避難所運営ルー

ルに基づき対応する。 

避難所等での生活が長期化し、避難生活に支障となるペット問題が生じた場合は、松戸保健

所及び(社)千葉県獣医師会等と取り扱いについて協議する。関係団体がペットの救護所等を設

置する場合は、公共用地を提供するとともに、その旨を避難者に広報する。 
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第１０節 行方不明者の捜索・遺体の処理 
【計画の指針】 

○ 行方不明者の捜索、遺体の処理を迅速に行うため、優先して必要な人員を増員する。 

○ 多数の死亡者が発生した場合は、１日以内に遺体安置所を設置し、必要な物品等を確保する。 

○ 警察署、消防局、消防団と連携して行方不明者、死亡者の情報収集を行い、早期に遺族に引

き渡すことができるようにする。 

○ 火葬許可証の早期交付や市有車両、関係機関による搬送手段の確保など、必要に応じて被災

者遺族への支援を行う。 

○ 各対策は、災害救助法が適用された場合は、千葉県が行い、市はこれを補助する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 行方不明者の捜索 消防局、警察署、消防団 

2 遺体の処理 保健医療部、警察署、日本赤十字社千葉県支部、(一社)松戸

市医師会、(公社)松戸歯科医師会 

3 遺体の埋火葬 保健医療部 

 

１ 行方不明者の捜索 

(1) 行方不明者情報の収集 

災害により行方不明の状態にある者（周囲の事情により死亡していると推定される者を含

む）を対象として捜索活動を実施する。 

なお、捜索活動については、災害救助法の適用、住家の被害状況及び原因を問わず実施する

ものとする。 

本部事務局は、次の情報を整理・活用して、警察、自衛隊等の捜索を行う機関と連携する。 

ア 警察署等が保有する行方不明者情報 

イ 通報や相談窓口等で受け付けた行方不明者情報 

ウ 避難所、学校救護所、遺体安置所、医療機関等の収容者情報 

エ 避難行動要支援者の安否確認情報  

オ 関係部局が保有する市民情報（住民基本台帳） 

(2) 捜索 

消防局及び消防団は、行方不明者名簿に基づき捜索活動を行う。警察署、自衛隊に協力を要

請して捜索活動を実施する。 

行方不明者を発見し、すでに死亡していると認められるときは、警察官の検視（見分）を受

ける。捜索の期間は、災害発生の日から 10日以内とする。10日を経過してもなお捜索を要す

る場合には、知事へ捜索期間の延長について申請する。 

 

２ 遺体の処理 

(1) 遺体処理の対象 

保健医療部は、次の場合に遺体の処理を行う。 
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ア 災害による社会混乱のため遺体の処理を行うことができない場合 

イ 死体取扱規則（昭和 33年国家公安委員会規則第４号）、刑事訴訟法第 229条（検視）、検

視規則（昭和 33 年国家公安委員会規則第３号）に基づき、警察官の遺体検視（見分）終了

後、警察当局から遺族又は市の関係者に引渡された後の必要な遺体の処理をする場合 

(2) 遺体安置所の設置 

保健医療部は、遺体の検案、安置等を行うため、北山会館（市斎場）に遺体安置所を開設す

る。棺、ドライアイス等必要な資器材は、協定団体から確保する。 

【資料編 災害協定一覧】 

(3) 遺体の調査、検視（見分） 

警察署は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律、死体取扱規則に基

づき遺体の調査、検視（見分）を行う。 

身元が不明の場合は、住民、報道機関等の協力を得て、身元や身元引受人を調査する。 

(4) 遺体の搬送 

遺体安置所等への遺体搬送は、警察署、消防局、消防団、遺族又は自主防災組織等が協力し

て実施するが、困難な場合は、市有車両、自衛隊等の搬送可能な車両により搬送する。 

(5) 遺体の処理 

保健医療部は、市に引き渡された遺体の検案等の処理を手伝う。検案医師は、県、日赤千葉

県支部、(一社)松戸市医師会、(公社)松戸歯科医師会等に出動を要請して確保する。 

遺体の処理は、遺体安置所で行い、処理が終了後に遺族へ引き渡す。 

被害状況により市で処理不可能な場合は、国、県、近隣市町村及びその他関係機関の応援を

得て実施する。 

〈遺体の処理項目〉 

① 遺体の洗浄、縫合

消毒等の処理 
遺体識別のための洗浄、縫合、消毒等の措置 

② 遺体の一時保存 
身元が識別されない遺体又は短期日の間に埋火葬することが困

難な場合には、そのまま一時保存する。 

③ 検案 遺体の死因その他の医学的検査をする。 

 

３ 遺体の埋火葬 

(1) 埋火葬の対象 

市は、次の場合に埋火葬を行う。 

ア 災害時の混乱の際に死亡した者 

イ 災害のため埋火葬を行うことが困難な場合 

(2) 埋火葬の受付 

保健医療部は、遺体安置所又は災害相談センターで埋火葬許可書を発行する。 

(3) 埋火葬 

遺体は松戸市斎場で火葬する。使用できない場合又は火葬能力を上回る場合は、「千葉県広

域火葬計画」に基づいて他市町村の火葬場で対応するよう広域応援要請を行う。 

また、遺族では遺体の搬送が困難なときは、葬儀業者、自衛隊等に協力を要請する。 

(4) 身元不明者の遺骨・遺留品の取り扱い 
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遺体安置所に一時保管した遺骨及び遺留品は、台帳を作成して一定期間公示し、引き取り人

がある場合は、身元確認の上引き渡す。 

引き取り人の無い身元不明者の遺骨は、遺留品とともに、「行旅病人及行旅死亡人取扱法施

行細則」（平成８年規則９号）により扱い、市納骨堂に保管する。 
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第１１節 生活支援 
【計画の指針】 

〈給水〉 

○ 初期の給水は、病院、救護所等の重要施設を優先して緊急給水を行い、市民は各家庭の備

蓄飲料水で対応することを原則とする。 

○ 給水車等の応援体制が整うまでは、給水場、井戸、貯水槽及び緊急遮断弁付き受水槽へ市

民、自主防災組織、町会・自治会等が飲料水を取りにくることを基本とする。 

○ 千葉県や周辺市町村、全国からの応援体制ができしだい、避難所、公園に給水拠点を拡大

し給水活動を行う。 

〈食料の供給〉 

○ 災害発生３日目までは、家庭内備蓄、市等の備蓄食料で対応する。 

○ 避難生活が４日以上に及ぶ場合は、協定に基づき市内大型店に食料の調達を要請して避難

所に供給する。 

○ 自主防災組織（避難所運営委員会）から自主的に炊き出しの申し出がある場合は、ガスボ

ンベ、調理器具、食材等の供給支援を行う。 

〈生活必需品等の供給〉 

○ 災害発生３日目までは、家庭内備蓄、市等の備蓄物資で対応する。 

○ 避難生活が４日以上に及ぶ場合は、協定に基づき市内大型店に物資の調達を要請して避難

所に供給する。 

○ 全国からの救援物資は物資集積場所を設置して、被災者に供給する体制をとる。ただし、

企業・団体からの救援物資のみ受け付けることを原則とする。 

○ 各対策は、災害救助法が適用された場合は、千葉県が行い、市はこれを補助する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 給水 水道部、県企業局 

2 食料の供給 経済振興部、市民部、福祉１・２部、調査班、情報・運用支

援班 

3 生活必需品の供給 経済振興部、市民部、福祉１・２部、調査班 

4 救援物資の受け入れ 経済振興部 

5 物資集配拠点の運営 経済振興部、教育１部 

 

１ 給水 

(1) 水源の確保 

水道部は、浄水場、配水場、防災用井戸、耐震性貯水槽、緊急遮断弁付き受水槽又は防災

協力民間井戸等を水源とし、飲料水の確保に努める。また、県企業局は「水道局震災対策基

本計画」に基づき、飲料水を確保する。 

【資料編 防災用井戸・耐震性貯水槽一覧】 

【資料編 防災協力民間井戸一覧】 
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(2) 水源の水質検査及び保全 

水道部は、確保した水源の水が飲料水に適するかどうかの検査及び消毒等による水質保全

に努める。 

また、防災協力民間井戸については、水質検査のできる事業者に検査を依頼する。 

(3) 家庭内備蓄の活用 

地震発生当初は、病院、救護所等の重要施設への給水を優先するため、住民は家庭で備蓄

する飲料水で対応することを原則とする。 

(4) 給水活動の準備 

水道部は、次のように給水活動の準備を行う。 

〈給水活動の準備〉 

活動計画の作成 ○給水所（避難所等） ○給水ルート      ○給水方法 

○給水量       ○広報の内容・方法等  ○人員配置  

○資器材の準備    ○水質検査 

給水資器材の確保 給水車（不足するときは自衛隊、他水道事業体に要請） 

備蓄品（不足するときは業者から確保） 

応援要請 自衛隊、他水道事業者 

〈目標給水量〉 

時  期 １日あたり目標量 主な用途 

地震発生～３日目 １リットル／人 飲料（生命維持に最小限必要） 

４日目～10日目 20リットル／人 
飲料、水洗トイレ、洗面等 

（日周期の生活に最小限必要） 

11日目～21日目 100リットル／人 
飲料、水洗トイレ、洗面、風呂、シャワー、 

炊事等（数日周期の生活に最小限必要） 

22日目～ 250リットル／人 ほぼ通常の生活（若干の制約はある） 

(公財)水道技術研究センターによる 

農林水産省「家庭用食料品備蓄ガイド」による 

(3) 給水方法 

ア 直接給水 

防災用井戸、飲料水兼用耐震性貯水槽、緊急遮断弁付き受水槽、防災協力民間井戸等では、

当該施設で、被災者に直接給水する。 

イ 搬送給水 

配水場で、給水車等（トラックに積載する給水タンク、ポリエチレン容器、簡易水槽等を

含む）に給水して、給水所へ搬送し、被災者等に配布する。 

搬送容器が不足する場合は、県及び関係機関に要請するほか、市内事業者との協定により、

搬送車両等を確保する。 

【資料編 災害協定一覧】 

ウ 給水順位 

学校救護所及び応急給水重要施設（医療機関、社会福祉施設等）等、緊急性の高いところ

から、災害の状況を考慮して給水する。 

【資料編 応急給水重要施設（災害医療協力病院含む）一覧】 



第３章 災害応急対策計画   第 11節 生活支援 

震-123 

エ 仮設給水栓の設置 

水道施設の復旧に応じて、仮設給水栓、消火栓を活用した給水栓を設置する。 

 オ 県企業局の協力 

県は水道部と連携して、県営水道区域の給水確保のため次の協力を行う。 

(ｱ) 給水車等への注水 

(ｲ) 重要施設（医療施設、福祉施設及び救護所等）への給水協力 

(ｳ) 仮配管、仮設給水栓の設置 

(ｴ) 備蓄水の容器の取扱い等、住民への安全対策指導 

(4) 応援要請等 

「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県内水道事業体等に応援を要請するほか、市内

事業者との協定により、搬送車両等を確保する。 

【資料編 災害協定一覧】 

(5) 広報 

拠点給水、搬送給水による給水体制について広報を行う。 

また、家庭の備蓄水について、水質の変化、保存期間に十分に留意し、使用に際しては、煮

沸又は滅菌するよう周知する。 

 

２ 食料の供給 

(1) 家庭内備蓄、市備蓄の活用 

地震発生当初は、家庭内備蓄、市の備蓄食料で対応することを基本とする。 

(2) 需要の把握 

食料の支給対象者は、次のとおりとする。 

経済振興部は、市民部（避難所収容者）、福祉１・２部（福祉避難所等収容者）、調査班（在

宅被災者）、情報･運用支援班（災害応急対策活動従事者）等と連携して、支給対象者を把握し、

配食計画（数量、メニュー等）を作成する。 

〈食料供給の対象者〉 

① 避難所に収容された者 

② 住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊等があって炊事のできない者 

③ 旅行者、滞在者、通勤通学者で他に食料を得る手段のない者 

④ 施設で調理することができない社会福祉施設等の入所者 

⑤ 災害応急対策活動従事者 

(3) 食料の調達 

経済振興部は、必要がある場合、協定団体等から食料を調達する。 

調達食料は、弁当、パン、牛乳、ジュース等とし、できる限り災害時要配慮者に適した供給

ができるように配慮する。乳幼児に対しては、原則として、粉ミルク販売業者等からの調達に

よる粉ミルク（調整粉乳）とする。 

協定団体等からの調達が困難な場合は、県、全国市長会に供給を要請する。また、災害救助

用米穀の供給について、県と連絡がつかない場合は、「米穀の買入れ、販売等に関する基本要領」

に基づいて農林水産省政策統括官に対し、政府所有米穀の緊急引渡しを要請する。 

【資料編 災害協定一覧】 
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(4) 食料の輸送、供給 

食料の配給は避難所で行うこととし、経済振興部は、調達業者に各避難所への個別配送を要

請する。また、各避難所への配給品目、数量等は市民部（避難所担当）、福祉１・２部（福祉

避難所担当）と連携して決定する。 

物資集配拠点（５の(1)参照）に受け入れた物資は、災害協定を締結した輸送業者等に避難所

までの輸送を要請する。また、集配拠点における仕分けなどの対応に当たっては、ボランティ

アや民間事業者等の協力の下、円滑に実施できるよう努める。  

避難所内での配布は、避難所運営委員会にて円滑な配布を実施する。 

(5) 炊き出し 

避難所運営委員会や自主防災組織、町会・自治会等から炊き出しの要望があった場合には、

各主体が自主的に行うことを原則として対応する。 

炊き出しのための燃料、調理器具、食材等は、防災倉庫や協定締結機関等から調達する。ま

た、状況に応じて、自衛隊、日本赤十字社奉仕団等に炊き出しの支援を要請する。 

炊き出しに当たっては、食品衛生や食中毒の防止等に十分注意するように指導する。 

 

３ 生活必需品の供給 

(1) 家庭内備蓄、市備蓄の活用 

地震発生当初は、家庭内備蓄、市の備蓄物資で対応することを基本とする。 

(2) 需要の把握 

生活必需品の支給対象者は、次のとおりとする。 

〈生活必需品の対象者〉 

住家の被害が全壊（焼）、半壊（焼）等であって次に掲げる条件を満たす者 

① 被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者 

② 被服、寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

経済振興部は、市民部（避難所収容者）、福祉１・２部（福祉避難所等収容者）、調査班（在

宅被災者）と連携して、支給対象者を把握し、支給計画（数量、品目等）を作成する。 

(3) 物資の調達 

経済振興部は、必要がある場合、協定団体等から次のものを調達する。また、協定団体等か

らの調達が困難な場合は、県に要請する。 

〈生活必需品の例〉 

① 寝  具……タオルケット、毛布、布団等 

② 外  衣……普通衣、作業衣、婦人服、子供服等 

③ 肌  着……シャツ、パンツ、靴下、ブラジャー等 

④ 身回り品……タオル、手拭い、運動靴、傘等 

⑤ 炊事用具……鍋、炊飯器、包丁、コンロ、バケツ等 

⑥ 食  器……茶碗、汁碗、皿、はし、スプーン等 

⑦ 日 用 品……石鹸、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、歯ブラシ、歯磨、 

生理用品、紙おむつ等 

⑧ 光熱材料……ライター、携帯型ライト、灯油等 

【資料編 災害協定一覧】 
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(4) 物資の管理 

調達した生活必需品は、物資集配拠点（５の(1)参照）にて受け入れ、関係事業者やボランテ

ィア等の協力を得て、種類や数量などの適正な管理に努める。  

(5) 物資の輸送、配給 

生活必需品の搬送は、供給先の避難所まで生活必需品供給業者に要請する。 

避難所へ直接輸送できない場合は物資集配拠点に受け入れた後、災害協定を締結した輸送業

者等に避難所までの輸送を要請する。 

集配拠点における仕分けなどの対応に当たっては、ボランティアや民間事業者等の協力の下、

円滑に実施できるよう努める。  

避難所等での配布は、避難所生活運営委員会が実施する。 

 

４ 救援物資の受け入れ 

(1) 救援物資の要請・受け入れ 

救援物資の要請は、必要に応じ災害対策本部事務局が関係部署と連携して行う。救援物資は

登録制とし、経済振興部が受け入れを行う。 

ア 全国への要請 

備蓄や調達、応援要請によっても応急物資が不足すると判断した場合には、テレビ、ラジ

オ、新聞等マスコミ機関を通じて全国へ救援物資の要請を行う。救援物資の要請は、必要と

する物資の内容、量、送付方法等について情報を提供し、物資が充足した時点で、要請の打

ち切りを、マスコミ等を通じ情報提供する。 

なお、救援物資の受け入れは、企業、団体からの大口の物資のみとすることを原則とする。 

イ 日本赤十字社への要請 

日本赤十字社に義援品の要請を行う場合、受付、整理、配布は、救援物資と同様に行う。 

 

５ 物資集配拠点の運営 

(1) 物資集配拠点 

食料、生活必需品、救援物資等、調達先から各避難所等へ直接配送できない物資は、物資集

配拠点に受け入れる。 

経済振興部及び教育１部は、南部市場、松戸運動公園、森のホール 21に物資集配拠点を設置

し、災害協定を締結した物流事業者の協力を得て物資の受け入れ、管理、仕分けを行う。 

災害対策本部は、受け入れ予定について、経済振興部と情報を共有し、仕分け作業は関係事

業者やボランティアの協力を得て行う。 

財務班は、避難所等への供給のためのトラック等の手配や物資輸送を、災害協定を締結した

輸送業者等に要請する。 

(2) プッシュ型による供給への対応  

壊滅的な被害を受けたことにより市の行政機能が低下し、物資の支援要請を行う余力がない

と推測される場合、県は市からの要請を待たずに需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生

活必需品等を送り込む「プッシュ型」の供給を行う。 

市は、「プッシュ型」の供給に対応できる体制及び物資集配拠点等をあらかじめ整備する。 
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第１２節 二次災害の防止 
【計画の指針】 

地震発生後３日以内を目標に避難所、病院等の災害拠点施設の応急危険度判定（第一次）を行

い、続けて共同住宅、戸建て住宅の応急危険度判定（第二次）、被災宅地の危険度判定を実施す

る。 

二次災害を防止するため、がけ地の危険防止、危険物施設等対策、放射性災害対策を実施する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 被災建築物の応急危険度判定 街づくり部、(社)千葉県建築士会、(社)千葉県建築士事務所協

会 

2 被災宅地の危険度判定 街づくり部 

3 がけ地の危険防止 消防局、建設部、街づくり部、本部事務局、県東葛飾土木事

務所 

4 危険物施設等対策 消防局、県 

5 放射性災害対策 環境部、消防局、消防団 

 

１ 被災建築物の応急危険度判定 

松戸市被災建築物応急危険度判定実施要綱に基づいて、次のように実施する。なお、市内で震

度５弱以上を観測した場合は、市の建築職員が被害状況を考慮して建築物の危険度判定を行う。 

(1) 判定実施体制 

街づくり部は、建物の倒壊や、敷地の崩壊等の危険性が市本部に報告された場合、市本部長か

らの要請に基づいて、松戸市被災建築物応急危険度判定実施本部を設置し、必要な判定資器材、

ステッカー、調査区域の分担などの準備を行う。 

また、県、(社)千葉県建築士会及び(社)千葉県建築士事務所協会の協力を得て応急危険度判定

の有資格者を確保する。 

(2) 判定要領 

判定は、「松戸市被災建築物応急危険度判定実施要綱」（松戸市街づくり部建築指導課）に基

づき目視点検により行う。判定の結果は、「危険」「要注意」「調査済」に区分し、建物の入り口

に判定結果を色紙で表示する。 

判定は、避難所、病院等の重要施設を優先的に行い（第一次）、次いで共同住宅、戸建て住宅

の危険度判定（第二次）を実施する。 

 

２ 被災宅地の危険度判定 

被災した宅地の二次災害を防止し、住民の安全を図るために被災宅地の危険度判定を行う。 

街づくり部は、市役所に被災宅地危険度判定実施本部を設置し、県を通じて被災宅地危険度判定

士の確保を要請する。判定は、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」（被災宅地危険度判定連

絡協議会）等に基づき行い、判定の結果はステッカー等で表示する。 

また、施設等に著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や住民に連絡すると

ともに、必要に応じ適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。 
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３ がけ地の危険防止 

がけ地は、県東葛飾土木事務所の支援を受けて応急点検を行う。亀裂や一部崩壊が発生した場合

は、災害協定団体等に協力を依頼し、土砂の撤去、二次災害防止のためシート等による防護等を行

う。 

また、点検結果により周辺に危険が及ぶおそれがある場合は、避難勧告又は指示を行う（※第７

節の「１ 避難の勧告・指示等」参照）。 

 

４ 危険物施設等対策 

(1) 施設の点検、応急措置 

危険物施設、高圧ガス施設、毒物劇物施設等の管理者は、爆発などの二次災害防止のため、施

設の点検、応急措置を行う。消防局及び県は、必要に応じて立入検査を行う。 

(2) 避難及び立入制限 

危険物施設等の管理者は、爆発などによって大きな被害が発生するおそれのある場合は、速や

かに防災関係機関や住民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。 

また、必要に応じて被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。 

 

５ 放射性災害対策 

(1) 施設の点検、応急措置 

放射性物質（放射性同位元素）を利用・保管する施設の管理者は、放射性物質の漏えいを防止

するため、施設の点検応急措置、環境監視などを実施する。 
(2) 避難及び立入制限 

放射性物質（放射性同位元素）を利用・保管する施設の管理者は、施設の倒壊などによって放

射性物質による被害が発生するおそれのある場合には、速やかに防災関係機関や住民に連絡する

とともに、適切な避難対策を実施する。 
消防局長又は消防署長及び市長（本部長）は、必要に応じ被災施設及びその周辺の危険区域へ

の立入制限を実施する。 
なお、消防団は、消防局と連携し、現場からの距離を置き支援活動に従事する。 
 
 
 



第３章 災害応急対策計画   第 13節 災害派遣・応援要請 

震-128 

第１３節 災害派遣・応援要請 
【計画の指針】 

大地震は、地域の行政や住民の災害対策能力をはるかに超える事態となる可能性がある。 

このため、大規模な災害が予想されるときは、優れた能力と技術を有する機関への応援を早

急に求める。また、応援の受入体制を迅速に確立し、応援隊の待機時間をなくすとともに、応

援隊の専門技術等を活かすように配置する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 受援体制の確立 本部事務局、情報･運用支援班、各部 

2 自衛隊の災害派遣要請・受入れ 本部事務局、情報･運用支援班 

3 自治体等への応援要請 本部事務局、情報･運用支援班 

4 消防の広域応援要請 本部事務局、消防局 

5 水道・下水道事業体の相互応援 水道部、建設部 

6 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）

の派遣要請 
本部事務局 

 

１ 受援体制の確立 

大規模災害の場合、市は松戸市災害時受援計画に基づいて人的支援及び物的支援の受入体制を

確立する。 

(1) 人的支援の受入体制 

災害対策本部に受援本部を設置し、各部と連携した人的支援の受入体制を確立する。 

また、あらかじめ選定した受援対象業務については、松戸市災害時受援計画に定める受援シ

ートを活用して受入体制の確保、応援団体との情報共有、業務の進行管理を行う。 

〈人的支援の受援体制〉 

受援本部 受援にかかる全体調整 

各

部 

統括課 受援にかかる部内の調整、受援本部との連絡調整 

受援課 
指揮命令者 応援団体の職員・従業員に対する受援業務の指揮命令 

受援担当者 応援団体の職員・従業員との情報共有、活動環境の整備等 

 (2) 物的支援の受入体制 

経済振興部に物資対策本部を設置し、物資集配拠点、避難所、支援物資の供給団体、輸送事

業者等と連携した物資の受入体制を確立する。 

(3) 広域防災拠点との連携 

県は被災状況等に応じて広域防災拠点に指定している施設から救援部隊等の受入れ施設を開

設することから、市はこれらの広域防災拠点と連携した受け入れ体制を確保する。 

ただし、消防は松戸市消防局受援計画に基づくものとする。 
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〈広域防災拠点（東葛・葛南ゾーン）の現況〉 

種別 予定施設 備考（用途） 
広域活動拠点等 
（救援部隊の受入れ） 

陸上自衛隊松戸駐屯地 
海上自衛隊下総航空基地 
市営陸上競技場 
大堀川防災レクリエーション公園 
県立柏の葉公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防 
警察 

市内宿営場所予定地※ 松戸市消防訓練センター  
千駄堀多目的スポーツ広場  
２１世紀の森と広場西駐車場 

関係機関 
関係機関 
関係機関 

災害拠点病院等  
（DMAT の受入れ、重傷
者の航空機搬送等） 

船橋市立医療センター 
東京歯科大学市川総合病院 
順天堂大学医学部附属浦安病院  
松戸市立総合医療センター 
東京慈恵会医科大学附属柏病院  
東京女子医科大学附属八千代医療センター 
東京ベイ・浦安市川医療センター 
千葉県済生会習志野病院 
千葉西総合病院 
海上自衛隊下総航空基地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
航空搬送拠点 

広域物資拠点（物資の
管理、市の物資集積拠
点への輸送） 

民間営業倉庫  

広域災害ボランティア
センター 

西部防災センター 東葛飾広域災害ボラ
ンティアセンター 

※松戸市消防局受援計画に基づく拠点 

 

２ 自衛隊の災害派遣要請・受入れ 

(1) 災害派遣要請 

市長（本部長）は、人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、知事に対して自衛

隊の災害派遣要請を依頼する。 

(2) 派遣要請の手続き 

市長（本部長）が知事に対して災害派遣要請を依頼するときは、次の事項を明記した文書を

もって行う。 

ただし、緊急を要する場合において文書をもってすることができないときは、電話等で依頼

し、事後速やかに文書を送達する。 

また、通信の途絶等で知事に要求できないときは、直接最寄りの駐屯地司令等の職にある部

隊の長に通知し、事後、所定の手続きを行う。 

本部事務局は、これらの手続きを実施する。 

〈災害派遣要請の手続き〉 

連 絡 先 県防災危機管理監 

要請事項 

① 災害の情況及び派遣を要請する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ 連絡場所、連絡責任者、宿営地の状況等その他参考となるべき事項 
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〈緊急時の最寄り連絡先〉 

部隊名 

連絡責任者（時間外） 

陸上自衛隊需品学校【松 戸】 

企画室副室長（駐屯地当直司令） 

連絡先 

時間内 8:00～17:00（時間外） 

電話 047-387-2171 内線 202､203（302） 

県防災行政無線 636-721、当直 636-723 

(3) 受入体制 

情報･運用支援は、自衛隊の災害派遣要請を依頼した場合、作業計画を作成し、次のような受

入体制を整える。 

〈自衛隊の受入体制〉 

項 目 内 容 

作業計画の作成 ① 作業箇所及び作業内容 

② 作業箇所別必要人員及び必要機材 

③ 作業箇所別優先順位 

④ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

⑤ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資器材の準備 必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係のあ

る管理者の了解を速やかに取りつけるよう事前に配慮する。 

自衛隊集結候補地 陸上自衛隊松戸駐屯地、江戸川河川敷 

交渉窓口 ① 連絡窓口を一本化する。 

② 自衛隊からの連絡員の派遣を要請する。 

(4) 自衛隊の派遣活動 

知事が自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のため必要で

あり、かつやむを得ない事態と認められるもので、他に実施する組織等がない場合とし、概ね

次のとおりとする。 

〈自衛隊の支援活動〉 

項 目 活 動 内 容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、

被害の状況を把握する。 

避難の援助 
避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要が

あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索

救助 

行方不明者、傷病者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優

先して、捜索救助を行う。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水

防活動を行う。 

道路又は水路の

啓開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓

開、又は除去に当たる。 

消防活動 

火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が

必要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火に当たる

が、消火薬剤等は、通常県又は市等が提供するものを使用する。 

応急医療、救護、

防疫 

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常

県又は市等の提供するものを使用するものとする。 

人員及び物資の 救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸
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項 目 活 動 内 容 

緊急輸送 送を実施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を

要すると認められるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

物資の無償貸付

又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令（昭

和33年総理府令第１号）」に基づき、被災者に対し生活必需品等を

無償貸与又は譲与する。 

危険物の保安及

び除去 

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及

び除去を実施する。 

その他 
その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについ

ては、所要の措置をとる。 

(5) 自衛隊の自主派遣 

自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事の要請を待ついと

まがないときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することができる。 

〈自衛隊自主派遣の判断基準〉 

① 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収

集を行う必要があると認められること 

② 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められ

る場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること 

③ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助

に関するものであると認められること 

④ その他災害に際し、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまが

ないと認められること 

(6) 経費の負担区分 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として市が負担するものとする。ただし、他市町村

にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町村長が協議して定める。 

ア 派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備に係るものを除く）等の購

入費、借上料及び修繕費 

イ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 

ウ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等 

エ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市が協議する。 

(7) 撤収要請依頼 

災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、市長（本部長）は、

知事及び派遣部隊の長と協議の上、知事に対して派遣部隊の撤収要請を依頼する。 

 

３ 自治体等への応援要請 

(1) 被災市区町村応援職員確保システムの活用 

被災市区町村応援職員確保システムにより他の市区町村職員による災害マジメント等の対ロ

支援を確保する場合は、対口支援団体の決定前においては県を通じて総務省へ、対口支援団体

の決定後においては対口支援団体へ、総括支援チーム※の派遣を要請する。 

※災害マネジメント総括支援員（災害対応に関する知見を有し、地方公共団体における管理職の経



第３章 災害応急対策計画   第 13節 災害派遣・応援要請 

震-132 

験などを有する者）と災害マネジメント支援員（避難所運営業務や罹災証明の交付業務などの災

害対応業務に関する知見を有する者）など数名で構成し、被災市区町村長の指揮下で災害マネジ

メントを総括的に支援するチーム。 

(2) 県への応援要請 

市長（本部長）は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知

事に対し、応援の要求及び応急措置の実施の要請を行う。 

県は災害即応体制時から、あらかじめ選定した職員を情報連絡員として市に派遣し、被害や

災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を収集するため、市は情報連絡員の受け入れ、

連絡調整を円滑、適切に行う。 

(3) 指定地方行政機関等への応援要請 

市長（本部長）は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関

もしくは特定公共機関（指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して市域に

係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限って内閣総理大臣

が指定するもの）の長に対し、職員の派遣要請、又はその派遣について知事に対しあっせんを

求める。 

〈県、指定地方行政機関等への要請手続き〉 

種 別 県への応援要請 指定地方行政機関等への応援要請等 

要 請 先 県防災危機管理監 指定地方行政機関又は特定公共機関 

（あっせんを求める場合は県） 

要請内容 ①災害の状況 

②応援を必要とする理由 

③応援を希望する物資等の品名、数量 

④応援を必要とする場所・活動内容 

⑤その他必要な事項 

①派遣の要請・あっせんを求める理由 

②職員の職種別人員数 

③派遣を必要とする期間 

④派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤その他職員の派遣・職員の派遣のあっ

せんについて必要な事項 

根拠法令 災害対策基本法第 68条 派遣：災害対策基本法第 29条 

 あっせん：災害対策基本法第 30条 

        地方自治法第 252条の 17 

連絡方法 文書（緊急の場合は電話、防災行政無線で行い、事後文書送付） 

(4) 県内市町村との相互応援 

大規模地震等の災害が発生した場合、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

消防以外の分野に関し「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基

づき、他の市町村長に応援を要請する。 

〈県内市町村への応援要請手続き〉 

要 請 先 要請先市町村（複数にわたる場合は知事） 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、防災行政無線で行い、事後文書送付） 

要 請 事 項 ①被害状況           ②応援の種類 

③応援の具体的内容及び必要量  ④応援を希望する期間 

⑤応援場所及び応援場所への経路 ⑥前各号に掲げるものの他必要な事項 

応援の種類 ①食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

②被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資
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の提供 

③救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供 

④救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

⑤被災者の一時収容のための施設の提供 

⑥被災傷病者の受入れ 

⑦遺体の火葬のための施設の提供 

⑧ごみ・し尿等の処理のための施設の提供 

⑨ボランティアの受付及び活動調整 

⑩前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

(5) 応援隊の受け入れ・活動支援 

情報･運用支援班は、応援隊の活動拠点施設、宿泊先（候補施設：松戸競輪場宿泊施設）、食

料、資器材等の手配を行う。 

また、各部・各班からの応援要請に基づき応援者を配分する。各活動現場においては、各部・

各班が応援者の業務について対応する。 

 

４ 消防の広域応援要請 

(1) 広域消防応援体制 

ア 千葉県広域消防相互応援協定に基づく体制 

消防局長は、県内消防機関による広域的な応援が必要と認めるときは、直ちに市長（本部

長）に報告し、「千葉県消防広域応援基本計画」に基づき、広域応援統括消防機関（千葉市

消防局）に千葉県消防広域応援隊の応援要請を実施する。 

イ 緊急消防援助隊 

市長（本部長）は、災害の状況、消防局及び消防団の消防力並びに県内の消防応援を考慮

して、緊急消防援助隊の応援が必要と判断した場合は、「千葉県緊急消防援助隊受援計画」

に基づき、千葉県知事に対して応援要請を実施する。なお、千葉県知事と連絡をとることが

できない場合は、消防庁長官に対し直接要請するものとし、事後、速やかにその旨を知事に

対し報告する。 

ウ 隣接市等との消防相互応援 

消防局長は、消防組織法第 39条の規定に基づき、消防相互応援協定を締結している市町村

等に対し応援要請を実施する。 

(2) 消防機関の受け入れ 

消防局長は、「千葉県消防広域応援基本計画」及び「千葉県緊急消防援助隊受援計画」に基

づき、応援部隊の受け入れ、指揮及び運用を行う。（活動拠点：松戸市消防訓練センター他消

防局の指定する場所） 

(3) 消防防災ヘリコプターの応援要請 

消防局長は、航空消防応援が必要となったときは、市長（本部長）に報告し「大規模特殊災

害時における広域航空消防応援実施要綱」及び「千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空

特別応援実施要綱」に基づき、ヘリコプターの応援要請を実施する。 
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５ 水道・下水道事業体の相互応援 

(1) 水道 

水道部は、災害時の給水等の応急措置を実施するために必要があると認めるときは、「千葉県

水道災害相互応援協定」等に基づき、他の水道事業体等に応援要請をする。 

(2) 下水道 

建設部は、「関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づき、応急措

置の支援を要請する。 

 

６ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣要請 

市長（本部長）は、土木構造物等に大規模な被害が発生し、被害の拡大の防止、被災地の早期

復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を得ることが必要と判断した場合には、緊急災害

対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣要請を行う。 

 

 



第３章 災害応急対策計画   第 14節 生活関連施設等の応急対策 

震-135 

第１４節 生活関連施設等の応急対策 
【計画の指針】 

想定地震が発生した場合、水道は 4割以上が停止し、復旧に１週間以上を要するおそれがある。 

また、ガス漏れや漏電等による火災等が発生する可能性もあり、二次災害の防止を考慮した応

急復旧対策が必要となる。さらに、ライフライン施設が大量に被災した場合には、長期間の生活

支障が発生し、機能の早期回復や代替サービスの提供等を迅速に行うことが重要となる。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 上水道施設 水道部、県企業局 

2 下水道施設 建設部、県江戸川下水道事務所、県手賀沼下水道事務所 

3 電力施設 東京電力パワーグリッド(株) 

4 都市ガス施設 京葉瓦斯(株) 

5 通信施設 東日本電信電話(株) 

6 郵便 日本郵便(株) 

7 道路・橋梁 建設部、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都国道事務所 

8 鉄道 東日本旅客鉄道(株)、新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、流鉄(株)、北総鉄

道(株)、京成電鉄(株) 

9 バス 京成バス(株)、新京成電鉄(株)、東武バスイースト(株)、成田空港交通(株) 

10 河川 建設部、県東葛飾土木事務所、江戸川河川事務所 

 

１ 上水道施設 

(1) 市水道の対策 

ア 応急体制の確立 

水道部は、応急活動体制を確立し生活用水の確保と応急復旧に対応する。 

なお、市では対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」に基づき、県内水道事

業体等の応援を得て復旧を行う。 

イ 活動内容 

応急復旧に当たっては、被害状況を把握し応急復旧対策を確立し、①取水、導水、浄水、配

水施設の復旧、②主要な送・配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路、の優先順位で復旧す

る。 

(2) 県企業局の対策 

県企業局では、災害が発生した場合に備え「千葉県地域防災計画」を基本に「水道局震災対策

基本計画」を策定して、県及び関係市町村と密接に連携を図り、災害に対処することとしている。 

 

２ 下水道施設 

 建設部及び県江戸川下水道事務所、県手賀沼下水道事務所は、下水道の応急復旧対策を行う。 

(1) 応急活動体制の確立 

被害が発生した場合は、必要な要員を動員して応急活動体制を確立する。 

(2) 応急活動 
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被害が発生した場合は、被害状況の調査、施設の点検を実施し、下水道機能の低下、二次災害

の防止等を行う。 

(3) 下水道の復旧対策 

詳細な被害調査を実施し復旧計画を作成して復旧作業にあたる。 

 

３ 電力施設 

東京電力パワーグリッド(株)は、地震その他非常災害に対して、人身事故の防止並びに設備被害

の早期復旧に努める。 

また、感電事故並びに通電復旧時の漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の

報道機関を通じて、次の事項に注意するよう広報活動を実施するとともに、広報車等により直接該

当する地域へ周知する。 

〈電気に関する広報事項〉 

①切れた電線や、たれ下がった電線には絶対触らないこと。 

②使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと。 

③外へ避難するときは、安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

④電柱の倒壊、折損、電線の断線・垂下等を発見した場合は、速やかにカスタマーセンター

へ連絡すること。 

⑤建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。使用する場

合は絶縁検査を受けてから使用すること。 

 

４ 都市ガス施設 

京葉瓦斯(株)は、地震又は重大事故の発生により広範囲にわたりガス工作物の被害及びガスによ

る二次災害の防止、軽減及び早期復旧を図るため、日頃から緊急措置及び復旧活動のための組織、

人員、機材及び図面等を整備するとともに、災害時には速やかに災害防止のための体制を確立する。 

災害時には、供給区域全域の供給を停止することなく、被害の程度に応じてブロック毎に供給を

停止するが、ガスによる二次災害の防止、住民の不安除去のため、広報車による巡回のほか、消防

機関、警察署、報道機関等に協力を要請し、あらゆる手段をつくして、被害地区におけるガス機器

の使用上の注意事項、ガス供給状況、供給停止地区の復旧見通しについて広報する。 
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〈ガスに関する広報事項〉 

(1) 地震発生時の対応 

①ガス栓を全部閉めること。 

②ガスメーターのそばにあるメーターガス栓を閉めること。 

③ガスの臭いがする場合、火気使用は厳禁であること。 

④換気扇の使用は、スイッチの火花によって爆発の原因となるので避けること。 

(2) マイコンメーター（前面にランプがあるメーター）が作動してガスが出ない場合 

①左上の丸い蓋を外し、中のボタンをしっかり押し、ランプの点灯を確認する。 

②操作終了後３分間マイコンによる漏えい検査のためガスの使用はしないこと。 

(3) 供給を停止した場合 

①ガス栓を開いてもガスが出ない場合は、供給を停止しているので、ガス栓、メーターガ

ス栓を閉め、ガス事業者から連絡があるまで待つこと。 

②ガスの供給が再開される時には、必ず、あらかじめガス事業者が各家庭の設備を点検し、

安全を確認するので、それまでガスを使用しないこと。 

 

５ 通信施設 

電話等通信は災害時における情報の収集、伝達手段として住民はもとより、行政等災害対策関係

者にとって必要不可欠なものであるため、東日本電信電話(株)ほか、各通信事業者は、通信施設の

速やかな復旧対策を講じる。 

また、震災のため通信が途絶、もしくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等

によって次の事項を利用者に周知する。 

〈電話に関する広報事項〉 

① 通信途絶、利用制限の理由と内容 

② 災害復旧措置と復旧見込時期 

③ 通信利用者に協力を要請する事項 

④ 災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板サービスの提供開始 

 

６ 郵便 

(1) 郵便事業 

日本郵便(株)は、被災地における郵便の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の

態様及び規模に応じて、運送又は集配の経路又は方法の変更、郵便物区分方法の変更、臨時輸送

便又は臨時集配便の開設等機宜の応急措置を講ずる。  

(2) 郵便局 

日本郵便(株)は、被災地における郵便局の利用者に対する窓口業務の維持を図るため、被災に

より業務継続が不能となった郵便局についての仮局舎急設による窓口業務の迅速な業務の再開、

移動郵便車等による臨時窓口の開設、窓口支払資金の確保及び窓口取扱時間又は取扱日の変更等

を行う。 

また、日本郵便(株)の災害特別事務取扱い、(株)ゆうちょ銀行の非常払及び(株)かんぽ生命保

険の非常取扱いについて、各社から要請があった場合、取扱う。 
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７ 道路・橋梁 

(1) 全般 

地震が発生した場合、建設部及び各道路管理者は、緊急輸送道路・災害時重要路線を最優先に、

所管の道路、橋梁について被害状況を速やかに把握し、道路交通の確保を図るため、迂回路の選

定あるいは通行の禁止又は制限等の措置など利用者の安全策を講じるとともに、パトロール等に

よる広報を行うほか、被災道路、橋梁については、応急及び復旧措置を行う。 

(2) 国道 

被害状況を速やかに把握するため、パトロールカーによる巡視を実施する。また、道路情報モ

ニター等からの情報の収集に努める。これらの情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その

誘導等の応急措置を行い交通路の確保に努める 

(3) 県道 

ア 道路・橋梁の被災状況を速やかに把握するため、災害発生時における県土整備部の対応計画

やマニュアル等の定めるところにより、ライフライン占用者、建設業者及び市町村等からの道

路情報の収集に努めるとともに、県東葛飾土木事務所はパトロールを実施する。これらの情報

により応急措置を講じるとともに、必要に応じて迂回路の選定を行う。  

イ ライフライン施設の復旧における道路法の事務手続きについては、「災害時等における道路

法の許可等に関する事務取扱いについて」に基づき、迅速な対応を図る。  

ウ 被害を受けた道路は、速やかに復旧し、交通の確保に努めるものとする。特に、「緊急輸送

道路１次路線」など交通上重要と認められるものについて最優先に応急復旧作業を実施し、道

路の機能確保に努める。 

(4) 市道 

ア 建設部は、市域内の道路の亀裂、陥没、冠水等の道路被害、道路上の障害物の状況及び落橋

の有無などについて調査し、本部事務局及び千葉県に報告するとともに、被害状況に応じた応

急措置を実施し交通の確保に努める。  

イ 上・下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被害を発見した場合は、当該施設管理者

及び当該道路管理者に通報するとともに、現場付近の安全確保に努める。 

ウ 災害により被害を受けた市道については、災害時重要路線を優先し、次のような実施手順に

従って応急復旧を行う。  

(ｱ) 通行車線の確保などの応急復旧目標の設定  

(ｲ) 道路の亀裂や陥没等の修復、がけ崩れ等による道路上の障害物除去などの応急復旧方法の

選定  

(ｳ) 落下した橋梁、若しくはその危険があると認められた橋梁が応急復旧ができない場合、所

轄警察署等関係機関と連携し、交通規制の標示等必要な措置を実施 

 

８ 鉄道 

(1) 運転規制 

各鉄道事業者は、揺れの測定値に基づき列車の運転を停止させ点検を実施する。異常がないこ

とを確認後、運転規制を解除する。 
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(2) 乗客の避難誘導 

ア 駅における避難誘導 

駅長は、係員を指揮してあらかじめ定めた一時滞在スペースに誘導し避難させる。旅客を一

時滞在スペースに誘導した後、さらに松戸市から一時滞在施設への避難勧告があった場合又は

一時滞在スペースが危険のおそれがある場合、一時滞在施設へ避難するよう案内する。 

イ 列車乗務員が行う旅客の避難誘導 

列車が駅間に停止した場合は、原則として乗客は降車させない。火災等によりやむを得ず、

旅客を降車させる場合は、地形等を考慮し、特に高齢者や子供、妊婦等に留意し、他の旅客の

協力を要請して安全に降車させる。この場合、隣接線路の歩行が危険であることを放送等によ

り徹底し、併発事故の防止を図る。 

ウ 帰宅困難者への情報提供  

帰宅困難者が駅構内に滞留した場合は、市と連携して帰宅困難者に情報を提供するととも

に、安全が確認できしだい、あらかじめ定めた一時滞在スペースに誘導し、安全を確保する。 

(3) 乗客の救護活動 

災害による事故で負傷者が発生した場合は、駅従業員、乗務員等が救護にあたる。 

 

９ バス 

各バス会社は、地震が発生し、運行が危険と判断した場合、速やかに安全と思われる場所に停車

し、旅客の安全を確保する。 

旅客の身に危険が及ぶと判断した場合は、所属営業所管理者の指示を得て、最寄りの市指定の避

難場所へ誘導する。 

 

１０ 河川 

建設部及び各河川管理者は、河川施設の緊急点検を実施するとともに、被害状況と危険箇所を把

握し、河川を閉塞しているガレキの撤去や堤防損壊箇所の応急修理を早期に実施する。 
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第１５節 教育対策・保育対策 
【計画の指針】 

○ 学校等において課業時間内に地震が発生した場合は、保護者の引き取りがあるまで生徒・児

童・園児を安全な場所で保護し、施設の被災情報や安否情報等を保護者等に提供する。 

○ 避難所に指定されている場合は、避難所直行職員、避難所担当職員、自主防災組織、町会・

自治会等、連合町会などと協力して避難者の受入れ等を行う。 

○ 早期に避難所の自主運営体制を確立し、教育の再開を促進する。 

○ 災害発生時には、市内の文化財の被害状況を速やかに調査する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害発生時の対応 教育１部、福祉２部、小・中学校等 

2 避難所開設への対応 教育１・２部、小・中学校 

3 応急教育 教育２部、小・中学校等 

4 応急保育 福祉２部 

5 文化財の保護 教育１部 

 

１ 災害発生時の対応 

各学校、幼稚園、保育所における災害発生時の対応は、別に定められた避難計画等に基づき児童・

生徒・園児等の安全を確保する。 

(1) 児童・生徒・園児等の避難 

学校長等は、地震が発生した場合、児童・生徒・園児等の安全を確認する。施設の被害、火災

等が発生した場合は、安全な場所に避難させる。 

児童・生徒・園児等は、保護者の引き取りがあるまで、一時的に保護する。 

(2) 調査及び報告 

ア 施設の被害状況等については、各学校長もしくは施設の管理者が、速やかに調査し、教育１

部、福祉２部に報告する。 

イ 避難所となる体育館の安全･点検及び施設の被害状況については、施設管理者等が避難所直

行職員と連携して、災害対策本部及び教育１部に報告する。 

ウ 保護者等に対しては、メール等を活用し、施設の被災情報や安否情報等を速やかに提供する

体制を整える。 

(3) 安否の確認 

休日、夜間に地震が発生した場合は、各学校等の教職員で、児童・生徒・園児等の安否を確認

する。 

 

２ 避難所開設への対応 

(1) 学校及び体育館の対応  

避難所に指定されている小・中・高等学校、市営体育館は、災害発生時の職員の配備計画を作

成するなど、避難所の開設・運営支援等の災害対応を行う職員の役割分担を定めておく。  
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施設管理者、学校職員及び施設職員は、避難所直行職員、自主防災組織及び町会・自治会等と

連携して、施設の開錠、施設の安全点検、避難所の開設及び避難者の受け入れを支援する。また、

避難所開設後は、避難所直行職員、避難所担当職員、自主防災組織及び町会・自治会等と、避難

所運営委員会のメンバーとして避難所運営に参画し、避難者による避難所運営を支援する。  

(2) その他の文教施設  

市が指定する避難所が使用できない場合又は、災害の規模や状況に応じて、幼稚園、保育所等、

その他の文教施設の活用を検討する。 

各施設の管理者及び職員は、災害発生時の対応に備え、事前に対応できる体制を検討する。  

災害発生時においては、災害対策本部、自主防災組織、町会・自治会等、連合町会などと連携

し、避難所の開設・運営等の対応を行う。 

 

３ 応急教育 

(1) 応急教育計画の作成 

学校長等は、立地条件などを考慮して作成した学校安全計画等に基づき、臨時の学級編成等を

行い、災害状況と合致するよう速やかに調整する。 

作成した応急教育計画は、教育２部に報告し、決定次第速やかに保護者及び児童・生徒・園児

等に周知徹底を図る。 

〈応急教育の留意事項〉 

教育内容 教科書、学用品等の損失状況を考慮する。特に、健康指導、生活指導、安

全教育を実施する。 

生活指導 ① 児童・生徒相互の助け合い精神を育て、災害時の集団生活を指導する。 

② 関係機関、医師会、その他専門家と連携・協力して、児童・生徒の「こ

ころのケア」対策を行う。 

(2) 災害復旧時の体制 

学校長等は、教職員を掌握するとともに校舎の準備を行い、児童・生徒・園児等に対しては被

災状況を調査し、教育２部と連携し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

また、災害の推移を把握し、教育２部と緊密に連絡の上、平常授業に戻るよう努める。 

なお、避難所等に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能な場合は、他の公共施設の確

保を図るなど、早急に授業の再開ができるよう努める。 

教育２部は、被災学校ごとに担当者を定め、情報及び指令の伝達に万全を期す。 

(3) 応急教育の実施 

地震発生後は、臨時休校（園）の措置をとる。その後、学校安全計画に基づき学校等へ収容可

能な児童・生徒・園児等は、学校において指導するため、２週間後を目途に授業等の一部を再開

し、それまでの間は臨時登校等の措置をとる。１ヶ月後を目標に通常の授業を再開する体制をと

る。 

また、他市町村へ避難する児童・生徒・園児等については、教職員の分担を定めて就学手続き

の臨時的措置をとるとともに、避難した地域ごとに実状の把握に努め、必要がある場合は避難先

を訪問するなどの措置をとる。 

(4) 学校給食の措置 

学校再開に合わせ、学校給食が再開できるように努める。再開する場合は、施設設備の消毒、
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調理関係者の健康管理等、衛生に十分留意する。 

施設を炊き出し等に利用する場合は、炊き出しと給食の両立に努める。また、食材等の入手が

困難な場合等は一時中止する。 

(5) 健康管理 

災害の状況により、被災学校（園）の教職員及び児童・生徒・園児等に対し感染症予防接種並

びに健康診断、心のケアについて、松戸保健所及び学校医、関係機関等と協議し実施する。 

(6) 教科書・文房具・通学用品の調達・支給 

災害により学用品を失った児童、生徒に対し、必要な教材、学用品を給与する。 

 

４ 応急保育 

福祉２部は、保育所等の被害状況を把握し、既存施設において保育できない場合、臨時保育所を

設け、応急保育を実施する。また、市長が認める場合、保育料の減免又は猶予を行う。 

交通機関の不通、保護者の被災等で通園に支障をきたす場合は、近隣の保育所等で保育する。 

また、被災者の復旧を支援するため、放課後児童クラブ、保育所等においては被災者の児童、園

児を一時的に預かる応急保育を実施する。 

 

５ 文化財の保護 

文化財の所有者及び管理者は、文化財に被害が発生した場合、文化財保護法等に基づいて教育１

部に報告するとともに、被害の拡大防止に努める。 

教育１部は、被害状況を調査し、国指定文化財は国へ、県指定文化財は県へ、それぞれ報告する。ま

た、文化財所有者等や地域住民等と協力し、必要に応じて応急的修理等の救済措置を講ずる。
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第１６節 建物対策 
【計画の指針】 

○ 地震発生後できる限り早期に被災家屋の調査を行い、被災者の生活再建の根拠となる罹災証

明書の発行ができる体制を整える。 

○ 国、千葉県の支援内容にしたがって、地震発生後、できる限り早期に家屋の解体撤去を実施

するとともに、住宅を失った被災者がいる場合、応急仮設住宅の建築、空き家のあっせんなど、

必要に応じた被災者の支援を実施する。ただし、災害救助法が適用された場合は千葉県が行い、

市はこれを補助する。 

○ 公営賃貸住宅の空き家のあっせんなど被災者の住宅確保を支援する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 住家の被災調査・罹災証明 調査班、消防局 

2 被災建築物の応急修理 街づくり部 

3 応急仮設住宅の提供 街づくり部、福祉１・２部 

4 空き家のあっせん 街づくり部 

5 市管理建築物の応急対策 各部・各班 

 

１ 住家の被災調査・罹災証明 

(1) 住家の被災調査 

調査班は、家屋の被害状況の把握及び罹災証明書を発行するために、全住家を対象に被災調査

を行う。 

被災調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基づき、全壊・大規模

半壊・半壊・一部破損の区分として、調査を行う。なお、必要に応じて、航空写真、被災者が撮

影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切かつ円滑な調査手法を検

討する。 

火災により焼失した家屋等は、消防局が消防法に基づき火災調査を行う。 

〈住家の被災調査〉 

一次調査：外観目視調査により判定する。二次調査：被災者からの申請があった場合

に、外観目視調査及び内部立入調査により判定する。 

再 調 査：被災者から依頼があった場合、内容を精査した上で、必要に応じて再調査

を行う。 

(2) 罹災証明の発行 

家屋の被害調査の結果は、家屋被災台帳にまとめ、災害相談センター（※第３節の「７ 住民

相談」参照）にて罹災証明書を発行する。 

なお、家屋以外のものが罹災した場合において、必要と認めたときは、市長が行う罹災届出証

明で対応する。ただし、火災証明書の発行は、消防局が行う。 

【資料編 罹災証明書、罹災届出証明申請書】 
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２ 被災建築物の応急修理 

災害救助法が適用された場合は、住家が半焼、半壊又は準半壊し、自己の資力では応急修理がで

きない者に対して、居室、便所及び炊事場等日常生活に欠くことのできない部分を応急的に修理す

る。 

街づくり部は、相談窓口で住宅の応急修理の希望受付を行い、必要性を調査した上で、災害協定

団体等に、建設材料、器具、労務提供等を要請する。 

市で処理不可能な場合は、国、県、近隣市町村及びその他関係機関の応援を得て実施する。 

【資料編 災害協定一覧】 

 

３ 応急仮設住宅の提供 

災害救助法が適用された場合は、住家の全焼又は全壊等により、自己の資力では住宅を確保でき

ない者に対して、応急仮設住宅を提供する。 

(1) 需要の把握 

災害後に被害調査の結果から応急仮設住宅の概数を把握する。また、災害相談センター又は避

難所において、仮設住宅入居の申し込みを受付ける。 

応急仮設住宅の入居対象者は、罹災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者である。 

なお、これ以外の者への適用については、県との協議により決定する。 

〈応急仮設住宅の入居対象者〉 

次のすべての条件に該当する者 

① 住家が全壊、全焼又は流失した者 

② 居住する住家がない者 

③ 自らの資力をもってしては住宅を確保できない者 

・生活保護法の被保護者及び要保護者 

・特定の資産のない高齢者、障害者、母子世帯、病弱者等 

・上記に準ずる者 

(2) 用地確保 

応急仮設住宅の用地は、公共用地を優先して確保し、ライフライン、交通等の利便性を考慮し

て選定する。不足が生じた場合には、民有地を借用する。 

(3) 建設 

応急仮設住宅は、「千葉県応急仮設住宅供給マニュアル」に基づいて県が建設する。 

応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内に概ね 50 戸以上設置した場合、集会所等に使

用するための施設を設置できる。 

高齢者等であって、日常の生活上特別な配慮を要する者を数人以上収容し、介護等事業を利用

しやすい構造及び施設を有する施設（福祉仮設住宅）を設置できる。 

【資料編 災害協定一覧】 

(4) 借上型応急住宅の確保 

被害状況、応急仮設住宅建設用地の確保状況、民間賃貸住宅の空き状況等を考慮し、必要に応

じて民間賃貸住宅を借上型応急住宅として提供する。 
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(5) 入居・管理 

災害時要配慮者、住宅の困窮度等を考慮して入居者の選定を行う。応急仮設住宅の供与期間は

原則として２年以内とし、維持管理を実施する。 

 

４ 空き家のあっせん 

街づくり部は、公営賃貸住宅、民間賃貸住宅等の空き家の情報を収集し、被災者にあっせんす

る。公営住宅に関しては、公営住宅の入居者資格を有する被災者を優先的に入居できる措置を講じ

る。 

 

５ 市管理建築物の応急対策 

街づくり部及び建築物を管理する各部・各班は、建築物の点検及び調査を行い、応急措置を講じ

る。また、災害対策の拠点施設（避難所等）を優先して応急危険度判定を行い、必要に応じて応急

復旧を行う。 

場合によっては、建築物の点検及び調査と同時に応急危険度判定を行う。 
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第１７節 ボランティアへの対応 
【計画の指針】 

近年、ボランティア活動が活発になり、公平さを基本とする行政では対応しにくい被災者から

のニーズに対して、きめ細かな対応が可能な災害ボランティアやＮＰＯの活躍が広がってい

る。このため、ボランティアの活動環境を早期に確立し、被災地の早期復旧を推進する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 ボランティア活動の受入体制 保健医療部、福祉１部、(社)松戸市社会福祉協議会 

2 ボランティア活動 保健医療部、福祉１部、(社)松戸市社会福祉協議会 

 

１ ボランティア活動の受入体制 

(1) 災害ボランティアセンターの設置 

保健医療部、福祉１部は、ボランティア活動の調整機関として松戸市災害ボランティアセンタ

ー（総合福祉会館内）を設置するよう(社)松戸市社会福祉協議会に要請する。 

なお、東葛飾地域の複数の市町村が災害ボランティアセンターを設置できない場合等には、県

が代替拠点として、西部防災センターに広域災害ボランティアセンターを設置する。 

(2) ボランティアニーズの把握 

保健医療部、福祉１部は、ボランティア需要状況の的確な把握に努める。 

(3) 災害ボランティアセンターの業務 

松戸市災害ボランティアセンターの業務は、次のとおりである。 

なお、災害ボランティア活動については、その自主性を尊重し、活動方針や運営については松

戸市災害ボランティアセンター自らの決定に委ねる。 

ア ボランティアの登録及び管理 

ボランティアの登録及び管理を行う。 

イ ボランティア団体に関する情報の収集と連絡調整 

ボランティア団体の情報収集及びボランティア団体間の調整を行う。 

ウ ボランティアの派遣 

市本部からの依頼あるいはニーズの調査に基づき、ボランティアの派遣を行う。 

エ ボランティアの募集 

ボランティアの募集について、市広報紙、市ホームページ、マスコミ等を通じて行う。 

 オ 千葉県社会福祉協議会との連携 

   「千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」

に基づき、支援活動の連携を図る。また、千葉県社会福祉センターに設置される千葉県災害ボ

ランティアセンターと連携し、必要に応じて後方支援を要請する。 

(4) 市との調整 

保健医療部、福祉１部は、ボランティア需要状況の的確な把握に努め、松戸市災害ボランティ

アセンターの運営に協力するとともに、市本部との連絡・調整にあたる。調整事項は、概ね次の

事項である。 

ア 災害ボランティアセンターの設置の協議 
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イ 市内被害状況に関する情報の提供 

ウ 対策実施状況に関する情報の提供 

エ 県が派遣する専門ボランティアの受付調整 

オ 報道機関などへボランティア活動に関する情報の提供 

カ 災害ボランティアセンターに必要な資材、器材、活動資金などの提供 

キ 災害ボランティアセンターとの連絡調整 

ク その他の協力要請 

(5) ボランティア保険 

ボランティア保険は、(社)松戸市社会福祉協議会で登録を行い市の負担で加入する。 

(6) 活動費用の負担 

ボランティア活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを受け入れる市が負担する。 

(7) 食事・宿泊の手配等 

食事や宿泊場所の確保、手配はボランティア自身で行うことが原則であるが、困難な場合等は、

必要に応じて市や関係機関が確保、手配に協力する。 

 

２ ボランティア活動 

災害時のボランティア活動にはさまざまな活動分野が求められているため、職能によって専門分

野と一般分野に大別し、それぞれ次のような分野を担当するものとする。 

〈ボランティアの活動〉 

専門ボランティア 一般ボランティア 

① 救護所等での医療、看護 

② 被災建築物の応急危険度判定 

③ 被災宅地の危険度判定 

④ 外国語の通訳 

⑤ 被災者への心理治療 

⑥ 高齢者、障害者等の介護 

⑦ その他の専門的知識、技能を要する活動等 

① 避難所の運営 

② 炊出しや食料、飲料水などの受入・配給 

③ 救援物資や義援品の仕分け 

④ 高齢者、障害者等の介護 

⑤ 清掃 

⑥ 情報提供・広報活動 

⑦ その他被災地における作業など 
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第１８節 要配慮者への対応 
【計画の指針】 

○ 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者、日本語の理解が十分でない外国人、医療的ケア

を必要とする人等の「要配慮者」は、避難所生活など災害発生時に特別な配慮が必要となる。中

でも、災害発生時の迅速な 避難が困難である「避難行動要支援者」への避難支援については、

十分な配慮を行う。 

○ 要配慮者に対しては、国が策定した「避難行動要支援者の避難支援に関する取組指針（平成

25 年 8 月）」、千葉県が策定した「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援

の手引き（平成 28年 3月）」及び市が策定した「避難行動要支援者名簿活用の手引き（令和元

年 11月）」に基づき、社会福祉施設の管理者や社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ボラン

ティア等と連携して支援にあたる。 

○ 避難誘導・支援は、町会・自治会等、連合町会、自主防災組織、民生委員・児童委員、消防

団等の避難支援者と連携し、実施する。 

○ 要配慮者への負担を軽減するため、専用スペースや間仕切りの設置、段差の解消等避難所生

活に配慮する。また、福祉関係者と連携して相談や介護等の支援を行う。  

○ 避難生活が長期化するなど必要と認める場合には、福祉避難所を開設し、避難所での生活が

困難な要配慮者を収容する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1要配慮者の安全確保 保健医療部、福祉１部、(社)松戸市社会福祉協議会 

2 福祉避難所等の開設･運営 福祉１・２部 

3要配慮者の支援 保健医療部、福祉１部、(社)松戸市社会福祉協議会 

4 社会福祉施設入所者等への支援 福祉１・２部 

 

１ 要配慮者の安全確保 

(1) 要配慮者への情報提供 

円滑かつ迅速に要配慮者を避難させるため、災害に関する情報や避難準備・高齢者等避難開始、

避難勧告、避難指示（緊急）等の情報について、地域の支援組織やボランティア等を通じて、迅

速に提供するよう努める。 

また、多様な情報ツールを活用し、迅速かつ確実に提供するとともに、聴覚障害のある方への

提供方法として文字情報による提供や、必要に応じた手話通訳士の派遣などに努める。 

〈伝達手段〉 

① 防災行政無線         ④ ケーブルテレビのテロップ ⑦ 安全安心メール 

② 緊急速報メール(エリアメール) ⑤ 松戸市ホームページ    ⑧ ツイッター 

③ 広報車            ⑥ 電話等口頭による連絡 

(2) 避難行動要支援者の安否確認及び避難誘導等 

事前に整備している避難行動要支援者名簿等を活用し、町会・自治会や自主防災組織、民生委

員・児童委員、松戸市社会福祉協議会等、地域の避難支援者の協力を得ながら、速かに避難行動
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要支援者の被災状況及び避難状況の把握に努め、必要に応じ、避難支援者が中心となり避難誘導

や必要な支援を行う。 

また、避難行動要支援者の安否を確認できない場合は、必要に応じて避難所の避難者等と協力

して救出・救護、避難誘導等を実施する。 

なお、避難行動要支援者名簿については、情報の管理等に留意し、災害が発生し、又は災害が

発生するおそれがある場合で、避難行動要支援者の生命、身体を保護するために特に必要がある

場合は、避難支援等関係者への名簿情報の提供に同意のないものについても必要な限度で提供す

るものとする。 

(3) 避難所への収容 

避難所に避難行動要支援者専用スペースを確保し、収容する。 

 

２ 福祉避難所等の開設 

(1) 福祉避難所の開設 

福祉１部は、避難所を開設した場合には、避難所での生活が困難な要配慮者を収容する福祉避

難所を開設し、収容する。 

また、市外の福祉施設への緊急入所を支援する。 

 (2) 福祉避難所等の運営 

福祉１部（一部福祉２部含む。）は福祉避難所ごとに福祉避難所運営委員会を設置し、施設管

理者や福祉関係者の協力を得て運営体制を確保する。 

福祉避難所等の種類、入所対象者、開設時期の目安は次のとおりとし、要配慮者を介助する家

族等も必要最小限の範囲で入所できるものとする。 

〈福祉避難所の種類等〉 

種 類 対象者 開設時期 

【福祉避難室】 

(避難所内設置)  

・小、中学校 

・要介護１,２程度 

・精神保健福祉手帳３級程度 

・療育手帳Ｂ級程度 

・乳幼児、妊産婦 

発災後速やかに 

【地域福祉避難所】  

・市民センター(※)  

・老人福祉センター 

・要介護３以上程度  

・精神保健福祉手帳２級以上程度  

・療育手帳Ａ級以上程度     

発災後48時間 

【二次福祉避難所】  

・健康福祉会館（ふれあい22） 

・特別養護老人ホーム  

・特別支援学校    

・福祉避難室、地域福祉避難所での生

活が困難な者 

発災後72時間 

※市民センターについては、風水害時は避難所として使用するが、地震災害時には、和室等を地域
福祉避難所として使用する。 

 

３ 要配慮者の支援 

(1) 避難所における援護対策 

保健医療部は、要配慮者に対する援護対策のニーズを把握し、福祉１部、(社)松戸市社会福祉

協議会等の福祉関係団体、避難所運営委員会、ボランティア等の協力を得て、次にあげる対策を

行うよう努める。 
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ア 施設 

障害者用仮設トイレ、携帯トイレなどの設備の設置、暑さ・寒さ対策、騒音や出入り口等の

配慮を行う。 

イ 生活必需品、食料 

要配慮者に配慮した食料、介護ケア用品を供給する。 

ウ 介護支援 

必要なケアサービスを確認し、ボランティア等による介護等を行う。 

(2) 社会福祉施設等への収容 

福祉１部は、避難所での介護等が困難な避難行動要支援者を、可能な限り社会福祉施設等へ収

容させるため、福祉施設等に受け入れを要請するよう努める。 

(3) 巡回相談等の実施 

災害によるショック及び避難生活の長期化に対応するため、被災地等において、社会福祉士、

介護福祉士、児童相談員、ケースワーカー、ボランティア等の専門家によるホームヘルプサービ

ス、要介護者への巡回相談等に努める。 

(4) 在宅福祉サービスの継続的提供 

被災した避難行動要支援者、障害者等に対し、居宅、避難所、応急仮設住宅等において、補装

具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的な提供に努め

る。デイサービスセンター等の社会福祉施設の早期再開に努め、高齢者や障害者等に対する福祉

サービスの継続的な提供に努める。 

 

４ 社会福祉施設入所者等への支援 

(1) 安全確保 

施設管理者は、入所者・利用者の安否を確認し、負傷した場合は、救護所等に移送する。 

また、火災が発生した場合、職員は初期消火を行い、避難が必要な場合は、近隣の住民等の協

力を要請する。 

福祉１・２部は、社会福祉施設の状況を把握し、避難等の支援を行う。 

(2) 施設における生活の確保 

災害によりライフライン等が断たれ、食料、飲料水、生活必需品等が供給できなくなった場合、

原則として施設管理者が対応するが、緊急を要する場合は、福祉１・２部が必要な支援を実施す

る。 

また、市外の施設等へ移動する場合の支援も行う。 
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第１９節 帰宅困難者・駅滞留者への対策 
【計画の指針】 

地震被害想定による市内への就業者、通学者の滞留は約 1万 9千人で、市内の通過列車数が多

い通勤時間帯に地震が発生した場合はさらに多くの乗客が滞留するおそれがある。 

このため、鉄道事業者、交通機関等が連携して、旅客等の安全を確保するとともに、帰宅に必

要な情報提供等を行うことが重要である。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 大規模集客施設、駅等にお

ける対応 

施設を管理する部・班、鉄道及びバス事業者 、大規模集客施設 

2 帰宅困難者等の把握と情報

提供 
本部事務局、街づくり部 

3 一時滞在施設の開設及び施

設への誘導 
本部事務局、街づくり部 

4 徒歩帰宅支援 本部事務局、街づくり部 

 

１ 大規模集客施設、駅等における対応 

鉄道事業者、駅周辺事業者や施設管理者等は、災害が発生した場合、管理する施設及び周辺の安

全を確認したうえで、利用者を施設内又は屋外の安全な場所（一時滞在スペース）に誘導し、安全

を確保する。 

大規模集客施設や駅等では、従業員や児童等の一斉帰宅行動を抑制するため、食料や飲料水等の

備蓄物資の可能な範囲での提供、安否情報等の収集・提供に努める。 

また、企業及び学校などにおいて、従業員、顧客等が自力で帰宅することが困難となった場合は、

各施設の管理者が対応することを原則とする。 

 

２ 帰宅困難者等の把握と情報提供 

(1) 帰宅困難者等の状況把握 

駅、大規模集客施設等と電話、メール、ＭＣＡ無線等可能な手段で連絡を取り、被害状況、運

行状況、帰宅困難者等の発生状況を把握する。 

また、一時滞在施設、避難所等から被害状況を確認し、収集した情報をメール、ＦＡＸ、市ホ

ームページ等により関係機関へ提供する。  

(2) 情報提供 

市及び鉄道・バス事業者、大規模集客施設や施設管理者等は、広域的な被災状況や道路、交通

機関の状況、家族等との安否確認方法などの帰宅支援情報を帰宅困難者等に提供する。  

また、各施設において、情報の掲示やアナウンス放送を行い、一時滞在施設の開設状況など必

要な情報を提供する。 
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３ 一時滞在施設の開設及び施設への誘導  

(1) 一時滞在施設の開設 

市は、一時滞在施設の開設が必要と判断した場合、松戸市民会館、松戸市民劇場等に一時滞在

施設を開設する。また、一時滞在施設の開設状況を千葉県へ報告するとともに、鉄道事業者、駅

周辺事業者及び施設管理者等へ連絡する。  

(2) 帰宅困難者の受入れ 

鉄道・バス事業者、大規模集客施設や施設管理者等は、各施設において一時滞在施設の開設状

況について広報するとともに、周辺事業者等と連携して、一時滞在施設へ案内・誘導を実施する。 

一時滞在施設では、帰宅困難者へ飲料水や食料等の備蓄物資を可能な範囲で配布するとともに、

災害関連情報や交通機関の運行・復旧状況などの情報を提供する。 

 

４ 徒歩帰宅支援  

(1) 災害時帰宅支援ステーション協定締結企業等に対する支援要請 

震災発生後コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンドなど、九都県

市が災害時帰宅支援ステーション協定を締結している事業者に対し、千葉県と連携して支援の

要請を行う。 

(2) 徒歩帰宅支援 

職場や一時滞在施設に留まった帰宅困難者等は、救急・救助活動が落ち着いた後、帰宅を開

始することになる。 

その際、徒歩で帰宅する帰宅困難者等に対し、帰宅支援対象道路沿いの道路状況、沿道の被

害、混雑状況、災害時帰宅支援ステーションの開設情報を提供する。 
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第１節 住民生活安定対策計画 
【計画の指針】 

被災者の生活再建を促進するため、市及び関係機関は、生活再建支援策を速やかに周知し、手

続きの円滑化を図る。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 税等の減免等 調査班 

2 災害弔慰金の支給等 保健医療部、福祉１部 

3 生活福祉資金の貸付け 松戸市社会福祉協議会 

4 郵便物の特別取扱い等 日本郵便(株) 

5 雇用の確保 経済振興部、松戸公共職業安定所 

6 公共料金の特例措置 各公共機関 

7 災害公営住宅の建設 街づくり部 

8 災害応急資金の融資 経済振興部 

9 義援金の保管及び配分 保健医療部 

10 被災者生活再建支援金の支給 保健医療部、財務班 

11 介護保険における対応 福祉１部 

 

１ 税等の減免等 

松戸市税条例、県県税条例等の規定に基づき、被災した市税及び県税等の納付義務者（以下「被

災納税者等」という。）に対し、市税等の災害救済措置として、期限の延長及び減免について速や

かに適切な措置を講ずるものとする。 

(1) 期限の延長 

災害により納税義務者等が期限内に申告、その他の書類の提出又は納付もしくは納入すること

ができないと認めるときは、市長は適用地域及び期日を指定してその期限を延長するものとす

る。 

(2) 徴収猶予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税等を一時に納付し、又は納入することがで

きないと認められるときは、その者の申請に基づき法令等に定められている期間において、徴収

を猶予する。 

(3) 滞納処分の執行の停止 

災害により、滞納者が無財産となる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行の停止、換価の猶

予の減免等適切な措置を講じる。 

(4) 減免 

被災納税者等の申請に基づき、減免する。 

(5) 保育料の減免等 

災害等の特別な事由により保育料負担者が保育料の全部又は一部を負担することができない

と認めるときは、その事由がやむまでの間、保育料の全部又は一部を減免することができる。 
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２ 災害弔慰金の支給等 

(1) 災害弔慰金の支給 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48年法律第 82号）に基づき、災害により死亡し

た住民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。 

(2) 災害障害見舞金の支給 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により負傷し又は疾病にかかり、治

癒後に精神又は身体に著しい障害がある住民に対して災害障害見舞金を支給する。 

(3) 災害援護資金の貸付け 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に

対し、生活の建て直しのために災害援護資金の貸付けを行う。 

(4) 災害見舞金の支給 

「松戸市災害見舞金支給要綱」（昭和 55年３月 31日告示第 48号）に基づき、地震等によ

り被害を受けた者に対し災害見舞金を支給する。 

 

３ 生活福祉資金の貸付け 

「生活福祉資金貸付事業制度要綱」（厚生労働省）に基づき、災害救助法が適用にならない災害

によって被害を受けた低所得世帯等に対して生活福祉資金を貸付ける。 

なお、「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48年法律第 82号）に基づく災害援護資金の

貸付対象となる世帯は、原則としてこの資金の貸付対象とならない。 

 

４ 郵便物の特別取扱い等 

日本郵便(株)は、災害救助法が発動された場合は、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の

実情に応じ、郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施する。 

ア 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世帯に対し、通常葉

書及び郵便書簡を無償交付する  

イ 被災者が差し出す郵便物及び被災地あて救助用郵便物の料金免除を実施する。 

ウ 災害時における窓口業務の維持 

エ (株)ゆうちょ銀行の非常払及び(株)かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請

があった場合の取扱い 

 

５ 雇用の確保 

松戸公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の

発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行い、離職者の

早期再就職のあっせんを行う。 
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〈職業安定所の職業のあっせん〉 

① 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

② 公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、 

又は巡回職業相談の実施 

③ 職業訓練受講指示又は職業転換給付金制度等の活用 

④ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

 

６ 公共料金の特例措置 

各公共機関は、被害を受けた住民の生活を支援するため、災害の規模に応じ公共料金等の支払い

について特例措置をとる。 

 

７ 災害公営住宅の建設 

自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、街づくり部は、住宅被害

の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設もしくは買取又は被災者

へ転貸するために借上げる。 

 

８ 災害応急資金の融資 

経済振興部は、災害の状況に応じて、次のような資金融資の措置及び利用について対応を行う。 

(1) 中小企業者への融資資金 

災害により被害を受けた中小企業の再建と経営安定のため、必要な資金並びに事業費の融資等

の支援を促進する。 

(2) 農林漁業者への融資 

農林水産業者の災害復旧や経営安定のため、政府系金融機関等が行う融資について、とうかつ

中央農業協同組合等と連携を図る。 

 

９ 義援金の保管及び配分 

(1) 義援金の受入と保管 

市に送付された義援金は、保健医療部が受付け、指定金融機関へ預け入れ、保管する。 

また、日本赤十字社等を通じて配分された義援金を受付ける。 

【資料編 義援金品受領書】 

(2) 義援金の配分 

義援金の配分については、災害義援金配分委員会を組織し、被災者数、被災世帯数、被災状況

等を考慮して決定する。県に災害義援金配分委員会が設置された場合は、その基準に従う。 

日本赤十字社義援金も災害義援金配分委員会の協議によって配分される。 

 



第４章 災害復旧計画   第１節 住民生活安定対策計画 

震-158 

１０ 被災者生活再建支援金の支給 

「被災者生活再建支援法」（平成 10年法律第 66号）に基づき、災害救助法が適用される等一定

規模以上の災害により、生活基盤に著しい被害を受け、自立して生活を再建することが困難な被災

者に対し、生活再建支援金を支給する。 

(1) 対象世帯 

自然災害により被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金が支給される。 

ア 居住する住宅の全壊した世帯 

イ 居住する住宅が半壊又は敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯 

ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

(2) 被災者生活再建支援金の支給 

支給は、被災世帯となった世帯主による申請により行われる。 

〈対象世帯別支給限度額〉 

 定 額① 住宅の再建の態様等に応じて定額加算② 合計③ 

全壊世帯 

解  体 
100万円 

住宅を建設・購入する世帯  200万円 300万円 

住宅を補修する世帯     100万円 200万円 

住宅を賃借する世帯      50万円 150万円 

大 規 模 

半壊世帯 
50万円 

住宅を建設・購入する世帯  200万円 250万円 

住宅を補修する世帯     100万円 150万円 

住宅を賃借する世帯      50万円 100万円 

同一の自然災害により二以上の被害を受けた場合の支援金の額は、上記表で、①＋②の内最大

額のもの＝③とする。 

また、被災世帯でその属する者の数が一である世帯においては、「単数世帯の世帯主に対する

支援金の額」（複数者による世帯の 3/4の額）が適用される。 

〈対象世帯別支給限度額（単数世帯の世帯主）〉 

 定 額① 住宅の再建の態様等に応じて定額加算② 合計③ 

全壊世帯 

解  体 
75万円 

住宅を建設・購入する世帯   150万円 225万円 

住宅を補修する世帯      75万円 150万円 

住宅を賃借する世帯      37.5万円  112.5万円 

大 規 模 

半壊世帯 
37.5万円 

住宅を建設・購入する世帯   150万円  187.5万円 

住宅を補修する世帯      75万円  112.5万円 

住宅を賃借する世帯      37.5万円  75万円 

(3) 千葉県被災者生活再建支援事業 

ア 県は、自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けたにも関わらず、上記の対象とな

らない世帯に、一定の要件のもと支援金を支給する。  

イ 本事業の実施主体は、市町村とする。（県から市への補助方式：補助率 10/10） 

ウ 支援金の支給額は上記(3)と同等とする。 

 

１１ 介護保険における対応 

災害によって被害を受けた被保険者に対して、認定更新申請期限の延長、給付制限等の緩和、給

付割合の変更等の対応をとる。 
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第２節 生活関連施設の復旧計画 
【計画の指針】 

災害発生後、被災した施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を防止するため、必要な施設

の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を作成し、早期復旧を目標にその実現を

図る必要がある。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害復旧事業 各部・各班 

2 国の財政援助等 各部・各班 

 

１ 災害復旧事業 

市は、国および千葉県と連携して災害による被害の再発防止に努め、単なる原形復旧にとどまら

ず必要な改良を行うなど将来の災害に備えるため、法律に基づいて災害復旧事業計画を策定し復旧

事業にあたる。 
市が実施する災害復旧事業又はその他関係事業は、別の法律に定めるところにより、国及び千葉

県が全部又は一部を負担し又は補助して行われる。 

 

２ 国の財政援助等 

財政の援助及び助成は、適正かつ速やかに行うものであるが、法律等により国がその費用の全部

又は一部を負担し、又は補助する災害復旧事業については、主務大臣が行う災害復旧事業費の決定

を、都道府県知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査の結果に基づき行うこと

となっている。 

法又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる法律並びに災害

復旧事業は次のとおりである。 

 

(1) 法律により一部負担又は補助するもの 

国が財政の援助を行う法律及びその対象となる事業は次のとおりである。 

〈法律等による災害復旧事業〉 

法        律 補 助 を 受 け る 事 業 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負

担法 

河川、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施

設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、公園の復旧事業 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法 公立学校施設の復旧事業 

公営住宅法 
公営住宅及び共同施設（児童遊園、共同浴場、集会所

等）の復旧事業 

土地区画整理法 災害により急施を要する土地区画整理事業 

海岸法 海岸保全施設（堤防、突提、護岸、胸壁）の復旧作業 

感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律 
感染症指定医療機関災害復旧事業、感染症予防事業 
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法        律 補 助 を 受 け る 事 業 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
災害により特に必要となった廃棄物の処理にかかる

費用の一部 

予防接種法 臨時に行う予防接種 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫

補助の暫定措置に関する法律 

農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設、共同利

用施設の復旧事業 

水道法 上水道施設の復旧事業 

下水道法 下水道施設の復旧事業 

道路法 道路の復旧事業 

河川法 河川の復旧事業 

生活保護法 生活保護施設復旧事業 

児童福祉法 児童福祉施設復旧事業 

身体障害者福祉法 身体障害者更正援護施設復旧事業 

老人福祉法 老人福祉施設復旧事業 

知的障害者福祉法 知的障害者援護施設復旧事業 

売春防止法 婦人保護施設復旧事業 

砂防法等 土砂災害防止対策 

(2) 激甚災害に係る財政援助措置 

市及び県は、著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場合には、災害

の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等

に関する法律」（昭和 37年法律第 150号）の指定を受け、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円

滑に実施できるよう措置する。 

激甚の基準については、「激甚災害指定基準」（昭和 37 年・中央防災会議決定）と「局地激甚

災害指定基準」（昭和 43年・中央防災会議決定）の２つがあり、この基準により指定を受ける。 

市は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力し、激甚災害の指定を

受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県各部局に提出するものとする。 
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第３節 災害復興計画 
【計画の指針】 

被災した住民の生活や企業活動等の健全な回復には、迅速な被災地域の復興が不可欠とな

る。また、復興によって被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を契機に地域の構造をより

よいものに改変することが望ましい。 

そのためには、再建の途上にある住民や企業者、その他関係機関が積極的に復興事業に参画

できる条件や環境の整備を速やかに行い、調整及び合意形成を十分に行うことが重要である。 

 

１ 復興まちづくり 

市街地が壊滅的な被害をうけた場合、再び地震による災害を被らないためには、安全で快適な

都市空間を確保して新たな社会資本を整備し、「災害に強いまち」を形成する必要がある。 

このため、円滑で計画的な復興の進め方や都市像・地域像、モデルプランなどについて、住民

により培われた地域文化や歴史を十分に踏まえ、そこに住む人々のコミュニティを基本としたま

ちづくりを行う。 

復興まちづくりを行うに当たっては、市・住民・事業所で協力して行う。 

また、復興担当を決め、復興のための基本方針、基本計画、合意形成の推進等を図る。 

さらに、種々の復興事業推進のため、復興財源の確保に努める。 

 

２ 特定大規模災害時の措置 

大規模災害からの復興に関する法律に基づく特定被災市となった場合は、必要に応じて県と

共同して国の基本方針に即した復興計画を策定し、また、復興協議会を組織して復興整備事業

の許認可の緩和等の特別措置の適用を受け、市街地開発事業、土地改良事業等を実施する。 

なお、特定大規模災害等による被害により、行政機能の低下や専門知識を有する職員が不足

する場合は、同法に基づき、復興を図るために必要な都市計画の決定や変更について県知事に

対して代行を要請するほか、復興計画の作成や復興整備事業の実施等に必要な人員が中長期的

に不足する場合は、同法に基づき、関係地方行政機関の長又は県知事に対して当該関係地方行

政機関の職員の派遣又はあっせんを要請する。 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 東海地震に係る周辺地域 

としての対応計画 
 



 

 

 

 



第５章 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第１節 総則 

震-165 

第１節 総則 

１ はじめに 

これまで、東海地震は国内で唯一予知の可能性があるとされてきたが、中央防災会議は平成

29 年 9月に確度の高い地震予測は困難と判断し、東海地震関連情報の発表は行われないことと

なった。 

一方、東海地震の想定震源域を含む南海トラフ地震については平成 29年 11月から「南海ト

ラフ地震に関連する情報」（以下「南海トラフ地震関連情報」という。）の運用が開始され、南

海トラフ地震が発生する可能性が高まった場合には津波からの事前避難などを促す情報を発表

することとなった。 

南海トラフ地震が発生した場合に著しい災害が生ずるおそれがある地域（想定震度が６弱以

上など）については、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく

「南海トラフ地震防災対策推進地域（推進地域）」に指定され、南海トラフ地震に関連する情報

への対応（下表参照）が必要となるが、本市を含むその他の地域については、現在のところ防

災対応の指針が明確になっていない。 

〈南海トラフ地震関連報の種類と対応〉 

情報名 発表基準 防災対応（推進地域） 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報 

（調査中） 

観測された異常な現象が南海トラフ

沿いの大規模な地震と関連するかど

うか調査を開始した場合、又は調査

を継続している場合 

 

 

 

巨大地震の発生に注意が必要な場合 
※南海トラフ沿いの想定震源域内の
プレート境界において M7.0 以上
M8.0 未満の地震や 通常と異なる
ゆっくりすべりが発生したと評 
価した場合等 

・日頃からの地震への備えを再確認 

する等 

 

 

 

 

巨大地震の発生に警戒が必要な場合 
※南海トラフ沿いの想定震源域内の
プレート境界において M8.0 以上
の地震が発生したと評価した場合 

・日頃からの地震への備えを再確認
する等 

・地震発生後の避難では間に合わな
い可能性のある要配慮者は避難、
それ以外の者は避難の準備を整
え、個々の状況等に応じて自主的
に避難 

・地震発生後の避難開始では明らか
に避難を完了できない地域の住民
は避難 

（調査終了） 

（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）

のいずれ にも当てはまらない現象

と評価した場合 

・大規模地震発生の可能性がなくな
ったわけではないことに留意しつ
つ、地震の発生に注意しながら通
常の生活を行う 

南海トラフ地震 

関連解説情報 

・観測された異常な現象の調査結果
を発表した後の状況の推移等を発
表する場合  

・「南海トラフ沿いの地震に関する評
価検討会」の定例会合にお ける調
査結果を発表する場合（ただし臨
時情報を発表する場合を除く） 

 

巨大地震 

注意 

巨大地震 

警戒 
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このため、本計画では東海地震関連情報を南海トラフ地震関連情報に読み替え（下表参照）、

南海トラフ地震関連情報発表時の防災対応をとることとする。 

〈南海トラフ地震に関連する情報と東海地震関連情報の読み替え〉 

東海地震関連情報 南海トラフ地震関連情報 

東海地震に関連する調査情報 南海トラフ地震臨時情報（調査中） 

東海地震注意情報 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

東海地震予知情報、警戒宣言 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

 

２ 計画策定の趣旨 

昭和 53年６月 15日「大規模地震対策特別措置法」が制定され、同年 12月 14日に施行された。 

この法律は、大規模な地震の発生が予想され、当該地震が発生した場合に著しい地震災害が生

ずるおそれのある地域を地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）として指定すると

ともに、強化地域に係る地震観測体制の強化、防災関係機関、事業所等における地震防災計画の

策定等により、地震予知を前提として被害の防止、軽減を図ろうとするものである。 

同法に基づき、昭和 54 年８月７日、東海地震が発生した場合に木造建築物等に著しい被害を

生ずるおそれのある震度６以上と予想される地域が「強化地域」として指定された。平成 13 年

度には、東海地震の震源等が再検討され、震度６弱以上又は発生 20 分以内に大津波が来襲する

８都県 263市町村（合併により平成 22年４月現在 160市町村）が強化地域として指定された。 

松戸市は、この強化地域には含まれていないが、東海地震に係る強化地域の周辺地域として、

局地的には被害の発生が予想されるほか、警戒宣言が発せられた場合における社会的混乱の発生

が懸念されるところである。 

このため、松戸市防災会議は警戒宣言発令に伴う社会的混乱の発生を防止するとともに、地震

発生に当たっても被害を最小限にとどめることを目的として、松戸市地域防災計画の附編として

本計画を策定する。 

 

３ 基本方針 

(1) 計画の内容 

計画の内容は、警戒宣言が発せられた場合においても、原則として平常時の社会経済活動

を維持しながら、 

ア 警戒宣言の発令等に伴う社会的混乱の発生を防止するために必要な措置 

イ 地震発生に当たっても被害を最小限にとどめるために必要な防災措置等を定めることに

よって、住民の生命、身体、財産を保護することを目的とした。 

(2) 計画の範囲 

本計画の範囲は、原則として警戒宣言が発令された時点から、地震発生（又は発生のおそ

れがなくなる）までの間においてとるべき措置等を定めるが、東海地震注意情報発表から警

戒宣言発令までの間における防災対策上とるべき必要な措置についても可能な限り含める。 

なお、地震発生後の応急・復旧対策は、「松戸市地域防災計画」で対処する。 

(3) 前提条件 

計画策定に当たっての前提条件は、原則として次のとおりである。 

ア 東海地震が発生した場合の松戸市の震度は、ほぼ全域で震度５強程度とする。 
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イ 警戒宣言発令時刻は、原則として最も混乱の発生の予想される平日の昼間（概ね午前10

時から午後２時）とする。 

なお、対策別に特に考慮すべき時間帯及び翌日以降の対応が異なる事項については、個別

に措置することとした。 

(4) 計画の実施 

松戸市は強化地域外であり、大規模地震対策特別措置法が適用されないことから、本計画

の実施に当たっては、行政指導、協力要請によって対処する。 

(5) 計画の位置づけ 

本計画は、「松戸市地域防災計画」の附編として位置づける。 

なお、防災関係機関の業務大綱及び事前の措置は、松戸市地域防災計画震災編に準ずるも

のとする。 

 

４ 今後の課題 

本計画の策定に当たっては、現行の体制下で考えられる可能な範囲内で盛り込むべき対策を定

めた。 

しかし、地震予知を前提とした対応措置は、震災対策上初めてのことであり、具体的対応措置

についてさらに検討を加える必要のあるものもある。 
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第２節 東海地震関連情報 

１ 東海地震関連情報の発表 

気象庁は、東海地震に関する観測データの変化に対応して、東海地震関連情報を発表する。 

これらの情報は、テレビ、ラジオ、防災行政無線等を通じて住民に伝達される。 

〈東海地震関連情報〉 

情報 発表の基準 防災対応 

東海地震 

に関連す 

る調査情 

報 

東海地震に関連する現象に

ついて調査が行われた場合

に発表される情報 

○特に対応はしない。 

東海地震 

注意情報 

東海地震の前兆現象の可能

性が高まったと認められた

場合に発表する。 

○市の体制：警戒本部設置（警戒配備） 

○情報収集、行動自粛などの混乱防止措置 

○気象庁において判定会を開催 

東海地震 

予知情報 

東海地震が発生するおそれ

があると認められた場合に

発表する。 

また、本情報の解除を伝え

る場合にも発表する。 

○市の体制：災害対策本部設置（第１配備） 

○警戒宣言の発令(内閣総理大臣) 

○交通規制、児童・生徒の帰宅措置、列車の

運転規制など 

 

２ 東海地震関連情報の伝達 

東海地震関連情報が発表された場合は、関係機関、団体等に伝達する。 

 
〈情報連絡系統図〉 

気象庁 銚子地方気象台 

県防災危機管理監 

(防災情報提供装置) 

(県防災行政無線) 

松戸市 
消防局 

（
県
防
災
行
政
無
線
） 

防災関係機関 駅・列車 

支店等 

消防団 

消防署 

出先機関 

市立小中学校・ 
社会教育施設等 

社会福祉施設 

乗客 

住
民
・
事
業
所
等 

警察庁 関東管区 

警察局 
県警本部 

松戸警察署 
松戸東警察署 

交番・ 

駐在所 

報道機関 

総務省消防庁 
応急対策室 

(同報系防災行政無線・広報車) 

松戸市
各部課 

(テレビ・ラジオ等) 

(広報車等) 

(広報車等) 

(呼びかけ) 

(呼びかけ) 

松戸市 
危機管理課 

松戸市 
総務課 



第５章 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第３節 東海地震注意情報発表時の対応措置 

震-169 

第３節 東海地震注意情報発表時の対応措置 
【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 活動体制 本部事務局 

2 応急対策 本部事務局、福祉１・２部、教育１・２部、消防局、消防団、警察署、

自衛隊、東日本電信電話(株)、(株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ、ＮＨＫ千葉放送局、

(株)ニッポン放送、千葉テレビ放送(株)、(株)ベイエフエム、県、東日

本旅客鉄道(株)、新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、流鉄(株)、北総鉄道

(株)、京成電鉄(株) 

 

１ 活動体制 

東海地震注意情報が発表された場合は、警戒本部を設置し、警戒配備職員を動員する。 

 

２ 応急対策 

(1) 対策の基本方針 

市では、東海地震注意情報に伴う社会的混乱を防止するために必要に応じて措置を講じる。 

(2) 住民等への情報提供 

混乱を防止するため、市防災行政無線、広報車、ＣＡＴＶ、市ホームページ等によって、注意情

報の内容の周知、住民のとるべき措置、今後の対応などについて広報を行う。 

また、住民等からの問い合わせに対応する。 

(3) 施設等への情報の伝達 

混乱を防止するために、学校、幼稚園、保育所、社会福祉施設等の関係施設等に情報を伝達する。 

(4) 関係機関の活動 

関係機関は、次の体制をとる。 

県警察 

（警察署） 

ア 災害警備対策室の設置 

イ 関係機関との連絡調整 

ウ 情報の受理伝達等 

陸上自衛隊第１空

挺団 

ア 第１空挺団に指揮所を開設し、情報、指揮、通信等の整備に着

手し、警戒体制を強化する。 

イ 県災害対策本部に連絡班を派遣し連絡・調整を実施する。 

東日本電信電話

(株)千葉支店 

防災関係機関等の重要通信を確保するため、次の初動措置を実施す

る体制をとる。 

ア 通信量、通信疎通状況の監視 

イ 設備運転状況の監視 

ウ 輻輳発生時の重要通信確保のための規制措置 

エ 電話利用の自粛等の広報活動 
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(株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺ

ﾓ 

千葉支店 

次の初動措置を実施する体制をとる。 

ア 通信量、通信疎通状況の監視 

イ 設備運転状況の監視 

ウ 輻輳発生時の規制措置 

東日本旅客鉄道

(株) 

ア 地震防災対策本部の設置 

支社、地区指導センター長及び現機関に各地震防災対策本部を

設置し、警戒宣言が発令された場合の地震防災応急対策等が円滑

に実施できるよう準備体制に入る。 

イ 夜間、休日等において地震対策の関係者は、地震防災対策本部

等あらかじめ定められた箇所に非常参集する。 

新京成電鉄(株)、

東武鉄道(株)、流

鉄(株)、北総鉄道

(株)、京成電鉄

(株) 

直ちに関係部門及び応急対策要員に連絡し、警戒宣言発令に備える

体制に入る。 

その他各防災関係

機関 

要員を確保し、待機体制をとる。 

(5) 広報活動 

日本放送協会千葉放送局、(株)ニッポン放送、千葉テレビ放送(株)、(株)ベイエフエムは、非常

配備体制をとり、通常番組を中断し、地震関係の報道を行う。 

(6) 混乱の防止 

混乱を防止するため、各機関は次の対策を実施する。 

県 各部、各防災機関の協力を得て次により対応する。 

ア 混乱防止に必要な情報を報道機関へ発表する。 

イ 各防災機関が実施する混乱防止措置の連絡調整及び実施その

推進を図る。 

ウ その他必要な事項 

県警察 

（警察署） 

民心の安定を図り、混乱を防止するため、次の措置をとる。 

ア 警戒警備等、必要な措置をとる。 

イ 住民及び自動車運転者のとるべき措置等について広報を実施する。 
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東日本旅客鉄道

(株) 

警戒宣言の発令に備えて次により対応する。 

ア 管内全般の列車の運行、旅客の状況、地震防災対策等を的確に

把握し、適時報道機関に発表しうる体制を整備するものとする。 

(ｱ) 強化地域に侵入する予定の旅客列車（同回送列車を含む）以

外の列車は、原則として抑止等を行う。 

(ｲ) 該地域内を運転する旅客列車（同回送列車を含む）以外の

列車は、原則として抑止等を行う。 

(ｳ) 強化地域内を目的としない旅客を主として輸送する列車に

ついては、原則として強化地域内への入り込みを規制する。 

(ｴ) 強化地域内へ進入する予定の団体臨時列車は、原則として抑

止等の手配を行う。 

(ｵ) 石油類等の化成品を輸送する貨物列車の出発又は通過を知

ったときは、必要により出発の見合せ又は抑止等の手配をとる。 

イ 支社社員を派遣するなど、客扱要員の増強を図る。 

ウ 状況に応じ適切な放送を実施し、旅客の鎮静化に努める。 

エ 階段止め等の入場制限等の実施と併せ、状況判断を早めに行

い、旅客の迂回誘導、一方通行を実施する。 

オ 状況により警察官の応援要請をする。 

新京成電鉄(株)、

東武鉄道(株)、流

鉄(株)、北総鉄道

(株)、京成電鉄

(株) 

警戒宣言発令に備えて、報道機関及び駅放送、掲示板、車内放送等

により運行状況の提供に努めるとともに、旅客の冷静な対応を要請

する。また、必要に応じて警察官の派遣を要請し、旅客の混乱防止

に努める。 

東日本電信電話

(株) 

千葉支店 

県民及び事業所等による通話が集中的に発生し、電話が著しくかか

りにくくなることが想定されるので、次の措置をとる。 

ア 防災関係機関等の重要な通話は、最優先で疎通を確保する。 

イ 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせな

いようトラヒック状況に応じた利用制限を行うが、その代替手段

として公衆電話（緑・グレー）からの通話は可能な限り疎通を確

保する。 

(株)エヌ・ティ・

ティ・ドコモ 

千葉支店 

県民及び事業所等による通話が集中的に発生し、携帯電話が著しく

かかりにくくなることが想定されるので、次の措置をとる。 

ア 防災関係機関等の重要な通話は、最優先で疎通を確保する。 

イ 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせな

いようトラヒック状況に応じた利用制限を行う。 

 

 



第５章 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第４節 警戒宣言発令時の対応措置 

 

震-172 

第４節 警戒宣言発令時の対応措置 
【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 活動体制 各部・各班 

2 警戒宣言の伝達及び広報 各部・各班 

3 災害警備 警察署 

4 水防活動・消防活動 消防局、消防団 

5 公共輸送 東日本旅客鉄道(株)、新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、流鉄(株)、

北総鉄道(株)、京成電鉄(株)、(株)千葉県バス協会、(株)千葉県

タクシー協会 

6 交通対策 建設部、警察署、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都

国道事務所 

7 上下水道、電気、ガス、通

信等対策 

水道部、建設部、県企業局、県江戸川下水道事務所、県手賀沼

下水道事務所、東京電力パワーグリッド(株)、京葉瓦斯(株)、

東日本電信電話(株)、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

8 学校・医療機関・社会福祉

施設等対策 

福祉１・２部、病院１・２班、教育２部、小・中学校 

9 避難 本部事務局、情報・運用支援班、市民部、福祉１・２部、教育

１・２部、消防局、消防団 

10 救護救援・防疫・保健活動 保健医療部、環境部 

11 その他の対策 経済振興部、保健医療部、財務班、教育１・２部、環境部 

 

１ 活動体制 

(1) 市の活動体制 

ア 災害対策本部の設置 

市は警戒宣言が発令された場合は、災害対策本部を設置し、第１配備体制をとる。 

イ 所掌事務 

所掌事務は、次のとおりである。 

(ｱ) 警戒宣言等各種情報の収集・伝達 

(ｲ) 社会的混乱の防止に係る施策の実施 

(ｳ) 各防災関係機関との連絡調整 

(ｴ) 市防災行政無線及び広報車等による住民への情報提供 

(ｵ) その他必要な事項 

(2) 防災関係機関の活動体制 

防災関係機関は、所管業務に係る必要な防災体制を整え、組織的対応措置を講ずる。 

県警察（警察署） ア 災害警備本部の設置 

イ 警備要員の招集 

ウ 関係機関との連絡調整 

エ 情報の受理伝達等 

陸上自衛隊第１空挺団 計画に基づき災害派遣準備を実施 
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東日本電信電話(株) 

千葉支店 

ア 情報連絡室の設置 

千葉支店に情報連絡室を設置するほか、管内各営業支店におい

ても情報連絡室を設置し、情報の収集、伝達体制をとる。 

イ 要員の確保 

(ｱ) 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

(ｲ) 休日、夜間等においては、非常呼び出しを行い、応急対策業

務の実施に必要な要員を確保する。 

(株)エヌ・ティ・ティ・

ドコモ 

千葉支店 

ア 情報連絡室の設置 

千葉支店に情報連絡室を設置し、情報の収集、伝達体制をとる。 

イ 要員の確保 

(ｱ) 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

(ｲ) 休日、夜間等においては、非常呼び出しを行い、応急対策業

務の実施に必要な要員を確保する。 

東日本旅客鉄道(株) 

 

ア 地震災害警戒本部の設置 

支社長は、直ちに地震災害警戒本部を設置し、管内の地震災害

警戒本部に必要な指示を行い、対策の円滑な推進を図る。 

イ 地区地震災害警戒本部の設置 

地区駅長は、直ちに地区地震災害警戒本部を設置し、地区にお

ける業務を統括し、応急対策の円滑な推進を図る。 

ウ 駅、区等地震災害警戒本部の設置 

現業機関の長は、駅、区等地震災害警戒本部を設置し、箇所に

おける業務を統括し、応急対策の円滑な推進を図る。 

新京成電鉄(株)、東武

鉄道(株)、流鉄(株)、

北総鉄道(株)、京成電

鉄(株) 

災害対策本部等を設置し、必要な措置をとり得る体制に入る。 

その他の防災関係機関 ア 各防災機関は、所管業務に係る必要な防災体制をとる。また、

県及び市町村が実施する防災対策が円滑に行われるよう、その所

管業務について適切な指導をとるものとする。 

イ 各防災機関は、所管業務を遂行するために必要な組織及び防災

対策に従事する職員の配備等を定めておくものとする。 

 

２ 警戒宣言の伝達及び広報 

(1) 警戒宣言の伝達 

ア 伝達経路 

警戒宣言及び地震予知情報等の伝達系統及び伝達手段は、次のとおりとする。 
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〈情報連絡系統図〉 

イ 伝達方法 

(ｱ) 情報・運用支援班は、県から警戒宣言等を受けたときは、直ちにその旨を各部及び防災対

策上重要な機関、団体等に対して伝達する。 

休日又は退庁後においては、消防局が県からの通報を受信し、危機管理課長に伝達する。 

(ｲ) 各部・各班は、警戒宣言及び地震予知情報等の通知を受けたときは、所管業務上必要な関

係機関及び施設に伝達する。 

(ｳ) 住民に対しては、同報系防災行政無線及び広報車等により、警戒宣言が発令されたことを

伝達する。 

ウ 伝達事項 

警戒宣言が発せられたときの伝達事項は次のとおりとする。 

(ｱ) 警戒宣言、地震予知情報等の内容 

(ｲ) 本市に対して予想される影響 

(ｳ) 各防災関係機関がとるべき体制 

(ｴ) その他の必要事項 

〈警戒宣言発令時の信号〉 

警鐘 （５点） 

●－●－●－●－●   ●－●－●－●－● 

サイレン （約 45秒） （間隔 15秒） （約 45秒） 

●――――――――   ●―――――――― 

(2) 警戒宣言時の広報 

警戒宣言が発せられた場合、駅、道路における混乱、電話の輻輳等が予想されるため、これに

対処するためテレビ、ラジオ等による広報のほか、市及び各防災関係機関は、所管業務を中心に

広報活動を積極的に行う。 

なお、各防災関係機関の現場において混乱発生のおそれが予測されるときは、各防災関係機関

において必要な対応及び広報を行うとともに、市本部及び必要な機関へ緊急連絡を行う。緊急連

県防災危機管理監 

 

(防災情報提供装置) 

(県防災行政無線) 

松戸市 
消防局 

（
県
防
災
行
政
無
線
） 

防災関係機関 駅・列車 

支店等 

消防団 

消防署 

出先機関 

市立小中学校・ 
社会教育施設等 

社会福祉施設 

乗客 

住
民
・
事
業
所
等 

警察庁 関東管区 
警察局 

県警本部 松戸警察署 
松戸東警察署 

交番・ 
駐在所 

報道機関 

総務省消防庁 
応急対策室 

(同報系防災行政無線・広報車) 松戸市 
本部事務局 

(テレビ・ラジオ等) 

(広報車等) 

(広報車等) 

(呼びかけ) 

(呼びかけ) 

内閣総理大臣 

松戸市 
各部・各班 

銚子地方気象台 気象庁 

松戸市 
情報・運用支援班 
広報部 
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絡を受けた市本部及び必要な機関は、必要な情報を速やかに住民、市内各事業所等に対し周知を

図るための広報を行う。 

〈警戒宣言時の広報の内容〉 

【広報の項目】 

① 警戒宣言の内容の周知徹底 

② 地域及び家庭における冷静な対応の呼びかけ及び各種情報の提供 

③ 防災措置の呼びかけ 

④ 急傾斜地など避難が必要な地域住民に対する避難の呼びかけ 

⑤ 火気の使用自粛、水のくみおき、機械器具及び家具類の転倒防止、劇毒物薬品及

び火薬類の保全、その他被害を生じると予測されるもの等の防災措置の呼びかけ 

【広報の実施方法】 

① 市防災行政無線による広報の実施 

② 広報車による広報の実施 

③ 防災信号による広報の実施 

④ 自主防災組織及び町会・自治会等を通じた広報活動の実施 

⑤ 市ホームページ 

⑥ その他の方法による広報の実施 

   

３ 災害警備 

警察署は、警戒宣言が発せられた場合、警備本部を設置し警備活動を行う。 

(1) 基本的な活動 

ア 警備本部要員及びあらかじめ指定された警備要員又は特別に指示された警備要員の参集 

イ 避難の指示、警告又は誘導 

ウ 警備部隊の編成及び事前配置 

エ 通信機材・装備資器材の重点配備 

オ 補給の準備 

カ 通信の統制 

キ 管内状況の把握 

ク 交通の規制 

ケ 広報 

(2) 東海地震に係る周辺地域としての特別な活動 

ア 警備部隊の事前配置 

(ｱ) 主要駅等人の集中が予想される場所 

(ｲ) 交通規制・う回誘導箇所及び主要交差点等の交通要点 

(ｳ) 京葉臨海石油コンビナート地域における要点 

(ｴ) 災害危険場所 

(ｵ) その他必要と認める場所 

(3) 広報 

ア 広報内容 

(ｱ) 警戒宣言の内容及び関連する情報 

(ｲ) 住民及び自動車運転者のとるべき措置 

(ｳ) 公共交通機関、道路交通及び交通規制の状況 



第５章 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第４節 警戒宣言発令時の対応措置 

 

震-176 

(ｴ) その他民心の安定を図るため必要な情報 

イ 広報手段 

(ｱ) パトロールカー、広報車等の警察車両 

(ｲ) 警察用航空機及び警察用船舶による広報 

(ｳ) 警察署、交番等の備付け拡声器による広報 

(ｴ) 報道機関、防災関係機関への情報提供 

 

４ 水防活動・消防活動 

(1) 水防活動 

消防局、消防団は、水防要員を確保するとともに、重要水防箇所の点検等を実施する。 

(2) 消防活動 

消防局、消防団は、警戒宣言が発せられた場合、出火及び混乱防止等に関して次の事項を基本と

して対応措置を講じる。 

ア 正確な情報の収集及び伝達 

イ 火災・水害等防除のための警戒 

ウ がけ地崩壊危険地域等における避難地域の把握及び警戒避難体制の整備 

エ 火災発生の防止、初期消火等に関する住民、事業所への広報 

オ 資機材の点検 

 

５ 公共輸送 

(1) 鉄道会社の措置 

ア 東日本旅客鉄道(株) 

  (ｱ) 警戒宣言の伝達 

旅客等への伝達は次による。 

ａ 駅においては、警戒宣言、東海地震予知情報の内容及び列車の運転状況等を放送し、旅

客の協力が得られるよう努める。 

ｂ 運転中の列車の車掌は、車内旅客に対し、警戒宣言等の内容及び列車の運転状況を放送

し、旅客の動揺や混乱防止に努める。 

(ｲ) 運行方針 

県内の線区は、安全な方法により極力運転を確保する。常磐線・武蔵野線は 45km/h に運

転規制される。火薬類を輸送中の貨車及び石油類、塩酸、硫酸等の危険物品を積載している

タンク車は、最寄りの安全と思われる駅等に抑留し、必要な場合には、警察、消防機関に連

絡する。 

(ｳ) 主要駅の対応措置 

ａ 旅客の混雑の状況により、適切な放送を実施して、旅客の沈静化に努める。 

ｂ 混雑により危険が予想される場合には、階段止め、改札止め等の入場制限を実施すると

ともに、旅客のう回誘導、一方通行等を早めに行う。 

ｃ 旅客の混乱により危険となった場合は、直ちに列車の運転を中止する。 

(ｴ) 乗車券の取扱い 

ａ 強化地域内着、通過となる乗車券類の発売は停止する。 

ｂ 状況により警戒本部長の指示又は承認を受けて、すべての乗車券類の発売を停止する。 
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ｃ 強化地域を通行する特急列車等各列車は、運転を中止するので、発駅まで無賃送還の

取扱いをする。 

イ 新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、流鉄(株)、北総鉄道(株)、京成電鉄(株) 

(ｱ) 警戒宣言の伝達 

駅・車内等で警戒宣言、地震予知情報等の放送を行い、旅客の協力を要請するほか、混乱

防止と円滑な輸送を確保するとともに、テレビ・ラジオ等の報道機関に情報を提供する。 

(ｲ) 運行方針 

防災関係機関、報道機関等との協力のもとに、地域の実情に応じた可能な限りの運転を行

う。警戒宣言発令時の列車運行についての基本方針は、次のとおりである。 

発令 

当日 

警戒宣言が発せられたときは、現行ダイヤを使用し、減速運転を行う。なお、これ

に伴う列車の遅延は、運転整理により対応するため一部列車の間引運転等を生じる

ので、輸送力は平常ダイヤより減少する。。 

翌日 

以降 

震災時のダイヤとして、一部列車の運転中止・優等列車の各駅停車化を、乗り入れ

各社と調整の上実施する。 なお、輸送力は平常ダイヤよりかなり減少する。 

 (ｳ) 列車の運転中止措置 

列車の運転確保に当っては、県、警察、消防機関と一致協力して上記の措置をとるもので

あるが、万一住民及び事業所の協力が得られず駅等で混乱が発生し、人命に危険を及ぼすお

それが生じた場合、又は踏切支障等が発生した場合には、止むを得ず列車の運転を中止する

場合がある。 

(2) バス、タクシーの措置 

(社)千葉県バス協会、(社)千葉県タクシー協会加盟各社等は、関東運輸局千葉運輸局の指導のも

とに、地域の実情に応じた可能な限りの運行を確保する。 

 

６ 交通対策 

(1) 警察の対策 

警察は、警戒宣言が発せられたときは、一般車両の強化地域への流入抑制及び緊急交通路の確保

のため、広域交通規制道路及び広域交通検問所の中から、必要な路線及び検問所を選定し、次の措

置を行う。 

ア 緊急交通路確保のための誘導及び交通規制 

イ 緊急通行車両（避難の円滑な実施又は地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸

送を必要とする車両）の確認事務 

ウ 強化地域への一般車両流入抑制広報 

これらの交通対策の実施等によって生じる県内における交通の混乱及び交通事故の発生を防

止するため、必要な交通規制を行う。 

(2) 道路管理者の対策 

ア 市 

警戒宣言が発せられた場合、建設部は、緊急点検巡視を行い、道路状況の把握に努め、必要

に応じ事前策を講じるとともに、関係機関との情報の交換を行い、対策の一本化に努める。 

 イ 県 

警戒宣言が発せられた場合、県東葛飾土木事務所は、緊急点検巡視を行い、道路状況の把握

に努め、必要に応じ事前策を講じるとともに、関係機関との情報の交換を行い、対策の一本化
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に努める。 

(ｱ) 危険箇所の点検 

警戒宣言が発せられた場合、その内容を検討し、災害時に交通の障害となるおそれのある

道路、橋梁、トンネルの重点的な緊急点検巡視を実施する。 

(ｲ) 工事中の道路の安全対策 

緊急時の支障とならないよう、原則として工事を中止し、安全対策を確立した上で、緊急

車等の円滑な通行の確保を図る。 

ウ 国土交通省 

(ｱ) 道路施設に関する対策 

ａ 警戒宣言等が発令された場合、その内容を考慮し、被災が予想される地域にあっては、

パトロールカーを適切な位置に配置し、重点箇所等の道路状況の把握に努める。 

ｂ 地震発生の危険に鑑み、工事中の箇所については原則として工事中断の措置をとるもの

とし、この措置を行うことに伴い必要な補強、落下防止等の保全処置に努めるものとする。 

(ｲ) 道路交通対策 

ａ 警戒宣言等が発令された場合においては、パトロール等により道路状況や交通状況の把

握に努める。また、警戒宣言の発令を道路情報板等を用いて道路利用者へ広報を行う。 

ｂ 公安委員会が実施する交通規制（特に緊急輸送路の確保のために実施する場合等）に対

する協力等に努める。 

警戒宣言が発令された場合、強化地域及びその近くの地域において道路情報板等により

道路利用者へ車両走行自粛の広報を行うものとする。 

(ｳ) 発災後に備えた資器材、人員等の輸送体制 

警戒宣言時においては、交通管理者、関係道路管理者からの要請に基づき、発災後の緊急

輸送路確保に必要な資器材、人員等の輸送体制の確認を行うものとする。 

 

７ 上下水道、電気、ガス、通信等対策 

(1) 上水道対策 

ア 基本方針 

水道事業者は、警戒宣言が発せられた場合においても、原則として平常どおりの供給を継続

する。また、住民・事業所等が緊急貯水を実施することによって増大する需要に対し、円滑な

供給を確保するとともに、発災に備え、緊急給水活動等が迅速に遂行できるよう必要な措置を

とる。 

イ 人員の確保、資器材の点検整備等 

(ｱ) 要員の確保等 

警戒宣言の発令と同時に応急対策要員を確保するとともに、緊急広報、施設整備の保全、

応急給水、施設復旧等に必要な活動体制の確立を図る。 

また、千葉県管工事協同組合等との連絡協力体制について確認する。 

(ｲ) 資器材の点検整備等 

発災に備え、応急対策の実施に必要な資器材、車両等の点検整備及び補完強化を図る。 

ウ 施設の保安措置等 

(ｱ) 無線及び電話等の連絡網を確立する。 

(ｲ) 警戒宣言時における施設、設備等の保安点検要領をあらかじめ定めておくものとし、警戒

宣言が発せられた場合は、これに基づき直ちに点検確認を実施する。 
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(ｳ) 浄水場においては、薬品類の安全貯蔵に留意し、警戒宣言が発せられた以降は原則として

搬入を行わない。 

(ｴ) 配水池の水位はできるだけ高水位を維持し、住民・事業所等の緊急貯水に対応できるよう

送配水圧の調整を行う。 

(ｵ) 工事中の現場においては適宜工事を中止し、必要な安全措置を講ずる。 

エ 広報 

警戒宣言が発せられた場合、住民等に対する緊急貯水の呼びかけを重点として次のとおり広

報活動を実施する。 

広報

内容 

① 通常の供給が維持されていること 

② 発災に備え、飲料水、生活用水を貯水すること 

・飲料水の汲み置きは、ポリタンク、バケツを利用してフタをし３日毎に新し

い水に汲み替え、水質保持に留意する。 

・生活用水の汲み置きは、浴槽等を利用し、貯水する。 

・その他、汲み置き容器の転倒防止及び汲み置き水の流出防止策を講ずる。 

③ 発災後、断水が起こった場合の連絡先及び応急給水体制 

広報

手段 

① 報道機関への放送依頼 

② 広報車等による広報 

③ 水道工事店の店頭掲示等 

④ ホームページによる広報等 

(2) 下水道対策 

建設部及び県江戸川下水道事務所、県手賀沼下水道事務所は、次の安全対策を行う。 

ア 施設等の保安措置 

危険物を扱う処理場、ポンプ場の運転管理について、委託業者と連携して、保安の徹底に努

めるとともに、施設の被害を最小限にとどめ、排水能力の確保に万全を期するため、巡視、点

検の強化及び整備を実施する。 

また、工事現場については工事を中止し、現場の保安措置を講ずるとともに、応急資器材の

点検、整備を行う。 

イ 危険物等に対する措置 

石油類等については、貯蔵タンク、サービスタンク等の元バルブの閉鎖、タンクローリーの

貯蔵タンクへの移送中止、火気の使用制限等のほか、付近住民の安全確保のため必要な措置を

とる。 

苛性ソーダ等は、残量確認等のほか、外部への漏洩防止策等、状況に応じた必要な措置をと

る。 

(3) 電気対策 

ア 基本方針 

東京電力パワーグリッド(株)は、警戒宣言が発せられた場合においても、原則として電力

の供給は継続する。 

イ 人員の確保、資機材の点検整備等 

サービス区域内で震度６弱以上の地震発生、東海地震注意情報あるいは警戒宣言が発せられ

た場合などの情報を知ったときは、事業所に参集し、資機材を整備、確保して応急出動に備え

るとともに、復旧資機材の確保に努める。 
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ウ 施設の予防措置 

東海地震予知情報等に基づき、電力施設に関して、特別巡視及び特別点検等、通信網の確保、

応急安全措置の予防措置を講ずる。 

エ 広報 

感電事故、漏電による出火を防止するため、次のとおり広報活動を実施する。 

広報内容 

① 無断昇柱、無断工事をしないこと 

② 断線、電柱の倒壊折損を発見した場合には、絶対に手を触れず、カスタ

マーセンターへ通報すること 

③ 屋外へ避難する場合は、安全器又はブレーカーを必ず切ること 

④ 地震発生後は、使用中の電気器具のコンセントを直ちに抜くこと 

⑤ その他必要な事項 

広報手段 
① 報道機関による広報 

② 広報車等による広報 

(4) ガス対策 

京葉瓦斯(株)は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講じる。 

ア 基本方針 

地震発生時の二次災害の防止、又は軽減を図るための応急措置を迅速かつ的確に講じ得る体

制を確立する。 

イ 人員の確保 

勤 務 時 間 内 
全社員に警戒体制の発令を伝達し、あらかじめ定めた要員は本部の指示に

従う。 

勤 務 時 間 外 
要員に電話等により出動を指示する。なお、要員がテレビ・ラジオ等で

警戒宣言の発令を覚知した場合、動員は自動発令されたものとする。 

工事会社の動員 当社の指示により、必要に応じて動員を行い、警戒体制に入る。 

ウ 施設の保安措置等 

(ｱ) あらかじめ定めたガス工作物等の巡視・点検を行うための体制を準備する。 

(ｲ) 工事中又は作業中の工事等は中止し、必要な安全措置を講じる。 

(ｳ) 無線及び電話等の連絡網を確認し、必要に応じ、通信設備の機能確認を行う。 

(ｴ) 本社、事業所等の見学者、来訪者等に対して警戒宣言が発令された旨を伝達し、避難、帰

宅させる。 

(ｵ) 工事現場では直ちに作業を中止し、安全措置を講じて警戒体制に入る。その他の者は日常

生活を制限し、地震が極度に切迫した場合、直ちに安全な状態で作業を中止できるようにす

る。 

エ 広報 

警戒宣言が発せられた場合、速やかに需要家に対する広報活動を実施するとともに、需要家

からの問合わせに対応できる受付体制を整える。また、大口需要家及び地下街、地下室等に係

る需要家には個別に連絡をとり、ガス使用上の注意及び地震発生時の対応（使用制限、供給停

止等）について確認する。 

広報内容 

① 引き続きガスを供給していること  

② 避難する際のガス栓及びメーターガス栓の処理方法  

③ 地震が発生し、ガスの供給を停止した場合についての注意 
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広報手段 

① 広報車により、直接需要家に呼びかける。  

② 関係防災機関に対し、ラジオ・テレビ等の報道機関による広報について協

力を要請する。 

(5) 通信対策 

ア 東日本電信電話(株) 

警戒宣言の発令に当たっては、情報が正確かつ迅速に伝達された防災対策上有効に機能され

るよう、防災機関等の重要通信を確保するとともに、一般市民に大きな支障をきたさないこと

を基本として、次のとおり対処する。 

要員の確保 応急対策等の業務を実施するために必要な要員の確保は、次による。  

① 就労中の職員は、原則として応急対策等所定の業務に従事する。  

② 休日、夜間等においては非常呼び出しを行い、必要な要員を確保する。 

情報連絡室

の設置 

警戒宣言の受報後、千葉支店管内各地域支店は速やかに情報連絡室を設置し、

情報の収集及び伝達を行う。 

資機材の点

検、確認等 

警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとる。  

① 局用予備電源設備、移動電源車、携帯用発動発電機、可搬無線機、移動

無線機等の点検、確認  

② 応急ケーブル等災害復旧用資材、車両の確認  

③ 工事中施設等の安全対策 

応急対策 (ｱ) 電話の輻輳対策  

警戒宣言の発令により、防災機関等による重要な情報連絡及び一般市民

による家族間の連絡等の急増による電話輻輳が懸念されることから、次の

考え方で対処する。  

① 防災機関等の重要な通話は最優先で疎通を確保する。  

② 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせないよう

トラヒック状況に応じた利用制限を行うが、その代替手段として公衆電

話（緑、グレー）からの通話は可能な限り疎通を確保する。  

(ｲ) 手動通話、番号案内  

① 非常、緊急通話の取扱いは確保することとし、その他“100”番通話に

対しては、可能な限り取り扱う。  

② 番号案内業務は、可能な限り取り扱う。  

(ｳ) 電  報  

非常、緊急電線の取扱いは確保することとし、強化地域内に向けて発信

する電報は、遅延承知のものに限り受け付ける。  

電話の輻輳

時の広報 

電話が輻輳した場合には、利用者の電話利用の自粛の協力を得るため、報道

機関に対して次の広報文により広報を依頼する。  

 「○○地方の電話はただ今混み合ってかかりにくくなっております。防災機

関、災害救助機関などの緊急の通信を確保するため、○○地方への電話のご

利用はできるだけ控えていただくようお願いします。」 

イ (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講ずる。 
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基本方針等 東日本電信電話(株)に準ずる 

資機材の点

検、確認等 

① 可搬型無線基地局装置、移動電源車等の点検、確認  

② 災害復旧用資機材、車両の確認  

③ 工事中施設等の安全対策 

応急対策 警戒宣言の発令により、防災機関等による重要な情報連絡及び一般市民に

よる家族間の連絡等の急増による携帯電話の輻輳が懸念されることから、次

の考え方で対処する。  

① 防災機関等の重要な通話は、最優先で疎通を確保する。  

② 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせないようト

ラフィック状況に応じた利用制限を行う。 

 

８ 学校・医療機関・社会福祉施設等対策 

(1) 学校等対策 

教育２部及び各学校、幼稚園の教職員は、警戒宣言が発せられた場合において、児童・生徒等の

安全を確保するとともに、学校等施設の保全を図るため、次のとおり対処する。 

ア 警戒宣言発令後は、直ちに授業を中止し、下校（避難場所への移動を含む。以下「下校」と

いう。）の措置をとる。 

イ 児童・生徒等の下校方法については、実態に応じて次のように定める。 

(ｱ) 通学（園）路の安全を確認し、集団で下校させるか、又は連絡網を通じ保護者の来校を求

めて下校させる。 

(ｲ) 交通機関を利用している児童・生徒等については、その運行と安全を確かめて下校させる。 

ウ 学校等に残留し、保護する児童・生徒等（上記(ｱ)・(ｲ)以外の者）については、人数をあら

かじめ把握し、教職員の職務内容に従って対処する。 

エ 保護者への連絡は通信不能の事態も考慮の上、迅速かつ正確にできるようその手段を定め、

徹底させておく。 

オ 警戒宣言が解除されるまで、臨時休校とする。 

カ 防災上急務と思われる校舎内外の施設・設備（理科室、調理室、工作室、戸棚類、下駄箱、

がけ下、万年塀、校舎間等）の安全確認をし、必要な措置をとる。 

キ 実践的な防災計画により、教職員一人ひとりが迅速適切な行動をとる。 

ク 地域の関係機関・団体との連携を密にし、対応する。 

(2) 病院・診療所対策 

警戒宣言が発せられた場合の医療体制は、県立病院に準じた対応をとる。なお、民間医療機関

に対しては(一社)松戸市医師会を通じて要請する。 

なお、市立総合医療センターの具体的対応は、次のとおりである。 

ア 診療方針 

(ｱ) 外来患者の診療は状況等に応じ可能な限り平常どおり行う。 

(ｲ) 入院患者のうち退院及び一次帰宅を希望する者には、担当医師の判断により許可を与える。 

(ｳ) 手術及び検査は、可能な限り延期とし、医師が状況に応じて適切に対処する。手術予定に

ついては、緊急やむを得ない場合をのぞき、延期するなどの措置を講ずる。 

(ｴ) 手術中の場合は、医師の判断により安全措置をとる。 

イ 来院者、入院者等に対する情報の伝達、取るべき行動に関する指示 
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(ｱ) 収集した情報は、入院患者等に不安を与えないよう、必要に応じ適宜連絡、伝達する。 

(ｲ) 外来患者のうち特に急を要する患者以外に対しては、受診の自粛を事前に呼びかける。 

ウ 入院患者の安全確保、施設の保安措置等 

(ｱ) 建物、設備の点検を行い、危険物及び可燃物設備については、発災による被害防止又は軽

減を図るため必要な措置を与える。 

(ｲ) 非常用設備の試運転、非常用備品の確保を講ずる。 

(3) 社会福祉施設対策 

社会福祉施設は、警戒宣言が発せられた場合において、迅速かつ的確な防災措置を講ずることに

より、施設及び要援護者等の安全を確保するため、次の事項を基本として対応措置を講ずる。 

ア 情報の受伝達を行う。 

イ 施設の防災点検を行う。 

ウ 出火防止を行う。 

エ 通所（園）者、入所者等の安全確保、応急救護体制、避難スペースの確保及び食料、飲料、

医薬品、衛生材料、生活物資等の確保を行う。 

オ 要保護者の引き渡しは、通常の方法で保護者に引き渡す。保護者への引き渡しが済むまで乳

幼児・通所施設利用者は各施設で保護する。 

カ 保護者に対する当該施設の対応計画の事前周知措置 

引き渡し方法は、あらかじめ定め、保護者と十分な打ち合わせをし、防災訓練等を通じて防災

教育を行う。 

 

９ 避難 

警戒宣言発令時においても、原則として避難する必要はないが、地震の発生によりがけ崩れ等の

危険性が特に高い地区にあっては、市長は住民の生命及び身体を保護するため、あらかじめ避難対

象地区を選定しておくものとする。 

なお、警戒宣言が発せられた場合には、避難対象地区に対して避難の勧告又は指示を行い、住民

を安全な場所へ避難させるため、次により対応措置を講ずる。 

なお、避難の勧告又は指示の内容は、松戸市地域防災計画震災編第３章を参照のこと。 

(1) 警戒宣言時の措置 

ア 避難勧告・指示 

イ 避難所の確認 

ウ 情報伝達体制の確認 

エ 関係機関に対する避難所開設の通知 

オ 避難所への職員派遣 

カ 災害時要援護者に対する援護措置 

キ 給食、給水措置 

ク 生活必需物資の給与 

ケ 避難対象地区の防火・防犯パトロール 

(2) 事前の措置 

市長は、警戒宣言発令時に避難活動が円滑に遂行できるよう、あらかじめ次により対応措置を

講じておくものとする。 

ア 避難対象地区の選定 

イ 避難所の指定 
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ウ 避難勧告、指示体制の確立 

エ 情報伝達体制の確立 

オ 災害時要援護者に対する介護体制の確立 

カ 住民に対する周知 

 

１０ 救護救援・防疫・保健活動 

(1) 救護救援 

公共施設に救護所の設置を準備し、(一社)松戸市医師会に対して､連絡体制の確保、発災後

の負傷者への対応への準備を要請する｡ 

(2) 防疫 

保健医療部及び環境部は、松戸保健所の指示により次の体制を整える｡ 

ア 防疫作業員の雇上げ及びその組織化等の準備に関すること。 

イ 災害発生後、必要と思われる防疫用の器具、器材の整備及び薬剤備蓄量の確認に関すること。 

(3) 保健活動 

保健医療部は、災害による健康被害を最小限にとどめ、早期回復を図るため、保健活動を次

のとおり推進する。 

ア 地震発生に備え、医療機関の開設状況や救護活動の準備状況、災害時要援護者の状況の把握

等情報収集を行う。災害時要援護者の把握については、プライバシーの保護に十分注意する。 

イ 避難者の健康管理及び要配慮者への処遇調整を行う。 

ウ 保健師の派遣の必要性について検討し、必要時は、松戸保健所を通じ県に派遣依頼をする。 

エ 避難所におけるプライバシーの確保とマスコミ取材による不安への対応を実施する。 

 

１１ その他の対策 

(1) 食料、医薬品の確保 

警戒宣言が発せられた場合、発災後の被害者の応急救護に必要な食料、医薬品を確保するた

め、次の措置を講ずる。 

ア 食料の確保 

 経済振興部は、次の措置を行う。 

(ｱ) 米穀の確保に当たっては、県に対し災害応急食料割当申請を行えるよう準備体制をとる。 

(ｲ) 米穀小売販売業者又は卸売業者等へとう精準備体制をとるよう指示する。 

(ｳ) 民間業者（団体）に対して、在庫確認及び出庫準備体制をとるよう要請する。 

イ 医薬品の確保 

保健医療部は、(一社)松戸市薬剤師会に対し、医薬品の供給準備体制をとるよう依頼する。 

(2) 緊急輸送の実施準備 

財務班及び各防災機関は、警戒宣言が発せられた場合、応急対策を実施するため緊急輸送が

必要となる事態に備えて、必要な措置を講ずる。 

ア 緊急輸送車両の確保 

緊急輸送に必要な車両、人員等を確保し、運行計画の調整等必要な措置をとる。 

イ 緊急輸送車両の確認 

第３章 第６節の「２ 緊急通行車両等の確認」による。 

ウ 関係団体による協力 
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協定先の輸送会社等に緊急輸送の準備を要請する。 

(3) 市が管理、運営する施設対策 

市が管理、運営する社会教育施設、社会体育施設等については、原則として開館、開催を自

粛するものとする。このため、各部・各班は、施設利用者に対して協力を呼びかけるとともに、

各施設においては、職員の役割分担の確認を行い、防災用施設、設備の作動準備、危険箇所の

応急点検、危険物の保安措置を実施する。 

(4) 危険な動物の逃走防止 

県は、警戒宣言発令時において危険な動物の飼育者等に対し、二重施錠の確認補修等逃走防

止対策の強化を指示する。 

なお、飼育者等が警戒宣言発令時においてとるべき措置は、次のとおりである。 

ア 「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」により、あらかじめ定めた緊急措

置をとる。 

イ 動物が施設から逃走したときは、同細目等により、関係機関への通報、捕獲、その他必要な

措置を講ずる。 
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第５節 住民等のとるべき措置 
本市においては、東海地震注意情報の発表及び警戒宣言の発令等に伴い、若干の社会的混乱が

発生することが予想される。市、県、各防災関係機関は、一体となって社会的混乱の防止を図る

ものであるが、これらの機関が全ての防災活動を行うことは不可能であり、住民、自主防災組織、

事業所がそれぞれの立場で防災活動を行うことが重要な役割を果たすものである。 

本章では、住民、自主防災組織、事業所が平常時、東海地震注意情報発表時、警戒宣言発令時

にそれぞれとるべき措置基準を示すものとする。 

 

１ 住民のとるべき措置 

区 分 と る べ き 措 置                   E 

 

平 常 時 

(1) 家や塀の耐震化を促進する。 

ア わが家の耐震診断を行い、弱いところを補強する。 

イ ブロック塀、石塀、門柱を点検し、不適確なものは改築、補強する。 

(2) 家具類の転倒、落下防止措置をとる。 

ア タンス、食器棚、ピアノ等の重い家具、倒れやすい家具は壁に固定などする。 

イ 家具類の上に重いものやガラス類を置かない。 

ウ 窓ガラスのパテ等を点検し、弱い部分は補強する。 

(3) 火気使用器具の点検整備及び火気管理を励行する。 

ア ガスコンロ、ガスストーブ等の定期点検を行う。 

イ プロパンガスボンベ等は固定し、設備の定期点検を行う。 

ウ 火気使用場所の不燃化を図り、整理整頓する。 

エ 火気使用場所周辺に易・可燃性物品（灯油、ベンジン、アルコール、ス

プレー、食用油、塗料等）を置かない。 

(4) 消火器、消火用水の準備をする。 

ア 出火に備えて、消火器、バケツ等を準備しておく。 

イ 出火に備えて、風呂の水を常にためておく。 

(5) 非常用飲料水、食料の準備をする。 

ア 飲料水は、市販のミネラルウォーターか水筒、水袋、ポリタンク等に入

れて３日分程度準備しておく（１人１日分の生命水 約３リットル）。 

イ 食料は、長期保存ができる食品（米、乾パン、乾メン、インスタント食

料、漬物、梅干、缶づめ、みそ、しょう油、塩等）を３日分程度準備して

おく。 

(6) 救急医療品の準備をする。 

傷薬、胃腸薬、目薬、脱脂綿、包帯、ばんそうこう、三角巾などを救急箱

に入れて準備しておく。また、処方箋のコピーを用意しておく。 

(7) 生活必需品の準備をする。 

下着、毛布、タオル、石けん、ちり紙、マッチ、ろうそく等を準備しておく。 

(8) 防災用品の準備をする。 

トランジスターラジオ、懐中電灯、ヘルメット、ビニールシート、かなづ

ち、バール、のこぎり、スコップ、なた、ロープ等を準備しておく。 

(9) 防災講習会、訓練へ参加する。 

市、消防局、自主防災組織が行う防災講習会、訓練に積極的に参加し、防

災に対する知識、行動力を高める。 
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区 分 Aと る べ き 措 置                   E 

(10) 家族で対応措置の話し合いをする。 

ア 東海地震注意情報発表時、警戒宣言発令時、地震発生時における役割分

担を話し合っておく。 

イ 警戒宣言発令時には、電話がかかりにくくなるので、各自の行動予定を

話し合っておく。 

ウ 発災した場合の避難場所、避難経路、安否の確認方法を話し合っておく。 

(11) 自主防災組織に積極的に参加する。 

(12) 市の指定避難場所のうち最寄りの避難場所を２ヶ所以上確認しておく。 

東海地震注意

報の発表から

警戒宣言が発

令されるまで 

(1) テレビ、ラジオ等で正しい東海地震注意情報を入手し、冷静な行動をとる。 

(2) 電話の使用を自粛する。 

(3) 自家用車の利用を自粛する。 

(4) 不要な生活物資の買い急ぎを自粛する。 

(5) 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 

 

警戒宣言が発

令されてから

地震発生まで 

(1) 警戒宣言情報を入手する。 

ア 市の防災信号（サイレン）等に接したときは、直ちにテレビ、ラジオで

正しい警戒宣言情報を入手する。 

イ 県、市、警察署、消防局等防災関係機関の関連情報に注意する。 

(2) 家具類の転倒、落下防止措置を確認する。 

ア 家具、棚等の上の重いものをおろす。 

イ 窓ガラスにガムテープ、ビニールテープ等をはる。 

ウ ベランダの置物をかたづける。 

(3) 火気使用器具の安全確認と火気管理を確認する。 

ア 火気の使用は最小限にし、いつでも消火できるようにする。 

イ ガス器具等の安全設備を確認する。 

ウ プロパンガスボンベの固定措置を確認する。 

エ 火気使用場所及びその周辺の整理整頓を確認する。 

(4) 消火器、消火用水の置き場所を確認する。 

(5) ブロック塀、石塀、門柱を点検する。 

危険箇所には安全措置をとり、付近に近寄らせないようにする。 

(6) 非常用飲料水、食料を確認する。 

(7) 救急医薬品を確認する。 

(8) 生活必需品を確認する。 

(9) 防災用品を確認する。 

(10) 電話の使用を自粛する。 

県、市、放送局等防災関係機関に対する電話による問い合せは控える。 

(11) 自家用車の利用を自粛する。 

ア 路上に駐車中の車両は、空地、駐車場に移動する。 

イ 走行中の車両は、減速走行し、目的地まで到達した後は車を使わない。 

(12) 幼児、児童、生徒、高齢者、病者の安全を確認する。 

ア 幼児、児童、生徒、高齢者、病者（臨床者）が安全な場所にいるか確認す

る。 

イ 幼児、児童、生徒が登園、登校している場合は、定められた園、学校と

の打ち合せ事項に対応措置をとる。 

(13) エレベーターの使用をさける。 

(14) 不要な生活物資の買い急ぎを自粛する。 

(15) 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 

(16) 倒壊危険のある地形、建築物から退避する。 
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２ 自主防災組織のとるべき措置 

自主防災組織が結成されていない地域にあっては、町会・自治会等がこの基準に準拠して対応

措置をとるものとする。 

 

区 分 Aと る べ き 措 置                   E 

 

平 常 時 

(1) 組織の編成と、各班の役割を明確にする。 

(2) 防災知識の普及活動を行う。 

ア 各戸に対して出火防止、倒壊物予防措置を呼びかける。 

イ 地域内の危険物集積地区、延焼拡大危険地区、がけ崩れ等災害危険箇所

を把握する。 

ウ 地域内の消防水利を把握する。 

エ 地域内のブロック塀、石塀、門柱、擁壁等の安全点検を行う。 

オ 防災知識に関するチラシ、パンフレット等を作成し、各戸に配布する。 

(3) 防災訓練を行う。 

災害時に備えて情報連絡訓練、消火訓練、給食給水訓練、救出救護訓練等

を行う。 

(4) 火気使用器具の点検及び火気管理の励行を指導する。 

ア 各戸に対して火気使用器具、使用場所の点検を指導する。 

イ 各戸に対して易・可燃性物品の点検を指導する。 

ウ プロパンガスボンベの点検を指導する。 

(5) 防災資器材等を整備する。 

地域の実情に応じて情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食

給水用資器材等を整備しておく。 

(6) 情報の収集、伝達体制を確立する。 

ア 市、消防局等防災関係機関から伝達された情報を、正確かつ迅速に地域

住民に対して伝達する体制を確立する。 

イ 地区ごとに収集伝達すべき情報を定めておく。 

東海地震注意

報の発表から

警戒宣言が発

令されるまで 

(1) テレビ、ラジオ等で正しい情報を入手する。 

(2) 地域住民に対して冷静な行動をとるよう呼びかける。 

 

 

警戒宣言が発

令されてから

地震発生まで 

(1) 自主防災組織の活動体制を確立する。 

ア 自主防災組織の編成を確認する。 

イ 自主防災組織本部を設置する。 

ウ 自主防災組織の役割分担を確認する。 

(2) 市、消防局等防災関係機関から伝達された警戒宣言情報を、正確かつ迅速

に地域住民に対して周知する。 

(3) 地域住民に対して住民のとるべき措置を呼びかける。 

(4) 防災資器材等を確認する。 

(5) 幼児、児童、生徒、高齢者、病者の安全対策措置を呼びかける。 

(6) 食料、飲料水の確保及び調達方法を確認する。 
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３ 事業所のとるべき措置 

 

区 分 Aと る べ き 措 置               E 

 

平 常 時 

消防法により消防計画、予防規程を定めなければならない事業所はもとより、

その他の事業所においても、あらかじめ防災責任者（消防法で言う防火管理者に

あたるもの）を定め、防災計画を作成するものとする。 

防災計画作成上の留意事項は次による。 

(1) 自衛防災体制の確立 

ア 防災責任者の選定及び自衛防災組織の結成 

イ 組織の役割分担の明確化 

(2) 教育及び広報活動 

ア 従業員の防災知識の高揚 

イ 従業員の安否確認方法 

ウ 従業員の顧客に対する安全対策措置に係る教育研修 

エ 従業員の帰宅対策 

(3) 防災訓練 

災害時に備えた、情報連絡訓練、消火訓練、救出救護訓練、顧客の誘導訓練 

(4) 危険防止対策 

ア 施設、設備の定期点検 

イ 商品、設備器具、窓ガラス等の破損、転倒、落下防止措置 

(5) 出火防止対策 

ア 火気使用器具、設備及び火気使用場所の定期点検 

イ 消防水利、機材の整備点検 

ウ 商品の整備点検 

エ 易・可燃性物品の管理点検 

(6) 消防資器材等の整備 

情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用資器材等を整備す

る。 

(7) 情報の収集、伝達体制の確立 

ア 市、消防局防災関係機関から伝達された情報を、正確かつ迅速に顧客、従

業員に対して伝達する体制を確立する。 

イ 事業所の実情に応じた、収集伝達すべき情報を選定する。 

東海地震注意

報の発表から

警戒宣言が発

令されるまで 

(1) テレビ、ラジオ等で正しい情報を入手する。 

(2) 自衛防災体制を準備、確認する。 

(3) 消防計画等により警戒宣言時にとるべき措置を準備、確認する。 

(4) その他、顧客、従業員に対する安全対策措置等、必要に応じて防災措置をとる。 

警戒宣言が発

令されてから

地震発生まで 

(1) 自衛防災組織の活動体制を確立する。 

ア 自衛防災組織の編成を確認する。 

イ 自衛防災本部を設置する。 

ウ 自衛防災本部の役割分担を確認する。 
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区 分 Aと る べ き 措 置               E 

(2) 情報の収集、伝達体制をとる。 

市、消防局防災関係機関及びテレビ、ラジオ等により入手した情報を正確か

つ迅速に顧客、従業員に対して伝達する。 

(3) 危険防止措置を確認する。 

ア 施設、設備を確認する。 

イ 商品、設備器具、窓ガラス等の破損、転倒、落下防止措置を確認する。 

(4) 出火防止措置を確認する。 

ア 火気器具等の使用は原則として自粛するものとし、やむを得ず使用する場

合は、最小限とし、いつでも消火できる体制をとる。 

イ 火気使用場所及び周辺を確認する。 

ウ 消防水利、機材を確認する。 

エ 易・可燃性物品を確認する。 

(5) 防災資器材等を確認する。 

情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用資器材等を確認

する。 

(6) 食料品等生活必需物資を販売（取扱い）する事業所においては、市民生活の

確保と混乱防止のため、原則として営業を継続する。 

(7) 不特定かつ多数の者が出入りする劇場、映画館、百貨店、旅館及び地下街の

店舗等においては、混乱防止のため、原則として営業を自粛する。 

(8) 石油類、火薬類、高圧ガス等、出火、爆発等周辺地域に対して危険な影響を

与える可能性のある事業所においては、原則として営業を自粛する。 

(9) バス、タクシー及び生活必需物資を輸送する車両以外の車両の使用は、原則

として自粛する。 

(10) 一般事業所においては、原則として平常営業とするが、特に従業員を退社さ

せる必要のある事業所においては、駅、停留所、道路の混雑状況及び警戒宣言

情報の内容等を考慮して、時差退社させる。 

なお、近距離通勤者については、徒歩等によるものとし、原則として交通機

関を利用しない。 

(11) 電話の使用を自粛する。 

県、市、放送局等防災関係機関に対する電話による問い合わせは控える。 

(12) 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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第１章 総則   第１節 計画の策定方針 

風-1 

第１節 計画の策定方針 

計画の目的 

本計画は災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき、松戸市防災会議

（以下「防災会議」という。）が定める計画であって、本市の地域並びに住民の生命、身体及び財

産を災害から保護するため、本市の地域に係る災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧等に関

し、市及び関係機関が処理すべき事務又は業務を定め、防災活動の総合的かつ効果的な実施を図

ることを目的とする。 

本計画は、本市の地域に係る災害対策に関する基本的かつ総合的な計画であることから、国の

防災基本計画、県の地域防災計画、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等の

防災業務計画等との連携・整合を図るものである。 

 

風水害等対策の基本方針 

本市の防災環境に的確に対応し、市民生活の安全を守り、乳幼児、傷病者、障害者、高齢

者、外国人等の要配慮者の視点に立った対策を講じ、男女共同参画の視点を取り入れた防災対策

の確立を図り、本市のもつ諸機能を確保していくため、災害の各段階に応じた予防対策、応

急対策及び復旧対策の充実に努める。 

(1) 災害予防対策 

ア 住民への風水害等に関する知識の普及に努めるなど自助の強化に務めるとともに、自主防

災組織の結成促進及び育成強化並びに防災訓練の充実など共助の強化に努める。 

イ 災害に強いまちづくりを進めるため、河川の改修、土砂災害の防止対策や建築物対策など

の都市防災対策を進める。 

ウ 防災施設を確保するとともに、各種資器材の完備と消防施設の保全を進める。 

エ 情報連絡手段となる防災行政無線等の保全を進める。 

オ 風水害等対策に役立つ各種調査、検討を進める。 

(2) 災害応急対策 

ア 災害時の迅速な対応がとれるよう、市、防災関係機関との連携により応急体制を整える。 

イ 気象予警報や被害情報などの災害情報の収集伝達体制を整える。 

ウ 被災者の安全な避難誘導に努めるほか、水や食料等の供給、医療や救助などの救援救護活

動の充実を図る。 

エ 消防、水防、警備、交通規制など応急活動の充実を図る。 

オ 必要に応じ、自衛隊や周辺自治体の応援を得て迅速な応急対策を実施する。 

カ 水道、電気、ガス、電話等の生活関連施設等の迅速な応急復旧を図る。 

キ 応急教育の確保と災害廃棄物の迅速な処理及び応急仮設住宅建設の体制整備を図る。 

(3) 災害復旧対策 

ア 被災者や被災事業者への援護措置の充実を進め、民生安定を図る。 

イ 生活関連施設等の迅速な本格復旧を図る。 
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風-2 

計画の修正 

市及び関係機関は、本計画を現状に即したものにするため常に検討を加え、修正する必要があ

ると認める場合は、防災会議で審議の上修正する。 

 



第１章 総則   第２節 市及び防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

風-3 

第２節 市及び防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の

大綱 
市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重

要な施設の管理者、住民、事業所等は、概ね次の事務又は業務を処理するものとする。 

 

１ 松戸市 

ア 市防災会議及び市災害対策本部に関すること 

イ 防災に関する施設及び組織の整備並びに自主防災組織の充実及び訓練に関すること 

ウ 災害時における被害の調査報告、情報の収集及び広報に関すること 

エ 災害の防除と拡大防止に関すること 

オ 救助、防疫等及び保健衛生に関すること 

カ 災害応急対策用資材及び災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること 

キ 被災産業に対する融資等の対策に関すること 

ク 被災市営施設の応急対策に関すること 

ケ 災害時における文教対策に関すること 

コ 災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

サ 災害時における交通、輸送の確保に関すること 

シ 被災施設の復旧に関すること 

ス 管内の関係団体が実施する災害応急対策の調整に関すること 

セ 被災者の生活再建支援に関すること 

 

２ 千葉県 

ア 千葉県防災会議及び県災害対策本部に関すること 

イ 防災に関する施設及び組織の整備並びに訓練に関すること 

ウ 災害時における災害に関する被害の調査報告、情報の収集及び広報に関すること 

エ 災害の防除と拡大の防止に関すること 

オ 災害時における防疫その他保健衛生に関すること 

カ 災害応急対策用資材及び災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること 

キ 被災産業に対する融資等の対策に関すること 

ク 被災県営施設の応急対策に関すること 

ケ 災害時における文教対策に関すること 

コ 災害時における社会秩序の維持に関すること 

サ 災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

シ 災害時における交通、輸送の確保に関すること 

ス 被災施設の復旧に関すること 

セ 市が処理する事務及び事業の指導、指示及びあっせん等に関すること 

ソ 災害対策に関する自衛隊への派遣要請、国への応援要請及び隣接都県市間の相互応援協力に

関すること 
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タ 災害救助法に基づく被災者の救助、保護に関すること 

チ 被災者の生活再建支援に関すること 

ツ 市が実施する災害応急対策の補助及び市町村間の総合調整に関すること 

 

３ 指定地方行政機関 

(1) 関東管区警察局 

ア 管区内各県警察の災害警備活動の指導及び調整に関すること 

イ 管区内各県警察の相互援助の調整に関すること 

ウ 他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携に関すること 

エ 警察通信の確保及び警察通信統制に関すること 

オ 津波、噴火警報等の伝達に関すること 

 

(2) 関東財務局（千葉財務事務所） 

ア 立会関係 

主務省が行う災害復旧事業費の査定の立会に関すること 

イ 融資関係 

(ｱ) 災害つなぎ資金の貸付(短期)に関すること 

(ｲ) 災害復旧事業費の融資(長期)に関すること 

ウ 国有財産関係 

(ｱ) 地方公共団体が防災上必要な通信施設等の応急措置の用に供する場合における普通財産

の無償貸付に関すること 

(ｲ) 地方公共団体が災害による著しい被害を受けた小・中学校等の施設の用に供する場合に

おける普通財産の無償貸付に関すること 

(ｳ) 地方公共団体が水防、消防その他の防災に関する施設の用に供する場合における普通財

産の減額譲渡又は貸付に関すること 

(ｴ) 災害の防除又は復旧を行おうとする事業者に対する普通財産の売払又は貸付に関するこ

と 

(ｵ) 県が急傾斜地崩壊防止施設の用に供する場合における普通財産の無償貸付又は譲与に関

すること 

(ｶ) 県又は市町村が防災のための集団移転促進事業の用に供する場合における普通財産の譲

与等に関すること 

エ 民間金融機関等に対する指示、要請関係 

(ｱ) 災害関係の融資に関すること 

(ｲ) 預貯金の払い戻し及び中途解約に関すること 

(ｳ) 手形交換、休日営業等に関すること 

(ｴ) 保険金の支払及び保険料の払込猶予に関すること 

(ｵ) 営業停止等における対応に関すること 

 

(3) 関東信越厚生局 

ア 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること 

イ 関係職員の派遣に関すること 
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ウ 関係機関との連絡調整に関すること 

 

(4) 関東農政局 

ア 農業関係、卸売市場及び食品産業事業者等の被害状況の把握に関すること 

イ 応急用食料・物資の支援に関すること 

ウ 食品の需給・価格動向の調査に関すること 

エ 飲食料品、油脂、農畜産物等の安定供給対策に関すること 

オ 飼料、種子等の安定供給対策に関すること 

カ 病害虫防除及び家畜衛生対策に関すること 

キ 営農技術指導及び家畜の移動に関すること 

ク 被害農業者及び消費者の相談窓口に関すること 

ケ 農地・農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関すること 

コ 被害農業者に対する金融対策に関すること 

 

(5) 関東森林管理局（千葉森林管理事務所） 

ア 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成に関すること 

イ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

 

(6) 関東経済産業局 

ア 生活必需品、復旧資材など防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること 

イ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 

ウ 被災中小企業の振興に関すること 

 

(7) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保安の確保に関すること 

イ 鉱山に関する災害の防止及び災害時の応急対策に関すること 

 

(8) 関東運輸局（千葉運輸支局） 

ア 災害時における自動車輸送業者に対する運送の協力要請に関すること 

イ 災害時における被害者、災害必要物資等の輸送調整に関すること 

ウ 災害による不通区間における迂回輸送等の指導に関すること 

 

(9) 関東地方整備局（千葉国道事務所、首都国道事務所、江戸川河川事務所） 

ア 災害予防 

(ｱ) 防災上必要な教育及び訓練等に関すること 

(ｲ) 通信施設等の整備に関すること 

(ｳ) 公共施設等の整備に関すること 

(ｴ) 災害危険区域等の関係機関への通知に関すること 

(ｵ) 官庁施設の災害予防措置に関すること 

(ｶ) 大規模地震対策の港湾施設整備による緊急輸送体系の確立に関すること 

(ｷ) 豪雪害の予防に関すること 

イ 災害応急対策 
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(ｱ) 災害に関する情報の収集、災害対策の助言・協力及び予警報の伝達等に関すること 

(ｲ) 水防活動、避難誘導活動等への支援に関すること 

(ｳ) 建設機械の現況及び技術者の現況の把握に関すること 

(ｴ) 災害時における復旧資材の確保に関すること 

(ｵ) 災害発生が予測されるとき又は災害時における応急工事等に関すること 

(ｶ) 災害時のための応急復旧資器材の備蓄に関すること 

(ｷ) 災害時相互協力に関する申合せに基づく適切な緊急対応の実施に関すること 

ウ 災害復旧 

災害発生後、できる限り速やかに現況調査を実施し、被災施設の重要度、被災状況を勘案の

上、二次災害の防止に努めるとともに、迅速かつ適切な復旧を図るものとする。 

 

(10) 成田空港事務所 

ア 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するための必要な措置に関すること 

イ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

ウ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 

 

(11) 東京管区気象台（銚子地方気象台） 

ア 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層による地震動に限る）、水象の予報・警報等の

発表、伝達および解説に関すること 

ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

 

(12) 関東総合通信局 

ア 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関すること 

イ  災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸し出しに関すること 

ウ  非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変更及

び無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に

関すること 

エ  電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に関すること 

 

(13) 千葉労働局 

ア 工場、事業所における労働災害の防止に関すること 

イ 労働力の確保及び被災者の生活確保に関すること 

 

(14) 関東地方環境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供に関すること 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集に関すること 

ウ 放射性物質による汚染状況の情報収集及び提供並びに汚染等の除去への支援に関すること 

エ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護活動の状況等に関する情報収集、提供等に関

すること 
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(15) 北関東防衛局 

ア 災害時における所管財産の使用に関する連絡調整に関すること 

イ 災害時における自衛隊及び在日米軍との連絡調整に関すること 

 

(16) 関東地方測量部 

ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること 

イ 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること 

ウ 地殻変動の監視に関すること 

 

４ 自衛隊 

(1) 災害派遣の準備 

ア 防災関係資料の基礎調査に関すること 

イ 自衛隊災害派遣計画の作成に関すること 

ウ 防災資材の整備及び点検に関すること 

エ 松戸市地域防災計画及び自衛隊災害派遣計画に合致した各種防災訓練の実施に関すること 

(2) 災害派遣の実施 

ア 人命又は財産の保護のため緊急に行う必要のある即時応急救援活動、民生支援及び復旧支援

に関すること 

イ 災害派遣時の救援活動のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関すること 

 

５ 指定公共機関 

(1) 東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ（株） 

ア 電気通信施設の整備に関すること 

イ 災害時における通信サービスの提供に関すること 

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

(2) 日本赤十字社（千葉県支部） 

ア 医療救護に関すること 

イ こころのケアに関すること 

ウ 救援物資の備蓄及び配分に関すること 

エ 血液製剤の供給に関すること 

オ 義援金の受付及び配分に関すること 

カ その他応急対応に必要な業務に関すること 

 

(3) 日本放送協会（千葉放送局） 

ア 住民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

イ 住民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

ウ 社会事業団体等による義援金品の募集及び分配に関すること 

エ 被災者の受信対策に関すること 
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(4) 東日本旅客鉄道株式会社 

ア 鉄道施設の保全に関すること 

イ 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

ウ 帰宅困難者対策に関すること 

 

(5) 日本貨物鉄道株式会社 

 ア 災害時における鉄道車両等による救助物資輸送の協力に関すること 

 

(6) 独立行政法人水資源機構 

ア 水資源開発施設（導水路含む）の新築（水資源機構移行時に着手済みの事業者に限る。）又

は改築及び維持管理に関すること 

イ 水資源開発施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

(7) 日本通運株式会社（千葉支店） 

ア 災害時における貨物自動車（トラック）による救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

 

(8) 東京電力パワーグリッド株式会社（千葉支店） 

ア 災害時における電力供給に関すること 

イ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること 

 

(9) ＫＤＤＩ株式会社 

ア 電気通信施設の整備に関すること 

イ 災害時等における通信サービスの提供に関すること 

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

(10) 日本郵便株式会社(松戸支店・松戸北支店・松戸南支店) 

ア 災害時における郵便事業運営の確保 

イ 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

(ｱ) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること 

(ｲ) 被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること 

(ｳ) 被災地あて救助用郵便物の料金免除に関すること 

(ｴ) 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分に関すること 

(ｵ) 被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除に関すること 

ウ 災害時における郵便局窓口業務の維持に関すること 

(11) ソフトバンク株式会社 

ア 電気通信施設の整備に関すること 

イ 災害時等における通信サービスの提供に関すること 

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

(12) 福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社 

ア 災害時における物資の輸送に関すること 
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６ 指定地方公共機関 

(1) 京葉瓦斯株式会社、一般社団法人千葉県エルピーガス協会（松戸支部） 

ア ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること 

 

(2) 東武鉄道株式会社、京成電鉄株式会社、新京成電鉄株式会社、流鉄株式会社、北総鉄道株式会社 

ア 鉄道施設等の保全に関すること 

イ 災害時における救援物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

ウ 帰宅困難者対策に関すること 

 

(3) 公益社団法人千葉県医師会 

ア 医療及び助産活動に関すること 

イ 医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

 

(4) 一般社団法人千葉県歯科医師会 

ア 歯科医療活動に関すること 

イ 歯科医師会と医療機関及び歯科関係団体との連絡調整に関すること 

 

(5) 一般社団法人千葉県薬剤師会 

ア 調剤業務及び医薬品の管理に関すること 

イ 医薬品等の需給状況の把握及び情報の提供に関すること 

ウ 地区薬剤師会との連絡調整に関すること 

 

(6) 公益社団法人千葉県看護協会 

ア 医療救護活動に関すること 

イ 看護協会と医療機関等会員施設との連絡調整に関すること 

 

(7) 千葉テレビ放送株式会社、株式会社ニッポン放送、株式会社ベイエフエム 

ア 住民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

イ 住民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

ウ 社会事業団体等による義援金品の募集及び配分に関すること 

 

(8) 一般社団法人千葉県トラック協会（松戸支部）、一般社団法人千葉県バス協会 

ア 災害時における貨物自動車（トラック）及び旅客自動車（バス）による救助物資及び避難者

の輸送の協力に関すること 

 

７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

(1) 一般社団法人松戸市医師会 

ア 医療及び助産活動に関すること 

イ 医師会と医療機関との連絡調整に関すること 
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(2) 公益社団法人松戸歯科医師会 

ア 歯科医療活動に関すること 

イ 歯科医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

 

(3) 一般社団法人松戸市薬剤師会 

ア 調剤業務及び医薬品の管理に関すること 

イ 医薬品等の需給状況の把握及び情報の提供に関すること 

ウ 地区薬剤師会との連絡調整に関すること 

 

(4) 公益社団法人千葉県接骨師会（松戸支部） 

ア 医療活動に関すること 

イ 接骨師会と医療機関との連絡調整に関すること 

 

(5) 社会福祉法人松戸市社会福祉協議会 

ア 市、県が行う災害応急活動及び復旧活動への協力に関すること 

イ 災害ボランティアに関すること 

 

(6) 公益財団法人松戸市国際交流協会 

ア 外国人の救助・救援の協力に関すること 

 

(7) 松戸市土地開発公社、財団法人松戸市都市整備公社、公益社団法人松戸市シルバー人材センタ

ー、公益財団法人松戸市文化振興財団、公益財団法人松戸みどりと花の基金 

ア 市が行う災害応急活動及び復旧活動への協力に関すること 

 

(8) とうかつ中央農業協同組合 

ア 市、県が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関すること 

イ 農作物の災害応急対策の指導 

ウ 被害農家に対する融資等のあっせんに関すること 

エ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること 

オ 農産物の需給調整に関すること 

 

(9) 松戸市漁業協同組合 

ア 市、県が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関すること 

イ 漁船、共同施設の応急対策及びその他復旧対策の確立に関すること 

ウ 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること 

 

(10) 松戸商工会議所 

ア 市が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力に関すること 

イ 救助用物資、復旧用資材の確保についての協力、あっせんに関すること 

ウ 融資希望者のとりまとめ、あっせん等の協力に関すること 

エ 災害時における物価安定への協力に関すること 
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(11) 公益社団法人千葉県獣医師会 

ア 災害時における獣医療に関すること 

 

(12) 独立行政法人都市再生機構（千葉地域支社） 

ア 事業区域内の所管施設の保全並びに災害復旧に関すること 

 

(13) 一般社団法人千葉県建築士会（松戸支部）、公益社団法人千葉県建築士事務所協会（松戸支部） 

ア 建築物等の所有者等からの相談に関すること 

 

(14) 金融機関 

ア 被災事業者等に対する資金の融資に関すること 

 

(15) 病院等医療施設 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

イ 災害時における収容者の保護及び誘導に関すること 

ウ 災害時における病人等の収容及び保護に関すること 

エ 災害時における負傷者の医療及び助産救助に関すること 

 

(16) 社会福祉施設の管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

イ 災害時における入所者の保護及び誘導に関すること 

 

(17) 学校等の管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

イ 災害時における児童・生徒等の保護及び誘導 

ウ 災害時における応急教育計画の確立及び実施 

エ 被災施設の災害復旧 

 

(18) 大規模集客施設※の管理者 

ア 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること  

イ 災害時における施設利用者（帰宅困難者）の保護、避難誘導に関すること 

※大規模集客施設：床面積１万㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等。 

 

(19) 危険物取扱施設等の管理者 

ア 安全管理に関すること 

イ 防護施設の整備に関すること 

ウ 災害時における防災活動に関すること 

 

(20) 指定管理者※ 

ア 避難訓練の実施に関すること 

イ 災害時における利用者の保護に関すること 
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※指定管理者制度：住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設につ

いて、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくこ

とで、施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた制度。 

 

８ 住民及び事業所等 

(1) 住民 

ア 市・千葉県等から防災に関する情報を積極的に収集し、自らの生命・身体・財産を自ら守る

ための防災対策を自発的かつ積極的に行うとともに、食料、飲料水その他の生活必需物資の備

蓄等災害の備えや災害発生時のとるべき行動等について知識の習得に努めること 

イ 自らの生命・身体・財産の被害を最小限に食い止めるため、住宅の耐震診断・改修等の震災

予防対策を行う。また、食料、飲料水等の備蓄、非常持出品の準備、家具・大型家電の転倒防

止、ガス機器等の適切な取扱い等の出火防止対策を行い、各家庭での身近な震災発生時の備え

を講じること 

ウ 市及び県等が実施する防災対策に協力するとともに、消防団、水防団、自主防災組織等及び

ボランティアが実施する自発的な防災活動に積極的に参加し、災害の未然防止、被害の拡大防

止及び災害の復旧に寄与すること 

エ  市が避難勧告や避難指示等を発令した場合は、速やかにこれに応じて対応すること 

オ  円滑な避難所運営ができるよう、避難所生活及び運営における相互協力に努めること 

カ 隣近所、地域と協力し合って行動できるように、地域コミュニティの形成に努めること 

キ 過去の災害から得られた教訓の伝承や、災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧等

に寄与すること 

 

(2) 自主防災組織 

ア  地域住民の生命及び身体を守るための防災対策を主体的かつ積極的に行うよう、防災意識の

周知・啓発、地域防災力の向上を図る活動に努めるとともに、県及び市が行う防災対策に協力

するよう努めること 

イ 防災組織の編成及び任務分担の確認把握に関すること 

ウ 情報の収集伝達に関すること 

エ 避難誘導、救出救護の協力に関すること 

オ 被災者に対する炊出し、救援物資の配布等の協力に関すること 

カ 被害状況調査等の災害対策の協力に関すること 

キ 自主防災組織（町会・自治会等・連合町会）間の連携強化に関すること 

ク  過去の災害から得られた教訓の伝承に関すること 

 

(3) 事業者 

ア 事業所における防災対策の充実と従業員の安全の確保等の防災対策を自発的かつ積極的に

行うよう努めるとともに、地域の防災活動に積極的に参加し、自主防災組織等との連携を図る

など、地域における防災力の向上に寄与すること 

イ 地域において消防団、水防団、自主防災組織等及びボランティアが行う防災活動に積

極的に参加するとともに、県及び市が実施する防災対策に協力すること 

ウ 集客施設を保有する事業所は、施設利用者等の生命及び身体を守るための防災対策を自発的
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かつ積極的に行うよう努めること 

エ 災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努めるとともに、防災

訓練の実施、復旧計画の策定、サプライチェーンの確保等の事業継続マネジメント（ＢＣＭ）

の取組を通じて、防災活動の推進に努めること 

 

(4) ボランティア団体 

ア 普段から構成員間の連携を密にして活動体制の整備を図るとともに、災害時には行政機関と

協力して迅速な救援救護活動の実施に寄与すること 

イ  災害ボランティアセンター等の運営及びボランティアの活動支援に積極的に協力すること 

 

第３節 地域の概要 

１ 社会環境 

(1) 位置 

松戸市は、千葉県北西部に位置し、北側は柏市と流山市に、南側は市川市に、東側は鎌ケ谷市

に、西側は江戸川を隔てて東京都葛飾区並びに埼玉県三郷市に面している。面積は 61.38㎢であ

る。 

東京都心部から概ね 20km圏に位置し、電車で約 30分の距離にあることから、首都圏の住宅都

市として発展している。 

(2) 人口 

令和 2年 9月末現在、市内の総人口は 498,781人、総世帯数は 242,771世帯で、一世帯あたり

人口は 2.06人、人口密度は 8,126人／㎢である。また、65歳以上の高齢者の割合はおよそ 25.

7％で、全国平均とほぼ同水準である。 

平成 27年国勢調査によると、就業者数は約 22万人で、そのうち第三次産業が最も多く、全体

の８割程度の約 18万人を占める。 

 

(3) 交通 

都心と常磐・東北方面を結ぶＪＲ常磐線と国道６号が、市域を並走して縦断する。 

道路は、国道６号のほか、国道 298号が市域西端を通過、国道 464号が市の南部を東西に横断

するほか、主要地方道が８路線分布する。 

鉄道は、ＪＲ常磐線のほか、私鉄あわせて８路線、20駅が市内にあり、１日平均乗車人員は

約 40万人である。 

 

２ 自然環境 

(1) 地形 

東部は下総台地の一部に属する台地（下総台地）で、台地には、樹枝状に深く入りこんだ谷（谷

地田）がある。また、江戸川からＪＲ常磐線の間は低地で、台地との高低差は 25ｍ程度である。 

台地は、成田層の砂とその上にのる凝灰質粘土層と関東ローム層からなっている。 

谷地田は、大別すると国分川と坂川水系に分かれる。流域の起伏量は 30ｍ程度で、上流部に

は盛土や埋土をして宅地化されたところ（埋谷地）が多い。また、地盤は表土の下に腐植土・シ
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ルト層が分布しており、軟弱地盤である。軟弱な地層の厚さは谷地田のへりや谷の上流部で薄く

なり、谷地田の中央部や谷が台地から出るあたりで最も厚くなる。 

低地は標高２ｍ～３ｍで、海岸平野と江戸川の氾らん平野である。常磐線沿いにある微高地は、

縄文、海進の時の海岸線沿いに形成されたものである。 

(2) 地盤 

松戸市地域は、台地地盤と低地地盤に大別され、台地地盤が全体の約半分を占める。 

台地地盤は、地域的な違いは少ないが、台地の縁辺部などではところどころ切土や埋土によっ

て異種の地盤が形成されている。 

低地地盤は、沖積層の埋没地形の形成と、それを埋積した堆積物によって変化に富んでいる。こ

れは、２万年前の海面低下によって埋没谷が形成され、その後の海面上昇によって谷が埋められ、

ところによって波食台が形成されたことによる。 

(3) 気候 

松戸市の気候は、概ね温暖である。平成 22年～令和元年の年平均気温は 15.8℃～17.0℃、年

間降水量は 1,144.0mm～1,564.5mm、平均風速風は 3.3ｍ～3.7ｍである。 
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第４節 災害の想定 

１ 水害 

昭和 56年以降、松戸市で発生した主な水害の地域性をみると、西馬橋２，３丁目、中和倉、

新作など長津川沿いの谷底平野や秋山、河原塚、日暮、五香などの春木川沿いの谷底平野で

も床上浸水が多く発生している。また、栄町、馬橋、新田など江戸川沿いの低地でも多くの

浸水被害が発生している。 

近年の水害は、堤防の破堤による洪水はん濫といった大規模な水害はないが、本川への排

水ができなくなって発生する内水はん濫が発生している。 

水防法に基づく洪水浸水想定区域は、国管理の江戸川、利根運河、坂川・坂川放水路、県

管理の坂川・新坂川、真間川（国分川、国分川分水路、春木川）が本市に影響しており、そ

の状況は次のとおりである。 

(1) 江戸川 

想定最大規模の洪水では、常磐線より西側の低地で水浸 5ｍ以上の範囲が広がり、特に

栄町西周辺などで水浸 7.5ｍ以上となる。 

浸水継続時間は、常磐線の西側のほとんどの範囲で 4日間となる。 

家屋倒壊等氾濫想定区域は、江戸川からおよそ 500m の範囲が「氾濫流」による想定区

域となる。なお、「河岸浸食」による想定区域ははない。 

 

江戸川浸水想定区域（想定最大規模の浸水深、家屋倒壊等氾濫想定区域） 
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江戸川浸水想定区域（想定最大規模の浸水継続時間） 

(2) 利根運河 

想定最大規模の洪水想

定では、常磐線より西側の

低地が浸水範囲となる。水

浸は概ね 50cm 以上で、栄

町西周辺などでは 3.5ｍ以

上となる。 

浸水継続時間は、概ね 3

日間以上の範囲が多い。 

なお、家屋倒壊等氾濫想

定区域はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利

根運河浸水想定区域（想定最大規模の浸水深） 
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利根運河浸水想定区域（想定最大規模の浸水継続時間） 

 

(3) 坂川・坂川放水路 

想定最大規模の洪水に

よって、市西部の低地（主

に流山電鉄・常磐線より

西側）では水深 50cm以上

の範囲が広がり、栄町西

周辺などでは水深 3.5ｍ

以上となる。 

浸水継続時間は、常磐

線の西側で 1日間以上の

範囲が広がる。 

家屋倒壊等氾濫想定区

域は、坂川沿いが「河岸

浸食」による想定区域で

ある。 

 

 

 

 

坂川・坂川放水路浸水想定区域 

（想定最大規模の浸水深、家屋倒壊等氾濫想定区域） 
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坂川・坂川放水路浸水想定区域（想定最大規模の浸水継続時間） 
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(4) 坂川・新坂川 

想定最大規模の洪水により、常磐線の西側や矢切地区の低地部が浸水し、水深は最大 3m

～5mとなる。また、浸水継続時間は、概ね 1日間以上である。 

家屋倒壊等氾濫想定区域は、坂川、新坂川の河道沿いが「河岸浸食」による想定区域で

ある。 

 

坂川・新坂川浸水想定区域（想定最大規模の浸水深） 
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坂川・新坂川浸水想定区域 

（左：浸水継続時間、右：家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）） 

 

(5) 真間川 

想定最大規模の洪水で、国分川、国分川分水路、春木川及び紙敷川の周辺が浸水し、水

深 3.0ｍを超すと予想される。 

浸水継続時間は概ね 1日未満であるが、一部で 1日間以上となるところもある。 

市内に家屋倒壊等氾濫想定区域はない。 
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真間川浸水想定区域（想定最大規模、浸水深） 

 

真間川浸水想定区域（想定最大、浸水継続時間） 
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(6) 内水ハザードマップ 

市は、大雨による内水氾濫による浸水範囲と深さを予測した内水ハザードマップを公表

している。これによると、１時間あたり 71mmの大雨では、道路や宅地において最大 3ｍ未

満の浸水深が予測される。 

 

 

内水ハザードマップ（１時間あたり 71mm雨量） 
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２ 土砂災害 

市内には、土砂災害危険箇所が 75 箇所分布する。その内訳は、急傾斜地崩壊危険箇所

Ⅰが 37箇所、急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱが 38箇所である。 

近年の大雨では崩壊していないが、崖下まで住宅地が分布しているところもあるので、

大雨時には崖に対する注意が必要となる。 

市内に分布する急傾斜地は、段丘の縁を形成する段丘崖と呼ばれる傾斜の急な崖である。 

令和 2年 4月現在、47箇所が土砂災害防止法による土砂災害警戒区域に指定され、うち

44箇所が土砂災害特別警戒区域に指定されている。 

【資料編 土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域一覧】 

 

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域（令和元年 10月現在） 
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３ 高潮 

想定最大規模の高潮による氾濫が発生した場合、常磐線の西側や矢切地区の低地部で浸水

が想定される。浸水深は概ね 3.0m未満だが、矢切地区の低地では 3mを超える場所も多い。 

 
高潮浸水想定区域図（浸水深）
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第１節 水害の予防 

【計画の指針】 

本市は、低地の大部分が浸水想定区域に含まれており、豪雨で多数の河川が同時に出水した

場合には、市の水防能力を超える事態となる。 

このため、自主防災組織等と連携した水防体制を強化することが重要である。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 治水整備 建設部、県東葛飾土木事務所、江戸川河川事務所 

2 点検・巡視 建設部、消防局、消防団、県東葛飾土木事務所、江戸川河川事務所 

3 警戒避難体制 本部事務局、建設部、街づくり部 

4減災協議会の推進 本部事務局、建設部、県東葛飾土木事務所、江戸川河川事務所 

 

１ 治水整備 

(1) 河川・下水道の整備 

ア 河川整備 

準用河川や水路(以下「河川等」と表記)の整備はこれまでも進めてきたものの、浸水被害

は依然として発生しているため、今後も総合的治水対策として以下の対策を推進する。 

(ｱ) 全体改修計画                                          

河川等の改修の計画を降雨規模で50㎜/ｈとする。また、流域の整備計画は、下水道整

備、河川改修の長期化、現況能力等を勘案し、実施する。 

(ｲ) 将来計画 

流域内水路は下水道整備事業、下流幹線部は河川改修事業によって整備し、河川と下水

道計画による雨水流出量の差は、流域内の雨水処理能力のバランスを考慮し、面的に配置

された恒久的な雨水貯留施設及び雨水浸透施設等によって対応を図る。 

また、昨今の集中豪雨に対応すべく、公共側においても浸透施設を設けるなど、流出抑

制をさらに推し進める。 

(ｳ) 暫定計画 

河川等の抜本的改修には長時間を要することから、ボトルネックとなる箇所については、

暫定対策を実施し、計画改修完了までの期間の水害被害の軽減に努める。 

 イ 排水不良地帯の対策 

市内の低地はもとより台地部においても凹状地には排水不良箇所が存在し、浸水被害が生

じているため、暫定策として小規模の排水ポンプを設置してきたが、昨今の集中豪雨には能

力不足であることから、自然流下できるよう整備に努める。 

(2) 流出抑制 

ア 公共施設等の対策 

 市営住宅、学校等の公共施設について、貯留池、浸透トレンチ、浸透雨水桝、地下式簡易

貯留槽等を組合せた地域内流出抑制施設の設置を推進する。 

イ 宅地開発等における雨水流出抑制施設の設置の義務付け 

「松戸市における宅地開発等に関する条例」に基づき、宅地開発事業等の実施に当り、雨
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水流出抑制施設の設置を義務付け、河川等への雨水流出の抑制を図る。 

ウ 住宅への雨水浸透桝等の設置促進 

 松戸市雨水浸透施設設置指導要綱に基づき、一般住宅等の新築、増改築の際、その敷地に

雨水浸透施設の設置を指導し、河川の氾濫及び道路冠水等の防止を図る。 

エ 盛土規制 

松戸市盛土事業規制要綱による指定区域での埋め立て、盛土は、市との協議を要するもの

とし、降雨による住居等への浸水被害の軽減を図る。 

            【資料編 松戸市盛土事業規制要綱】 

 (3) 道路及び橋梁の防災管理 

道路及び橋梁の水害予防については、側溝、暗きょの整備、橋脚の補強、崩土の防止等、平

常からその維持補修を行い災害の拡大防止と災害時の交通確保に留意する。 

 

２ 点検・巡視 

(1) 河川の重要水防箇所の巡視 

建設部、消防局及び消防団は、国及び県が管理する河川の重要水防箇所について、江戸川河

川事務所、県東葛飾土木事務所と連携し巡視する。 

(2) 浸水危険地区の巡視 

計画的に浸水調査を実施し、浸水危険地区の事前把握に努め、気象情報を元に、巡視を行い、

排水施設に不具合が発見された場合は早急に対応する。また、無人の水位、雨量測定装置、監

視カメラ等による遠隔治水監視システムの強化を積極的に進める。 

 【資料編 浸水危険地区分布図】 

〈浸水危険地区〉 

流 域 河川等 主な浸水危険地区 

真間川流域 
春木川 和名ヶ谷・河原塚・日暮の各一部 

国分川 大橋・和名ヶ谷・紙敷の各一部 

坂川流域 

上富士川 根木内の一部 

前田川 中和倉・八ヶ崎・馬橋の各一部 

長津川 新作・中和倉・馬橋の各一部 

坂川 西馬橋・栄町・上矢切の各一部 

 

３ 警戒避難体制 

(1) 浸水想定区域の避難確保措置 

 ア 避難確保のための体制整備 

 本部事務局は、洪水、内水及び高潮の浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難

所等円滑かつ迅速な避難確保を図るために必要な事項を定めるほか、地下街、大規模な工場

等又は高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で当該

施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある

場合は、施設の名称、所在地及び洪水予報の伝達方法等を本計画に定める。 

また、浸水想定区域の住民へは、避難所その他避難確保のため必要な事項を、市広報紙、
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洪水、内水及び高潮のハザードマップ等により住民へ周知する。 

なお、避難確保計画及び洪水、内水及び高潮のハザードマップの作成にあたっては、過去

の大水害の教訓の伝承や、雨量や水位、潮位等のリアルタイム情報の活用による警戒避難等

の充実を図る。 

 【資料編 浸水想定区域内の要配慮者関連施設一覧】 

イ 避難確保及び浸水防止措置の指導等 

建設部、街づくり部及び本部事務局は、洪水、内水及び高潮の浸水想定区域内に次の施設

がある場合又は開発される場合には、これらの施設の名称及び所在地を本計画（資料編）に

記載し、施設の管理者・所有者に必要な対策の実施を促進する。 

施設の種類 施設管理者の必要な対策 

要配慮者の利用施設で、洪水時

に円滑かつ迅速に利用者を避難さ

せる必要があると認められるもの 

施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑・

迅速な避難に必要な訓練等に関する計画（避難確保

計画）の作成及び当該計画で定める避難訓練を行う

ほか、自衛水防組織の設置に努める。 

また、当該計画の作成・変更、自衛水防組織の設

置を行ったときは、必要事項を市長に報告する。 

不特定かつ多数の者が利用する

地下施設（「地下街等」という。）

で、利用者の洪水時の円滑かつ迅

速な避難の確保及び洪水時の浸水

の防止を図る必要があると認めら

れるもの 

地下街等の所有者・管理者は、当該施設の利用者

の円滑・迅速な避難及び浸水防止に必要な訓練等に

関する計画を作成し、市長への報告及び公表を行う。 

また、円滑・迅速な避難及び浸水防止に必要な自

衛水防組織を設置し、市長に報告する。 

大規模な工場等で、市の条例

（※）で定める用途及び規模に該

当し、洪水時の浸水防止を図る必

要があると認められるもの 

 

大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水時の浸

水防止に必要な訓練等に関する計画の作成、当該計

画による浸水防止訓練、必要な自衛水防組織の設置

に努める。 

また、当該計画の作成・変更、自衛水防組織の設

置を行ったときは、必要事項を市長に報告する。 

※水防法施行規則の基準（延べ面積が１万㎡以上の大規模な工場、作業場又は倉庫）を参考

に、必要に応じて今後制定する。 

 

４ 減災協議会の推進 

本部事務局、建設部は、河川管理者や流域内の市町村等と連携し、大規模な洪水氾濫に対する

円滑かつ迅速な避難や水防活動、氾濫水の迅速な排水等を実施するため、関係機関が一体的かつ

計画的に取り組む事項を定めた「江戸川流域の減災に係る取組方針（江戸川流域大規模氾濫に関

する減災対策協議会）」及び「千葉県の大規模氾濫に関する地域の取組方針（千葉県大規模氾濫に

関する減災対策協議会）」の実施を推進する。 
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第２節 土砂災害の予防 

【計画の指針】 

本市地域には急傾斜地崩壊危険箇所があり、そのうち急傾斜地崩壊危険区域に指定された箇

所は保全措置等がなされている。しかし、ハード対策としての砂防事業には費用と時間を要す

るため、警戒避難体制の整備等のソフト対策を充実させ、効果的に対策を推進していく必要が

ある。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1土砂災害防止法に基づく対策の推

進 
本部事務局、建設部、街づくり部、県東葛飾土木事務所 

2 急傾斜地崩壊対策 建設部、街づくり部、県東葛飾土木事務所 

3 宅地造成工事規制区域内の保全

対策 
街づくり部 

4 警戒避難体制の整備 本部事務局、建設部、街づくり部、県東葛飾土木事務所 

 

１ 土砂災害防止法に基づく対策の推進 

(1) 土砂災害危険箇所の調査 

県及び市は、土砂災害が発生するおそれのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一

定の行為の制限を行うことを趣旨とする「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律」に基づき、土砂災害警戒区域等の危険箇所の実態を調査し、必要な手続きを

推進する。 

(2) 土砂災害警戒区域等の指定  

土砂災害のおそれのある区域「土砂災害警戒区域」と建物の損壊により大きな被害が生ずる

おそれのある区域「土砂災害特別警戒区域」は、土砂災害防止法に基づく基礎調査（下記基準

参照）を踏まえ、市長の意見を聴いた上で県（知事）が指定する。  

市は、土砂災害から住民の生命及び身体を守るため、災害情報の伝達、避難に関する警戒避

難体制を進める。特に、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者等の要配慮者の円滑な避難

に資するための土砂災害に関する情報等の伝達体制を整備する。  

〈土砂災害警戒区域指定基準（急傾斜地の崩壊）〉 

①傾斜度が 30度以上で高さが５ｍの以上の区域 

②急傾斜地の上端から水平距離が 10ｍ以内の区域 

③急傾斜地の下端から急傾斜地高さの２倍（50ｍを超える場合は 50ｍ）以内の区域  

(3) 土砂災害危険箇所等の公表 

土砂災害発生のおそれのある場所を本計画（資料編）に掲載するとともに、松戸市防災マッ

プの作成、広報紙、県の作成したパンフレットの配布、説明会の開催等により周辺住民に対し

周知徹底を図り、併せて広く市民への周知に努める。 

また、土砂災害警戒情報や千葉県土砂災害警戒情報システムの活用、千葉県がインターネッ

トで公表している土砂災害危険箇所等についても周知する。 
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【資料編 急傾斜地崩壊危険箇所一覧】 

【資料編 土砂災害警戒区域一覧】 

(4) 避難確保計画の作成 

建設部、街づくり部及び本部事務局は、土砂災害警戒区域にかかる要配慮者利用施設で円滑

な避難を要する施設の名称及び所在地を本計画（資料編）に記載するとともに、当該施設の管

理者等に対して避難確保計画の作成・提出、避難訓練の実施を促進する。 
 

２ 急傾斜地崩壊対策 

(1) 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（以下｢急傾斜地法｣という。）」(昭和44

年法律第57号）第３条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域の指定に適合する地域については、

県が市の意見を聞き、地域住民の協力を得ながら順次「急傾斜地崩壊危険区域」として指定手

続を行う。 

なお、急傾斜地崩壊危険区域は、建築基準法第39条による災害危険区域にも指定される（千

葉県建築基準法施行条例第３条２）。 

〈急傾斜地崩壊危険区域指定基準〉 

次の各号に該当するがけについて、知事が必要と認めるもの。 

① 急傾斜地の勾配が 30゜以上のがけ 

② 急傾斜地の高さが５ｍ以上のがけ 

③ 急傾斜地の崩壊により、危害が生ずるおそれのある人家が５戸以上あるもの、又は

５戸未満であっても、官公署・学校・病院・旅館等に危害を生ずるおそれのあるもの。 

【資料編 急傾斜地崩壊危険区域一覧】 

(2) 行為の制限等 

県は、市の協力とともに急傾斜地における災害を防止するため、急傾斜地法に基づき崩壊を

助長するような行為の制限、防災措置の勧告及び改善措置の命令等を行う。 

また、急傾斜地崩壊危険区域は、建築基準法による災害危険区域にも指定されるため、区域

内の建築制限を徹底し、市は、必要に応じて「がけ地近接等危険住宅移転事業制度」等により

移転を促進する。 

(3) 防止工事の実施 

県は、急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の土地所有者、管理者及び被害

を受けるおそれのある者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当と認められ、かつ、急

傾斜地法に基づく工事採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が得ら

れるものから順次、法面防護工、排水工等の防止工事を実施する。 

(4) 急傾斜地等の調査  

県と協力して、定期的に危険箇所の調査を行い、実態を把握する。 

(5) 急傾斜地崩壊危険区域の公表  

急傾斜地崩壊危険区域（箇所）について防災マップの作成、広報紙、県の作成したパンフレ

ットの配布・現場への標柱の設置、説明会の開催により周辺住民に対し周知徹底を図り、併せ

て広く市民への周知に努める。 
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３ 宅地造成工事規制区域内の保全対策 

市は県と連携して、規制区域内の土地に、がけ崩れや土砂の流出等の災害の生じるおそれがあ

った場合、その所有者、管理者、占有者等に対して速やかに必要な措置を講じるよう指導すると

ともに、宅地防災工事融資制度の活用により、改善措置の推進に努める。 

【資料編 宅地造成工事規制区域図】 

 

４ 警戒避難体制の整備 

(1) 災害対策本部及び本部事務局の機能強化 

風水害等への警戒、災害発生初動において、迅速かつ円滑に対応できる体制を保持するため、

災害対策本部及び本部事務局の機能強化を推進し、災害発生時の対応全般の総合調整を行う本

部事務局を中心に、災害対策本部の円滑な運営ができるよう、体制を整備する。 

この際、避難所担当職員の動員・配備については、事前準備等も含め、円滑に配備できるよ

うな体制を整備する。 

(2) 土砂災害に関する情報の収集 

ア 平常時から、巡視により土砂災害危険箇所等の状況把握に努めるとともに、台風及び豪雨

等により大雨が予測されるときは、随時、警戒パトロールを実施し、当該箇所での災害発生

の兆候を把握する。 

イ 県及び銚子地方気象台は、気象業務法及び災害対策基本法に基づき、市に対して土砂災害

警戒情報を発表する。 

市は、土砂災害警戒情報が発表された際に、土砂災害警戒区域周辺の住民に対し、迅速か

つ確実に周知徹底できるよう情報伝達体制の強化を図る。 

(3) 警戒・避難体制の整備 

ア 土砂災害危険箇所の住民に対し、日頃から地域の危険性を周知し、自宅内での安全行動や

周辺にある避難所の場所、避難経路等について周知を図る。 

イ 土砂災害危険箇所周辺地域に対する巡視、情報収集の手順を明確にするとともに、防災行

政無線、広報車での巡回、戸別訪問等により避難勧告等の伝達体制の強化を図る。 

ウ 自主防災組織は、災害に関する情報や気象予報及び警報、避難勧告等の伝達、区域周辺の

情報収集等、地域の実情に合った防災活動を行う。
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第３節 風害の予防 

【計画の指針】 

台風・竜巻等による被害を軽減するため、広く市民、事業者等に対して、台風・竜巻等に関

する知識の普及啓発に努める。 

台風から身を守るためには、正確な気象情報を収集し、早めに安全な場所に避難する。また、

避難する時間が少ない竜巻等から身を守るために、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に

努める。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 風害防止施設対策 街づくり部、経済振興部、とうかつ中央農業協同組合 

2 街路樹・農作物の対策 街づくり部、経済振興部、とうかつ中央農業協同組合 

3 電力施設の対策 東京電力パワーグリッド(株) 

 

１ 風害防止施設対策  

強風時における公共施設、住家、農耕地等の風による被害をなくすように指導する。 

 

２ 街路樹・農作物の対策 

(1) 街路樹の対策 

街づくり部は、植栽地の気象・立地条件等を考慮した樹種の選定を行う。また、台風等に備

えて、適時パトロールを実施し、支柱の見直し及び結束の点検等の対策を講じる。 

(2) 農作物等の対策 

経済振興部は、農業関係団体等と協力して、農作物の風害防止対策を指導する。また、降雹

等の被害についても指導する。 

 

３ 電力施設の対策 

 東京電力パワーグリッド(株)は、建物に対する風圧力は建築基準法により、送電、配電、通信

の各設備に対する風圧荷重は、電気設備技術基準の各該当項目により、また、変電設備の屋外鉄

構については風速 40m/Sとして、電力施設の強風対策を行う。 
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第４節 雪害の予防 

【計画の指針】 

大雪時には、道路や交通機関の障害により、市民生活に支障をきたすおそれがある。 

このため、降雪、積雪状況を把握して、道路交通の確保、雪害による被災、警戒等を円滑に

行う。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 道路の対策 建設部、街づくり部、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首

都国道事務所 

2 農作物等の対策 経済振興部、とうかつ中央農業協同組合 

3 電力施設の対策 東京電力パワーグリッド(株) 

4 通信施設の対策 東日本電信電話(株) 

 

１ 道路の対策 

建設部、街づくり部及び各道路管理者は、道路の雪害対策を行う。 

(1) 事前対策 

道路雪害対策に向け、次の各号に掲げる事項について事前に行っておくものとする。 

ア 職員の配備体制及び連絡系統の確立 

イ 除雪委託業者との連絡系統の確立 

ウ 路面凍結防止剤の備蓄 

エ 除雪委託業者が所有する除雪活動に使用可能な車両、器具の把握 

オ 道路パトロール車等の滑り止め装置の確保 

カ 道路通行規制に使用する標識及び資材の確保 

(2) 除雪作業等 

除雪作業マニュアル等をふまえて、活動を実施する。 

ア 除雪作業 

県東葛飾土木事務所等や除雪委託業者の協力を得て除雪を実施するものとする。また、除

雪の実施にあたっては、他の道路管理者と連携して実施する。 

イ 路面凍結の防止 

路面凍結に対して凍結防止剤を準備するとともに、坂道等に散布砂等を用意し、路面凍結

又は圧雪による走行困難に備える。また、路面凍結が予想される時は気象状況、道路路面状

況及び凍結防止剤の種類を勘案し、最適な実施時間、量の凍結防止剤を散布する。 

ウ 除雪及び路面凍結対策の詳細事項 

除雪及び路面凍結対策の詳細な事項については、「道路維持修繕要綱（日本道路協会）」

等を参考にして実施する。 

(3) 街路樹の対策 

降雪、積雪に備えて、適時パトロールを実施し、必要に応じて街路樹の雪害対策を行う。 
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２ 農作物等の対策 

経済振興部は、農業関係団体等と協力して、必要に応じて農作物等の雪害対策を行う。 

 

３ 電力施設の対策 

東京電力パワーグリッド(株)は、電力設備の雪害対策を行う。 

(1) 送電設備 

経過地の状況に応じ、着雪量、脱落条件を綿密な調査検討により想定する。これにより想定

される着雪荷重に対処して、電線及び支持物の強度を適切に定め、また、不均一着雪、スリー

トジャンプ※１及びギャロッピング※２による短地絡事故防止のため、電線配列の適正化や難着雪

対策等必要な措置を講ずる。 

(2) 配電設備 

難着雪対策を施した電線を全体的に適用している。 

※１ スリートジャンプ：電線に付着した氷雪が、気温や風の変化等によって一斉に脱落して、電線がは
ね上がる現象。 

※２ ギャロッピング：電線に扁平状の氷雪が付着し、そこに横風が当たって振動する現象。 

 

４ 通信施設の対策 

東日本電信電話(株)は、水害、風害防止対策に準じ、局外設備、局内設備対策を実施するとと

もに、通信施設途絶時の対策として、可搬型無線機の点検等を行う。 
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第５節 防災体制の整備・訓練等 
【計画の指針】 

市内は低地の大部分が浸水想定区域に含まれており、豪雨で多数の河川が同時に出水した

場合には、浸水想定区域内の住民等の円滑な避難が必要となる。 

このため、防災関係機関等と連携した洪水避難体制の整備を推進することが重要である。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 風水害避難所の確保 本部事務局 

2 要配慮者対策 本部事務局、健康福祉部、福祉長寿部 

3 防災訓練・広報の充実 本部事務局、建設部、消防局、消防団 

4 食料・飲料水等の備蓄 市民部、経済振興部 

 

１ 風水害避難所の確保 

(1) 避難場所の指定 

本市の避難場所は、延焼火災用の避難場所、住居滅失者用の避難所、避難行動要支援者

のための福祉避難所の３種類の指定としている（※震災編 第２章 第５節の「１ 避難場

所等の指定・整備」参照）。 

水害や土砂災害に対応する避難所は、これらの避難場所を基本として、浸水等に安全な

施設を選定する。この際、「第１節 水害の予防」及び「第２節 土砂災害の予防」に定

める警戒避難体制の指針等に留意して選定する。 

(2) 広報活動 

広報まつど、ホームページ又は松戸市防災マップの修正、再配布等により、住民、学校、

事業所等に対し、風水害避難所や留意事項等について周知する。 

(3) 避難場所標識の設置 

風水害の避難所を明示し、避難誘導を円滑に行うため、案内標識、誘導標識を設置する。 

 

２ 要配慮者対策 

水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、浸

水想定区域、土砂災害警戒区域に、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要

する者が利用する施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう施設の現況、警報の伝達方

法等を本計画に定める。 

（※第１節の「３ 警戒避難体制」及び第２節の「１ 土砂災害防止法に基づく対策の推進」

参照） 
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３ 防災訓練・広報の充実 

(1) 水防訓練 

水防計画による水防活動の円滑な遂行を図る訓練や、広域洪水等を想定した訓練を実施

する。また、東葛中部地区連合水防団演習等を推進する。 

<水防訓練の目安> 

実施時期 洪水が予想される時期前の最も訓練効果のあがる時期を選んで実施 

実施地域 河川危険箇所等洪水のおそれのある地域において実施 

実施方法 関係機関が緊密な連絡をとり、必要に応じ他の関連する訓練と併せて実施 

(2) 防災広報の充実 

風水害等による被害を最小限にとどめるためには、住民一人ひとりが風水害等について

の正しい知識を持ち、的確な行動がとれるようにすることが必要である。 

このため、市及び関係機関は、防災知識の普及と啓発に努める。特に、高齢者、障害者、

外国人等の要配慮者への広報に配慮する。 

〈広報手段と内容〉 

媒体 対象 内容 

広報まつど 

講演会 

ビデオ・ＤＶＤ 

学級活動 

パンフレット 

リーフレット 

ハザードマップ 

テレビ 

ラジオ 

インターネット 

ＳＮＳ（ツイッター、

フェイスブック等） 

松戸市ホームページ 

防災行政無線 

広報車 

町会・自治会掲示板、

回覧板  等 

地域住民 

町会・自治会 

自主防災組織 

児童・生徒 

市職員 

学生 

事業所 

ボランティア 

・地域防災計画の概要 

・各防災機関の風水害対策 

・風水害に関する一般知識 

・出火の防止及び初期消火の心得 

・屋内外、地下街等における風水害時の心得 

・避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報

や５段階の警戒レベル等の関係性の意味と内容 

・台風接近時のマイ・タイムラインの作成 

・「避難者カード」を活用した避難路、避難場所、

避難方法、避難時の心得 

・食料、救急用品等非常持出品の準備 

・学校施設等の防災対策 

・建物の風水害等対策 

・浸水想定区域、土砂災害危険箇所 

・自主防災活動の実施 

・防災訓練の実施 

・気象、河川等の情報及び市の対応 

・応急救護の心得 

・要配慮者について 

(3) 災害情報伝達手段の整備推進 
災害情報伝達のために、同報系防災行政無線の整備を推進する。 
また、松戸市公式ツイッター・フェイスブックでの情報配信を行う。 
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４ 食料・飲料水等の備蓄 

(1) 食料・飲料水等の備蓄 

被災住民に対し、飲料水、食料、生活必需品等を供給するため、県の備蓄供給体制と連

携しながら供給支援できるように、次の方針に基づき体制の整備を図る。 

ア 住民の備蓄 

災害発生後、最低３日間～できる限り１週間以上自力でしのげるだけの飲料水、食料、

生活必需品を家庭内で備蓄する。 

イ 事業所・集客施設等の備蓄 

従業員等の水・食料・仮設トイレ等を備蓄し、自立できる体制整備を図る。 
ウ 市の備蓄 

震災編に準じる。 
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第１節 災害応急活動体制 
【計画の指針】 

○ 風水害発生時において、避難に資する情報の周知・伝達や避難所の開設・運営等、状況に応

じた対応ができるよう、参集・配備の体制をより明確にする。  

○ 気象情報等に対応して必要な職員を動員し、配備基準に応じた配備体制をとる。 

○ 特別警報が発表された場合、又は本部長（市長）が必要と認めた場合、必要とする職員は、

速やかに参集し体制を確立するとともに、災害対策本部等の設置・運営並びに各部において必

要な対策を実施する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 市職員の配備 各部・各班 

2 市本部等の設置 各部・各班 

3 災害対応拠点設置予定場所 各部・各班 

 

１ 市職員の配備 

(1) 配備基準 

風水害に関する情報や状況に応じて、市職員は次の配備体制をとる。 

〈市職員の配備基準〉 

配備体制 配備基準 

－ 
情報体制等

強化 

〈発生前〉 

①気象情報提供会社から参集レベルの情報提供があったとき（防災関係職員） 

②その他、総務部長が必要と認めたとき 

〈配備解除後〉 

①市民対応・点検・消毒・家屋被害調査等の対応が必要なとき 

②その他、総務部長が必要と認めたとき 

警

戒 

本

部 

注意配備 

次のいずれかに該当し、総務部長が必要と認めたとき 

①次の警報の１以上が松戸市に発表され、災害の発生が予想されるとき 

(1) 大雨警報   (2) 洪水警報   (3) 暴風警報 

(4) 暴風雪警報 (5) 大雪警報  (6) 高潮警報 

②本市が台風の暴風域に入ることが見込まれるとき（確率 70％未満） 

③避難所開設準備をする必要があるとき 

④その他、市長が必要と認めたとき 

 

 

警戒配備 

①土砂災害警戒情報が発表されたとき【自動配備】 

②災害の推移によっては市域に大きな被害の発生が予想される場合で、注

意配備以上の体制が必要と総務部長が認めたとき 

（例） 

・本市付近が台風の暴風域に入る確率が 70%以上の場合 

・本市付近に「特別警報に至る可能性への言及」に係る気象情報が発表

されたとき 

③避難所を開設する必要があるとき 

④その他、市長が必要と認めたとき 

災

害

対

策

本

部 
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配備体制 配備基準 

災

害

対

策

本

部 

第１配備 

①大雨特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報又は高潮

特別警報が発表されたとき【自動配備】 

②災害対策本部の設置を本部長（市長）が必要と認めたとき 

（例） 

・本市付近が台風の暴風域に入る確率がほぼ 100％の場合 

・大規模な停電、断水などが発生し、回復までに長期間を要すると見込

まれるとき 

③複数地域で災害が発生したとき又は予想されるとき 

④複数地域で避難所開設の必要があるとき 

⑤その他、市長が必要と認めたとき 

第２配備 

①第１配備では対処できないと本部長が判断したとき  

②広範囲で被害が発生したとき又は予想されるとき  

③市全域に避難所開設の必要があるとき 

④その他、市長が必要と認めたとき 

第３配備 

①次の条件において、市長が必要と認めたとき 

・はん濫危険情報が発表されたとき又は発表が予想されるとき 

・災害救助法の適用規模の被害が発生したとき又は予想されるとき 

②第２配備では対処できないと本部長（市長）が判断したとき  

③災害救助法の適用規模の被害が発生したとき又は予想されるとき 

④その他、市長が必要と認めたとき 

(2) 職員の動員 

ア 勤務時間内の伝達 

庁内放送、口頭、電話、Ｅメール等で通知する。 

イ 勤務時間外の伝達 

電話、Ｅメール等で通知する。また、連絡体制は、次の「配備体制別の動員数」に基づい

てあらかじめ作成しておく「災害配備連絡票」による。 

【資料編 防災に関する事務取扱要綱】 
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〈職員の配備別動員数> 

本部名 － 警戒本部  災害対策本部 

配備基準 情報体制

等強化 
注意配備 警戒配備 第１ 第２ 第３ 

部 事務局・班 

災害対策本部等事務局 １／２ ※～全員 全員 全員 全員 全員 

総 務 部 
調整班 ※ ※ 

12人 
全員 全員 全員 

情報・運用
支援班 

※ ※ ３分の１ ３分の２ 全員 

広 報 部 
事務局 ※ １人 ３人 ３分の１ ３分の２ 全員 

他構成課 ※ ４人 ７人 ３分の１ ３分の２ 全員 

財  務  部 

事務局 ※ ※ ※ ３分の１ ３分の２ 全員 

財務班 ※ ※ 5人 ３分の１ ３分の２ 全員 

調査班 ※ ※ ※ ３分の１ ３分の２ 全員 

市 民 部 構成課 ※ ※ 20人 ３分の１ ３分の２ 全員 

経 済 振 興 部 構成課 ※ ※ 6人 ３分の１ ３分の２ 全員 

環 境 部 構成課 ※ ※ ※ ３分の１ ３分の２ 全員 

福 祉 １ 部 構成課 ※ ※ 10人 ３分の１ ３分の２ 全員 

福 祉 ２ 部 構成課 ※ ※ ※ ３分の１ ３分の２ 全員 

保 健 医 療

部 

構成課 ※ ※ ※ ３分の１ ３分の２ 全員 

街 づ く り 部 構成課 ※ 10人 20人 ３分の１ ３分の２ 全員 

建 設 部 構成課 ※ 20人 40人 ２分の１ ３分の２ 全員 

教 育 １ 部 構成課 ※ ※ 15人 ３分の１ ３分の２ 全員 

教 育 ２ 部 構成課 ※ ※ ※ ３分の１ ３分の２ 全員 

水 道 部 構成課 ※ ※ 6人 ２分の１ ３分の２ 全員 

病  院  部 

事務局 ※ ※ 

※ 別途計画 病院１班 ※ － 

病院２班 ※ － 

消  防  局 構成課 別途計画 全員 

（注１）「※」は、連絡のとれる体制又は各部等の計画によるものとする。 

（注２）表中の人数は目安であり、状況により増減する。 
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〈本部員の配備〉 

配備体制 

本部員 

 

（注意） 

警戒本部 

（警戒） 

災害対策本部 

(第１・第２・第３） 

本部長（市長） － － ○ 

副本部長（副市長） － － ○ 

本

部

付 

教育長 － － ○ 

代表監査委員 － － ○ 

水道事業管理者 － － ○ 

病院事業管理者 － ○ ○ 

市議会事務局長 － － ○ 

各
部
長
・
局
長 

総務部長 － ○（本部長） ○ 

総合政策部長 － ○（副本部長） ○ 

財務部長 － ○ ○ 

市民部長 － ○ ○ 

経済振興部長 － ○ ○ 

環境部長 － ○ ○ 

健康福祉部長 － ○ ○ 

福祉長寿部長 － ○ ○ 

子ども部長 － ○ ○ 

街づくり部長 － ○ ○ 

建設部長 － ○ ○ 

消防局長 － ○ ○ 

病院事業管理局長 － ○ ○ 

生涯学習部長 － ○ ○ 

学校教育部長 － ○ ○ 

消防局長 － ○ ○ 

〈第１配備、第２配備、第３配備時の職員配備要領〉 

区分 指揮 種別 職員配備要領 

災害

対策

本部

設置 

本部長 

第１配備 

①管理職の職員を含む各部所属人員の３分の１の職員 

②出先機関の施設長※ 

③警戒配備職員 

第２配備 
①第１配備職員 

②第２配備職員（各部所属人員の３分の２の職員） 

第３配備 全ての市職員 

※出先機関の施設長とは、所長、園長、館長、場長、センター長などをいう。 

(3) 動員の区分 

ア 所属動員 

通常の勤務場所に参集する。 

イ 指定動員 

事前に次の指名を受けた職員は、あらかじめ指定された場所に参集する。 

(ｱ) 災害対策本部事務局勤務者は、市庁舎別館１階災害対策室及び危機管理課に参集 
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(ｲ) 「避難所直行職員」は、担当する避難所に参集 

(ｳ)「本部会議構成員」は、本部会議実施時、市庁舎別館１階災害対策室又は地下研修室に参

集 

(ｴ) 「保健師・看護師（職制・所属等による参集除外者を除く。）」は中央保健福祉センターに

参集 

(ｵ) その他臨時に指名された職員は、あらかじめ指定された勤務場所と異なる場所に参集 

 (4) 参集時の留意事項 

 ア 参集方法 

(ｱ) 災害の状況により勤務場所への登庁が不可能な場合は、最寄りの支所に参集し、その旨を

本部に連絡する。この場合、参集手段が確保されるまでは、各施設の責任者の指示に基づい

て災害対策に従事する。 

(ｲ) 病気その他やむを得ない状態によりいずれの施設にも参集が不可能な場合は、なんらかの

手段を持ってその旨を所属長へ連絡する。   

(ｳ) 緊急に参集する際は、作業服又は作業に適する服装を着用し、特に指示があった場合を除

き、身分証明書、食料、飲料水、ラジオ、懐中電灯等をできる限り持参する。 

(ｴ) 参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後直ちに

所属長に報告する。 

イ 参集報告 

各部は、職員の参集状況を記録し、所定の様式で情報・運用支援班長（総務課長）に報告す

る。 

情報・運用支援班長は、全体の状況をとりまとめ、総務部長を通じて、本部長（市長）に報

告する。報告の時期については、本部長が特に指示した場合を除き、災害発生当日は１時間ご

ととする。 

【資料編 参集途上の被害状況報告】 

【資料編 職員動員報告書】 

(5) 職員の服務 

すべての職員は、次の事項を遵守する。 

ア 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 

イ 勤務場所を離れる場合には、所属長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 

ウ 不急の行事、会議、出張等を中止する。 

エ 正規の勤務時間が終了しても所属長の指示があるまで退庁せず待機する。 

オ 災害現場に出動する場合は、市の腕章及び名札を着用する。 

カ 自らの言動によって住民に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を払う。 

【資料編 本部標識等】 

(6) 職員の配置 

各部長・班長は、災害対策の業務分掌に基づき、職員の参集状況に応じて、次の点に留意して

部・班組織の編成及び職員の配置を行う。 

ア 所属先以外の施設に参集した職員の活動 

イ 職員の交替時期・方法 

ウ 高次の配備態勢に移行できる体制の準備 

なお、部長・班長が不在の場合は、参集職員の中で上位の者が代行し、部長・班長が参集した

ときに直ちにそれまでにとった措置を報告して職務を引き継ぐ。 
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各部長は、災害の状況により配備態勢以上の職員が必要と認める場合は、総務部長を通じて他

の部の職員の派遣協力を求める。総務部長は、各部からの職員の派遣協力要請に対し、職員の参

集状況を勘案し、各部長と協議の上、職員の派遣協力体制を調整する。 

 

２ 市本部等の設置 

(1) 情報体制等強化及び注意配備 

ア 設置場所 

市庁舎別館危機管理課内 

イ 業務の運営 

総務部長の指揮の下、危機管理課長は必要な体制をとり、情報収集等を実施する。 

ウ 解散基準 

総務部長の指示による。 

(2) 警戒本部 

ア 警戒本部の設置 

災害対策本部を設置するまでに至らない状況の時は、災害の規模に応じて警戒配備をとり、

総務部長の指揮の下、情報収集及び必要な災害対策に当たる。災害の状況に応じて、市長の

判断により災害対策本部を設置する。 

警戒配備の体制をとった場合、総務部長は市長へ報告し、必要な指示を仰ぐものとする。 

イ 設置基準  

(ｱ) 土砂災害警戒情報が発表されたとき 

(ｲ) 災害の推移によっては市域に大きな被害の発生が予想される場合で、注意配備以上の体

制が必要と総務部長が認めたとき 

(ｳ) 避難所を開設する必要があるとき 

ウ 設置場所 

市庁舎別館危機管理課内及び災害対策室 

エ 初動対応  

警戒配備基準に基づき、総務部長を中心として、必要に応じた配備体制を迅速にとり、災

害対策室に各対策ブースを設置して、災害情報の収集・伝達、被害状況の把握・報告、庁内

関係部署及び関係機関への連絡を行う。 

オ 業務の運営 

警戒本部の組織及び運営は、災害対策本部に準ずるものとする。 

各対策業務は、災害対応マニュアルを基準とする。 

カ 報告 

危機管理課長は、被害状況をとりまとめ、速やかに総務部長を経由して市長に報告する。 

千葉県、自衛隊、警察署、その他防災関係機関等に対し、必要に応じて電話等の可能な手

段により報告する。 

キ 解散基準  

(ｱ) 災害対策本部を設置したとき 

(ｲ) 災害の危険性が解消し又は災害応急対策が概ね完了したと市長（本部長）が認めたとき 
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(3) 災害対策本部 

ア 災害対策本部の設置 

市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第 23条第

１項及び松戸市災害対策本部条例に基づき、災害対策本部を設置する。 

災害対策本部を設置した場合は、災害の規模に応じた相当の被害を予測し、市民の生命や

身体及び財産を災害から守るため、市の組織及び機能の全てを挙げて災害対策に当たるとと

もに、全ての部局の職員が必要な対策に当たる。 

イ 設置基準 

(ｱ) 複数地域の避難所開設の必要があるとき 

(ｲ) 広範囲で被害が発生したとき又は予想されるとき  

(ｳ) 災害救助法の適用規模の被害が発生したとき又は予想されるとき  

(ｴ)その他、市長が必要と認めたとき 

ウ 設置場所 

(ｱ) 災害対策本部は、市庁舎本館別館１Ｆ災害対策室に設置する。ただし、損壊等の理由に

より設置予定の建物へ本部設置が困難な場合は、本部長の判断で、次の順位により本部設

置場所を変更する。 

(ｲ) 災害対策本部の代替施設 

第１順位 消防局 

第２順位 議会棟 

第３順位 中央保健福祉センター 

当時の状況により、本部長が決定する。 

(ｳ) 災害対策本部設置の報告等 

・本部を設置した場合、直ちに千葉県、自衛隊、警察署、その他防災関係機関等に報告す

る。 

報告先 報告手段 

市各部局 庁内放送、防災行政無線、掲示板 

千葉県、隣接市 千葉県防災情報システム、県防災行政無線、ＴＥＬ、ＦＡＸ 

防災関係機関、 

報道機関 
電話、ＦＡＸ、ＭＣＡ無線 

一般市民 
防災行政無線、松戸市ホームページ、ツイッター、広報車、安全

安心メール 

エ 組織及び事務分掌 

(ｱ) 災害対策本部の組織及び運営は、松戸市災害対策本部条例の定めるところによる。運営

の詳細は、「災害対応マニュアル」による。 

(ｲ) 本部の構成 

本部に本部長、副本部長、総務部長、本部付、各部長を置く。 

(ｳ) 本部会議 

災害対策の基本方針や重要事項の決定、総合調整等が必要な場合、本部長は本部会議を

招集する。本部会議の構成員は、本部長、副本部長、総務部長、本部付及び本部長が指名

する者とする。 

構成員に事故ある場合等は、次席責任者が代理として出席する。 
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なお、消防局にあっては、災害状況により局長の指名するものが出席する。 

〈本部会議の構成〉 

議 員 本部長、副本部長、本部付、部長・局長 

事 務 局 総務部長、危機管理課長、災害対策室勤務職員等 

※議長：本部長、副本部長：副市長、事務局長：総務部長 

(ｴ) 本部事務局 

防災関係機関との連絡及び調整を行うため、本部事務局を置く。 

本部事務局長は総務部長とし、本部事務局員は、危機管理課を中心とした各対策ブース

の運営、連絡・調整等を実施する災害対策室勤務の職員によって構成する。本部事務局は、

各部との連絡･調整のため、各部の連絡調整職員を参集できる。 

オ 本部長（市長）との連絡、視察者等の対応 

(ｱ) 本部長との連絡要領は、松戸市災害対応マニュアルに基づき実施する。 

(ｲ) 本部長が行う被災地への視察や、国等からの視察者への対応には、本部事務局と調整を

図りながら総合政策部が実施する。 

カ 本部長（市長）の代理 

本部長が、被災等の理由により本部長としての職務を執れない場合は、市長の職務を代理

する職員の順位に関する規則の規定に基づき、次の順に本部長代理を充て、災害対策に当た

る。 

本部長以外の本部会議構成員についても、状況に応じて代理を充て、対策に当たる。 

〈災害対策本部長（市長）の代理者順位〉 

第１順位 副市長   第２順位 総務部長   第３順位 総合政策部長 

キ 個別の災害対策  

個別の災害対策は、実施主体の各部が基本的な単位となるため、各部長を中心として各部

に属する各課の調整を図り災害対策に当たる。ただし、各部内での調整が困難な場合は、災

害対策本部において調整を図る。また、個別の対策を担当する各部は、被災者の生活が安定

するまでの間、担当を変更することなく継続して災害対策業務に当たる。  

ク 関係機関からの派遣要員の受入れ 

災害対策本部内及び市庁舎別館１Ｆに、外部の関係機関から派遣される要員を受け入れる

ためのスペース（関係機関調整所）を確保して情報を共有し、連携して災害対策に当たる。 

ケ 災害対応職員への支援 

災害対策本部事務局を始めとする各部の災害対応職員の水や食料等の活動必需品は、情

報・運用支援班が必要に応じて確保する。なお、災害当初は、各自が保有する飲料水等を活

用するものとする。 

コ 解散基準 

災害の危険性が解消し又は災害応急対策が概ね完了したと市長が認めたときとする。事後

処理を要する業務がある場合は、関係部局長への引継ぎを行う。 

(4) 災害対策本部を設置した場合、情報･運用支援班長は、設置施設の正面玄関等に本部標識板を

掲げる。各職員は、所定のヘルメットを着用する。 

【資料編 本部標識等】 
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(5) 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害現場近くで総合的な応急対策を指揮する必要がある場合、現地災害対策本部を

設置し、副本部長もしくは本部員の中から現地災害対策本部の本部長と本部員を指名する。 

現地本部長は、緊急を要する場合、市長に代わって次の行為をすることができる。この場合に

おいて、現地本部長は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ア 避難準備・高齢者等避難開始の発表 

イ 避難勧告・指示の発令（災害対策基本法第 60条、市長の権限） 

ウ 避難指示（水防法第 29条、水防管理者の権限） 

エ 警戒区域の設定（災害対策基本法第 63条、市長の権限） 

オ 通行規制（道路法第 46条、道路管理者の権限） 

カ 関係機関等への応援要請（本部と連絡ができない場合） 

(6) 国・県の現地対策本部との連携 

国の非常（緊急）災害現地対策本部が設置された場合は、連携を図り、総合的な災害応急対策

を効果的に実施する。 

 

３ 災害対応拠点設置予定場所 

 種 類 施設名 

本 

部 

災害対策本部 
①市役所別館１階災害対策室 ②消防局 ③議会棟 

④中央保健福祉センター 

情報集約拠点 各支所 

プレスセンター 市役所新館記者室又は市役所別館行政資料センター 

避 
難 

避難場所 市指定 96か所※ 

避難所 
市指定 106か所※ 

【資料編 避難場所一覧】 

福祉避難所 
健康福祉会館（ふれあい 22） 老人福祉センター６か所 市民セン

ターの一部 協定施設 

帰宅困難者向け一

時滞在施設 

松戸市民会館 松戸市民劇場 東葛飾合同庁舎 県立西部図書館 

流通経済大学（協定施設） 

活
動
部
隊 

消防・警察・自衛隊

集結地 

21世紀の森と広場 松戸運動公園 松戸競輪場 江戸川河川敷 

21世紀の森と広場西駐車場 千駄堀多目的スポーツ広場 

相互応援市町村 松戸競輪場 

臨時ヘリポート 
離着陸可能なグランド等※ 

【資料編 ヘリコプター離発着可能地点の位置基準】 

医
療 

市救護本部 中央保健福祉センター 

病院前救護所 
市指定 10病院※ 

【資料編 病院前救護所予定施設一覧】 

学校救護所 
市指定 17学校※  

【資料編 学校救護所予定施設一覧】 
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 種 類 施設名 

生
活
・
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

食料・物資集配拠点 松戸運動公園 南部市場 21世紀の森と広場 

給水拠点 

浄水場 給水場 配水場 防災用井戸 耐震性飲料水兼用貯水槽 

耐震性井戸付貯水槽※ 

【資料編 防災用井戸・耐震性貯水槽一覧】 

下水道災害対策班 下水道維持課内（本庁被災時、金ヶ作終末処理場内） 

災害ボランティア

センター 
総合福祉会館 

ペットの収容所 避難所周辺敷地内 

仮設住宅設置場所 市保有地、小中学校グランド 

がれき等の仮置き場 公園やスポーツ施設等の公有地等 

窓 

口 

災害相談窓口 

（３日以内に設置） 
市役所別館地下 

災害相談センター 

（10日以降設置） 
広報広聴課内 

調
査
・
証
明 

被災宅地危険度判

定実施本部 
街づくり部住宅政策課内 

罹災調査本部 財務部税制課内 

罹災証明書発行場所 財務部税制課内 

遺
体 

遺体安置所 北山会館（市斎場） 

火葬場 北山会館（市斎場） 

※具体的な設置場所については「資料編」を参照 

【資料編 松戸市災害対策本部条例】 

【資料編 松戸市災害対策本部規定】 

【資料編 本部標識等】 
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第２節 災害救助法の適用 
【計画の指針】 

一定規模以上の災害は、被災者の救助・救援費用について一定基準の財政負担を国が担保す

る。このため、基準以上の被害に上ると予想されるときは、正確な被害数量を把握するまでもな

く、速やかに災害救助法の適用を知事に求め、法に基づく救助に着手する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害救助法の適用手続き 情報･運用支援班 

2 災害救助法による事務 各部・各班 

 

１ 災害救助法の適用手続き 

(1) 実施責任者 

災害救助法が適用された場合は知事が救助を行い、市長はこれを補助する。 

(2) 適用手続き 

市域の災害が、災害救助法の適用基準のいずれかに該当する又は該当する見込みがある場合、

市長（本部長）は直ちにその旨を知事に報告する。 

災害救助法施行細則（昭和23年千葉県規則第19号）第５条の規定により、災害の事態が急迫し

て知事の行う救助の実施を待つことができないときは、市長（本部長）が災害救助法の規定によ

る救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告する。 

(3) 適用基準 

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条第１項の１～４号の規定による。松戸市に

おける具体的適用基準は、次のとおりである。  

人口 30万人以上の区分に該当する本市は、市域の被害状況が次のいずれかに該当する場合に、

知事によって災害救助法が適用される。 

ア 家屋の全壊、全焼、流失等によって住家を滅失した世帯（以下、「滅失世帯」という。）の数

が、150世帯以上に達した場合に適用される。 

イ 県内の滅失世帯の数が 2,500世帯以上に達する場合であって、市の滅失世帯の数が 75世帯

以上に達する場合に適用される。 

ウ 県内の被害世帯の数が 12,000 世帯以上に達する場合、又は当該災害が隔絶した地域に発生

したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする、内閣府令で定める特別の事

情がある場合で、市の滅失世帯数が多数である場合に適用される。 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令

で定める基準に該当するときに適用される。 

(4) 滅失世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。そ

こまで至らない半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定に基づき、みなし換算

を行う。 

ア 全壊（全焼・流失）住家１世帯は、滅失世帯数１ 

イ 半壊（半焼）住家１世帯は、滅失世帯数１／２ 
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ウ 床上浸水や土砂の堆積で一時的に居住できない住家１世帯は、滅失世帯数１／３ 

 

２ 災害救助法による事務 

(1) 業務の分担 

市長が災害救助法の適用業務を実施する場合は、災害対策本部の業務分掌に基づいて、業務を

分担する。 

各業務の担当は、災害救助法の業務実施基準や整備すべき帳簿等に留意して業務を実施する。 

また、市社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを開設した場合は、市の委託事業として

行うものとし、関係帳簿の作成を依頼する。 

災害救助法の適用、市長による実施が不明な場合も、災害救助法による業務実施基準や整備す

べき帳簿等に留意する。 

〈災害救助法の救助項目と市長委任事項〉 

災害救助法適用業務の種類 担当 
市長 

 委任※ 実施期間 

避難所の供与 市民部 ○ ７日以内 

応急仮設住宅の供与 街づくり部 △ 20日以内に着工 

炊き出しその他による食品の給与 経済振興部 ○ ７日以内 

飲料水の供給 水道部 ○ ７日以内 

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 経済振興部 ○ 10日以内 

医療 保健医療部 ○ 14日以内 

助産 保健医療部 ○ 分娩の日から７日以内 

被災者の救出 消防局 ○ ３日以内 

被災住宅の応急修理 街づくり部 ○ １ヶ月以内 

学用品の給与 教育２部 ○ 
教科書等１ヶ月以内  

文房具等 15日以内 

埋葬 保健医療部 ○ 10日以内 

死体の捜索（行方不明者の捜索） 福祉１部 ○ 10日以内 

死体の処理（遺体の処理） 保健医療部  10日以内 

住居障害物の除去 街づくり部 ○ 10日以内 

※ 迅速な救助を行う必要がある際に県知事が市長に委任を行う事項で、〇は全ての事務、△は一部

の事務を委任することを示す。 

【資料編 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償一覧表】 

〈輸送及び賃金職員等の雇上の対象経費と担当〉 

被災者の避難に係る支援 市民部 

医療及び助産 保健医療部 

被災者の救出 消防局 

飲料水の供給 水道部 

死体の捜索 福祉１部 

死体の処理 保健医療部 

救済用物資の整理配分 経済振興部、教育１部 
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〈救助事務の対象経費と担当〉 

時間外勤務手当 総務部 

賃金職員等雇用費用 総務部 

旅費 各部 

需用費（消耗品、燃料、食糧、印刷製本、光熱水、修繕） 各部 

使用料及び賃借料 各部 

通信運搬費 各部 

委託費 各部、市社会福祉協議会※ 

※災害ボランティアセンターを開設した場合などに限る。 

 (2) 災害救助法の業務実施基準 

災害救助法による救助業務の程度、方法並びに実施弁償の一般基準は、県災害救助法施行細則

によるが、災害の種類、態様によって一般基準では救助の万全を期することが困難な場合、特別

基準の適用を知事に要請する。この要請を受けて、知事は内閣総理大臣と協議し、その同意を得

た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

この場合、期間延長については一般基準の期間内に要請する。 
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第３節 情報の収集・伝達 
【計画の指針】 

災害の拡大防止、人命救助等を効果的に行うには、市内各地の被害の有無についての情報を素

早く収集して、集まった情報をもとに災害の全体象や今後の状況を予測して、先手を打つ必要が

ある。また、判断基準となる情報を覚知したときは、関係者や住民に速やかに情報を伝達し、災

害対策を促進する必要がある。 

このため、利用可能なあらゆる手段をもって、早く確実に、信頼性のある災害情報を収集・伝

達・共有する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 通信の確保 各部・各班、防災関係機関 

2 情報収集・伝達 各部・各班、防災関係機関 

3 被害調査 各部・各班、防災関係機関 

4 情報のとりまとめ、報告 各部・各班、防災関係機関 

5 広報 各部・各班、防災関係機関 

6 報道機関への対応 広報部 

7 住民相談 市民部、各部・各班 

 

１ 通信の確保 

(1) 連絡体制 

各部・各班及び防災関係機関は、通信機器ごとに専従者を配置し、通信記録をとる。なお、

緊急の場合を除き、連絡はＦＡＸ、Ｅメールにより行う。 

【資料編 受信用紙、発信用新】 

【震災編 第３章・第３節・１〈連絡系統図〉】 

(2) 通信機能の確保 

市及び防災関係機関は、所管の通信、同報設備の機能を維持し、関係者間の通信及び住民等

への同報手段を確保する。 

【震災編 第３章・第３節・１〈市内の主な通信手段〉】 

(3) 代替通信手段の確保 

市及び防災関係機関は、所管する通信・放送設備の被災、機能低下等により、災害対策に著

しい支障が生じる場合は、次の代替手段を確保する。 

ア 非常通信の利用等 

(ｱ) 関東地方非常通信協議会の加入機関は、無線通信の相互利用に協力する。 

(ｲ) 市内のアマチュア無線愛好家等に通信協力を要請する。 

(ｳ) 業務用無線事業者に通信の協力を要請する。 

イ 放送局への要請 

災害に関する通知、要請、伝達又は警告等で、他に手段がなく緊急を要する場合は、放送

機関に放送の要請を行う（災害対策基本法第 57条）。 

なお、知事、市長が行う避難の勧告、指示等で緊急やむを得ない特別の事情がある場合は、

日本放送協会千葉放送局に緊急警報放送を行うよう求める。 
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２ 情報収集・伝達 

(1) 気象情報の収集 

本部事務局及び各防災関係機関は、応急対策に備えて、気象状況や警報等の発表を、テレビ、

ラジオ、インターネット、情報システム等で収集する。 

〈気象情報、警報等の種類と留意点〉 

情報源 情報項目 情報の意味（更新間隔） 備 考 

気象庁 

・ 

河 川 

管理者 

大雨特別警報・暴

風特別警報・暴風

雪特別警報・大雪

特 別 警 報 

数十年に一度程度の大雨・暴風・暴風雪・大

雪が予想される地域 
 

大 雨 警 報 

・ 注 意 報 

大雨による土砂災害や浸水害の発生が予想

される地域 
 

洪 水 警 報 

・ 注 意 報 

河川の上流域の大雨等により下流での氾濫

等が予想される地域 
 

大雨警報（土砂災

害）の危険度分布 

大雨による土砂災害の危険度の高まりを、地

図上に 5段階で表示（10分） 

大雨警報（土砂災害）を

補足する情報 

大雨警報（浸水害）

の危険度分布 

短時間強雨による浸水害の危険度の高まり

を、地図上に 5段階で表示（10分） 

大雨警報（浸水害）を補

足する情報 

洪水警報の危険度

分布 

指定河川洪水予報の対象外の中小河川の洪

水危険度の高まりを河川ごとに 5段階で表示

（10分） 

洪水警報を補足する情報 

記 録 的 短 時 間 

大 雨 情 報 

数年に一度程度しか発生しない短時間の大

雨を観測又は解析したときに発表 
松戸市は１時間に 100mm 

気 象 情 報 
警報や注意報に先立つ注意呼びかけ、警報や

注意報の内容を補完 
 

台 風 情 報 
台風の実況と予報（台風が日本に近づいた時

は、１時間ごとの実況と１時間後を推定） 

台風が東側を通る場合は
降雨が特に強くなる。西
側を通貨する場合は、風
が特に強くなる。 

ア メ ダ ス 地上観測の雨量、積雪深の実況（１時間）  

レ ー ダ ー レーダー観測の降雨強度分布の実況（10分）  

降水短時間予報 6時間先までの降雨強度分布の予測（10分） 

15時間先までの降雨強度分布の予測（1時間） 

広域の豪雨の危険を把握 

降水ナウキャスト 60分先までの降雨強度分布の予測（10分） 集中豪雨の危険を把握 

土砂災害警戒情報 土砂災害の危険度が高まった地域 大雨警報の発表中に発表 

雨 量 ・ 水 位 地上観測の雨量・河川水位の実況（10分）  

水 防 警 報 水防警報河川の水位に応じて水防関係者へ

待機、準備、出動又は解除を発令 

江戸川､利根運河､坂川､坂

川放水路､新坂川､真間川 

洪 水 予 報 洪水予報河川の水位を予測し、氾濫の危険度

を表す情報を発表。 
江戸川 

水 位 周 知 情 報 水位周知河川の水位が危険水位等に達した

場合に関係市町村等に周知 

利根運河､坂川､坂川放水

路､新坂川､真間川 

消防局 

消防署 

雨量・風向・風速 
地上観測の実況  

気象情 

報会社 

雨量、配備支援情

報 
予測降雨量、配備レベルの指標  
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(2) 気象警報等の伝達 

松戸市域の風水害に関わる気象警報等が発表された場合、本部事務局危機管理課長は、速やか

に本部長（市長）、副本部長（副市長）等にその旨を伝達する。 

【資料編 風水害関係の気象警報・注意報の発表基準】 

ア 勤務時間外の措置 

本部事務局は、配備前の段階から、気象情報会社等の提供情報を監視し、配備基準に該当す

る場合は、速やかに関係者等にその旨を連絡する。 

 イ 住民への伝達 

総務班は、状況に応じて、同報系防災行政無線、松戸市安全安心メール、広報車の巡回等に

よりその旨を広報する。また、土砂災害警戒情報が発表された場合は、必要に応じて自主防災

組織等と連携して、土砂災害危険箇所の住民等への伝達を迅速かつ確実に行う。 

ウ 学校、社会福祉施設等への伝達 

各部・各班は、所管する出先機関への伝達を行う。また、教育２部は教育施設へ、福祉１・

２部は社会福祉施設への伝達を行う。 

 
〈気象警報等の伝達系統〉 

(3) 水防警報の伝達 

江戸川、坂川、新坂川の水防警報は、松戸市水防計画に基づいて伝達する。 

(4) 洪水予報、水位周知情報の伝達 

江戸川の洪水予報、又は利根運河、坂川、坂川放水路、新坂川、真間川の水位周知情報が発表

された場合、建設部は、各部・各班と連携して、浸水想定区域内の住民や要配慮者関連施設の管

理者等にその旨を連絡する。 

〈洪水予報等のレベルと行動等の対応〉 

洪水の危険 

のレベル 

洪水予報の標題 

［洪水予報の種類］ 
水位の名称 市・住民の行動等 

レベル５ 
はん濫発生情報 

［洪水警報］ 
（はん濫発生） 

逃げ遅れた住民の救助等 

新たにはん濫が及ぶ区域の住民の避難誘導  

レベル４ 
はん濫危険情報 

［洪水警報］ 
はん濫危険水位 

住民の避難完了  

県危機管理課 

(県防災行政無線) 

松戸市 
消防局 

（
県
防
災
行
政
無
線
） 

東葛飾地域振興事務所 

消防団 

消防署 

出先機関 

市立小中学校・ 
社会教育施設等 

社会福祉施設 

住
民
・
事
業
所
等 県警本部 

松戸警察署 

松戸東警察署 

報道機関 

(同報系防災行政無線・広報車) 

松戸市 

各部・各班 

(テレビ・ラジオ等) 

松戸市 

本部事務局 

銚子地方気象台 

松戸市 

情報・運用支援班 

広報部 

（
防
災
情
報
提
供
装
置
） 

気象情報会社 
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洪水の危険 

のレベル 

洪水予報の標題 

［洪水予報の種類］ 
水位の名称 市・住民の行動等 

レベル３ 
はん濫警戒情報 

［洪水警報］ 
避難判断水位 

市は避難勧告等の発令を判断  

住民は避難を判断  

レベル２ 
はん濫注意情報 

［洪水注意報］ 
はん濫注意水位 

市は避難準備情報発令を判断 

住民ははん濫に関する情報に注意 

水防団出動  

レベル１  （発表なし）  水防団待機水位 水防団待機  

（国土交通省、2007）に加筆 

 

〈江戸川洪水予報の伝達系統〉 

 
〈利根運河、坂川（国管理区間）・坂川放水路の避難判断水位情報の伝達系統〉 

 

〈坂川（県管理区間）・新坂川・真間川の避難判断水位情報の伝達系統〉 

（※）浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮を有する者が利用する施設（水防法第15条） 

 【資料編 浸水想定区域内の要配慮者関連施設一覧】 

(5) 土砂災害警戒情報の伝達 

土砂災害警戒情報が発表されたときは、土砂災害危険箇所の住民、要配慮者関連施設の管理

者等に伝達する。 

 

出先機関 

要配慮者利用施設（※） 
 

松戸市 
消防局 

県東葛飾 
土木事務所 

 

消防団 

消防署 

住
民
・
事
業
所
等 報道機関 

(同報系防災行政無線 

・広報車) 

松戸市 

本部事務局 

 
 

松戸市 
情報・運用支援班 

広報部 

県警本部 

県水防本部 
指令班 

松戸市 

建設部 着信報告 

(広報車) 

松戸市 
各部・各班 

出先機関 

要配慮者利用施設（※） 
 

松戸市 

消防局 消防団 

消防署 

住
民
・
事
業
所
等 

(同報系防災行政無線 
・広報車) 

松戸市 

建設部 

松戸市 

本部事務局 
 

松戸市 

情報・運用支援班 

広報部 

(広報車) 

江戸川河川事務

 

松戸出張所 
県東葛飾 
土木事務所 

 

松戸市 
各部・各班 

出先機関 

要配慮者利用施設（※） 

 

県水防本部 
指令班 

松戸市 

消防局 
県東葛飾 
土木事務所 消防団 

消防署 

住
民
・
事
業
所
等 

(同報系防災行政無線 
・広報車) 

松戸市 
各部・各班 

松戸市 

建設部 

関東地方整備局 

気 象 庁 

松戸市 
本部事務局 

松戸市 

情報・運用支援班 

広報部 

基本系    補助系 

(広報車) 
松戸出張所 

江戸川河川事務
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〈土砂災害警戒情報の伝達系統〉 

 

(6) 被害情報の収集 

各部・各班及び防災関係機関は、所管する施設や地域に関して、被害の有無・規模及び対策

実施上必要な事項を直ちに情報収集し、情報・運用支援班に報告する。 

また、職員が参集途上等において次の状況を確認した場合、緊急の対策を要する情報（死者・

重傷者の発生、河川の決壊等）は直ちに、その他の情報は随時、情報・運用支援班に報告する。 

【資料編 被害等の記録・処理票】 

〈風水害等の初期に把握すべき主な事項〉 

① はん濫（地区名、浸水深、ながれの方向等） 

② 建物の被害（倒壊、全壊、流失、床上・床下浸水、地下階の水没等の発生箇所） 

③ 人的被害（死者、重症者、行方不明者、生き埋め者等の発生地区） 

④ 避難状況 

⑤ 土砂災害（斜面・盛土の異常、がけ崩れ等の発生箇所） 

⑥ 風害（強風による飛散・転倒落下・倒壊物等の発生箇所） 

⑦ 河川災害（堤防、護岸等の損壊箇所、溢れた箇所） 

⑧ 道路の被害・機能障害（橋梁・トンネル・盛土等の被害、倒壊・落下物・がけ崩れ、

浸水等による通行障害、渋滞等の発生箇所） 

⑨ ライフラインの被害・機能障害（電柱の倒壊、停電等の発生箇所等） 

⑩ 公共交通機関の運行状況、帰宅困難者の発生状況 

⑪ 重要施設（庁舎、支所、消防局、消防署、消防団、学校、病院、公園等）、危険物施設

等の被害 

⑫ その他重大な被害 

〈情報収集方法〉 

収集方法 備  考 

公共施設及び周辺の状況の目視  

住民等からの通報の受付  

職員が参集途上で見聞した情報 カメラ付携帯電話等で映像等も収集 

関係機関との情報交換 警察、ライフライン関係機関等 

協定団体等への情報収集の要請 災害協定に基づく民間ヘリコプター、タクシー会

社、バス会社への要請。アマチュア無線愛好家への

協力要請等 

【資料編 災害協定一覧】 

【資料編 防災関係機関等連絡先一覧】 

 

利根川下流河川事務所 
 

住
民
・
事
業
所
等 ＮＨＫ千葉放送局 

(同報系防災行政無線・広報車) 松戸市 
情報・運用支援班 

広報部 

県県土整備部 

河川環境課 

（
防
災
情
報
提
供
装
置
） 

県危機管理課 

銚子地方 

気象台 

出先機関 

要配慮者利用施設（※） 

 

消防団 

消防署 

(広報車) 

松戸市 
消防局 

松戸市 
本部事務局 

松戸市 
各部・各班 

（※）土砂災害危険箇所内の高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮を有する者が利用する施設 
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(7) 現地確認 

各部・各班及び各防災関係機関は、担当地域や所管施設等の状況を点検・巡視する。 

点検・巡視結果に異常があるときは、速やかに総務班に報告する。なお、重要情報（死者・

重傷者の発生、河川の決壊等の前兆、避難勧告・指示、警戒区域の設定、交通規制等）は、カ

メラ付携帯電話等を活用して映像等での報告に努める。 

調査班は、未確認の重要情報がある場合は、職員を派遣し、速やかに状況を確認する。 

(8) 異常現象発見の際の手続き（災害対策基本法第５４条） 

ア 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、直ちにその旨を市長又は警察官に

通報する。 

イ 通報を受けた警察官は、その旨を速やかに市長に通報する。 

ウ 上記ア及びイにより通報を受けた市長は、直ちに下記の機関に通報する。 

(ｱ) 銚子地方気象台 

(ｲ) その災害に関係のある近隣市町村 

(ｳ) 最寄りの県出先機関（地域振興事務所、土木事務所）及び警察署 

(9) 重要施設の非常電源の情報共有 

大規模停電の発生時は、電源車等の配備調整を円滑に行えるよう、県あらかじめ作成した重

要施設の非常電源整備状況リスト※に基づき、各施設の非常電源の稼働状況、電源車等の配備

状況等を把握し、国、県、電気事業者等と共有する。 
※病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機

関の重要施設についての非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格

等を整理したリスト 
(10) 留意事項 

ア 情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集・連携に係る組織、設備、要領等の整備を

図っておくものとする。特に発災初期の情報は、住民や住民組織を通じて直ちに通報されるよ

う体制を整えておく。 

イ 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の調査に専門的な知識

や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施する。 

ウ 罹災世帯・罹災人員等の把握に当たっては、現地調査のほか住民基本台帳等を照合し、正確

を期する。 

 

３ 被害調査 

各部・各班及び防災関係機関は、災害の危険が解消した段階で、住家・人的被害及び所管施設等

の被害調査を行う。 

各調査項目の被害認定基準は、「千葉県危機管理情報共有要綱」によるものとし、調査にあたっ

ては、次の点に留意する。 

ア 各部・各班及び関係機関が連携して、調査漏れ及び重複のないよう留意し、相違ある被害状

況については、報告前に調整するものとする。 

イ 情報の記録には地図を活用し、状況の分析等に努める。 

ウ 被害状況の写真は、被害状況確認の資料として、また、記録保存上きわめて重要であるので、

調査担当者は、適宜被害箇所を選定し、施設被害の程度が明瞭に判るよう撮影に努める。この

場合、撮影年月日、箇所名、被害名を記録しておくものとする。 
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また、場合により、航空写真の撮影を検討する。 

エ 情報収集で得た航空写真、地図情報等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把

握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

【資料編 千葉県危機管理情報共有要綱（被害認定基準）】 

【震災編 第３章・第３節・３〈調査項目と担当〉】 

 

４ 情報のとりまとめ、報告 

(1) 情報のとりまとめ 

各部・各班及び各防災関係機関は、所管する次の情報をとりまとめ、情報・運用支援班及び必

要に応じて県の主管部にそれぞれ伝達する。 

【資料編 各部・各班の報告等一覧】 

〈主な情報項目〉 

種類 主な情報項目 

被害

情報 

① 参集途上等に収集した被害状況 

② 所管施設等の被害状況 

・来所者、入所者、職員等の安否 

・施設、設備、資器材の被害、機能障害及び災害対策上の使用の可否 

③ 災害対策に従事中の事故等 

④ その他、各部が担当する調査項目の被害状況 

措置 

情報 

① 被害に対する応急対策の状況 

② 活動体制（参集者、勤務状況） 

③ 協力団体・事業所等の対応能力及び応援要請 

要請 

情報 

① 斜面等の危険度判定 

② 職員、ボランティアの派遣 

③ 応急対策用施設、設備、用地、資器材、車両等の確保、調達 

④ 広報 

(2) 市本部への報告 

各部・各班、防災関係機関から情報･運用支援班への被害状況等の第一報は災害発生から１時

間以内に行い、その後も当日は１時間ごとに定時報告する。２日目以後は、毎日定時（９時及び

15時現在で把握することを原則）に報告する。 

ただし、緊急情報、市本部への要請事項等については、その緊急度に応じて適宜報告する。 

緊急の場合を除いて、文書（ＦＡＸ又はＥメール等）で伝達し、可能な限り図や画像の情報（地

図、絵、写真等）を添付する。 

(3) 県への報告 

市域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、「千葉県危機管理情報共有要綱」

に基づき、速やかに被害情報を収集し、県防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は県防災行政無

線により県本部事務局（防災危機管理監）に報告する。 

なお、県に報告できない場合は、消防庁に報告し、事後速やかに県に報告する。また、同時多

発の火災等により消防機関へ通報が殺到したときは、その通報件数を消防庁及び県に報告する。 

その他道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることから、 道
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路のほか、通信サービス、電気、ガス、上下水道等のライフラインの途絶状況を把握するととも

に、その復旧状況と併せて県に連絡する。また、当該地域における備蓄の状況、医療的援助が必

要な者など要配慮者の有無の把握に努める。 

【資料編 千葉県危機管理情報共有要綱（抜粋）】 

 

〈県への報告責任者等〉 

総括責任者 

【市  長】 
被害情報等の報告を総括する。 

取扱責任者 

【危機管理課長】 
各部門の被害情報等の報告事務を取り扱う。 

報告事項 

① 災害の原因 

② 災害が発生した日時 

③ 災害が発生した場所又は地域 

④ 被害の状況 

（被害の程度等は資料編「被害認定基準」に基づき判定する。） 

⑤ 災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

・災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況 

・主な応急措置の実施状況 

・その他必要事項 

⑥ 災害による住民等の避難の状況 

⑦ 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

⑧ その他必要事項 

【震災編 第３章・第３節・４〈国及び県への連絡方法〉】 

(4) 被災者台帳の作成・活用 

被害が甚大な場合等で市長（本部長）が必要と認める場合、災害対策基本法による被災者台帳

を作成し、被災者に関する次の情報を管理する。 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④（住民基本台帳に記載の）住所又は居所 

⑤ 住家の被害その他市長が定める種類の被害状況 

⑥ 援護の実施の状況（支援金等の支給、租税・公共料金の減免等） 

⑦ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

⑧ 世帯の構成 

⑨ 罹災証明書の交付状況  

⑩ 台帳情報の提供先（市以外の者への台帳情報の提供に被災者本人が同意した場合） 

⑪ 台帳情報を提供した旨及び日時（台帳情報を提供した場合） 

⑫ その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 

ア 被災者台帳の作成 

関係各班は連携して被災者への各種援護措置を実施し、被災者ごとの被害状況や援護の実
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施状況等の情報（次表参照）を被災者台帳に整理し、被災状況に応じて被災者が受けられる

援護措置に漏れなどがないか確認する。 

なお、災害救助法による救助が行われたときは、災害救助法第 30条の規定により、必要に

応じて県に対して被災者に関する情報提供を要請する。 

〈被災者台帳の作成に利用する主な情報〉 

基本情報 

① 住民基本台帳 

② 避難行動要支援者全体名簿 

③ 罹災台帳（被災家屋認定調査結果） 

付加情報 

① 罹災証明書発行記録 

② 被災者生活再建支援金、義援金等の支給記録 

③ 各種税金・公共料金等の減免申請記録 

④ 応急仮設住宅への入居、被災住宅の応急修理等の申請記録 

イ 被災者台帳の利用、提供 

調査班は、被災者への罹災証明書交付の際、被害に応じて受けられる各種援護措置（支援

金等の支給、税金・公共料金の減免等）の申請にあたり、被災者台帳の掲載情報を市が利用

することで各種援護措置の効率化（支援金の支給申請における罹災証明書添付の省略等）な

どが図られることを説明する。 

また、市以外の各種援護措置の実施機関（電力会社、ガス会社、ＮＨＫ等）へ被災者台帳

掲載情報を提供することについて本人が同意する場合、調査班はその申し出を受付ける。 

市以外の各種援護措置の実施機関から被災者台帳情報の提供について申請があった場合、

当該機関へ本人同意の範囲内で台帳情報を提供する。 

  

５ 広報 

(1) 情報収集 

市及び防災関係機関は、避難、二次災害の防止、生活支援、救援の募集等に必要な情報を、次

の点に留意して収集する。 

ア 確かな機関から情報を入手し、広報時にはその機関名を示す。 

イ 撮影した写真を収集するとともに、必要に応じて職員を現地に派遣して災害現場写真を撮影

する。  

(2) 広報内容 

住民のニーズに応じた情報を、広報の時期、対象者、緊急度、内容等に応じて、的確な広報媒

体、表現方法で提供する。 

なお、広報車や同報系防災行政無線等で放送する場合は、次の点に留意する。 

ア 事態の経過を把握し、地理的にイメージしやすい表現とする。 

イ 分かり易い言葉を使う（住民に浸透していない専門用語を使わない）。 

ウ 避難勧告等の緊急情報は、結論や要点を簡潔にして、はっきりした、緊迫感のある言葉で、

繰り返し伝える。 
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〈主な広報媒体〉 

種別 媒 体 所管する機関 

同報系 

同報系防災行政無線 

安全安心メール・エリアメール 
情報･運用支援班 

広報車による巡回放送 広報部、消防局、警察署 

ラジオ、テレビ放送 放送事業者へ要請 

更新系 
ホームページ等への掲示 広報部 

ツイッター・フェイスブックへの掲示 広報部 

紙面系 

広報紙、チラシの発行 広報部 

公共（施設等）の掲示板 各部・各班、防災関係機関 

新聞記事 報道機関 

〈主な広報事項〉 

時期 広報事項 媒体 

警戒期 ○用語の解説、情報の取得先、住民等のとるべき措置 

○台風・気象情報 

○河川情報（基準水位への到達、堤防高までの水位、排水ポンプの運

転状況等） 

○警報 

○災害対策の状況（本部の設置、対策の現況と予定等） 

○被災状況（浸水箇所、土砂災害(危険)箇所等） 

○道路・交通状況（渋滞、通行規制等） 

○公共交通機関の運行状況  

○ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの案

内、二次災害防止措置等） 

○避難情報（準備情報、避難勧告・指示とその理由、避難所等） 

同報系 

更新系 

応急期 ○公共交通機関の運行状況  

○ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの案

内、復旧状況・見込み等） 

○医療機関の状況 

○感染症対策活動の実施状況  

○食料、生活必需品の供給予定 

○災害相談窓口の設置状況  

○その他住民や事業所のとるべき措置 

同報系 

更新系 

紙面系 

(3) 市の広報 

広報部は、各部・各班と連携して、市本部が発信する広報内容を統括する。また、同報系防災

行政無線による放送文、ホームページや広報紙の内容について、各部・各班、防災関係機関に資

料提供を依頼するとともに、必要に応じて現地への取材等により情報を収集する。 

ア 同報系防災行政無線等による緊急放送 

避難勧告等の緊急情報を周知する場合は、同報系防災行政無線で住民等に放送するほか、必

要に応じて広報車を併用する。 

イ ホームページの開設 

災害専用のホームページを開設し、被災者向けの情報のほか、市外からの応援者向けの情報
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をリアルタイムに発信する。 

ウ 広報紙等の発行 

被災者向けの生活情報等を網羅した広報紙「広報まつど災害生活情報」や、臨時のチラシを

作成し、調査班や町会・自治会等と協力して各世帯に配布する。 

エ 避難者等への情報提供 

(ｱ) 市民部と協力して、インターネットやＦＡＸ等も活用して、避難所生活者に災害情報を提

供する。 

(ｲ) 福祉１部と協力して、障害者、高齢者等への情報提供ルートの確立、伝達手段の確保を図

り、必要な情報を提供する。 

(ｳ) 国際交流協会と協力して、外国人への情報提供ルートの確立、伝達手段の確保を図るとと

もに、主な広報資料の外国語訳を行い、情報を提供する。 

 

６ 報道機関への対応 

(1) 記者発表 

広報部は、本部に近接する場所にプレスセンターを設置し、定時発表型の記者発表を行う。ま

た、必要に応じて臨時の記者発表を行う。 

記者発表を通じて、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対して、情報及び必要な資料を提供

して住民への広報や物資等の支援を要請する。 

広報部長は、発表情報を一元管理し、提供資料については総務部長と事前協議する。 

(2) 災害対策本部や避難者への配慮 

災害対策本部内への立入、取材は原則禁止する措置をとる。 

また、避難者への取材は、プライバシー等の配慮をするように要請する。 

 

７ 住民相談 

(1) 総合相談 

広報部は、各部・各班と連携して、次に掲げる項目についての災害相談センターを市役所に設

置し、各部・各班の職員を配置するほか、語学ボランティア等の協力を要請する。 

(2) 各支所対応 

市民部は、各支所において災害相談及び被災者の問い合わせ等に対応する。 

〈災害相談センターの相談項目例〉 

① 罹災証明発行           ② 税の減免等 

③ 遺体の埋火葬           ④ 医療・福祉 

⑤ 生活再建支援金・義援金等の支給  ⑥ 商・工・農林業への支援 

⑦ 住宅支援             ⑧ ライフライン復旧 

⑨ 廃棄物、防疫           ⑩ 教育 

(3) 安否情報の照会対応 

被災者の安否情報について家族及び親族等から照会があった場合は、災害対策基本法に基づ

き、被災者関係者の利益侵害（暴力、ストーカー行為、児童虐待、債権の取り立て、営業行為

による被害等）のないように配慮して適切に回答する。 
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なお、消防庁の安否情報システムを活用し、安否情報の登録、市民からの照会への対応を円

滑に行う。 

ア 安否情報の収集、管理 

市は、市が管理する被災者の安否に関する情報（避難所収容者名簿、医療救護診療記録、

避難行動要支援者全体名簿による安否確認結果、行方不明者名簿等）を必要な限度で内部利

用し、また、必要に応じて警察署等に被災者の安否に関する情報提供を求め、被災者ごとの

安否情報を整理する。 

イ 安否照会の受付 

市は、災害相談センター等の窓口で安否照会を受け付け、照会者に対して運転免許証、健

康保険の被保険証、在留カード、住民基本台帳カードなどの本人確認書類等の提示を求めて

本人確認を行う。 

〈安否照会者の確認事項〉 

① 照会者の氏名、住所 

② 照会に係る被災者の氏名、住所、生年月日及び性別  

③ 照会をする理由 

ウ 安否情報の回答 

市は、災害対策基本法に基づき、照会者の区分に応じて、次の安否情報を提供する。 

〈照会者の区分と提供可能情報〉 

照会者の区分 提供する情報 

被災者の同居の親族 
被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先その他

安否の確認に必要と認められる情報 

被災者の親族（上記を除く） 

又は職場の関係者 
被災者の負傷又は疾病の状況  

被災者の知人等 市が保有している安否情報の有無 

上記のすべて 照会に際しその提供について被災者が同意した安否情報 
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第４節 救助・救急・消火活動・水防活動 
【計画の指針】 

火災・救助・救急等の事案が同時多発した場合には、消防局の災害対応能力を超える事態とな

るほか、道路冠水、夜間の出水等がある場合は、さらに活動手段にも支障がでる。また、大規模

災害時には、医療機関も被災する中、医療ニーズが多発する事態も想定される。 

このため、消防署、警察署等の関係機関は、地域全体の被害を最小化するための対策を優先し

て行う。また、住民・事業所、自主防災組織等は、地域の自主防災能力を発揮して救出・救護活

動を行い、地区の被害の最小化に努める。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 救助活動 消防局、消防団、警察署 

2 救急活動 消防局、消防団、保健医療部 

3 消火活動 消防局、消防団 

4 水防活動 建設部、消防局、消防団 

5 地下空間の安全対策 本部事務局、消防局 

6 惨事ストレス対策 消防局、保健医療部 

 

１ 救助活動 

 消防局の活動は、「松戸市消防局災害活動要綱等」に基づき、消防活動を最優先としながら、併

せて、救助救急活動に万全を期する。 

(1) 行方不明者情報の収集 

消防局及び消防団は、災害により要救助者、行方不明者が発生した場合、住民、自主防災組織

等から要救助者等の氏名、性別、年齢、被災場所、身体的特徴、衣服等の情報を把握する。 

(2) 救助活動要領 

消防局及び消防団は、互いに連携し、救助資器材等を準備し行方不明者情報をもとに救出活動

を行う。災害の状況等により消防局及び消防団だけでは救助活動が困難な場合は、警察署、隣接

消防機関等の応援を要請する。 

自衛隊の応援が必要な場合、市長（本部長）は、知事に自衛隊の派遣要請を依頼する。また、

車両、特殊機械が必要な場合は、県の協力又は建設事業者等に出動を要請する。 

【震災編 第３章・第４節・１〈救助・救急活動の原則〉】 

(3) 住民、自主防災組織、事業所等の活動 

住民、自主防災組織及び事業所等は、二次災害の発生に十分注意しながら連携して、地域及び

事業所内の被害状況を調査し、行方不明者の確認を行う。また、崩壊土砂や建物等の下敷きとな

っている者がいるときは、可能な限り協力して救助を行う。 

資器材は、自主防災組織が所有するもの等を有効利用するほか、松戸市危険物安全協会、千葉

県石油商業協同組合松戸支部に加盟するガソリンスタンド及び千葉県自動車整備振興会松戸支

部に加盟する自動車整備工場の「震災時住民協力事業所」の救助用具を活用する。 

(4) 警察の活動 

ア 倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、大型商業施設等多人数の集合する場所等を重点に救

出・救護活動を行う。 
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イ 救出した負傷者は、応急手当てを施したのち、医療救護班等に引き継ぐか、車両等を使用し

て速やかに医療機関に収容する。 

 

２ 救急活動 

三師会等が設置する「市救護本部」と連携して、効果的な救急活動を行う。 

(1) 救急搬送 

トリアージの結果、最優先と判断された者を優先とし、松戸市救急隊が市内の「災害医療協力

病院」又は「災害拠点病院」に搬送する。市外の後方医療機関（県災害拠点病院等）への搬送は、

応援の救急隊を充てることとし、「引継ぎ拠点（経由地）」を状況に応じて設定して、引き継ぎを

行う。なお、道路の被害等で救急車等による搬送ができない場合は、県を通じて自衛隊等へヘリ

コプター等の出動を要請する。 

トリアージの結果、軽症とされた者あるいは救急車等に引き継ぐことができない場合は、住民、

自主防災組織、事業所の協力により搬送する。 

(2) 傷病者多数発生時の活動 

災害の状況等を判断し、安全かつ活動容易な場所に現場救護所を設置して、市救護本部に医療

救護班の派遣を要請する。 

救護能力が不足する場合は、自主防災組織等に、病院前救護所、学校救護所、医療機関への輸

送協力を求めるなど、関係機関と連携して効果的な活動を行う。 

 

３ 消火活動 

(1) 活動方針 

火災発生時には、住民の生命、身体の安全確保を基本とし、出火防止と火災の早期鎮圧、人命

の救出、救助及び避難路の安全確保を原則とし、「松戸市消防局災害活動要綱等」に基づいて活

動するものとする。 

【震災編 第３章・第４節・３〈消火活動の原則〉】 

(2) 活動体制の確立 

消防局は、あらかじめ定める災害配備連絡表に基づいて、職員、団員を動員する。また、職員

は速やかに参集する。 

【震災編 第３章・第３節・３〈大地震発生時の消防機関の体制〉】 

【震災編 第３章・第４節・３〈連絡系統〉】 

(3) 消防団の活動 

  消防団は、事項により活動するものとする。 

ア 住民への出火防止の広報、住民との協力による初期消火 

災害の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、居住地付近の住民に対し出火防

止を広報するとともに、出火した場合は、住民と協力して初期消火を図るものとする。 

イ 消防局と連携した消火活動 

消防局が出動不能もしくは困難な地域における消火活動、又は主要避難路確保のための消火

活動については、単独又は消防局と協力して行うものとする。 

ウ 要救助者の救助救出、応急措置、救護所への搬送 

要救助者の救助救出、負傷者に対する応急措置及び安全な場所への搬送を行うものとする。 
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エ 避難勧告・指示の伝達と避難誘導 

避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡をと

りながら住民を安全に避難させるものとする。 

また、土砂災害警戒情報が発表令された場合、土砂災害警戒区域にかかる要配慮者利用施設

（社会福祉施設等）へその旨を伝達する。 

(4) 消防広域応援要請 

ア  消防広域応援要請  

消防局長は、一定規模の災害が発生した場合、「千葉県消防広域応援基本計画」（千葉県 平

成８年５月）により広域応援統括消防機関（千葉市消防局）を通じて県内消防機関に応援を

要請する。 

また、要請した消防力では対応できない場合は、知事を通じて消防庁長官へ緊急消防援助

隊の出動を要請する。 

イ  消防用水不足時の応援要請  

断水等により消防用水が不足した場合には、災害時における消防用水供給支援に関する協

定に基づき、千葉北部生コンクリート協同組合に応援の要請をする。 

(5) 住民・自主防災組織の活動 

住民及び自主防災組織は、火災が発生した場合に初期消火活動を行い、消防機関が到着した場

合にはその指示に従う。 

(6) 事業所の活動 

事業所は、火災が発生した場合、初期消火活動や延焼防止措置等を行う。また、火災の拡大、

爆発等が発生するおそれのあるときは、次の措置をとる。 

〈事業所の消火活動等〉 

① 警察、消防署等最寄りの防災機関への通報 

② 自衛消防隊等による初期消火､延焼防止活動 

③ 必要に応じて従業員、顧客等の避難 

④ 周辺地域の住民等に対する必要な情報の伝達 

⑤ 立入り禁止措置等の実施 

なお、それぞれの施設の応急対策は次のとおりとする。 

ア 高圧ガス等の保管施設の応急措置 

県及び消防局は、必要に応じて保安措置等についての指導を行うとともに、関係機関との情

報連絡を行う。 

イ 石油類等危険物保管施設の応急措置 

消防局は、危険物施設等の所有者・管理者に対して、次に掲げる措置を当該施設の実態に応

じて講じるよう指導する。 

(ｱ) 危険物の流出並びに爆発等のおそれのある作業及び移送を停止するとともに、施設の応急

点検と出火等の防止措置 

(ｲ) 混触発火等による火災の防止措置、初期消火活動、タンク破壊等による流出及び異常反応、

浸水等による広域拡散の防止措置 

(ｳ) 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置並びに防災

機関との連携活動 

ウ 危険物等輸送車両の応急対策 

(ｱ) 事故通報等に基づきその状況を把握の上、交通規制等について関係機関と密接な情報連絡



第３章 災害応急対策計画   第４節 救助・救急・消火活動・水防活動 

 

風-69 

を行う。 

(ｲ) 必要に応じ、地域住民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。 

(ｳ) 危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用期限の緊急措置命令

を発する。 

 

４ 水防活動 

(1) 水防体制 

水防活動の組織は、災害対策本部の組織とする。 

(2) 警戒巡視 

気象注意報、警報等の発表又は降雨により河川の増水、はん濫等が予測される場合、市内の中

小河川、水路、道路など所管施設等の状況を巡視する。特に、過去の災害で大きな被害が発生し

た箇所や水害の発生が予測されている箇所については、重点的に巡視を行い、関係機関等と情報

を共有し、迅速かつ的確な応急対策を実施する。 

(3) 事前の浸水防止対策 

被害の発生が予測されるときは、過去に発生した被害のデータなどを基に、土のうの配備や集

水桝の清掃等、事前の浸水防止対策を強化する。また、市民からの要望についても的確に対応し、

災害への不安や被害の軽減に努める。 

(4) 応急対策活動 

市内の中小河川及び排水路等のはん濫又は倒木などにより危険がある場合は、次のような応急

対策を実施する。  

なお、消防局又は消防団は、床上浸水等の発生のおそれがあり、市民の生命に危険が及ぶと認

められるときは、付近の住民に避難勧告等を伝達し、避難誘導・支援等を実施する。また、通行

止め等の措置が必要な場合は、警察署や道路管理者と連携し対応に当たる。  

水防活動の実施にあたっては、消防職員、消防団員、対応職員等の安全確保に配慮する。 

〈応急対策活動〉 

①浸水箇所では土のう積みによる防御、ポンプによる排水を行う。 

②道路の冠水区域は、通行止め等の措置をとる。 

③通行の障害となる道路上の障害物は除去する。 

④倒木、落下物等で危険なものは除去する。 

⑤床上浸水等が発生するおそれのある場合は、避難勧告等を伝達し避難所等に誘導する。 

 

５ 地下空間の安全対策 

(1) 浸水情報等の伝達 

浸水が発生したとの情報を入手した場合は、周辺施設の地下空間の管理者等に伝達する。 

特に、不特定多数の者が利用する地下施設については、電話等により確実に伝達する。 

地下空間の管理者等は、気象情報、被害情報等の収集に努めるとともに、利用者、従業員等に

対して、逐次、それらの情報を伝達する。 

(2) 避難活動 

本部長（市長）は、特に必要と認めるときは地下空間の利用者等に対する避難のための勧告等

を行うとともに、消防本部等を通じて適切な避難誘導・支援を実施する。 
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地下空間の管理者等は、浸水の危険があると認めるときは、速やかに利用者、従業員等の避難

誘導・支援を行う。 

(3) 警戒活動 

地下空間の管理者等は、浸水により被害が発生するおそれがあると認められるときは、防水扉、

防水板、土のう等により浸水防止活動を行うとともに、立ち入りの禁止措置等を行い、消防署へ

通報する。 

 

６ 惨事ストレス対策 

救助活動等を実施する各機関は，職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 
また，消防機関は，必要に応じて、緊急時サポートチーム派遣要綱等に基づき、消防庁等に緊

急時メンタルサポートチームの精神科医等の専門家の派遣を要請する。 
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第５節 災害警備・防犯対策 
【計画の指針】 

大規模災害時には、不在家屋や店舗等を狙った窃盗事件、災害後の混乱に乗じた悪徳商法や放

火等が発生することがあるため、警備・防犯体制を強化する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害警備 警察署 

2 防犯対策 市民部、警察署 

 

１ 災害警備 

(1) 基本方針 

警察は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、他の防災関係機関との連携

のもと、人命の保護を第一に、被災者の救出救助、交通の確保、各種犯罪の予防及び取締り、そ

の他社会秩序の維持に当たる。 

(2) 警備体制 

警察本部及び警察署は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その規模に応じ指

揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

ア 総合対策本部 

大規模被害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合 

イ 対策室 

災害発生のおそれがある場合又は被害程度が小規模の場合 

ウ 連絡室 

大雨、洪水、暴風・高潮警報が発表された場合、又は台風が接近・上陸するおそれがある場

合 

(3) 警備活動 

警察署は、災害が発生した場合、次の活動を実施する。 

ア 要員の招集及び参集 

イ 気象情報及び災害情報の収集及び伝達 

ウ 装備資器材の運用 

エ 通信の確保 

オ 救出及び救護 

カ 避難誘導及び避難地区の警戒 

キ 警戒区域の設定及び被害の拡大防止措置 

ク 災害の拡大防止と二次災害の防止 

ケ 報道発表 

コ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

サ 死傷者の身元確認、遺体の収容 

シ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

ス 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 
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セ 協定に基づく関係機関への協力要請 

ソ その他必要な応急措置 

 

２ 防犯対策 

警察署は、被災地における犯罪の防止を図るため、地域の巡回パトロールを行う。 

また、市民部は、避難所における窃盗等の犯罪を防止するため、避難所運営委員会（※第７節の

「５ 避難所の開設と運営」参照）等と協力して、避難者への注意喚起、不審者の通報等対策を実

施する。 
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第６節 交通・輸送対策 
【計画の指針】 

大規模な風水害では、道路の冠水や施設の損壊、沿道の土砂崩壊、交通管制施設の機能停止等

が多発し、運転車両の被災、緊急車両の通行障害等が発生する。 

このため、警戒段階から道路管理者、警察が連携して道路の状況を把握するとともに情報を共

有し、通行規制や応急復旧を円滑に行う。また、浸水域等の救助等に対し、ボートやヘリコプタ

ー等、可能な輸送手段を最大限活用するとともに、陸路・空路のネットワークが有機的に結合す

るように輸送環境を確立する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1道路の確保 建設部、警察署、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都国

道事務所 

2 緊急通行車両等の確認 財務班 

3 緊急輸送 財務班、街づくり部 

 

１ 道路の確保 

(1) 道路情報の収集 

災害の警戒段階から、建設部は、警察署及び各道路管理者と協力して、道路の被災状況、交通

状況等を収集し、共有する。 

また、避難勧告等が実施される場合は、避難対象地区の道路の浸水状況等を確認し、市本部へ

報告する。 

(2) 道路の啓開、応急復旧 

建設部は、管理道路上の土砂や倒木等の障害物除去、放置車両の移動等を、災害協定団体等の

協力を得て実施する。また、警察署、他の道路管理者と相互に協力する。 

また、警察署及び各道路管理者は、道路施設、交通管理施設の応急復旧を行う。 

ア 被害状況・緊急性・復旧の難易度等を考慮し、主要道路を優先して応急復旧を行うとともに、

順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋梁・トンネル等の復旧に時間を要する箇所を含

む道路は、迂回路の確保に努める。 

イ 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

ウ 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、市、放送事業者、報道

機関等を通じて広報する。 

【資料編 災害協定一覧】 

(3) 車両の移動等 

各道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生し、緊急通行車両の通行を確保するた

め緊急を要するとき、又は県公安委員会から要請を受けたときは、災害対策基本法第 76条の

６の規定に基づき、区間を指定して運転者等に対し車両の移動等を命令する。また、運転者

がいない場合等は、自ら車両の移動等を行う。 

(4) 交通規制 

建設部は、他の道路管理者、警察署と協力して、災害により危険な箇所又は緊急輸送等のため
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必要な路線について、通行禁止又は制限等の措置をとる。また、交通規制や道路が被災した場合

は、必要に応じて迂回路を設定する。 

警察署は、交通規制を行う箇所に検問所を設置し、規制及び警戒にあたる。 

【震災編 第３章・第６節・１〈交通規制等の実施者及び状況・内容〉】 

 

２ 緊急通行車両等の確認 

(1) 申請手続き 

知事又は公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づく通行の禁止又は制限を行った場合、緊

急輸送のための車両の使用者の申出により、災害対策基本法施行令第33条の規定により緊急通行

車両の確認（証明書及び標章の交付）を行う。 

財務班は、災害対策に使用する車両について、「緊急通行車両等確認申請書」を知事又は公安

委員会に提出する。知事又は公安委員会は、緊急通行車両であることを確認したときは、標章及

び確認証明書を交付する。 

交付された標章は、当該車両の助手席側の内側ウインドウガラス上部の前面から見やすい箇所

に貼付し、証明書は、当該車両に備えつける。 

(2) 緊急通行車両等の事前届出について 

ア 公安委員会では、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執

行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が保有する車両等で、災害対策基本法第50条第１

項に規定する災害応急対策を実施するために使用するものについて、緊急通行車両に該当する

かどうかの審査を行う。 

イ 公安委員会は、前記アにより緊急通行車両に該当すると認められるものについては、届出済

証を交付する。 

ウ 届出済証の交付を受けた車両については、県警察本部、警察署又は交通検問所に当該届出済

証を提出して、緊急通行車両の確認を受けることができる。この場合において確認審査を省略

して標章及び確認証明書を交付する。 

(3) 規制除外車両の確認等 

緊急通行車両以外の社会生活の維持に不可欠な車両又は公益上通行させることがやむを得

ないと認められる車両を、交通規制の対象から除外する車両（以下「規制除外車両」という。）

とし、公安委員会の意思決定に基づき通行禁止の対象から除外する。 

ア 規制除外車両の確認は、前記(1)を準用する。 

イ 緊急通行車両とならない次の車両は、規制除外車両の事前届出制度の対象とする。事前届

出・確認は、前記(2)を準用する。 

① 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

② 医薬品・医療機器・医療機関等が使用する車両 

③ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

④ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

 

３ 緊急輸送 

(1) 車両、燃料の確保、管理 

財務班は各部・各班からの配車要請に基づいて配車を行う。公用車では不足する場合又は公用
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車では輸送できない場合は、指定（地方）公共機関である運送事業者や協定団体等からトラック、

バス等を調達する。 

また、パトカー、消防車、救急車、自衛隊車両その他の緊急通行車両については、中核ＳＳ

（自家発電設備を備え、災害対応能力を強化した石油製品の供給拠点となる中核給油所）での

優先給油が可能である旨を関係者に周知する。 

その他燃料は、県石油商業組合松戸支部加盟の松戸市内の燃料販売業者から調達する。 

〈車両の調達と運用方法〉 

調達先、車種等 １次運用 ２次運用 

市 
無線車 避難誘導、道路緊急調査 

各対策部の応急活動内容を考慮  
その他  

指定公共機関（日通）  救助物資の搬送 

協

定 

団

体 

タクシー 学校救護所（傷病者の搬送）  

一般乗合バス 学校救護所（傷病者の集団搬送） 被災者の集団搬送 

トラック  水・食料・生活必需品の搬送 

軽トラック 

 医療資材集配拠点(医薬品の搬送） 

救援物資集配拠点(容器入り飲料

水･食料・救援物資の搬送） 

バイク 情報収集等  

その他民間車両  人員輸送 

【資料編 災害協定一覧】 

(2) 鉄道による輸送 

自動車による輸送が不可能な場合又は広域輸送が必要な場合は、東日本旅客鉄道(株)等に、鉄

道輸送を要請する。 

(3) ヘリコプターによる輸送 

陸上交通の途絶の場合や特に緊急を要する輸送の場合等は、協定団体に直接、又は県を通じて

自衛隊等のヘリコプターによる輸送を要請する。 

その場合、街づくり部は自衛隊等と連携して、臨時ヘリポートを開設、管理する。 

〈臨時ヘリポート予定施設〉 

① 21世紀の森と広場 

② 金ヶ作公園 

③ 六実中央公園 

④ 市立松戸高校 

⑤ 東部スポーツパーク 

⑥ 県立矢切特別支援学校 

⑦ 県西部防災センター 

⑧ 松戸運動公園 

⑨ 江戸川河川敷（上葛飾橋南側） 

⑩ 江戸川河川敷（古ケ崎野球場） 

⑪ 県立松戸馬橋高校 

⑫ 県立小金高校 

 【資料編 へリコプター離発着可能地点の位置基準】 

(4) 水上輸送 

水上輸送を必要とする場合は緊急船着場（小山）を活用するとともに、自衛隊及び船舶保有者

に対して船舶輸送を要請する。 
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第７節 避難対策 
【計画の指針】 

○ 江戸川が決壊した場合には市内が広範囲に浸水し、一部の地域では 5メートル以上の水浸と

なることから、堅牢で地上３階以上に避難者を収容できる建物を民間事業者の協力を得て確保

し、垂直避難場所として指定を推進する。 

○ 土砂災害や生命に危険を及ぼす浸水被害等がある場合は、避難勧告・指示等を発令し安全な

場所に誘導する。 

○ 避難所では、避難所直行職員、学校職員、施設職員、地域住民が連携して、開設、受入れ等

の初動活動を行う。 

○ 避難所の運営は、避難所運営委員会を設立して実施する。 

○ 避難生活では、専用スペース、介護支援、福祉避難所の設置等、高齢者、障害者、乳幼児、

妊産婦、病弱者等の要配慮者の負担を軽減するため、必要な配慮を行う。 

○ 避難所の運営に当たっては女性の意見をとり入れる対策を実施する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 避難行動の原則 － 

2 避難の勧告・指示等 本部事務局、情報・運用支援班、広報部、消防局、消防団、

警察署 

3 自主避難 住民 

4 避難誘導 調査班、保健医療部、福祉１部、消防団 

5 避難所の開設と運営 市民部、環境部、福祉２部、教育１・２部 

6 避難所等の閉鎖 市民部 

7 在宅避難者の支援 総務部、経済振興部、保健医療部 

8 広域一時滞在 本部事務局 

9 感染症対策 本部事務局、保健医療部、松戸保健所 

 

１ 避難行動の原則 

(1) 避難勧告等に強制力が伴っていないのは、一人ひとりの命を守る責任は、最終的には個人にあ

るという考え方に立っている。このため、避難行動をとる判断ができる知識と情報を提供する必

要がある。 

(2) 避難勧告等は、大河川の氾濫や土砂災害への対応のように、多数の被害が発生するような災害

を対象とし、危険な場所から住民が立ち退くこと（以下「立ち退き避難」という。）を求めて発

令することを基本とする。 

(3) 平地を流れる小河川の洪水による氾濫を含む水深の浅い浸水は、屋内の安全な場所へ退避する

ことにより安全を確保（以下「屋内安全確保」という。）できる極めて短い時間の局所的な大雨

で発生する浸水に対しては、避難勧告等の発令は困難である場合が多く、基本的には各人の判断

で危険な場所から退避することが重要である。 

(4) 避難勧告の発令の際に暴風雨で身動きが取れなくなることが予想される場合や、想定を上回る

規模の災害が想定されるような場合においては、より安全を目指して早めの避難を促すことが重

要となる。 
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２ 避難の勧告・指示等 

(1) 避難の勧告・指示等の発令 

ア 避難の勧告・指示の発令 

市長（本部長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域の

居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退きを勧告し、緊急を要すると認めると

きは避難のための立ち退きを指示する。また、避難の勧告・指示に先立ち、住民の立ち退き避

難の準備と要配慮者等の立ち退き避難の開始を促すため「避難準備・高齢者等避難開始」を発

表する。 

〔警戒レベル〕 

避難勧告等の種類 
住民等に求める行動 

〔レベル３〕 

避 難 準 備 

・ 高 齢 者 等 

避 難 開 始 

①避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。  

②その他の人は立退き避難を準備し、以後の防災気象情報、水位情報等

に注意を払って自発的に避難を開始する。  

③特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険区域や急激な水位上

昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、土砂災害、洪

水等に対応する指定緊急避難場所へ立退き避難する。 

〔レベル４〕 

避 難 勧 告 

指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。  

・予想災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難する。  

・指定緊急避難場所への立退き避難がかえって危険と自ら判断する場合

は、「近隣の安全な場所※１」への避難や「屋内安全確保※２」を行う。 

避 難 指 示 

（ 緊 急 ） 

災害発生が極めて高い状況等となっており、緊急に避難する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難に限らず、「近隣の安全な場所」

への避難や「屋内安全確保」を行う。  

・地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合などに発令さ

れ、必ず発令されるものではないことに留意する。 

〔レベル５〕 

災害発生情報 

・既に災害が発生している状況で、命を守るための最善の行動をとる。  

・災害発生は確実に把握できるものではないため、必ず発令されるもの

ではないことに留意する。 

※１ 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等  

※２ 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 

なお、避難のための立ち退きを行うことにより、かえって住民の生命又は身体に危険が及ぶ

おそれがあると認めるときは、本部長（市長）は必要と認める地域の居住者等に対して屋内安

全確保に関する措置を指示することができる（災害対策基本法第60条）。 

イ 判断基準 

避難勧告等の判断は、洪水、土砂災害、高潮を対象として５段階の警戒レベルに対応した基

準で発令する。また、洪水氾濫に対する避難勧告等においては、警戒レベル３の避難準備・高

齢者等避難開始の発令段階から家屋倒壊等氾濫想定区域の住民には避難開始を求める。 

なお、決定にあたっては、洪水、土砂災害、高潮及び複数河川の氾濫が同時又は連続して発

生する事態を考慮するとともに、気象台、河川管理者、砂防関係機関の助言、現場の巡視報告、

通報等を考慮して総合的かつ迅速に行う。 
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その他河川水位と避難情報発令基準の具体的行動要領は、別途定めるものとする。 

〈避難の種類及び発令基準（国管理河川の洪水）〉 

対象災害 江戸川の氾濫 
利根運河、坂川（国管理区間）、 

坂川放水路の氾濫 

避難対象地区 江戸川洪水浸水想定区域 利根運河洪水浸水想定区域 

【レベル３】 

避難準備 

・高齢者等 

避難開始 

▸氾濫警戒情報が発表されたとき 

▸氾濫危険水位を超えると予測されたと

き 

 

▸避難判断水位に達したとき 

▸避難判断水位に迫り、急激に上昇するお

それがあるとき（次の例） 

・上流の水位が急檄に上昇しているとき 

・洪水警報の危険度分布が「警戒」以

上のとき 

【レベル４】 

避難勧告 

▸氾濫危険情報が発表されたとき 

▸堤防高を超えると予測されたとき 

 

▸氾濫危険水位に達したとき 

▸氾濫危険水位に迫り、急激に上昇するお

それがあるとき（次の例） 

・上流の水位が急檄に上昇しているとき 

・洪水警報の危険度分布が「非常に危

険」以上のとき 

避難指示 

（緊急） 

▸氾濫危険水位を超え、堤防高に迫ってい

るとき 

▸氾濫危険水位を超え、堤防高に迫ってい

るとき 

【レベル５】 

災害発生情報 

▸はん濫発生情報が発表されたとき 

▸左岸で氾濫が確認されたとき 

▸はん濫発生情報が発表されたとき 

▸氾濫が確認されたとき 

備考 ※水位観測所は松戸 ※水位観測所は利根運河が野田、坂川及

び坂川放水路が大谷口新田 

〈避難の種類及び発令基準（県管理河川の洪水）〉 

対象災害 坂川（県管理区間）、新坂川の氾濫 
春木川、国分川、国分川分水路、 

紙敷川の氾濫 

避難対象地区 坂川・新坂川洪水浸水想定区域 真間川洪水浸水想定区域 

【レベル３】 

避難準備 

・高齢者等 

避難開始 

▸氾濫注意水位を超え、急激に上昇するお

それがあるとき（次の例） 

・上流の水位が急檄に上昇しているとき 

・洪水警報の危険度分布が「警戒」以

上のとき 

▸洪水警報の危険度分布が「警戒」となり、

水位が急激に上昇しているとき 

 

【レベル４】 

避難勧告 

▸氾濫危険水位に達したとき 

▸氾濫危険水位に迫り、急激に上昇するお

それがあるとき（次の例） 

・上流の水位が急檄に上昇しているとき 

・洪水警報の危険度分布が「非常に危

険」以上のとき 

▸洪水警報の危険度分布が「非常に危険」

となり、水位が急激に上昇しているとき 

▸１時間雨量が50mmかつ累積雨量が150mm

を超えるとき 

▸和名ヶ谷水門を全閉するとき 

避難指示 

（緊急） 

▸氾濫危険水位を超え、堤防高に迫ってい

るとき 

 

▸洪水警報の危険度分布が「極めて危険」

となり、水位が急激に上昇しているとき 

▸水位が堤防高に迫っているとき 

【レベル５】 

災害発生情報 

▸氾濫発生情報が発表されたとき 

▸氾濫が確認されたとき 

▸氾濫が確認されたとき 

備考 ※水位観測所は坂川が馬橋及び古ヶ崎、

新坂川が新松戸及び根本 

※雨量観測所は消防局、消防署、東葛飾

土木及び新松戸 

※水位観測は現場確認による。 
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〈避難の種類及び発令基準（河川共通の洪水）〉 

対象災害 河川共通 

避難対象地区 － 

【レベル３】 

避難準備 

・高齢者等 

避難開始 

▸堤防の軽微な漏水・侵食等が発見された場合 

▸避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、

夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 

【レベル４】 

避難勧告 

▸異常な漏水・侵食等が発見された場合 

▸避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接

近・通過することが予想される場合 

避難指示 

（緊急） 

▸異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合 

▸樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合（避難対象区域を限定） 

【レベル５】 

災害発生情報 

▸氾濫が確認されたとき 

〈避難の種類及び発令基準（土砂災害、高潮）〉 

対象災害 土砂災害 高潮 

避難対象地区 
土砂災害危険箇所 

・土砂災害警戒区域 
高潮浸水想定区域 

【レベル３】 

避難準備 

・高齢者等 

避難開始 

▸大雨警報（土砂災害）が発表され、土砂

災害に関するメッシュ情報が実況又は

予想で大雨警報の基準に達した場合 

▸大雨注意報が発表され、夜間～明け方に

大雨警報（土砂災害）に切り替える可

能性が高い旨に言及されている場合 

▸高潮注意報の発表において警報に切り

替える可能性が高い旨言及された場合  

▸高潮注意報が発表されており、台風情報

で、台風の暴風域が本市にかかると予

想されている、又は台風が本市に接近

することが見込まれる場合  

▸伊勢湾台風級の台風が接近し、上陸24時

間前に特別警報発表の可能性がある旨

気象情報等で周知された場合 

【レベル４】 

避難勧告 

▸土砂災害警戒情報が発表された場合  

▸土砂災害に関するメッシュ情報が、予想

で土砂災害警戒情報の基準に達した場

合  

▸土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・

地下水の濁り、渓流の水量の変化等）

が発見された場合 

▸高潮警報が発表された場合  

▸高潮注意報が発表され、警報に切り替え

る可能性が高い旨が言及され、かつ、

暴風警報又は暴風特別警報が発表され

た場合 

▸高潮注意報が発表され、夜間～早朝に警

報に切り替える可能性が高い旨に言及

される場合 

避難指示 

（緊急） 

▸土砂災害に関するメッシュ情報が、実況

で土砂災害警戒情報の基準に達したの

場合 

▸避難勧告等による立退き避難が十分で

なく、再度、立退き避難を居住者等に

促す必要がある場合 

▸高潮特別警報が発表された場合  

▸水門等の異常が確認された場合 

【レベル５】 

災害発生情報 

▸土砂災害が発生した場合 ▸海岸堤防等が倒壊した場合  

▸異常な越波・越流が発生した場合  
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〈避難の勧告・指示の発令権者及び要件〉 

実 施 者 種 類 要      件 根拠法令 

市 長 災害全般 

(勧告･指示) 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、人命又は身体を災害から保護し、そ

の他災害の拡大を防止するため、特に必要があ

ると認めるとき及び急を要すると認めるとき 

災害対策基本法  

第 60条 

知 事 災害全般 

(勧告･指示) 

市町村が事務の全部又は大部分を行うことが

できなくなったとき 

警察官 災害全般 

(指示) 

市長が避難のための立ち退きを指示すること

ができないと認めるとき、又は市長から要求が

あったとき 

災害対策基本法  

第 61条 

自衛官 災害全般 

(指示) 

災害派遣を命じられた自衛官は、災害の状況に

より特に急を要する場合で、警察官がその現場

にいないとき 

自衛隊法  

第 94条 

知事、その命を

受けた職員 

地すべり 

(指示) 

地すべりにより著しい危険が切迫していると

認められるとき 

地すべり等防止

法  

第 25条 
知事、その命を
受けた職員又は
水防管理者 

洪水 

(指示) 

洪水、高潮により著しい危険が切迫していると

認められるとき 

水防法 

第 29条 

(2) 警戒区域の設定 

市長（本部長）は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、あるいは生命又は

身体に対する危険を防止するため必要があると認める場合は、警戒区域を設定し、当該区域への

立ち入りの制限、禁止、退去を命ずる。 

〈警戒区域の設定権者及び要件・内容〉 

設定権者 種 類 要      件 根拠法令 

市  長 災害全般 災害が発生し、又は災害が発生しようとしている

場合において、人の生命又は身体に対する危険を

防止するため特に必要があると認めるとき 

災害対策基本法 

第 63条 

知  事 同  上 上記の場合において、市が全部又は大部分の事務

を行うことができなくなったとき 

災害対策基本法 

第 73条 

警 察 官 同  上 上記の場合において、市長もしくはその委任を受

けた市の職員が現場にいないとき、又はこれらの

者から要求があったとき 

災害対策基本法 

第 63条 

自 衛 官 同  上 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長そ

の他職権を行うことができる者がその場にいない

場合に限り行う。 

災害対策基本法 

第 63条 

消防吏員又

は消防団員 

消防長又は 

消 防 署 長 

火 災 等 火災の発生現場や危険物の漏洩等の事故が発生

し、当該事故により火災が発生するおそれが著し

く高く、人の生命又は財産に著しい被害が生じる

おそれがあるとき 

消防法 

第 28条 

第 23条の２ 

警 察 官 

(警察署長) 

同  上 上記の場合で、消防吏員又は消防団員が火災現場にい

ないとき、又はこれらの者から要求があったとき 

消防機関に

属 す る 者 

洪  水 水防上緊急の必要がある場所において 水防法 

第 21条 

警 察 官 同  上 上記の場合で、消防機関に属する者がいないとき 
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(3) 住民への伝達 

避難勧告又は指示等を発令又は解除した場合、直ちに次の方法により伝達広報を行い、住民へ

の周知徹底を図る。 

伝達方法 伝達内容 

①防災行政無線により伝達する。 

②市、警察、消防等各機関は、広報車を利用し関

係地域を巡回し伝達する。 

③災害現場へ派遣された職員は、本部の指示に基

づき戸別訪問等により関係地域への伝達を行

う。 

④安全安心メールにより、登録者に一斉配信する。 

⑤ケーブルテレビ等報道機関に伝達を依頼する。 

⑥市ホームページ、エリアメール、緊急速報メー

ル、ツイッター、ソーシャルネットワーキング

サービスなどの、その他の多様な情報ツールを

活用し、住民への伝達を行う。 

①避難対象地域（町名、施設名等） 

②避難の理由（避難要因となった危険要素

の所在地、避難に要する時間等） 

③避難先（場所・施設名等） 

④避難経路（安全な方向及び避難場所等の

名称） 

⑤その他（避難行動時の最小携行品、高齢

者、障がい者、乳幼児、妊産婦、病弱者

等の要配慮者の優先避難・介助の呼びか

け等） 

【資料編 避難場所一覧】 

(4) 要配慮者関連施設への伝達 

浸水想定区域又は土砂災害危険箇所の要配慮者関連施設については、水防法又は土砂災害警戒

区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、洪水予報、避難判断水位情報又は

土砂災害警戒情報の伝達方法（※第３節の「２ 情報収集・伝達」参照）に準じて、該当施設の

施設管理者に避難勧告等を伝達する。 

(5) 県に対する報告 

避難の準備情報及び勧告、指示又は解除を発令した時は、その旨を「千葉県危機管理情報共有

要綱」に基づき、県災害対策本部事務局及び県東葛飾地域振興事務所に報告する。 

【資料編 千葉県危機管理情報共有要綱（抜粋）】 

(6) 関係機関への通報 

市長（本部長）が避難の勧告又は指示を行った時、又は警察官等から勧告又は指示を行った旨

の通報を受けた時は、関係機関に通報する。 

 

３ 自主避難 

避難は、原則として避難者による自主（自力）避難とする。避難に当たっては、自主防災組織、

町会・自治会、連合町会、民生委員・児童委員、高齢者相談員などが中心となり、高齢者、障がい

者、乳幼児、妊産婦、病弱者、日本語の理解が十分でない外国人等の要配慮者を優先させる。 

自力で避難できない場合、又は避難途中に危険がある場合、あるいは病院等の入院患者や病弱者

の場合、それらの避難については車両等を利用して行うものとする。 
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４ 避難誘導 

(1) 住民の避難誘導 

浸水又はがけ崩れのおそれがある場合等、安全な場所への避難誘導が必要な場合、調査班、消

防団は、最も安全と思われる避難方向を自主防災組織等に伝達し、協力して避難誘導を行う。 

(2) 避難行動要支援者の避難誘導 

避難行動要支援者の避難誘導は、自主防災組織等が支援して行うことを原則とする。ただし、

自力による避難が困難な場合、保健医療部、福祉１部は、消防団、福祉関係者等の様々な機関等

の協力を得て避難支援を行う。 

(3) 施設利用者等の避難誘導 

庁舎、学校、幼稚園、保育所、社会教育施設、大規模集客施設等における児童・生徒・園児・

利用者等の避難誘導は、施設の管理者が行う。 

 

５ 避難所の開設と運営 

(1) 避難所の開設 

原則として本部長が指定避難所の開設の要否を判断する。 

ただし、本部長が判断できない場合で、住民の安全確保のため、緊急を要する場合は、施設管

理者等が開設することができる。 

勤務時間内に災害が発生した場合は、施設の管理者、勤務職員等が施設の安全性を確認した上

で、避難所を開設する。 

勤務時間外は、各施設の管理者あるいはあらかじめ指名した「避難所直行職員」が開設する。 

また、避難所開設に関する情報は、防災行政無線、広報車、市ホームページ、安全安心メール、

エリアメール等の多様な情報ツールを活用し、住民等に対し迅速かつ確実に伝達する。 

(2) 避難所の運営 

ア 避難所運営委員会 

避難所運営委員会を町会・自治会、施設管理者、学校職員、施設職員、避難所直行職

員及び避難者をもって速やかに立ち上げる。 

避難所運営委員会を運営するため、避難所運営委員長、副委員長及び総務班・施設管

理班・食料物資班等、各役割の班長を選出する。 

イ 避難所の運営項目 

(ｱ) 運営方針、生活ルールの設定 

(ｲ) 救援食料、物資の管理・配分、炊出し協力 

(ｳ) 避難者の転出入確認、名簿作成 

(ｴ) 情報管理、広報 

(ｵ) ゴミ・施設・トイレ等、環境の整備・管理 

(ｶ) 秩序の維持、警備 

(ｷ) 入浴・散髪 

(ｸ) 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者、日本語の理解が十分でない外国人等の要配慮

者への配慮 

(ｹ) 傷病者の搬送 

(ｺ) 医療・健康相談スペースの確保 
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(ｻ) ボランティアとの調整、スタッフ会議の開催 

(ｼ) 各種記録の作成 

(3) 支所の役割 

ア 支所は、支所管轄地域内の避難所との通信連絡を確保し、災害対策本部（情報・運用支援班

又は避難所ブース）へ、収集した支所管轄地域内の情報を報告するとともに、避難所への物資

の補給等の支援要請を要請する。 

イ 本庁第１管轄及び本庁第２管轄地域の避難所は市民部へ報告する。 

市民部は、災害対策本部（情報・運用支援班）へ、収集した管轄地域内の情報を報告すると

ともに、避難所への物資の補給等の支援を要請する。 

ウ 支所は逐次人員を強化し、災害対策本部の避難所ブースと連携して避難所の開設運営を支援

する。 

(4) 初期対応協力事項 

ア 避難所直行職員、地域住民、施設管理者等は、連携・協力して次の初期対応協力事項を実施

し、速やかに避難所を開設する。 

イ 初期対応協力事項 

(ｱ) 施設･設備の安全点検 

(ｲ) 支所、災害対策本部への情報伝達と情報収集 

(ｳ) 開放スペースの指示 

(ｴ) 避難者名簿の作成 

(ｵ) 避難者の体育館への誘導、住民スペースの割り当て 

(ｶ) 避難所運営委員会の立ち上げ及び行動 

(ｷ) 必要により、ホイップアンテナを利用したＭＣＡ無線機の移動 

(5) 避難所担当職員 

災害対策本部の避難所ブースは、初期の避難所運営体制及び市職員の対応等の状況を考慮し、

避難所直行職員を避難所担当職員に逐次交代させる。 

避難所担当職員は、市民部、環境部、福祉２部、教育１・２部又は市の全職員をもってあてる。 

(6) 健康・衛生対策等 

市民部は、避難所生活の長期化等により生じる問題に対して、各部・各班と協力して対策を講

じる。 

ア 要配慮者の支援 

高齢者、障害者、妊産婦、外国人、傷病者、乳幼児等の状況とニーズを把握し、コミュニケ

ーション手段、居住環境、健康維持、食事等に配慮した支援に努める。 

その他、「第 18節 要配慮者への対応」による。 

イ し尿対策 

環境部と連携して、断水時にはトイレの使用を禁止し、仮設トイレの設置、管理を行う。そ

の他、第９節の「３ し尿の処理」による。 

ウ 医療、保健衛生対策 

保健医療部と連携して、傷病をかかえた避難者等の治療を行うため巡回医療を行う。また、

避難所での感染症や食中毒の発生を防止するため、施設内のゾーニング、予防接種、健康診断、

衛生指導、相談対応等を行う。 

その他、第８節の「３ 被災者の健康管理」及び第９節の「２ 保健活動」による。 
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エ ペット同伴者対策 

ペット同伴の避難者には、ゲージ等を持参するよう求め、避難所敷地内に飼育スペースを指

定する。動物が苦手な避難者に配慮して、避難所屋内へのペットの持ち込みは禁止し、問題が

生じた場合は環境部を通じて、関係機関にペット対策を要請する。ただし、介助犬は介助者と

同居できる専用スペースを確保し、周囲の避難者に理解と協力を呼びかける。 

その他、第９節の「７ 動物対策」による。 

オ 生活環境対策 

女性や子育て家庭、障害者のニーズ等に配慮しつつ、生活環境の維持、向上を図るための設

備確保、ルールづくり等を行う。 

(ｱ) 季節対策（冷暖房等） 

(ｲ) 女性や障害者への配慮、プライバシー保護（更衣室・授乳室等の確保、間仕切り等） 

(ｳ) トイレ、洗濯、入浴対策（設備確保、利用ルール設定等） 

(ｴ) 子どものための娯楽用品の確保 

(ｵ) 防犯用品の確保及び防犯対策 

(ｶ) 食物アレルギー対策（原材料表示や献立表の掲示等） 

カ ボランティアの要請 

避難者のボランティアへのニーズをとりまとめ、ボランティアセンターに提出する。 

(7) 避難状況の報告及び記録 

避難所を開設したときは、知事にその旨を報告する。また、各避難所では、避難者名簿等の記

録をとり、要配慮者数、体調不良者数、ライフライン等の状況、避難者数の概況等について支所

(本庁第１管轄及び本庁第２管轄地域は市民部を通じ災害対策本部避難所ブース)へ報告する。 

市民部は、災害対策本部内避難所ブースと連携し、避難者の氏名や家族構成などの情報を逐次、

コンピュータ等を活用して把握に努めるとともに、広報や問合せに適切に対応する。 

 

６ 避難所等の閉鎖 

閉鎖に当たっては、あらかじめ避難者に対し、閉鎖を予告し、地域的に統廃合し、順次閉鎖をす

るものとする。 

学校施設については、授業再開に必要となる教室等から閉鎖する。 

 

７ 在宅避難者の支援 

市は、市の避難所以外の自宅等で生活を余儀なくされた在宅避難者に対しても避難所滞在者に準

ずる支援に努める。 

(1) 市民部及び情報・運用支援班は、町会・自治会及び自主防災組織等に、在宅避難者や自主的な

避難所の所在確認、在宅避難者等への情報提供、ニーズの把握等を依頼する。 

(2) 経済振興部及び保健医療部は、避難所等を各地区の在宅避難者への支援拠点とし、食料及び生

活必需品の配布、保健師等による巡回健康相談等の実施に努める。 
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８ 広域一時滞在 

市長（本部長）は、災害により被災者の居住場所を市内に確保できない場合に、災害対策基本法

による他市町村への広域一時滞在を実施する。 

(1) 広域一時滞在の要請 

県内の他市町村の受入が可能と予想される場合は、本市の具体的な被災状況、受入れを要す

る被災者数等を示して当該市町村と協議する。 

また、県内の被災状況等から県外への広域一時滞在が必要な場合は、県に対して他の都道府

県と受入れ協議を行うよう要請する。 

(2) 広域一時滞在の受入 

他市町村又は県から本市への広域一時滞在の受入を要請された場合は、本市も被災している

場合等の理由がある場合を除いてこれを受諾する。 

また、公営賃貸住宅や民間賃貸住宅等を活用して一時滞在用施設を提供し、各部局が連携し

て広域避難者の受け入れに努める。 

 

９ 感染症対策 

市は、新型コロナウイルス等の感染症に対する国の指針等を踏まえ、避難者の感染防止対策を実

施する。 

(1) 避難行動の普及 

本部事務局は、平時から感染を防止するための適切な避難行動を市民等に周知しておく。 

(ｱ) ハザードマップによる避難の要否の確認 

(ｲ) 避難時の持出品（マスク、体温計等感染対策用品）の準備 

(ｳ) 避難所以外の避難先（親戚・知人宅、ホテル等）の確保 

(2) 指定感染症や麻しん等、松戸保健所が所在を把握している者の避難 

保健医療部は指定感染症、麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症等、松戸保健所が所在を

把握している自宅療養者とその濃厚接触者について松戸保健所から情報を得て、自宅避難が困

難な場合は避難先を案内する。 

避難先は避難所内に隔離スペースを設ける、又は災対本部が確保した感染者専用の避難所を

案内する。 

(3) ホテル・旅館等の活用 

本部事務局は、指定避難所の過密を防止するため、市内の宿泊施設や研修施設と避難所の協

定を推進する。なお、感染者または濃厚接触者の受け入れの可否についても検討する。 

また、保健医療部はこれらの施設への優先避難者（高齢者、基礎疾患を有する方等）を検討

する。 

(4) 避難所の感染防止 

ア 備蓄、訓練 

本部事務局は、平時から避難所での感染防止に必要な装備や備品を備蓄しておくとともに、

運営職員等が適切な対応を習熟する訓練を実施しておく。 

イ 滞在スペースのゾーニング等 

避難所直行職員は、避難所運営委員会に対して一般の避難者、高齢者や基礎疾患のある方、

妊婦、発熱・咳等の症状がある方、インフルエンザ等の感染症に罹患中の方、その家族等濃
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厚接触者等を適切にゾーニングし、動線の分離を図るように指導する。 

洗面所、トイレなど居室以外の場所についても使用場所を固定する等、できる限り生活場

所を分離する。 

ウ 健康管理 

避難所直行職員は、避難所運営委員会に対して受付の際や滞在期間中に、運営職員や避難

者の検温、健康状態の調査を行うように指導する。また、避難者が発症した場合は保健所に

報告し、病院等への移送を要請する。 

また、避難者に何かしらの感染症状が疑われた場合は別室に移す。なお、指定感染症等で

特に隔離が必要な感染症が疑われた場合は直ちに救護本部へ連絡し、指示を仰ぐ。 

エ 衛生確保 

避難所直行職員は、避難所運営委員会に対して避難所内の十分な換気、滞在スペース等の

清掃、消毒を行うほか、食料提供など避難者の各種支援に当たっては衛生管理を考慮した方

法で実施するように指導する。 

また、避難者には、手洗い、咳エチケット、その他の衛生管理を考慮した生活ルールを周

知、徹底する。 

オ 避難所アセスメントの実施 

感染症の拡大防止のために、発熱、咳、下痢、嘔吐などの症状の発生数を把握する。急激

に有症状者が増加した場合は感染拡大の可能性が高いため、直ちに救護本部へ報告する。 

救護本部では松戸保健所、医師会等と連携し現状を確認するとともに、感染症患者（疑い

者を含む）の隔離や治療などの対策を実施する。 

カ 車中泊等の対策 

浸水等の危険がないグラウンドや駐車場での車中泊による避難は可とし、避難所に滞在す

る避難者と同様の感染防止対策を講じるとともに、エコノミークラス症候群等を防止するた

めの保健指導を行う。 

※上記において避難所直行職員は、逐次避難所担当職員と交代するが、その際、避難所担当職

員は避難所直行職員が行っていた業務を引き続き行うものとする。 
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第８節 応急医療 
【計画の指針】 

○ 災害発生時には市救護本部及び学校救護所を速やかに設置し、千葉県及び関係機関等と連携

して救護活動を行う。 

○ あらかじめ定めている災害医療コーディネーターが、市救護本部長の指揮の下、市内におけ

る救護活動を調整する。 

○ 詳細な活動は、市が策定した「災害時医療救護活動マニュアル」に基づき対応する。 

○ 災害発生後、ただちに情報収集に努め、市内の災害医療協力病院の被災状況、避難所等にお

ける傷病者の人数を確認する。 

○ 重症者等は市内の災害医療協力病院で対応を行い、対応できない場合は、災害拠点病院等に

搬送する。 

○ 軽症者の応急手当、病院前救護所、学校救護所、病院への搬送は、自主防災組織等が中心と

なって行い、救急車・ヘリコプターは重症者の搬送に活用する。軽症者の手当について、地域

において開業している診療所等との連携を図る。 

○ 避難生活が長期にわたる場合は、避難所内で健康相談を実施し、二次的疾患の予防対策を行

う。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 医療救護体制 保健医療部、松戸保健所 

2 医療救護活動 保健医療部、病院１・２班、消防局、（一社）松戸市医師会、（公社）

松戸歯科医師会、（一社）松戸市薬剤師会 

3被災者の健康管理 保健医療部、病院１・２班、松戸保健所、（一社）松戸市医師会、（公

社）松戸歯科医師会、（一社）松戸市薬剤師会 

 

１ 医療救護体制 

災害発生時には、中央保健福祉センターに松戸市救護本部を設置し、市が策定した「災害時医療

救護活動マニュアル」に基づき県災害医療本部や松戸保健所等と連携して救護活動を行う。 

市内における救護活動は、市救護本部長の指揮の下、あらかじめ定める地域災害医療コーディネ

ーターが調整する。 

市救護本部では、被災地域内における医療機関や学校救護所等の状況や医療ニーズ等の情報を収

集・把握するとともに、市からの要請等に基づき、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ※１・ＪＭＡＴ※

２）及び医療救護班の派遣要請・配置調整、関係機関への支援要請等を行う。 

後方医療を必要とする重傷者等は、災害医療協力病院又は災害拠点病院等に受け入れを要請す

る。また、市内の医療機関の受け入れが困難な場合は、市本部から県に災害拠点病院、県外の医療

機関への受け入れを要請する。 

松戸保健所は、連絡調整のため職員を派遣し、学校救護所や避難所等における対応を支援する。 

※１ ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team）とは、厚生労働省医政局が設立した発災から

48 時間以内の「超急性期医療」を担う専門訓練を受けた医療チームで、災害医療への対応や、

被災地医療の機能回復、フロアマネジメントなどを支援する。（主に災害拠点病院、日本赤十字
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病院に従事する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務を中心とした隊員で構成する。） 

※２ ＪＭＡＴ（Japan Medical Association Team）とは、日本医師会が設立した災害時の「急性期・

亜急性期」の医療活動を目的とした医療チームで、災害の状況により日本医師会が都道府県医師

会を通じて医療関係者を派遣する。 

 

２ 医療救護活動 

(1) 市救護本部の設置 

災害発生時における医療救護活動の全体的な調整や関係機関との連携を図るため、中央保健福

祉センターに医療救護活動を専門的に統括する市救護本部を設置する。  

市救護本部には、健康福祉部長を本部長として、松戸市医師会、松戸歯科医師会、松戸市薬剤

師会、看護協会松戸支部及び健康福祉部の各責任者及び災害医療コーディネーターを配置する。  

市救護本部は、市救護本部長（健康福祉部長）が必要と判断したときに設置できる。 

【震災編 第３章・第８節・２〈市救護本部の構成等〉】 

【震災編 第３章・第８節・２〈市救護本部の各部の所掌業務〉】 

(2) 災害医療コーディネーター 

市内全般の救護活動の調整は、災害医療コーディネーター及び医師会長を中心に実施する。 

なお、災害医療コーディネーターは超急性期（72時間以内）の応急医療活動の調整を担当する

者と応急医療を要しない被災者や在宅医療の医療活動を担当する者を予め指定する。 
(3) 医療救護班の編成  

市救護本部は、学校救護所を配置する場合、松戸市医師会、松戸歯科医師会及び松戸市薬剤師

会から、各学校救護所へ医師、歯科医師、薬剤師、看護師等を派遣し、市職員等と医療救護班を

編成して医療救護活動を実施する。 

必要に応じて、市救護本部を通じ、県災害医療本部及び松戸保健所等に医薬品の供給や応援を

要請する。 

(4) 医療情報の収集 

救護本部は松戸市医師会及び千葉県等の連携のもと、防災行政無線や電話、ＩＰ電話、ＦＡＸ、

ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）等により、医療施設の被害状況や診療機能の確保状

況などの医療に関する情報を収集し、関係機関等との情報共有を図る。 

必要に応じて、ＥＭＩＳの代行入力を行う。 

(5) 病院前救護所の設置と運営 

災害医療拠点病院及び災害医療協力病院の 10 病院は、各病院の災害マニュアル等に基づき病

院前救護所を設置する。松戸市医師会、松戸市歯科医師会、松戸市薬剤師会の各会員（学校救護

所参集指定医師等、自院にて診療継続をする医師等を除く）は病院前救護所へ参集し、トリアー

ジ活動、情報共有・伝達等を行う。 

病院前救護所は、病院スタッフ、参集した各会員、ＤＭＡＴ、保健医療部職員により運営する。 

(6) 学校救護所の設置と運営 

市救護本部の指示に基づき市内 17 の小・中学校に設置する。ただし、既に傷病者がいる場合

等は本部の指示を待たずに参集と同時に設置する。 

予め指定された松戸市医師会、松戸市歯科医師会、松戸市薬剤師会の各会員および保健医療部

職員が参集し、保健室等にある流通備蓄医療資器材等を用い、トリアージ、軽症者の治療、重症

者等の医療機関への搬送を行う。 
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医療救護班長に指定されている医師を中心に参集したスタッフで運営するが、不足する場合は

避難者の中から医療関係者等を募って、体制を強化する。 

【震災編 第３章・第８節・２〈救護所での活動〉】 

(7) 傷病者の搬送 

中等症・重症者の病院前救護所までの搬送は救急車等による搬送が望ましいが、困難な状況に

おいては、自主防災組織、町会・自治会及び事業所(自衛消防組織)などへ協力を呼びかけ、連携

して対応する。 

災害拠点病院又は県外の医療機関までの搬送は、救急車又はヘリコプターにより行う。 

学校救護所から病院前救護所への搬送は、救急車、公用車、応援車両等を原則とするが、多数

の負傷者の搬送等は災害応援協定によるタクシー、バスによる搬送を、財務班を通じて要請する。 

(8) 透析患者等への対応 

人工透析等の応急措置が必要な患者は、市内の対応可能な医療機関で対応する。対応が困難な

場合は、千葉県を通じて受け入れ医療機関を確保し、車両、ヘリコプター等で搬送する。 

(9) 助産 

通常の分娩については、被災していない市町村の医療機関で受診するよう指導する。胎児及び

妊婦に生命の危険がある場合は、医療機関の対応状況を確認し、困難な場合は、県を通じて受け

入れ医療機関を確保し、救急車又はヘリコプター等で搬送する。 

(10) 医療救護班等の受入れ  

市救護本部は、県から派遣された医療救護班や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ・ＪＭＡＴ）を

速やかに受入れ、傷病者や被災状況、医薬品・医療資機材、各救護所や市救護班の活動状況に関

する情報を共有し、有効な医療救護活動を実施するため、派遣された医療救護班等と調整を図る。 

(11) 医療用資機材・医薬品等の確保 

救護のための医療器具及び医薬品は、初動対応時には学校救護所での備蓄品を活用することと

するが、状況に応じて松戸市薬剤師会、各医療機関等に協力を要請する。また、不足する場合は、

松戸保健所及び県災害医療本部に対し医薬品等の供給を要請し、松戸保健所に備蓄している医薬

品のほか、千葉県と千葉県医薬品卸協同組合が締結した協定に基づき、速やかに医薬品の供給を

受ける。  

輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、千葉県を通じて赤十字血液センター等に供給を依

頼する。 

 

３ 被災者の健康管理 

(1) 避難所の巡回医療 

保健医療部は松戸市医師会、松戸歯科医師会、松戸市薬剤師会、松戸健康福祉センター等との

連携のもと、医療救護班を編成して、避難所で巡回医療を行う。 

(2) 避難所の巡回健康相談・保健指導 

保健医療部は被災者の健康状態等の把握、エコノミー症候群の予防、療養相談、精神保健相談

（こころのケア）、栄養相談等のため、三師会と連携して保健師等による避難所の巡回健康相談

を行う。 

また、巡回時に避難所を健康の視点からアセスメントし、必要に応じて感染対策の強化等環境

対策の見直しや巡回医療につなげる。 

(3) 在宅避難者の健康相談・保健指導 
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保健医療部は在宅避難者の健康状態の確認および健康相談を行う。在宅避難者の中には要配

慮者もいるため、松戸健康福祉センター、福祉 1部、福祉 2部等と連携を図って実施する。 

(4) 医療職の受援と差配 

保健医療部は災害派遣医療地チーム（ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ）以外の医療職団体（看護協会、理

学療法士会等）についても受援を行い、巡回医療や巡回相談を調整する。 

(5) 医療情報の提供 

治療可能な医療機関や薬局の情報、市が実施する予防接種や健康診断の再開情報、感染症の流

行状況等について災害広報紙や電子媒体等を用いて住民に提供する。 
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第９節 防疫・清掃・障害物の除去 
【計画の指針】 

○ 災害発生後、速やかに生活に伴い最低限生じる「燃えるごみ」・「燃えないごみ」・「ビン、缶」

の収集を開始するよう努める。 

○ 清掃工場の稼働停止に伴い、クリーンセンター等に臨時集積場所を設置し、収集したごみの

仮置きを行う。 

○ 断水等によりトイレが使用不可能な場合は、自宅トイレを使用し、簡易トイレ等により自宅

で処理することを原則とする。 

○ 避難所のトイレが使用不可能で、避難生活が 1日以上に及ぶ場合は、必要に応じて避難所に

仮設トイレを設置する。 

○ 可能な限り自宅トイレや簡易トイレ等により自己処理に努めるとともに、下水道等の使用不

可能な地域において、必要と認められる場所に仮設トイレを設置する。 

○ 道路上の障害物は、緊急輸送道路や災害時重要路線を優先に除去を行う。災害救助法が適用

された場合は、千葉県が行い、市はこれを補助する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 防疫活動 保健医療部、環境部、松戸保健所、（一社）松戸市医師会 

2 保健活動 保健医療部、松戸保健所、（一社）松戸市医師会 

3 し尿の処理 環境部 

4 ごみの処理 環境部 

5 障害物の除去 街づくり部、建設部、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都国道

事務所、江戸川河川事務所 

6 がれき等の処理 環境部、街づくり部 

7 動物対策 環境部、松戸保健所、県動物愛護センター、県獣医師会 

 

１ 防疫活動 

(1) 防疫実施体制 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成 10年法律第 114号）に

基づき、県と協力して防疫活動を行う。 

(2) 防疫活動 

ア 検病調査及び健康診断 

松戸保健所は、松戸市医師会等の協力を得て避難所等において検病調査及び健康診断を実施

する。保健医療部は、松戸保健所に協力する。 

イ 感染症患者への措置 

感染症の発生動向に通常とは異なる動向が認められる場合は、松戸保健所の行う必要な措置

について協力する。 

〈感染症患者等への措置〉 

① 発生状況、動向及び原因の調査    ② 健康診断    ③ 就業制限 

④ 感染症指定医療機関への入院勧告   ⑤ 消毒等 
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ウ 広報活動 

保健医療部は、防疫に関する予防教育及び広報活動の強化に努める。 

エ 消毒の実施 

環境部は、災害により感染症が発生し、又は発生のおそれのある地区に消毒を行う。 

また、自主防災組織等を通じて薬品を配布する。 

防疫用資器材・薬剤は、市が備蓄するものを使用するが、不足する場合は、松戸保健所、松

戸市薬業協同組合、協定団体から調達する。 

オ 避難所の防疫措置 

環境部は状況に応じて消毒薬剤及び殺虫剤の散布等を行う。 

保健医療部は施設内全体の感染対策の状況確認や、手洗い、咳エチケットの励行などについ

て助言・指導する。 

カ 報告 

保健医療部は、感染症の発生状況や防疫活動の状況等を随時松戸保健所に報告する。 

 

２ 保健活動 

(1) 巡回医療 

保健医療部は、(一社)松戸市医師会、(公社)松戸歯科医師会、(一社)松戸市薬剤師会、松戸保

健所等との連携のもと医療救護班を編成して巡回医療を行う。感染症発生等、避難所環境が懸念

される避難所等を優先して巡回する。 

(2) 巡回健康相談・保健指導 

保健医療部は避難所および在宅避難者の健康状態等の把握、エコノミー症候群の予防、療養相

談、精神保健相談、栄養相談等のため、三師会と連携して保健師等による巡回健康相談を行う。避

難所を健康の視点からアセスメントし、必要に応じて巡回医療につなげる。 

(3)予防接種、健康診断の再開 

保健医療部は感染対策、健康管理の点から、医師会等に相談の上、定期予防接種や健康診断な

どを早期に再開する。 

また、インフルエンザ等の感染拡大が懸念される場合は松戸保健所と連携し、臨時予防接種等

の措置を検討する。 

(4) 入浴情報の提供 

保健医療部は、入浴施設に関する情報を提供する。 

なお、民間の入浴施設だけではなく、自衛隊が設置する仮設入浴施設についても市本部から情

報を得て、併せて市民へ情報提供する。 

(5) 食中毒等の予防 

保健医療部は、避難所生活等における食中毒予防について指導を行う。食中毒の可能性を察知

した場合は松戸保健所へ報告し、対応について協力する。 

 

３ し尿の処理 

水洗トイレの使用ができない場合、し尿の排出量に応じたし尿処理対策を講じる。 

(1) 避難者対策 

災害発生当初、避難所のトイレが使用できない場合は、市の備蓄トイレやマンホールトイレ（一

部の避難所に設置）を使用する。不足する場合は、環境部に仮設トイレの設置を要請する。 
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環境部は、応援自治体やレンタル業者等に、避難所等への仮設トイレの設置を要請する。 

(2) 在宅者対策 

自宅に残留する住民は、簡易トイレ等により自宅で処理するため、環境部は、必要に応じて業

者等から簡易トイレを確保し、住民へ配布する。 

(3) 収集処理体制の確立 

環境部は、し尿処理施設の被害状況、避難所等の仮設トイレの配置状況、収集・搬入道路の状

況等を検討し、許可業者及び松戸環境整備事業協同組合に必要な収集車両及び収集作業員の確保

について協力を要請する。体制の保が困難な場合は、県を通じて（一社）千葉県環境保全センタ

ーにし尿収集の応援を要請する。 

収集したし尿は、し尿処理施設にて処分するが、市で対応できない場合は、｢災害時における

廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定｣に基づき他市町村に応援を要請する。 

 

４ ごみの処理 

(1) クリーンセンターにおける措置 

環境部は、クリーンセンターの稼働が停止した場合、関係市町村と連携し一時保管場所を確保

するなどの措置をとるとともに、早期稼働に努める。 

(2) 処理体制の確立 

環境部は、清掃施設の被害状況、避難場所の状況、道路の状況等をふまえて、ごみ処理実施体

制や方法を決定する。 

ごみの収集等は、委託業者が実施するが、対応できない場合は、他市町村及び関係団体に応援

を要請する。 

(3) その他 

ア 排出ルール等 

必要に応じて、被災地区に仮集積所を開設し、町会・自治会に分別や排出ルールの徹底、衛

生管理等の協力を求める。また、災害ボランティアセンター等を通じて、災害ごみの排出に協

力する災害ボランティアにも周知する。 

イ 仮置場の確保 

ごみが大量の場合は、処理前に一時保管等を行える広さ、搬入・搬出の利便性、汚水対策等

に優れた仮置場を確保する。 

 

５ 障害物の除去 

(1) 道路・河川障害物の除去 

各道路管理者は、道路管理者間、警察と連携して、管理区域内の道路について路上障害物の状

況を把握する。自動車、遺体等の特殊なものを除き、主要道路を優先して、障害物を除去する。 

各河川管理者は、河川における流下障害物の状況を把握する。二次災害の危険性がある場合は、

障害物の除去や排水等を行う。 

建設部は、災害協定団体等の協力を得て実施するほか、状況に応じて消防団の協力を得るもの

とする。また、街路樹の除去については、街づくり部と協力して実施する。 

【資料編 災害協定一覧】 

(2) 住居障害物の除去 

街づくり部は、住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木などで日常生活に欠くことのできない
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場所に運び込まれた障害物に限り、応急的に障害物を除去する。市で処理不可能な場合は、近隣

市町村、県、国、その他関係機関の応援を得て実施する。 

災害救助法による住宅関係の障害物除去の対象者は、次のとおりである。 

〈障害物除去の対象者〉 

① 当面の日常生活が営み得ない状態にある者 
② 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者 
③ 自らの資力をもってしては障害物の除去ができない者 

除去作業は、災害協定団体等に要請する。なお、他の所有者の敷地内で作業を行う必要がある

ときは、可能な限り所有者の同意を得る。 

(3) 災害廃棄物、堆積土砂等の一体除去 

災害等廃棄物処理事業（環境省）、堆積土砂排除事業（国土交通省）を適用し、家屋内のが

れき・流木・災害ごみが混在した土砂の除去、宅地内からの流木混じり土砂・ガレキ混じり土

砂の除去、周辺街路等の流木混じり土砂等の除去を一体的に行う場合、街づくり部、建設部、

環境部が連携して被災者の申請窓口を一本化するなど総合的な処理を推進する。 

 

６ がれき等の処理 

(1) 処理量の予測・対象等 

大量のごみ、除去障害物、がれき等が予想される場合、環境部は、家屋等の被害状況等から廃

棄物の収集・処理見込み量を推定する。 

なお、市のみで処理体制を確保できない場合には、「地震等大規模災害時における災害廃棄物

の処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定」

に基づき、民間事業者の協力を要請する。 

また、被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度が「全壊」又は「解体」に該当す

る世帯に対しては、街づくり部が民間事業者の紹介等を行う。 

〈水害廃棄物の発生量のめやす〉 

項  目 数  量 

全  壊 12.9ｔ/世帯 

大規模半壊 9.7ｔ/世帯 

半  壊 6.5ｔ/世帯 

一部損壊 2.5ｔ/世帯 

床上浸水 4.6ｔ/世帯 

床下浸水 0.6ｔ/世帯 

（平山・河田、2005「水害時の行政対応における災害廃棄物発生量に関する研究」より） 

(2) 仮置場の確保 

がれきの選別や一時保管等を長期間行える広さ、搬入・搬出の利便性、汚水対策等に優れた仮

置場（候補：公園やスポーツ施設等の公有地等）を確保する。 

(3) 処理体制 

ア 推計したがれき量から、必要な運搬・処理体制を検討し、分別、再利用・再資源化に留意し、

適切な方法で処理する体制、資器材を確保する。 

イ アスベスト等の有害物については、汚染物質の発生を防ぎ、適正に処理する。 
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ウ 処理が長期に渡る場合は、進行管理計画を策定し、計画的に処理を行う。 

エ 環境大臣が廃棄物処理特例地域に指定した場合、本部長（市長）は災害廃棄物処理の代行を

国に要請することができる。 

 

７ 動物対策 

(1) 死亡獣畜の処理 

環境部は、家畜の死亡が確認された場合は、松戸保健所の指導により、死亡した家畜等を処理

する。 

(2) 放浪動物への対応 

環境部は、飼い主の被災により遺棄又は逃げ出したペット等が発生した場合は、松戸保健所、

県動物愛護センターと協力して保護する。危険動物が逃亡した場合は、人的危害を防止するため、

飼養者、警察等と連携し必要な措置を講ずる。 

(3) ペットへの対応 

避難時のペットの保護及び飼養は、原則として動物の管理者が行う。 

ペットと避難所へ同行避難する場合、飼い主はペットの飼育に責任を持ち各避難所運営ルール

に基づき対応する。避難所等での生活が長期化し、避難生活に支障となるペット問題が生じた場

合は、松戸保健所及び(社)千葉県獣医師会等と取り扱いについて協議する。関係団体がペットの

救護所等を設置する場合は、公共用地を提供するとともに、その旨を避難者に広報する。 
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第１０節 行方不明者の捜索・遺体の処理 
【計画の指針】 

○ 行方不明者の捜索、遺体の処理を迅速に行うため、優先して必要な人員を増員する。 

○ 多数の死亡者が発生した場合は、１日以内に遺体安置所を設置し、必要な物品等を確保する。 

○ 警察署、消防局、消防団と連携して行方不明者、死亡者の情報収集を行い、早期に遺族に引

き渡すことができるようにする。 

○ 火葬許可証の早期交付や市有車両、関係機関による搬送手段の確保など、必要に応じて被災

者遺族への支援を行う。 

○ 各対策は、災害救助法が適用された場合は、千葉県が行い、市はこれを補助する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 行方不明者の捜索 消防局、警察署、消防団 

2 遺体の処理 保健医療部、警察署、日本赤十字社千葉県支部、（一社）松戸

市医師会、（公社）松戸歯科医師会 

3 遺体の埋火葬 保健医療部 

 

１ 行方不明者の捜索 

(1) 行方不明者情報の収集 

災害により行方不明の状態にある者（周囲の事情により死亡していると推定される者を含む）

を対象として捜索活動を実施する。 

なお、捜索活動については、災害救助法の適用、住家の被害状況及び原因を問わず実施するも

のとする。 

本部事務局は、次の情報を整理・活用して、警察・自衛隊等の捜索を行う機関と連携する。 

ア 警察署等が保有する行方不明者情報 

イ 通報や相談窓口等で受け付けた行方不明者情報 

ウ 避難所、学校救護所、遺体安置所、医療機関等の収容者情報 

エ 避難行動要支援者の安否確認情報 

オ 関係部局が保有する市民情報（住民基本台帳） 

名簿は警察、自衛隊等の捜索を行う機関と共有する。 

(2) 捜索 

消防局及び消防団は、行方不明者名簿に基づき捜索活動を行う。警察署、自衛隊に協力を要請

して捜索活動を実施する。 

行方不明者を発見し、すでに死亡していると認められるときは、警察官の検視（見分）を受け

る。捜索の期間は、災害発生の日から 10日以内とする。10日を経過してもなお捜索を要する場

合には、知事へ捜索期間の延長について申請する。 
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２ 遺体の処理 

(1) 遺体処理の対象 

保健医療部は、次の場合に遺体の処理を行う。 

ア 災害による社会混乱のため遺体の処理を行うことができない場合 

イ 死体取扱規則（昭和 33年国家公安委員会規則第 4号）、刑事訴訟法第 229条（検視）、検視

規則（昭和 33年国家公安委員会規則第 3号）に基づき、警察官の遺体検視（見分）終了後、

警察当局から遺族又は市の関係者に引渡された後の必要な遺体の処理をする場合 

(2) 遺体安置所の設置 

保健医療部は、遺体の検案、安置等を行うため、北山会館（市斎場）に遺体安置所を開設する。棺、

ドライアイス等必要な資器材は、協定団体から確保する。 

【資料編 災害協定一覧】 

(3) 遺体の調査、検視（見分） 

警察署は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律、死体取扱規則に基づ

き遺体の調査、検視（見分）を行う。 

身元が不明の場合は、住民、報道機関等の協力を得て、身元や身元引受人を調査する。 

(4) 遺体の搬送 

遺体安置所等への遺体搬送は、警察署、消防局、消防団、遺族又は自主防災組織等が協力して

実施するが、困難な場合は、市有車両、自衛隊等の搬送可能な車両により搬送する。 

(5) 遺体の処理 

保健医療部は、市に引き渡された遺体の検案等の処理を手伝う。検案医師は、県、日赤千葉県

支部、（一社）松戸市医師会、（公社）松戸歯科医師会等に出動を要請して確保する。 

遺体の処理は、遺体安置所で行い、処理が終了後に遺族へ引き渡す。 

被害状況により市で処理不可能な場合は、国、県、近隣市町村及びその他関係機関の応援を得

て実施する。 

〈遺体の処理項目〉 

① 遺体の洗浄、縫合

消毒等の処理 
遺体識別のための洗浄、縫合、消毒等の措置 

② 遺体の一時保存 
身元が識別されない遺体又は短期日の間に埋火葬することが困

難な場合には、そのまま一時保存する。 

③ 検案 遺体の死因その他の医学的検査をする。 

 

３ 遺体の埋火葬 

(1) 埋火葬の対象 

市は、次の場合に埋火葬を行う。 

ア 災害時の混乱の際に死亡した者 

イ 災害のため埋火葬を行うことが困難な場合 

(2) 埋火葬の受付 

保健医療部は、遺体安置所又は災害相談センターで埋火葬許可書を発行する。 

(3) 埋火葬 
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遺体は松戸市斎場で火葬する。使用できない場合又は火葬能力を上回る場合は、「千葉県広域

火葬計画」に基づいて他市町村の火葬場で対応するよう広域応援要請を行う。 

また、遺族では遺体の搬送が困難なときは、葬儀業者、自衛隊等に協力を要請する。 

(4) 身元不明者の遺骨・遺留品の取り扱い 

遺体安置所に一時保管した遺骨及び遺留品は、台帳を作成して一定期間公示し、引き取り人が

ある場合は、身元確認の上引き渡す。 

引き取り人の無い身元不明者の遺骨は、遺留品とともに、「行旅病人及行旅死亡人取扱法施行

細則」（平成８年規則９号）により扱い、市納骨堂に保管する。 
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第１１節 生活支援 
【計画の指針】 

〈給水〉 

○ 初期の給水は、病院、救護所等の重要施設を優先して緊急給水を行い、市民は各家庭の備

蓄飲料水で対応することを原則とする。 

○ 給水車等の応援体制が整うまでは、給水場、井戸、貯水槽及び緊急遮断弁付き受水槽へ市

民、自主防災組織、町会・自治会等が飲料水を取りにくることを基本とする。 

○ 千葉県や周辺市町村、全国からの応援体制ができしだい、避難所、公園に給水拠点を拡大

し給水活動を行う。 

〈食料の供給〉 

○ 災害発生３日目までは、家庭内備蓄、市等の備蓄食料で対応する。 

○ 避難生活が４日以上に及ぶ場合は、協定に基づき市内大型店に食料の調達を要請して避難

所に供給する。 

○ 自主防災組織（避難所運営委員会）から自主的に炊き出しの申し出がある場合は、ガスボ

ンベ、調理器具、食材等の供給支援を行う。 

〈生活必需品等の供給〉 

○ 災害発生３日目までは、家庭内備蓄、市等の備蓄物資で対応する。 

○ 避難生活が４日以上に及ぶ場合は、協定に基づき市内大型店に物資の調達を要請して避難

所に供給する。 

○ 全国からの救援物資は物資集積場所を設置して、被災者に供給する体制をとる。ただし、

企業・団体からの救援物資のみ受け付けることを原則とする。 

○ 各対策は、災害救助法が適用された場合は、千葉県が行い、市はこれを補助する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 給水 水道部、県企業局 

2 食料の供給 経済振興部、市民部、福祉１・２部、調査班、情報・運用支

援班 

3 生活必需品の供給 経済振興部、市民部、福祉１・２部、調査班 

4 救援物資の受け入れ 経済振興部 

5 物資集配拠点の運営 経済振興部、教育１部 

 

１ 給水 

(1) 水源の確保 

水道部は、浄水場、配水場、防災用井戸、耐震性貯水槽、緊急遮断弁付き受水槽又は防災協

力民間井戸等を水源とし、飲料水の確保に努める。また、県企業局は「水道局震災対策基本計

画」に基づき、飲料水を確保する。 

【資料編 防災用井戸・耐震性貯水槽一覧】 

【資料編 防災協力民間井戸一覧】 
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(2) 水源の水質検査及び保全 

水道部は、確保した水源の水が飲料水に適するかどうかの検査及び消毒等による水質保全に

努める。 

また、防災協力民間井戸については、水質検査のできる事業者に検査を依頼する。 

(3) 家庭内備蓄の活用 

災害発生当初は、病院、救護所等の重要施設への給水を優先するため、住民は家庭で備蓄す

る飲料水で対応することを原則とする。 

(4) 給水活動の準備 

水道部は、次のように給水活動の準備を行う。 

〈給水活動の準備〉 

活動計画の作成 ○給水所（避難所等） ○給水ルート      ○給水方法 

○給水量       ○広報の内容・方法等  ○人員配置  

○資器材の準備    ○水質検査 

給水資器材の確保 給水車（不足するときは自衛隊、他水道事業体に要請） 

備蓄品（不足するときは業者から確保） 

応援要請 自衛隊、他水道事業者 

〈目標給水量〉 

時  期 １日あたり目標量 主な用途 

災害発生～３日目 １リットル／人 飲料（生命維持に最小限必要） 

４日目～10日目 20リットル／人 
飲料、水洗トイレ、洗面等 

（日周期の生活に最小限必要） 

11日目～21日目 100リットル／人 
飲料、水洗トイレ、洗面、風呂、シャワー、 

炊事等（数日周期の生活に最小限必要） 

22日目～ 250リットル／人 ほぼ通常の生活（若干の制約はある） 

(公財)水道技術研究センターによる 

農林水産省「家庭用食料品備蓄ガイド」による 

(5) 給水方法 

ア 直接給水 

防災用井戸、飲料水兼用耐震性貯水槽、緊急遮断弁付き受水槽、防災協力民間井戸等では、

当該施設で、被災者に直接給水する。 

イ 搬送給水 

配水場で、給水車等（トラックに積載する給水タンク、ポリエチレン容器、簡易水槽等を

含む）に給水して、給水所へ搬送し、被災者等に配布する。 

搬送容器が不足する場合は、県及び関係機関に要請するほか、市内事業者との協定により、

搬送車両等を確保する。 

【資料編 災害協定一覧】 

ウ 給水順位 

学校救護所及び応急給水重要施設（医療機関、社会福祉施設等）等、緊急性の高いところ

から、災害の状況を考慮して給水する。 

【資料編 応急給水重要施設（災害医療協力病院含む）一覧】 
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エ 仮設給水栓の設置 

水道施設の復旧に応じて、仮設給水栓、消火栓を活用した給水栓を設置する。 

 オ 県企業局の協力 

県は水道部と連携して、県営水道区域の給水確保のため次の協力を行う。 

(ｱ) 給水車等への注水 

(ｲ) 重要施設（医療施設、福祉施設及び救護所等）への給水協力 

(ｳ) 仮配管、仮設給水栓の設置 

(ｴ) 備蓄水の容器の取扱い等、住民への安全対策指導 

(6) 応援要請等 

「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県内水道事業体等に応援を要請するほか、市内

事業者との協定により、搬送車両等を確保する。 

【資料編 災害協定一覧】 

(7) 広報 

拠点給水、搬送給水による給水体制について広報を行う。 

また、家庭の備蓄水について、水質の変化、保存期間に十分に留意し、使用に際しては、煮

沸又は滅菌するよう周知する。 

 

２ 食料の供給 

(1) 家庭内備蓄、市備蓄の活用 

災害発生当初は、家庭内備蓄、市の備蓄食料で対応することを基本とする。 

(2) 需要の把握 

食料の支給対象者は、次のとおりとする。 

経済振興部は、市民部（避難所収容者）、福祉１・２部（福祉避難所等収容者）、調査班（在

宅被災者）、情報･運用支援班（災害応急対策活動従事者）等と連携して、支給対象者を把握し、

配食計画（数量、メニュー等）を作成する。 

〈食料供給の対象者〉 

① 避難所に収容された者 

② 住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等があって炊事のできない者 

③ 旅行者、滞在者、通勤通学者で他に食料を得る手段のない者 

④ 施設で調理することができない社会福祉施設等の入所者 

⑤ 災害応急対策活動従事者 

(3) 食料の調達 

経済振興部は、必要がある場合、協定団体等から食料を調達する。 

調達食料は、弁当、パン、牛乳、ジュース等とし、できる限り災害時要援護者に適した供給

ができるように配慮する。乳幼児に対しては、原則として、粉ミルク販売業者等からの調達に

よる粉ミルク（調整粉乳）とする。 

協定団体等からの調達が困難な場合は、県、全国市長会に供給を要請する。また、災害救助

用米穀の供給について、県と連絡がつかない場合は、「米穀の買入れ、販売等に関する基本要領」

に基づいて農林水産省政策統括官に対し、政府所有米穀の緊急引渡しを要請する。 

【資料編 災害協定一覧】 
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(4) 食料の輸送、供給 

食料の配給は避難所で行うこととし、経済振興部は、調達業者に各避難所への個別配送を要

請する。また、各避難所への配給品目、数量等は市民部（避難所担当）、福祉１・２部（福祉

避難所担当）と連携して決定する。 

物資集配拠点（５の(1)参照）に受け入れた物資は、災害協定を締結した輸送業者等に避難所

までの輸送を要請する。また、集配拠点における仕分けなどの対応に当たっては、ボランティ

アや民間事業者等の協力の下、円滑に実施できるよう努める。  

避難所内での配布は、避難所運営委員会にて円滑な配布を実施する。 

(5) 炊き出し 

避難所運営委員会や自主防災組織、町会・自治会等から炊き出しの要望があった場合には、

各主体が自主的に行うことを原則として対応する。 

炊き出しのための燃料、調理器具、食材等は、防災倉庫や協定締結機関等から調達する。ま

た、状況に応じて、自衛隊、日本赤十字社奉仕団等に炊き出しの支援を要請する。 

炊き出しに当たっては、食品衛生や食中毒の防止等に十分注意するように指導する。 

 

３ 生活必需品の供給 

(1) 家庭内備蓄、市備蓄の活用 

災害発生当初は、家庭内備蓄、市の備蓄物資で対応することを基本とする。 

(2) 需要の把握 

生活必需品の支給対象者は、次のとおりとする。 

〈生活必需品の対象者〉 

住家の被害が全壊（焼）、半壊（焼）等であって次に掲げる条件を満たす者 

① 被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者 

② 被服、寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

 

経済振興部は、市民部（避難所収容者）、福祉１・２部（福祉避難所等収容者）、調査班（在

宅被災者）と連携して、支給対象者を把握し、支給計画（数量、品目等）を作成する。 

(3) 物資の調達 

経済振興部は、必要がある場合、協定団体等から調達する。また、協定団体等からの調達が

困難な場合は、県に要請する。 

【震災編 第３章・第11節・３〈生活必需品の例〉】 

【資料編 災害協定一覧】 

(4) 物資の管理 

調達した生活必需品は、物資集配拠点（５の(1)参照）にて受け入れ、関係事業者やボランテ

ィア等の協力を得て、種類や数量などの適正な管理に努める。  

(5) 物資の輸送、配給 

  生活必需品の搬送は、供給先の避難所まで生活必需品供給業者に要請する。 

避難所へ直接輸送できない場合は物資集配拠点に受け入れた後、災害協定を締結した輸送業

者等に避難所までの輸送を要請する。 

集配拠点における仕分けなどの対応に当たっては、ボランティアや民間事業者等の協力の下、
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円滑に実施できるよう努める。  

避難所等での配布は、避難所生活運営委員会が実施する。 

   

４ 救援物資の受け入れ 

(1) 救援物資の要請・受け入れ 

 救援物資の要請は、必要に応じ災害対策本部事務局が関係部署と連携して行う。救援物資は

登録制とし、経済復興部が受け入れを行う。 

ア 全国への要請 

備蓄や調達、応援要請によっても応急物資が不足すると判断した場合には、テレビ、ラジ

オ、新聞等マスコミ機関を通じて全国へ救援物資の要請を行う。救援物資の要請は、必要と

する物資の内容、量、送付方法等について情報を提供し、物資が充足した時点で、要請の打

ち切りを、マスコミ等を通じ情報提供する。 

なお、救援物資の受け入れは、企業、団体からの大口の物資のみとすることを原則とする。 

イ 日本赤十字社への要請 

日本赤十字社に義援品の要請を行う場合、受付、整理、配布は、救援物資と同様に行う。 

 

５ 物資集配拠点の運営 

(1) 物資集配拠点 

食料、生活必需品、救援物資等、調達先から各避難所等へ直接配送できない物資は、物資集

配拠点に受け入れる。 

経済振興部及び教育１部は、南部市場、松戸運動公園、森のホール 21に物資集配拠点を設置

し、災害協定を締結した物流事業者の協力を得て物資の受け入れ、管理、仕分けを行う。 

災害対策本部は、受け入れ予定について、経済振興部と情報を共有し、仕分け作業は関係事

業者やボランティアの協力を得て行う。 

財務班は、避難所等への供給のためのトラック等の手配や物資輸送を、災害協定を締結した

輸送業者等に要請する。 

(2) プッシュ型による供給への対応  

壊滅的な被害を受けたことにより市の行政機能が低下し、物資の支援要請を行う余力がない

と推測される場合、県は市からの要請を待たずに需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生

活必需品等を送り込む「プッシュ型」の供給を行う。 

市は、「プッシュ型」の供給に対応できる体制及び物資集配拠点等をあらかじめ整備する。 
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第１２節 二次災害の防止 
【計画の指針】 

強雨が収まった後も地盤の緩みによる土砂災害や宅地の崩壊に警戒するとともに、危険物施設

等での危険物の漏洩・爆発等、二次災害の可能性を速やかに把握し、的確な警戒、避難及び防御

活動を実施する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 がけ地の危険防止 消防局、建設部、街づくり部、県東葛飾土木事務所 

2 被災宅地の危険度判定 街づくり部、建設部 

3 危険物施設等対策 消防局、県 

4 放射性災害対策 消防局、消防団 

 

１ がけ地の危険防止 

(1) 土砂災害の警戒・巡視 

県から土砂災害警戒情報が発表された場合、あるいは住民から異常現象の通報があった場合は

状況を確認し、必要と認めた場合は、土砂災害危険箇所に居住する住民に対し、注意喚起や避難

勧告又は指示（※第７節の「１ 避難行動の原則」参照）を行う。 

(2) 土砂災害発生時の措置 

がけ地は、県東葛飾土木事務所の支援を受けて応急点検を行う。亀裂や一部崩壊が発生した場

合は、災害協定団体等に協力を依頼し、土砂の撤去、二次災害防止のためシート等による防護等

を行う。 

また、点検結果により周辺に危険が及ぶおそれがある場合は、避難勧告又は指示（※第６節の

「１ 避難の勧告・指示等」参照）を行う。 

 

２ 被災宅地の危険度判定 

被災した宅地の二次災害を防止し、住民の安全を図るために被災宅地や土砂災害危険箇所等の危

険度判定を行う。 

街づくり部は、市役所に被災宅地危険度判定実施本部を設置し、県を通じて被災宅地危険度判定

士の確保を要請する。判定は、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」（被災宅地危険度判定連

絡協議会）等に基づき行い、判定の結果はステッカー等で表示する。 

また、施設等に著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や住民に連絡すると

ともに、必要に応じ適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。 

 

３ 危険物施設等対策 

(1) 施設の点検、応急措置 

危険物施設、高圧ガス施設、毒物劇物施設等の管理者は、爆発などの二次災害防止のため、施

設の点検、応急措置を行う。消防局及び県は、必要に応じて立入検査を行う。 
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(2) 避難及び立入制限 

危険物施設等の管理者は、爆発などによって大きな被害が発生するおそれのある場合は、速や

かに防災関係機関や住民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。 

また、必要に応じて被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。 

 

４ 放射性災害対策 

(1) 施設の点検、応急措置 

放射性物質（放射性同位元素）を利用・保管する施設の管理者は、放射性物質の漏えいを防止

するため、施設の点検応急措置、環境監視などを実施する。 
(2) 避難及び立入制限 

放射性物質（放射性同位元素）を利用・保管する施設の管理者は、施設の倒壊などによって放

射性物質による被害が発生するおそれのある場合には、速やかに防災関係機関や住民に連絡する

とともに、適切な避難対策を実施する。 
消防局長又は消防署長及び市長（本部長）は、必要に応じ被災施設及びその周辺の危険区域へ

の立入制限を実施する。 
なお、消防団は、消防局と連携し、現場からの距離を置き支援活動に従事する。 
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第１３節 災害派遣・応援要請 
【計画の指針】 

江戸川や坂川等がはん濫した場合には、地域の行政や住民の災害対策能力をはるかに超える

事態となる可能性がある。 

このため、大規模な災害が予想されるときは、優れた能力と技術を有する機関への応援を早

急に求める。また、応援の受入体制を迅速に確立し、応援隊の待機時間をなくすとともに、応

援隊の専門技術等を活かすように配置する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 受援体制の確立 本部事務局、情報･運用支援班、各部 

2 自衛隊の災害派遣要請・受入れ 本部事務局、情報･運用支援班 

3 自治体等への応援要請 本部事務局、情報･運用支援班 

4 消防の広域応援要請 本部事務局、消防局 

5 水道・下水道事業体の相互応援 水道部、建設部 

6 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）

の派遣要請 
本部事務局 

 

１ 受援体制の確立 

大規模災害の場合、市は松戸市災害時受援計画に基づいて人的支援及び物的支援の受入体制を

確立する。 

(1) 人的支援の受入体制 

災害対策本部に受援本部を設置し、各部と連携した人的支援の受入体制を確立する。 

また、あらかじめ選定した受援対象業務については、松戸市災害時受援計画に定める受援シ

ートを活用して受入体制の確保、応援団体との情報共有、業務の進行管理を行う。 

〈人的支援の受援体制〉 

受援本部 受援にかかる全体調整 

各

部 

統括課 受援にかかる部内の調整、受援本部との連絡調整 

受援課 
指揮命令者 応援団体の職員・従業員に対する受援業務の指揮命令 

受援担当者 応援団体の職員・従業員との情報共有、活動環境の整備等 

(2) 物的支援の受入体制 

経済振興部に物資対策本部を設置し、物資集配拠点、避難所、支援物資の供給団体、輸送事

業者等と連携した物資の受入体制を確立する。 

(3) 広域防災拠点との連携 

県は被災状況等に応じて広域防災拠点に指定している施設から救援部隊等の受入れ施設を

開設することから、市はこれらの広域防災拠点と連携した受け入れ体制を確保する。 

ただし、消防は松戸市消防局受援計画に基づくものとする。 
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〈広域防災拠点（東葛・葛南ゾーン）の現況〉 

種別 予定施設 備考（用途） 
広域活動拠点等 
（救援部隊の受入れ） 

陸上自衛隊松戸駐屯地 
海上自衛隊下総航空基地 
市営陸上競技場 
大堀川防災レクリエーション公園 
県立柏の葉公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防 
警察 

市内宿営場所予定地※ 松戸市消防訓練センター  
千駄堀多目的スポーツ広場  
２１世紀の森と広場西駐車場 

関係機関 
関係機関 
関係機関 

災害拠点病院等  
（DMAT の受入れ、重傷
者の航空機搬送等） 

船橋市立医療センター 
東京歯科大学市川総合病院 
順天堂大学医学部附属浦安病院  
松戸市立総合医療センター 
東京慈恵会医科大学附属柏病院  
東京女子医科大学附属八千代医療センター 
東京ベイ・浦安市川医療センター 
千葉県済生会習志野病院 
千葉西総合病院 
海上自衛隊下総航空基地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
航空搬送拠点 

広域物資拠点（物資の
管理、市の物資集積拠
点への輸送） 

民間営業倉庫  

広域災害ボランティア
センター 

西部防災センター 東葛飾広域災害ボラ
ンティアセンター 

※松戸市消防局受援計画に基づく拠点 

 

２ 自衛隊の災害派遣要請・受入れ 

(1) 災害派遣要請 

市長（本部長）は、人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、知事に対して自衛

隊の災害派遣要請を依頼する。 

(2) 派遣要請の手続き 

市長（本部長）が知事に対して災害派遣要請を依頼するときは、次の事項を明記した文書を

もって行う。 

ただし、緊急を要する場合において文書をもってすることができないときは、電話等で依頼

し、事後速やかに文書を送達する。 

また、通信の途絶等で知事に要求できないときは、直接最寄りの駐屯地司令等の職にある部

隊の長に通知し、事後、所定の手続きを行う。 

本部事務局は、これらの手続きを実施する。 

〈災害派遣要請の手続き〉 

連 絡 先 県防災危機管理監 

要請事項 

① 災害の情況及び派遣を要請する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ 連絡場所、連絡責任者、宿営地の状況等その他参考となるべき事項 
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【震災編 第３章・第13節・１〈緊急時の最寄り連絡先〉】 

(3) 受入体制 

本部事務局は、自衛隊の災害派遣要請を依頼した場合、作業計画を作成し、次のような受入

体制を整える。 

〈自衛隊の受入体制〉 

項 目 内 容 

作業計画の作成 ① 作業箇所及び作業内容 

② 作業箇所別必要人員及び必要機材 

③ 作業箇所別優先順位 

④ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

⑤ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資器材の準備 必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係のあ

る管理者の了解を速やかに取りつけるよう事前に配慮する。 

自衛隊集結候補地 陸上自衛隊松戸駐屯地、江戸川河川敷 

交渉窓口 ①連絡窓口を一本化する。 

②自衛隊からの連絡員の派遣を要請する。 

(4) 自衛隊の派遣活動 

知事が自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のため必要で

あり、かつやむを得ない事態と認められるもので、他に実施する組織等がない場合とし、概ね

次のとおりとする。 

〈自衛隊の支援活動〉 

項 目 活 動 内 容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、

被害の状況を把握する。 

避難の援助 
避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要が

あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索

救助 

行方不明者、傷病者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優

先して、捜索救助を行う。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水

防活動を行う。 

道路又は水路の

啓開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓

開、又は除去に当たる。 

消防活動 

火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が

必要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火に当たる

が、消火薬剤等は、通常県又は市等が提供するものを使用する。 

応急医療、救護、

防疫 

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常

県又は市等の提供するものを使用するものとする。 

人員及び物資の

緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸

送を実施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を

要すると認められるものについて行う。 
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項 目 活 動 内 容 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

物資の無償貸付

又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令（昭

和 33年総理府令第１号）」に基づき、被災者に対し生活必需品等を

無償貸与又は譲与する。 

危険物の保安及

び除去 

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及

び除去を実施する。 

その他 
その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについ

ては、所要の措置をとる。 

(5) 自衛隊の自主派遣 

自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事の要請を待ついと

まがないときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することができる。 

〈自衛隊自主派遣の判断基準〉 

① 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収

集を行う必要があると認められること 

② 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められ

る場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること 

③ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助

に関するものであると認められること 

④ その他災害に際し、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまが

ないと認められること 

(6) 経費の負担区分 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として市が負担するものとする。ただし、他市町村

にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町村長が協議して定める。 

ア 派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備に係るものを除く）等の購

入費、借上料及び修繕費 

イ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 

ウ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等 

エ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市が協議する。 

(7) 撤収要請依頼 

災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、市長（本部長）は、

知事及び派遣部隊の長と協議の上、知事に対して派遣部隊の撤収要請を依頼する。 

 

３ 自治体等への応援要請 

(1) 被災市区町村応援職員確保システムの活用 

被災市区町村応援職員確保システムにより他の市区町村職員による災害マジメント等の対ロ

支援を確保する場合は、対口支援団体の決定前においては県を通じて総務省へ、対口支援団体

の決定後においては対口支援団体へ、総括支援チーム※の派遣を要請する。 

※災害マネジメント総括支援員（災害対応に関する知見を有し、地方公共団体における管理職の経

験などを有する者）と災害マネジメント支援員（避難所運営業務や罹災証明の交付業務などの災
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害対応業務に関する知見を有する者）など数名で構成し、被災市区町村長の指揮下で災害マネジ

メントを総括的に支援するチーム。 

(2) 県への応援要請 

市長（本部長）は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知

事に対し、応援の要求及び応急措置の実施の要請を行う。 

県は災害即応体制時から、あらかじめ選定した職員を情報連絡員として市に派遣し、被害や

災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を収集するため、市は情報連絡員の受け入れ、

連絡調整を円滑、適切に行う。 

(3) 指定地方行政機関等への応援要請 

市長（本部長）は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関

もしくは特定公共機関（指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して市域に

係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限って内閣総理大臣

が指定するもの）の長に対し、職員の派遣要請、又はその派遣について知事に対しあっせんを

求める。 

〈県、指定地方行政機関等への要請手続き〉 

種 別 県への応援要請 指定地方行政機関等への応援要請等 

要 請 先 県防災危機管理監 指定地方行政機関又は特定公共機関 

（あっせんを求める場合は県） 

要請内容 ①災害の状況 

②応援を必要とする理由 

③応援を希望する物資等の品名、数量 

④応援を必要とする場所・活動内容 

⑤その他必要な事項 

①派遣の要請・あっせんを求める理由 

②職員の職種別人員数 

③派遣を必要とする期間 

④派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤その他職員の派遣・職員の派遣のあっ

せんについて必要な事項 

根拠法令 災害対策基本法第 68条 派遣：災害対策基本法第 29条 

 あっせん：災害対策基本法第 30条 

        地方自治法第 252条の 17 

連絡方法 文書（緊急の場合は電話、防災行政無線で行い、事後文書送付） 

(4) 県内市町村との相互応援 

大規模災害が発生した場合、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、消防以外

の分野に関し「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づき、他

の市町村長に応援を要請する。 

〈県内市町村への応援要請手続き〉 

要 請 先 要請先市町村（複数にわたる場合は知事） 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、防災行政無線で行い、事後文書送付） 

要 請 事 項 ①被害状況           ②応援の種類 

③応援の具体的内容及び必要量  ④応援を希望する期間 

⑤応援場所及び応援場所への経路 ⑥前各号に掲げるものの他必要な事項 

応援の種類 ① 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

② 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物

資の提供 
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③ 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供 

④ 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

⑤ 被災者の一時収容のための施設の提供 

⑥ 被災傷病者の受入れ 

⑦ 遺体の火葬のための施設の提供 

⑧ ごみ・し尿等の処理のための施設の提供 

⑨ ボランティアの受付及び活動調整 

⑩ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

(5) 応援隊の受け入れ・活動支援 

総務班は、応援隊の活動拠点施設、宿泊先（候補施設：松戸競輪場宿泊施設）、食料、資器材

等の手配を行う。 

また、各部・各班からの応援要請に基づき応援者を配分する。各活動現場においては、各部・

各班が応援者の業務について対応する。 

４ 消防の広域応援要請 

(1) 広域消防応援体制 

ア 千葉県広域消防相互応援協定に基づく体制 

消防局長は、県内消防機関による広域的な応援が必要と認めるときは、直ちに市長（本部

長）に報告し、「千葉県消防広域応援基本計画」に基づき、広域応援統括消防機関（千葉市

消防局）に千葉県消防広域応援隊の応援要請を実施する。 

イ 緊急消防援助隊 

市長(本部長)は、災害の状況、消防局及び消防団の消防力並びに県内の消防応援を考慮し

て緊急消防援助隊の応援が必要と判断した場合は、「千葉県緊急消防援助隊受援計画」に基

づき、千葉県知事に対して応援要請を実施する。なお、千葉県知事と連絡がとることができ

ない場合は、消防庁長官に対し直接要請するものとし、事後、速やかにその旨を知事に対し

報告する。 

ウ 隣接市等との消防相互応援 

消防局長は、消防組織法第 39条の規定に基づき、消防相互応援協定を締結している市町村

等に対し応援要請を実施する。 

(2) 消防機関の受け入れ 

消防局長は、「千葉県消防広域応援基本計画」及び「千葉県緊急消防援助隊受援計画」等に

基づき、応援部隊の受け入れ、指揮及び運用を行う。（活動拠点：松戸市消防訓練センター他

消防局の指定する場所） 

(3) 消防防災ヘリコプターの応援要請 

消防局長は、航空消防応援が必要となったときは、市長（本部長）に報告し「大規模特殊災

害時における広域航空消防応援実施要綱」及び「千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空

特別応援実施要綱」に基づき、ヘリコプターの応援要請を実施する。 

 

５ 水道・下水道事業体の相互応援 

(1) 水道 
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水道部は、災害時の給水等の応急措置を実施するために必要があると認めるときは、「千葉県

水道災害相互応援協定」等に基づき、他の水道事業体等に応援要請をする。 

(2) 下水道 

建設部は、「関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づき、応急措

置の支援を要請する。 

 

６ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣要請 

市長（本部長）は、土木構造物等に大規模な被害が発生し、被害の拡大の防止、被災地の早期

復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を得ることが必要と判断した場合には、緊急災害

対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣要請を行う。 
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第１４節 生活関連施設等の応急対策 
【計画の指針】 

災害時にも医療、福祉施設等にはライフラインの維持が求められるほか、氾濫が収まった直後

から家財等の洗浄のための水の需要が急激に高まることが予想される。 

このため、災害時にも重要施設のライフラインを確保するとともに、地域の生活、産業等の復

旧と整合を図りながらライフラインを復旧させ、地域の復興を促進する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 上水道施設 水道部、県企業局 

2 下水道施設 建設部、県江戸川下水道事務所、県手賀沼下水道事務所 

3 電力施設 東京電力パワーグリッド(株) 

4 都市ガス施設 京葉瓦斯(株) 

5 通信施設 東日本電信電話(株) 

6 郵便 日本郵便(株) 

7 道路・橋梁 建設部、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都国道事務所 

8 鉄道 東日本旅客鉄道(株)、新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、流鉄(株)、北総鉄

道(株)、京成電鉄(株) 

9 バス 京成バス(株)、新京成電鉄(株)、東武バスイースト(株)、成田空港交通(株) 

10 河川 建設部、県東葛飾土木事務所、江戸川河川事務所 

 

１ 上水道施設 

(1) 市水道の対策 

ア 応急体制の確立 

水道部は、応急活動体制を確立し生活用水の確保と応急復旧に対応する。 

なお、市では対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」に基づき、県内水道事

業体等の応援を得て復旧を行う。 

イ 活動内容 

応急復旧に当たっては、被害状況を把握し応急復旧対策を確立し、①取水、導水、浄水、配

水施設の復旧、②主要な送・配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路、の優先順位で復旧す

る。 

(2) 県企業局の対策 

県企業局では、災害が発生した場合に備え「千葉県地域防災計画」を基本に「水道局災害対策

基本計画」を策定して、県及び関係市町村と密接に連携を図り、災害に対処することとしている。 

 

２ 下水道施設 

(1) 下水道施設に被害が発生、又は発生するおそれのある場合には、一次的な使用制限を行い、下

水道機能の支障及び二次災害の可能性の高いものから優先して機能回復を図る。 

(2) 管渠（かんきょ）の応急措置  

ア 下水管渠の被害に対しては、汚水、雨水の疎通に支障のないように移動式ポンプを配置して
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排水に努めるとともに、迅速に管渠の応急復旧措置を講じる。  

イ 幹線の被害は、相当広範囲にわたる排水機能の停止を招くおそれがあるため、原則として応

急復旧を行い、早期に本復旧の方針を立てる。  

ウ 枝線の被害については直接本復旧を行うとともに、必要に応じて移動式ポンプを設置する。  

エ 多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻害されないよう、マンホール、雨水桝等で流入

防止等の応急措置を行い、排水の円滑化を図る。  

オ 工事施工中の箇所においては、工事請負者に対して、二次災害の防止を図り、被害を最小限

にとどめるよう指揮監督するとともに、必要に応じて、現場要員、資機材等の補給を指示する。  

(2) 下水処理場・ポンプ場等の応急措置  

ア 下水処理場・ポンプ場等が停電した場合は、ただちに自家発電装置、又は可搬型発電装置に

切り替え、下水処理・下水排除に万全を期するとともに、自家発電装置の燃料の確保を図る。  

イ 浸水等により下水道施設が損傷した場合には、破損箇所の応急修理を行い、下水処理・下水

排除に万全を期する。  

(3) 資機材、車両及び人員の確保  

ア あらかじめ定めたマニュアル等に基づき、対応に必要な職員を確保する。  

イ 各施設の応急復旧に当たっては、協定等に基づき関係業者と連携して行う。  

ウ 応急対応は市で保有している資機材や車両により行うが、対応が困難な場合は、各種協定に

基づき、千葉県や関係業者に応援を要請する。  

(4) 災害時の広報  

下水道施設の被害状況及び使用の制限、復旧の状況等の市民への広報は、防災行政無線、市ホ

ームページ、広報車等、可能な手段により行う。  

広報の時期については、必要に応じて災害発生直後及び応急復旧対策の進捗状況等に合わせて、

その都度実施する。 

 

３ 電力施設 

東京電力パワーグリッド(株)は、台風、雪害、洪水、地震その他非常災害に対して、人身事故の

防止並びに設備被害の早期復旧に努める。 

また、感電事故並びに漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通

じて、次の事項に注意するよう広報活動を実施するとともに、広報車等により直接該当する地域へ

周知する。 

なお、災害発生時においても、原則として電力の供給を継続する。 

〈電気に関する広報事項〉 

① 無断昇柱、無断工事をしないこと。 

② 電柱の倒壊、折損、電線の断線・垂下等を発見した場合は、速やかにカスタマーセンタ

ーへ連絡すること。 

③ 切れた電線や、たれ下がった電線には絶対に触らないこと。 

④ 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気機器は、危険なため使用しないこと。使

用する場合は絶縁検査を受けてから使用すること。 
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４ 都市ガス施設 

京葉瓦斯(株)は、災害又は重大事故の発生により広範囲にわたりガス工作物の被害及びガスによ

る二次災害の防止、軽減及び早期復旧を図るため、日頃から緊急措置及び復旧活動のための組織、

人員、機材及び図面等を整備するとともに、災害時には速やかに災害防止のための体制を確立する。 

災害時には、供給区域全域の供給を停止することなく、被害の程度に応じてブロック毎に供給を

停止するが、ガスによる二次災害の防止、住民の不安除去のため、広報車による巡回のほか、消防

機関、警察署、報道機関等に協力を要請し、あらゆる手段をつくして、被害地区におけるガス機器

の使用上の注意事項、ガス供給状況、供給停止地区の復旧見通しについて広報する。 

〈ガスに関する広報事項〉 

(1) マイコンメーター（前面にランプがあるメーター）が作動してガスが出ない場合 

① 左上の丸い蓋を外し、中のボタンをしっかり押し、ランプの点灯を確認する。 

② 操作終了後３分間マイコンによる漏えい検査のためガスの使用はしないこと。 

(2) 供給を停止した場合 

① ガス栓を開いてもガスが出ない場合は、供給を停止しているので、ガス栓、メーター

ガス栓を閉め、ガス事業者から連絡があるまで待つこと。 

② ガスの供給が再開される時には、必ず、あらかじめガス事業者が各家庭の設備を点検

し、安全を確認するので、それまでガスを使用しないこと。 

 

５ 通信施設 

電話等通信は災害時における情報の収集、伝達手段として住民はもとより、行政等災害対策関係

者にとって必要不可欠なものであるため、東日本電信電話(株)ほか、各通信事業者は、通信施設の

速やかな復旧対策を講じる。 

また、災害のため通信が途絶、もしくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等

によって次の事項を利用者に周知する。 

〈電話に関する広報事項〉 

① 通信途絶、利用制限の理由と内容 

② 災害復旧措置と復旧見込時期 

③ 通信利用者に協力を要請する事項 

④ 災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板サービスの提供開始 

 

６ 郵便 

(1) 郵便事業 

日本郵便(株)は、被災地における郵便の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の

態様及び規模に応じて、運送又は集配の経路又は方法の変更、郵便物区分方法の変更、臨時輸送

便又は臨時集配便の開設等機宜の応急措置を講ずる。  

(2) 郵便局 

日本郵便(株)は、被災地における郵便局の利用者に対する窓口業務の維持を図るため、被災に

より業務継続が不能となった郵便局についての仮局舎急設による窓口業務の迅速な業務の再開、
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移動郵便車等による臨時窓口の開設、窓口支払資金の確保及び窓口取扱時間又は取扱日の変更等

を行う。 

また、日本郵便(株)の災害特別事務取扱い、(株)ゆうちょ銀行の非常払及び(株)かんぽ生命保

険の非常取扱いについて、各社から要請があった場合、取扱う。 

 

７ 道路・橋梁 

(1) 全般 

災害が発生した場合、建設部及び各道路管理者は、主要道路を最優先に、所管の道路、橋梁に

ついて被害状況を速やかに把握し、道路交通の確保を図るため、迂回路の選定あるいは通行の禁

止又は制限等の措置など利用者の安全策を講じるとともに、パトロール等による広報を行うほか、

被災道路、橋梁については、応急及び復旧措置を行う。 

(2) 国道 

被害状況を速やかに把握するため、パトロールカーによる巡視を実施する。また、道路情報モ

ニター等からの情報の収集に努める。これらの情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その

誘導等の応急措置を行い交通路の確保に努める。 

(3) 県道 

ア 道路・橋梁の被災状況を速やかに把握するため、災害発生時における県土木整備部の対応計

画やマニュアル等の定めるところにより、ライフライン占用者、建設業者及び市町村等からの

道路情報の収集に努めるとともに、各土木事務所はパトロールを実施する。これらの情報によ

り応急措置を講じるとともに、必要に応じて迂回路の選定を行う。  

イ ライフライン施設の復旧における道路法の事務手続きについては、「災害時等における道路

法の許可等に関する事務取扱いについて」に基づき、迅速な対応を図る。  

ウ 被害を受けた道路は、速やかに復旧し、交通の確保に努めるものとする。特に、「緊急輸送

道路１次路線」など交通上重要と認められるものについて最優先に応急復旧作業を実施し、道

路の機能確保に努める。 

(4) 市道 

ア 建設部は、市域内の道路の亀裂、陥没、冠水等の道路被害、道路上の障害物の状況及び落橋

の有無などについて調査し、本部事務局に報告するとともに、被害状況に応じた応急措置を実

施し交通の確保に努める。  

イ 上・下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被害を発見した場合は、当該施設管理者

及び当該道路管理者に通報するとともに、現場付近の安全確保に努める。 

ウ 災害により被害を受けた市道については、災害時重要路線を優先し、次のような実施手順に

従って応急復旧を行う。  

(ｱ) 通行車線の確保などの応急復旧目標の設定  

(ｲ) 道路の亀裂や陥没等の修復、がけ崩れ等による道路上の障害物除去などの応急復旧方法の

選定  

(ｳ) 落下した橋梁、若しくはその危険があると認められた橋梁が応急復旧ができない場合、所

轄警察署等関係機関と連携し、交通規制の標示等必要な措置を実施 
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８ 鉄道 

(1) 運転規制 

各鉄道事業者は、雨量等の測定値に基づき列車の運転を停止させ点検を実施する。異常がない

ことを確認後、運転規制を解除する。 

(2) 乗客の避難誘導 

ア 駅における避難誘導 

駅長は、係員を指揮してあらかじめ定めた一時滞在スペースに誘導し避難させる。旅客を一

時滞在スペースに誘導した後、さらに松戸市から一時滞在施設への避難勧告があった場合又は

一時滞在スペースが危険のおそれがある場合、一時滞在施設へ避難するよう案内する。 

イ 列車乗務員が行う旅客の避難誘導 

列車が駅間に停止した場合は、原則として乗客は降車させない。火災等によりやむを得ず、

旅客を降車させる場合は、地形等を考慮し、特に高齢者や子供、妊婦等に留意し、他の旅客の

協力を要請して安全に降車させる。この場合、隣接線路の歩行が危険であることを放送等によ

り徹底し、併発事故の防止を図る。 

 ウ 帰宅困難者への情報提供  

帰宅困難者が駅構内に滞留した場合は、市と連携して帰宅困難者に情報を提供するとともに、

安全が確認できしだい、あらかじめ定めた一時滞在スペースに誘導し、安全を確保する。 

 

９ バス 

各バス会社は、災害が発生し、運行が危険と判断した場合、速やかに安全と思われる場所に停車

し、旅客の安全を確保する。 

旅客の身に危険が及ぶと判断した場合は、所属営業所管理者の指示を得て、最寄りの市指定の避

難場所へ誘導する。 

 

10 河川 

建設部及び各河川管理者は、河川施設の緊急点検を実施するとともに、被害状況と危険箇所を把

握し、河川を閉塞しているガレキの撤去や堤防損壊箇所の応急修理を早期に実施する。 
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第１５節 教育対策・保育対策 
【計画の指針】 

○ 課業時間内に災害が発生した場合は、保護者の引き取りがあるまで児童等を安全な場所で保

護し、施設の被災情報や安否情報等を保護者等に提供する。 

○ 避難所に指定されている場合は、避難所直行職員、避難所担当職員、自主防災組織、町会・

自治会等、連合町会などと協力して避難者の受入れ等を行う。 

○ 早期に避難所の自主運営体制を確立し、教育の再開を促進する。 

○ 災害発生時には、市内の文化財の被害状況を速やかに調査する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害発生時の対応 教育１部、福祉２部、小・中学校等 

2 避難所開設への対応 教育１・２部、小・中学校 

3 応急教育 教育２部、小・中学校等 

4 応急保育 福祉２部 

5 文化財の保護 教育１部 

 

１ 災害発生時の対応 

各学校、幼稚園、保育所における災害発生時の対応は、別に定められた避難計画等に基づき児童・

生徒・園児等の安全を確保する。 

(1) 児童・生徒・園児等の避難 

学校長等は、災害が発生した場合、児童・生徒・園児等の安全を確認する。施設の被害、火災

等が発生した場合は、安全な場所に避難させる。 

児童・生徒・園児等は、保護者の引き取りがあるまで、一時的に保護する。 

(2) 調査及び連絡 

ア 施設の被害状況等については、各学校長もしくは施設の管理者が、速やかに調査し、教育１

部、福祉２部に報告する。 

イ 避難所となる体育館の安全･点検及び施設の被害状況については、施設管理者等が避難所直

行職員と連携して、災害対策本部及び教育１部に報告する。 

ウ 保護者等に対しては、メール等を活用し、施設の被災情報や安否情報等を速やかに提供する

体制を整える。 

(3) 安否の確認 

休日、夜間に災害が発生した場合は、各学校等の教職員で、児童・生徒・園児等の安否を確認

する。 

 

２ 避難所開設への対応 

(1) 学校及び体育館の対応  

避難所に指定されている小・中・高等学校、市営体育館は、災害発生時の職員の配備計画を作

成するなど、避難所の開設・運営支援等の災害対応を行う職員等の役割分担を定めておく。  

施設管理者、学校職員及び施設職員は、避難所直行職員、自主防災組織及び町会・自治会等と
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連携して、施設の開錠、施設の安全点検、避難所の開設及び避難者の受け入れを支援する。また、

避難所開設後は、避難所直行職員、避難所担当職員、自主防災組織及び町会・自治会等と、避難

所運営委員会のメンバーとして避難所運営に参画し、避難者による避難所運営を支援する。  

(2) その他の文教施設  

市が指定する避難所が使用できない場合又は、災害の規模や状況に応じて、幼稚園、保育所等、

その他の文教施設の活用を検討する。 

各施設の管理者及び職員は、災害発生時の対応に備え、事前に対応できる体制を検討する。  

災害発生時においては、災害対策本部、自主防災組織、町会・自治会等、連合町会などと連携

し、避難所の開設・運営等の対応を行う。 

 

３ 応急教育 

(1) 応急教育計画の作成 

学校長等は、立地条件などを考慮して作成した学校安全計画等に基づき、臨時の学級編成等を

行い、災害状況と合致するよう速やかに調整する。 

作成した応急教育計画は、教育２部に報告し、決定次第速やかに保護者及び児童・生徒・園児

等に周知徹底を図る。 

〈応急教育の留意事項〉 

教育内容 教科書、学用品等の損失状況を考慮する。特に、健康指導、生活指導、安

全教育を実施する。 

生活指導 ① 児童・生徒相互の助け合い精神を育て、災害時の集団生活を指導する。 

② 関係機関、医師会、その他専門家と連携・協力して、児童・生徒の「こ

ころのケア」対策を行う。 

(2) 災害復旧時の体制 

学校長等は、教職員を掌握するとともに校舎の準備を行い、児童・生徒・園児等に対しては被

災状況を調査し、教育２部と連携し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

また、災害の推移を把握し、教育２部と緊密に連絡の上、平常授業に戻るよう努める。 

なお、避難所等に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能な場合は、他の公共施設の確

保を図るなど、早急に授業の再開ができるよう努める。 

教育２部は、被災学校ごとに担当者を定め、情報及び指令の伝達に万全を期す。 

(3) 応急教育の実施 

災害発生後は、臨時休校（園）の措置をとる。その後、学校安全計画に基づき学校等へ収容可

能な児童・生徒・園児等は、学校において指導するため、２週間後を目途に授業等の一部を再開

し、それまでの間は臨時登校等の措置をとる。１ヶ月後を目標に通常の授業を再開する体制をと

る。 

また、他市町村へ避難する児童・生徒・園児等については、教職員の分担を定めて就学手続き

の臨時的措置をとるとともに、避難した地域ごとに実状の把握に努め、必要がある場合は避難先

を訪問するなどの措置をとる。 

(4) 学校給食の措置 

学校再開に合わせ、学校給食が再開できるように努める。再開する場合は、施設設備の消毒、

調理関係者の健康管理等、衛生に十分留意する。 
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施設を炊き出し等に利用する場合は、炊き出しと給食の両立に努める。また、食材等の入手が

困難な場合等は一時中止する。 

(5) 健康管理 

災害の状況により、被災学校（園）の教職員及び児童・生徒・園児等に対し感染症予防接種並

びに健康診断、心のケアについて、松戸保健所及び学校医、関係機関等と協議し実施する。 

(6) 教科書・文房具・通学用品の調達・支給 

災害により学用品を失った児童、生徒に対し、必要な教材、学用品を給与する。 

 

４ 応急保育 

福祉２部は、保育所等の被害状況を把握し、既存施設において保育できない場合、臨時保育所を

設け、応急保育を実施する。また、市長が認める場合、保育料の減免又は猶予を行う。 

交通機関の不通、保護者の被災等で通園に支障をきたす場合は、近隣の保育所等で保育する。 

また、被災者の復旧を支援するため、放課後児童クラブ、保育所等においては被災者の児童、園

児を一時的に預かる応急保育を実施する。 

 

５ 文化財の保護 

文化財の所有者及び管理者は、文化財に被害が発生した場合、文化財保護法等に基づいて教育１

部に報告するとともに、被害の拡大防止に努める。 

教育１部は、被害状況を調査し、国指定文化財は国へ、県指定文化財は県へ、それぞれ報告する。ま

た、文化財所有者等や地域住民等と協力し、必要に応じて応急的修理等の救済措置を講ずる。
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第１６節 建物対策 
【計画の指針】 

○ 災害発生後できる限り早期に被災家屋の調査を行い、被災者の生活再建の根拠となる罹災証

明書の発行ができる体制を整える。 

○ 国、千葉県の支援内容にしたがって、災害発生後、できる限り早期に家屋の解体撤去を実施

するとともに、住宅を失った被災者がいる場合、応急仮設住宅の建築、空き家のあっせんなど、

必要に応じた被災者の支援を実施する。ただし、災害救助法が適用された場合は千葉県が行い、

市はこれを補助する。 

○ 公営賃貸住宅の空き家のあっせんなど被災者の住宅確保を支援する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 住家の被災調査・罹災証明 調査班、消防局 

2 被災建築物の応急修理 街づくり部 

3 応急仮設住宅の提供 街づくり部、福祉１・２部 

4 空き家のあっせん 街づくり部 

5 市管理建築物の応急対策 各部・各班 

 

１ 住家の被災調査・罹災証明 

(1) 住家の被災調査 

調査班は、家屋の被害状況の把握及び罹災証明書を発行するために、全住家を対象に被災調査

を行う。 

被災調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基づき、全壊・大規模

半壊・半壊・一部破損・床上浸水・床下浸水の区分として、調査を行う。なお、必要に応じて、

航空写真、被災者が撮影した住家の写真等を活用するなど、適切かつ円滑な調査手法を検討する。 

火災により焼失した家屋等は、消防局が消防法に基づき火災調査を行う。 

〈住家の被災調査〉 

一次調査：外観の損傷状況及び浸水深の目視調査により判定する。 

二次調査：一次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合又は一次調査の対象に該当

しない場合に、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測、浸水深の確

認及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 

再 調 査：被災者から依頼があった場合、内容を精査した上で、必要に応じて再調査を行う。 

(2) 罹災証明の発行 

家屋の被害調査の結果は、家屋被災台帳にまとめ、災害相談センター（※第２節の「７ 住民

相談」参照）にて罹災証明書を発行する。 

なお、家屋以外のものがり災した場合において、必要と認めたときは、市長が行う罹災届出証

明で対応する。ただし、火災災証明書の発行は、消防局が行う。 

【資料編 罹災証明書、罹災届出証明申請書】 
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２ 被災建築物の応急修理 

災害救助法が適用された場合は、住家が半焼、半壊又は準半壊し、自己の資力では応急修理がで

きない者に対して、居室、便所及び炊事場等日常生活に欠くことのできない部分を応急的に修理す

る。 

街づくり部は、相談窓口で住宅の応急修理の希望受付を行い、必要性を調査した上で、災害協定

団体等に、建設材料、器具、労務提供等を要請する。 

市で処理不可能な場合は、国、県、近隣市町村及びその他関係機関の応援を得て実施する。 

【資料編 災害協定一覧】 

 

３ 応急仮設住宅の提供 

災害救助法が適用された場合は、住家の全焼又は全壊等により、自己の資力では住宅を確保でき

ない者に対して、応急仮設住宅を提供する。 

(1) 需要の把握 

災害後に被害調査の結果から仮設住宅の概数を把握する。また、災害相談センター又は避難所

において、仮設住宅入居の申し込みを受付ける。 

応急仮設住宅の入居対象者は、罹災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者である。 

なお、これ以外の者への適用については、県との協議により決定する。 

〈応急仮設住宅の入居対象者〉 

次のすべての条件に該当する者 

① 住家が全壊、全焼又は流失した者 

② 居住する住家がない者 

③ 自らの資力をもってしては住宅を確保できない者 

・生活保護法の被保護者及び要保護者 

・特定の資産のない高齢者、障害者、母子世帯、病弱者等 

・上記に準ずる者 

(2) 用地確保 

応急仮設住宅の用地は、公共用地を優先して確保し、ライフライン、交通等の利便性を考慮し

て選定する。不足が生じた場合には、民有地を借用する。 

(3) 建設 

応急仮設住宅は、「千葉県応急仮設住宅供給マニュアル」に基づいて県が建設する。 

応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内に概ね50戸以上設置した場合、集会所等に使用

するための施設を設置できる。 

高齢者等であって、日常の生活上特別な配慮を要する者を数人以上収容し、介護等事業を利用

しやすい構造及び施設を有する施設（福祉仮設住宅）を設置できる。 

【資料編 災害協定一覧】 

(4) 借上型応急住宅の確保 

被害状況、応急仮設住宅建設用地の確保状況、民間賃貸住宅の空き状況等を考慮し、必要に応

じて民間賃貸住宅を借上型応急住宅として提供する。 
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(5) 入居・管理 

災害時要配慮者、住宅の困窮度等を考慮して入居者の選定を行う。応急仮設住宅の供与期間は、

原則として２年以内とし、維持管理を実施する。 

 

４ 空き家のあっせん 

街づくり部は、公営賃貸住宅、民間賃貸住宅等の空き家の情報を収集し、被災者にあっせんす

る。公営住宅に関しては、公営住宅の入居者資格を有する被災者を優先的に入居できる措置を講じ

る。 

 

５ 市管理建築物の応急対策 

街づくり部及び建築物を管理する各部・各班は、建築物の点検及び調査を行い、応急措置を講じ

る。また、災害対策の拠点施設（避難所等）を優先して応急復旧を行う。 
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第１７節 ボランティアへの対応 
【計画の指針】 

近年、ボランティア活動が活発になり、公平さを基本とする行政では対応しにくい被災者から

のニーズに対して、きめ細かな対応が可能な災害ボランティアやＮＰＯの活躍が広がってい

る。このため、ボランティアの活動環境を早期に確立し、被災地の早期復旧を推進する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 ボランティア活動の受入体制 保健医療部、福祉１部、(社)松戸市社会福祉協議会 

2 ボランティア活動 保健医療部、福祉１部、(社)松戸市社会福祉協議会 

 

１ ボランティア活動の受入体制 

(1) ボランティアセンターの設置 

保健医療部、福祉１部は、ボランティア活動の調整機関として松戸市災害ボランティアセンタ

ー（総合福祉会館内）を設置するよう(社)松戸市社会福祉協議会に要請する。 

なお、東葛飾地域の複数の市町村が災害ボランティアセンターを設置できない場合等には、県

が代替拠点として、西部防災センターに広域災害ボランティアセンターを設置する。 

(2) ボランティアニーズの把握 

保健医療部、福祉１部は、ボランティア需要状況の的確な把握に努める。 

(3) 災害ボランティアセンターの業務 

松戸市災害ボランティアセンターの業務は、次のとおりである。 

なお、災害ボランティア活動については、その自主性を尊重し、活動方針や運営については松

戸市災害ボランティアセンター自らの決定に委ねる。 

ア ボランティアの登録及び管理 

ボランティアの登録及び管理を行う。 

イ ボランティア団体に関する情報の収集と連絡調整 

ボランティア団体の情報収集及びボランティア団体間の調整を行う。 

ウ ボランティアの派遣 

市本部からの依頼あるいはニーズの調査に基づき、ボランティアの派遣を行う。 

エ ボランティアの募集 

ボランティアの募集について、市広報紙、市ホームページ、マスコミ等を通じて行う。 

オ 千葉県社会福祉協議会との連携 

「千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」

に基づき、支援活動の連携を図る。また、千葉県社会福祉センターに設置される千葉県災害ボ

ランティアセンターと連携し、必要に応じて後方支援を要請する。 

(4) 市との調整 

保健医療部、福祉１部は、ボランティア需要状況の的確な把握に努め、松戸市災害ボランティ

アセンターの運営に協力するとともに、市本部との連絡・調整にあたる。調整事項は、概ね次の

事項である。 

ア 災害ボランティアセンターの設置の協議 
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イ 市内被害状況に関する情報の提供 

ウ 対策実施状況に関する情報の提供 

エ 県が派遣する専門ボランティアの受付調整 

オ 報道機関などへボランティア活動に関する情報の提供 

カ 災害ボランティアセンターに必要な資材、器材、活動資金などの提供 

キ 災害ボランティアセンターとの連絡調整 

ク その他の協力要請 

(5) ボランティア保険 

ボランティア保険は、(社)松戸市社会福祉協議会で登録を行い市の負担で加入する。 

(6) 活動費用の負担 

ボランティア活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを受け入れる市が負担する。 

(7) 食事・宿泊の手配等 

食事や宿泊場所の確保、手配はボランティア自身で行うことが原則であるが、困難な場合等は、

必要に応じて市や関係機関が確保、手配に協力する。 

 

２ ボランティア活動 

災害時のボランティア活動にはさまざまな活動分野が求められているため、職能によって専門分

野と一般分野に大別し、それぞれ次のような分野を担当するものとする。 

〈災害ボランティアの活動〉 

専門ボランティア 一般ボランティア 

① 救護所等での医療、看護 

② 被災宅地の危険度判定 

③ 外国語の通訳 

④ 被災者への心理治療 

⑤ 高齢者、障害者等の介護 

⑥ その他の専門的知識、技能を要する活動等 

① 避難所の運営 

② 炊出しや食料、飲料水などの受入・配給 

③ 救援物資や義援品の仕分け 

④ 高齢者、障害者等の介護 

⑤ 清掃 

⑥ 情報提供・広報活動 

⑦ その他被災地における作業など 
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第１８節 要配慮者への対応 
【計画の指針】 

○ 高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、病弱者、日本語の理解が十分でない外国人、医療的ケ

アを必要とする人等の「要配慮者（以下「要配慮者」という。）」は、避難所生活など災害発生

時に特別な配慮が必要となる。中でも、災害発生時の迅速な避難が困難である「避難行動要支

援者」への避難支援については、十分な配慮を行う。 

○ 要配慮者に対しては、国が策定した「災害時要支援者の避難行動支援に関する取組指針（平

成 25 年８月）」、千葉県が策定した「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支

援の手引き（平成 28年 3月）」及び市が策定した「避難行動要支援者名簿活用の手引き（令和

元年 11月）」に基づき、社会福祉施設の管理者や社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ボラ

ンティア等と連携して支援に当たる。 

○ 避難誘導・支援は、町会・自治会等、連合町会、自主防災組織、民生委員・児童委員、消防

団等の避難支援者と連携し、実施する。 

○ 要配慮者への負担を軽減するため、専用スペースや間仕切りの設置、段差の解消等避難所生

活に配慮する。また、福祉関係者と連携して相談や介護等の支援を行う。  

○ 避難生活が長期化するなど必要と認める場合には、福祉避難所を開設し、避難所での生活が

困難な要配慮者を収容する。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1要配慮者の安全確保 保健医療部、福祉１部、(社)松戸市社会福祉協議会 

2 福祉避難所等の開設･運営 福祉１・２部 

3要配慮者の支援 保健医療部、福祉１部、(社)松戸市社会福祉協議会 

4 社会福祉施設入所者等への支援 福祉１・２部 

 

１ 要配慮者の安全確保 

(1) 要配慮者への情報提供 

円滑かつ迅速に要配慮者を避難させるため、災害に関する情報や避難準備・高齢者等避難開始、

避難勧告、避難指示（緊急）等の情報について、地域の支援組織やボランティア等を通じて、迅

速に提供するよう努める。 

また、多様な情報ツールを活用し、迅速かつ確実に提供するとともに、聴覚障害のある方への

提供方法として文字情報による提供や、必要に応じた手話通訳士の派遣などに努める。 

〈伝達手段〉 

① 防災行政無線         ④ ケーブルテレビのテロップ ⑦ 安全安心メール 

② 緊急速報メール(エリアメール) ⑤ 松戸市ホームページ    ⑧ ツイッター 

③ 広報車            ⑥ 電話等口頭による連絡 

(2) 避難行動要支援者の安否確認及び避難誘導等 

事前に整備している避難行動要支援者名簿等を活用し、町会・自治会や自主防災組織、民生委

員・児童委員、松戸市社会福祉協議会等、地域の避難支援者の協力を得ながら、速かに避難行動



第３章 災害応急対策計画   第 18節 要配慮者への対応 

風-127 

要支援者の被災状況及び避難状況の把握に努め、必要に応じ、避難支援者が中心となり避難誘導

や必要な支援を行う。 

また、避難行動要支援者の安否を確認できない場合は、必要に応じて避難所の避難者等と協力

して救出・救護、避難誘導等を実施する。 

なお、避難行動要支援者名簿については、情報の管理等に留意し、災害が発生し、又は災害が

発生するおそれがある場合で、避難行動要支援者の生命、身体を保護するために特に必要がある

場合は、避難支援等関係者への名簿情報の提供に同意のないものについても必要な限度で提供す

るものとする。 

(3) 避難所への収容 

避難所に避難行動要支援者専用スペースを確保し、収容する。 

 

２ 福祉避難所等の開設 

(1) 福祉避難所の開設 

福祉１部は、避難所を開設した場合には、避難所での生活が困難な要配慮者を収容する福祉避

難所を開設し、収容する。 

また、市外の福祉施設への緊急入所を支援する。 

(2) 福祉避難所等の運営 

福祉１部（一部福祉２部含む。）は福祉避難所ごとに福祉避難所運営委員会を設置し、施設管

理者や福祉関係者の協力を得て運営体制を確保する。 

福祉避難所等の種類、入所対象者、開設時期の目安は次のとおりとし、要配慮者を介助する家

族等も必要最小限の範囲で入所できるものとする。 

〈福祉避難所の種類等〉 

種 類 対象者 開設時期 

【福祉避難室】 

(避難所内設置)  

・小、中学校 

・要介護１,２程度 

・精神保健福祉手帳３級程度 

・療育手帳Ｂ級程度 

・乳幼児、妊産婦 

発災後速やかに 

【地域福祉避難所】  

・市民センター(※)  

・老人福祉センター 

・要介護３以上程度  

・精神保健福祉手帳２級以上程度  

・療育手帳Ａ級以上程度     

発災後48時間 

【二次福祉避難所】  

・健康福祉会館（ふれあい22） 

・特別養護老人ホーム  

・特別支援学校    

・福祉避難室、地域福祉避難所での生

活が困難な者 

発災後72時間 

※市民センターについては、風水害時は避難所として使用するが、地震災害時には、和室等を地域
福祉避難所として使用する。 

 

３ 要配慮者の支援 

(1) 避難所における援護対策 

保健医療部は、要配慮者に対する援護対策のニーズを把握し、福祉１部、(社)松戸市社会福祉

協議会等の福祉関係団体、避難所運営委員会、ボランティア等の協力を得て、次にあげる対策を

行うよう努める。 
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ア 施設 

障害者用仮設トイレ、携帯トイレなどの設備の設置、暑さ・寒さ対策、騒音や出入り口等の

配慮を行う。 

イ 生活必需品、食料 

要配慮者に配慮した食料、介護ケア用品を供給する。 

ウ 介護支援 

必要なケアサービスを確認し、ボランティア等による介護等を行う。 

 

(2) 社会福祉施設等への収容 

福祉１部は、避難所での介護等が困難な避難行動要支援者を、可能な限り社会福祉施設等へ収

容させるため、福祉施設等に受け入れを要請するよう努める。 

(3) 巡回相談等の実施 

災害によるショック及び避難生活の長期化に対応するため、被災地等において、社会福祉士、

介護福祉士、児童相談員、ケースワーカー、ボランティア等の専門家によるホームヘルプサービ

ス、要介護者への巡回相談等に努める。 

(4) 在宅福祉サービスの継続的提供 

被災した避難行動要支援者、障害者等に対し、居宅、避難所、応急仮設住宅等において、補装

具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的な提供に努め

る。デイサービスセンター等の社会福祉施設の早期再開に努め、高齢者や障害者等に対する福祉

サービスの継続的な提供に努める。 

 

４ 社会福祉施設入所者等への支援 

(1) 安全確保 

施設管理者は、入所者・利用者の安否を確認し、負傷した場合は、救護所等に移送する。 

また、火災が発生した場合、職員は初期消火を行い、避難が必要な場合は、近隣の住民等の協

力を要請する。 

福祉１・２部は、社会福祉施設の状況を把握し、避難等の支援を行う。 

(2) 施設における生活の確保 

災害によりライフライン等が断たれ、食料、飲料水、生活必需品等が供給できなくなった場合、

原則として施設管理者が対応するが、緊急を要する場合は、福祉１・２部が必要な支援を実施す

る。 

また、市外の施設等へ移動する場合の支援も行う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 災害復旧計画 
 



 

 

 

 

 



第４章 災害復旧計画   第１節 住民生活安定対策計画 

風-131 

第１節 住民生活安定対策計画 
【計画の指針】 

被災者の生活再建を促進するため、市及び関係機関は、生活再建支援策を速やかに周知し、手

続きの円滑化を図る。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 税等の減免等 調査班 

2 災害弔慰金の支給等 保健医療部、福祉１部 

3 生活福祉資金の貸付け 松戸市社会福祉協議会 

4 郵便物の特別取扱い等 日本郵便(株) 

5 雇用の確保 経済振興部、松戸公共職業安定所 

6 公共料金の特例措置 各公共機関 

7 災害公営住宅の建設 街づくり部 

8 災害応急資金の融資 経済振興部 

9 義援金の保管及び配分 保健医療部 

10 被災者生活再建支援金の支給 保健医療部、財務班 

11 介護保険における対応 福祉１部 

 

１ 税等の減免等 

松戸市税条例、県県税条例等の規定に基づき、被災した市税及び県税等の納付義務者（以下「被

災納税者等」という。）に対し、市税等の災害救済措置として、期限の延長及び減免について速や

かに適切な措置を講ずるものとする。 

(1) 期限の延長 

災害により納税義務者等が期限内に申告、その他の書類の提出又は納付もしくは納入すること

ができないと認めるときは、市長は適用地域及び期日を指定してその期限を延長するものとす

る。 

(2) 徴収猶予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税等を一時に納付し、又は納入することがで

きないと認められるときは、その者の申請に基づき法令等に定められている期間において、徴収

を猶予する。 

(3) 滞納処分の執行の停止 

災害により、滞納者が無財産となる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行の停止、換価の猶

予の減免等適切な措置を講じる。 

(4) 減免 

被災納税者等の申請に基づき、減免する。 

(5) 保育料の減免等 

災害等の特別な事由により保育料負担者が保育料の全部又は一部を負担することができない

と認めるときは、その事由がやむまでの間、保育料の全部又は一部を減免することができる。 
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２ 災害弔慰金の支給等 

(1) 災害弔慰金の支給 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48年法律第 82号）に基づき、災害により死亡し

た住民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。 

(2) 災害障害見舞金の支給 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により負傷し又は疾病にかかり、治

癒後に精神又は身体に著しい障害がある住民に対して災害障害見舞金を支給する。 

(3) 災害援護資金の貸付け 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に

対し、生活の建て直しのために災害援護資金の貸付けを行う。 

(4) 災害見舞金の支給 

「松戸市災害見舞金支給要綱」（昭和 55年３月 31日告示第 48号）に基づき、風水害等に

より被害を受けた者に対し災害見舞金を支給する。 

 

３ 生活福祉資金の貸付け 

「生活福祉資金貸付事業制度要綱」（厚生労働省）に基づき、災害救助法が適用にならない災害

によって被害を受けた低所得世帯等に対して生活福祉資金を貸付ける。 

なお、「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48年法律第 82号）に基づく災害援護資金の

貸付対象となる世帯は、原則としてこの資金の貸付対象とならない。 

 

４ 郵便物の特別取扱い等 

日本郵便(株)は、災害救助法が発動された場合は、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の

実情に応じ、郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施する。 

ア 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世帯に対し、通常葉

書及び郵便書簡を無償交付する  

イ 被災者が差し出す郵便物及び被災地あて救助用郵便物の料金免除を実施する。 

ウ 災害時における窓口業務の維持 

エ (株)ゆうちょ銀行の非常払及び(株)かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請

があった場合の取扱い 

 

５ 雇用の確保 

松戸公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の

発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行い、離職者の

早期再就職のあっせんを行う。 
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〈職業安定所の職業のあっせん〉 

① 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

② 公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、 

又は巡回職業相談の実施 

③ 職業訓練受講指示又は職業転換給付金制度等の活用 

④ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

 

６ 公共料金の特例措置 

各公共機関は、被害を受けた住民の生活を支援するため、災害の規模に応じ公共料金等の支払い

について特例措置をとる。 

 

７ 災害公営住宅の建設 

自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、街づくり部は、住宅被害

の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設もしくは買取又は被災者

へ転貸するために借上げる。 

 

８ 災害応急資金の融資 

経済振興部は、災害の状況に応じて、次のような資金融資の措置及び利用について対応を行う。 

(1)中小企業者への融資資金 

災害により被害を受けた中小企業の再建と経営安定のため、必要な資金並びに事業費の融資等

の支援を促進する。 

(2)農林漁業者への融資 

農林水産業者の災害復旧や経営安定のため、政府系金融機関等が行う融資について、とうかつ

中央農業協同組合等と連携を図る。 

 

９ 義援金の保管及び配分 

(1) 義援金の受入と保管 

市に送付された義援金は、保健医療部が受付け、指定金融機関へ預け入れ、保管する。 

また、日本赤十字社等を通じて配分された義援金を受付ける。 

【資料編 義援金品受領書】 

(2) 義援金の配分 

義援金の配分については、災害義援金配分委員会を組織し、被災者数、被災世帯数、被災状況

等を考慮して決定する。県に災害義援金配分委員会が設置された場合は、その基準に従う。 

日本赤十字社義援金も災害義援金配分委員会の協議によって配分される。 
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10 被災者生活再建支援金の支給 

「被災者生活再建支援法」（平成 10年法律第 66号）に基づき、災害救助法が適用される等一定

規模以上の災害により、生活基盤に著しい被害を受け、自立して生活を再建することが困難な被災

者に対し、生活再建支援金を支給する。 

(1) 対象世帯 

自然災害により被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金が支給される。 

ア 居住する住宅の全壊した世帯 

イ 居住する住宅が半壊又は敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯 

ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

(2) 被災者生活再建支援金の支給 

支給は、被災世帯となった世帯主による申請により行われる。 

【震災編 第４章・第１節・10〈対象世帯別支給限度額〉】 

【震災編 第４章・第１節・10〈対象世帯別支給限度額（単数世帯の世帯主）〉】 

(3) 千葉県被災者生活再建支援事業 

ア 県は、自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けたにも関わらず、上記の対象とな

らない世帯に、一定の要件のもと支援金を支給する。  

イ 本事業の実施主体は、市町村とする。（県から市への補助方式：補助率 10/10） 

ウ 支援金の支給額は上記(3)と同等とする。 

 

11 介護保険における対応 

災害によって被害を受けた被保険者に対して、認定更新申請期限の延長、給付制限等の緩和、給

付割合の変更等の対応をとる。 
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第２節 生活関連施設の復旧計画 
【計画の指針】 

災害発生後、被災した施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を防止するため、必要な施設

の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を作成し、早期復旧を目標にその実現を

図る必要がある。 

 

【計画の体系・担当】 

項  目 担  当 

1 災害復旧事業 各部・各班 

2 国の財政援助等 各部・各班 

 

１ 災害復旧事業 

市は、国および千葉県と連携して災害による被害の再発防止に努め、単なる原形復旧にとどまら

ず必要な改良を行うなど将来の災害に備えるため、法律に基づいて災害復旧事業計画を策定し復旧

事業にあたる。 
市が実施する災害復旧事業又はその他関係事業は、別の法律に定めるところにより、国及び千葉

県が全部又は一部を負担し又は補助して行われる。 

 

２ 国の財政援助等 

財政の援助及び助成は、適正かつ速やかに行うものであるが、法律等により国がその費用の全部

又は一部を負担し、又は補助する災害復旧事業については、主務大臣が行う災害復旧事業費の決定

を、都道府県知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査の結果に基づき行うこと

となっている。 

法又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる法律並びに災害

復旧事業は次のとおりである。 

 

(1) 法律により一部負担又は補助するもの 

国が財政の援助を行う法律及びその対象となる事業は次のとおりである。 

【震災編 第４章・第２節・２〈法律等による災害復旧事業〉】 

(2) 激甚災害に係る財政援助措置 

市及び県は、著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場合には、災害

の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等

に関する法律」（昭和 37年法律第 150号）の指定を受け、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円

滑に実施できるよう措置する。 

激甚の基準については、「激甚災害指定基準」（昭和 37年・中央防災会議決定）と「局地激甚

災害指定基準」（昭和 43年・中央防災会議決定）の２つがあり、この基準により指定を受ける。 

市は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力し、激甚災害の指定を

受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県各部局に提出するものとする。 
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第３節 災害復興計画 
【計画の指針】 

被災した住民の生活や企業活動等の健全な回復には、迅速な被災地域の復興が不可欠とな

る。また、復興によって被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を契機に地域の構造をより

よいものに改変することが望ましい。 

そのためには、再建の途上にある住民や企業者、その他関係機関が積極的に復興事業に参画

できる条件や環境の整備を速やかに行い、調整及び合意形成を十分に行うことが重要である。 

 

１ 復興まちづくり 

市街地が壊滅的な被害をうけた場合、再び災害を被らないためには、安全で快適な都市空間を

確保して新たな社会資本を整備し、「災害に強いまち」を形成する必要がある。 

このため、円滑で計画的な復興の進め方や都市像・地域像、モデルプランなどについて、住民

により培われた地域文化や歴史を十分に踏まえ、そこに住む人々のコミュニティを基本としたま

ちづくりを行う。 

復興まちづくりを行うに当たっては、市・住民・事業所で協力して行う。 

また、復興担当を決め、復興のための基本方針、基本計画、合意形成の推進等を図る。 

さらに、種々の復興事業推進のため、復興財源の確保に努める。 

 

２ 特定大規模災害時の措置 

大規模災害からの復興に関する法律に基づく特定被災市となった場合は、必要に応じて県と

共同して国の基本方針に即した復興計画を策定し、また、復興協議会を組織して復興整備事業

の許認可の緩和等の特別措置の適用を受け、市街地開発事業、土地改良事業等を実施する。 

なお、特定大規模災害等による被害により、行政機能の低下や専門知識を有する職員が不足

する場合は、同法に基づき、復興を図るために必要な都市計画の決定や変更について県知事に

対して代行を要請するほか、復興計画の作成や復興整備事業の実施等に必要な人員が中長期的

に不足する場合は、同法に基づき、県及び関係地方行政機関に対して職員の派遣等を要請する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

松戸市地域防災計画素案 
 

大 規 模 事 故 編 
 

（令和 2年 11月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松 戸 市 
 

 

 

 

 



 



 

目     次 

 

第１章 総 則 
第１節 計画の策定方針 ······················································· 大-1 
１ 計画の目的 ····························································· 大-1 
２ 計画の対象 ····························································· 大-1 

第２節 対策の基本方針 ······················································· 大-2 
１ 基本方針 ······························································· 大-2 
２ 対策の実施者と各機関の役割 ············································· 大-2 
３ 市の防災体制 ··························································· 大-2 
４ 災害救助法の適用 ······················································· 大-2 

 

第２章 大規模事故対策計画 

第１節 大規模火災対策計画 ··················································· 大-3 
１ 予防計画 ······························································· 大-3 
２ 応急対策計画 ··························································· 大-4 

第２節 危険物等災害対策計画 ················································· 大-6 
１ 予防計画 ······························································· 大-6 
２ 応急対策計画 ··························································· 大-7 

第３節 航空機災害対策計画 ··················································· 大-8 
１ 予防計画 ······························································· 大-8 
２ 応急対策計画 ··························································· 大-8 

第４節 鉄道災害対策計画 ···················································· 大-10 
１ 予防計画 ······························································ 大-10 
２ 応急対策計画 ·························································· 大-10 

第５節 道路災害対策計画 ···················································· 大-12 
１ 予防計画 ······························································ 大-12 
２ 応急対策計画 ·························································· 大-12 

第６節 放射性物質事故対策計画 ·············································· 大-14 
１ 放射性物質事故の想定 ·················································· 大-14 
２ 予防計画 ······························································ 大-15 
３ 応急対策計画 ·························································· 大-16 
４ 災害復旧計画 ·························································· 大-18 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 
 

 

 



 

 

 

 



第１章 総則   第１章 計画の策定方針 

大-1 

第１節 計画の策定方針 

１ 計画の目的 

地域防災計画は、地震災害、風水害等の自然災害に対して、住民の生命、身体及び財産を保護す

るために策定されたものである。しかしながら、近年における市街地の開発、社会基盤の整備等に

よる社会の高度化、複雑化に伴い、社会的な事故の発生により市民生活に多大な影響を及ぼすよう

になり、市の機能をもって対処する必要がでてきた。 

そこで、地域防災計画（大規模事故編）を策定し、住民の生命、身体及び財産を保護するため、

予防対策、応急対策等を定めることにより、防災活動の総合的かつ効果的な実施を図る。 

 

２ 計画の対象 

本計画の対象は、人的あるいは物的被害を伴い、社会的に大きな影響を与える事故を原因とした、

次の災害とする。 

なお、その他の大規模事故に類する事故を原因とした災害については、この計画を適用するとと

もに、本計画に規定されていない事項は、風水害等編を準用する。 

 

〈計画の対象とする災害〉 

① 大規模火災      ② 危険物等災害     ③ 航空機災害 

④ 鉄道災害       ⑤ 道路災害       ⑥ 放射性物質事故 
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第２節 対策の基本方針 

１ 基本方針 

大規模事故は、発生原因となる事象及び災害の影響範囲が局地的で、応急対策に不可欠な交通ネ

ットワーク、ライフライン、情報網等が機能している場合が多い。 

そのため、大規模事故災害への基本的な方針を次のように定める。 

〈大規模事故災害への基本方針〉 

① 一刻も早く人命救助と二次災害の防止を図ること 

② 正確な情報を収集し、事故の影響から住民等の安全を図ること 

③ 被災した住民等へ必要な支援を行うこと 

④ 大規模災害時の住民対応に関する知識の普及に努める等、自助の強化を図ること 
⑤ 災害時要配慮者の視点に立った対策を講じること 

 

２ 対策の実施者と各機関の役割 

大規模事故災害対策は、原則として、第１に事故の原因者、所管施設の管理者、第２に消防局、

警察署等が、救助、救急、消火等の対策を実施することになる。 

事故による被害が甚大な場合、あるいは住民等への影響が及ぶおそれがある場合は、市の機能を

もって応急対策を実施する。 

各機関の業務大綱及び所掌事務は、地域防災計画（風水害等編）の規定に準ずるものとする。 

 

３ 市の防災体制 

大規模事故が発生した場合は、総務部が中心となって、情報収集、連絡、職員の動員等を行う。 

大規模事故の状況により、消防以外の複数の部課による組織的な対応が必要な場合は、市長を本

部長とする事故災害対策本部を設置し、必要な要員を動員する。なお、事故災害対策本部の組織

及び運営は、災害対策本部の規定を準用する。 

〈大規模事故への対応体制〉 

① 大規模事故発生 消防局・警察署等による対応 

② 情報の収集等が必要な場合 必要に応じて警戒本部を設置（注意配備～警戒配備） 

③ 被害が大きく、市の対応が必

要な場合 

事故災害対策本部の設置  （第１配備～第３配備） 

 

４ 災害救助法の適用 

大規模事故時の災害救助法の適用は、多数の住家に被害が生じた場合（災害救助法施行令第１

条第１項第１号から第３号）のほか、多数の住民等が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそ

れが生じ、継続して避難を要する場合や救出に特殊な技術を要する場合（同第４号）に適用する。 
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第１節 大規模火災対策計画 
【基本方針】 

市街地の延焼火災、大規模・高層建築物での火災は、消火や避難が困難となり、現場の特性に

応じた対策活動が重要となる。そのような大規模な火災に対する対策について定める。 

 

【対策担当】 

項  目 担  当 

1 予防計画 街づくり部、消防局、生涯学習部 

2 応急対策計画 消防局、情報・運用支援班、市民部、環境部、経済振興部、警察署、消

防団、広報部 

 

１ 予防計画 

(1) 建築物不燃化の促進 

火災の延焼拡大を未然に防ぐため、地域の災害危険性に即し、都市計画法、建築基準法等の法

令に基づき、建築物の不燃化を促進する。 

(2) 市街地の整備 

道路の幅員が狭隘で老朽化した木造住宅が密集した地区は、延焼などの危険性が高いため、防

災機能の確保と合理的な土地利用が図られた街区を形成する面的整備を推進し、防災上安全な市

街地の形成を図る。 

(3) 火災予防に係る立入検査 

年間査察計画に基づき、消防法第４条の規定により防火対象物の所有者等に対して火災予防上

必要な資料の提出を命じ、又は防火対象物に立ち入って検査を実施し、火災予防の徹底を図る。 

(4) 多数の者を収容する建築物の防火対策 

ア 多数の者を収容する建築物の管理権原者に対し、防火管理者の選任及び防火管理者による消

防計画の作成を履行させるとともに、当該消防計画に基づく事項を遵守させる。 

イ 点検が必要とされる特定防火対象物の管理権原者に対し、火災予防上必要な事項の適否につ

いて、定期に防火対象物点検資格者の点検を受けさせ、報告させる。 

(5) 住宅防火対策 

消防法による住宅用火災警報器等の設置義務をふまえて、すべての住宅（寝室、階段等）に住

宅用火災警報器又は住宅用自動火災報知設備を設置するよう指導するとともに、住宅用防災機器

の普及・促進や、住宅防火意識の普及啓発を行う。 

(6) 大規模・高層建築物等の防火対策 

大規模・高層建築物等の管理権原者又は関係者に対し、(4)「多数の者を収容する建築物の防

火対策」に加え、次の事項について指導する。 

ア 消防防災システムのインテリジェント化の推進 

(ｱ) 高水準消防防災設備の整備 

(ｲ) 複数の消防用設備等を集中管理する総合操作盤の整備 

(ｳ) 防災センターの整備 

イ 自衛消防業務に従事する職員に対する指導 

ウ 防災管理制度（消防法第 36条）による防災管理の実施 
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(7) 文化財の防火対策 

文化財の所有者又は管理者は、火災の発生を報知し、迅速な消火活動ができるよう設備の設

置・整備を行うとともに、火災の発生を未然に防止するため、適切な防火管理を行う。 

ア 消防設備の設置・整備 

(ｱ) 消火器、屋内・外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、ドレンチャー設備等 

(ｲ) 自動火災報知設備、漏電火災警報器等 

イ 防火管理 

(ｱ) 定期的な巡視と監視 

(ｲ) 危険箇所について消防機関から指導を受ける。 

(ｳ) 防火管理計画、消防訓練等の具体的な消防計画を作成する。 

(ｴ) 毎年１月 26 日の文化財防火デーを中心に、消防機関及び教育委員会等と連携を図り、文

化財建造物の消火訓練を行う。 

 

２ 応急対策計画 

(1) 火災警報の伝達 

市長は、気象状況が次のいずれかに該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると

認める場合に発令し、基準以下となったときは解除する。（松戸市火災警報規程） 

消防局は、火災警報の発令及び解除の信号を行う。 

＜火災警報の発令基準＞ 

① 実効湿度が 60パーセント以下、最小湿度が 30パーセント以下で、最大風速が毎秒 10メ

ートルを超える見込みのとき。 

② 平均風速毎秒 13メートル以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。 

③ 前各号に準ずる気象状況で、火災の予防又は警戒上特に危険であると消防局長が認めると

き 

(2) 情報収集・伝達体制 

消防局、情報・運用支援班は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、

被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県に報告する。 

(3) 消防活動 

消防局は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行い、必要に応じて

相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

また、断水等により消防用水が不足した場合には、災害時における消防用水供給支援に関す

る協定に基づき、千葉北部生コンクリート協同組合に応援の要請をする。 

(4) 救助・救急 

消防局は、火災現場における救助活動を実施するほか、負傷者等を医療機関に搬送する。 

また、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じて国、県、他市町村に応援を要請する。民間

からは、救助用資器材等を確保し効率的な救助・救急活動を行う。 

(5) 交通規制 

警察署は、現場の警察官、関係機関等からの情報により、交通状況を的確に把握し、迂回路の

確保を図る等、的確な交通規制を行う。 
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(6) 避難 

市長は、火災が拡大し危険な区域に対しては、避難勧告又は避難指示を発令し、市民部、環境

部は、安全な地域に避難所を開設する。 

松戸市消防団、自主防災組織等は、避難誘導に際し、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の

所在並びに災害の概要、その他避難に関する情報の提供に努める。 

また、警察署は、避難勧告及び避難誘導について協力する。 

(7) 救援 

経済振興部は、被災者の状況に応じて必要な場合は、食料、飲料水、生活必需品等を供給する。 

(8) 広報活動 

広報部は、火災発生状況や地域への影響等について、必要に応じて広報車等を活用して広報す

る。 

(9) その他支援 

市は、県、事故の原因者、その他関係機関の要請により、被災者家族の待機所や宿泊施設の提

供等、必要に応じて支援する。 
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第２節 危険物等災害対策計画 
【基本方針】 

危険物等による災害の発生を防止し、また、災害発生時の被害の拡大を防止するため、危険物

等災害に対する予防対策及び事故発生時の応急対策について定める。 

なお、危険物等とは次のものをいう。 

① 危険物：消防法(昭和23年７月24日法律第186号)第２条第７項に規定されているもの 

（例）石油類(ガソリン、灯油、軽油、重油)など 

 ② 指定可燃物：危険物の規制に関する政令（昭和34年９月26日政令第306号）第１条の12に規

定されているもの 

 （例）紙くず、石炭・木炭、合成樹脂類（タイヤ等）、再生資源燃料など 

③ 火薬類：火薬類取締法(昭和25年５月４日法律第149号)第２条に規定されているもの 

（例）火薬、爆薬、火工品(工業雷管、電気雷管等)など  

④ 高圧ガス：高圧ガス保安法(昭和26年６月７日法律第204号)第２条に規定されているもの

（例）液化石油ガス(LPG)、アセチレン、アンモニアなど 

⑤ 毒物・劇物：毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第２条に規定されている

もの  

（例）毒物(シアン化水素、シアン化ナトリウム等)、劇物(ホルムアルデヒド、塩素等)など  

 

【対策担当】 

項  目 担  当 

1 予防計画 消防局 

2 応急対策計画 消防局、本部事務局、情報・運用支援班、市民部、環境部、経済振興部、

広報部、警察署、消防団、県民センター 

 

１ 予防計画 

(1) 事業所 

県及び関係機関の指導に基づいて、災害発生時に有効な防災活動を行い、二次災害の発生を防

止し被害の軽減を図るため、防災体制を確立する。 

(2) 消防局 

ア 予防査察 

危険物及び指定可燃物について、消防法その他法令に基づき立入検査を行い、法令に定める

基準に不適合な場合は、改修、移転など危険物等の規制を実施する。 

 イ 事業所防災対策の強化 

危険物施設の管理者等に対し、危険物施設の規模に応じて、危険物保安監督者等の選任、予

防規程等の作成、消防用設備等の設置、防災訓練等を指導する。 

 



第２章 大規模事故対策計画   第２節 危険物等災害対策計画 

 

大-7 

２ 応急対策計画 

(1) 情報収集・伝達体制 

消防局は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況を的確に把握し、関係機関に連絡する。 

情報・運用支援班は、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規

模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県に報告する。 

(2) 消防活動 

消防局は、速やかに事故の状況を把握するとともに、迅速に消火、二次災害の防止等の活動を

行う。 

また、必要に応じて相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

(3) 救助・救急 

消防局は、事故現場における救助活動を実施するほか、負傷者等を医療機関に搬送する。 

また、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じて国、、県、他市町村に応援を要請する。民

間からは、救助用資器材等を確保し効率的な救助・救急活動を行う。 

(4) 交通規制 

警察署は、現場の警察官、関係機関等からの情報により、交通状況を的確に把握し、緊急交通

路の確保を図る等的確な交通規制を図る。 

(5) 避難 

市長は、火災等が拡大し危険な区域、有毒物質の拡散等が予想される地区に対しては、避難勧

告又は避難指示を発令し、市民部、環境部は、安全な地域に避難場所を開設する。 

松戸市消防団、自主防災組織等は、避難誘導に際し、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の

所在並びに災害の概要その他避難に関する情報の提供に努める。 

また、警察署は、避難勧告及び避難誘導について協力するものとする。 

(6) 救援 

経済振興部は、被災者の状況に応じて必要な場合は、食料、飲料水、生活必需品等を供給する。 

(7) 広報活動 

広報部は、事故発生状況や地域への影響等について、必要に応じて広報車等を活用して広報す

る。 

(8) その他支援 

市は、県、事故の原因者、その他関係機関の要請により、被災者家族の待機所や宿泊施設の

提供等、必要に応じて支援する。 
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第３節 航空機災害対策計画 
【基本方針】 

市域において、航空機の墜落・炎上等により多数の死傷者を伴う大規模な事故が発生した場合

に、関係機関と連携して乗客及び地域住民を迅速かつ適切に救出することにより被害の軽減を図

るため、応急対策について定める。  

 

【対策担当】 

項  目 担  当 

1 予防計画 消防局 

2 応急対策計画 消防局、消防団、本部事務局、情報・運用支援班、経済振興部、市民部、

環境部、保健医療部、広報部、警察署 

 

１ 予防計画 

市は、関係機関とともに、航空機災害について情報の収集・連絡が円滑に行える体制を整備する。 

 

２ 応急対策計画 

(1) 情報収集・伝達体制 

事故発見者からの通報があった場合は、その旨を県及び関係機関に連絡する。 

(2) 消防活動 

消防局は、化学消防車両、化学消火薬剤等による消火活動を行う。 

また、必要に応じて相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

(3) 救出・救護活動 

消防局は、乗客、付近住民の救出のため担架等の必要な資器材を投入し、迅速な活動にあたる。 

負傷者の救護は、災害現場に救護所を設置し、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、市立総

合医療センター、（一社）松戸市医師会、（公社）松戸歯科医師会、（一社）松戸市薬剤師会、日

赤千葉県支部等が派遣する医療救護班の協力を得て、トリアージ、応急処置を行った後、医療機

関に搬送する。 

また、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じて国、県、他市町村に応援を要請する。民間

からは、救助用資器材等を確保し効率的な救助・救急活動を行う。 

(4) 遺体の収容 

保健医療部は、遺体の安置所、検案場所を設置し、遺体の収容を行う。 

(5) 交通規制 

警察署は、災害現場に通ずる道路等で交通規制を行う。また、その旨を交通関係者並びに地域

住民に広報する。市は、広報活動に協力する。 

(6) 避難 

市長は、航空機災害により影響を受ける区域の住民に対しては、避難勧告又は避難指示を発令

し、市民部、環境部は、安全な地域に避難場所を開設し、収容する。 

(7) 防疫・清掃 

遭難機が国際線であることが判明した場合、県を通じて成田空港検疫所等と密接に連携して、
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応急対策を行う。 

保健医療部は、防疫活動に協力するほか、災害現場の清掃等を行う。 

(8) 救援 

経済振興部は、被災者の状況に応じて必要な場合は、食料、飲料水、生活必需品等を供給す

る。 

(9) 広報活動 

広報部は、事故発生状況や地域への影響等について、必要に応じて広報車等を活用して広報

する。 

(10) その他支援 

市は、県、事故の原因者、その他関係機関の要請により、被災者家族の待機所や宿泊施設の

提供等、必要に応じて支援する。 
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第４節 鉄道災害対策計画 
【基本方針】 

市域の鉄道施設において、列車の衝突、脱線等により死傷者を伴う大規模な事故、又は火災、

危険物の流出を伴う大規模な事故が発生した場合に、迅速に負傷者を救助し被害の軽減を図るた

め、市のとるべき予防対策及び応急対策について定める。 

 

【対策担当】 

項  目 担  当 

1 予防計画 東日本旅客鉄道(株)、新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、流鉄(株)、北総

鉄道(株)、京成電鉄(株) 

2 応急対策計画 消防局、本部事務局、情報・運用支援班、経済振興部、市民部、環境部、

広報部、警察署、東日本旅客鉄道(株)、新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、

流鉄(株)、北総鉄道(株)、京成電鉄(株) 

 

１ 予防計画 

東日本旅客鉄道(株)、新京成電鉄(株)、東武鉄道(株)、流鉄(株)、北総鉄道(株)、京成電鉄(株)

は、車両や輸送に関する安全を確保する。 

また、市、関係機関は、鉄道災害について情報の収集・連絡が円滑に行える体制を整備する。 

 

２ 応急対策計画 

(1) 情報収集・伝達体制 

発見者からの通報があった場合、被災状況を把握し、県及び関係機関に連絡する。 

(2) 消防活動 

消防局は、速やかに事故の状況を把握するとともに消火活動を行う。 

また、必要に応じて相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

(3) 救出・救護活動 

消防局は、乗客、住民等の救出のため、担架等必要な資器材を投入し、迅速な活動にあたる。 

負傷者の救護は、災害現場に救護所を設置し、県医師会、県歯科医師会、市立総合医療センタ

ー、（一社）松戸市医師会、（公社）松戸歯科医師会、日赤千葉県支部等が派遣する医療救護班

の協力を得て、トリアージ、応急処置を行った後、医療機関に搬送する。 

また、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じて国、県、他市町村に応援を要請する。民間

からは、救助用資器材等を確保し効率的な救助・救急活動を行う。 

(4) 交通規制 

警察署は、現場の警察官、関係機関等からの情報により、交通状況を的確に把握し、道路管理

者と協力して、迂回路の確保を図る等的確な交通規制を図る。 

(5) 避難 

市長は、列車事故により影響を受ける区域の住民に対しては、避難勧告又は避難指示を発令し、

市民部、環境部は、安全な地域に避難場所を開設する。 

また、乗客等を一時避難させる必要がある場合は、災害現場に近い場所に避難場所を開設する。 
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避難誘導に際し、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他避難に

関する情報の提供に努める。 

(6) 救援 

経済振興部は、被災者の状況に応じて必要な場合は、食料、飲料水、生活必需品等を供給す

る。 

(7) 広報活動 

広報部は、事故発生状況や地域への影響等について、必要に応じて広報車等を活用して広報す

る。 

(8) 代替輸送 

事故災害が発生した鉄軌道事業者は、他の路線への振替輸送、バス代行輸送等、代替交通手段

の確保に努め、被災していない関係鉄軌道事業者においては、可能な限り、代替輸送について協

力するよう努める。 

(9) その他支援 

市は、県、事故の原因者、その他関係機関の要請により、被災者家族の待機所や宿泊施設の

提供等、必要に応じて支援する。 
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第５節 道路災害対策計画 
【基本方針】 

橋梁の落下、擁壁の崩落、危険物等を積載する車両等の事故に対し、災害の発生を防止し、ま

た、災害発生時の被害の拡大を防止するため、予防対策及び事故発生時の応急対策について定め

る。 

 

【対策担当】 

項  目 担  当 

1 予防計画 建設部、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務所、首都国道事務所 

2 応急対策計画 消防局、建設部、本部事務局、情報・運用支援班、経済振興部、市民部、

環境部、広報部、警察署、消防団、県東葛飾土木事務所、千葉国道事務

所、首都国道事務所 

 

１ 予防計画 

(1) 道路構造物の被災防止 

建設部及び各道路管理者は、災害の発生するおそれのある箇所を把握し、改修工事等を順次行

うとともに、異常気象時においては緊急パトロール等を実施し監視体制を強化する。 

また、被災した施設の早期復旧を図るため応急復旧用資器材の保有に努める。 

(2) 危険物積載車の災害予防 

輸送事業者は、法令の定めるところにより防護具を携帯するとともに、危険物の名称及び事故

の際講ずべき措置を記載した書面を携帯するものとする。また、荷重積載の防止や運転手の健康

管理等を指導する。 

 

２ 応急対策計画 

(1) 情報収集・伝達体制 

危険物積載車両の事故が発生した場合、輸送事業者は、防除活動が適切に行われるよう、消防

隊に流出危険物等の名称及び事故の際講ずべき措置を伝達する。 

消防局は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況を把握し、関係機関に連絡する。 

情報・運用支援班は、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規

模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県に報告する。 

(2) 消防活動 

消防局は、速やかに事故の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う。また、道路管理

者と協力して、危険物の拡散防止及び防除等を行う。 

また、必要に応じて相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

(3) 救助・救急 

消防局は、事故現場における救助活動を実施するほか、負傷者等を医療機関に搬送する。 

また、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じて国、県、他市町村に応援を要請する。民間

からは、救助用資器材等を確保し効率的な救助・救急活動を行う。 
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(4) 交通規制 

警察署は、現場の警察官、関係機関等からの情報により、交通状況を的確に把握し、道路管理

者と協力して、障害物の除去や迂回路の確保を図る等、的確な交通規制を行う。 

(5) 避難 

市長は、有毒物質の拡散等が予想される地区に対して、避難勧告又は避難指示を発令し、市民

部、環境部は、安全な地域に避難場所を開設する。 

松戸市消防団、自主防災組織等は、避難誘導に際し、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の

所在並びに災害の概要その他避難に関する情報の提供に努める。 

また、警察署は、避難勧告及び避難誘導について協力するものとする。 

(6) 救援 

  経済振興部は、被災者の状況に応じて必要な場合は、食料、飲料水、生活必需品等を供給す

る。 

(7) 広報活動 

広報部は、事故発生状況や周辺への影響等について、必要に応じて広報車等を活用して広報す

る。 

(8) その他支援 

市は、県、事故の原因者、その他関係機関の要請により、被災者家族の待機所や宿泊施設の提

供等、必要に応じて支援する。 
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第６節 放射性物質事故対策計画 
【基本方針】 

市域及び千葉県には原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156 号）に規定される原子

力事業所は存在しないが、市内に放射性同位元素使用事業所が立地するほか、県内には核燃料物

質・核原料物質を取扱う事業所がある。 

また、千葉県に隣接する地域には、臨界事故等の発生を想定し対策を検討すべき施設が存在す

るほか、東京湾での原子力艦の通行、核燃料物質等運搬時の県内通過が想定される。これらの核

燃料物質・放射性同位元素等（以下「放射性物質」という）の取扱や原子力艦寄港の状況を把握

することは、国の所掌事項であり、本市は放射性物質の規制に関して法的権限を有していない。 

しかし、放射性物質事故による影響の甚大性や、東日本大震災時の福島第一原子力発電所の事

故による放射性物質の環境汚染に鑑み、放射性物質を取扱う事業所等及び防災関係機関の予防対

策、他地域の原子力事業所事故を含む事故発生時の対策について定める。 

 

【対策担当】 

項  目 担  当 

1 放射性物質事故の想定 － 

2 予防計画 消防局、総務部、市民部、環境部、健康福祉部、消防団、警察署、 

松戸保健所、放射性同位元素使用事業所 

3 応急対策計画 消防局、本部事務局、情報・運用支援班、広報部、経済振興部、市民

部、環境部、保健医療部、消防団、警察署、松戸保健所 

4 災害復旧計画 本部事務局、環境部、保健医療部 

 

１ 放射性物質事故の想定 

(1) 核燃料物質使用事業所における事故の想定 

市内には、核燃料物質使用事業所はないため、これらの施設から人為的ミスや地震等の自然災

害等による漏えい等の事故は想定できるが、市域への影響は比較的少ないものと想定する。 

(2) 核燃料物質の輸送中における事故の想定 

核燃料物質の運搬については、そのルートや時期等が非公開であるが、千葉県は原子力施設が

多数所在する茨城県に隣接していることなどから、核燃料物質が県内を通過する可能性があ

る。本計画においては、原子力発電所用低濃縮ウラン等の陸上輸送中の車両接触事故等により格

納容器が破損し、六フッ化ウランが露出する事態を想定する。 

(3) 他県事故に伴う本市への影響想定 

東日本大震災時の福島第一原子力発電所事故に起因する放射性物質等により、本市は、水道

水の制限、土壌等の汚染、風評被害、汚染された廃棄物の処理等の問題が生じた。そのため、

茨城県等に立地している原子力事業所については、地震、津波、火災、人為的ミス等の自然災

害等による事故などを想定する。 
(4) 原子力艦事故の影響想定 

原子力艦については、茨城県等に立地している原子力事業所の事故と同様に、地震、津波、

火災、人為的ミス等の自然災害等による事故などを想定する。 
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(5) 放射性同位元素使用事業所に係る事故の影響想定 
  市内にある放射性同位元素使用事業所が、何らかの要因により放射性同位元素の漏えい等を

おこし、放射線障害が発生する事故を想定する。 
 

２ 予防計画 

(1) 放射性同位元素使用事業所に係る事故予防対策 

放射性同位元素使用事業所の管理者は、何らかの要因により、放射性同位元素の漏えい等によ

り放射線障害の発生やそのおそれが生じた場合、円滑かつ迅速な対応を行うため、あらかじめ国、

県、市、警察及び消防などの関係機関に対する通報連絡体制の整備に努めるものとする。 

(2) 放射性同位元素取扱事業所の把握 

市は、放射性物質に係る防災対策を迅速かつ的確に行うため、放射性同位元素取扱事業所の所

在地及び取扱物質の種類等の把握に努めるものとする。 

(3) 情報の収集・連絡体制整備 

総務部は、国、警察、消防機関、放射性物質を取扱う事業者等の関係機関との間における情報

の収集・連絡体制を整備するものとする。その際、夜間、休日の場合等においても対応できる体

制とする。 

また、防災行政無線システム等の通信システムの整備・拡充及び相互接続による連携の確保を

図るものとする。 

(4) 応急活動体制の整備 

総務部は、職員の非常参集体制、防災関係機関との連携体制、広域応援体制を整備するものと

する。 

(5) 環境放射線モニタリング体制の整備 

放射能対策担当室は、緊急時における放射性物質又は放射線による被害が発生又は発生するお

それがある場合に備え、放射線測定器及び検出器等を整備するものとする。 

(6) 退避誘導体制の整備 

総務部は、県内外の放射性物質事故発生時に、適切な退避誘導が図れるよう、平常時から地域

住民及び自主防災組織の協力を得て退避誘導体制の整備に努めることとする。 

また、避難行動要支援者及び一時滞在者を適切に退避誘導し安否確認を行うため、平常時より、

避難行動要支援者に関する情報の把握・共有、退避誘導体制の整備に努めるものとする。 

なお、放射線の影響を受けやすい乳幼児等については十分配慮するものとする。 

(7) 防災教育・防災訓練の実施 

総務部は、必要に応じて防災関係職員に対し、放射性物質事故に関する教育を実施する。住

民に対しても放射性物質事故に関する知識の普及を図ることとする。 

また、専門家等を活用し、放射性物質事故を想定した訓練を実施するものとする。 

(8) 放射性同位元素使用事業所の措置 

放射性同位元素使用事業所の管理者は、放射性同位元素の漏洩等により放射線障害の発生やそ

のおそれが生じた場合、円滑かつ迅速な対応を行うため、あらかじめ消防機関、警察、市、県及

び国に対する通報連絡体制の整備に努める。 

(9) 防護資機材等の整備 

消防局、総務部、市民部、健康福祉部、消防団、警察署、松戸保健所は、核燃料物質事故の応

急対策に従事する者が必要とする防護服や防塵マスクなどの防護資機材、放射線測定器等の整備
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に努めるものとする。 

また、核燃料物質による汚染の拡大防止と除染のための資機材及び体制の整備に努めるものと

する。 

 

３ 応急対策計画 

(1) 情報の収集・伝達体制 

ア 通報 

放射性物質を取り扱う事業所は、施設において、何らかの要因により、周辺環境に影響を及

ぼす放射性物質の漏えい等の事故が発生した場合、又は、周辺環境に影響を及ぼす恐れのある

場合には速やかに以下の事項について、国、県、市、警察及び消防などの関係機関に通報する

ものとする。 

通報の項目は、概ね次のとおりである。 

(ｱ) 事故発生の時刻 

(ｲ) 事故発生の場所及び施設 

(ｳ) 事故の状況 

(ｴ) 放射性物質の放出に関する情報 

(ｵ) 予想される被害の範囲及び程度等 

(ｶ) その他必要と認める事項 

イ 被害状況の報告 

放射性物質事故が発生したとの通報を受けた場合、消防局は、国、県、市、警察などの関係

機関に通報する。 

また、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県に報告する。 

(2) 緊急時のモニタリング活動の実施 

県が、必要に応じ緊急時モニタリング本部を設置し、国や国立研究開発法人量子科学技術研究

開発機構等の専門家の指示、指導又は助言を得て、緊急時のモニタリング活動を行うなど放射性

物質による環境への影響について把握するので、市はそれに必要な協力を行うものとする。 

モニタリング項目は次のとおりである。 

① 大気汚染調査              ② 食物の流通状況調査 

③ 水質調査                  ④ 市場流通食品等検査 

⑤ 土壌調査         ⑦ 肥料・土壌改良資材・培土及び飼料調査 

⑦ 農林水産物への影響調査    ⑧ 廃棄物調査 

(3) 消火活動 

放射性物質を取り扱う事業所において火災が発生した場合においては、事業者は従事者の安全

を確保するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。 

消防局は、事業者からの情報や専門家等の意見をもとに、消火活動方法を決定するとともに安

全性の確保に努め迅速に消火活動を行うものとする。 
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(4) 避難等の防護対策 

ア 「屋内退避」又は「避難」の措置 

市長は、国又は県からの指示等に基づき、放射性物質の放出に伴う放射線被ばくから地域住

民を防護するため、市民及び滞在者に対して避難又は屋内退避を勧告し、急を要する場合には

避難を指示する。 

市民部、環境部は安全な地域に避難場所（退避施設）を開設する。 

避難誘導に際し、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他避難

に関する情報の提供に努める。 

 イ 「屋内退避」又は「避難」の措置の解除 

   市は、国又は県からの指示等に基づき、応急の対策を実施する必要がなくなったと認めると

き、屋内退避又は避難の措置を解除するものとする。 

(5) 放射性物質等による汚染の除去 

事業者は、国、県、市及び防災関係機関と連携し、周辺環境における除染、除去を行うものと

する。 

(6) 防災業務関係者の安全確保 

市は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には、事故災害対策

本部及び現場指揮者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異常心

理下での活動において冷静な判断と行動が取れるよう配意するものとする。 

市は、必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し、防護服、防護マスク、線量計等の防

護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示するものとする。 

市は、県やその他防災関係機関に対して、必要に応じ、防護服、防護マスク、線量計及び安

定ヨウ素剤等の防護資機材の調達の協力を要請するものとする。 

(7) 救援 

経済振興部は、被災者の状況に応じて必要な場合は、食料、飲料水、生活必需品等を供

給する。 

(8) 広報活動 

広報部は、周辺住民等の民心安定のため、流出危険物等に係る安心情報又は被害拡大を防止す

るための避難の勧告等を踏まえた警戒情報について、広報する。 

環境部は、住民等からの問い合わせに対応する。 

(9) 健康被害の調査 

保健医療部は、住民等の健康被害について、松戸保健所等と協力して調査を行う。 

(10) 放射性核種濃度の測定と公表 

放射能対策担当室は、各部署が測定する水道水、下水道処理汚泥、廃棄物焼却灰、降下物、

食品、農産物等の放射性核種濃度の測定を監理し、広報広聴課と連携をとりホームページ等で

公表する。 

(11) 飲料水及び飲食物の摂取制限等 

市は、住民の内部被ばくに対処するため、市営水道が放射性物質により汚染され又は汚染さ

れる恐れのある場合は、給水の停止並びに水道水の摂取の制限を促すほか、国・県による指示、

指導又は助言を受けた場合には、放射性物質により汚染され又は汚染のおそれのある飲料水及

び飲食物の摂取の制限、農産物の出荷制限、食品の廃棄・回収等の必要な措置を行うことがで

きる。 
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(12) 広域避難者の受入れ 

同時被災など受入れを行うことが困難な場合を除き、県との調整に基づき、必要な場合は県

の支援を受けつつ、被災市町村の被災者を受入れるものとする。 

また、公共施設等の受入体制を補完するため、広域避難者に対し、公営住宅や民間賃貸住宅

の借上げ等による滞在施設の提供に努める。さらに、「全国避難者情報システム」を活用し、避

難者への支援を円滑かつ効果的に行う。 

 

４ 災害復旧計画 

(1) 汚染された土壌等の除去等の措置 

環境部は、国及び県の指示、法令等に基づき、所管する施設の土壌等の除染等の措置を行う。 

放射性物質取扱事業所の事業者等は、国、県、関係市町村及び防災関係機関と連携し、周辺環

境における除染、除去を行う。 

(2) 各種制限措置等の解除 

市長は、国及び県の指示、指導又は助言に基づき、飲料水及び飲食物の摂取の制限、農林水

産物の出荷の制限等の各種制限措置等を解除する。 

(3) 住民の健康管理 

保健医療部及び県は、被災者の状況を把握するとともに、健康状態に応じた対応や心のケア

を実施する。 

(4) 風評被害対策 

環境部は、国及び県等と連携し、各種モニタリング結果や放射能に関する正しい知識を、広

く正確にわかりやすく広報することにより風評被害の発生を抑制する。 

(5) 廃棄物等の適正な処理 

環境部は、国及び県等と連携し、放射性物質に汚染された汚泥や焼却灰等の廃棄物や土壌等

が適正に処理されるよう、必要な措置を講ずる。 
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松戸市防災会議条例 

昭和３８年４月１ 日 

松 戸 市 条 例 第 ８ 号 

 

改正 昭和40年４月１日  条例第７号   平成11年12月22日  条例第35号 

   昭和54年３月26日  条例第12号   平成24年10月４日  条例第22号 

   昭和56年３月28日  条例第30号   平成26年３月27日  条例第10号 

   昭和60年３月30日  条例第16号 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第16条第６項の規定に基づき、松戸市防

災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 松戸市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員及び委員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 ４人以内 

(2) 陸上自衛隊松戸駐とん地の自衛官のうちから市長が任命する者 １人 

(3) 千葉県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 ４人以内 

(4) 千葉県警察の警察官のうちから市長が任命する者 ２人 

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 25人以内 

(6) 教育長 

(7) 消防長及び消防団長 

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 10人以内 

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者     ５人以内 

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認めて任命する者 ５人以内 

６ 前項第８号から第10号までの委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、陸上自衛隊の自衛官、千葉県の職員、市の職員、関係指定公共

機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命す

る。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（部 会） 

第５条 防災会議は、その定めるところにより、部会をおくことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものがその職務
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を代理する。 

（議事等） 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防

災会議に諮って定める。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 

   附  則（昭和40年４月１日松戸市条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

   附  則（昭和54年３月26日松戸市条例第12号） 

この条例は、昭和54年４月１日から施行する。 

   附  則（昭和56年３月28日松戸市条例第30号） 

この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 

   附  則（昭和60年３月30日松戸市条例第16号） 

この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 

   附  則（平成11年12月22日松戸市条例第35号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附  則（平成24年10月４日松戸市条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附  則（平成26年３月27日松戸市条例第10号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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松戸市防災会議委員一覧表 

        （令和２年８月25日現在） 

種  別 委 員 名 備   考 

会  長 松戸市長  

１  号 

国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所長  

国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所長  

関東農政局千葉県拠点地方参事官  

２  号 陸上自衛隊需品学校長  

３  号 

千葉県東葛飾地域振興事務所長  

千葉県東葛飾土木事務所長  

千葉県企業局市川水道事務所松戸支所長  

千葉県松戸健康福祉センター センター長  

４  号 
千葉県松戸警察署長  

千葉県松戸東警察署長  

５  号 

副市長  

水道事業管理者  

病院事業管理者  

総務部長  

財務部長  

市民部長  

経済振興部長  

健康福祉部長  

街づくり部長  

市議会事務局長  

男女共同参画課長  

６  号 教育長  

７  号 
消防局長  

消防団長  

８  号 

東日本電信電話株式会社 千葉事業部 千葉西支店長  

東日本旅客鉄道株式会社松戸駅長  

東京電力パワーグリッド株式会社東葛支社 支社長  

京葉ガス株式会供給企画部災害対策室長  

新京成電鉄株式会社鉄道営業部松戸駅駅長  

東武鉄道株式会社 新鎌ヶ谷駅長  

流鉄株式会社鉄道部運輸区長  

北総鉄道株式会社東松戸駅駅務区長  

９  号 

千葉県看護協会松戸地区部会長  

聖徳大学短期大学部総合文化学科准教授  

松戸市女性防火クラブ会長  

松戸自衛隊協力会女性部会長  

千葉県助産師会第１地区 

（柏・野田・流山・我孫子・松戸）地区部会長 
 

１ ０ 号 

松戸市医師会会長  

松戸歯科医師会会長  

松戸市薬剤師会会長  

松戸市赤十字奉仕団委員長  

社会福祉法人松戸市社会福祉協議会会長  
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松戸市防災会議運営規程 

昭和３ ９年１２月１７日 

松 戸 市 訓 令 甲 第 ７ 号 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、松戸市防災会議条例（昭和38年松戸市条例第８号）第５条の規定に基づき、松戸市防

災会議（以下「防災会議」という。）の議事および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（招 集） 

第２条 防災会議委員の会議（以下「委員の会議」という。）は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員は、委員の会議の必要があると認めたときは、会長に委員の会議の招集を求めることができる。 

（議 決） 

第３条 委員の会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数であるときは議長の決するところによる。 

（委任による処理） 

第４条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において処理すること

ができる。 

２ 前項の規定により処理したときは、会長は次の委員の会議にこれを報告しなければならない。 

（部会の組織） 

第５条 防災会議に部会を置く。 

２ 部会に部会長および副部会長を置き、委員がこれを互選する。 

（部会の会議） 

第６条 部会長は、部会を招集するときはあらかじめ会長にこれを通知しなければならない。 

（幹事および書記） 

第７条 防災会議に幹事および書記を若干人置き会長が任免する。 

２ 幹事は、会長の命をうけて庶務を統理し、書記は会長および幹事の指揮を受けて庶務に従事する。 

（補 則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。 

   附  則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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松戸市防災会議運営要領 

昭和５６年  ３月  ３日 

防 災 会 議 議 決 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、松戸市防災会議条例（昭和 38 年松戸市条例第８号。以下「条例」という。）第５条の

規定に基づき、松戸市防災会議（以下「会議」という。）の議事および運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（会長代理委員の指名） 

第２条 条例第３条第４項の規程による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。 

（会 議） 

第３条 会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 委員は、会議の必要があると認めたときは、会長に会議の招集を求めることができる。 

３ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開催することができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（会議録） 

第４条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 出席者の職名及び氏名 

(3) 会議の経過 

(4) 議決事項 

(5) その他参考事項 

（専決処分） 

第５条 会長は、会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げる事項を専決処分することができる。 

(1) 災害に関する情報を収集すること。 

(2) 災害が発生した場合における災害応急対策に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。 

(3) 関係行政機関等に対する協力の要請に関すること。 

(4) 災害対策本部の設置に関すること。 

(5) その他軽易な事項 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議にこれを報告しなければならない。 

（意見の聴取） 

第６条 会長は、必要があるときは委員の属する機関の職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。 

（庶 務） 

第７条 会議の庶務は、防災担当課において処理する。 

（補 則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は会長が定める。 

   附  則 

 この要領は、昭和56年４月１日から施行する。 
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松戸市防災会議医療部会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 松戸市防災会議条例（昭和 38 年松戸市条例第８号。以下「条例」という。）第５条第１項の規定に

基づき、松戸市防災会議医療部会（以下「医療部会という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 医療部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 本市の災害医療体制の整備に関すること。 

 (2) 医療救護活動マニュアルの策定に関すること。 

 (3) 災害時の医療救護活動に係る関係機関との調整に関すること。（部会長及び副部会長） 

第３条 条例第５条第３項の規定により松戸市防災会議の会長が指名する部会長は、医師会長とする。 

２ 医療部会に副部会長１名を置き、健康福祉部長をもって充てる。 

３ 条例第５条第５項の規定により部会長があらかじめ指名する者は、副部会長とする。 

（会 議） 

第４条 医師部会は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。 

（松戸市災害医療コーディネーター） 

第５条 医療部会に松戸市災害医療コーディネーターを置き、防災会議の委員又は条例第４条第２項の規定

により委嘱若しくは任命を受けた専門委員のうちから、部会長が指名する。 

２ 松戸市災害医療コーディネーターは、災害時に松戸市災害医療対策本部と連携し、医療救護活動に係る

関係機関との調整を行う。 

（庶 務） 

第６条 医療部会の庶務は、保健医療を担当する課及び防災を担当する課において処理する。 

（補 則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

   

附  則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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松戸市災害対策本部条例 

昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 

松 戸 市 条 例 第 ９ 号 

改正 平成８年３月29日 条例第10号 

平成24年10月４日条例第22号 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第23条の２第８項の規定に基づき、松戸

市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組 織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総活し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（ 部 ） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員をもって充てる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副

本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（雑 則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成８年３月29日松戸市条例第10号抄） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公付の日から施行する。 

附 則（平成24年10月４日松戸市条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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松戸市災害対策本部規程 

昭 和 ４ ７ 年 ７ 月 ２ ０ 日 

松戸市訓令甲第 11 号全部改正 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、松戸市災害対策本部条例（昭和 38 年松戸市条例第９号。以下「条例」という。）第５

条の規定に基づき、松戸市災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（組 織） 

第２条 本部の組織及び各部の所掌事務は、松戸市地域防災計画（以下「防災計画」という。）の定めるとこ

ろによる。 

（本部室） 

第３条 本部に次の各号に掲げる者をもつて構成する本部室を置く。 

(1) 災害対策本部長（以下「本部長」という。） 

(2) 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。） 

(3) 災害対策本部付（以下「本部付」という。） 

(4) 災害対策本部の各部の長（以下「各部の長」という。） 

(5) 本部長の指名する者 

２ 本部室は、災害応急対策に関する基本方針その他重要事項を審議策定する。 

（副本部長及び本部付） 

第４条 副本部長は、副市長をこれに充て、本部付は、教育長、代表監査委員、水道事業管理者、病院事業

管理者及び市議会事務局長をこれに充てる。 

２ 副本部長に事故あるときは、本部付及び各部の長のうちから本部長の指名するものをもつてこれに充て

る。 

（部の組織等） 

第５条 部に部長を置く。 

２ 部長は、部に副部長を置くことができる。 

３ 部長は、部の所掌事務を効率的に処理するため、部に班を置き、その班に班長を置く。 

４ 部長は、副部長及び班長を指揮監督する。 

５ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 班長は、部長の命を受け、所掌事務を掌理し、班に所属する職員を指揮監督する。 

７ 部に本部、各部及び各班との連絡に当たる連絡員を置き、部に所属する職員のうちから部長があらかじ

め指名した職員をこれに充てる。 

（本部の設置基準） 

第６条 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 23条第１項の規定により本部を設置する場合の基準

は、防災計画に定めるところによる。 

（職員の配備） 

第７条 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合の本部の職員の配備は、防災計画に定めると

ころによる。 

（情報の発表） 

第８条 災害情報の発表は、本部室の決定を経て行なうものとする。ただし事態が緊急を要する場合は、本

部長において発表することができる。 

（本部の閉鎖） 

第９条 本部の閉鎖は、災害の応急措置が完了したときに本部長の命により行なう。 

２ 本部閉鎖後の連絡は、防災担当課において行なう。 

（事務の引継ぎ） 

第10条 本部各部班長は、本部閉鎖後、速やかに所掌事務を整理し、本部設置前の行政組織の担当部課に引

継ぎを行う。 

（補 則） 

第11条 この規程に定めるもののほか本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 
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   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和48年10月25日松戸市訓令甲第27号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和49年４月１日松戸市訓令甲第10号） 

 この規程は、昭和49年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和51年４月１日松戸市訓令甲第７号） 

 この訓令甲は、昭和51年４月１日から施行する。ただし、小金原支部に関する規定については、昭和51年

４月５日から施行する。 

   附 則（昭和53年２月17日松戸市訓令甲第４号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和55年７月21日松戸市訓令甲第15号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和57年２月19日松戸市訓令甲第２号） 

 この訓令甲は、昭和57年２月22日から施行する。 

   附 則（昭和58年12月23日松戸市訓令甲第24号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和60年９月30日松戸市訓令甲第15号） 

 この訓令甲は、昭和60年10月１日から施行する。 

   附 則（昭和62年11月２日松戸市訓令甲第11号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成元年４月１日松戸市訓令甲第11号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２年３月31日松戸市訓令甲第７号） 

 この訓令甲は、平成２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３年４月１日松戸市訓令甲第７号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成４年４月１日松戸市訓令甲第４号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成５年４月１日松戸市訓令甲第５号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成５年10月１日松戸市訓令甲第10号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成６年４月１日松戸市訓令甲第７号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成７年４月１日松戸市訓令甲第11号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成７年10月12日松戸市訓令甲第17号） 

 この訓令甲は、平成７年10月13日から施行する。 

   附 則（平成８年４月１日松戸市訓令甲第６号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成９年４月１日松戸市訓令甲第５号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成10年４月１日松戸市訓令甲第12号） 

 この訓令甲は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成12年３月16日松戸市訓令甲第３号） 

 この訓令甲は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則（平成19年３月30日松戸市訓令甲第３号抄） 
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（施行期日） 

 この訓令甲は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年11月７日松戸市訓令甲第８号） 

 この訓令甲は、平成23年11月15日から施行する。 

   附 則（平成25年３月29日松戸市訓令甲第３号） 

この訓令甲は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則（平成25年4月26日松戸市訓令甲第7号） 

この訓令甲は、公布の日から施行する。
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本部標識等 

 

 【本部標識板】 

30cm

150cm

45cm

規格　縦 180㎝ 横 45㎝

材料　骨組 木製　表面 メラミン製

製式　地色は白、文字は黒とする。

松

戸

市

災

害

対

策

本

部

 

 

 

【自動車標識】

松戸市

災害対策本部25cm

40cm
 

 

規 格 縦25㎝ 横40㎝ 

材 料 布 

製 式 地色は黄・文字は黒とする。 
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 【腕 章】  

 
規 格  縦10㎝ 横38㎝ 

材 料  ビニールレザー 

製 式  地色は白、市章は黒、文字は緑（ビニール印刷）とする。 
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松戸市自主防災組織補助金交付要綱 

昭和55年３月31日  

松戸市告示第40号   

 

改正 昭和62年10月１日告示第218号 

平成８年５月１日告示第118号 

平成24年３月29日告示第134号 

平成27年８月26日告示第321号 

平成29年３月17日告示第97号 

令和元年７月30日告示第105号 

 

 

（趣旨）  

第１条 市長は、自主防災組織の育成を図るため、防災資器材等を購入し、又は修繕を行う自主防災組織に

対し、松戸市補助金等交付規則（昭和 55 年松戸市規則第 17 号。以下「規則」という。）及びこの要綱

に基づき、予算の範囲内において松戸市自主防災組織補助金（以下「補助金」という。）を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 自主防災組織 町会又は自治会活動の一環として自主的に防災活動を行う組織のうち、おおむね 50

世帯以上で構成された団体であつて、市長の認めたものをいう。 

(2) 活動計画書 自主防災組織が、災害に際して迅速かつ適切な防災活動を行えるよう当該自主防災組織

が、あらかじめその活動に必要な事項を定めたものをいう。 

(3) 編成表 自主防災組織がその組織内でそれぞれの役割を決め、表にまとめたものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する自主防災組織とする。 

(1) 新たに設立された自主防災組織 

(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある自主防災組織で、最後に当該補助金の交付

を受けてから５年以上を経過した自主防災組織 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に掲げる防災資器材等を購入し、

又は修繕を行う経費とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の10分の８に相当する額（１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てる。）とする。ただし、世帯数に100円を乗じて得た額に、第３条第１号の自主防災

組織にあつては200,000円を、同条第２号の自主防災組織にあつては100,000円をそれぞれ加えた額を限

度とする。 

（交付の申請） 

第６条 規則第３条の規定により補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、松戸市自主防災組織補助

金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 防災資器材等を購入する場合は、防災資器材等の購入見積書その他購入しようとする防災資器材等 

の品目及び価格を証する書類 

(2)  防災資器材等の修繕を行う場合は、修繕費用の見積書その他修繕しようとする防災資器材等の品目

及び価格を証する書類 

(3)  活動計画書及び編成表 

(4) 自主防災組織を構成する世帯数を確認できる書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 
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(1) 防災資器材等の購入又は修繕の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。 

(2) 防災資器材等の購入又は修繕を中止し、又は延期する場合においては、市長の承認を受けること。 

（決定の通知） 

第８条 規則第６条の規定による通知は、松戸市自主防災組織補助金交付決定（却下）通知書（第２号様式）

によるものとする。 

（実績報告） 

第９条 規則第11条の規定により、実績報告をしようとするときは、補助事業完了の日から１か月以内に松

戸市自主防災組織補助事業実績報告書（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 防災資器材等を購入した場合は、防災資器材等の購入に係る請求書の写しその他防災資器材等の品目

及び価格を証する書類 

(2) 防災資器材等の修繕を行つた場合は、修繕に係る請求書の写しその他修繕した防災資器材等の品目及

び価格を証する書類 

(3) 防災資器材等の購入又は修繕に係る領収書の写しその他支払いを証する書類 

(4) 防災資器材等を購入した場合は、防災資器材等の保管又は配置場所を明らかにした書類等 

（額の確定） 

第10条 規則第12条の規定による通知は、松戸市自主防災組織補助金額確定通知書（第４号様式）による

ものとする。 

（交付の請求） 

第11条 規則第14条の規定により、補助金交付の請求をしようとするときは、松戸市自主防災組織補助金

交付請求書兼口座振替依頼書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この告示は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則（昭和62年10月１日松戸市告示第218号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成８年５月１日松戸市告示第118号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成24年３月29日松戸市告示第134号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年８月26日松戸市告示第321号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改訂後の松戸市自主防災組織補助金交付要網の規定は公示の日以降の申請に係る補助金

について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお、従前の例による。 

附 則（平成29年３月17日松戸市告示第97号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成29年４月１日(以下「施行日」という。) から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改訂後の松戸市自主防災組織補助金交付要網の規定は、公示の日以降の申請に係る補助

金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお、従前の例による。 

附 則（令和元年７月30日松戸市告示第105号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表 

 

補助対象防災資器材等 
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・トランジスターメガホン ・防火服 ・強力ライト ・誘導旗 ・誘導旗用ポール ・腕章（職名入り）  

・ヘルメット（飛来落下用） ・トラロープ ・担架（折りたたみ式） ・テント  

・救急セット（救急箱、救急肩掛カバン、油紙、脱脂綿、伸縮包帯、包帯、包帯止、三角布、紙バン、リ

バノールガーゼ、オキシドール、器具類、副木）  

・発電機 ・投光器 ・コードリール ・ハンマー ・バール ・スコップ ・のこぎり・バケツ  

・ポリ容器 ・防水シート ・簡易組立てトイレ ・毛布 ・備蓄食料 ・保存飲料水 ・便袋 

・消化器 ・防災倉庫 ・トランシーバー ・リヤカー ・ガソリン携行缶 

・その他市長が特に必要と認めたもの 
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松戸市地域防災リーダー設置要綱 

（設 置） 

第１条  市内に大規模地震等の災害が発生した場合において、消火活動、被災者の救出、救護その他の災害

活動の迅速かつ効果的な実施に資するため、松戸市地域防災リーダー（以下「防災リーダー」という。）を

置く。 

（委 嘱） 

第２条  防災リーダーは、町会又は、自治会等により推薦された者のうちから市長が委嘱する。 

（任 務） 

第３条  防災リーダーの任務は、次のとおりとする。 

(1) 平常時の任務 町会、自治会等に対し、訓練、研修等で習得した知識・技術の普及を図ること。 

(2) 災害発生時の任務 地域住民と協力して、消火、救出、救護、避難誘導、避難所運営等を行うこと。 

（任 期） 

第４条  防災リーダーの任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、防災リーダーに変更があった場合に

おける当該防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。 

（育 成） 

第５条  市長、消防局長、町会及び自治会等は、相互に連携を図り、防災リーダーの育成に努めるものとす

る。 

（研修・訓練） 

第６条 防災リーダーは、市長及び消防局長、町会、自治会等の行う研修会及び災害時図上訓練、初期消火、

救出、救護、避難所運営等の訓練に積極的に参加するものとする。 

（庶 務） 

第７条 防災リーダーに関する庶務は、総務部危機管理課において処理する。 

（補 則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、防災リーダーに関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成11 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成16 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成17 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成22 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25 年４月１日から施行する。 
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防災に関する事務取扱要綱 

（目的） 
第１条 この要綱は、災害対策に従事する職員の防災に対する意識を啓発するとともに、災害発生時におけ

る適正かつ迅速な行動をとるための判断力を養うことにより、松戸市地域防災計画に基づく災害応急対策

の円滑な運営を図ることを目的とする。 
（防災主任の設置） 
第２条 課（松戸市災害対策本部規程（昭和47年松戸市訓令甲第11号）第２条の規定により本部を組織す

る課等をいう。）に防災主任１人を置く。 
２ 前項に規定する課の所属長（以下「所属長」という。）は、当該課の課長補佐相当の職にある者のうちか

ら防災主任を指名する。ただし、所属長は、特に理由があるときは、その他の職員のうちから指名するこ

とができる。 
３ 所属長は、防災主任を指名し、又は変更したときは、速やかに防災主任指名（変更）届出書（第１号様

式）により松戸市地域防災計画を分掌する課の長（以下「防災主務課長」という。）に報告しなければなら

ない。 
（防災主任の職務） 
第３条 防災主任は、所属長の命を受け次の各号に掲げる職務を行う。 
(1) 職場内における防災の研修の実施に関すること。 

(2) 勤務時間外における災害配備連絡表の作成に関すること。 

(3) 松戸市地域防災計画の修正に関すること。 

(4) 災害時に必要な情報の収集、伝達方法等の訓練についての連絡調整に関すること。 

（防災知識の啓発） 
第４条 防災主務課長は、毎年度防災研修計画を立て、松戸市地域防災計画に定める防災知識の啓発を図る

ため防災主任に対し研修を実施するものとする。 
２ 防災主任は、前項に規定する研修の内容について所属長に報告するとともに、所属職員に周知するため

課内研修を行うものとする。 
（課内研修の実施等） 
第５条 所属長は、毎年度課における防災研修計画書（第２号様式）を作成し防災主務課長に提出するもの

とする。 
２ 所属長は、防災主任が前条第２項の規定による課内研修を行ったときは、速やかに防災研修実施結果報

告書（第３号様式）により防災主務課長に報告するものとする。 
（勤務時間外の連絡方法） 
第６条 所属長は、松戸市地域防災計画の勤務時間外における配備体制に応じた連絡方法を定め、災害配備

連絡表（第４号様式）により、原則として人事異動発令後速やかに防災主務課長に報告するものとする。 
（松戸市地域防災計画の修正） 
第７条 所属長は、松戸市地域防災計画について修正の必要が生じたときは、松戸市地域防災計画修正書（第

５号様式）を防災主務課長に提出するものとする。 
附 則 
 この要綱は、平成４年８月１日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、平成２５年３月１日から施行する。 
 
第１号様式 ～ 第５号様式  （省略） 
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松戸市盛土事業規制要綱 

昭 和 6 2 年 ２ 月 2 0 日 

松 戸 市 告 示 第 2 8 号 

（目 的） 

第１条 この要綱は、土地の埋立て又は盛土行為（以下これらを「盛土事業」という。）について必要な規制

をすることにより、降雨による住居等に対する浸水被害の防止及び軽減に資することを目的とする。 

（盛土事業規制区域） 

第２条 市長は、別表に掲げる地域で、盛土事業を規制する必要があると認める区域を盛土事業規制区域（以

下「規制区域」という。）として指定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、規制区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。 

（適 用） 

第３条 この要綱は、規制区域において施行される盛土事業について適用する。ただし、住居等に対する浸

水被害の防止若しくは軽減又は住居等の建築を目的として行う盛土事業については、この限りではない。 

（協 議） 

第４条 盛土事業を施行する者は、その土地の所有者と共同して、あらかじめ盛土事業協議申出書（第１号

様式）を提出し、次に掲げる事項について、市長と協議し、指導を受けるものとする。 

(1) 埋立て、盛土の高さの制限 

(2) 土砂流出防止対策 

(3) 盛土事業施行中の安全対策 

(4) 盛土事業予定区域（以下「予定区域」という。）又は周辺地域の道路、水路等の公共施設の破損防止対策 

(5) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

(1) 位置図 

(2) 予定区域、隣接土地及び搬入路（公道から予定区域までの間をいう。以下同じ。）となる土地を明示し

た公図の写し（土地所有者の住所及び氏名を明記すること。） 

(3) 土砂等の搬入経路図（市内の全経路について縮尺1万分の1以上の図面に明示すること。） 

(4) 予定区域の盛土事業の平面図及び断面図 

(5) 予定区域の土砂流出防止対策に関する図書等（ただし、市長は、盛土事業の位置及び盛土の高さに応

じ、省略させることができる。） 

(6) 前項第３号及び第４号に規定する対応策に関する図書等 

(7) 関係各課その他関係機関との協議報告書 

(8) 誓約書（第２号様式。盛土事業主（盛土事業を施行する者及び当該土地所有者をいう。以下同じ。）が

法人である場合は、法人の登記簿謄本を添付すること。） 

(9) 盛土事業主の印鑑登録証明書 

(10) その他市長が必要と認める図書 

３ 第１項の申出書及び前項第10号の誓約書に押印する印は、印鑑登録されているものとする。 

（盛土事業協議済書の交付等） 

第５条 市長は、前条の申出に基づき協議したときは、盛土事業主に盛土事業協議済書（第３号様式。以下

「協議済書」という。）を交付するものとする。 

２ 盛土事業主は、協議済書に従い、盛土事業を施行するものとする。 

（盛土事業の開始） 

第６条 盛土事業主は、協議済書の受領後、盛土事業を開始する日の７日前までに、盛土事業開始届（第４

号様式。以下「開始届」という。）を市長に提出するとともに、盛土事業施行区域（以下「施行区域」とい

う。）に盛土事業標示板（第５号様式）を設置するものとする。 

２ 開始届には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 協議済書の写し 

(2) 施行区域、隣接土地及び搬入路の土地を明示した公図の写し（土地所有者の住所及び氏名を明記する

こと。） 



防災業務要領等 

資-19 

(3) 土地登記簿謄本（施行区域、隣接土地及び搬入路の土地のもの） 

(4) 施行区域の土地について所有権以外の権利を有する者がいる場合は、その者の承諾書 

(5) 盛土事業の契約書の写し 

(6) 盛土事業を施行するため民地等を通行する場合は、その土地所有者の承諾書（第６号様式） 

(7) 道路又は水路を占用する場合は、その許可書の写し 

(8) 盛土事業主の印鑑登録証明書（開始届に押印する印が盛土事業協議申出書に押印した印と同一である

場合を除く。） 

(9) その他市長が必要と認める図書 

（盛土事業の変更等） 

第７条 盛土事業主は、協議済書の受領後、当該盛土事業の内容を変更しようとするときは、盛土事業変更

届(第７号様式)を提出し、市長の承諾を得るものとする。 

２ 盛土事業主は、協議済書の受領後、当該盛土事業を廃止しようとするときは、盛土事業廃止届（第８号

様式）を市長に提出するものとする。 

（報 告） 

第８条 盛土事業主は、市長が必要と認めるときは、盛土事業の進捗状況等について市長に報告するものと

する。 

（完了報告等） 

第９条 盛土事業主は、盛土事業が完了したときは、完了後7日以内に盛土事業完了報告書（第９号様式）

を市長に提出し、当該盛土事業が協議済書の内容に適合するものであることについて、確認を受けるもの

とする。 

（指 導） 

第10条 市長は、この要綱に規定する手続きを経ないで盛土事業を施行している者又は協議済書の内容に違

反して盛土事業を施行している盛土事業主に対して、この要綱の目的を達成するため必要な指導をするも

のとする。 

（立入調査） 

第11条 市長は、盛土事業を施行する者又は当該土地所有者のいずれかの同意を得て職員を施行区域に立ち

入らせ、調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを提示するものとする。 

（補 則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附  則 

（施行期日） 

１ この告示は、昭和62年４月１日から施行する。 

（適用除外） 

２ この告示は、この告示施行の際現に施行中の盛土事業については適用しない。 
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別表 

大字 字 

根木内 霜田、新宿下、北の台、代城、葉中 

中和倉 稲荷下沖、稲荷下、荒井堤東 

松飛台 中関 

串崎新田 上関 

小金飛地 細沼 

馬橋 相坪、広手 

栄町 一丁目～八丁目、西一丁目～西五丁目 

古ケ崎 稲荷前、三枚田、供養塚、松戸分、甚兵衛沼、庚塚、曽根裏、堤添、一丁目～四丁目 

日暮 前、宮ノ下、川間、はぬきまえ、山ノ下、ぶたい 

河原塚 橋戸、高田、初崎、庚申前 

和名ケ谷 関場、久保田、宮ノ下、和田、東下 

大橋 松木下、土橋下、坂下、前田、寺之下、辺田ノ下、国分境 

紙敷 新橋、初崎、下ノ宮、山ノ下、土橋、妙見下 

秋山 弁天、北井戸、北 

小山 堤際、外畑、西田 

上矢切 
神明脇、神明前、寺後、菰田、鎌田、杉山、川端道、芝原、勢至下、古川、草生、沼淵、屋
敷添 

 

第１号様式～第９号様式  （省略） 
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災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償一覧表 

千葉県災害救助法施行細則による（令和２年２月現在） 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所の設置 災害により現に被害を受

け、又は受けるおそれの

ある者に供与する。 

＜基本額＞ 

避難所設置費 

 １人１日当たり330円以内 

  

 高齢者等の要援護者を収容する

「福祉避難所」を設置した場合、当

該地域における通常の実費を支出

でき、上記を超える額を加算でき

る。 

災害発生の日か

ら７日以内 

１ 費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金職員

等雇上費、消耗器材費、建物

等の使用謝金、借上費又は購

入費、光熱水費並びに仮設便

所等の設置費を含む。 

２ 避難に当たっての輸送費は

別途計上 

３ 避難所での生活が長期に わ

たる場合等においては、避難

所に避難している者の健康上

の配慮等により、ホテル･旅館

など宿泊施設を借上げて実施

することが可能 

応急仮設住宅の

供与 

住家が全壊、全焼又は流

失し、居住する住家がない

者であって、自らの資力で

は住宅を得ることができな

い者 

○建設型応急住宅 

１ 規模 

 応急救助の趣旨を踏まえ、実施

主体が地域の実情、世帯構成等

に応じて設定 

２ 基本額 １戸当たり 

  5,714,000 円以内 

３ 建設型仮設住宅の供与終了に

伴う解体撤去及び土地の原状回

復のために支出できる費用は、

当該地域における実費。 

災害発生の日か

ら20日以内に着

工 

１ 費用は設置にかかる原材料

費、労務費、付帯設備工事

費、輸送費及び建築事務費等

の一切の経費として5,714,000 

円以内であればよい。 

２ 同一敷地内等に概ね 50 戸

以上設置した場合は、集会等

に利用するための施設を設置

できる。（50 戸未満であっても

小規模な施設を設置できる） 

３ 高齢者等の要援護者等を数

人以上収容する「福祉仮設住

宅」を設置できる。 

４ 供与期間は２年以内 

○賃貸型応急住宅 

１ 規模 

  建設型仮設住宅に準じる。 

２ 基本額 

  地域の実情に応じた額 

 

災害発生の日か

ら速やかに借上

げ、提供 

１ 費用は、家賃、共益費、  敷

金、礼金、仲介手数料、  火

災保険等、民間賃貸住宅の貸

主、仲介業者との契約に不可

欠なものとして、地域の実情に

応じた額とすること。 

２ 供与期間は建設型仮設住宅

と同様。 

炊き出しその他

による食品の給

与 

１ 避難所に避難してい

る者 

２ 住家に被害を受け、

若しくは災害により現

に炊事のできない者 

１ １人１日当たり 

1,160円以内 

災害発生の日か

ら７日以内 

  食品給与のための総経費を延

給食日数で除した金額が限度額

以内であればよい。 

 （１食は １/３日） 

飲料水の供給 現に飲料水を得ることが

できない者 

（飲料水及び炊事のため

の水であること。） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら７日以内 

１ 輸送費、人件費は別途計上 

被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

全半壊（焼）、流失、床上

浸水等により、生活上必

要な被服・寝具、その他

生活必需品の喪失等によ

り、直ちに日常生活を営

むことが困難な者 

１ 夏季（４月～９月）、冬季（10月

～３月）の季別は災害発生の日

をもって決定する。 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の日か

ら10日以内 

１ 備蓄物資の価格は年度当  

初の評価額 

２ 現物給付に限ること 

区分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人以上 
１人増す 
ごとに加算 

全壊 
全焼 
流失 

夏    18,800    24,200    35,800    42,800    54,200      7,900 

冬    31,200    40,400    56,200    65,700    82,700     11,400 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

半壊 
半焼 

床上浸水 

夏     6,100     8,300    12,400    15,100    19,000      2,600 

冬    10,000    13,000    18,400    21,900    27,600      3,600 

医療 医療の途を失った者 

（応急的処置） 

１ 救護班 

使用した薬剤、治療材料、医療

器具破損等の実費 

２ 病院又は診療所 

国民健康保険診療報酬の額

以内 

３ 施術者 

協定料金の額以内 

災害発生の日か

ら14日以内 

患者等の移送費は、別途計上 

助産 災害発生の日以前又は

以後７日以内に分べんし

た者であって災害のため

助産の途を失った者（出

産のみならず、死産及び

流産を含み現に助産を

要する状態にある者） 

１ 救護班等による場合は、 使用し

た衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は、慣 行料

金の100分の80以内の額 

分べんした日か

ら７日以内 

妊婦等の移送費は、別途計上 

被災者の救出 １ 現に生命、身体が危

険な状態にある者 

２ 生死不明な状態にあ

る者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら３日以内 

１ 期間内に生死が明らかにな

らない場合は、以後「死体の

捜索」として取り扱う。 

２ 輸送費、人件費は、別途計

上 

被災した住宅

の応急修理 

１ 住家が半壊、半焼若

しくはこれらに準ずる

程度の損傷を受け、自

らの資力により応急修

理をすることができな

い者 

２ 大規模な補修を行わ

なければ居住すること

が困難である程度に

住家が半壊した者 

１ 半壊又は半焼に準ずる程度の

損害により被害を受けた世帯  

１世帯当たり300,000円 

２ １に掲げる世帯以外の世帯 

１世帯あたり595,000円 

災害発生の日か

ら１ヵ月以内 

 

生業に必要な

資金の貸与 

１ 業に必要な資金の貸

与は、住家が全壊、全

焼又は流失し、災害の

ため生業の手段を失

つた世帯に対して行う

ものとする。 

２ 業に必要な資金の貸

与は、生業を営むため

に必要な機械、器具又

は資材を購入するた

めの費用に充てるもの

であつて、生業の見込

みが確実な具体的事

業計画があり、償還能

力のある者に対して行

うものとする。 

１ 生業に必要な資金として貸与でき

る額は、次の額以内とする。 

１件当たり 

生業業 30,000円 

就職支度費 15,000円 

２ 生業に必要な資金の貸与は、次

の条件を付すものとする。 

貸与期間 二年以内 

利子 無利子 

災害発生の日か

ら２年以内 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

学用品の給与 住家の全壊（焼）流失半壊

（焼）又は床上浸水により

学用品を喪失又は損傷等

により使用することができ

ず、就学上支障のある小

学校児童、中学校生徒、

義務教育学校生徒及び高

等学校等生徒。 

１ 教科書及び教科書以外の教材で

教育委員会に届出又はその承認

を受けて使用している教材、又は

正規の授業で使用している教材実

費 

２ 文房具及び通学用品は、１人当

たり次の金額以内 

小学校児童 4,500 円 

中学校生徒 4,800 円 

高等学校等生徒 5,200 円 

災害発生の日から 

（教科書） 

 １ヵ月以内 

（文房具及び 

通学用品） 

15日以内 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々の実情

に応じて支給する。 

埋葬 災害の際死亡した者を対

象にして実際に埋葬を実

施する者に支給 

１体当たり 

大人（12歳以上） 

       215,200円以内 

小人（12歳未満） 

       172,000円以内 

災害発生の日から

10日以内 

災害発生の日以前に死亡した者

であっても対象となる。 

死体の捜索 行方不明の状態にあり、か

つ、四囲の事情によりすで

に死亡していると推定され

る者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から

10日以内 

１ 輸送費、人件費は、別途計上 

２ 災害発生後３日を経過したもの

は一応死亡した者と推定してい

る。 

死体の処理 災害の際死亡した者につ

いて、死体に関する処理

（埋葬を除く。）をする。 

（洗浄、消毒等） 

１体当たり3,500円以内 

一時保存 

 既存建物借上費 

  通常の実費 

 既存建物以外 

１体当たり5,400円以内 

検案 

救護班以外は慣行料金 

災害発生の日から

10日以内 

１ 検案は原則として救護班 

２ 輸送費、人件費は、別途計上 

３ 死体の一時保存にドライアイス

の購入費等が必要な場合は当

該地域における通常の実費を

加算できる。 

障害物の除去 居室、炊事場、玄関等に障

害物が運び込まれている

ため、生活に支障をきたし

ている場合で自力では除

去することのできない者 

１世帯当たり 

   137,900円以内 

災害発生の日から

10日以内 
 

輸送費及び 

賃金職員等雇上

費 

１ 被災者の避難に係る支

援 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理配分 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認め

られる期間以内 
 

実費弁償 災害救助法施行令第４条

第１号から第４号までに規

定する者 

日当 １人１日当たり 

医師､歯科医師 

 24,200円以内 

薬剤師､診療放射線技師､臨床検

査技師､臨床工学技士及び歯科衛

生士 

    14,100円以内 

保健師､助産師､看護師及び 

准看護師   14,800円以内 

救急救命士  13,700円以内 

土木技術者､建築技術者 

    14,200円以内 

大工     24,500円以内 

左官     26,100円以内 

とび職    26,400円以内 

 時間外勤務手当及び旅費は別

途に定める額 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

災害救助法施行令第４条

第５号から第10号までに規

定する者 

業者のその地域における慣行料金

による支出実績に手数料としてそ

の100分の３の額を加算した額以内 

  

救助事務費 １ 時間外勤務手当 

２ 賃金職員等雇上費 

３ 旅費 

４ 需用費（消耗品費､燃料

費､食糧費､印刷製本費､

光熱水費及び修繕料を

いう。） 

５ 使用料及び賃借料 

６ 通信運搬費 

７ 委託費 

災害救助法第21条に定める国庫負

担を行う年度における各災害に係

る左記１から７までに掲げる費用に

ついて、地方自治法施行令第143

条に定める会計年度所属区分によ

り当該年度の歳出に区分される額

を合算し､各災害の当該合算した額

の合計額が、国庫負担対象年度に

支出した救助事務費以外の費用の

額の合算額に､次のイからトまでに

掲げる区分に応じ、それぞれイか

らトまでに定める割合を乗じて得た

額の合計額以内 

イ ３千万円以下の部分の金額に

ついては100分の10 

ロ ３千万円を超え６千万円以下の

部分の金額については100分の

９ 

ハ ６千万円を超え１億円以下の部

分の金額については100分の８ 

ニ １億円を超え２億円以下の部分

の金額については100分の７ 

ホ ２億円を超え３億円以下の部分

の金額については100分の６ 

ヘ ３億円を超え５億円以下の部分

の金額については100分の５ 

ト ５億円を超える部分の金額につ

いては100分の４ 

 救助事務費以外の費用の額と

は、救助の実施のために支出し

た費用及び実費弁償のために支

出した費用を合算した額、災害救

助法第９条第２項に規定する損失

補償に要した費用の額、災害救

助法施行令第８条第２項に定める

ところにより算定した災害救助法

第12条の扶助金の支給基礎額を

合算した額、災害救助法第19条

に規定する委託費用の補償に要

した費用の額並びに災害救助法

第20条第１項に規定する求償に

対する支払に要した費用の額（救

助事務費の額を除く。）の合計額

をいう。 

(注) この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合、県知事は内閣総理大臣に協議し、その同意を得た

上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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風水害関係の気象警報・注意報の発表基準 

令和２年８月６日現在 

発表官署 銚子地方気象台 

松戸市 

府県予報区 千葉県 

一次細分区域 北西部 

市町村等をまとめた地域 東葛飾 

警 報 

大 雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 19 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 106 

洪 水 

流域雨量指数基準 
坂川流域=12.7，新坂川流域=5.7， 

国分川流域=12.9 

複合基準 ※1 
坂川流域=（9，9.9），国分川流域=（9，6.5） 

江戸川流域=（9，15.4） 

指定河川洪水予報によ

る基準 
江戸川［野田］ 

暴 風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s以上 雪を伴う 

大 雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ10cm以上 

波 浪 有義波高  

高 潮 潮  位  

注意報 

大 雨 
表面雨量指数基準 9 

土壌雨量指数基準 91 

洪 水 

流域雨量指数基準 
坂川流域=10.1，新坂川流域=4.5， 

国分川流域=10.3 

複合基準 ※1 
坂川流域=（6，8.9），新坂川流域=（10，2.8） 

国分川流域=（6，5.3），江戸川流域=（6，13.7） 

指定河川洪水予報によ

る基準 
江戸川［野田］ 

強 風 平均風速 13m/s 

風 雪 平均風速 13m/s以上 雪を伴う 

大 雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ５cm以上 

波 浪 有義波高  

高 潮 潮  位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融 雪  

濃 霧 視  程 100m 

乾 燥 最小湿度30％で、実効湿度60％以下 

なだれ  

低 温 

夏季（最低気温）：銚子地方気象台で16℃以下の日が２日以上継続 

冬季（最低気温）：銚子地方気象台で-３℃以下、千葉特別地域気象観

測所で-５℃以下 

霜 ４月１日～５月31日 最低気温４℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 

※１ （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 
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災害協定一覧 

１ 防災関係機関等との協定 

No. 災 害 協 定 名 協   定   先 
担当

部署 
締結日 機関数 

1 
災害時における千葉県内市町村間

の相互応援に関する基本協定 
千葉県下市町村(市長－市町村長) 

危
機
管
理
課 

H8.2.23 54 

2 
災害時における東葛飾地域市町間

の相互応援に関する協定 
東葛飾地区(市長－市町長) S50.7.24 9 

3 
災害時における相互応援に関する

協定 
さいたま市(市長－市長) H17.3.25 1 

4 災害時における相互応援協定 愛知県小牧市(市長―市長) H24.2.3 1 

5 災害時における相互応援協定 富山県高岡市(市長―市長) H24.2.9 1 

6 災害時における相互応援協定 鳥取県倉吉市(市長―市長) H24.2.17 1 

7 災害時における相互応援協定 東京都葛飾区(市長―区長) H24.7.31 1 

8 千葉県広域消防相互応援協定 千葉県下消防本部(消防本部－市長) 

消
防
局 

H4.4.1 31 

9 消防相互応援協定（東京都） 隣接市町村(東京消防庁－市長) S23.11.16 1 

10 消防相互応援協定（鎌ヶ谷市） 隣接市町村（市長－市長） S45.5.15 1 

11 消防相互応援協定（流山市） 隣接市町村(市長－市長) S25.6.21 1 

12 消防相互応援協定（柏市） 隣接市町村(市長－市長) S32.5.31 1 

13 消防相互応援協定（市川市） 隣接市町村(市長－市長) S25.3.16 1 

14 消防相互応援協定（三郷市） 隣接市町村(市長－市長) S28.6.29 1 

15 千葉県水道災害相互応援協定 
千葉県(松戸市水道事業管理者－千葉

県知事) 
水
道
部 

H7.11.2 49 

16 緊急応援給水に関する協定 
千葉県(松戸市水道事業管理者－千葉

県水道局長) 
S61.10.31 1 

17 緊急応援給水に関する業務協定 
流山市（松戸市水道事業管理者－流山

市水道管理事業管理者） 
S61.11.1 1 

18 
災害時における松戸駐とん地の使

用に関する協定 

自衛隊松戸駐屯地(市長－松戸駐とん

地司令) 危
機
管
理
課 

S50.7.24 1 

19 災害時の情報交換に関する協定 
国土交通省 関東地方整備局(市長―

関東地方整備局長) 
H20.6.16 1 

20 
原子力災害における水戸市民の県

外広域避難に関する協定書 
水戸市長 H30.10.31 1 

 
合 計 159 
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２ 民間との協定 

No. 
区

分 
災 害 協 定 名 協   定   先 締結日 協 力 内 容 

1 

物
資
供
給 

物資供給に関する協定 山崎製パン㈱松戸工場 H10.11.1 パンの供給 

2 東京千住青果㈱東葛支社 H10.11.1 野菜・梅干・漬物の供

給 3 東京シティ青果㈱千葉支社 H10.11.1 

4 とうかつ中央農業協同組合 H12.12.20 米・味噌・醤油等生活

物資の供給 

5 イオン㈱イオン北小金店 H19.8.30 応急生活物資・物的資

源等の供給 6 NPO 法人コメリ災害対策センタ

ー 

H28.11.2 

7 ㈱マツモトキヨシ H26.9.1 

8 災害時における物的資源等の協力に

関する協定 

(公社) 松戸青年会議所 H25.12.16 

9 災害時における応急生活物資の供給

等に関する協定書 

生活協同組合コープみらい H14.3.21 

10 生活協同組合パルシステム千葉 

11 生活クラブ生活協同組合 

12 災害時における応急給食に関する協

定書 

松戸保健所管内食品衛生協会 H10.11.1 応急給食の提供 

13 災害時における寝具の供給に関する

協定書 

㈱伊賀屋 H11.4.1 毛布・布団・枕・シー

ツ等の供給 

14 災害時における福祉用具等物資の供

給等協力に関する協定書 

(一社)日本福祉用具供給協会 H27.5.28 福祉用具等物資の供

給 

15 災害時における段ボール製品の調達

に関する協定書 

東日本段ボール工業組合 H29.1.27 物資の供給 

16 災害時における地図製品等の供給等

に関する協定 

㈱ゼンリン H27.1.14 地図等の供給 

17 災害時における物資の調達及び供給

に関する協定 

㈱セブンイレブン・ジャパン H27.8.17 被災住民を救助する

ための物資等の調達

及び供給 

18 災害時における携帯トイレ等の提供

協力に関する協定 

株式会社 総合サービス H28.1.28 携帯トイレの供給等 

19 災害時における物資集配拠点の運営

等に関する協定 

いちごマルシェ㈱ H28.2.24 物資集配拠点として

の活用と運営協力 

20 災害時における物資の供給に関する

協定書 

株式会社 メリーチョコレート

カムパニー 

H31.4.23 被災者に菓子等の物

資提供 

21 災害時における物資の供給に関する

協定書 

株式会社マミーマート H31.3.7 被災者に菓子等の物

資提供 

22 

飲
料
水
供
給 

災害時における飲料水運搬用器材提

供に関する協定書 

合同酒精㈱東京工場 H10.11.1 飲料水運搬用容器等

の提供 23 宝酒造㈱松戸工場 H10.11.1 

24 災害時における飲料水等の供給の協

力に関する協定書 

山崎製パン㈱松戸工場 H9.9.9 所有井戸による飲料

水等の供給 25 宝酒造㈱松戸工場 H9.9.9 

26 マブチモーター㈱ H9.9.9 

27 ㈱的場製餡所 H9.9.9 

28 建設業協同組合 H26.3.20 

29 コカ・コーラボトリング㈱ H21.3.24 飲料水等の供給 

30 ㈱伊藤園 H24.4.1 

31 大蔵屋商事株式会社 H29.4.1 

32 エースター株式会社 H29.4.1 

33 株式会社アペックス H29.4.1 

34 

救 

護 

松戸市災害時医療救護活動について

の協定書 

(一社)松戸市医師会 S56.8.1 医療活動に関する協

力 

35 (公社)松戸歯科医師会 H7.7.20 歯科医療に関する協

力 

36 (一社)松戸市薬剤師会 H11.4.1 医療救護活動に関す

る協力 

37 災害時における助産師による支援活

動協力に関する協定 

千葉県助産師会 H28.3.30 福祉避難所等への介

護福祉士の派遣 
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No. 
区

分 
災 害 協 定 名 協   定   先 締結日 協 力 内 容 

38 松戸市災害時応急救護活動について

の協定書 

(社)千葉県接骨師会松戸支部 H9.1.17 応急救護衛生材料等

の提供 

39 

避
難
所
関
連 

災害時における避難所等の提供に関

する協定書 

市内千葉県立高校 7校 H25.3.28 施設の一時避難場

所・収容避難所として

の使用 
40 学校法人専修大学松戸高等学校 H26.1.22 

41 日本大学松戸歯学部 H26.4.1 

42 (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財

団 

H26.12.24 

43 広告付避難場所等電柱看板に関する

協定 

東電タウンプランニング㈱ H26.5.20 東電柱に設置する民

間広告看板と併せて

避難場所等の案内表

示を記載 

44 

応
急
建
設
業
務 

災害時における応急建設業務に関す

る協定書 

松戸建築組合 H10.11.1 応急仮設住宅建設・被

災住宅の応急修理 

45 災害時における公共施設の応急補修、

応急仮設住宅の建設、その他の応急対

策の協力に関する協定書 

全建総連千葉土建一般労働組合

松戸支部 

H18.12.5 公共施設の応急補

修・応急仮設住宅の建

設等 

46 災害時における指定避難場所生活関

連施設の整備に関する協定書 

松戸鳶工業組合 H10.11.1 原材料・器具・労務の

提供 

47 災害時における木材の提供に関する

協定書 

松戸鎌ヶ谷木材同業組合 H10.9.1 木材の提供 

48 

情
報
収
集
及
び
傷
病
者
搬
送 

災害時における航空機出動に関する

協定 

朝日航洋㈱ S60.7.1 航空機による災害情

報収集 

49 災害時における搬送活動及び情報提

供に関する協定書 

松戸地区タクシー運営委員会 H9.9.30 傷病者（重傷者）等の

緊急搬送及び災害情

報の提供 

50 京成バス㈱ H9.9.30 傷病者（多数）等の緊

急搬送及び災害情報

の提供 

51 松戸新京成バス㈱ H9.9.30 

52 東武バスイースト㈱ H9.9.30 

53  株式会社カクタ R1.10.1 災害対策に係る活動

に使用する車両の提

供等 

54  株式会社ジェイコム千葉 東葛

葛飾局 

R2.2.1 災害発生時における

地域のための人員及

び車両等の提供 

55 災害時における応急活動の相互協力

に関する覚書 

日本郵便㈱松戸郵便局 H29.10.5 災害時の情報収集、応

急活動の相互協力 

56 

物
資
輸
送
等 

災害時における輸送業務に関する協

定書 

赤帽首都圏軽自動車運送協同組

合千葉県支部 

H9.8.27 収容避難場所等への

物資輸送 

57 (社)千葉県トラック協会松戸支

部 

H9.9.30 

58 災害時における応急活動の協力に関

する協定書 

特定非営利活動法人千葉レスキ

ューサポートバイク  

H18.4.1 情報収集・緊急物資輸

送等 

59 災害における物資供給及び物資集配

拠点の運営の協力に関する協定 

ヤマト運輸株式会社 H28.8.17 物流専門家の派遣及

び物資配送業務 

60 葬
祭
物
資

供
給 

災害時における葬祭物資の供給等に

関する協定書  

松戸市葬祭業同業組合 H12.12.20 遺体の収容、柩、ドラ

イアイス等の提供 61 (社)全日本冠婚葬祭互助協会 H12.12.20 

62 千葉中央葬祭業協同組合 H23.12.6 

63 

要
配
慮
者
関
係 

障害者等を対象とした避難所施設使

用に関する協定 

千葉県立つくし特別支援学校他

2校 

H28.2.12 障害者等の福祉避難

所としての施設提供 

64 災害時における二次福祉避難所の開

設及び運営に関する協定 

(社福)松栄会 ひまわりの丘他

18施設 

H28.2.12 

65 (社福）陽光会 東松戸ヒルズ H28.4.8 

66 (社福）白寿会 プレミア東松戸

他2施設 

H29.12.5 

67 災害時における福祉避難所等への介

護福祉士の派遣に関する協定 

公益社団法人日本介護福祉士会 H28.8.17 介護福祉士の派遣 
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No. 
区

分 
災 害 協 定 名 協   定   先 締結日 協 力 内 容 

68 

施
設
等
の
提
供 

災害時における一時避難場所等の提

供に関する覚書 

国立大学法人千葉大学 H22.3.8 一時避難場所として

の施設提供 

69 災害時における施設等の提供協力に

関する協定書 

松戸公産㈱ H21.4.13 競輪場施設の開放 

70 大規模災害時等における協力体制に

関する基本協定 

学校法人日通学園 流通経済大

学 

H24.2.8 大学施設の一部を市

民及び帰宅困難者等

の安全確保のための

避難施設としての提

供等 

71 燃
料
供
給 

災害時における燃料の供給に関する

協定書 

千葉県石油商業協同組合松戸支

部 

H10.11.1 ガソリン・軽油・灯油

の供給 

72 (社)千葉県LPガス協会松戸支部 H10.11.1 プロパンガスの供給 

73 

応
急
復
旧 

災害時における道路、橋梁等の応急修

理、障害物の除去その他の応急措置等

に関する協定書 

松戸市建設業協同組合 H17.4.1 道路・橋梁等の応急修

理、障害物の除去、そ

の他応急措置 

74 災害時における公共施設内電気設備

の応急復旧対策の協力に関する協定

書 

松戸市電業協会 H18.5.23 公共施設内電気設備

の応急復旧 

75 

そ
の
他 

災害時等における大型土のうの設置

等に関する協定 

㈱クマガイ工業 H25.12.27 大型土のうの提供 

76 災害発生時における放送要請に関す

る協定 

㈱ジェイコム東葛葛飾 H24.7.5 災害情報の放送要請

に関するもの 

77 災害時における被災者探索及びし尿

の収集運搬等の応急活動に関する協

定書 

松戸環境整備事業協同組合 Ｈ22.5.7 被災者探索及びし尿

の収集・運搬、その他

応急措置 

78 災害時における飲料水の水質検査に

関する協定書 

(一社)松戸市薬剤師会 H8.4.1 飲料水の水質検査 

79 松戸市災害ボランティアセンターの

設置等に関する協定書 

社会福祉法人 松戸市社会福祉

協議会 

H25.5.24 災害ボランティアセ

ンター設置に関する

もの 

80 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 H28.2.12 運営サイト上に平時

からの避難所情報等

の掲載と、災害時のキ

ャッシュサイトの提

供等 

81 災害時における浴場の使用等に関す

る協定について 

千葉県公衆浴場業 

生活協同組合松戸市 

公衆浴場組合 

H29.1.19 災害時における浴場 

の使用・生活用水の 

提供 

82 松戸市防災行政無線(移動系)の設置

に関する協定について 

東日本旅客鉄道株式会社東京支

社 

H29.11.6   

83 災害時における理容生活衛生関係業

務の提供に関する協定 

千葉県理容生活衛生同業組合松

戸支部 

H30.10.15 災害時における理容

サービス業務の提供 

84 災害時における家屋被害認定調査等

に関する協定 

千葉県土地家屋調査士会 H30.10.17 被害家屋調査及び市

民相談の補助 

85 災害時における支援協力に関する協

定 

千葉県行政書士会 H31.2.14 災害時における行政

書士業務の提供 
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防災協力民間井戸一覧 

№ 事業所名 
所 在 地 

電話番号 
許可年月日 許可揚水量 深 度 

１ 
マブチモーター 

株式会社 

松飛台 430 

(384)1111 
Ｓ62.７.28 １５０ｍ３／日 200ｍ 

２ 株式会社的場製餡所 
上本郷 158 

(363)5255 
Ｈ５.10.７ ２６０ｍ３／日 150ｍ 

３ 
山崎製パン株式会社 

松戸工場 

南花島 319 

(364)1242 
Ｈ５.10.７ ２００ｍ３／日 250ｍ 

４ 
宝酒造株式会社 

松戸工場 

新 作 111 

(362)0261 
Ｈ５.10.７ １２０ｍ３／日 150ｍ 

  民間協力事業所        ４社        ７３０ｍ３／日 

（井戸 ４本） 
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土砂災害危険箇所（急傾斜地崩壊危険箇所）一覧 

箇所番号 箇所名 所在地 箇所番号 箇所名 所在地 

I-0201 幸田 幸田花輪 II-0967 平賀1 平賀長谷 

I-0202 大金平 大金平一丁目 II-0968 大谷口1 大谷口馬屋敷 

I-0203 二ツ木 二ツ木花輪 II-0969 大谷口2 大谷口本城 

I-0204 八ヶ崎2 八ヶ崎向原 II-0970 大谷口3 大谷口本城 

I-0205 八ヶ崎1 八ヶ崎南道合 II-0971 大谷口4 大谷口中郷 

I-0206 中和倉 中和倉 II-0972 幸谷1 幸谷ボッケ 

I-0207 新作 上本郷新二階 II-0973 根木内2 根木内新宿下 

I-0208 上本郷7 上本郷七畝割 II-0974 幸谷2 幸谷宮下 

I-0209 上本郷6 上本郷七畝割 II-0975 二ツ木2 二ツ木東谷津 

I-0210 上本郷 上本郷北台 II-0976 北松戸1 北松戸3丁目 

I-0211 花台 上本郷花台 II-0977 千駄堀1 千駄堀北郷 

I-0212 上本郷4 上本郷花台 II-0978 千駄堀2 千駄堀東 

I-0213 上本郷3 上本郷宮下 II-0979 上本郷8 上本郷宮下 

I-0214 上本郷2 上本郷宮下 II-0980 上本郷9 上本郷花台 

I-0215 日暮 日暮7丁目 II-0981 南屋敷1 南屋敷芋ノ作 

I-0216 根本 根本 II-0982 岩瀬4 岩瀬離山 

I-0217 岩瀬3 岩瀬遠瀬戸 II-0983 松戸新田1 松戸新田ソウハタ 

I-0218 岩瀬2の1 岩瀬向山 II-0984 松戸1 松戸戸定 

I-0219 岩瀬2の2 岩瀬向山 II-0985 松戸2 松戸赤発毛 

I-0220 岩瀬1 岩瀬相模台 II-0986 小山1 小山浅間台 

I-0221 谷 松戸谷 II-0987 和名ヶ谷4 和名ヶ谷通源寺 

I-0222 赤発毛2 松戸赤発毛 II-0988 和名ヶ谷5 和名ヶ谷外山 

I-0223 赤発毛 松戸赤発毛 II-0989 和名ヶ谷6 和名ヶ谷山宮地 

I-0224 和名ヶ谷3 和名ヶ谷山宮地 II-0990 和名ヶ谷7 和名ヶ谷中台 

I-0225 和名ヶ谷2 和名ヶ谷山宮地 II-0991 和名ヶ谷8 和名ヶ谷中台 

I-0226 和名ヶ谷1 和名ヶ谷東台 II-0992 和名ヶ谷9 和名ヶ谷中台 

I-0227 三矢小台 三矢小台五丁目 II-0993 和名ヶ谷10 和名ヶ谷東台 

I-0228 上矢切 上矢切南台 II-0994 和名ヶ谷11 和名ヶ谷清水 

I-0229 中矢切 中矢切北台 II-0995 和名ヶ谷12 和名ヶ谷清水 

I-0230 下矢切1 下矢切大堀 II-0996 紙敷1 紙敷薄蒲 

I-0232 下矢切3 下矢切坂の上 II-0997 紙敷3 紙敷薄蒲 

I-0233 栗山2 栗山佐原 II-0998 紙敷4 紙敷薄蒲 

I-0234 栗山 栗山天神山 II-0999 上矢切2 上矢切富士見台 

I-0235 根木内 根木内宿畑 II-1000 大橋1 大橋彦八山 

I-0236 東平賀 東平賀 II-1001 和名ヶ谷13 和名ヶ谷諏訪原 

I-1278 中和倉の3 中和倉寒風 II-1002 大橋2 大橋北台 

I-1378 中和倉の2 中和倉向山 II-1003 栗山3 栗山天神山 

－ － － II-7025 紙敷2 紙敷薄蒲 
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急傾斜地崩壊危険区域一覧 

地 区 所在地 

 

指定面積 

(㎡) 

指定番号 

 

指定年月日 

 

告示番号 

上本郷 上本郷 7,856.55 43 昭和52年10月18日 千葉県告示671号 

中和倉 中和倉 10,808.78 107 昭和58年５月４日 千葉県告示390号 

栗 山 栗 山 2,861.81 108 昭和58年５月４日 千葉県告示390号 

花 台 上本郷 3,788.43 109 昭和58年５月４日 千葉県告示390号 

新 作 新 作 1,374.62 187 昭和61年３月７日 千葉県告示182号 

赤発毛 赤発毛 1,038.50 192 昭和61年７月25日 千葉県告示649号 

大金平 大金平 2,578.94 203 昭和62年４月10日 千葉県告示368号 

中和倉 

の２ 
中和倉 1,366.72 253 平成元年10月31日 千葉県告示970号 

合 計  31,674.35    

（平成22年７月８日 更新） 

 

 

土砂災害警戒区域一覧 

番

号 
指定箇所 区域名 自然現象の種類 告示日 

警戒区域 

告示番号 

特別戒区域 

告示番号 

１ 松戸市上本郷 上本郷２ 急傾斜地の崩壊 平成24年12月21日 千第714号 千第716号 

２ 松戸市上本郷 上本郷３ 急傾斜地の崩壊 平成24年12月21日 千第714号 千第716号 

３ 松戸市上本郷 上本郷８ 急傾斜地の崩壊 平成24年12月21日 千第714号 
特別警戒区

域なし 

４ 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷11 急傾斜地の崩壊 令和2年3月10日 千第119号 千第121号 

５ 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷12 急傾斜地の崩壊 令和2年3月10日 千第119号 千第121号 

６ 
松戸市河原塚・紙

敷 
紙敷１ 急傾斜地の崩壊 令和2年3月10日 千第119号 千第121号 

７ 松戸市紙敷 紙敷２ 急傾斜地の崩壊 令和2年3月10日 千第119号 千第121号 

８ 松戸市幸田2丁目 幸田 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

９ 松戸市二ツ木 二ツ木１ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

10 松戸市二ツ木 二ツ木２ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

11 
松戸市八ケ崎 1 丁

目 
八ケ崎２ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

12 松戸市上本郷 上本郷 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

13 松戸市上本郷 上本郷４ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

14 松戸市上本郷 上本郷６ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

15 松戸市上本郷 上本郷７ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

16 松戸市上本郷 上本郷９ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

17 松戸市上本郷 花台 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

18 松戸市根本 根本 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

19 松戸市岩瀬 岩瀬２ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

20 松戸市岩瀬 岩瀬３ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/4-wanagaya11.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/5-wanagaya12.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/6-kamisiki1.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/7-kamisiki2.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/08kode.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/09futatsugi1.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/10futatsugi2.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/11hachigasaki2.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/12kamihongou.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/13kamihongou4.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/14kamihongou6.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/15kamihongou7.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/16kamihongou9.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/17hanadai.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/18nemoto.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/19iwase2.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/20iwase3.pdf
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番

号 
指定箇所 区域名 自然現象の種類 告示日 

警戒区域 

告示番号 

特別戒区域 

告示番号 

21 松戸市岩瀬 岩瀬４ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

22 松戸市岩瀬 岩瀬５ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

23 松戸市松戸 松戸１ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

24 松戸市松戸、岩瀬 松戸３ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

25 松戸市松戸 松戸４ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

26 松戸市松戸 赤発毛 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

27 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷１ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

28 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷２ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

29 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷３ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

30 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷５ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 
特別警戒区

域なし 

31 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷７ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

32 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷８ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

33 松戸市和名ケ谷 和名ケ谷９ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

34 
松戸市三矢小台 5

丁目、松戸 
三矢小台 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

35 松戸市上矢切 上矢切１ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

36 松戸市上矢切 上矢切２ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

37 松戸市中矢切 中矢切 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

38 松戸市下矢切 下矢切１ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

39 松戸市下矢切 下矢切３ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

40 松戸市栗山 栗山２ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

41 松戸市栗山 栗山３ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

42 松戸市根木内 根木内１ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

43 松戸市根木内 根木内３ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

44 松戸市中和倉 中和倉３ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

45 松戸市河原塚 河原塚 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 
特別警戒区

域なし 

46 松戸市平賀 平賀１ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

47 松戸市小山 小山１ 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第241号 千第244号 

（令和２年10月29日 更新） 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/21iwase4.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/22iwase5.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/23matsudo1.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/24matsudo3.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/25matsudo4.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/26.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/27wanagaya1.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/28wanagaya2.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/29wanagaya3.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/30wanagaya5.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/31wanagaya7.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/32wanagaya8.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/33wanagaya9.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/34miyakodai.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/35kamiyagiri1.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/36kamiyagiri2.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/37nakayagiri.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/38shimoyagiri1.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/39shimoyagiri3.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/40kuriyama2.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/41kuriyama3.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/42negiuchi1.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/43negiuchi3.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/44nakawakura3.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/45kawaraduka.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/46hiraga1.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/keikai/documents/47koyama1.pdf
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宅地造成工事規制区域図 

箇所数 区域面積 備 考 

  ２箇所   ９８５ha  

 

Ａ地区 
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Ｂ地区 
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浸水危険地区分布図 

 

 
 

浸水危険地区 
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浸水想定区域・土砂災害警戒区域にかかる地下街・要配慮者関連施設一覧 

（注）江戸川、利根運河、坂川・坂川放水路は、国管理区間の洪水浸水想定区域を示す。 

坂川・新坂川、真間川は、県管理区間の洪水浸水想定区域を示す。 

高潮は、県の高潮浸水想定区域を示す。 

土砂は、「◎」が土砂災特別警戒区域、「〇」が土砂災害警戒区域、「△」は土砂災害危険箇所を示す。 

 

１ 地下街 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 備考 

松戸駅西口地下駐車場 本町24の3  〇  〇 〇  〇  
キテミテマツド地下施設 松戸1307-1  〇  〇 〇  〇  
ダイエー西口店地下施設 根本4-2  〇  〇 〇  〇  

 

２ 要配慮者利用施設 

(1) 保育園・幼稚園 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 土砂 

上本郷保育園 上本郷2292 366-0675 〇 〇 〇 〇 〇   
つぼみ保育園 上矢切1101-2 368-7811 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
松戸南保育園 小山523-5 368-0366 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
さわらびこども園 栄町3-185-1 362-1530 〇 〇 〇 〇  〇  
新松戸中央保育所 新松戸3-111 344-7221 〇 〇 〇 〇  〇  
新松戸ベビーホーム 新松戸6-118-1 344-3222 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
新松戸北保育所 新松戸7-145-3 346-5161 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
小金西グレース保育園 新松戸北2-11-3 345-4994 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
新松戸南部保育所 新松戸南2-17 344-0010 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
松戸ひばり保育園 西馬橋1-28-16 346-0336 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
いわさき保育園 西馬橋3-49-2 341-0941 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
馬橋西保育所 西馬橋広手町123 344-8001 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
古ヶ崎第二保育所 古ヶ崎1-1994-2 363-4044 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
古ヶ崎保育所 古ヶ崎4-3617 367-9981 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
いわさき第二幼稚園 旭町2-300 346-3164 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
清風幼稚園 馬橋2547 341-2469 〇 〇   〇   
さかえ幼稚園 栄町4-252 361-0532 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
新松戸幼稚園 新松戸3-256 344-4199 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
第二かきのき幼稚園 新松戸5-191 345-4722 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
中和倉幼稚園 中和倉168 341-1505 〇 〇 〇  〇   
いわさき幼稚園 西馬橋2-6-23 342-8706 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
北部幼稚園 根本190 367-3121 〇 〇 〇 〇  〇  
第一平和保育園 松戸2283-2 367-0123 〇       
けやきの森保育園まばし 新作1-1035-2 330-0084 〇       
小金北保育所 中金杉3-192 344-4155 〇       
みなみ新松戸保育園 新松戸1-82 340-3730 〇       

ゆいまーる保育園 
松戸 1129-1 ニュー
パウリスタビル1F 

362-2215 〇     
  

ゆいまーる保育園中和倉 中和倉175-2 712-1507 〇       
第二平和保育園 松戸1394 367-0105 〇     〇  
保育園きぼうのたから 本町13-9 308-3088 〇 〇 〇 〇  〇  
東進ポップキッズ 新松戸1-345-2 340-3434 〇       
保育園きぼうのつばさ 根本12-16 710-9939 〇   〇  〇  
大金平グレース保育園 大金平3-132-1 382-6181 〇       
ゆめのみ保育園 西馬橋蔵元町134-1 701-7755 〇 〇 〇 〇  〇  
ナーサリースクールいずみ
新松戸 

新松戸北1-11-15 382-6612 〇  〇 〇  
  

新松戸ゆいのひ保育園 新松戸4-31-1 711-6655 〇 〇 〇 〇  〇  

ケヤキッズベビールーム 
本町12-17 
秋本ビル101 

368-5120 〇  〇 〇  
〇  

へいわオリーブ保育室 
松戸 1344-1 エンデ
ュランス松戸1F 

712-1933 〇     
  

さわらびこども園 
北松戸ルーム 

上本郷867-5 
サポーレ北松戸101 

712-2180 〇  〇 〇  
  



災害危険箇所等 

資-38 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 土砂 

さわらびドリームこども園
馬橋ルーム 

馬橋 179-1 馬橋ス
テーションモール 1F 
B2 

712-1745 〇 〇 〇 〇  
〇  

野菊野こども園松戸ステー
ションルーム 
（送迎ステーション併設） 

根本 2-16 アムス松
戸ブランティーク2F 

330-2031
（松戸ス
テーショ
ンルーム）
330-3511
（送迎ス
テーショ
ン） 

〇   〇  

〇  

へいわこばと保育室 
松戸1227-1 
アンセイエ松戸2F 

712-2620 〇     
〇  

へいわちいろば保育室 
松戸1227-1 
アンセイエ松戸2F 

712-2621 〇     
〇  

ケヤキッズスマイルルーム 根本12-2 710-6336 〇   〇  〇  

こすもすベビールーム 
新松戸 

新松戸 1-186 第 2
ロイヤルマンション
101 

382-6501 〇   〇  
〇  

上本郷保育園 
ひまわりルーム 

上本郷 907-4 アー
バンライフ安田 

368-2305 〇     
  

へいわかしの木保育室 
松戸 1333 コスモ松
戸ステーションスク
エア1F 

718-6145 〇     
〇  

ミルキーホーム新松戸園 
新松戸 4-28-1 ジュ
ネシオン新松戸1F 

344-4248 〇 〇 〇 〇  
〇  

さわらびドリームこども園
馬橋第2ルーム 

馬橋 179-1 馬橋ス
テーションモール 1F 
B1 

710-9880 〇 〇 〇 〇  
〇  

京進のほいくえん 
HOPPA新松戸駅 

二ツ木757-1 
ラックフィールド1F 

393-8501 〇     
  

野菊野こども園 
松戸駅西口ルーム 

本町14-18 
松戸トシオビル1F 

382-6870 〇   〇  
〇  

へいわこえだ保育室 
松戸1227-1 
アンセイエ松戸3F 

382-5001 〇     
〇  

へいわみのり保育室 
松戸1227-1 
アンセイエ松戸3F 

382-5002 〇     
〇  

こすもすベビールーム 
新松戸第2ルーム 

新松戸1-232 382-6844 〇  〇 〇  
〇  

新松戸すずらん保育園 新松戸3-127 712-1970 〇 〇 〇 〇  〇  
小金城趾グレース保育園  
ノーチェルーム 

横須賀1-20-2 711-9120 〇   〇  
  

まつど中央公園前保育園 
第一 

松戸1139-2 369-7362 〇     
  

まつど中央公園前保育園 
第二 

松戸1139-2 369-7362 〇     
  

新松戸なのはなルーム 新松戸1-486 702-7608 〇  〇 〇    
まつど中央公園前保育園 
第三 

松戸1139-2 369-7362 〇     
  

まつど中央公園前保育園 
第四 

松戸1139-2 369-7362 〇     
  

保育園きぼうのそら 本町6-10 703-7113 〇  〇 〇  〇  
新松戸ニコニコ保育園 新松戸4-204 711-8878 〇 〇 〇 〇  〇  
こすもすベビールーム 
新松戸第3ルーム 

新松戸1-186 711-8092 〇   〇  
〇  

ふるーる保育園松戸駅前 
本町17-7 
松葉ビル2F 

710-4630 〇  〇 〇  
〇  

エンゼルひかり保育園松戸 本町20-10 368-6277 〇   〇  〇  
北松戸ニコニコ保育園 上本郷891 710-6776 〇       
こすもす保育園 栄町西3-1049 367-7775 〇 〇 〇 〇  〇  
ケヤキッズ保育園 古ヶ崎1-3073 703-8805 〇 〇 〇 〇  〇  
さわらびドリームこども園 栄町3-185-1 703-3838 〇 〇 〇 〇  〇  
新松戸幼稚園 
おひさまルーム 

新松戸3-256 344-4199 〇 〇  〇  
〇  

星のおうち新松戸 新松戸3-129-1 712-2494 〇 〇 〇 〇  〇  



災害危険箇所等 

資-39 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 土砂 

小山保育ルーム 小山257-1 393-8615 〇 〇 〇 〇  〇  
つぼみルーム 上矢切1131 712-2020 〇 〇 〇 〇  〇  
いたるルーム 栄町3-183 1F 382-6330 〇 〇 〇 〇  〇  
のびろルーム 栄町3-183 2F 382-6331 〇 〇 〇 〇  〇  
栄町ルーム 栄町3-183 3F 382-6332 〇 〇 〇 〇  〇  
ここりの森保育園新松戸 新松戸6-1-3 342-8008 〇 〇 〇 〇  〇  
新松戸第二すずらん保育園 新松戸5-158-1 710-5082 〇 〇 〇 〇  〇  
こすもすベビールーム馬橋 西馬橋広手町40-1 711-5510 〇 〇 〇 〇  〇  
こすもすベビールーム 
新松戸中央公園 

新松戸6-9 710-3967 〇 〇 〇 〇  
〇  

エンゼルつきの保育園馬橋 西馬橋1-14-5 703-7112 〇 〇 〇 〇  〇  

オハナキッズルーム馬橋 
西馬橋相川町1 
クレインヒルズ101 

394-4576 〇 〇 〇 〇  
〇  

こすもすベビールーム 
新松戸ゆりのき通り 

新松戸3-270 
サンハイム光洋1F 

710-0826 〇 〇 〇 〇  
〇  

フレンドキッズランド 
東松戸園 

東松戸4-8-6 701-7695     〇 
  

松戸いずみ幼稚園 上本郷2794 363-0064 〇       

 

(2) 障害者福祉施設 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 土砂 

福祉作業所ウィング 竹ヶ花西町306-1 
080- 
6580-6586 

〇 〇 〇 〇  〇 
 

ふくし館ぱれっと 西馬橋広手町13 374-6695 〇 〇 〇  〇   

ハピネス馬橋 
西馬橋幸町117 
ロザール松戸109 

346-5693 〇 〇 〇  〇 
  

ビオラ工房 
松戸1485 ﾒｿﾞﾝ･ﾄｰｶﾝ
1・2F 

331-6018 〇 〇 〇  〇 〇 
 

ほくと 
松戸1879-24 ほくと
ビル3F 

703-1236 〇 〇 〇 〇  〇 
 

ＫＯＫＵＡ 西馬橋4-8-3 西棟 389-4172 〇 〇 〇  〇   

Ｏｈａｎａ 
竹ケ花28 スカイプ
ラザ601 

389-4172 〇 〇 〇 〇 〇  
 

生活介護事業所 アウーの
アトリエ松戸中和倉 

中和倉194-9 710-9853 〇      
 

喜楽家 馬橋2986 344-9951 〇       

キッズフロンティアⅡ番館 
新作240-3 プレメ
ンスト3F 

349-1841 〇      
 

グループホームさくら 
中根長津町122 フ
ローレンスビレッジ
Ⅲ310号 

387-1525 〇 〇 〇 〇  〇 
 

Ｍｅｌｋ  
新松戸駅前Ｏｆｆｉｃｅ 

新松戸1-439-8 新
松戸岡田ビル5F 

710-9071 〇 〇 〇 〇  〇 
 

パーソルチャレンジ新松戸 
キャリアセンター 

新松戸2-18 長谷川
ビル6F 

349-3410 〇  〇 〇  〇 
 

ワークスタジオ 松戸 新松戸3-91 701-7798 〇 〇 〇 〇  〇  

ディーキャリア 
新松戸オフィス 

新松戸4-37 野沢天
祐堂第2ビル5F 

391-7668 〇 〇 〇 〇  〇 
 

就労移行支援事業所 
リンクス松戸 

根本6-1 712-2444 〇  〇 〇  〇 
 

ウェルビー松戸 
第２センター 

本町14-1 松戸本町
センタービル2F 

712-0507 〇  〇 〇  〇 
 

ウェルビー松戸センター 
本町14-2 
松戸第一生命ビル6F 

703-3636 〇  〇 〇  〇 
 

エナベル松戸 
本町19-14 平野第2
ビル3F 

369-7991 〇  〇 〇  〇 
 

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス
松戸 

松戸1307-1  
松戸ビル5F 

367-1813 〇 〇 〇 〇  〇 
 

株式会社CBS 
西馬橋幸町2 
松戸シティハイツ1F 

342-8289 〇 〇 〇 〇  〇 
 

就労継続支援B型事業所 
TERRA 

新松戸2-120 新松
戸ステーションホテ

711-7935 〇      
 



災害危険箇所等 

資-40 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 土砂 

ル1F 

総活躍 松戸 上本郷858-4 4F 308-2020 〇  〇 〇  〇  

福祉事業部「結」 上本郷86 331-7100 〇 〇 〇 〇  〇  

あるば 松戸1879-24 703-1236 〇   〇  〇  

就労定着支援事業所  
ウェルビー松戸センター 

本町14-2  
松戸第一生命ビル6F 

703-3636 〇  〇 〇  〇 
 

ハピネス新松戸 
新松戸4-65-1 アイ
ビス新松戸ビル201 

710-9955 〇 〇 〇 〇  〇 
 

あじょうだ 
根本141-4 
フローラル松戸402 

367-0800 〇 〇 〇   〇 
 

オレンジハウス 新松戸7-214-105 711-8459 〇 〇 〇 〇  〇  

ハビー松戸教室 
本町19-14 
平野第2ビル2F 

703-8381 〇  〇 〇  〇 
 

ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア
松戸教室 

本町23-5 
土屋ビル6F 

330-2330 〇  〇 〇  〇 
 

わくわくクラブ 
新松戸2-9 
トレノ新松戸2F 

344-3055 〇 〇 〇 〇  〇 
 

わくわくクラブエース 
新松戸四-35 興学
社学園新松戸ビル3F  

344-5225 〇 〇 〇 〇  〇 
 

スターギフト 
新松戸北2-2-14 す
ずらん健美クラブ1F 

711-9657 〇 〇 〇 〇  〇 
 

ゆったり 古ケ崎3-3322-2 
048-212-2
527 

〇 〇 〇 〇  〇 
 

あらた松戸事業所 栄町西2-865 710-3780 〇 〇 〇 〇  〇  

プレジール秋桜 栄町西3-991-15 711-5222 〇 〇 〇 〇  〇  

通所支援ベルテール 
松戸馬橋園 

西馬橋1-35-14 705-7119 〇 〇 〇 〇  〇 
 

えがおの教室新松戸南 西馬橋2-12-4 345-3330 〇 〇 〇 〇  〇  

運動遊びと療育支援 
こどもプラス新松戸教室 

新松戸3-219  
新松戸ＣＳビル201 

369-7650 〇 〇 〇 〇  〇 
 

こぱんはうす 
さくら新松戸教室 

新松戸4-84  
貴和ビル2F 

711-8217 〇 〇 〇 〇  〇 
 

デイサービスありす 秋山474-5 712-0628     〇   

児童デイサービスエース 秋山474-5 722-7031     〇   

このこのリーフ秋山 秋山738-3 382-5750     〇   

喜楽家 馬橋2986 344-9951       △ 

 

(3) 高齢者福祉施設 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 土砂 

特別養護老人ホーム陽光苑 旭町2-238 348-1866 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

ケアハウス サンシャイン 旭町2-270-1 374-6211 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

ケアハウス なでしこ 馬橋1435-8 309-8883 〇 〇 〇  〇   

特別養護老人ホーム秋桜 栄町西3-1036-2 703-1275 〇 〇 〇 〇  〇  

特別養護老人ホーム緑風園 和名ヶ谷1484 392-2900 〇 〇 〇 〇 〇   

メディクスケアホーム松戸 
千葉県松戸市松戸
1063-1 

366-0072 〇    
   

かぜのおと 
千葉県松戸市中和倉
161-7 

718-1852 〇    
   

特別養護老人ホーム松戸陽
だまり館 

千葉県松戸市幸田
111 

374-6311 〇  〇 〇 
   

特別養護老人ホームなでし
こ（従来型） 

千葉県松戸市中矢切
259-1 

312-3033 〇  〇 〇 
 〇  

特別養護老人ホームなでし
こ（ユニット型） 

千葉県松戸市中矢切
259-1 

312-3033 〇  〇 〇 
 〇  

特別養護老人ホームアウル
大金平（従来型・ユニット型） 

千葉県松戸市大金平
3-155 

382-6011 〇    
   

特別養護老人ホーム 
芙蓉園 

千葉県松戸市幸田
153 

711-5565 〇  〇 〇 
   

介護老人保健施設 偕楽園 
千葉県松戸市西馬橋
幸町23 

340-1300 〇 〇 〇 〇 
 〇  



災害危険箇所等 

資-41 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 土砂 

介護老人保健施設 
まつど徳洲苑 

千葉県松戸市幸田
180-1 

309-7172 〇  〇 〇 
   

エルダーホーム 新松戸 
千葉県松戸市三ヶ月
1234 

330-5801 〇    
   

エルダーホーム 
新松戸弐番館 

千葉県松戸市二ツ木
1468-1 

330-5500 〇    
   

ＳＯＭＰＯケア 
ラヴィーレ松戸 

千葉県松戸市馬橋
312-1 

347-4165 〇    
   

グレースメイト松戸 
千葉県松戸市旭町
1-193 

330-5557 〇 〇 〇 〇 
 〇  

エルダーホーム松戸 
千葉県松戸市樋野口
699 

331-8300 〇 〇 〇 〇 
 〇  

ユーカリ新松戸 
千葉県松戸市新松戸
6-191 

702-7881 〇 〇 〇 〇 
 〇  

あさひガーデン松戸 
千葉県松戸市栄町西
3-1066 

331-6541 〇 〇 〇 〇 
 〇  

特別養護老人ホームセイワ
松戸（従来型・ユニット型） 

千葉県松戸市大橋89 382-6161     
〇   

島村洗心苑 
千葉県松戸市和名ケ
谷660 

392-3946     
〇   

サンセット豊夢 
千葉県松戸市河原塚
146-1 

391-1881     
〇   

エルダーホーム上本郷 上本郷1464 309-7900       ◎ 

アイホームまつど中央 岩瀬595-1 367-0088       ◎ 

メディクスケアホーム松戸 松戸1063-1 366-0072       ○ 

 

(4) 病院・医院（有床に限る） 

施設名称 所 在 地 電話番号 江戸川 利根運河 
坂川・ 
坂川放水

路 

坂川・ 
新坂川 

真間川 高潮 土砂 

松戸整形外科病院 旭町1-161 344-3171 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

大川レディースクリニック 馬橋1902 341-3011 〇 〇 〇  〇   

日本大学松戸歯学部附属病院 栄町西2-870-1 360-7111 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

新松戸中央総合病院 新松戸1-380 345-1111 〇       

東葛クリニック病院 樋野口865-2 364-5121 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
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指定緊急避難場所・指定避難所一覧 

 （令和元年7月11日現在） 

No 施設・場所名 住所 

指定緊急避難場所（対象とする異常な現象） 
指定 

避難所 洪水 
土砂 

災害 
高潮 地震 津波 

大規模

火事 

内水 

氾濫 

1 本土寺 平賀63 ○ ○   ○   ○ ○   

2 新松戸中央公園 新松戸6-22   ○   ○   ○ ○   

3 東漸寺 小金359-1 ○ ○   ○   ○ ○   

4 ユーカリ交通公園 小金原1-25 ○ ○   ○   ○ ○   

5 小金原公園 小金原6-10 ○ ○   ○   ○ ○   

6 栗ケ沢公園 小金原8-26 ○ ○   ○   ○ ○   

7 金ケ作公園 常盤平3-27 ○ ○   ○   ○ ○   

8 松戸運動公園 上本郷4434 ○ ○   ○   ○ ○   

9 六実中央公園 六高台3-142 ○ ○   ○   ○ ○   

10 陸上自衛隊松戸駐屯地 五香六実17 ○ ○   ○   ○ ○   

11 東部クリーンセンター 高塚新田352 ○ ○   ○   ○ ○   

12 柿ノ木台公園 
二十世紀が丘柿の木

町99 
○ ○   ○   ○ ○   

13 松戸中央公園 岩瀬487-1 ○ ○   ○   ○ ○   

14 小金北小学校 殿平賀270 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

15 殿平賀小学校 殿平賀339-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

16 小金小学校 小金355 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

17 小金北中学校 幸田206 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

18 小金南中学校 小金清志町1-16-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

19 旧根木内東小学校 根木内598 ○ ○   ○   ○ ○   

20 根木内小学校 小金原2-3 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

21 貝の花小学校 小金原8-10 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

22 栗ケ沢小学校 小金原7-16 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

23 根木内中学校 小金原1-30 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

24 栗ケ沢中学校 小金原9-25 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

25 金ケ作小学校 金ケ作317 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

26 高木小学校 金ケ作120 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

27 常盤平第一小学校 常盤平7-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

28 常盤平第二小学校 常盤平4-18 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

29 常盤平第三小学校 常盤平西窪町25-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

30 牧野原小学校 牧の原435-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

31 松飛台小学校 五香西4-22-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

32 松飛台第二小学校 松飛台59 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

33 金ケ作中学校 金ケ作341-15 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

34 第六中学校 千駄堀1341 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

35 常盤平中学校 常盤平7-25 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

36 牧野原中学校 五香西4-39-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

37 第四中学校 五香西1-6-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

38 六実小学校 六高台4-131 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

39 六実第二小学校 六実2-34-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

40 六実第三小学校 六高台3-141 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

41 高木第二小学校 五香4-18-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

42 六実中学校 六高台5-166-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

43 
クリーンセンター 

(体育館) 
高柳新田37 ○ ○   ○     ○ ○ 

44 河原塚小学校 河原塚47-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 
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No 施設・場所名 住所 

指定緊急避難場所（対象とする異常な現象） 
指定 

避難所 洪水 
土砂 

災害 
高潮 地震 津波 

大規模

火事 

内水 

氾濫 

45 東部小学校 高塚新田382-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

46 梨香台小学校 高塚新田512-13 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

47 河原塚中学校 河原塚190 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

48 第五中学校 高塚新田380 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

49 市立松戸高等学校 紙敷2-7-5 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

50 東松戸小学校 紙敷1-19-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

51 
東部スポーツパーク 

体育館 
高塚新田427 ○ ○   ○     ○ ○ 

52 柿ノ木台小学校 
二十世紀が丘柿の木

町111 
○ ○   ○   ○ ○ ○ 

53 大橋小学校 
二十世紀が丘梨元町

32 
○ ○   ○   ○ ○ ○ 

54 矢切小学校 中矢切540 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

55 第二中学校 小山685 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

56 柿ノ木台公園体育館 松戸594-7 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

57 上本郷小学校 上本郷3620 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

58 上本郷第二小学校 上本郷2677 ○     ○   ○ ○ ○ 

59 寒風台小学校 松戸新田316-25 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

60 松ケ丘小学校 松戸新田159 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

61 稔台小学校 稔台2-36-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

62 相模台小学校 岩瀬434-2 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

63 和名ケ谷小学校 和名ケ谷1085 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

64 第一中学校 岩瀬587 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

65 和名ケ谷中学校 和名ケ谷1338-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

66 専修大学松戸高校 上本郷2-3621 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

67 古ケ崎小学校 古ケ崎4-3620-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

68 旧古ケ崎南小学校 古ケ崎1-3073 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

69 北部小学校 根本217 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

70 中部小学校 松戸2062 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

71 南部小学校 小山148 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

72 古ケ崎中学校 古ケ崎2515-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

73 日本大学松戸歯学部 栄町西2-870-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

74 幸谷小学校 幸谷212-2 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

75 八ケ崎第二小学校 八ケ崎3-3-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

76 八ケ崎小学校 八ケ崎6-53-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

77 第三中学校 馬橋2080 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

78 横須賀小学校 新松戸北2-13-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

79 新松戸西小学校 小金1180 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

80 新松戸南小学校 新松戸6-301 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

81 馬橋北小学校 新松戸南2-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

82 馬橋小学校 西馬橋1-12-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

83 旭町小学校 旭町1-20-2 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

84 小金中学校 新松戸北2-16-11 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

85 新松戸南中学校 新松戸南2-124 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

86 旭町中学校 旭町1-150 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

87 松戸競輪場 上本郷594   ○   ○   ○ ○   

88 
市民交流会館 

（文化施設） 
新松戸7-192-1   ○   ○     ○ ○ 
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No 施設・場所名 住所 

指定緊急避難場所（対象とする異常な現象） 
指定 

避難所 洪水 
土砂 

災害 
高潮 地震 津波 

大規模

火事 

内水 

氾濫 

89 
市民交流会館 

（運動施設） 
新松戸5-179-1   ○   ○     ○ ○ 

90 県立松戸高等学校 中和倉590-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

91 県立松戸六実高等学校 六高台5-150-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

92 県立小金高等学校 新松戸北2-14-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

93 県立松戸国際高等学校 五香西5-6-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

94 県立松戸馬橋高等学校 旭町1-7-1 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

95 県立松戸向陽高等学校 秋山682２ ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

96 県立松戸南高等学校 紙敷1199 ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

97 小金北市民センター 中金杉2-159-2        ○ 

98 小金市民センター 小金きよしケ丘3-1-1        ○ 

99 小金原体育館 小金原6-4-1        ○ 

100 小金原市民センター 小金原6-6-2        ○ 

101 常盤平市民センター 常盤平3-30        ○ 

102 八柱市民センター 牧の原1-193-6        ○ 

103 松飛台市民センター 松飛台210-2        ○ 

104 五香市民センター 五香2-35-5        ○ 

105 常盤平体育館 常盤平松葉町1-3        ○ 

106 
六実市民センター 

（別館含む） 
六高台3-71        

○ 

107 東部市民センター 高塚新田494-9        ○ 

108 
二十世紀が丘市民セン

ター 
二十世紀が丘中松町2        

○ 

109 総合福祉会館 上矢切299-1        ○ 

110 
和名ケ谷スポーツセン

ター 
和名ケ谷1360        

○ 

111 明市民センター 上本郷3018-1        ○ 

112 
稔台市民センター 

（別館含む） 
稔台7-1-5        

○ 

113 勤労会館 根本8-11        ○ 

114 女性センター 本町14-10        ○ 

115 青少年会館樋野口分館 樋野口543        ○ 

116 八ケ崎市民センター 八ケ崎5-15-1        ○ 

117 新松戸市民センター 新松戸3-27        ○ 

118 馬橋市民センター 西馬橋蔵元町177        ○ 

119 青少年会館 新松戸南2-2        ○ 

120 馬橋東市民センター 馬橋1854-3        ○ 

121 古ケ崎市民センター 古ケ崎4-3490        ○ 
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避難所開設・運営マニュアル 
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備蓄倉庫・備蓄品一覧 

（令和3年3月末現在） 

１ 耐震性防災倉庫(拠点倉庫) 

物資区分名 物資名 紙敷 上本郷 西馬橋 新松戸(主水新田) 

食料・水 ビスケット     

 アルファ米     

 ペットボトル(1.5リットル)     

器材 簡易水槽(1t)     

 発電機     

 投光器一式(三脚付)     

 コードリール     

 トランジスターメガホン     

 強力ライト     

 担架     

 組立リヤカー     

 エアテント     

 防水シート     

 ガスコンロ     

 ガソリン携行缶(10リットル)     

 発電機付き投光機     

居住関係 ポリタンク(18リットル)     

 プラスチックコップ     

 ポリタンク(10リットル)     

 ローソク     

 バスタオル     

 給食用パック     

 ビニール手袋     

 ゴミ袋(可燃用)     

 ゴミ袋(不燃用)     

 軍手     

 トラロープ     

寝具 毛布     

 簡易ベッド     

衛生用品 石鹸     

 哺乳ビン     

 おむつ     

 トイレットペーパー     

 簡易組立式トイレ(テクレット)     

 障害者用組立トイレ     

 組立トイレ(ベンクイック)     

 簡易トイレ(サニタクリーン)     

 生理用品     

 小物入れ     

 マスク     

 消毒液     

 非接触型体温計     

 フェイスシールド     

本部用 防災服(上)     

 ヘルメット     

 雨合羽     

 長靴     

 防災服(下)     
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２ 簡易備蓄倉庫(分散倉庫)・教室活用倉庫 

物資区分名 物資名 
簡易備蓄倉庫(分散倉庫) 教室活用倉庫 

小金北小学校ほか 稔台(太陽公園) 五香消防署 矢切小学校 

食料・水 ビスケット     

 アルファ米     

 ペットボトル(1.5リットル)     

器材 簡易水槽(1t)     

 発電機（ガソリン式）     

 発電機（ガス式）     

 投光器一式(三脚付)     

 コードリール     

 トランジスターメガホン     

 強力ライト     

 担架     

 組立リヤカー     

 エアテント     

 防水シート     

 自転車     

 ガスコンロ     

 ガソリン携行缶(10リットル)     

居住関係 パーテーション     

 プライベートテント     

 ポリタンク(18リットル)     

 プラスチックコップ     

 ポリタンク(10リットル)     

 ローソク     

 バスタオル     

 給食用パック     

 ビニール手袋     

 ゴミ袋(可燃用)     

 ゴミ袋(不燃用)     

 軍手     

 トラロープ     

寝具 毛布     

 布団(敷掛セット)     

 簡易ベッド     

衛生用品 石鹸     

 哺乳ビン     

 おむつ     

 トイレットペーパー     

 簡易組立式トイレ(テクレット)     

 障害者用組立トイレ     

 組立トイレ(ベンクイック     

 簡易トイレ(サニタクリーン)     

 生理用品     

 小物入れ     

 哺乳ビン用替え乳首     

 マスク     

 消毒液     

 非接触型体温計     

 フェイスシールド     

本部用 防災服(上)     

 ヘルメット     

 雨合羽     

 長靴     

 防災服(下)     
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防災用井戸・貯水槽一覧 

種        別 有効貯水量 合  計 

 ①県水道局 栗山浄水場 5,500ｍ３  

 95,500ｍ３ 千葉野菊野浄水場 30,000ｍ３ 

松戸給水場      60,000ｍ３ 

  

 ②市水道部 常盤平浄水場       6,350ｍ３ 

 15,710ｍ３ 
小金浄水場      ※3,480ｍ３ 

大金平浄水場       1,200ｍ３ 

幸田配水場       5,880ｍ３ 

 ③防災用井戸 

  

東部クリーンセンター       1,008ｍ３/日  

  5,302ｍ３ 和名ヶ谷クリーンセンター       3,840ｍ３/日 

六和クリーンセンター        450ｍ３/日 

本庁 4ｍ３/日 

 ④耐震性飲料水兼用貯水槽 常盤平やまぶき公園  (Ｈ元)  100ｍ３ 

   300ｍ３ 
横須賀中央公園  (Ｈ２)  100ｍ３ 

旭町中学校  (Ｈ８)  100ｍ３ 

  

 ⑤耐震性井戸付貯水槽 六実小学校 （Ｈ９）  40ｍ３ 

     40ｍ３ 
  

  

  

合   計 116,968ｍ３ 

※耐震性あり 
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応急給水重要施設（防災協力医療機関含む）一覧 

管轄 区 分 名     称 所  在  地 収容人数 電話番号 

小 

金 

①④  大倉記念病院 大谷口 133－１ 150 (341)5711 

④  小泉産婦人科医院 小金きよしヶ丘１－12－16 6 (342)1071 

①②④  山本病院 小金きよしヶ丘２－７－10 60 (341)3191 

⑥  小金わかば苑 東平賀 655－2 60 (330)5511 

⑥  第２いぶきの広場 東平賀 651 30 (341)1167 

⑤ 特別養護老人ホーム松戸陽だまり館 幸田 111 70 (374)6311 

⑤ 
特別養護老人ホームアウル大金平 

（従来型・ユニット型） 
大金平 3－155 69 (382)6011 

⑤ 特別養護老人ホーム芙蓉園 幸田 153 29 (711)5565 

小
金
原 

① 旭神経内科リハビリテーション病院 栗ケ沢 789-10 87 (385)5566 

④ 湯原産婦人科医院 小金原５－20－７ ９ (341)6185 

④ 黒澤外科胃腸科医院 小金原７－８－５ ６ (341)2007 

⑤  特別養護老人ホームマーシイヒル 根木内 677－２ 90 (348)8787 

①  いはら診療所 小金原４－３－２ 19 (347)2231 

①  富岡産婦人科医院 小金原６－８－11 ７ (342)1078 

⑤ 
特別養護老人ホーム 

リバーサイド・ヴィラ 
根木内 149 29 (701)7330 

常

盤

平 

① 恩田第二病院 金ケ作 302 370 (387)3761 

①  常盤平記念病院 常盤平７－５－２ 58 (385)0900 

①④ 新東京クリニック松飛台 串崎南町 27 70 (384)3111 

①②④  常盤平中央病院 常盤平６－１－８ 85 (387)4121 

①②③

④ 
千葉西総合病院 金ケ作 107－１ 408 (384)8111 

① 松戸牧の原病院 五香西４－32－１ 80 (712)2756 

① 三和病院 日暮７－379 50 (712)0202 

③  八柱腎クリニック 日暮１-15-１ 57 (311)6311 

⑤  特別養護老人ホーム やわら木苑 金ケ作 277 50 (386)0213 

⑤  特別養護老人ホーム 明尽苑 金ケ作 296－１ 70 (385)2220 

⑤  特別養護老人ホーム あすなろ 金ケ作 139－10 50 (311)7001 

⑤  特別養護老人ホーム ひまわりの丘 五香西５－19－８ 90 (311)2100 

⑤ 
特別養護老人ホーム ひまわりの丘 

ユニット型 
五香西５－19－８ 40 (311)2100 

⑥  わかば園 金ケ作 276－25 60 (384)0165 

⑥  かりん 牧の原２－48 24 (389)4174 

①②④ 松戸市立総合医療センター 千駄堀 993－1 600 (712)2511 

① 山口眼科 常盤平５－17－８ ２ (702)3030 

六 

実 

①②④  五香病院 五香８－40－１  61 (311)5550 

⑤ 特別養護老人ホーム 松寿園 六高台２－19－２ 90 (386)6357 

⑥ 
特別養護老人ホーム 松寿園 

ユニット型 
六高台２－19－２ 60 (386)6357 

⑥  いぶき療護苑 五香５－10－４ 32 (389)1010 

⑥ いぶきの広場 五香５－10－４ 40 (389)1010 

⑥ 第２わかば園 五香５－10－１ 60 (386)7721 

東
部 

①④ 市立福祉医療センター  東松戸病院 高塚新田 123－13 198 (391)5500 

① 松戸ニッセイ聖隷クリニック 高塚新田 123－１ 120 (330)8298 

⑤ 特別養護老人ホーム 南花園 河原塚 102－８ 76 (392)0881 

⑤  特別養護老人ホーム 松戸愛光園 高塚新田 128－８ 103 (330)8125 

⑤  特別養護老人ホーム 松峰苑 高塚新田 488－９ 29 (391)8100 

⑤ 特別養護老人ホーム緑風園 和名ケ谷 1484 80 (392)2900 
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管轄 区 分 名     称 所  在  地 収容人数 電話番号 

⑤ 
特別養護老人ホーム第二南花園 

（個室ユニット型） 
紙敷 1186－８ 30 (392)3336 

⑤ 
特別養護老人ホーム第二南花園 

（従来型） 
紙敷 1186－８ 50 (392)3336 

⑤ 
特別養護老人ホーム東松戸ヒルズ 

（従来型） 
紙敷 1065－４ 30 (312)8633 

⑤ 特別養護老人ホーム東松戸ヒルズ 紙敷 1065－４ 70 (312)8633 

⑤ 
特別養護老人ホームプレミア東松戸 

（ユニット型） 
紙敷 297－２ 70 (712)1165 

⑤ 特別養護老人ホームプレミア東松戸 紙敷 297－２ 30 (712)1165 

⑤ 
特別養護老人ホームセイワ松戸 

（ユニット型） 
大橋 89 60 (382)6161 

明 

①②④ 国保松戸市立病院 上本郷 4005 613 (363)2171 

①②④  医療法人社団誠馨会 新東京病院 和名ヶ谷 1271 430 (711)8700 

①  小板橋病院 和名ヶ谷 1313－１ 114 (392)4555 

①  洗心島村トータル・ケア・クリニック 松戸新田 21-２ 19 (308)5546 

⑤ 特別養護老人ホーム 親愛の丘 和名ケ谷 1258－１ 100 (712)1200 

松 

戸 

③ 東葛クリニック松戸 根本 64－２ 19 (361)8801 

① オーククリニックフォーミズ病院 竹ケ花 50－３ 47 (703)1112 

④ 高田外科胃腸科 古ヶ崎 101－２ ８ (362)8237 

①②③

④ 
東葛クリニック病院 樋野口 865－２ 95 (364)5121 

馬 

橋 

①②④ 大川レディースクリニック 馬橋 1902 11 (341)3011 

①②④ 兒玉医院 三ヶ月 1543 14 (345)6971 

⑤  特別養護老人ホームまんさくの里 八ケ崎２－15 70 (348)8352 

⑥  喜楽家 馬橋 2986 15 (344)9951 

新
松
戸 

①②③

④ 
  新松戸中央総合病院 新松戸１－380 283 (345)1111 

①④ 松戸整形外科病院 旭町１－161 62 (344)3171 

④ 足立外科胃腸科 新松戸５－225 19 (345)0567 

⑤  特別養護老人ホーム陽光苑 旭町２－238 50 (348)1866 

古
ケ
崎 

①④ 日本大学松戸歯学部附属病院 栄町西２－870－１ 33 (368)6111 

⑤ 特別養護老人ホーム秋桜 栄町西 3-1036-2 70 (703)1275 

矢
切 

⑤ 特別養護老人ホームなでしこ（従来型） 中矢切 259－１ 50 (312)3033 

⑤ 
特別養護老人ホームなでしこ 

（ユニット型） 
中矢切 259－１ 40 (312)3033 

（注１）区分は、①病院、②千葉県救急告示病院、③腎人工透析治療施設、④防災協力医療機関、⑤特別養護老

人ホーム、⑥障害者福祉施設（生活介護、障害者支援施設） 

（注２）②千葉県救急告示病院、③腎人工透析治療施設は、防災協力医療機関である。 
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学校救護所予定施設一覧 

№ 管 轄 施  設  名 所  在  地 電  話 備 考 

１ 
小   金 

殿 平 賀 小 学 校        E 殿平賀 339－１ 344-8621  

２ A小 金 小 学 校        E 小金 355 341-0450  

３ 小 金 原 A栗 ヶ 沢 小 学 校        E 小金原７－16 341-2640  

４ 

常 盤 平 

常盤平第二小学校 常盤平４－18 386-1331  

５ 常盤平第三小学校 常盤平西窪町25－１ 387-4605  

６ 松飛台第二小学校 松飛台59 385-4111  

７ 六   実 A六実第三小学校        E 六高台３－141 384-3161  

８ 
東   部 

市立松戸高等学校 紙敷 ２－７－５ 385-3201  

９ A東 部 小 学 校        E 高塚新田 382－１ 391-2971  

10 
矢   切 

A第 二 中 学 校        E 小山 685 363-7205  

11 A大 橋 小 学 校        E 二十世紀ヶ丘梨元町32 392-2921  

12 
本庁第一 

A相 模 台 小 学 校        E 岩瀬 434－2 363-4245  

13 A寒 風 台 小 学 校        E 松戸新田 316－25 363-1048  

14 本庁第二 A古 ヶ 崎 中 学 校        E 古ヶ崎2515－１ 366-0420  

15 馬   橋 A八 ヶ 崎 小 学 校        E 八ヶ崎 ６－53－１ 342-1094  

16 
新 松 戸 

A馬 橋 北 小 学 校        E 新松戸南２－１ 344-8586  

17 A小 金 中 学 校        E 新松戸北２－16－11 341-0646  
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ヘリコプター離発着可能地点の位置基準 

１ 離着陸地帯及び無障害地帯 

（1）自衛隊のヘリコプター 

ア 小型機（ＯＨ－６、ＯＨ－１）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 中型機（ＵＨ－１）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 大型機（ＣＨ－47）の場合 
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（2）自衛隊以外のヘリコプター 

ア 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①接 地 帯：長さ及び幅は使用機の全長以上の長さとする。 

②離着陸地帯：長さ及び幅は使用機の全長に20ｍ以上を加えた長さとする。 

＊全長が20ｍを越す機材については全長の２倍以上の長さとする。 

＊離着陸地帯は原則として地上に設置する。但し、周辺環境により地上に設定できない場合、

障害物の程度により「仮想離着陸地帯」として 15ｍまでの高さを限度に離着陸地帯の上空

に設定することができる。 

 

 

イ 進入表面断面図 
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ウ 転移表面断面図 

（転移表面は設定せず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 立体図 
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２ 吹流し等 

ヘリポート近くに上空から確認し得る風の方向を示す吹き流し又は旗を立てること。 

 

吹流しの基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 着陸中心点 

着陸地点には、石灰等（積雪時は墨汁、絵具等）を用いてＨ記号を表示して着陸中心を表示すること。 

 

Ｈ記号の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 危険予防の措置 

（1）離着陸地帯への立入禁止措置 

離着陸地帯及び運航上の障害となるおそれのある範囲には立入らせない措置を講ずること。 

 

（2）防塵措置 

表土の砂塵の発生するところでは、散水等の措置を講ずること。 

 

（3）重量計の準備 

物資を輸送する場合は、重量計を準備すること。 
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５ ヘリポート適地一覧 

施 設 名 
必要地積 

周辺の状況 約30ｍ 
×30ｍ 

約50ｍ 
×50 ｍ 

約150ｍ 
×150ｍ 

① 21世紀の森と広場 ○ ○ ○ 
市街化調整区域で周辺に農地も多く残されている。市内
で最も大きな公園である。 

② 金ヶ作公園（野球場） ○ ○ × 周辺が比較的高密度な住宅地である。 

③ 六実中央公園 ○ ○ × 周辺が戸建を中心とした住宅地である。 

④ 市立松戸高校 ○ ○ × 
市街化調整区域であり、周辺には農地が残されている。
敷地北側には八柱霊園がある。 

⑤ 東部スポーツパーク（野球場） ○ ○ × 
市街化調整区域であるが、周辺は区画整理が進み、住宅
地になりつつある。 

⑥ 千葉県西部防災センター ○ ○ × 東葛飾地域をはじめとする県西部の防災拠点である。 

⑦ 松戸運動公園（陸上競技場） ○ ○ × 住宅地内にあるが、大規模な公園である。 

⑧ 江戸川河川敷（上葛飾橋南側） ○ ○ ○ 周辺は江戸川の河川敷と水面である。 

⑨ 江戸川河川敷 
（古ヶ崎スポーツ広場） 

○ ○ ○ 周辺は江戸川の河川敷と水面である。 

⑩ 県立松戸馬橋高校 ○ ○ × 
市街化調整区域であるため、周辺には農地が残されてい
る。 

⑪ 県立小金高校 ○ ○ × 
敷地に隣接して東西に横須賀小学校と小金中学校がある
ため、離発着には特に安全性に配慮する必要がある。 

⑫ 県立松戸国際高校 ○ ○ × - 

（注）○：必要地積を満足する。 ×：必要地積に不足する。 
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緊急輸送道路・災害時重要路線図 

 
 

災害時重要路線 

県指定緊急輸送道路（１次路線） 

県指定緊急輸送道路（２次路線） 

市災害時重要路線 

市災害時重要路線（指定予定） 
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緊急船着場位置図 
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防災関係機関等連絡先一覧 

１ 関係機関 

機  関  名 連 絡 先 一般電話 ＦＡＸ 
県 防 災 
行政無線 

ＭＣＡ 
無 線 

千

葉

県 

東葛飾県民センター 県政情報課 361-2111 367-4348 ○ ○ 

東葛飾土木事務所 調整課 364-5136 362-4884 ○ ○ 

企業局市川水道事務所松戸支所 料金課 368-6141 363-5340   

松戸健康福祉センター 総務企画課 361-2121 367-7554 ○ ○ 

西部防災センター  331-5511 331-5522 ○  

千葉県警察 
松戸警察署 警備課 369-0110 369-0110 ○ ○ 

松戸東警察署 警備課 349-0110 349-0110 ○ ○ 

指 

定 

地 

方 

行 

政 

機 

関 

関東地方 

整 備 局 

江戸川河川事務所 
防災対策課 04-7125-7436 04-7123-1741   

松戸出張所 343-3722 344-8919 ○ ○ 

千葉国道事務所 
管理第二課 043-287-0315 043-285-0412   

柏維持出張所 04-7143-4320 04-7144-2063   

首都国道事務所 工務課 362-4114    

関東運輸局 千葉運輸支局 総務企画部門 043-242-7336 043-244-0760   

関東農政局 千葉県拠点 地方参事官室 043-224-5611 043-227-7135 ○  

関東森林管理局 千葉森林管理事務所 調整官 043-242-4656 043-242-4658   

東京管区気象台 銚子地方気象台 防災業務課 0479-23-7705    

陸上自衛隊松戸駐屯地 需品学校企画室 387-2171  ○ ○ 

指 

定 

公 

共 

機 

関 

東日本電信電話(株) 千葉事業部 千葉西支店 04-7162-4650 04-7162-7998  ○ 

東日本旅客鉄道(株) 松戸駅 360-1402 360-1402  ○ 

日本通運(株) 柏支店 04-7135-6600 04-7132-2322   

東京電力パワーグリッド(株) 東葛支社 04-7113-2000 04-7167-8731  ○ 

郵便事業株式会社 松戸支店 総務課 362-2357 363-9134   

日本赤十字社 千葉県支部 救護福祉課 043-241-7531 043-248-6812   

日本放送協会 千葉放送局 企画総務 043-227-7311    

指 

定 

地 

方 

公 

共 

機 

関 

(一社)千葉県ＬＰガス協会 松戸支部 367-3609 362-1027  ○ 

京葉瓦斯(株) 供給企画部 災害対策室 04-7164-0581 04-7162-5254 ○  

東武鉄道(株) 六実駅 387-6795 ─ ○ ○ 

新京成電鉄(株) 松戸駅 362-2014 ─ ○  

新京成電鉄(株) 八柱駅 387-3451   ○ 

流鉄(株) 運輸区駅務担当区 04-7158-0117 04-7158-2274  ○ 

北総鉄道(株) 東松戸駅駅務区 392-3235 392-3235   

千葉県トラック協会 松戸支部 事務局 344-7643 344-7644  ○ 

東武バスイースト(株) 沼南営業所 04-7193-2683 0471-93-2685  ○ 

京成バス(株) 松戸営業所 362-1256 364-8470 ○ ○ 

松戸新京成バス(株) 本社 387-0388 389-8624  ○ 

千葉テレビ放送(株) 報道制作局 043-231-3111    

(株)ベイエフエム 総務部 043-227-7878    

公 

共 

的 

団 

体 

等 

松戸市医師会 事務局 368-2255 365-4915  ○ 

松戸歯科医師会 事務局 368-3553 365-4015  ○ 

松戸市薬剤師会 事務局 360-3600 368-3783  ○ 

千葉県接骨師会 松戸支部  387-3105 386-8131  ○ 

松戸市社会福祉協議会  368-0503 368-0203  ○ 

松戸市国際交流協会  366-7310 308-6789   

松戸市土地開発公社  366-5811 366-6112   

松戸市都市整備公社  366-6111 366-6112   

松戸市生きがい福祉事業団  383-1711 383-1724   

松戸市シルバー人材センター  330-5005 330-5008   



情報連絡関係 
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機  関  名 連 絡 先 一般電話 ＦＡＸ 
県 防 災 
行政無線 

ＭＣＡ 
無 線 

文化振興財団  384-5050 384-5243   

とうかつ中央農業協同組合 経済センター 341-5151 341-5154   

松戸市漁業協同組合  362-3462    

松戸商工会議所 
総務課 364-3111 365-0150   

大型店懇談会 364-1111 364-3231   

千葉県獣医師会  043-232-6980 043-232-6986   

都市再生機構 千葉地域支社 
松戸住宅管理センタ

ー 
368-3800  

 
 

千葉県建築士会 松戸支部  368-0371 710-0515   

千葉県建築士事務所協会 松戸支部 
(株)鈴木建築設計事務

所 
367-0077 367-6141 

 
 

そ 

の 

他  

松戸赤十字奉仕団 委員長 362-0428    

松戸市消防団 団長 363-1115 363-1138   

松戸市建設業協会  344-5171 346-3510   

松戸地区タクシー運営委員会 合同、渡辺    ○ 

軽貨物協同企伸会  367-9372 361-4439  ○ 

生活協同組合 東葛市民生協 東葛組合員会館 364-7481 365-5424 ○ ○ 

S伊勢丹 松戸店  S364-1111  S○ S○ 

山崎製パン 松戸工場  364-1231  ○ ○ 

 

２ 消防機関 

施 設 名 一般電話 ＦＡＸ 
県 防 災 

行政無線 
消防無線 ＭＣＡ無線 

同報系無線 

(戸別受信機) 

松戸市消防局 363-1111 363-1121 ○ ○ ○ ○ 

中央消防署 368-0119 369-1166  ○   

西口消防署 367-0119 362-4712  ○ ○  

馬橋消防署 344-0119 344-5525  ○   

小金消防署 340-0119 341-0149  ○   

大金平消防署 348-0119 347-9894  ○   

五香消防署 387-0119 387-5490  ○   

六実消防署 383-0119 387-9449  ○   

東部消防署 391-0119 391-0111  ○   

二十世紀が丘消防署 392-0119 391-4222  ○   

八ヶ崎消防署 347-0119 347-0120  ○   

消防団第１方面隊       

消防団第２方面隊       

消防団第３方面隊       

消防団第４方面隊       

消防団第５方面隊       

消防団第６方面隊       

消防団第７方面隊       

消防団第８方面隊       

消防団第９方面隊       

消防団第１０方面隊       
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３ 市の施設 

施 設 名 
一 般 回 線 県 防 災 

行政無線 
ＭＣＡ無線 

同報系無線 

(戸別受信機) 
備 考 

普通電話 Ｆ Ａ Ｘ 

市役所 366-1111 363-3200 ○ ○ ○ 災害対策本部 

常盤平支所 387-2131 388-9664  ○ ○ 情報集約拠点 

小金支所 341-5101 344-8730  ○ ○ 情報集約拠点 

小金原支所 344-4151 344-3684  ○ ○ 情報集約拠点 

六実支所 385-0113 385-1848  ○ ○ 情報集約拠点 

馬橋支所 345-2131 344-5782  ○ ○ 情報集約拠点 

新松戸支所 343-5111 344-6514  ○ ○ 情報集約拠点 

矢切支所 362-3181 368-1439  ○ ○ 情報集約拠点 

東部支所 392-3061 391-3949  ○ ○ 情報集約拠点 

中央保健福祉センター 366-7489 363-9766   ○ ○ 
福祉避難所 

災害対策本部 

小金保健福祉センター 346-5601 344-3400   ○  

常盤平保健福祉センター 384-1333 394-5223   ○  

〃  六実保健室 384-2583    ○  

古ヶ崎市民センター 367-7700   ○ ○ 指定避難所 

馬橋東市民センター 346-2055   ○ ○ 指定避難所 

S六和クリーンセンター     S○  

市民会館 

368-1237 366-3344  ○ ○ 

帰宅困難者向

け一時滞在施

設 

森のホール２１(文化会館) 384-5050 384-5243  ○ ○  

２１世紀の森と広場（パークハウス） 245-8900 348-4522  ○ ○ 臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

ユーカリ交通公園 341-2707   ○ ○  

松戸市総合医療センター 712-2511 712-2512 ○ ○ ○ 災害拠点病院 

東松戸病院 391-5500 391-7566  ○ ○  

水道部 341-0430 349-0881  ○ ○ 排水拠点 

小金浄水場      排水拠点 

常盤平浄水場    ○  排水拠点 

南部市場 363-2222 369-1181  ○ ○ 県輸送拠点 

S北部市場 S341-6161 S345-2027  S○ S○ S県輸送拠点 

日暮クリーンセンター 388-6555 388-6868  ○ ○  

クリーンセンター 384-3115   ○ ○ 指定避難所 

東部クリーンセンター 391-1141 391-1142  
 

○ 
指定緊急避難

場所 

和名ヶ谷クリーンセンター 392-1118 392-1119  ○ ○  

北山会館 387-5855   ○ ○ 遺体安置所 

八柱霊園 387-2181   ○   

北松戸保育所 362-8282 362-8163  ○ ○  

小金原保育所 341-2643 348-8246  ○ ○  

コアラ保育所 343-1262 343-8294  ○ ○  

梨香台保育所 391-3710 391-6997  ○ ○  

六実保育所 385-0998 385-8103  ○ ○  

牧の原保育所 385-0997 385-1982  ○ ○  

馬橋西保育所 344-8001 344-4196  ○ ○  

古ヶ崎保育所 367-9981 367-9294  ○ ○  

八柱保育所 392-2955 392-6972  ○ ○  

小金北保育所 344-4155 344-9347  ○ ○  

二十世紀ヶ丘保育所 391-2200 391-6963  ○ ○  

松ヶ丘保育所 368-9191 368-9704  ○ ○  

新松戸中央保育所 344-7221 344-9465  ○ ○  



情報連絡関係 
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施 設 名 
一 般 回 線 県 防 災 

行政無線 
ＭＣＡ無線 

同報系無線 

(戸別受信機) 
備 考 

普通電話 Ｆ Ａ Ｘ 

松飛台保育所 384-2421 384-2048  ○ ○  

新松戸南部保育所 344-0010 344-4194  ○ ○  

新松戸北保育所 346-5161 346-7901  ○ ○  

古ヶ崎第二保育所 363-4004 363-4293  ○ ○  



情報連絡関係 

資-86 

４ 収容避難所 

施 設 名 普通電話 Ｆ Ａ Ｘ ＭＣＡ無線 
同報系 

戸別受信機 

女性センター 364-8778 364-7888 ○ ○ 

稔台市民センター(本館) 367-6420  ○ ○ 

稔台市民センター（別館） 367-6420    

明市民センター 368-6700  ○ ○ 

常盤平市民センター 387-2529   ○ 

八柱市民センター 388-3570  ○ ○ 

小金市民センター 343-8641  ○ ○ 

小金北市民センター 343-8191  ○ ○ 

小金原市民センター 344-8268   ○ 

六実市民センター 385-0116   ○ 

六実市民センター（別館） 385-0116    

五香市民センター 386-8300  ○ ○ 

松飛台市民センター 386-6000  ○ ○ 

八ケ崎市民センター 348-6667  ○ ○ 

新松戸市民センター 343-6500  ○ ○ 

馬橋市民センター 342-9690  ○ ○ 

二十世紀が丘市民センター 392-7021  ○ ○ 

東部市民センター 391-3701   ○ 

古ケ崎市民センター 367-7700  ○ ○ 

馬橋東市民センター 346-2055  ○ ○ 

勤労会館 365-9666  ○ ○ 

クリーンセンター（体育館） 384-3115  ○  

六実高柳老人福祉センター 386-3478  ○  

東部老人福祉センター 392-3701  ○ ○ 

東部スポーツパーク 391-0944  ○  

和名ヶ谷スポーツセンター（アリーナ棟） 391-5990    

総合福祉会館 368-1241  ○ ○ 

(旧)根木内東小学校   ○  

(旧)新松戸北小学校   ○  

(旧)古ケ崎南小学校   ○  

(旧)新松戸北中学校   ○  

小金原体育館 341-2242  ○  

常盤平体育館 386-0111  ○  

柿ノ木台公園体育館 331-1131  ○  

青少年会館 344-8556 342-9244 ○ ○ 

青少年会館樋野口分館 369-0440  ○ ○ 

中部小学校 363-4191 363-4803 ○ ○ 

東部小学校 391-2971 392-5025 ○ ○ 

北部小学校 363-5251 363-2629 ○ ○ 

相模台小学校 363-4245 363-5952 ○ ○ 

南部小学校 363-5171 363-4422 ○ ○ 

矢切小学校 363-6887 363-6885 ○ ○ 

高木小学校 387-5103 389-4457 ○ ○ 

高木第二小学校 387-2191 389-4453 ○ ○ 

馬橋小学校 341-1218 340-0670 ○ ○ 

小金小学校 341-0450 342-1227 ○ ○ 

常盤平第一小学校 387-2397 389-3882 ○ ○ 

常盤平第二小学校 386-1331 389-5453 ○ ○ 

稔台小学校 364-4128 363-6383 ○ ○ 

常盤平第三小学校 387-4605 389-5848 ○ ○ 



情報連絡関係 

資-87 

施 設 名 普通電話 Ｆ Ａ Ｘ ＭＣＡ無線 
同報系 

戸別受信機 

上本郷小学校 363-9278 363-4234 ○ ○ 

小金北小学校 343-1263 340-0664 ○ ○ 

根木内小学校 341-2641 340-0663 ○ ○ 

栗ケ沢小学校 341-2640 340-0656 ○ ○ 

松飛台小学校 387-0494 389-4885 ○ ○ 

松ケ丘小学校 361-2238 368-3262 ○ ○ 

柿ノ木台小学校 365-7662 365-5568 ○ ○ 

古ケ崎小学校 364-5118 365-5759 ○ ○ 

六実小学校 387-9391 389-0703 ○ ○ 

八ケ崎小学校 342-1094 345-8091 ○ ○ 

梨香台小学校 391-4311 391-8198 ○ ○ 

寒風台小学校 363-1048 365-9535 ○ ○ 

河原塚小学校 392-5100 392-8187 ○ ○ 

和名ケ谷小学校 391-2401 391-8882 ○ ○ 

旭町小学校 345-1177 346-9387 ○ ○ 

牧野原小学校 385-0996 388-2099 ○ ○ 

貝の花小学校 344-8611 349-4909 ○ ○ 

金ケ作小学校 385-8886 384-6875 ○ ○ 

馬橋北小学校 344-8586 349-4104 ○ ○ 

殿平賀小学校 344-8621 345-9368 ○ ○ 

横須賀小学校 344-4040 348-8445 ○ ○ 

八ケ崎第二小学校 344-7437 346-4945 ○ ○ 

六実第二小学校 384-3011 384-7709 ○ ○ 

新松戸南小学校 343-3275 348-8237 ○ ○ 

松飛台第二小学校 385-4111 385-8066 ○ ○ 

上本郷第二小学校 367-3413 368-1338 ○ ○ 

大橋小学校 392-2921 392-6166 ○ ○ 

六実第三小学校 384-3161 384-7879 ○ ○ 

幸谷小学校 344-6765 345-6956 ○ ○ 

新松戸西小学校 344-1061 345-9883 ○ ○ 

第一中学校 363-4171 364-2655 ○ ○ 

第二中学校 363-7205 364-6732 ○ ○ 

第三中学校 341-5195 345-0179 ○ ○ 

第四中学校 387-5311 386-9176 ○ ○ 

第五中学校 391-2110 391-8637 ○ ○ 

第六中学校 343-1208 345-0209 ○ ○ 

小金中学校 341-0646 345-0296 ○ ○ 

常盤平中学校 387-4611 386-9182 ○ ○ 

栗ケ沢中学校 341-5178 345-0459 ○ ○ 

六実中学校 388-1190 386-9329 ○ ○ 

小金南中学校 342-1061 345-0538 ○ ○ 

古ヶ崎中学校 366-0420 364-7166 ○ ○ 

牧野原中学校 384-3021 386-9389 ○ ○ 

河原塚中学校 391-6161 391-8669 ○ ○ 

根木内中学校 343-1268 345-0623 ○ ○ 

新松戸南中学校 344-0188 345-0626 ○ ○ 

金ケ作中学校 384-3171 386-9529 ○ ○ 

和名ケ谷中学校 391-1818 391-8708 ○ ○ 

旭町中学校 342-3651 345-0725 ○ ○ 

小金北中学校 348-5700 345-0729 ○ ○ 

市立松戸高等高校 385-3201 385-3467 ○ ○ 



情報連絡関係 

資-88 

施 設 名 普通電話 Ｆ Ａ Ｘ ＭＣＡ無線 
同報系 

戸別受信機 

県立松戸高等高校 341-1288 346-4002 ○  

県立小金高等高校 341-4155 349-2300 ○  

県立松戸国際高等高校 386-0563 386-8518 ○  

県立松戸南高等高校 391-2849 391-5287 ○  

県立松戸六実高等高校 385-5791 386-4762 ○  

県立松戸馬橋高等高校 345-3002 346-5330 ○  

県立松戸向陽高等高校 391-4361 391-8219 ○  

専修大学松戸高校 362-9101  ○  

日本大学松戸歯学部 368-6111 364-6295 ○  

青松園     

図書館本館 365-5115 361-3770  ○ 

松戸運動公園 363-9241   ○ 

文化ホール 367-7810  ○ ○ 

市民劇場 368-0070   ○ 

常盤平児童福祉館 387-3320   ○ 

健康福祉会館（ふれあい 22） 383-0022 383-5522 ○ ○ 

常盤平衛生処理場 387-5650   ○ 

消防局 363-1111  ○ ○ 

博物館 384-8181 384-8194  ○ 

戸定歴史館 362-2050   ○ 

資源リサイクルセンター 384-7890   ○ 

衛生会館 366-7771   ○ 

斎場 387-4042   ○ 

シニア交流センター 343-0521   ○ 

公営競技事務所 362-2181   ○ 

常盤平老人福祉センター 382-5125   ○ 
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同報系防災行政無線の自動放送文 

震度４の場合 

 
こちらは、松戸市役所です。ただ今、強い地震がありました。 
皆さん、落ち着いて行動して下さい。 
 
市では、情報収集体制 を強化します。         （以上繰り返し） 
 

震度５弱の場合 

 
こちらは、松戸市役所です。ただ今、強い地震がありました。 
皆さん、落ち着いて行動して下さい。 
まず身の安全を守り、火の始末をして下さい。 
あわてて外に飛び出さないで下さい。戸や窓を開けて出口を確保して下さい。 
落下物やブロック塀などに気を付けて、落ち着いて行動して下さい。 
もう一度火の元、ガスの元栓を確かめて下さい。 
今後のテレビ、ラジオの正しい地震情報を聞いて落ち着いて行動して下さい。 
 
市では、 警戒配備体制 をとります。         （以上繰り返し） 
 

震度５強の場合 

 
こちらは、松戸市役所です。ただ今、非常に強い地震がありました。 
皆さん、落ち着いて行動して下さい。 
まず身の安全を守り、火の始末をして下さい。 
あわてて外に飛び出さないで下さい。戸や窓を開けて出口を確保して下さい。 
落下物やブロック塀などに気を付けて、落ち着いて行動して下さい。 
もう一度火の元、ガスの元栓を確かめて下さい。 
今後のテレビ、ラジオの正しい地震情報を聞いて落ち着いて行動して下さい。 
今後も余震が続くと思われますが、隣近所と助け合い安全を確保して下さい。 
 
市では、 第１配備体制 をとります。         （以上繰り返し） 
 

震度６弱の場合 

 
こちらは、松戸市役所です。ただ今、非常に強い地震がありました。 
皆さん、落ち着いて行動して下さい。 
まず身の安全を守り、火の始末をして下さい。 
あわてて外に飛び出さないで下さい。戸や窓を開けて出口を確保して下さい。 
落下物やブロック塀などに気を付けて、落ち着いて行動して下さい。 
もう一度火の元、ガスの元栓を確かめて下さい。 
今後のテレビ、ラジオの正しい地震情報を聞いて落ち着いて行動して下さい。 
今後も余震が続くと思われますが、隣近所と助け合い安全を確保して下さい。 
 
市では、 第２配備体制 をとります。         （以上繰り返し） 
 

震度６強以上の場合 

 
こちらは、松戸市役所です。ただ今、非常に強い地震がありました。 
皆さん、落ち着いて行動して下さい。 
まず身の安全を守り、火の始末をして下さい。 
あわてて外に飛び出さないで下さい。戸や窓を開けて出口を確保して下さい。 
落下物やブロック塀などに気を付けて、落ち着いて行動して下さい。 
もう一度火の元、ガスの元栓を確かめて下さい。 
今後のテレビ、ラジオの正しい地震情報を聞いて落ち着いて行動して下さい。 
今後も余震が続くと思われますが、隣近所と助け合い安全を確保して下さい。 
 
市では、全職員を以って 第３配備体制 をとります。  （以上繰り返し） 
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千葉県危機管理情報共有要綱（抜粋） 

U平成29年7月1日施行  

 （目的）  

第一条  この要綱は、千葉県地域防災計画及び千葉県国民保護計画並びに千葉県危機管理体制運用方針に基づき、

千葉県災害対策本部事務局又は千葉県国民保護等対策本部事務局（以下、「事務局」という。）に対する県の各

部局や市町村等からの報告を通じて、他の組織と情報を共有するための手続を定める。  

  （用語の定義）  

第二条  本要綱において使用する用語の定義は別表１のとおりとする。  

  （報告の種類と時期）  

第四条  報告の種類と報告時期は別表１「報告の種類と時期」のとおりとする。  

  （報告方法）  

第五条  本要綱による報告を行う場合は、原則としてシステムを使用する。なお、システムが使用不能又は本要

綱に別途規定がある場合は、電子メール、電話またはファックス等の代替手段を使用して事務局情報班に対し

報告を行う。  

  （情報の正確性）  

第六条  災害対応を迅速に行うため、覚知した情報は速やかに報告することを原則とする。また、情報に不足が

ある場合は該当箇所を不明とし、報告することを優先する。  

  （対象範囲）  

第七条  本要綱による情報共有の対象となる組織は、市町村、消防本部及び警察本部並びに庁内各部局とする。  

  （情報の取扱）  

第八条  情報は、原則として情報共有の対象となる全組織が閲覧できるものとする。なお、報道機関及び県民に

公開する情報については、情報を報告した機関の了解又は市町村の認定を得た上で行う。  

（システム、電話等）  

第十六条  情報班は、システム、電話、ファックス等を活用し、庁内各部局及び市町村等から情報を収集し、そ

の取りまとめを行う。  

  （情報の報告窓口）  

第二十五条  市町村、消防本部及び警察本部は、災害対策本部またはこれに相当する部局に被害等の情報を報告

する窓口を定め、県の事務局に対して報告を行う。  

   （報告様式）  

第二十六条  市町村、消防本部及び警察本部が報告する内容とその指定様式は別表3のとおり。  

  （認定のない情報の報告）  

第二十七条  市町村、消防本部及び警察本部は、その管内で覚知された情報について、市町村の認定が行われて

いない状況であっても随時報告を行う。  

  （被害情報の認定）  

第二十八条  市町村は、その管内で覚知された災害等における被害を確定するため、被害情報の認定を行う。 
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被害の認定基準 

U（「千葉県危機管理情報共有要綱運用の手引き」より） 

区分 被害項目 認定基準 備考 

人的 
被害 

共通 
 被害者の居住する市町村と被害発生場所の市町

村とが異なる場合は、被害発生場所の市町村が被
害報告をする。 

死者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認し
たもの、又は死体は確認できないが、死
亡したことが確実な者とする。 

当該災害による負傷者が、発災後 48 時間以内に
死亡した場合は、「死者」として扱う。 

行方 
不明者 

当該災害が原因で所在不明となり、かつ、
死亡の疑いがある者とする。 
（※1 原則として精神的なものを理由に
行方が不明になった場合を除くが、判
断は市町村が行う。） 

 

重傷者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受
け、又は受ける必要のある者のうち 1 月
以上の治療を要する見込みの者とする。 

1.重傷又は軽傷の別が明らかでない場合は、とり
あえず「負傷者」として報告する。 
2.要治療期間については、可能な限り、診断した
医師又は病院から正確な情報を得ること。 

軽傷者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受
け、又は受ける必要のある者のうち 1 月
未満で治療できる見込みの者とする。 

中等症と診断された者について、左記の基準によ
り傷病程度を決めがたい場合は、軽傷者とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住家 
被害 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共通 

住家とは、現実に居住のため使用してい
る建物をいい、社会通念上の住家である
かどうかは問わない。 

1.別荘等で現に人が居住していないものは、「非
住家」として扱う。 
2.倉庫等は通常非住家と認められるが、人が居住
している場合で、当該居住部分に被害を生じた
場合は「住家被害」として計上する。 
3. 店舗併用住宅の居住部分は「住家」として扱
い、店舗部分は「非住家」として扱う。また、
両部分にわたり被害を生じた場合は、「住家被
害」として計上し、非住家被害としては計上し
ない。 
4.「棟」とは、一つの独立した建物をいい、離れ、
納屋、倉庫等は母屋とは別に 1 棟として扱う。
ただし、ごく小規模なものは除く。二つ以上の
棟が渡廊下等で接続している場合には各 1 棟と
して計上する。 
5.アパート、マンション等の集合住宅が被害を受
けた場合は、被災棟数は 1 棟とし、被災世帯数
はその建物に居住する世帯数を計上する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

全壊 
 

住家がその居住のための基本的機能を喪
失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、
流失、埋没したもの、又は住家の損壊（こ
こでいう「損壊」とは、住家が被災によ
り損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生
じることにより、補修しなければ元の機
能を復元し得ない状況に至ったものをい
う。以下同じ）が甚だしく、補修により
元通りに再使用することが困難なもの
で、具体的には、住家の損壊、若しくは
流失した部分の床面積がその住家の延べ
床面積の 70%以上に達した程度のもの、又
は住家の主要な構成要素（ここでいう「主
要な構成要素」とは、住家の構成要素の
うち造作等を除いたものであって、住家
の一部として固定された設備を含む。以
下同じ）の経済的被害を住家全体に占め
る損害割合で表し、その住家の損害割合
が 50%以上に達した程度のものとする。 
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区分 被害項目 認定基準 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住家 
被害 

半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一
部を喪失したもの、すなわち、住家の損
壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再
使用できる程度のもので、具体的は、損
壊部分がその住家の延べ床面積の 20%以
上 70%未満のもの、又は住家の主要な構成
要素の経済的被害を住家全体に占める損
害割合で表し、その住家の損害割合が 20%
以上 50%未満のものとする。 

 

一部破損 

全壊及び半壊に至らない程度の住家の損
壊で、補修を必要とする程度のものとす
る。ただし、ガラスが数枚破損した程度
のごく小さなものは除く。 

屋根瓦の相当部分が落ちたような場合は、「一部
破損」となるが、屋根の主要部分に被害が生じた
場合は、「半壊」以上として扱う。 

床上浸水 

住家の床より上に浸水したもの及び全
壊・半壊には該当しないが土砂・竹木の
堆積により一時的に居住することができ
ないものとする。 

アパート、マンション等の集合住宅で２階建て以
上の建物の被災世帯は、次のように取り扱う。 
1.１階部分が床下浸水の場合、1階に居住する世
帯数のみでなく、その建物に居住する世帯数を
「床下浸水」に計上する。 
2.１階部分が床上浸水の場合、1階に居住する世
帯数は「床上浸水」に、２階以上に居住する世
帯数は「床下浸水」に計上する。 

床下浸水 
床上浸水に至らない程度に浸水したもの
とする。 

 

非住家
被 害 

共通 

住家以外の建築物で、この報告中他の被
害箇所項目に属さないものとする。 
これらの施設に人が居住しているとき
は、当該部分は住家とする。 
非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受
けたもののみを記入する。 

 

公共建物 
役場庁舎、公民館、公立保育所等で公用
物又は公共の用に供する建物とする。 

文教施設・港湾・清掃施設等別に項目を定めてあ
るものは、「公共建物」に含めない。 

その他 
公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建
物とする。 

店舗併用住宅の店舗部分のみ被害を受けた場合
は、「非住家、その他」として扱う。 

文教施設 

小学校、中学校、義務教育学校、高等学
校、中等教育学校、特別支援学校、大学、
高等専門学校及び幼稚園における教育の
用に供する施設とする。 

一つの学校の中で、校舎、体育館等複数の施設が
被害を受けた場合でも、文教施設 1箇所として被
害に計上する。 

非住家
被害 

病院 
医療法第 1 条第 1 項に規定する病院（患
者 20人以上の収容施設を有するもの）と
する。 

 

罹災世帯 

1.災害により全壊、半壊及び床上浸水の
被害を受け通常の生活を維持できなく
なった生計を一つにしている世帯とす
る。 
2.一部破損及び床下浸水の場合は計上し
ない。 

寄宿舎、下宿、その他これに類する施設に宿泊す
るもので共同生活を営んでいるものにつては、こ
れを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫
婦であっても、生活が別であれば分けて扱うもの
とする。 

罹災者 罹災世帯の構成員とする。  

道路 
被害 

道路 

道路法（昭和 27年法律第 180号）第 2条
第 1 項に規定する道路のうち、橋りょう
を除いたものとする。 

1.高速自動車国道、一般国道、県道、市町村道の
一般交通の用に供する道で、トンネル、渡船施
設等を含む。（農業用道路、林道等は含まない） 
2.道路被害の例としては、法面崩壊、がけくずれ、
地滑り等の土砂崩れによって道路が陥没したり
路肩が崩れたもののほか、地震による路面の不
陸、液状化による陥没等が該当する。 
3.道路冠水そのものは道路被害ではないが、冠水
中は道路に被害があるか不明であり、また交通
に影響を及ぼすことがあるため、被害程度を不
明とし、その交通規制状況について報告するこ
と。 
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区分 被害項目 認定基準 備考 

橋りょう 
道路を連結するために河川、運河等の上
に架設された橋とする。 

 

がけ 
くずれ 

  

地すべり 
地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30
号）第 2 条第 3 項に規定する「地すべり
防止施設」とする。 

 

急傾斜地 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す
る法律（昭和 44年法律第 57号）第 2条
第 2 項に規定する「急傾斜地崩壊防止施
設」とする。 

 

その他
被害 

河川 

河川法（昭和 39年法律第 167号）が適用
され、若しくは準用される河川若しくは
その他の河川又はこれらのものの維持管
理上必要な堤防、護岸、水利、床止、そ
の他の施設若しくは沿岸を保全するため
に防護することを必要とする河岸とす
る。 

1.河川被害の例としては、護岸の崩れ、破堤等が
該当する。 
2.なお、溢水は被害として計上しないが、その状
況については報告すること。 

港湾 

港湾法（昭和 25年法律第 218号）第 2条
第 5 項に規定する水域施設、外郭施設、
係留施設、又は港湾の利用及び管理上重
要な臨港交通施設とする。 

漁港は「港湾」に含めない。 

砂防 

砂防法（明治 30年法律第 29号）第 1条
に規定する砂防設備、同法第 3 条の規定
によって同法が準用される砂防のための
施設又は第 3 条の 2 の規定によって同法
が準用される天然の河岸とする。 

砂防設備とは、砂防ダム・流路工等の土石流災害
を防止するための設備をいう。 

清掃施設 
ごみ処理及びし尿処理施設とする。 ごみ処理施設とは、一般廃棄物処理施設と産業廃

棄物処理施設をいう。 

その他
被害 

鉄道不通 

汽車、電車等の運行が不能となった程度
の被害とする。 

豪雨、地震等に伴い、一時的に運行を停止し、施
設に異常がないことを確認し運行を再開した場
合は、路線ごとに各 1 箇所として被害に計上す
る。 

被害船舶 

ろ・かいのみをもって運転する舟以外で、
船体が没し、航行不能になったもの及び
流失し、所在が不明になったもの、並び
に修理しなければ航行できない程度の被
害を受けたものとする。 

 

海岸 
海岸法（昭和 31年法律第 101号）第 2条
第 1 項に規定する「海岸保全施設」とす
る。 

 

水道施設  断水を伴う水道事業者等の施設の被害とする。 

断水戸数 
上水道又は簡易水道で断水している戸数
で、最新時点における戸数とする。 

地域により断水の時間帯が異なる場合は、地域ご
との最新時点における戸数を合計する。 

電気 
災害により停電した戸数で、最新時点に
おける戸数とする。 

地域により停電の時間帯が異なる場合は、地域ご
との最新時点における戸数を合計する。 

電話 
災害により通話不能となった電話の回線
数とする。 

発信規制により、電話がかかりにくい状態となっ
た場合は、被害に含めない。 

ガス 

一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停
止となっている戸数で、最新時点におけ
る戸数とする。 

1.地域により供給停止の時間帯が異なる場合は、
地域ごとの最新時点における戸数を合計する。 
2.各家庭に取り付けられた安全器が、地震等を感
知して作動し、供給が一時的に停止された場合
は、被害に含めない。 

ブロック 
石塀 

倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数と
する。 

 

田の流失 
埋没 

田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積の
ため、耕作が不能になったものとする。 

 

田の冠水 穂の先端が見えなくなる程度に水をつか  
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区分 被害項目 認定基準 備考 

ったものとする。 

畑の流失 
埋没 

田の例に準じて取り扱うものとする。  

畑の冠水   

火災発生 
火災発生件数については、地震又は火山
噴火の場合のみ報告するものとする。 

 

活動体制 

庁内各部局 
市町村 
消防本部 
警察本部 

要綱に定める即時報告のことを指し、災
害の覚知後 30分以内に報告する。 

1.配備人数については、実情を把握しがたい場
合、各機関の定める配備定数を報告する。 
2.消防本部及び警察本部については、現行システ
ム上報告する機能がないため、システムからの
災害名登録通知を受信確認することで報告に代
えるものとする。 
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各部・各班の報告等一覧 

１ 県への報告事項 

報告内容 組織名 報告様式 

人的被害に関する情報 市町村 、消防本部、警察本部 様式 1 （人的被害） 

住家等被害に関する情報 市町村 、消防本部、警察本部 様式 2 （住家等被害） 

交通規制・道路被害に関する情報 市町村 、消防本部、警察本部 様式 3 （交通規制・道路被害） 

その他の被害に関する情報 市町村 、消防本部、警察本部 様式 4 （その他の被害） 

避難勧告等に関する情報 市町村  様式 5 （避難勧告等） 

物資資源管理に関する情報 市町村 様式 6 （物資情報） 

避難所・救護所等に関する情報 市町村 様式 7 （避難所等情報） 

消防庁が指定する災害に関する情報 

（災害年報関係） 

市町村 消防庁様式 （災害即報4 号様式） 

※千葉県危機管理情報共有要綱 別表３「市町村、消防本部、警察本部における報告一覧表」より 

 

２ 災害救助法の帳簿等 

帳簿等の種類 報告担当 備  考 

救助の種目別物資受払状況 福祉１部  

避難所設置及び収容状況 市民部  

応急仮設住宅台帳 都市部  

炊出し給与状況 経済振興部  

飲料水の供給簿 給水部  

物資の給与状況 経済振興部  

救護班活動状況 保健医療部  

病院診療所医療実施状況 病院部  

助産台帳 保健医療部  

被災者救出状況記録簿 警防部  

住宅応急修理記録簿 都市部  

学用品の給与状況 教育２部  

埋葬台帳 保健医療部  

死体処理台帳 保健医療部  

障害物除去の状況 都市部 住居障害物 

輸送記録簿 財務班  

令第 10条第１号～第４号に規定する者
の従事状況 

保健医療部、都市部、建設部 医師、建築土木技術者等 

令第10条第５号～第10号に規定する者
の従事状況 

都市部、建設部、財務班 土木建築業者、自動車運送事業者等 

 

３ 松戸市の様式 

様 式 名 報告担当 備  考 

職員動員報告書 各部・各班  

参集途上の被害状況報告 各部・各班  

受信用紙 各部・各班  

発信用紙 各部・各班  

被害等の記録・処理票 各部・各班  

避難者カード 
市民部、環境部、福祉１・２部、
教育１・２部 

 

物資受払簿 各部・各班  

義援金品領収書 財務班、経済班  

罹災届出証明 申請書 調査班  

罹災証明書 調査班  
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職員動員報告書 

                                                                     

 ■部署名        部       班                  整理番号         

 

 ■場 所                     ■報告日時   年   月   日   時   分現在 

NO 氏  名 参 集 時 刻 自 宅 等 の 状 況 

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  
月  日  時  分 

 

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  
月  日  時  分 

 

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  
月  日  時  分 

 

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  

  
月  日  時  分 

 

  月  日  時  分  

  月  日  時  分  
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参集途上の被害状況報告 

 

                     整理番号       

■報告者氏名              ■所属       部       班 

■参集報告 

○参集日時     年   月   日   時   分 
 

○参集場所  本庁舎・避難所・その他  場所名（          ） 

 

■見聞情報（参集時に見聞きした情報） 

  

○自宅付近の状況 

 ○道路の状況 

 ○建物被害の状況 

 ○救助者の有無 

 ○火災の発生状況 

 ○その他気づいたこと 

※火災、人命に関わる場

合等、緊急に対処す

べき事項は、担当班

に直接連絡する。 

 

 

■地図（略図） 
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送信・受信用紙 
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被害等の記録・処理票 

整理番号     

記 録 日 時 月          日 午前・午後 時          分 

報 告 者 

氏 名  電 話  

住 所  
（市や防災関係機関職員の場合は所属名） 

被 害 状 況 

（情報源、事実確認、緊急対応の必要性等に留意） 

附近見取図 

（ 目 標 ） 
 

対 応 状 況  

 

受 信 者 
現 場 調 査 

担 当 

未 処 理 票 

保 管 担 当 
資 材 担 当 輸 送 担 当 現 場 担 当 

処 理 済 票 

保 管 担 当 
本 部 長 

        

未 

処   

理     
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避難者カード（松戸市） 

避難所名  入所日  退所日  

記入者名  住 所  

町内会 

自治会名 
 

電 話 

メール 

自宅     （      ） 

携帯     （      ） 

メール（         @           ） 

避難形態 避難所  /  テント  /  車輌  /  自宅  /  その他（                  ） 

被害状況 なし / 全壊 / 半壊 / 一部損壊 / （床上浸水 断水 停電 ガス停止 通話不通） 

【ご家族情報】  ※該当項目に○印を入れてください。全ての方が記載できない場合には、用紙をもう一枚お使いください。 

 （ふりがな） 

氏名 
年齢 性別 

病 
 

気 

怪 
 

我 
妊

産

婦 

乳

幼

児 

障 
 

害 

要

介

護 

医
療
機
器 

ア
レ
ル
ギ
ー 

世帯主 

代表者 

  男 

女 

        

 食料物資 必要（        ） / 不要 

ご家族 

同居人 

ペット 

  男 

女 

        

 食料物資 必要（        ） / 不要 

  男 

女 

        

 食料物資 必要（        ） / 不要 

  男 

女 

        

 食料物資 必要（        ） / 不要 

  男 

女 

        

 食料物資 必要（        ） / 不要 

特記事項 

※病気やけが、障害での注意点、医薬品や粉ミルク等の必要物資、その他特別な要望があれば記入してください。 

情報公開 安否の問い合わせがあった場合、ご住所、お名前を公表することについて 同意する / 同意しない 

緊急連絡先 

（親族など） 

住 所： 

氏 名：                   電 話： 

【転出先情報】 

住所 
〒 

連絡先 
 

※災害発生時に、避難所においてこの避難者カードを記入、提出することで避難者登録され、避難所にて生活支援が受けられるようになります。無いよ

うに変更がある場合には速やかに避難所スタッフに申し出てください。※ご記入いただいた内容は、災害対策本部や避難所運営と支援のために最低限

必要な範囲で共有します。また被災者台帳に利用されます。 
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物品受け払い簿 

    №  ／    

施 設 名  担当職員名  

品 名  単 位 呼 称  

受取日 摘 要 欄 受入数 払出数 現在残 扱  者 備 考 欄 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（注）１ 品目ごとに作成する。 

２ 摘要欄には、購入先及び払出先等を記入する。 

３ 備考欄には、購入金額及びその内訳を記入する。 
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義 援 金 品 受 領 書 
 

 

 

No.         

 

金 額 ￥                      

  

 品   名 数  量   

     

     

     

     

     

    

 以上のとおり受領致しました。 

    ご好意に厚く御礼申し上げます。 

年   月   日       

 

                    様 

 

松戸市災害対策本部長 

松戸市長          印    
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罹災届出証明申請書 

 

申 請 者 

往 所 

 

 

 

氏 名 

 

印 

 

罹 災 者 

との関係 

 

 

下記の内容について証明願います。 

 

 

罹 災 日 時 

 

平成   年   月   目     時   分ごろ 

 

罹 災 場 所 

松戸市 

 

 

罹災者氏名 

 

 

 

罹災者住所 

 

 

 

届出の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり、罹災の届出があったことを証明する。 

 

第     号 

 

平成  年  月  日 

松戸市長       印 
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罹 災 証 明 書 
太わく内を記入してください。 

申 請 者 

住所 

 

電話   （  ） 

（現在の連絡先） 

 

電話   （  ） 

（ふりがな） 

氏名（罹災者と同じ場合は不要です。） 

 

罹 災 者 氏 名 

（ふりがな） 

氏名 

 

罹 災 世 帯 

の 構 成 員 

氏名 続柄 氏名 続柄 

 世帯主   

    

    

    

罹 災 建 物 

の 所 在 地 

 

松戸市        

 

（アパート等名称                ） 

罹 災 建 物 の 

用 途 等 

□持家 居住者 

□借家 居住者（所有者名           ） 

□貸主 家主 

□住居 

□非住家 

 

罹 災 程 度 

□全壊   □大規模半壊   □半壊    □準半壊    □一部破損 

□流失   □床上浸水    □床下浸水 

罹 災 原 因 

   年   月   日 発生した 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿による。 

 

上記のとおり相違ないことを証明する。 

第     号 

  年  月  日    松戸市長                印 
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用語集 

【あ行】 

液状化 

地震によって地盤が一時的に液体のようになる現象で、小規模な場合は、地下から泥水が噴き出す程

度であるが、規模が大きくなると地盤が軟弱になるため不等沈下による建物や石油タンクの倒壊や、道

路の陥没、堤防の沈下等が発生する。埋立地や河川沿いの低地など、水分をたくさん含んだゆるい砂質

の地盤で発生しやすい。 

ＮＰＯ（Non-Profit Organization） 

ボランティア団体や市民活動団体などの非営利組織を指し、利益追求を目的とする企業や団体と違っ

て、社会的使命の実現を目指して活動する民間の組織や団体のこと。特定非営利活動促進法に基づく法

人格を持った団体はＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）と呼ばれる。 

 

【か行】 

海溝型地震 

日本付近では、海のプレートが陸のプレートを押すとともに引きずり込みながら、陸のプレートの下

にもぐり込んでいるが、プレート境界の摩擦力が限界に達すると急激なすべりが起こり、巨大な地震が

発生する。この地震を海溝型地震（プレート境界型地震）という。海側のプレートのもぐり込む場所は、

日本海溝や南西諸島海溝及びトラフと呼ばれる海底の凹地（駿河トラフ、南海トラフなど）で、マグニ

チュード８程度以上の巨大地震である関東大地震、東海地震、南海地震などが発生している。 

外水はん濫 

河川の水位が上昇し、堤防を越えてはん濫したり、堤防が決壊して洪水となったりすることをいう。 

活断層（断層） 

地質学的に最近の期間(数10万年～200万年)において、地震を繰返し発生させ、今後も引き続き活動

して地震を引き起こす可能性の高い断層のこと。 

帰宅困難者 

災害などを原因とする公共交通機関の不通により、会社や学校から自宅に帰ることが困難となった人

のことをいう。 

急傾斜地崩壊危険箇所 

傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが５メートル以上の箇所で、人家等に被害が生じるおそれのある地

区をいう。 

急傾斜地崩壊危険区域 

急傾斜地崩壊危険箇所のうち、一定の行為を制限したり、防災工事を行う必要がある区域について、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて、県知事が指定する区域である。 

救護所 

災害や大規模事故が発生した場合に、被災現場等に医師会や病院から医師等が派遣され応急的な医療

活動を行うための場所である。 

緊急消防援助隊 

平成７年１月17日の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災害時におけ

る人命救助活動等をより効果的かつ迅速に実施し得るよう、全国の消防機関相互による援助体制を構築

するため、全国の消防本部の協力を得て、平成７年６月に創設された。この緊急消防援助隊は、平常時

においては、それぞれの地域における消防の責任の遂行に全力を挙げる一方、我が国のどこかにおいて

大規模災害が発生した場合には、全国から当該災害に対応できるだけの消防部隊が被災地に集中的に出

動するというシステムである。大規模災害発生に際し、県知事からの応援要請に対し消防組織法第 24
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条の３に規定する消防庁長官の要請（同法改正後は指示も含む）により、被災地に出動し、被災市町村

長の指揮の下、活動することを任務としている。 

緊急輸送道路 

県や市等が、人命の救助や災害応急対策活動に必要な物資、資機材、要員等の広域的な緊急輸送を行

うために、事前に指定する道路のことである。指定された緊急輸送路の管理者は、それぞれの計画に基

づき、その整備を実施する。 

クラッシュシンドローム（挫滅症候群） 

筋肉が長時間の圧迫によって、筋組織が壊死を起こすために起こる循環障害で、著しい脱水・高カリ

ウム血症・急性腎不全を引き起こす症状をさす。症状が重い場合は、不整脈や心停止など全身に重篤な

障害をもたらすため、血液透析などの速やかな治療が必要となる。 

警戒区域 

災害現場で身体等に対する危険防止、また、消火活動火災調査のため関係者以外の出入りを禁止した

り制限したりする区域のことである。立入制限区域ともいう。火災のほか、風水害、土砂災害、火山災

害、原子力関連の事故などの場合にも設定される。一般には災害対策基本法第 63 条に基づき指定され

る区域をいい、罰則付きで区域内への立ち入りが制限、禁止、退去を命令される。 

激甚災害制度 

甚大な被害が発生した場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、

中央防災会議の意見を聴いた上で、政令でその災害が「激甚災害」として指定される。激甚災害に指定

されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げや中小企業に対する低利融資など、

特別の財政助成措置が講じられる。  

広域避難場所 

地震時の市街地延焼火災から身を守るための広いオープンスペースのこと。概ね 10ha 以上の空地

（10ha未満の空地であっても、周辺に耐火建築物等が存在し、火災に対して有効な遮断が可能な場所を

含む）、又は土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有する

と認められるもの。 

洪水予報 

洪水予報指定河川について、気象庁と国土交通省または都道府県の機関が共同して、洪水のおそれの

状態を基準地点の水位又は流量を示して行う洪水の予報である。気象庁と国土交通省の機関が行う洪水

予報では、はん濫後において、はん濫により浸水する区域及びその水深を予報する。 

 

【さ行】 

災害救助法 

災害時に、国が地方自治体や日本赤十字社及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災

者の保護と社会秩序の安定を図ることを目的とした法律である。災害救助法の適用を受けた災害の場合

は、救出、避難所設置、食品の給与、応急仮設住宅の設置等の対策にかかる費用が国庫負担の対象にな

る。 

災害拠点病院 

災害時に発生する傷病者に対応するため、「24時間体制が取れる」「ヘリ等の広域搬送に対応できる」

などの条件を満たす総合病院で厚生労働省が指定する。災害拠点病院は、地域災害医療センターと、特

に各県単位で中心となる施設が基幹災害医療センターとして指定されている。 

災害時要配慮者 

災害から身を守るための適切な防災行動をとることが特に困難な人で、乳幼児、寝たきりなどの高齢

者、障がい者、妊産婦や在住外国人などをいう。 
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災害対策基本法 

災害から国土と国民の生命、財産を守るために、国、自治体、公共機関によって必要な体制を整備し、

責任の所在を明らかにすると共に、計画の策定、災害予防、災害応急対策、災害復旧などの措置などを

定めた法律である。1959（昭和34）年の伊勢湾台風の被害をきっかけに、防災関係法令の一元化を図る

ために1961（昭和36）年に制定された。 

災害対策本部 

災害時に対策を決定し、指揮をとる本部。大規模な災害発生時の対策・指揮をとるところで、災害発

生直後に設立される部門であるが、災害の規模、種別等によりその役割・内容は大きく異なる。また、

設置される場所・所属等も多数となる可能性がある。JCO 臨界事故では、政府、県庁、市町村、各防災

対策機関、対応にあたる医療施設、JCO工場等で設置された。 

指定行政機関 

内閣総理大臣が、関係法に基づいて指定する行政機関のことである。 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省、文部科学省、

文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地

理院、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省がある。 

指定公共機関 

内閣総理大臣が、関係法に基づいて指定する公共機関のことである。 

独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、

通信その他の公益的事業を営む法人で、政令及び内閣総理大臣公示で指定された機関。 

指定地方行政機関 

内閣総理大臣が関係法に基づいて指定する指定行政機関の地方支分局のことである。 

指定地方公共機関 

都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公

社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当

該都道府県の知事が指定する。 

自主防災組織 

地域住民が「自分たちの地域は、自分たちで守ろう」という連帯感に基づき自主的に結成する組織。

平常時には知識の普及、防災訓練の実施、防災用資機材の整備を行い、災害時には情報の収集伝達、初

期消火、負傷者の救出救護、避難誘導などの活動を行う。災害による被害を最小限にし、いち早く立ち

直るためには、地域ぐるみの協力体制が不可欠であり、自主防災組織がこの役割を果たす。 

震度 

その地点での地震の揺れの強さを示す数値で、ある場所での地震動の強さをいくつかの階級に分けて

表す数値をいう。日本では気象庁震度階級によって表され、かつては体感及び周囲の状況から推定して

いたが、1996年（平成８年）４月からは、計測震度計により自動的に観測し10段階に区分している。 

水防管理団体 

水防の責任を有する市町村（特別区を含む。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合若

しくは水害予防組合をいう。 

水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者

をいう。 

水防機関 

水防団及び消防機関（消防本部、消防署、消防団）をいう。水防管理団体は、区域内にある消防機関

が水防事務を十分に処理することができないときは、水防団を置かなければならないとしている。 
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水防計画 

水防法に基づき、水防上必要な監視、警戒等、水門等の操作、水防団・消防機関・水防協力団体の活

動、器具・設備の整備等を定めた計画のことである。 

水防警報 

水防法に基づいて、洪水又は高潮によって災害が発生するおそれがあるときに、水防を行う必要があ

る旨を、河川管理者から水防管理者に対して警告を行う発表をいう。水防警報の種類は、次のとおりで

あり、水防機関（消防本部、消防署、消防団）への指示を行うためのものである。 

待機：状況に応じて直ちに水防機関（消防団の場合は自宅から詰所に）が出動できるように待機する

必要がある旨を警告 

準備：水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努め

るとともに、水防機関（消防団の場合は詰所から）に出動できるよう準備をさせる必要がある

旨を警告 

出動：水防機関が出動し、重要水防箇所等の巡視を行う必要がある旨を警告 

指示：出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要である旨を警告するとともに、水防活動上必要

な越水・漏水・法崩・亀裂等河川の状態を示しその対応策を指示 

解除：水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報

を解除する旨を通告 

水防法 

洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持す

ることを目的として制定された法律である。 

水防活動は、この法律により定められた水防計画に基づき、具体的な活動が行われる。 

 

【た行】 

中央防災会議 

内閣総理大臣を会長とし、防災担当大臣や防災担当大臣以外の全閣僚、指定公共機関の長、学識経験

者からなる会議で、防災基本計画等の作成及びその実施の推進、非常災害の際の緊急措置に関する計画

の作成及びその実施の推進、防災に関する重要事項の審議、防災に関する重要事項に関する内閣総理大

臣及び防災担当大臣への意見の具申等を行う。 

直下型地震 

陸地を震源とする比較的浅い地震の通称。海のプレートの動きは、海溝型地震の原因となるだけでな

く陸のプレートを圧迫し、内陸部の岩盤にもひずみを生じさせる。ひずみが大きくなると、内陸部の地

中にあるプレート内部の弱い部分で破壊が起こる。こうして起こる地震は、海溝型の巨大地震に比べる

と規模は小さいが、局地的に激震を起こす。都市直下の浅いところを震源とする場合には大きな被害を

もたらす。兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）はこれにあたる。 

同報設備 

避難勧告等の緊急情報を、市民等に一斉かつ即時に伝えるための手段をいう。公園等に設置した無線

スピーカーでの放送、事前登録されたメールアドレスやファックスへの配信等の方法がある。 

東海地震 

南海トラフ沿いで想定されている大規模地震（「南海トラフ地震」という。）のひとつで、駿河湾から

静岡県の内陸部を想定震源域とするマグニチュード8クラスの地震。地震の発生を短期的に予知できる

可能性があるとされ、地殻変動や地震などの観測データに異常を確認した場合は、東海地震関連情報を

発表していたが、平成29年11月から発表しないこととなった。 

都市型水害 

  都市部では、地面が道路舗装やコンクリートで覆われているため、降った雨が地面にしみ込まずに大

部分が河川に流れ込む。このため、強い雨が短時間に降ると、河川や水路の水位が急激に上昇して氾濫

しやすくなる。また、下水溝、用水溝でも排水機能が追いつかなかったり、河川から逆流したりして浸
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水する。これを都市（型）水害と呼ぶ。 

土砂災害警戒情報 

大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の

自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報のことである。 

土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害の内、避難勧告等の災害応急対応が必要な土石流

や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。しかし、土砂災害は、それぞれの斜面における植

生・地質・風化の程度、地下水の状況等に大きく影響されるため、個別の災害発生箇所・時間・規模等

を詳細に特定することはできない。また、技術的に予測が困難である斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地

すべり等は、土砂災害警戒情報の発表対象とはしていない。 

トリアージ 

災害や事故の時、多数の傷病者が同時に出た際に、早期に治療を要する重症患者を発見し、早期に適

切な治療を受けさせることで、より多くの人命を救うことを目的として傷病の程度や治療の優先順位の

判定をすることをいう。本来は戦場での負傷者の傷病の程度を判定するために使われていた言葉である。 

 

【な行】 

内水はん濫 

大きな河川の水位が上昇したために、そこに流れ込む水路の水が行き場を失って、宅地等に逆流したり、

宅地等に降った大雨が、水路や下水道に排水しきれずに、水が溜まることをいう。 

南海トラフ地震 

駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね 100～150 年間隔で繰り返し発生してき

た大規模地震で、前回の南海トラフ地震（1944年の昭和東南海地震及び 1946年の昭和南海地震）が発生

してから70年以上が経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきている。また、南

海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評

価した場合等は「南海トラフ地震に関連する情報」の発表を行っている。 

 

【は行】 

ハザードマップ 

災害による被害を予測し、その被害範囲を地図にまとめたものである。 

最近では避難場所や避難経路などを書き込んだものもハザードマップとよんでおり、水防法、土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、地震防災対策特別措置法により、洪水、

土砂災害、地震・津波に対するハザードマップの作成が市町村の義務となっている。 

氾濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の恐れがある水位をいう。以前は、「危険水位」と呼

ばれていたが、｢洪水等に関する防災情報体系の見直し実施要綱｣に準じて、平成 19 年 4 月からは防災

用語としては「氾濫危険水位」と表現している。 

氾濫注意水位 

水害の発生に備えて、水防法で定める水防管理団体が出動する目安になる水位である。以前は、「警戒

水位」と呼ばれていたが、｢洪水等に関する防災情報体系の見直し実施要綱｣に準じて、平成 19 年 4 月

からは防災用語としては「はん濫注意水位」と表現している。 

被災建築物の応急危険度判定 

応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の

危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる

二次的災害を防止することを目的として行われる。 

その判定結果は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに

対してもその建築物の危険性について情報提供するものである。これらの判定は建築の専門家が個々の
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建築物を直接見て行われる。 

被災者生活再建支援制度 

被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、都道

府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、そ

の自立した生活の開始を支援するものである。 

被災宅地危険度判定 

災害対策本部が設置されるような大規模な地震又は大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災

した場合、要請を受けた被災宅地危険度判定士が危険度判定を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確

に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的として行われ

る。 

ＢＣＰ（事業継続計画） 

Business Continuity Planの略で、地震などの災害や事故・事件などが起きた場合に、企業が、従来

の防災対策に加え、中核事業の継続・早期復旧を図るために平常時に行うべき活動並びに緊急時（災害

時）の対応方法、手段などを事前に取り決めておく計画のことである。 

避難勧告 

災害対策基本法に基づき市町村長等が住民に対し避難のための立ち退きを勧め促すために発令する情

報である。 

避難行動要支援者 

災害時要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難で、円滑な避難のために特に支援を要する人を

いう。 

避難指示 

災害対策基本法、水防法等に基づき市町村長等が住民に対し、被害の危険が切迫したときに避難のた

めの立ち退きをより強く促すために発令する情報である。 

避難準備・高齢者等避難開始 

事態の推移によっては避難勧告、避難指示を発令することが予想される場合に、避難のための準備や

避難活動に時間を必要とする災害時要配慮者等の避難を開始するために、市町村長が住民に対し発表す

る情報である。法的根拠はなく地域防災計画で規定される。 

避難判断水位 

避難の必要も含めて氾濫に対する警戒を要する水位である。指定河川では、避難判断水位に到達し、

さらに上昇が見込まれる場合、あるいは一定時間後にはん濫危険水位に到達が見込まれる場合に、○○

川氾濫警戒情報（洪水警報）を発表する。 

福祉避難所 

災害発生後に、障がい者や心身に衰えのある高齢者、乳幼児等、避難所での生活において特別な配慮(身

体的ケアやコミュニケーション支援等)を必要とする方々を収容し保護する施設のことである。 

防災会議 

自治体の防災対策を推進するために、都道府県知事、市町村長を会長として、地域の防災関係機関の

代表者によって組織された会議で、地域防災計画の策定や災害情報の収集等を行う。 

防災基本計画 

災害対策基本法に基づき、中央防災会議が作成する国の防災に関する基本的な計画のことである。 

 

【ま行】 

マグニチュード 

地震全体の規模を表す数値、震源のエネルギーの大きさを示す。マグニチュード１の違いは、約 30
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倍である（マグニチュード２の違いで 1000倍)。関東大震災はマグニチュード 7.9、兵庫県南部地震は

7.2 であった。地震被害の大きさ・広がりは、一般的にいってマグニチュード７程度では、一つの県を

占める規模、マグニチュード８では、複数県にまで拡大すると考えられている。 

 

【ら行】 

ライフライン 

現代社会においては、電気・ガス・水道・電話、道路、鉄道など、日常生活を維持していくうえで必

須の諸設備のことである。 
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